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一

一
、
問
題
の
所
在

　
「
生
生
世
世
」
と
は
、
今
生
は
も
と
よ
り
次
生
、
次
々
生
と
い
う
よ
う

に
、
生
を
幾
世
も
重
ね
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
角
田
泰
隆
氏

は
道
元
禅
師
の
「
生
生
世
世
」
を
含
む
用
語
に
着
目
し
、「
は
る
か
な

る
仏
道
」
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
改
め
て
そ
の
論
を
確
認
す
る

と
、
角
田
氏
は
「
今
生
よ
り
乃
至
生
生
を
つ
く
し
て
」、「
生
を
か
へ
身

を
か
へ
て
も
」
等
の
表
現
と
と
も
に
「
生
生
世
世
」
を
生
死
の
連
続
や

六
道
、
輪
廻
に
関
す
る
説
示
と
し
て
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
い
る（
１
）。

そ
こ
で
は
『
弁
道
話
』「
す
で
に
修
の
証
な
れ
ば
、
証
に
き
は
な
く
、
証

の
修
な
れ
ば
、
修
に
は
じ
め
な
し
」
に
基
づ
き
、「
修
行
の
上
に
証
り
が

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
証
り
に
こ
こ
ま
で
で
よ
い
と
い
う
終
着
点
は
な

く
、
証
り
の
上
で
の
修
行
で
あ
る
か
ら
、
修
行
そ
の
も
の
に
始
め
（
で

あ
る
と
か
終
わ
り
で
あ
る
と
か
）
は
な
い
」
と
い
う
「
修
証
一
如
」
と
し
て

道
元
禅
師
の
修
証
観
を
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
修
証
は
今
生
に

限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
生
生
世
世
に
亘
る
と
い
う
こ

と
が
知
ら
れ
る
」
と
し
て
、
道
元
禅
師
が
過
去
世
を
認
め
、
来
世
を
認

め
、
生
生
世
世
出
生
入
死
、
未
来
永
劫
に
わ
た
る
「
は
る
か
な
る
仏

道
」
を
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る（
２
）。

　

こ
の
検
討
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
生
生
世
世
」
と
は
道
元
禅
師
の

輪
廻
観
を
語
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
用
語
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、「
生
生

世
世
」
に
つ
い
て
各
文
献
を
検
討
す
る
と
、
道
元
禅
師
が
「
生
生
世

世
」
を
用
い
た
深
意
に
気
づ
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
道
元
禅
師
の
死
生

観
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
「
生
生
世
世
」
に
焦
点
を
あ
て
て
、
以
下
に
考
察
を

試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、「
生
生
世
世
」
に
つ
い
て

　
「
生
生
世
世
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
仏
典
を
検
索

し
て
み
る
と
多
数
の
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
例

と
し
て
『
仏
説
仏
名
経
』
巻
一
（
大
正
蔵
一
四
巻
一
八
九
頁
下
～
一
九
〇
頁

上
、
二
五
〇
頁
上
）
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
同
経
に
は
以
下
の
よ
う
に
繰
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り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

願
弟
子
等
、
承
是
懺
悔
三
毒
等
一
切
諸
煩
悩
所
生
功
徳
、
願
生
生
世
世
三
慧

明
、
三
達
朗
、
三
苦
滅
、
三
願
満
。

願
弟
子
等
、
承
是
懺
悔
四
識
等
一
切
諸
煩
悩
所
生
功
徳
、
願
生
生
世
世
、
広

四
等
心
、
立
四
信
業
、
四
悪
趣
滅
、
得
四
無
畏
。

願
弟
子
等
、
承
是
懺
悔
五
蓋
等
諸
煩
悩
所
生
功
徳
、
願
生
生
世
世
度
五
道
、

樹
五
根
、
浄
五
眼
、
成
五
分
。

願
弟
子
等
、
承
是
懺
悔
六
愛
等
諸
煩
悩
所
生
功
徳
、
願
生
生
世
世
具
足
六
神

通
、
満
足
六
度
業
、
不
為
六
塵
惑
、
常
行
六
妙
行
。

願
弟
子
等
、
承
是
懺
悔
七
漏
八
垢
九
結
十
纏
等
一
切
諸
煩
悩
所
生
功
徳
、
願

生
生
世
世
坐
七
浄
華
、
洗
塵
八
水
、
具
九
断
智
、
成
十
地
行
。

願
以
懺
悔
十
一
遍
使
及
十
二
入
十
八
界
等
一
切
諸
煩
悩
所
生
功
徳
、
願
生
生

世
世
十
一
空
解
常
用
洗
心
、
自
在
能
転
十
二
行
輪
、
具
足
十
八
不
共
之
法
、

無
量
功
徳
一
切
円
満
。

　
『
仏
説
仏
名
経
』
で
は
懺
悔
滅
罪
の
た
め
に
三
世
十
方
諸
仏
の
名
号

を
受
持
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
が
、
こ
の
一
節
は
煩
悩
を
懺
悔
し
て
生

じ
た
功
徳
を
も
っ
て
未
来
永
劫
に
亘
っ
て
誓
願
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
な
か
で
「
生
生
世
世
」
の
語
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
経

で
は
「
生
生
世
世
」
を
四
七
例
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る（
３
）。

　

こ
の
ほ
か
に
複
数
の
用
例
が
確
認
で
き
る
も
の
は
『
円
覚
経
道
場
修

証
義
』（
続
蔵
一
二
八
冊
）
に
二
四
例
、『
仏
本
行
集
経
』（
大
正
蔵
三
巻
）

に
一
八
例
だ
が
、
こ
の
う
ち
前
者
に
一
例
（
七
八
四
右
上
）、
後
者
に
二

例
（
六
六
七
頁
上
・
九
〇
五
頁
中
）
を
除
い
て
、
す
べ
て
誓
願
の
語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
生
生
世
世
」
と
い
う
語
の
用
例
を
み
る
に
あ
た
り
、
日
本

の
古
典
籍
を
確
認
し
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
平
安
時
代
中
期
の
法
制
書

で
あ
る
惟
宗
允
亮
著
『
政
事
要
略
』
巻
二
五
（
長
保
四
年
〔
一
〇
〇
二
〕

頃
、
天
明
六
年
〔
一
七
八
六
〕、
国
立
公
文
書
館
（
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
）
明
治
一
六

年
謄
写
本
）
に
み
え
る
藤
原
良
世
（
？
～
九
〇
〇
）
撰
『
興
福
寺
縁
起
』
に

以
下
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

時
有
百
済
禅
尼
、
名
曰
法
明
。
白
大
臣
、
我
持
大
乗
、
名
維
摩
経
。
其
中
所

説
問
疾
品
試
奉
誦
、
相
公
御
悩
平
愈
歟
。
未
誦
了
一
品
之
前
、
相
公
御
病
既

以
平
愈
。
以
平
愈
、
時
大
臣
稽
首
合
掌
言
。
生
生
世
世
。
帰
依
大
乗
。
又
為

師
禅
尼
。�

（
二
六
丁
右
）

　

こ
れ
は
『
興
福
寺
縁
起
』
に
記
さ
れ
た
「
維
摩
会
」
に
関
す
る
記
述

で
あ
る（
４
）。
維
摩
経
を
諷
誦
す
る
こ
と
で
藤
原
鎌
足
（
六
一
四
～
六
六
九
）

の
病
気
が
平
癒
し
た
こ
と
か
ら
鎌
足
が
稽
首
合
掌
し
て
「
生
生
世
世
、

帰
依
大
乗
」
と
唱
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
藤
原
明
衡
（
九
八
九
～
一
〇
六
六
）
撰
『
本
朝
文
粋
』（
康
平
三

年
〔
一
〇
六
〇
〕
頃
、
正
保
五
年
〔
一
六
四
八
〕
刊
）
と
い
う
漢
詩
文
集
に
は

次
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
る
。

伏
願
、
未
来
無
量
劫
恒
河
沙
世
界
、
於
我
本
尊
観
音
大
悲
、
至
心
供
養
、
尽

身
服
事
。
頂
長
為
承
趺
之
地
、
口
常
為
唱
名
之
業
。
生
生
世
世
、
敢
不
退
還
。

為
叶
我
観
音
之
大
悲
願
、
代
五
濁
衆
生
受
苦
悩
。
嗟
呼
、
諸
仏
抛
我
不
顧
、
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令
我
久
溺
苦
海
、
唯
我
観
音
視
以
慈
悲
之
眼
。
朝
庭
抛
我
不
顧
、
令
我
既
為

棄
井
、
唯
我
観
音
降
以
汲
引
之
恩
、
恒
沙
之
界
立
錐
之
地
、
猶
無
非
奉
為
観

音
棄
身
之
処
矣
。
三
世
諸
仏
誠
聴
我
言
、
吾
重
観
因
縁
、
聞
法
華
之
勝
理
、

覚
観
音
之
慈
悲
、
是
釈
尊
之
遺
教
也
。
一
切
善
願
先
奉
廻
向
、
白
衣
弟
子
。

伏
以
発
願
敬
白
。�

（
巻
一
三
、
一
〇
丁
右
～
左
）

　

兼
明
親
王
（
前
中
書
王
、
九
一
四
～
九
八
七
）
に
よ
る
二
例
の
「
発
願

文
」
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
観
音
菩
薩
に
心
か
ら
帰
依
す
る
た
め

に
礼
拝
し
唱
名
す
る
こ
と
を
「
生
生
世
世
、
敢
不
退
還
」
と
し
て
未
来

永
劫
に
亘
っ
て
勤
め
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
朝
廷
の
策
謀

に
よ
っ
て
降
格
さ
れ
た
失
意
の
な
か
、
観
音
菩
薩
の
慈
悲
に
救
わ
れ
た

こ
と
を
契
機
と
し
て
帰
依
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
平
安
後
期
の
三
善
為
康
篇
『
朝
野
群
載
』
巻
二
（
一

一
一
六
、
国
立
公
文
書
館
蔵
、
慶
長
年
間
写
本
）
と
い
う
類
書
に
は
、
大
江
佐

国
依
神
主
撰
「
賀
茂
社
桜
会
縁
起
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
記

述
が
み
ら
れ
る
。

願
以
不
老
不
死
之
句
、
更
献
明
天
子
永
奉
護
、
象
外
之
遐
年
九
厥
、
是
経
加

一
字
之
点
画
、
令
会
致
刹
那
之
聴
聞
、
若
男
若
女
或
道
或
俗
、
生
生
世
世
在

在
処
処
、
遇
善
知
識
之
縁
、
到
証
菩
提
之
業
。�

（
二
七
右
）

　

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
末
期
に
か
け
て
、
桜
の
時
期
に
桜
会
と
い
う
法

会
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
京
都
賀
茂
神
社
で
永
保
三
年
（
一
〇
八
三
）
二

月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
桜
会
の
記
録
に
「
生
生
世
世
、
在
在
処
処
」

と
し
て
未
来
永
劫
に
亘
っ
て
い
か
な
る
場
所
に
於
い
て
も
善
知
識
と
出

会
い
、
菩
提
を
証
せ
ん
と
願
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。�

　

そ
し
て
、
平
安
末
期
の
漢
詩
文
集
で
あ
る
『
本
朝
続
文
粋
』（
編
者
未

詳
、
国
立
公
文
書
館
蔵
写
本
）
に
は
藤
原
明
衡
撰
『
比
叡
山
不
断
経
縁
記
』

が
収
録
さ
れ
る
。

昔
従
地
湧
出
之
儀
、
手
排
塔
扉
、
眼
見
華
偈
。
又
一
結
衆
共
発
願
曰
、
我
等

後
世
雖
臥
熱
鉄
之
地
、
或
溺
欲
河
之
流
、
本
願
力
故
、
猛
火
声
中
、
必
聴
妙

法
之
声
、
逆
浪
響
裏
、
必
聞
読
誦
之
響
。
共
依
本
山
妙
文
之
功
、
同
遊
他
方

一
仏
之
土
。
生
生
世
世
、
在
在
処
処
、
常
聞
此
経
、
永
蒙
利
益
。

�

（
一
三
左
～
一
四
右
）

　

永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
四
月
二
二
日
の
記
述
で
あ
る
。
比
叡
山
根
本

中
堂
の
「
医
王
の
宝
前
」
で
不
断
に
転
読
し
た
こ
と
か
ら
結
縁
不
断
経

と
称
さ
れ
る
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
「
生
生
世
世
、
在
在
処
処
」
に
利

益
を
蒙
る
こ
と
を
祈
願
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
の
古
典
籍
に
も
「
生
生
世
世
」
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
誓
願
に
関
す
る
仏
教
用
語
と
し
て
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

以
上
、「
生
生
世
世
」
の
用
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ

り
「
生
生
世
世
」
と
は
仏
教
用
語
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
、
道
元
禅
師
の
「
生
生
世
世
」
の
用
例

　

冒
頭
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
角
田
氏
は
道
元
禅
師
の
「
生
生
世

世
」
等
の
表
現
を
取
り
上
げ
、「
は
る
か
な
る
仏
道
」
が
説
か
れ
て
い
る
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こ
と
を
確
認
し
、
道
元
禅
師
の
輪
廻
説
で
は
修
行
の
必
要
性
と
積
功
累

徳
（
功
徳
の
積
み
累
ね
）
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て

い
る（
５
）。

　

こ
の
他
の
道
元
禅
師
の
輪
廻
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、
下
室
覚
道

「
道
元
禅
師
の
輪
廻
観
―
種
子
説
の
立
場
よ
り
―
」
が
あ
る
。
こ
こ
で

は
道
元
禅
師
の
輪
廻
説
に
つ
い
て
、
種
子
説
の
観
点
か
ら
、
永
性
を
も

ち
光
輝
く
身
心
と
い
う
相
体
を
種
子
と
み
な
し
、「
光
明
の
種
子
」
と
し

て
世
世
に
仏
道
を
歩
む
も
の
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
西
岡
秀
爾
「
道
元
の
輪
廻
観
―『
正
法
眼
蔵
』「
道
心
」
巻
を

中
心
に
―
」
で
は
、
道
元
禅
師
は
身
心
一
如
の
立
場
か
ら
輪
廻
の
主
体

を
認
め
ず
業
の
輪
廻
の
み
が
あ
る
も
の
と
し
、
道
元
禅
師
が
輪
廻
思
想

を
説
示
す
る
場
合
、
あ
く
ま
で
そ
の
中
心
内
容
は
現
在
に
あ
り
、
今
の

瞬
間
（「
而
今
」）
を
い
か
に
修
行
す
る
か
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
す

る
。
そ
し
て
、
生
死
輪
廻
自
体
を
否
定
こ
そ
し
な
い
が
積
極
的
に
説
い

た
訳
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
而
今
の
修
行
に
徹
底
す
る
こ
と
を
説
く
に

あ
た
っ
て
の
教
化
手
段
と
し
て
便
宜
上
説
か
れ
た
も
の
と
す
る（
６
）。

　

こ
の
よ
う
に
各
氏
は
道
元
禅
師
の
輪
廻
説
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
て

い
る
が
、
各
氏
の
共
通
点
と
し
て
輪
廻
自
体
を
全
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
道
元
禅
師
の
輪
廻
に
関
連
す
る
用
例
に
つ
い
て
改
め
て
確

認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
す
で
に
角
田
氏
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
改
め
て
「
生
生
世
世
」
の
用
例
に
関
し
て
列
挙
す
る
と

以
下
の
通
り
と
な
る
。

　
「
伝
衣
」
巻

い
づ
れ
の
家
門
に
か
、
わ
が
正
伝
の
ご
と
く
、
ま
さ
し
く
釈
迦
の
衣
法
と
も
に

正
伝
せ
る
。
ひ
と
り
仏
道
の
み
に
あ
り
。
こ
の
衣
法
に
あ
は
ん
と
き
、
た
れ
か

恭
敬
供
養
を
ゆ
る
く
せ
ん
。
た
と
ひ
一
日
に
無
量
恆
河
沙
の
身
命
を
す
て
て
供

養
す
べ
し
。
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
を
も
発
願
す
べ
し
。�（
春
秋
社
本
『
道
元
禅

師
全
集
』、
一
・
三
五
六
頁
。
以
下
、
該
当
箇
所
の
み
表
記
）

　
「
袈
裟
功
徳
」
巻

い
づ
れ
の
家
門
か
、
わ
が
正
伝
の
ご
と
く
、
釈
尊
の
衣
法
、
と
も
に
正
伝
せ

る
。
こ
れ
に
あ
ふ
た
て
ま
つ
り
て
、
た
れ
か
恭
敬
供
養
せ
ざ
ら
ん
。
た
と
ひ
一

日
に
無
量
恆
河
沙
の
身
命
を
す
て
て
も
、
供
養
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
、
な
ほ
生

生
世
世
の
値
遇
頂
戴
、
供
養
恭
敬
を
発
願
す
べ
し
。（
二
・
三
〇
二
頁
。）

　
「
帰
依
仏
法
僧
宝
」
巻

た
と
ひ
天
上
・
人
間
・
地
獄
・
鬼
畜
な
り
と
い
へ
ど
も
、
感
応
道
交
す
れ
ば
、

必
ず
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
な
り
。
す
で
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
が
ご
と
き
は
、

生
生
世
世
、
在
在
処
処
に
増
長
し
、
必
ず
積
功
累
徳
し
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三

菩
提
を
成
就
す
る
な
り
。�

（
二
・
三
七
二
頁
）

　
「
菩
提
薩
埵
四
摂
法
」
巻�

愛
語
を
こ
の
む
よ
り
は
、
や
う
や
く
愛
語
を
増
長
す
る
な
り
。
し
か
あ
れ
ば
、

ひ
ご
ろ
し
ら
れ
ず
、
み
え
ざ
る
愛
語
も
、
現
前
す
る
な
り
。
現
在
の
身
命
の
存

せ
ら
ん
あ
ひ
だ
、
こ
の
む
で
愛
語
す
べ
し
、
世
世
生
生
に
も
、
不
退
転
な
ら

ん
。
怨
敵
を
降
伏
し
、
君
子
を
和
睦
な
ら
し
む
る
こ
と
、
愛
語
を
根
本
と
す
る
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五

な
り
。�

（
二
・
五
一
二
頁
）

　
「
道
心
」
巻

眼
の
前
に
、
や
み
の
き
た
ら
ん
よ
り
の
ち
は
、
た
ゆ
ま
ず
は
げ
み
て
、
三
帰
依
、

と
な
へ
た
て
ま
つ
る
こ
と
、
中
有
ま
で
も
、
後
生
ま
で
も
、
お
こ
た
る
べ
か
ら

ず
。
か
く
の
ご
と
く
し
て
、
生
生
世
世
を
つ
く
し
て
、
と
な
へ
た
て
ま
つ
る
べ

し
。
仏
果
菩
提
に
い
た
ら
ん
ま
で
も
、
お
こ
た
ら
ざ
る
べ
し
。
こ
れ
、
諸
仏
菩

薩
の
、
お
こ
な
は
せ
た
ま
ふ
み
ち
な
り
。�

（
二
・
五
三
二
頁
）

　
『
永
平
広
録
』
巻
六
・
四
一
四
上
堂

良
久
云
、
困
来
眠
、
健
坐
禅
。
飯
飽
弄
筋
、
菜
後
羹
先
、
豈
不
是
一
乗
法
。

暮
八
百
朝
三
千
、
生
生
世
世
眼
皮
綻
、
劫
劫
年
年
鼻
孔
穿
、
豈
不
是
一
乗
法
。

遂
拈
拄
杖
卓
一
卓
云
、
這
箇
是
什
麼
。
若
喚
作
一
乗
法
、
牛
頭
無
角
。
不
喚

作
一
乗
法
、
馬
頭
有
角
。�
（
四
・
二
～
四
頁
）

　
「
羅
漢
供
養
式
文
」

伽
陀
曰
、
十
六
大
国
王
、
無
上
勝
福
田
、
恭
敬
供
養
者
、
自
然
獲
大
利
。
南

無
帰
命
頂
礼
十
六
大
羅
漢
、
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
。�

（
七
・
二
九
四
頁
）

　

上
記
を
み
る
と
、「
帰
依
仏
法
僧
宝
」
巻
で
は
「
生
生
世
世
、
在
在

処
処
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、『
永
平
広
録
』
上
堂
で
は

「
生
生
世
世
眼
皮
綻
」
と
あ
る
。

　

ま
た
、「
菩
提
薩
埵
四
摂
法
」
巻
で
は
「
世
世
生
生
に
も
、
不
退
転

な
ら
ん
」
と
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
生
生
世
世
」

の
用
例
が
確
認
で
き
る
が
、「
伝
衣
」
巻
、「
袈
裟
功
徳
」
巻
及
び
「
羅

漢
供
養
式
文
」
で
は
特
に
「
生
生
世
世
、
値
遇
頂
戴
」
と
い
う
二
句
の

組
み
合
わ
せ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
句
に
着
目
し
、
以

下
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

四
、「
生
生
世
世
、
値
遇
頂
戴
」
に
つ
い
て

　

ま
ず
は
「
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
」
の
用
例
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

　

元
杲
（
九
一
四
～
九
九
五
）
撰
「
具
支
潅
頂
儀
式
」

次
仏
名
、
南
無
帰
命
頂
礼
仏
性
三
昧
耶
戒
。
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
。
聖
朝
安

穩
増
長
宝
寿
。
護
持
受
者
悉
地
円
満
。
伽
藍
安
穏
興
隆
密
教
。
天
下
安
穏
万

民
豊
楽
。
大
悲
護
念
成
善
願
。
次
迴
向
如
常
云
云
」

�

（
大
正
蔵
七
八
巻
六
九
頁
上
）

　

勝
賢
撰
「
三
寶
院
傳
法
潅
頂
私
記
」

「
裏
書
」
受
者
作
法
。
…
（
中
略
）
…
次
仏
名
持
如
意
、
南
無
帰
命
頂
礼
仏
性

三
摩
耶　

生
生
世
世
値
遇
頂
戴
。
弘
法
大
師
倍
増
法
楽
。
天
衆
地
類
威
光
増

益
。
聖
朝
安
穩
増
長
宝
寿
。
護
持
受
者
悉
地
円
満
。
天
下
法
界
平
等
利
益
。

大
悲
護
念
成
御
願
。｣�

（
大
正
蔵
七
八
巻
四
一
八
頁
上
～
中
）

　

な
お
、
教
舜
撰
「
傳
法
潅
頂
三
摩
耶
戒
作
法
」（
大
正
蔵
二
四
巻
七
六
一

頁
下
）
に
も
同
文
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
灌
頂
の
儀
式
に

関
す
る
文
献
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
講
式
関
係
の
文
献
中
に
も
以
下
の
よ
う
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

覚
鑁
（
一
〇
九
五
～
一
一
四
四
）
撰
「
愛
染
王
講
式
」

先
総
礼
」
帰
命
本
覚
心
法
身
、
常
住
妙
法
心
蓮
台
」
本
来
具
足
三
身
徳
、
三
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六

十
七
尊
住
心
城
」
南
無
両
部
不
二
慈
悲
示
現
愛
染
明
王
、
生
生
世
世
値
遇
頂

戴
」�

（
大
正
蔵
八
四
巻
八
八
三
頁
中
）

南
無
無
極
大
悲
利
生
方
便
。
染
而
不
染
大
明
王
。
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
。

�

（
八
八
四
頁
下
）

　

貞
慶
（
一
一
五
五
～
一
二
一
三
）
撰
「
弥
勒
講
式
」

第
二
帰
依
慈
尊
者
。
…
（
中
略
）
…
仍
唱
伽
陀
曰
、
我
随
日
月
灯
明
仏
、
證
得

唯
識
三
昧
故
。
今
於
釈
迦
正
法
中
、
略
説
五
分
十
七
他
。
其
後
当
作
仏
、
号

名
曰
弥
勒
。
広
度
諸
衆
生
、
其
数
無
有
量
。
南
無
当
来
導
師
弥
勒
如
来
、
生

生
世
世
値
遇
頂
戴
、
三
反
。�

（
大
正
蔵
八
四
巻
八
八
八
頁
中
～
下
）

　

さ
ら
に
高
辨
（
明
恵
、
一
一
七
三
～
一
二
三
二
）「
四
座
講
式
」（
一
二
一

五
）
に
は
多
数
用
い
ら
れ
一
四
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

う
ち
道
元
禅
師
の
「
羅
漢
供
養
式
文
」
と
の
関
連
の
可
能
性
も
指
摘
さ

れ
る
「
十
六
羅
漢
講
式
」
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る（
７
）。

先
総
礼
。
我
此
道
場
如
帝
珠
、
十
六
大
聖
影
現
中
、
我
等
於
彼
大
聖
前
、
頭

面
接
足
帰
命
礼
、
南
無
護
持
遺
法
十
六
大
阿
羅
漢�

、
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
。

�

（
大
正
蔵
八
四
巻
九
〇
〇
頁
下
）

　

以
上
の
よ
う
に
「
生
生
世
世
、
値
遇
頂
戴
」
は
灌
頂
式
や
講
式
と
い

う
儀
礼
に
関
す
る
文
献
に
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み

に
管
見
に
よ
れ
ば
中
国
撰
述
文
献
に
は
未
見
で
あ
る
。

　

な
お
、
高
辯
に
は
「
三
時
三
宝
礼
釈
」
が
あ
り
、
冒
頭
に
次
の
一
文

が
み
ら
れ
、「
生
生
世
世
、
値
遇
頂
戴
」
に
関
連
す
る
詳
細
な
内
容
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
こ
れ
を
参
照
し
た
い
。

礼
拝
ノ
様
ハ
、
合
掌
シ
テ
直
ニ
立
テ
唱
テ
云
ク
、
南
無
同
相
別
相
、
住
持
仏

法
僧
三
宝
、
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
。
万
相
荘
厳
金
剛
界
心
、
大
勇
猛
幢
智
慧

蔵
心
。
如
那
羅
延
堅
固
幢
心
ト
云
迄
ハ
立
テ
、
此
下
ノ
句
ノ
如
衆
生
海
ト
誦

シ
始
ル
ト
等
シ
ク
、
身
ヲ
地
ニ
投
テ
礼
ス
レ
バ
、
生
生
世
世
皆
悉
具
足
ト
云

フ
ト
等
ク
礼
シ
ハ
ツ
ル
也
。
始
ニ
ス
グ
ニ
タ
テ
ル
事
更
ニ
無
、
礼
ニ
非
ズ
。

聖
教
ニ
礼
拝
ノ
行
儀
ニ
ハ
、
皆
端
身
正
立
卜
云
リ
。
凡
大
国
ノ
法
ハ
、
ウ
ヤ

マ
ウ
ニ
ハ
多
ク
立
也
。
是
ハ
此
文
ヲ
誦
シ
テ
礼
セ
ム
ニ
卜
リ
テ
ノ
コ
ト
也
。

タ
ダ
モ
礼
セ
ム
ニ
苦
ミ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
是
ハ
或
人
ノ
〔
此
釈
ヲ
請
ニ
ヨ
リ

テ
註
ス
ル
也
。
更
ニ
自
行
ア
ラ
ム
人
ノ
、
必
シ
モ
修
ス
ベ
シ
ト
ニ
ハ
ア
ラ

ズ
。〕
愚
僧
練
若
台
ノ
、
草
庵
ノ
学
文
処
ニ
三
宝
菩
握
心
ノ
名
字
ヲ
懸
奉
リ

テ
、
三
時
念
誦
ノ
次
デ
ゴ
ト
ニ
、
出
堂
ノ
後
、
必
此
名
字
ヲ
唱
テ
、
毎
度
三

度
三
返
ノ
礼
拝
ヲ
致
ス
。
合
セ
テ
三
時
ニ
九
反
ノ
礼
拝
也
。
共
詞
ニ
曰
、
南

無
同
相
別
相
住
持
仏
法
僧
三
宝
、
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
。
万
相
荘
厳
金
剛
界

心
、
大
勇
猛
幢
智
慧
蔵
心
。
如
那
羅
延
堅
固
幢
心
、
如
衆
生
海
不
可
尽
心
。

生
生
世
世
皆
悉
具
足
。�

（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
巻
一
三
、
一
三
一
頁
）

　
「
三
時
三
宝
礼
釈
」
は
朝
昼
夕
の
三
時
に
仏
法
僧
の
三
宝
と
四
種
の

菩
提
心
（
万
相
荘
厳
金
剛
界
心
・
大
勇
猛
幢
智
慧
蔵
心
・
如
那
羅
延
堅
固
幢
心
・

如
衆
生
海
不
可
尽
心
）
を
礼
拝
す
る
こ
と
の
意
義
を
説
き
、
礼
拝
の
実
際

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
「
三
宝
菩
提
心
」
と
い
う

名
号
を
も
っ
て
三
宝
を
尊
び
、
菩
提
心
を
励
ま
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
高
辨
の
信
仰
を
探
る
う
え
で
重
要
な
文
献
で
あ
る
と
い
う（
８
）。
こ

こ
に
取
り
上
げ
た
一
文
に
は
礼
拝
に
あ
た
っ
て
の
作
法
が
記
さ
れ
て
い
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七

る
が
、「
生
生
世
世
、
値
遇
頂
戴
」
は
合
掌
礼
拝
し
な
が
ら
唱
え
る
語

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
同
文
に
は
「
生
生
世
世
ト
云
ハ
、
大

願
ノ
常
ノ
詞
也
」（
一
三
九
頁
）
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、「
生
生
世
世
、
値
遇
頂
戴
」
に
つ
い
て
は
儀
礼
関
係
の

文
献
以
外
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
関
秀
夫
著
『
経
塚
遺
文
』

（
東
京
堂
出
版
、
三
五
頁
、
一
九
八
五
年
）
に
は
、
銅
経
筒
（
昭
和
三
九
年
〔
一

九
六
四
〕
佐
賀
県
東
松
浦
郡
相
知
町
大
野
で
出
土
）
に
納
め
ら
れ
た
紙
本
経
の

奥
書
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
永
三
年
（
一
一
一
二
）
十
一
月
十

六
日
か
ら
翌
年
正
月
二
〇
日
に
か
け
て
永
厳
及
び
窔
尊
と
い
う
二
僧
が

書
写
し
た
紙
本
経
の
奥
書
で
あ
る
。

諸
仏
興
出
世
、
懸
遠
値
遇
難
。
正
使
出
于
世
、
説
是
法
復
難
。

無
量
無
数
劫
、
聞
是
法
亦
難
。
能
聴
是
法
者
、
斯
人
亦
復
難
。

南
無
極
難
値
遇
、
妙
法
蓮
華
経
。
妙
法
蓮
華
経
是
大
摩
訶
衍
衆
生
如
教
行
。

自
然
成
仏
道
、
南
無
決
定
値
遇
弥
勒
慈
尊
。

若
但
書
写
是
人
命
終
当
生
忉
利
天
上
、
南
無
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
。

　

上
記
の
通
り
、「
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
」
は
す
べ
て
「
南
無
」
と
い

う
帰
依
の
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、「
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
」
と
は
生
生
世
世
に
わ
た
っ
て
値
遇
し

（
仏
縁
に
よ
っ
て
出
会
い
）、
そ
の
た
び
に
頂
戴
す
る
（
恭
し
く
捧
げ
る
こ
と
）

こ
と
を
誓
願
す
る
意
味
を
持
つ
語
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
道
元
禅
師
に
お
け
る
「
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
」
の
語

の
用
例
を
確
認
し
て
み
る
と
、「
羅
漢
供
養
式
文
」
の
ほ
か
に
は
「
伝

衣
」
巻
及
び
「
袈
裟
功
徳
」
巻
に
み
え
る
。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
同
内
容
を
示
す
箇
所
の
記
述
で
あ
る
が
、「
こ
の

衣
法
に
あ
は
ん
と
き
、
た
れ
か
恭
敬
供
養
を
ゆ
る
く
せ
ん
」（「
伝
衣
」

巻
）、「
仏
仏
嫡
嫡
相
承
の
衣
法
に
あ
ふ
た
て
ま
つ
る
、
い
く
そ
ば
く
の

よ
ろ
こ
び
と
か
せ
ん
」（「
袈
裟
功
徳
」
巻
）
と
い
う
語
に
続
い
て
、「
た
と

え
一
日
に
無
量
恆
河
沙
の
身
命
を
す
て
て
も
供
養
す
べ
き
」
と
い
う
語

と
と
も
に
「
生
生
世
世
値
遇
頂
戴
を
も
発
願
す
べ
し
」（「
伝
衣
」
巻
）、

「
な
ほ
生
生
世
世
の
値
遇
頂
戴
、
供
養
恭
敬
を
発
願
す
べ
し
」（「
袈
裟
功

徳
」
巻
）
と
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
生
生
世
世
」
に
わ
た
っ
て
袈
裟
、
つ
ま
り
仏
に
帰

依
す
る
こ
と
を
発
願
す
る
語
と
な
る
の
で
あ
る（
９
）。

五
、「
生
生
世
世
」
を
用
い
た
道
元
禅
師
の
深
意

　

こ
れ
ま
で
に
「
生
生
世
世
」
は
仏
典
で
誓
願
の
際
に
用
い
る
語
で
あ

り
、
日
本
の
古
典
籍
に
も
用
例
が
あ
る
仏
教
用
語
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
そ
し
て
、
道
元
禅
師
に
つ
い
て
み
れ
ば
「
生
生
世
世
」
は
輪
廻

に
関
連
す
る
語
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
勿
論
「
生
生
世
世
」
以
外

の
表
現
も
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
生
生
世
世
」
を
代
表
に
し
て
取

り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
れ
で
は
道
元
禅
師
が
「
生
生
世
世
」
を

用
い
た
深
意
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
以
下
に
検
討
し
た
い
。

　

そ
れ
に
先
立
ち
、
ま
ず
禅
僧
に
お
け
る
輪
廻
観
に
つ
い
て
確
認
し
て

お
き
た
い
。
こ
れ
を
主
題
と
し
た
論
考
に
野
口
善
敬
「
輪
廻
と
中
有
―
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八

追
薦
供
養
の
背
景
に
あ
る
二
つ
の
要
素
―
」（
10
）が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

禅
僧
に
と
っ
て
は
「
生
死
を
夢
幻
と
し
て
三
祇
劫
空
を
説
く
禅
の
立
場

に
立
つ
な
ら
ば
、
永
遠
に
昇
沈
を
繰
り
返
し
て
い
る
輪
廻
転
生
の
主
体

そ
の
も
の
が
空
で
あ
る
と
悟
る
こ
と
が
急
務
」
で
あ
る
と
す
る
。
し
か

し
、
当
下
の
心
の
在
り
方
に
三
界
（
迷
い
の
世
界
）
へ
の
浮
沈
を
か
け
る

こ
と
は
自
心
の
迷
悟
に
よ
っ
て
六
道
の
存
廃
が
決
す
る
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
輪
廻
説
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る（
11
）。

　

こ
こ
で
、
禅
僧
が
輪
廻
を
話
題
に
し
た
例
と
し
て
、
南
泉
普
願
（
七

四
八
～
八
三
五
）
の
問
答
を
み
て
み
よ
う
。

師
欲
順
世
時
、
向
第
一
座
云
、「
百
年
後
、
第
一
不
得
向
王
老
師
頭
上
汚
。」

第
一
座
対
云
、「
終
不
敢
造
次
。」
師
云
、「
或
有
人
問
、
王
老
師
什
摩
処
去

也
。
作
摩
生
向
他
道
。」
対
云
、「
帰
本
処
去
。」
師
云
、「
早
是
向
我
頭
上
汚

了
也
。」
却
問
、「
和
尚
百
年
後
向
什
摩
処
去
。」
師
云
、「
向
山
下
檀
越
家
作

一
頭
水
牯
牛
去
。」
第
一
座
云
、「
某
甲
随
和
尚
去
、
還
許
也
無
。」
師
云
、

「
你
若
随
我
、
銜
一
茎
草
来
。」��

�

（『
祖
堂
集
』
巻
一
六
、
禅
文
化
研
究
所
、
五
九
〇
頁
、
一
九
九
四
）

　

順
世
（
臨
終
）
の
際
、
百
年
後
（
遷
化
の
後
）
の
問
い
に
南
泉
は
「
水

牯
牛
」
の
姿
を
も
っ
て
答
え
て
い
る
。
遷
化
後
は
「
山
下
の
檀
越
家
」

と
い
う
身
近
な
場
所
で
水
牯
牛
と
な
っ
て
「
異
類
中
行
」
を
お
こ
な
う

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
話
が
溈
山
霊
祐
（
七
七
一
～
八
五
三
）
に
も

師
臨
遷
化
時
、
示
衆
曰
、
老
僧
死
後
、
去
山
下
作
一
頭
水
牯
牛
、
脅
上
書
両

行
字
云
、
溈
山
僧
某
専
甲
、
与
摩
時
、
喚
作
水
牯
牛
、
喚
作
溈
山
僧
某
専
甲
。�

�

（
五
九
六
頁
）

と
し
て
伝
わ
る
。
こ
れ
ら
は
生
ま
れ
変
わ
っ
た
後
も
禅
僧
と
し
て
修
行

を
続
け
る
決
意
を
表
し
た
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま

さ
に
輪
廻
を
主
題
と
し
た
問
答
で
あ
る
が
、
同
様
の
問
答
は
決
し
て
多

く
は
み
ら
れ
な
い
。

　

そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
石
井
修
道
氏

が
「
本
来
、
禅
が
唐
代
に
熟
し
た
時
に
は
、
平
等
と
差
別
を
越
え
て
、

徹
底
し
た
現
実
肯
定
の
人
間
把
握
か
ら
出
発
し
、
徹
底
し
尽
く
し
た
覚

者
そ
の
も
の
と
し
て
の
人
間
の
完
全
性
、
完
具
性
を
主
張
し
た
」
と
述

べ
る
よ
う
に
、
唐
代
禅
に
お
い
て
は
現
実
肯
定
を
徹
底
す
る
こ
と
に
主

眼
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
い
え
る（
12
）。
こ
れ
に
よ
り
、
死
後

の
世
界
を
説
く
輪
廻
に
つ
い
て
は
否
定
こ
そ
し
な
い
が
、
積
極
的
に
説

く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
禅
僧
に
と
っ
て
生
死
の
問

題
と
は
、
現
実
を
肯
定
す
る
こ
と
に
徹
底
す
る
こ
と
で
得
た
悟
り
に

よ
っ
て
「
超
克
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
死
後
の

問
題
の
解
決
に
対
す
る
優
先
度
は
後
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
「
生
生
世
世
」
の
用
例
と
重
ね
て
み
る
と
、
宋

代
以
前
の
禅
宗
文
献
で
は
僅
か
で
あ
る
こ
と
と
対
応
す
る
と
考
え
る
。

　

そ
し
て
南
宋
に
な
る
と
、
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
～
一
一
六
三
）
に
よ
っ

て
大
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
看
話
禅
が
禅
林
を
席
巻
す
る
こ
と
に
な
る
。

看
話
禅
に
よ
っ
て
悪
し
き
無
事
禅
に
よ
り
弊
害
を
被
っ
た
者
に
「
無
字

の
公
案
」
を
用
い
る
こ
と
で
迷
い
か
ら
悟
り
へ
と
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
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九

る（
13
）。
し
か
し
、
こ
の
手
法
に
対
応
で
き
た
も
の
は
一
部
の
人
間
に
限

ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
大
慧
は
「
念
仏
」
を
自
身
の
接
化
に
導
入
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
川
亨
氏
は
仏
道
へ
と

方
向
付
け
る
に
は
死
の
問
題
を
突
き
つ
け
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
た
め
、

悟
り
に
よ
っ
て
死
を
超
克
す
る
力
を
持
た
な
い
者
に
対
し
て
は
死
後
の

浄
土
往
生
を
希
求
さ
せ
た
と
す
る（
14
）。
か
く
し
て
、
大
慧
は
追
薦
供
養

を
実
施
し
、
そ
こ
で
浄
土
世
界
へ
の
往
生
を
説
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
大
慧
に
お
け
る
「
生
生
世
世
」
の
用
例
は
一
例
だ
が
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る（
15
）。

　

宋
代
社
会
に
お
い
て
、
禅
宗
教
団
は
士
大
夫
の
帰
依
を
受
け
て
活
動

す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
禅
僧
の
み
な
ら
ず
、
士
大
夫
層
を
は
じ

め
と
す
る
各
分
野
の
在
俗
信
者
と
多
く
接
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
禅
僧
だ
け
で
は
な
く
在
俗
信
者
に
も
対
応
で
き
る
論
理
体
系
が

必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
禅
宗
と
死
者
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
北
宋
後
期
以

降
に
制
定
さ
れ
た
禅
宗
の
清
規
で
は
、
禅
僧
に
対
し
て
祭
文
を
読
み
上

げ
、
葬
送
儀
礼
を
執
行
し
た
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
、『
禅
苑
清
規
』

（
一
一
〇
三
）
巻
七
「
亡
僧
」（
続
蔵
一
一
一
、
九
一
四
右
上
）
に
二
カ
所
、

『
入
衆
須
知
』（
一
二
六
三
頃
）「
唱
衣
念
誦
」（
続
蔵
一
一
一
、
九
六
七
右
上
）

や
『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』（
一
二
七
四
）
巻
二
「
唱
衣
」（
続
蔵
一
一
二
、

四
五
右
上
）
に
「
資
助
覚
霊
、
往
生
浄
土
」
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
浄
土
に

往
生
す
る
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
元
禅
師
が
入
宋
し
参

学
し
た
南
宋
禅
林
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
南
宋
禅
林
で
は
、
大
慧
以
降
も
浄
土
思
想
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
や

が
て
『
宝
巻
』
に
お
い
て
死
者
を
浄
土
へ
済
度
す
る
特
殊
能
力
を
禅
僧

が
備
え
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
く
と
い
う（
16
）。
こ
の
流
れ
は
、

明
代
や
清
代
の
禅
宗
文
献
に
お
い
て
「
生
生
世
世
」
が
複
数
確
認
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
対
応
す
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

道
元
禅
師
が
「
古
仏
」
と
称
す
る
宏
智
正
覚
（
一
〇
九
一
～
一
一
五
七
）

の
語
録
に
は
「
下
火
」、「
忌
日
の
上
堂
」
の
記
述
が
み
ら
れ
、
死
者
供

養
に
関
わ
っ
て
い
た
様
子
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
宏
智
遷
化
か
ら

半
年
後
の
記
録
と
し
て
在
俗
信
者
の
冥
福
を
追
薦
す
る
天
童
山
の
碑
文

が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
皆
無
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
宏
智
自

身
が
積
極
的
に
他
界
を
説
く
こ
と
は
語
録
に
未
見
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
、「
生
生
世
世
」
な
る
語
を
道
元
禅
師
が
用
い
た
深

意
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
さ
き
に
大
慧
が
対
機
に
よ
っ
て
浄
土
世

界
を
接
化
に
取
り
入
れ
た
こ
と
を
み
た
。
そ
れ
で
は
、
道
元
禅
師
も
同

様
に
対
機
の
た
め
に
「
生
生
世
世
」
を
説
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
唐
代
禅
で
は
現
実
を
徹
底
的
に
肯
定
す
る
こ
と

が
最
優
先
課
題
で
あ
っ
た
。
悟
り
に
よ
っ
て
死
は
超
克
さ
れ
る
も
の
と

位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
死
後
の
問
題
の

解
決
は
後
回
し
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
中
、
死
後
の
問
題
を
解
決
す
る
に
あ
た
り
、
浄
土
へ
の
往
生
と
い

う
他
界
観
を
取
り
入
れ
た
の
が
大
慧
を
始
め
と
す
る
南
宋
禅
林
の
動
向
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一
〇

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
道
元
禅
師
が

取
り
入
れ
た
の
が
「
生
生
世
世
」
と
い
う
他
界
観
で
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
現
世
へ
の
偏
向
は
安
易
な
現
状
肯
定
に
陥
る
弊
害
を
も
生

み
、
さ
ら
に
言
え
ば
、「
三
世
」
の
概
念
も
疎
か
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
道
元
禅
師
は

「
証
上
の
修
」
を
説
く
に
あ
た
っ
て
今
生
は
勿
論
の
こ
と
、
次
生
、
次
々

生
の
修
行
を
主
張
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
而
今
」、

「
当
処
」
に
徹
底
す
る
の
は
禅
宗
の
基
本
姿
勢
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば

「
念
仏
」
に
も
共
通
す
る
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
而
今
」、「
当
処
」

に
徹
底
す
る
と
こ
ろ
を
「
生
生
世
世
」
に
亘
っ
て
継
続
し
て
い
く
と
説

く
と
こ
ろ
に
こ
そ
特
筆
す
べ
き
道
元
禅
師
の
説
示
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

道
元
禅
師
が
説
示
の
な
か
で
「
正
伝
仏
法
」
と
称
し
、
禅
宗
の
系
譜
に

あ
り
な
が
ら
、
禅
宗
と
の
差
別
化
を
図
っ
た
一
因
が
こ
こ
に
あ
る
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（
17
）。

　

ま
た
、
さ
き
に
『
袈
裟
功
徳
』
巻
や
『
伝
衣
』
巻
で
は
袈
裟
を
受
持

す
る
に
あ
た
っ
て
は
「
生
生
世
世
に
値
遇
頂
戴
」
す
べ
き
と
説
い
た
こ

と
を
み
た
。
同
巻
に
は
袈
裟
を
受
持
し
た
も
の
は
二
生
、
三
生
に
得
道

す
る
と
も
み
ら
れ
る（
18
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
決
し
て
他
者
を
導

く
た
め
の
方
便
に
止
ま
る
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
道
元
禅
師
自
身
の
誓

願
で
あ
り
、
信
心
で
あ
る
と
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
道
元
禅
師
に

と
っ
て
「
証
上
の
修
」
と
し
て
而
今
の
修
行
に
徹
す
る
こ
と
が
説
示
の

主
眼
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
が
、
同
時
に
「
生
生
世
世
」
を
説
く
こ

と
も
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

唐
代
に
興
隆
し
、
宋
代
に
な
る
と
禅
宗
は
全
盛
期
を
迎
え
た
。
し
か

し
、
そ
の
過
程
で
後
退
し
た
死
後
の
世
界
観
を
取
り
戻
す
た
め
、
道
元

禅
師
は
「
生
生
世
世
」
を
説
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

六
、
結
び
に
か
え
て

　

上
記
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
生
生
世
世
」
は
誓
願
に
伴
っ
て
用
い

ら
れ
る
仏
教
語
で
あ
っ
た
。
道
元
禅
師
は
こ
の
語
を
用
い
て
「
証
上
の

修
」
と
し
て
而
今
に
徹
す
る
こ
と
を
幾
世
に
も
亘
っ
て
継
続
す
る
修
行

を
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
仏
道
修
行
を
推
し
進

め
る
力
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
最
後
に
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
に

は
『
八
大
人
覚
』
の
次
の
一
節
が
重
要
と
考
え
る
。

仏
法
に
あ
ふ
た
て
ま
つ
る
こ
と
、
無
量
劫
に
か
た
し
。
人
身
を
う
る
こ
と
、
ま

た
か
た
し
。
た
と
ひ
人
身
を
う
く
る
と
い
へ
ど
も
、
三
洲
の
人
身
よ
し
。
そ
の

な
か
に
、
南
洲
の
人
身
す
ぐ
れ
た
り
、
見
仏
・
聞
法
・
出
家
・
得
道
す
る
ゆ
え

な
り
。
如
来
の
般
涅
槃
よ
り
さ
き
に
涅
槃
に
い
り
、
さ
き
だ
ち
て
死
せ
る
と
も

が
ら
は
、
こ
の
八
大
人
覚
を
き
か
ず
、
な
ら
は
ず
。
い
ま
わ
れ
ら
、
見
聞
し
た

て
ま
つ
り
、
習
学
し
た
て
ま
つ
る
、
宿
殖
善
根
の
ち
か
ら
な
り
。
い
ま
習
学
し

て
生
生
に
増
長
し
、
か
な
ら
ず
無
上
菩
提
に
い
た
り
、
衆
生
の
た
め
に
こ
れ
を

と
か
む
こ
と
、
釈
迦
牟
尼
仏
に
ひ
と
し
く
し
て
、
こ
と
な
る
こ
と
な
か
ら
む
。

�

（
二-

四
五
七
頁
）
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将
来
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
し
て
、
釈
尊
と
同
じ
よ
う
に

衆
生
に
説
き
明
か
し
た
い
と
す
る
誓
願
で
あ
る（
19
）。
こ
の
誓
願
こ
そ
が

仏
道
修
行
を
歩
む
推
進
力
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
い
つ
の
日
か
は

釈
尊
と
同
じ
く
あ
り
た
い
と
い
う
願
い
に
突
き
動
か
さ
れ
、
仏
道
修
行

者
は
今
生
は
も
と
よ
り
次
生
、
次
々
生
へ
と
連
な
る
「
生
生
世
世
」
を

歩
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
輪
廻
を
否
定
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
生
死
輪
廻
と
い
う
迷
い
の
生
の
繰
り
返
し

を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
幾
世
に
も
亘
っ
て
仏
道
修
行
を
継
続
し
た

い
と
い
う
願
い
の
も
と
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、「
生
生
世
世
」
と
は
輪
廻
観
に
止
ま
ら
ず
、
修
証
観
、

修
道
観
、
他
界
観
を
含
め
た
仏
道
修
行
者
と
し
て
の
世
界
観
を
示
し
た

語
で
あ
り
、
道
元
禅
師
の
死
生
観
を
表
す
語
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
生
生
世
世
」
に
つ
い
て
は
今
回
取
り
上
げ
た
文
献
以
外
に
、

例
え
ば
『
伝
光
録
』
や
『
瑩
山
和
尚
清
規
』
に
も
み
え
る
。
こ
れ
等
の

後
世
の
文
献
を
踏
ま
え
た
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
参
考
文
献
・
論
文
〕

・�

角
田
泰
隆
『
道
元
禅
師
の
思
想
的
研
究
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
二
月

二
〇
日
）

・�

下
室
覚
道
「
道
元
禅
師
の
輪
廻
観
―
種
子
説
の
立
場
よ
り
」（『
駒
澤

短
期
大
學
仏
教
論
集
』
一
二
、�

一
五
五
頁
～
一
七
六
頁
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）

・�

西
岡
秀
爾
「
道
元
の
輪
廻
観
―『
正
法
眼
蔵
』「
道
心
」
巻
を
中
心
に

―
」（『
禪
學
研
究
』
八
五
、
二
一
九
頁
～
二
五
二
頁
、
二
〇
〇
七
年

二
月)

・�

野
口
善
敬
「
輪
廻
と
中
有
―
追
薦
供
養
の
背
景
に
あ
る
二
つ
の
要
素

―
」（『
対
一
説
』、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
化
セ
ン
タ
ー
、
二
一
頁
～
九
五
頁
、
二

〇
〇
二
年
六
月
）

・�

石
井
修
道
「
大
慧
禅
に
お
け
る
禅
と
念
仏
の
問
題
」（
藤
吉
慈
海
編
『
禅

と
念
仏
』、
大
蔵
出
版
、
二
六
九
頁
～
三
〇
一
頁
、
一
九
八
三
年
六
月
）

・�

前
川
亨
「
禅
宗
史
の
終
焉
と
宝
巻
の
生
成
―
『
銷
釈
金
剛
科
儀
』
と

『
香
山
宝
巻
』
を
中
心
に
―
」（『
東
洋
文
化
』
八
三
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）

〔
註
〕

（
１
）
角
田
泰
隆
『
道
元
禅
師
の
思
想
的
研
究
』（
二
八
七
頁
～
二
九
七

頁
。
な
お
検
討
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
「
身
心
学
道
」
巻
、

四
〇
頁
、
②
「
渓
声
山
色
」
巻
、
二
一
九
頁
、
③
別
本
「
仏
道
」

〈
道
心
〉
巻
、
三
八
九
頁
、�

同
三
八
九
～
三
九
〇
頁
、
④
「
三
昧
王

三
昧
」
巻
、
五
四
一
頁
、
⑤
「
自
証
三
昧
」
巻
、
五
五
四
頁
、「
渓

声
山
色
」
巻
、
二
一
九
頁
、「
身
心
学
道
」
巻
、
四
〇
頁
、
⑥
「
行

持
（
下
）」
巻
、
一
四
四
～
一
四
五
頁
、
⑦
「
渓
声
山
色
」
巻
、
二

二
二
頁
、
⑧
「
陀
羅
尼
」
巻
、
四
二
三
頁
、
⑨
「
見
仏
」
巻
、
四
八

四
頁
、
⑩
「
出
家
功
徳
」
巻
、
六
〇
六
頁
、
⑪
「
袈
裟
功
徳
」
巻
、�
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一
二

六
三
三
頁
、
⑫
「
袈
裟
功
徳
」
巻
、
六
三
四
頁
、
⑬
「
帰
依
仏
法
僧

宝
」
巻
、
六
六
七
頁
、
⑭
「
帰
依
仏
法
僧
宝
」
巻
、
六
七
〇
頁
、
⑮

「
帰
依
仏
法
僧
宝
」
巻
、
六
七
三
頁
、
⑯
「
三
時
業
」
巻
、
六
八
三

頁
、「
深
信
因
果
」
巻
、
六
八
〇
頁
、
⑰
「
八
大
人
覚
」
巻
、
七
二

五
～
七
二
六
頁
。
な
お
、
頁
数
は
大
久
保
道
舟
編
『
古
本
校
定�

正

法
眼
蔵　

全
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
四
月
）
の
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
同
書
四
八
一
頁
～
四
八
二
頁
。

（
３
）
同
経
に
つ
い
て
は
、
柴
田
泰
「
菩
提
流
支
訳
『
仏
名
経
』
の
構
成

に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究�

』
二
四
・
一
、
二
四
六
頁
～
二

四
九
頁
、
一
九
七
五
）
参
照
。

（
４
）
冨
樫
進
「
藤
原
仲
麻
呂
に
お
け
る
維
摩
会
―
天
平
宝
字
元
年
の
奏

上
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
思
想
史
学
』
三
七
、
二
〇
〇
五
）
一
〇

〇
頁
～
一
〇
一
頁
参
照
。

（
５
）
同
書
四
八
七
頁
。
な
お
、
同
箇
所
で
は
以
下
の
よ
う
に
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
。「
道
元
禅
師
に
と
っ
て
、「
実
体
で
は
な
く
、
し
か
も
輪

廻
す
る
主
体
」、
つ
ま
り
「
修
行
の
功
徳
」
を
蓄
積
し
て
い
く
〝
な
に

も
の
〟
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
結
局
そ
れ
は
本
稿
に
お
い
て
明
ら

か
に
し
得
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
道
元
禅
師
自
身
に
も
明
ら
か
に

し
得
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
と
私
に
は
思
わ
れ
る
」。

（
６
）
同
論
文
で
は
『
正
法
眼
蔵
』「
道
心
」
巻
を
中
心
に
道
元
の
輪
廻

観
、
中
有
観
、
来
世
観
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

①
道
元
は
身
心
一
如
の
立
場
を
と
る
こ
と
か
ら
、
未
来
永
劫
的
な
実

体
、
種
子
と
し
て
の
仏
性
や
霊
魂
を
否
定
す
る
こ
と
。
②
輪
廻
転
生

を
説
く
の
一
種
の
教
化
手
段
（
方
便
）
で
あ
る
こ
と
。
③
常
見
・
断

見
と
い
っ
た
無
駄
な
論
議
に
捕
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
な
る

仏
道
を
精
進
努
力
し
歩
ん
で
い
く
べ
き
こ
と
説
き
示
す
こ
と
。
④
道

元
が
輪
廻
思
想
を
説
示
す
る
場
合
、
あ
く
ま
で
そ
の
中
心
内
容
は
現

在
に
あ
る
こ
と
。
そ
こ
に
は
「
而
今
」
の
行
持
徹
底
が
そ
の
ま
ま
証

の
現
成
で
あ
り
、
仏
の
現
成
で
あ
る
と
い
う
信
が
あ
る
こ
と
。
⑤
積

極
的
に
輪
廻
思
想
を
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
理
想
的
な
修

行
の
あ
り
か
た
を
示
さ
ん
が
た
め
に
、
便
宜
上
、
説
く
こ
と
。
⑥
積

極
的
に
説
示
し
た
い
の
は
現
実
に
あ
る
今
の
瞬
間
（「
而
今
」）
の
あ

り
か
た
（
行
持
）
で
あ
る
こ
と
。（
二
四
六
頁
～
二
四
七
頁
）。

（
７
）
関
連
す
る
論
文
に
原
田
弘
道
「
羅
漢
講
式
考
」（『
駒
澤
大
学
仏

教
学
部
論
集
』
一
一
、
一
九
八
〇
年
一
一
月
）、
東
隆
眞
「
道
元
禅

師
と
羅
漢
講
式
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究�

』
三
一
・
二
、

五
六
一
頁
～
五
六
八
頁
、
一
九
八
三
）、
道
元
禅
師
と
羅
漢
供
養
―

道
元
禅
師
撰
『
羅
漢
供
養
式
文
』
再
考
（『
宗
学
研
究
紀
要
』
一
五
、

六
一
頁
～
九
五
頁
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
８
）『
大
乗
仏
典
〈
中
国
・
日
本
篇
〉』
第
二
〇
巻
（
中
央
公
論
社
、

一
九
八
八
年
一
〇
月
）、
三
二
五
頁
、
高
橋
秀
栄
著
「
解
説
」
参
照
。

（
９
）
道
元
禅
師
の
袈
裟
観
に
つ
い
て
は
古
山
健
一
「「
搭
袈
裟
偈
」
考

（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
一
六
、
二
四
二
頁

～
二
三
七
頁
、
二
〇
一
五
）
に
論
考
が
あ
る
。
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一
三

（
10
）『
対
一
説
』（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
二
年

六
月
）
所
収
。
な
お
、
同
論
文
に
お
い
て
以
下
の
記
述
が
あ
る
。「
輪

廻
と
は
「
人
は
死
ん
だ
ら
六
道
（
ま
た
は
六
趣
と
も
言
う
）、
つ
ま
り

天
上
・
人
間
・
修
羅
・
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
と
い
う
六
つ
の
世
界
を

輪
廻
転
生
し
、
未
来
永
劫
に
死
ん
で
は
生
ま
れ
変
わ
り
、
生
ま
れ
て

は
死
に
、
苦
し
み
を
無
限
に
受
け
続
け
て
い
く
」（
二
五
頁
）。

（
11
）
同
論
文
二
四
頁
。

（
12
）
石
井
修
道
「
大
慧
禅
に
お
け
る
禅
と
念
仏
の
問
題
」（
藤
吉
慈
海

編
『
禅
と
念
仏
』、
大
蔵
出
版
、
一
九
八
三
年
六
月
）
二
八
三
頁
に

大
慧
が
淨
土
と
接
触
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（
13
）
同
書
二
九
七
頁
。

（
14
）
前
川
亨
「
禅
宗
史
の
終
焉
と
宝
巻
の
生
成
―
『
銷
釈
金
剛
科
儀
』

と
『
香
山
宝
巻
』
を
中
心
に
―
」（『
東
洋
文
化
』
八
三
、
東
京
大
学

東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

「
出
家
修
行
者
を
対
象
と
し
た
唐
代
禅
で
は
後
景
に
退
い
て
い
た
死
の

契
機
が
、
在
家
エ
リ
ー
ト
階
層
（
士
大
夫
階
層
）
が
教
化
対
象
と
し

て
意
識
さ
れ
た
大
慧
禅
で
急
速
に
前
景
に
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。

死
の
問
題
を
突
き
つ
け
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
在
家
エ
リ
ー
ト
階
層
を

仏
道
に
方
向
付
け
る
の
に
有
効
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
慧
は
こ
の

死
の
問
題
を
超
克
す
る
た
め
に
悟
り
を
求
め
さ
せ
た
。
し
か
し
、
激

し
い
精
神
的
緊
張
に
耐
え
て
そ
れ
を
超
克
で
き
る
の
は
ご
く
少
数
に

限
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
死
の
契
機
の
亢
進
が
、
そ
れ

の
克
服
を
目
指
す
方
向
か
ら
、
自
力
で
悟
り
を
追
求
す
る
能
力
を
持

た
な
い
者
に
死
後
の
浄
土
往
生
を
希
求
さ
せ
る
方
向
へ
と
、
そ
の
性

格
を
変
え
て
い
く
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。」（
二
五
四
頁
）。

（
15
）『
大
慧
普
覚
禅
師
年
譜
』「
大
観
三
年
条
」（
柳
田
聖
山
・
椎
名
宏

雄
編
『
禅
学
典
籍
叢
刊
』
四
、
臨
川
書
店
、
三
四
一
頁
上
、
二
〇
〇

〇
年
四
月
）
及
び
『
大
慧
普
覚
禅
師
普
説
』
巻
三
（
二
六
五
頁
上
）

に
「
杲
公
化
主
化
宣
陽
、
彼
處
檀
那
盡
吉
祥
、
回
復
祖
師
堂
上
獻
、

生
生
世
世
永
馨
香
」
が
み
え
る
。

（
16
）
前
掲
論
文
二
四
九
頁
。

（
17
）「
仏
道
」
巻
「
西
天
東
地
、
従
古
至
今
、
い
ま
だ
禅
宗
の
称
あ
ら

ざ
る
を
、
み
だ
り
に
自
称
す
る
は
、
仏
道
を
や
ぶ
る
魔
な
り
、
仏
祖

の
ま
ね
か
ざ
る
怨
家
な
り
。」（
一-

四
七
二
頁
）。

（
18
）『
袈
裟
功
徳
』
巻
「
こ
の
衣
を
伝
持
し
頂
戴
す
る
衆
生
、
か
な
ら

ず
二
、
三
生
の
あ
ひ
だ
に
得
道
せ
り
。」（
二-

三
一
五
頁
）。

（
19
）
角
田
氏
前
掲
書
二
九
六
頁
、
三
〇
二
頁
。



「
生
生
世
世
」
考
（
小
早
川
）

一
四



一
五

一
、
問
題

　

本
稿
は
、
瑩
山
禅
師
（
一
二
六
四
／
一
二
六
八
～
一
三
二
五
）
に
よ
っ
て

記
さ
れ
た
『
瑩
山
清
規（
１
）』（
以
下
『
瑩
規
』）
の
年
中
行
事
の
う
ち
、
七

月
一
日
よ
り
修
さ
れ
る
看
経
（
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
看
経
を
「
盆
前
看
経
」
と

称
す
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
看
経
と
は
、
経
典
を
黙
読
あ

る
い
は
読
誦
す
る
こ
と
だ
が
、
年
中
行
事
で
は
、
七
月
盂
蘭
盆
前
の

「
結
縁
看
経
」、
並
び
に
十
二
月
の
「
歳
末
看
経
」
が
臨
時
看
経
と
し
て

定
め
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
盂
蘭
盆
大
施
餓
鬼
」（

2
）、
後
者
は
「
除

夜
施
餓
鬼
」
に
先
立
つ
看
経
で
あ
る
。
さ
て
両
者
は
、『
瑩
規
』
成
立

以
降
、
宗
門
寺
院
の
年
中
行
事
と
し
て
中
世
・
近
世
を
通
し
て
受
け
つ

が
れ
て
き
た
が
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
に
成
立
し
た
『
洞
上
行
持

軌
範
』
で
は
、
両
看
経
（
除
夜
施
餓
鬼
も
含
む
）
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

当
然
な
が
ら
現
行
の
『
曹
洞
宗
行
持
軌
範
』
に
お
い
て
も
そ
の
記
載
が

無
い
た
め
、
現
在
の
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
馴
染
み
の
薄
い
行
事
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
管
見
の
限
り
、
盆
前
看
経
が
主
要
な
研
究
対
象
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
無
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
盆
前
看
経
に
焦
点
を
当
て
、『
瑩
規
』
以
降
、

『
洞
上
行
持
軌
範
』
で
削
除
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
曹
洞
宗
寺
院
で
ど
の
よ

う
に
修
さ
れ
て
き
た
か
を
、
各
種
清
規
を
検
討
対
象
と
し
て
考
察
し
て

い
く
。
ま
ず
、『
瑩
規
』
に
お
け
る
七
月
一
日
か
ら
十
四
日
の
盂
蘭
盆

大
施
餓
鬼
ま
で
の
流
れ
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

自
七
月
一
日
。
施
餓
鬼
。
結
縁
看
経
牌
。
便
宜
所
出
之
。（
中
略
）
七
月
十
三

日
。
衆
寮
諷
経
如
結
夏
。
十
四
日
。
土
地
堂
念
誦
疏
云
〈
銀
銭
茶
湯
儀
式
。

皆
如
結
夏
〉（
中
略
）
十
四
日
晩
。
施
餓
鬼
供
。（
中
略
）
十
四
日
。
大
座
湯

後
。
在
少
間
仏
殿
前
露
地
。
立
台
盤
安
供
物
台
一
対
。
一
者
飯
。
一
者
菓
子

也
。
鉢
盛
水
加
溝
萩
。
時
主
維
那
令
行
者
報
施
餓
鬼
案
内
。（
中
略
）
次
楞
厳

呪
（
中
略
）
次
結
縁
諷
経
任
諸
衆
意
。
次
小
参
如
結
夏
。

（
尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』」、『
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
紀

要
』
七
、
一
九
九
四
年
、
四
〇
～
四
五
頁
）

　

七
月
一
日
よ
り
施
餓
鬼
が
修
さ
れ
、
看
経
牌
が
適
宜
の
場
所
に
掛
け

ら
れ
、
十
三
日
に
衆
寮
諷
経
、
十
四
日
に
は
土
地
堂
念
誦
が
修
さ
れ

宗
学
研
究
紀
要　

第
三
十
五
号　

二
〇
二
二
年
三
月

盆
前
看
経
考

澤
　
城
　
邦
　
生



盆
前
看
経
考
（
澤
城
）

一
六

る
。
そ
し
て
、
十
四
日
の
晩
に
、
大
施
餓
鬼
会
、
次
い
で
結
縁
諷
経
、

小
参
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
施
餓
鬼
が
一
日
よ
り
修
さ
れ
る
わ

け
だ
が
、
で
は
衆
僧
に
勧
化
さ
れ
る
「
結
縁
看
経
」
の
目
的
と
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
看
経
牌
文
の
内
容
を
確
認
す
る
。

牓
云
。
法
王
解
制
之
辰
。
衆
僧
自
恣
之
日
。
行
道
周
円
。
功
徳
成
就
。
当
于

此
時
。
釈
尊
説
法
於
忉
利
。
報
大
術
之
恩
。
目
連
設
食
於
盆
器
。
救
悲
母
之

苦
。
鳴
呼
目
連
尊
者
。
得
神
力
見
母
儀
生
処
。
遂
救
済
之
。
我
等
道
眼
瞎
却
。

不
能
見
今
生
恩
所
生
処
。
不
知
受
何
苦
在
何
悪
趣
。
仏
言
。
世
人
為
子
造
多

罪
。
堕
在
三
途
。
長
受
苦
。
然
則
彼
之
受
苦
者
。
我
等
所
致
也
。
若
不
抜
済

者
。
永
劫
沈
淪
。
有
何
極
〈
矣
〉。
故
各
住
悲
愍
懇
哀
之
心
。
誦
念
大
乗
経
並

秘
蜜
神
呪
諸
尊
宝
□号 

等
、
回
向
十
界
聖
凡
之
衆
。
円
満
報
地
停
息
苦
患
。
品

目
在
□印

後
。〈
一
〉
妙
法
蓮
華
経　
〈
二
〉
梵
網
菩
薩
戒
経　
〈
三
〉
盂
蘭
盆
経

　
〈
四
〉
仏
遺
教
経　
〈
五
〉
某
甲
経　

元
亨
四
年
七
月　

日　

堂
司
比
丘　

〈
某
甲
〉
敬
〈
勧
化
〉

 

（
同
書
、
四
〇
～
四
一
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
牌
文
で
は
『
盂
蘭
盆
経
』
に
お
け
る
目
連
尊
者
と
母

親
の
因
縁
譚
に
触
れ
な
が
ら
、
衆
僧
が
悲
哀
の
心
で
『
法
華
経
』
な
ど

の
大
乗
経
典
を
誦
念
し
、
餓
鬼
道
に
堕
在
し
た
者
を
抜
済
す
る
こ
と
が

勧
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
看
経
供
養
に
よ
る
施
餓
鬼
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。
更
に
、
十
四
日
の
盂
蘭
盆
大
施
餓
鬼
会
中
の
疏
に
お

い
て
「
兼
日
各
各
漸
修
之
経
呪
力
。
漸
驚
此
界
他
方
之
業
苦
海
」（
同

書
、
四
四
頁
）
と
、
盆
前
看
経
の
功
徳
回
向
が
成
就
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
『
瑩
規
』
の
記
載
か
ら
、
盆
前
看
経
が
七
月
一

日
よ
り
修
さ
れ
る
施
餓
鬼
と
同
義
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
本
稿
で
引
用
す
る
『
瑩
規
』
は
普
済
善
救
（
一
三
四
七
～
一
四
〇

七
）
が
書
写
し
た
「
禅
林
寺
本
」
を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
盆
前
看
経

の
記
載
に
関
し
て
は
、
太
容
梵
清
（
一
三
七
八
～
一
四
三
九
頃
）
に
よ
る
校

訂
を
経
た
『
瑩
規
』
の
流
れ
を
汲
む
「
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
本
」（
一
四

三
四
）、「
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
」（
一
五
〇
三
）、
ま
た
梵
清
に
加
え
卍

山
道
白
（
一
六
三
六
～
一
七
一
五
）
校
訂
を
経
て
刊
行
さ
れ
た
「
卍
山
開

版
瑩
山
清
規
」（
一
六
八
一
）
の
所
謂
流
布
本
に
お
い
て
も
、
異
同
は
ほ

ぼ
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る（
３
）。

　

さ
て
、『
瑩
規
』
の
記
載
に
基
づ
け
ば
、
七
月
一
日
よ
り
「
施
餓
鬼
」

と
し
て
の
「
看
経
」
が
「
誦
念
」
と
い
う
方
法
で
修
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

日
時
・
場
所
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
「
禅
林
寺
本
」
以
外
の
諸
本

に
お
い
て
も
そ
の
記
載
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
た
め
、
盆
前
看
経
が
ど
の

よ
う
に
修
さ
れ
た
か
を
、
そ
れ
以
上
伺
い
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

　

そ
こ
で
『
曹
洞
宗
全
書
』「
清
規
」（
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
編
、
一
九
三
一

年
初
版
、
一
九
七
二
年
復
刻
、
以
下
『
曹
全
』
清
規
）、『
続
曹
洞
宗
全
書
』

「
清
規
・
講
式
」（
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
編
、
一
九
七
六
年
、
以
下
『
続
曹
全
』

清
規
・
講
式
）
に
収
録
さ
れ
る
清
規
を
中
心
に
、
各
種
清
規
を
検
討
対
象

と
し
、
盆
前
看
経
が
中
世
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
に
修
さ
れ

て
き
た
か
を
概
観
し
て
い
く
。
な
お
主
要
検
討
箇
所
と
な
る
引
用
部
に

は
通
し
番
号
を
付
し
、
原
則
と
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
割
注



盆
前
看
経
考
（
澤
城
）

一
七

は
〈　

〉
で
表
し
、
原
文
の
返
り
点
等
は
省
略
し
た
。

二
、
中
世
に
お
け
る
盆
前
看
経

　

上
述
の
よ
う
に
『
瑩
規
』
の
盆
前
看
経
は
、
盆
前
施
餓
鬼
そ
の
も
の

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
書
の
記
載
で
は
、
看
経
の
日
時
や
場

所
等
が
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
瑩
規
』
以
降
、
盆
前
看
経
が
ど
の

よ
う
に
修
さ
れ
て
い
た
か
を
確
認
し
て
い
く
。
ま
ず
本
章
で
は
、
中
世

の
清
規
を
見
て
い
く
が
、
検
討
対
象
箇
所
は
以
下
と
な
る
。

『
回
向
并
式
法
』（
一
四
六
二
頃
）

①
自
七
月
一
日
、
施
餓
鬼
。
結
縁
看
経
牌
、
便
所
出
之
牓
云
（
中
略
）
此
牓
ヲ

打
後
、
仏
殿
・
僧
堂
・
厨
庫
、
此
三
処
也
。
施
餓
鬼
ヲ
出
テ
可
厭
之
。
施
餓

鬼
供
、
此
四
ツ
字
ヲ
首
可
書
。
次
大
幡
一
流
在
。
〇
唵
摩
呢
哆
唎
吽
發
吒
娑

婆
訶
。
是
施
餓
鬼
ヲ
勤
ル
処
ノ
面
可
立
。
亦
尊
卓
荘
厳
毎
日
十
三
日
迄
如
是
。

今
日
ヨ
リ
放
参
ナ
シ
。
至
晩
間
煎
丹
在
。
侍
真
殿
司
、
真
前
祠
堂
御
菓
子
茶

湯
調
、
即
於
開
山
塔
、
鐘
三
会
住
持
焼
香
、
大
悲
呪
、
一
尊
一
返
充
。
次
祠

堂
大
悲
呪
、
誦
了
バ
鐘
三
会
、
施
餓
鬼
在
。
十
二
日
、
看
経
ノ
牓
ヲ
取
ル
事

ヲ
報
大
衆
。
看
経
牓
取
テ
勘
書
可
調
。
至
晩
間
、
煎
丹
在
。
侍
真
殿
司
、
於

卵
塔
与
菩
提
園
、
爪

（
瓜
カ
）ノ
菓
子
茶
湯
并
洗
米
水
ヲ
調
カ
子
三
会
、
無
縫
塔
前
テ

ワ
楞
厳
呪
也
。
〇
回
向
云
（
中
略
）
次
菩
提
園
テ
ワ
小
施
餓
鬼
、
誦
捨
、
次

堂
前
鐘
三
会
、
沙
唱
施
餓
鬼
如
毎
日
。（
中
略
）
十
四
日
（
中
略
）
大
施
餓
鬼

供（
尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
大
安
寺
蔵
『
回
向
并
式
法
』」、『
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所

紀
要
』
九
、
一
九
九
五
年
、
九
七
～
九
九
頁
）

『
年
中
行
事
清
規
』（
一
五
二
三
）

②
自
七
月
一
日
、
施
餓
鬼
結
縁
看
経
〈
並
〉
庫
下
勧
進
帳
掛
、
四
合
三
文
出
之

者
也
。
看
経
牓
、
便
宜
処
出
之
、
牓
云
（
中
略
）
七
月
十
三
日
。
衆
寮
諷
経
、

如
結
夏
。
次
卵
塔
諷
経
。
同
菩
提
園
施
餓
鬼
。（
中
略
）
同
十
四
日
施
餓
鬼

（
尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
永
久
文
庫
『
年
中
行
事
清
規
』」、『
曹
洞
宗
宗
学
研
究

所
紀
要
』
十
、
一
九
九
六
年
、
三
一
～
三
二
頁
）

『
廣
澤
山
普
濟
寺
日
用
淸
規
』（
一
五
二
七
）

③
晦
日
。〈
一
品
経
了
。
掃
地
。
如
毎
晦
。〉
斎
了
。〈
維
那
於
于
仏
殿
裏
。
打
看

経
之
膀
。
同
施
餓
鬼
二
本
対
東
廊
西
廊
而
推
。
来
十
日
之
晚
景
可
拖
者
也
。

井
伊
紙
一
帖
従
常
住
出
。
用
此
內
也
。〉（
中
略
）
七
月
一
日
。
行
事
如
毎
旦
。

〈
一
品
経
已
前
。
七
夕
懺
法
之
掛
差
定
堂
前
掛
看
経
之
牌
。〉
半
斎
。〈
如
毎

旦
。
斎
了
。
新
豊
院
之
出
仕
。
如
毎
旦
。〉
未
尅
。〈
客
殿
主
。〉
鐘
十
八
声
。

箴
規
。〈
古
則
如
前
。〉
了
鳴
鐘
。〈
板
一
会
。
住
持
焼
香
。〉
看
経
之
一
巻
経

了
。
大
悲
呪
。〈
回
向
者
。
願
以
此
功
徳
云
云
。
一
巻
経
者
。
七
夕
懈
怠
。
八

日
迄
如
此
。〉
出
寮
。〈
於
于
山
門
前
殿
主
打
鈴
三
会
。
大
衆
集
。
維
那
始
施

餓
鬼
。
了
昏
時
鳴
如
毎
。
到
十
日
夜
如
斯
。
此
間
沙
喝
之
施
餓
鬼
無
也
。
亦

従
十
一
日
可
有
〉（
中
略
）
十
二
日
。〈
一
品 

経
了
。〉
下
看
経
之
牓
。〈
大
衆

各
著
看
経
。〉
晚
景
〈
殿
主
觸
寺
家
。〉
鳴
鐘
。
施
餓
鬼
棚
普
請
。（
中
略
）
十

五
日
（
中
略
）
午
尅
。〈
殿
主
触
。〉
鳴
鐘
。
新
豊
院
之
施
餓
鬼
。（
中
略
）
酉

尅
（
中
略
）
先
弾
。〈
并
〉
衆
僧
。〈
監
寺
供
茶
湯
。〉
住
持
焼
香
。〈
打
鈴
。〉

大
悲
呪
施
餓
鬼
。〈
中
施
餓
鬼
也
。〉（
中
略
）
十
六
日
（
中
略
）
晩
。〈
就
于
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一
八

客
殿
。〉
結
縁
施
餓
鬼
。〈
如
毎
月
。〉

 

（『
曹
全
』
清
規
、
六
五
一
～
六
五
二
頁
）

『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』（
一
五
五
九
）

④
同
自
七
月
一
日
施
餓
鬼
。
結
縁
看
経
牓
。
便
宜
処
出
之
。

 

（『
続
曹
全
』
清
規
・
講
式
、
一
〇
七
頁
）

『
清
規
古
記
録
』（
中
世
末
か
）

⑤
自
七
月
一
日
施
餓
鬼
結
縁
看
経
並
庫
下
勧
進
帳
掛
四
合
、
三
文
出
之
者
也
、

看
経
牓
便
宜
処
出
之
、
牓
云
（
中
略
）
上
来
諷
誦
経
呪
功
徳
、
回
向
無
尽
法

界
一
切
群
類
、
財
法
飢
饉
悪
趣
鬼
神
邪
党
天
魔
僻
修
含
生
、
飽
法
味
咸
発
正

智
、
軽
重
諸
業
皆
得
解
脱
、
陰
顯
利
益
、
同
円
種
智
者
〈
送
施
餓
鬼
用
回
向
〉

 

（『
続
曹
全
』
清
規
・
講
式
、
一
三
二
～
一
三
三
頁
）

　

ま
ず
①
は
、
長
野
県
大
安
寺
『
回
向
并
式
法
』（
一
四
六
二
年
頃
成
立

か
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
当
清
規
は
『
瑩
規
』
年
中
行
事
の
形
式
を

踏
襲
し
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
補
う
部
分
な
ど
が
認
め
ら
れ
、
中
世
宗

門
の
清
規
を
知
る
上
で
重
要
な
史
料
と
さ
れ
て
い
る（
４
）。

　

さ
て
①
で
は
、
看
経
牌
（
牓
）
が
掛
け
ら
れ
る
場
所
が（
５
）、
仏
殿
・

僧
堂
・
厨
庫
と
明
確
に
な
っ
て
い
る
が
、
併
せ
て
牓
の
「
首カ
シ
ラ」

に
「
施

餓
鬼
供
」
と
記
す
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
施
餓
鬼
を
勤
め

る
場
所
に
は
大
幡
と
荘
厳
さ
れ
た
卓
が
設
置
さ
れ
、
晩
間
に
お
け
る
開

山
塔
・
祠
堂
諷
経
の
後
、
施
餓
鬼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

十
二
日
に
は
、
結
縁
看
経
牓
が
下
ろ
さ
れ
、
無
縫
塔
前
諷
経
の
後
、

「
菩
提
園
」
で
の
小
施
餓
鬼
、
次
い
で
「
沙
唱
施
餓
鬼
」
が
修
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
七
月
一
日
か
ら
始
ま
る
盆
前
施
餓
鬼
は
、
看
経

に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

十
二
日
は
菩
提
園
小
施
餓
鬼
、
沙
唱
施
餓
鬼
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
「
菩
提
園
」
の
詳
細
は
①
の
記
載
で
は
不
明
だ
が
、「
沙
」
は

「
沙
弥
（
喝
食
）」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。「
如
毎
日
」
と
あ
る
よ
う
に
、

大
安
寺
で
は
沙
弥
に
よ
る
施
餓
鬼
が
恒
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
七
月
一
日
～
十
一
日
の
盆
前
看
経
期
間
は
、
沙

弥
の
施
餓
鬼
が
免
除
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
だ
。
ま
た
『
瑩
規
』

で
は
七
月
・
十
二
月
の
み
修
さ
れ
て
い
た
施
餓
鬼
が
、
室
町
時
代
中
期

の
宗
門
寺
院
お
い
て
は
、
日
常
的
に
修
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
、
同
書
の
記
載
よ
り
伺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
②
は
、
静
岡
県
静
居
寺
二
世
大
樹
宗
光
（
一
四
七
〇
～
一
五
五

〇
）
が
一
五
二
三
年
に
撰
述
し
た
『
年
中
行
事
清
規
』
か
ら
の
引
用
で

あ
る
。
当
該
清
規
は
、
特
殊
法
要
に
限
定
さ
れ
た
年
中
行
事
と
在
俗
者

を
対
象
と
し
た
儀
礼
が
中
心
に
記
載
さ
れ
て
い
る（
６
）。

　

さ
て
、
盆
前
看
経
に
関
わ
る
箇
所
を
確
認
す
る
と
、
七
月
一
日
よ
り

施
餓
鬼
が
始
ま
り
、
十
四
日
に
大
施
餓
鬼
会
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
て
、『
瑩
規
』
同
様
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
十
三

日
に
は
「
菩
提
園
施
餓
鬼
」
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
菩
提
園
」
で
あ

る
が
、
同
所
で
の
施
餓
鬼
回
向
文
に
は
「
…
伏
願
、
菩
提
園
裡
、
各
々

衆
霊
有
縁
無
縁
含
願
類
…
」（
②
引
用
文
献
、
三
二
頁
。
傍
線
筆
者
）
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
墓
苑
（
墓
地
）
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
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一
九

恐
ら
く
、
①
に
お
け
る
「
菩
提
園
」
も
同
様
の
施
設
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
②
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
自
七
月
一
日
、
施
餓
鬼
結
縁
看
経

〈
並
〉
庫
下
勧
進
帳
掛
、
四
合
三
文
出
之
者
也
。
看
経
牓
、
便
宜
処
出

之
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。『
瑩
規
』
当
該
箇
所
に
関
し
て

は
、
従
来
、「
自
七
月
一
日
施
餓
鬼
。
結
縁
看
経
牌
。
便
宜
所
出
之
。」

と
句
読
点
が
付
さ
れ
、「
法
会
名
（
施
餓
鬼
）」
と
「
牌
名
（
結
縁
看
経

牌
）」
と
し
て
別
個
に
解
釈
さ
れ
て
き
た（
７
）。
し
か
し
、
②
の
記
載
は
、

一
つ
の
法
会
名
と
し
て
解
釈
で
き
る
の
だ
。

　

次
に
③
は
、
一
五
二
七
年
に
秀
茂
（
生
没
年
不
詳
）
に
よ
っ
て
編
纂
さ

れ
た
『
広
沢
山
普
済
寺
日
用
清
規
』（
静
岡
県
普
済
寺
）
か
ら
の
引
用
で

あ
る
。
当
該
清
規
に
は
、
住
持
入
寺
の
次
第
、
年
中
行
事
の
次
第
、
祖

堂
入
牌
の
次
第
、
初
夜
点
の
図
等
が
収
載
さ
れ
て
い
る（
８
）。

　

さ
て
当
該
清
規
で
は
「
沙
喝
施
餓
鬼
」
と
い
う
法
会
が
年
間
を
通
し

て
（
一
・
三
・
四
・
七
・
八
・
九
・
十
・
十
一
・
十
二
月
の
条
に
記
載
あ
り
）
行

わ
れ
て
い
る
。「
沙
喝
」
と
は
、
①
と
同
様
に
沙
弥
喝
食
を
指
す
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
基
本
的
に
は
日
中
行
事
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
更
に
年
中
行
事
と
し
て
盆
前
と
歳
末
に
施
餓
鬼
が
修
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
さ
て
盆
前
看
経
で
あ
る
が
、
③
に
よ
る
と
、
六
月
晦
日
の
斎

罷
、
仏
殿
に
看
経
膀
が
掛
け
ら
れ
る
な
ど
、
看
経
の
準
備
が
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
七
月
一
日
に
は
、
未
尅
（
刻
）
に
「
看
経
之
一
巻
経
」

と
し
て
大
悲
呪
に
よ
る
普
回
向
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
山
門
前
で
殿

主
に
よ
る
打
鈴
三
会
で
大
衆
が
集
め
ら
れ
、「
昏
時
（
夜
）」
に
維
那
に

よ
っ
て
施
餓
鬼
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
施
餓
鬼
は
十
日
ま
で

行
わ
れ
る
が
、
そ
の
間
、
沙
喝
施
餓
鬼
は
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
看
経
は
七
夕
（
七
日
に
は
七
夕
懺
法
が
修
さ
れ
る
）
を
除
く
八
日
ま
で

行
わ
れ
る
が
、
十
二
日
に
は
看
経
牓
が
下
ろ
さ
れ
、
再
度
、
看
経
が
修

さ
れ
た
後
、
十
四
日
の
大
施
餓
鬼
で
用
い
る
施
餓
鬼
棚
が
準
備
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
更
に
、
十
五
日
の
午
尅
に
は
、
普
済
寺
末
寺
で
あ
る
新
豊

院
の
施
餓
鬼
が
行
わ
れ
、
酉
尅
に
は
「
中
施
餓
鬼
」
が
行
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
十
六
日
晩
に
は
客
殿
に
て
「
結
縁
施
餓
鬼
」
が
修
さ
れ

て
い
た（
９
）。

　

な
お
④
は
、
岐
阜
県
龍
泰
寺
八
世
大
円
正
密
（
？
～
一
五
六
〇
）
に

よ
っ
て
一
五
五
九
年
に
記
さ
れ
た
『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
か
ら
の
引
用

で
あ
る
が（
10
）、
盆
前
看
経
に
関
す
る
記
載
は
『
瑩
規
』
と
ほ
ぼ
同
様
で

あ
る
。

　

最
後
に
⑤
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
世
末
成
立
と
目
さ
れ
、『
瑩
規
』

年
中
行
事
が
記
載
さ
れ
る
『
清
規
古
記
録
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る（
11
）。

検
討
箇
所
を
確
認
す
る
と
、
七
月
一
日
よ
り
施
餓
鬼
結
縁
看
経
が
修
さ

れ
る
が
、『
瑩
規
』
同
様
の
牓
文
と
看
経
品
目
が
列
記
さ
れ
た
直
後
に
、

盆
前
看
経
の
回
向
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
当
該
回
向
文
は
、
施
餓
鬼
で

用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
盆
前
看
経
が
施
餓
鬼
と
し
て
修
さ
れ
て
い

た
一
つ
の
証
左
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
章
で
は
中
世
成
立
と
さ
れ
る
清
規
を
概
観
し
た
が
、『
瑩
規
』
で
は

不
明
な
盆
前
看
経
の
様
子
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
ず
、
①
の
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二
〇

記
載
か
ら
は
、『
瑩
規
』
同
様
、
七
月
一
日
よ
り
開
始
さ
れ
る
「
施
餓

鬼
」
と
は
「
結
縁
看
経
」
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
同
様
に
②
に
お
い
て
も
、「
施
餓
鬼
結
縁
看
経
」
と
う
い
う
名

称
か
ら
、
盆
前
看
経
が
盆
前
施
餓
鬼
と
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

同
じ
く
⑤
で
は
、
盆
前
看
経
回
向
文
が
施
餓
鬼
の
回
向
文
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
看
経
が
施
餓
鬼
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
③
で
は
、
盆
前
看
経
と
は
別
個
に
盆
前
施
餓
鬼
が
同
日
に
催
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
つ
ま
り
、
中
世
の
段
階
に
お
い
て
、
看
経
と

施
餓
鬼
が
分
化
し
て
い
く
様
子
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

ま
た
看
経
場
所
で
あ
る
が
、
①
で
は
、
牓
が
仏
殿
・
僧
堂
・
厨
庫
に

掛
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
箇
所
に
お
け
る
看
経
の
可
能
性
が
存
す

る
が
定
か
で
は
な
い
。
一
方
③
で
は
、
一
日
未
刻
に
盆
前
看
経
と
な
る

が
、
そ
の
後
「
出
寮
」
し
て
山
門
前
の
施
餓
鬼
会
に
随
喜
す
る
こ
と
か

ら
、
看
経
自
体
は
各
寮
で
修
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
更
に
看
経

の
期
間
は
、
①
で
は
一
日
～
十
二
日
、
③
で
は
一
日
～
八
日
、
十
二
日

と
な
っ
て
い
た
。

三
、
近
世
中
期
に
お
け
る
盆
前
看
経

　

次
に
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
中
ご
ろ
に
成
立
し
た
清
規
か
ら
盆
前

看
経
の
様
子
を
探
っ
て
み
よ
う
。
検
討
箇
所
は
以
下
と
な
る
。

『
椙
樹
林
清
規
』（
一
六
八
〇
～
一
六
九
一
頃
か
）

⑥
晦
日 

維
那
兼
日
ニ
看
経
ノ
牓
ヲ
書
セ
シ
メ
、
命
殿
司
、
殿
前
ニ
貼
ス
ベ
シ
、

又
、
逐
日
看
経
ノ
簿
ヲ
モ
回
ス
ベ
シ
、
殿
司
兼
日
ヨ
リ
打
調
シ
、
施
餓
鬼
ヲ

書
シ
テ
、
山
門
ノ
柱
、
大
殿
前
、
禅
堂
前
、
庫
前
ニ
貼
ス
、
維
那
会
領
ス
ベ

シ
（
中
略
）
七
日
一
日
（
中
略
）
今
日
ヨ
リ
十
日
ノ
飯
後
マ
デ
、
看
経
ナ
リ
、

一
衆
前
日
経
簿
ヲ
照
シ
テ
、
公
界
ノ
看
経
、
又
自
ノ
看
経
ア
リ
ベ
シ
、
粥
後

夜
坐
ハ
恒
規
ニ
テ
、
飯
後
ノ
ミ
看
経
ス
、
粥
後
ニ
看
経
牌
ヲ
掛
ク
ベ
シ
（
中

略
）
毎
日
日
中
ノ
次
ニ
、
法
華
一
巻
ヅ
ツ
読
ミ
、
八
日
ヲ
過
テ
ハ
、
普
賢
行

願
品
、
金
剛
経
ヲ
読
ナ
リ
、
粥
後
坐
禅
、
恒
規
ニ
テ
、
日
中
ニ
ハ
先
ヅ
大
般

若
転
読
普
回
向
、
次
ニ
法
華
一
巻
ニ
テ
普
回
向
、
次
ニ
尊
勝
陀
羅
尼
ナ
リ
、

斎
後
放
禅
、
上
大
殿
各
自
ニ
看
経
ス
、
華
厳
経
、
涅
槃
経
、
大
集
経
等
ノ
大

経
ヲ
バ
、
幾
人
ニ
テ
モ
看
ス
ベ
シ
、
維
那
堂
司
検
点
シ
テ
、
一
遍
ニ
ミ
タ
ン

事
ヲ
思
フ
ベ
シ
、
兼
日
ニ
看
経
簿
ヲ
出
ス
、
看
経
中
自
檀
家
、
水
陸
会
ヲ
ノ

ゾ
ム
時
ハ
、
日
中
ニ
終
之
、
施
食
経
ハ
普
回
向
ニ
テ
了
テ
、
大
悲
呪
ヲ
誦
シ
、

霊
供
ヲ
献
ズ
、
亡
者
回
向
如
恒
、
次
法
華
ヲ
読
テ
、
日
中
諷
経
ス
ベ
シ
、
晡

時
寺
例
ノ
水
陸
会
ア
リ
、
次
楞
厳
呪
ニ
テ
行
道
ス
、
縱
使
日
中
ニ
檀
那
施
食

ヲ
修
ス
ル
ト
モ
、
晡
時
ノ
施
食
不
可
略

 

（『
曹
全
』
清
規
、
五
三
二
～
五
三
三
頁
）

『
副
寺
寮
日
鑑
』（
一
七
六
七
以
後
か
）

⑦
朔
日　

日
中
諷
経
次
ニ
紙
屋
ノ
大
施
食
ナ
リ
、
看
経
始
ル
故
法
益
ナ
シ
、
恒

規
ノ
般
若
ハ
看
経
ノ
始
ニ
転
ズ
、
次
ニ
一
ノ
巻
了
テ
各
自
ノ
看
経
（
中
略
）

六
日
（
中
略
）
飯
後
看
経
ハ
法
華
切
ニ
テ
散
堂
ス
（
中
略
）
九
日
朝
課
罷
看

経
、
金
剛
経
ヲ
読
ム
故
ニ
、
一
品
経
ヲ
略
ス
（
中
略
）
十
日
看
経
、
行
願
品

 

（『
続
曹
全
』
清
規
・
講
式
、
二
四
〇
～
二
四
一
頁
）



盆
前
看
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考
（
澤
城
）

二
一

『
海
会
堂
日
用
毘
奈
耶
』（
一
七
一
六
）

⑧
七
月
一
日
（
中
略
）
午
時
、
開
基
追
薦
ノ
大
施
餓
鬼
、
行
導
、
是
ヨ
リ
累
日
、

嫡
伝
施
餓
鬼
、
同
断
、
今
日
看
経

 

（『
続
曹
全
』
清
規
・
講
式
、
一
八
八
頁
）

『
橘
谷
内
清
規
』（
一
七
三
一
）

⑨
一
、
同
晦
日
剃
髪
沐
浴
（
中
略
）
看
経
之
牓
書
写
施
餓
鬼
諸
堂
貼
之
。〈
八
尺

間
、
大
庫
裏
、
山
門
頭
僧
堂
等
〉（
中
略
）
七
月
朔
日
（
中
略
）
粥
罷
看
経

（
中
略
）
此
晚
十
四
日
迄
水
陸
会
毎
晚
不
可
怠
矣

 

（『
曹
全
』
清
規
、
五
七
一
頁
）

『
永
溪
山
典
座
寮
指
南
記
』（
一
七
四
九
）

⑩
七
月
、
朔
日
晩
ヨ
リ
有
合
ノ
一
菜
ヲ
設
ク
ル
事
十
五
日
マ
デ
ナ
リ
、
今
日
ヨ

リ
十
三
日
マ
デ
看
経
ナ
リ
、
晚
晚
ニ
ハ
叢
林
恒
規
ノ
施
餓
鬼
有
リ

 

（『
曹
全
』
清
規
、
七
八
二
頁
）

　

ま
ず
⑥
は
、
卍
山
道
白
（
一
六
三
六
～
一
七
一
五
）
に
よ
っ
て
記
さ
れ
、

当
時
の
宗
門
叢
林
の
儀
礼
・
進
退
等
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ

る
石
川
県
大
乘
寺
の
『
椙
樹
林
清
規
』（
一
六
八
〇
～
一
六
九
一
頃
成
立
か
）

か
ら
の
引
用
で
あ
る（
12
）。

　

⑥
を
確
認
す
る
と
、
六
月
晦
日
に
殿
司
に
よ
っ
て
看
経
牓
が
仏
殿
前

に
掛
け
ら
れ
、
看
経
簿
が
回
さ
れ
、
七
月
一
日
よ
り
十
日
斎
罷
ま
で
盆

前
看
経
を
修
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
看
経
に
は
「
公
界
ノ

看
経
」「
自
ノ
看
経
」
の
二
種
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
者
は
、
日

中
諷
経
罷
に
修
さ
れ
る
法
会
を
指
す
と
思
わ
れ
、
八
日
ま
で
は
『
法
華

経
』、
そ
の
後
は
『
華
厳
経
』『
金
剛
経
』
が
看
経
さ
れ
て
い
た
。
一

方
、
後
者
は
、「
飯
後
」
が
「
放
禅
」
と
な
り
、
そ
の
際
に
修
さ
れ
る

看
経
を
指
し
、「
大
殿
」（
仏
殿
）
に
お
い
て
「
各
自
ニ
」『
華
厳
経
』

『
涅
槃
経
』
等
の
看
経
を
行
っ
て
い
た
。
な
お
当
該
清
規
で
は
、「
今
マ

当
山
ニ
ハ
金
剛
経
一
巻
、
尊
勝
陀
羅
尼
一
遍
ニ
テ
、
日
中
回
向
シ

（『
曹
全
』
清
規
、
四
四
六
頁
）」（
日
中
行
事
）
と
い
う
差
定
で
日
中
諷
経
が

修
さ
れ
、
ま
た
毎
月
一
日
・
十
五
日
は
「
午
時
日
中
諷
経
ノ
次
、
大
般

若
転
読
ア
リ
（
同
書
、
四
四
九
頁
）」（
月
中
行
事
）
を
修
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
七
月
一
日
並
び
に
そ
れ
以
後
の
臨
時
看
経
は
、
こ
れ
ら
の
差

定
に
組
み
込
ま
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
看
経

を
経
た
上
で
、
晡
時
に
「
寺
例
ノ
水
陸
会
」
つ
ま
り
施
餓
鬼
会
が
修
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
日
か
ら
の
盆
前
期
間
に
は
、「
公
界

ノ
看
経
」「
自
ノ
看
経
」
と
「
水
陸
会
（
施
餓
鬼
会
）」
が
同
日
に
催
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
椙
樹
林
清
規
』
で
は
、
盆
・
歳
末
に
修
せ

ら
れ
る
大
施
餓
鬼
以
外
に
も
施
餓
鬼
（「
施
食
」「
水
陸
会
」
と
も
表
記
）
の

記
載
が
頻
繁
に
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
月
中
行
事
で
は
、
十
三
日
・
十

四
日
に
仏
殿
に
於
い
て
「
略
施
食
（『
曹
全
』
清
規
、
四
五
五
頁
）」
が
、
二

十
三
日
に
「
施
餓
鬼
（
同
書
、
四
五
六
頁
）」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
七
月
盆
前
に
お
い
て
も
、「
看
経
中
自
檀
家
、
水
陸
会
ヲ
ノ
ゾ
ム

時
ハ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
檀
信
徒
が
施
主
と
な
る
施
餓
鬼
会
も
存
在
し

た
。

　

次
に
⑦
は
、
同
じ
く
大
乘
寺
の
一
六
八
〇
～
一
七
六
七
年
ま
で
の
記



盆
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二
二

録
『
副
寺
寮
日
鑑
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
厳
密
な
成
立
年
は
不
詳
で

あ
る
が
、
大
乘
寺
副
寺
寮
関
係
の
年
中
行
事
の
日
鑑
が
主
要
部
分
と

な
っ
て
い
る（
13
）。
そ
こ
で
、
上
記
『
椙
樹
林
清
規
』
の
規
則
が
実
際
に

ど
の
よ
う
に
修
せ
ら
れ
て
い
た
か
を
、
⑦
で
確
認
し
て
み
よ
う
。
ま
ず

七
月
一
日
条
で
は
、
日
中
諷
経
罷
に
「
紙
屋
ノ
大
施
餓
鬼
」
が
修
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
斎
罷
の
大
般
若
転
読
の
後
、「
一
ノ
巻
」
つ
ま
り

⑥
に
お
け
る
「
公
界
ノ
看
経
」
が
修
さ
れ
、
引
き
続
い
て
「
各
自
ノ
看

経
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
日
の
流
れ
は
、
⑥
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
さ
て
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
日
中
諷
経
罷
の
「
紙
屋
ノ
大

施
餓
鬼
」
で
あ
ろ
う
。
⑥
で
は
、「
看
経
中
自
檀
家
、
水
陸
会
ヲ
ノ
ゾ

ム
時
ハ
、
日
中
ニ
終
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
施
主
を
立
て
た
臨
時
施

餓
鬼
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
れ
が
修
さ
れ
て
い
る
様
子
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
月
三
日
条
の
「
本
多
氏
施
食
常
住
ヨ
リ
設

ク
」、
同
五
日
条
の
「〈
戸
田
氏
／
津
田
氏
〉
施
食
」、
同
八
日
条
の

「
午
時
、
伴
氏
施
食
ナ
リ
」
な
ど
臨
時
施
餓
鬼
が
修
せ
ら
れ
て
い
た
。

（『
続
曹
全
』
清
規
・
講
式
、
二
四
〇
～
二
四
一
頁
）
な
お
、『
椙
樹
林
清
規
』

で
は
、「
三
日
四
日
五
日
七
日
八
日
、
大
半
檀
那
施
食
ア
リ
」（『
曹
全
』

清
規
、
五
三
三
頁
）
と
記
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
臨
時
施
餓
鬼
を
修
す
る

期
日
の
目
途
は
あ
る
程
度
立
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
⑧
は
、
東
溟
弁
日
（
？
～
一
七
四
三
）
が
一
七
一
六
年
に
滋
賀

県
清
凉
寺
海
会
堂
の
年
中
行
事
の
規
定
を
記
録
し
た
『
海
会
堂
日
用
毘

奈
耶
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る（
14
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
七
月
一
日
に
「
開

基
追
薦
ノ
大
施
餓
鬼
」
が
修
さ
れ
て
い
る
。
清
凉
寺
の
開
基
は
、
徳
川

家
康
に
仕
え
た
井
伊
直
政
（
一
五
六
一
～
一
六
〇
〇
）
で
あ
り
、
こ
の
法
会

は
直
政
に
対
す
る
追
善
供
養
と
し
て
の
施
餓
鬼
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ

の
大
施
餓
鬼
以
降
、「
累
日
」
つ
ま
り
連
日
に
わ
た
っ
て
「
嫡
伝
施
餓

鬼
」
が
修
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
嫡
伝
」
と
は
、
直
政
以
降
の
藩
主
、

二
代
直
孝
か
ら
六
代
直
恒
の
五
人
を
指
す
と
さ
れ（
15
）、
歴
代
藩
主
に
対

す
る
追
善
供
養
を
連
日
、
施
餓
鬼
で
執
り
行
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、

「
同
断
」
つ
ま
り
施
餓
鬼
と
同
様
に
「
今
日
看
経
」
と
な
る
。
さ
て
盆

前
看
経
が
い
つ
ま
で
修
さ
れ
て
い
た
か
は
明
確
で
な
い
が
、「
今
日
」
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
日
の
み
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

十
二
月
十
日
の
条
に
お
い
て
「
此
已
後
、
瑩
山
清
規
ニ
、
坐
禅
ヲ
開
シ

テ
、
歳
末
看
経
ノ
牓
ヲ
出
ス
ト
ア
リ
（
中
略
）
予
住
院
ノ
内
、
不
出
看

経
牓
、
只
管
打
坐
ノ
ミ
ナ
リ
、
是
小
院
ノ
便
ニ
シ
テ
、
大
方
ノ
叢
規
ヲ

省
ク
ト
也
」（『
続
曹
全
』
清
規
・
講
式
、
一
八
四
頁
）
と
歳
末
の
臨
時
看
経

が
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
盆
前
看
経
期
間
も
大
幅
に
短
縮
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
⑨
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
静
岡
県
大
洞
院
の
年
中
行
事
を
、
大
洞

院
末
で
あ
る
同
県
崇
信
寺
二
十
世
格
門
慈
越
（
？
～
一
七
三
四
）
が
一
七

三
一
年
に
書
写
し
た
『
橘
谷
内
清
規
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る（
16
）。

　

こ
れ
よ
る
と
、
六
月
晦
日
に
看
経
牓
が
八
尺
間
、
大
庫
裏
、
山
門
、

僧
堂
等
に
貼
ら
れ
、
翌
一
日
の
粥
罷
に
盆
前
看
経
が
修
さ
れ
る
。
看
経

が
い
つ
ま
で
行
わ
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
一
方
で
、
水
陸
会
は
一
日
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二
三

か
ら
十
四
日
ま
で
毎
晩
行
わ
れ
て
い
た
。

　

最
後
に
⑩
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
佐
賀
県
泰
智
寺
の
典
座
寮
指
南
を
、

萬
仭
道
坦
（
一
六
九
八
～
一
七
七
五
）
が
一
七
四
九
年
に
写
し
た
『
永
溪

山
典
座
寮
指
南
記
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
当
該
書
の
内
容
は
、
日

中
・
月
中
・
年
中
行
事
お
よ
び
庫
下
の
用
心
等
、
典
座
寮
に
関
す
る
指

南
と
な
っ
て
い
る（
17
）。
さ
て
⑩
に
よ
れ
ば
、
一
日
か
ら
十
三
日
ま
で
看

経
が
修
さ
れ
、
さ
ら
に
「
晩
晩
」
つ
ま
り
毎
晩
、
恒
規
の
施
餓
鬼
会
が

修
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
泰
智
寺
で
は
、
通
例
、
七
月
十
四
日
前

後
に
修
さ
れ
る
大
施
餓
鬼
が
、
四
日
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同

寺
の
開
基
で
あ
る
鍋
島
忠
茂
（
一
五
八
四
～
一
六
二
四
）
の
没
月
日
が
八
月

四
日
で
あ
る
た
め（
18
）、
七
月
の
大
施
餓
鬼
会
も
月
命
日
に
合
わ
せ
て
い

た
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
三
日
朝
に
「
小
施
餓
鬼
」、
四
日
晩
に
「
小

施
食
」、
六
日
朝
に
「
左
近
殿
小
施
食
」、
八
日
「
百
姓
施
食
」
が
そ
れ

ぞ
れ
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。（『
曹
全
』
清
規
、
七
八
三
頁
）

　

本
章
で
は
一
八
世
紀
前
半
ま
で
に
成
立
し
た
清
規
を
概
観
し
て
き
た
。

ま
ず
⑥
で
は
盆
前
看
経
の
日
時
・
場
所
が
明
記
さ
れ
、
中
世
の
清
規
と

比
す
と
よ
り
そ
の
情
景
を
掴
み
や
す
く
な
っ
て
い
る
が
、
③
と
同
様
に

盆
前
看
経
と
施
餓
鬼
が
別
個
で
修
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
加
え

て
看
経
が
「
公
界
」「
自
ノ
」
の
二
種
類
に
分
化
し
て
い
る
こ
と
も
確
認

さ
れ
た
。
な
お
⑦
は
⑥
と
同
様
、
大
乘
寺
に
お
け
る
記
録
で
あ
り
、
当

然
な
が
ら
⑦
は
『
椙
樹
林
清
規
』
に
準
じ
て
盆
前
看
経
は
修
さ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
盆
前
看
経
と
盆
前
施
餓
鬼
と
が
別
々
に
修
さ
れ
る
形
式
は
、

⑧
⑨
⑩
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
看
経
場
所
に
関
し
て
、
⑥
で
は

「
公
界
ノ
看
経
」
が
日
中
諷
経
罷
に
、「
自
ノ
看
経
」
が
斎
罷
に
修
さ
れ

る
が
、
い
ず
れ
も
仏
殿
で
行
わ
れ
て
い
た
。
な
お
、
⑦
以
外
の
⑧
⑨
⑩

で
は
看
経
場
所
に
関
す
る
記
載
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
看

経
期
間
で
あ
る
が
、
⑥
は
十
日
ま
で
、
⑩
は
十
三
日
ま
で
と
な
る
が
、

⑧
に
関
し
て
は
上
述
の
よ
う
に
一
日
の
み
修
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。

四
、
近
世
中
期
・
末
期
に
お
け
る
盆
前
看
経

　

最
後
に
本
章
で
は
、
近
世
中
期
か
ら
近
世
末
頃
ま
で
に
成
立
し
た
清

規
か
ら
盆
前
看
経
の
諸
相
を
見
て
い
く
。
検
討
対
象
は
以
下
と
な
る
。

『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』（
一
七
五
三
）

⑪
七
月 

盆
前
看
経 

飯
後
ハ
公
界
ノ
看
経
ナ
リ
、
前
月
ヨ
リ
殿
前
ニ
看
経
榜
ヲ
揭

グ
、
維
那
化
簿
作
テ
、
住
持
及
大
衆
ニ
看
経
ヲ
請
ズ
、
仏
殿
ニ
殿
鐘
三
会
集

衆
、
法
華
経
毎
日
一
巻
ヲ
看
ス
、
大
衆
一
同
ナ
リ
、
次
ニ
化
簿
ノ
経
ハ
、
各

自
ノ
意
楽
ナ
リ
、
浴
日
ヲ
除
テ
十
日
マ
デ
ニ
、
八
巻
了
ル
、
看
経
ノ
法
衆
寮

ト
同
ジ
、
声
ヲ
揚
ズ
黙
看
ス
、
盆
前
施
食 

朔
日
ヨ
リ
毎
日
晡
時
ニ
施
食
、
別

規
ア
リ

 

（『
曹
全
』
清
規
、
九
六
～
九
七
頁
）

『
太
平
山
諸
寮
日
看
』（
一
七
七
二
）

⑫
七
月　

一
、
朔
日
、
方
丈
堂
中
エ
至
リ
季
初
ノ
拝
ア
リ
、
此
日
飯
後
ヨ
リ
十

日
迄
看
経
、
晡
時
施
食
（
中
略
）
一
、
十
日
、
粥
後
看
経
畢
ル



盆
前
看
経
考
（
澤
城
）

二
四

 

（『
曹
全
』
清
規
、
七
一
二
～
七
一
三
頁
）

『
橘
谷
大
洞
指
南
』（
一
七
八
一
）

⑬
一
、
七
月
一
日
ヨ
リ
粥
後
看
経
、
飯
後
ハ
面
上
ノ
看
経
ナ
リ
、
朔
日
ヨ
リ
十

四
日
迄
、
毎
晚
施
餓
鬼
不
可
怠

 

（『
曹
全
』
清
規
、
五
九
三
頁
）

『
円
通
応
用
清
規
』（
一
七
九
三
）

⑭
七
月　

看
経
。
朔
日
前
一
日
侍
者
製
看
経
簿
。
勧
化
于
諸
寮
。
至
日
掛
看
経

牌
。
出
看
経
牓
。
斎
罷
如
常
。
施
食

 

（『
続
曹
全
』
清
規
・
講
式
、
三
二
二
～
三
二
三
頁
）

『
吉
祥
山
永
平
寺
小
清
規
』（
一
八
〇
五
）

⑮
七
月
初
一
日
。
堂
司
預
出
盂
蘭
盆
看
誦
経
単
於
諸
寮
。
率
衆
財
。
助
弁
斛
食

供
養

 

（『
曹
全
』
清
規
、
三
五
六
頁
）

『
寿
山
清
規
』（
一
八
一
八
）

⑯
七
月　

朔
日　

祝
聖
。
応
供
諷
経
。
粥
後
。
啓
建
。
看
経
。（
中
略
）
夜
間
。

大
施
食
。（
中
略
）
八
日　

満
散
看
経
。（
中
略
）
夜
間
。
大
施
食

 

（『
続
曹
全
』
清
規
・
講
式
、
二
〇
七
頁
）

『
最
乗
輪
住
大
日
鑑
』（
一
八
六
七
頃
）

⑰
七
月
朔
日　

仏
殿
看
経
ノ
牓
ヲ
挂
ケ
、
預
メ
盂
蘭
盆
経
単
ヲ
荘
厳
シ
、
衆
財

ヲ
率
シ
テ
、
斛
食
ノ
供
養
ヲ
助
弁
ス
、
目
連
尊
者
ス
ラ
救
鬼
ノ
怖
畏
ア
リ
、

況
ヤ
澆
末
ノ
凡
僧
、
豈
軽
忽
ス
ベ
ケ
ン
ヤ
、
省
顧
、
今
晡
ヨ
リ
、
施
食
法
修

行
並
開
祖
塔
ヘ
献
灯
、
本
菴
ヨ
リ
二
夜
、
両
院
ヨ
リ
一
夜
ヅ
ツ
、
十
五
日
ノ

夜
ニ
至
迄
、
風
雨
ノ
夜
ト
雖
モ
欠
可
ラ
ズ

 

（『
続
曹
全
』
清
規
・
講
式
、
一
六
六
頁
）

　

ま
ず
⑪
は
、
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
～
一
七
六
九
）
が
制
定
し
、
一
七

五
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
か
ら
の
引
用
で
あ

る
。
当
該
書
は
、『
永
平
清
規
』『
瑩
山
清
規
』
を
中
心
に
祖
師
の
思
想

に
依
拠
し
た
行
法
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
特
定
一
寺
院
の
清
規
で

な
い
点
が
特
徴
的
で
あ
り
、
明
治
期
に
宗
門
が
依
拠
す
べ
き
行
法
書
と

し
て
刊
行
さ
れ
る
『
洞
上
行
事
軌
範
』
の
先
駆
け
と
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る（
19
）。

　

さ
て
⑪
に
よ
れ
ば
、「
前
月
（
六
月
）」
よ
り
看
経
牓
が
掲
げ
ら
れ
、
維

那
が
化
簿
を
行
い
、
住
持
や
大
衆
に
看
経
を
勧
化
し
て
い
る
。
そ
し
て

七
月
一
日
か
ら
、
飯
後
に
「
公
界
ノ
看
経
」
と
し
て
仏
殿
に
お
け
る

『
法
華
経
』
の
看
経
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
大
衆
一
同
に
よ
る
看
経
の

後
、「
化
簿
ノ
経
」
つ
ま
り
各
自
の
看
経
が
修
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
用

い
る
経
典
は
任
意
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
看
経
は
、
十
日
ま
で
行

わ
れ
る
が
、
そ
の
際
の
看
経
は
衆
寮
の
方
法
（
黙
誦
）
と
同
様
に
行
う
よ

う
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
同
書
「
僧
堂
日
分
行
法
次
第
」
に
お
い
て

は
、
飯
後
が
「
喫
茶
」
で
あ
り
、
そ
の
後
、
未
時
に
「
衆
寮
看
読
」
と

な
っ
て
い
る
。
七
月
の
盆
前
看
経
は
こ
れ
ら
の
行
事
を
略
し
て
修
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
両
看
経
の
後
に
、
盆
前
施
食
が
毎
日

晡
時
に
修
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
大
施
食
」
と
呼
ば
れ
、「
七
月

朔
ヨ
リ
望
マ
デ
、
毎
日
晡
時
、
放
参
ニ
テ
施
食
ヲ
行
フ
」（『
曹
全
』
清



盆
前
看
経
考
（
澤
城
）

二
五

規
、
一
二
一
頁
）
と
さ
れ
る（
20
）。
な
お
「
放
参
」
と
は
、
こ
こ
で
は
「
晩

参
」
が
無
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
晡
時
、
大
衆
が
住
持
に
参
じ
て
説
示
を

聴
聞
す
る
こ
と
が
免
じ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
書
で
は
、
早

参
・
晩
参
が
非
常
に
重
視
さ
れ
、
例
え
ば
、「
粥
了
諷
経
（
粥
罷
諷
経
）」

や
「
施
食
（
晩
課
諷
経
）」
な
ど
は
、
放
参
時
の
み
随
喜
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
晩
参
よ
り
も
盆
前
施
餓
鬼
（
大
施
食
）
が

優
先
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
叢
林
に
お
け
る
当
該
法
会
の
重
要

性
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
⑫
は
、
埼
玉
県
龍
淵
寺
の
諸
寮
に
関
す
る
規
定
を
不
白
玉
峰

（
？
～
一
七
七
九
）
が
一
七
七
二
年
に
記
録
し
た
、『
太
平
山
諸
寮
日
看
』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
当
該
書
は
年
中
行
事
に
お
け
る
心
得
等
を
、
方

丈
・
副
寺
寮
・
維
那
寮
・
知
庫
寮
・
首
座
寮
・
侍
者
寮
・
知
客
寮
に
分

け
て
記
載
さ
れ
て
い
る（
21
）。
盆
前
看
経
に
つ
い
て
も
各
寮
で
記
載
が
認

め
ら
れ
る
が
、
⑫
は
「
維
那
日
鑑
」
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

七
月
一
日
の
飯
後
よ
り
十
日
ま
で
盆
前
看
経
が
修
さ
れ
る
が
、
十
日
に

関
し
て
は
粥
罷
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
⑬
は
、
上
述
の
大
洞
院
末
に
あ
た
る
崇
信
寺
二
十
三
世
黄
山
曇

龍
（
？
～
一
七
八
七
）
が
一
七
八
一
年
に
書
写
し
た
『
橘
谷
大
洞
指
南
』

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
前
の
『
橘
谷
内
清
規
』
と
と
も
に
、
橘
谷
山
大

洞
院
の
年
中
行
事
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る（
22
）。
さ
て
⑬
に
よ
れ
ば
、
七

月
一
日
か
ら
粥
後
看
経
と
飯
後
看
経
の
両
看
経
が
修
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
ま
た
晩
間
の
施
餓
鬼
は
十
四
日
ま
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
飯
後
の
「
面
上
」
が
何
を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

更
に
⑭
は
、
岡
山
県
円
通
寺
住
持
で
あ
っ
た
玄
透
即
中
（
一
七
二
九
～

一
八
〇
七
）
が
一
七
九
三
年
に
記
し
た
『
円
通
応
用
清
規
』
か
ら
の
引
用

で
あ
る（
23
）。
こ
れ
に
よ
る
と
。
六
月
末
日
に
看
経
簿
が
作
成
さ
れ
、
諸

寮
に
勧
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
七
月
一
日
に
は
看
経
牌
が
掛
け
ら
れ
、

看
経
牓
が
出
さ
れ
、
施
食
が
修
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
⑮
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
の
『
円
通
応
用
清
規
』
と
同
じ
く
、

永
平
寺
第
五
十
世
の
玄
透
即
中
に
よ
っ
て
記
さ
れ
一
八
〇
五
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
吉
祥
山
永
平
寺
小
清
規
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。『
永
平
清

規
』
が
時
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
古
風
を
失
い
、
そ
の
真
意
に
背
馳
す
る

叢
規
が
宗
門
に
横
行
し
て
い
る
こ
と
を
憂
い
、
古
清
規
に
復
古
し
な
け

れ
ば
と
の
熱
望
を
抱
き
記
さ
れ
た
の
が
本
書
と
さ
れ
る（
24
）。

　

さ
て
⑮
に
よ
れ
ば
、
七
月
一
日
に
堂
司
に
よ
っ
て
「
盂
蘭
盆
看
誦
経

単
」
が
諸
寮
に
貼
り
出
さ
れ
、
盆
前
看
経
が
修
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、「
率
衆
財
。
助
弁
斛
食
供
養
」
と
あ
り
、
大
衆
の
財
を
集
め
て
、

「
斛
食
」
つ
ま
り
餓
鬼
に
施
す
食
事
を
供
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
盆

前
看
経
期
間
は
明
確
で
は
な
い
が
、
十
五
日
の
盂
蘭
盆
施
食
会
の
疏
の

後
に
「
挙
一
衆
朔
後
所
誦
経
目
畢
」（『
曹
全
』
清
規
、
三
五
七
頁
）
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
盂
蘭
盆
施
食
会
直
前
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
⑮
か
ら
は
、
盆
前
期
間
中
、
看
経
の
外
に
は
盆
前
施
餓
鬼
の
記

載
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
勧
化
簿
は
「
盂
蘭
盆
施
食
会
看
経
簿
」

（『
曹
全
』
清
規
、
三
九
三
頁
）
と
銘
打
た
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
看
経
の
目



盆
前
看
経
考
（
澤
城
）

二
六

的
が
施
食
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
更
に
同
書
で
は
施
食
法
に
つ
い

て
、

凡
施
食
法
。
除
幻
住
開
甘
露
門
。
及
瑩
山
之
外
。
諸
規
並
不
載
其
正
文
。
第

如
敎
苑
律
苑
。
出
其
文
。
成
法
大
異
也
。
当
今
吾
門
諸
方
所
行
施
食
法
。
未

詳
其
所
拠
。
故
今
規
尋
常
晚
間
施
食
。
及
中
元
盂
蘭
盆
施
食
法
。
並
依
瑩
山
。

不
敢
厭
今
従
古
也
。
与
其
行
無
拠
法
。
不
如
行
有
拠
法
。
然
旧
習
不
可
遽
除
。

取
捨
亦
在
行
人
之
心

 

（『
曹
全
』
清
規
、
四
〇
七
頁
）

　

と
、
当
時
の
曹
洞
宗
寺
院
で
行
わ
れ
て
い
た
施
食
法
に
は
典
拠
不
詳

の
も
の
が
多
い
と
指
摘
し
、
玄
透
住
持
の
永
平
寺
に
お
け
る
施
食
法
は

『
瑩
規
』
に
立
ち
返
る
旨
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、『
瑩
規
』
同
様
、
当
時
の
永
平
寺
に
お
い
て
は
盆
前
施
食
と
し
て

行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
看
経
の
み
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、

⑮
の
出
典
は
『
勅
修
百
丈
清
規
』
と
思
わ
れ
る（
25
）。

　

⑯
は
、
⑧
同
様
、
滋
賀
県
清
凉
寺
の
年
中
行
事
を
寂
室
堅
光
（
一
七

五
三
～
一
八
三
〇
）
が
一
八
一
八
年
に
記
し
た
『
寿
山
清
規
』
か
ら
の
引

用
で
あ
る（
26
）。
当
該
記
載
で
は
、
一
日
の
粥
罷
か
ら
看
経
が
開
始
さ

れ
、
八
日
に
満
散
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
一
日
の
夜
間
か
ら
連
日
、
大

施
食
が
修
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

最
後
に
⑰
は
、
神
奈
川
県
最
乗
寺
輪
住
四
〇
六
世
で
あ
る
仏
乗
慈
僊

（
一
七
九
八
～
一
八
七
〇
）
に
よ
っ
て
一
八
六
七
年
に
記
さ
れ
た
『
最
乗
輪

住
大
日
鑑
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る（
27
）。
⑰
に
よ
れ
ば
、
一
日
に
「
仏
殿

看
経
」
牓
を
掛
け
、「
斛
食
ノ
供
養
」
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
様
子
が
わ

か
る
が
、「
目
連
尊
者
ス
ラ
…
」
な
ど
と
、
盆
前
看
経
に
対
す
る
心
構

え
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
日
晡
時
よ
り
施
食
が
修
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

本
章
で
は
、
近
代
直
前
ま
で
に
成
立
し
た
清
規
を
概
観
し
て
き
た
。

ま
ず
盆
前
看
経
と
盆
前
施
餓
鬼
の
並
立
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
⑪
⑫
⑬
⑭

⑯
⑰
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
⑮
に
お

い
て
は
、『
瑩
規
』
へ
の
回
帰
が
志
向
さ
れ
、
看
経
の
み
に
よ
る
盆
前
施

餓
鬼
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
看
経
の
場
所
で
あ
る
が
、
⑪
⑰
で
は
仏
殿

と
さ
れ
る
が
、
⑫
⑬
⑭
⑮
で
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
看
経
期
間
は
⑪

⑫
で
は
十
日
ま
で
、
⑯
で
は
八
日
ま
で
と
な
っ
て
い
た
。

五
、
小
結

　

以
上
、
本
稿
で
は
中
世
か
ら
近
世
の
清
規
類
を
用
い
て
、
盆
前
看
経

の
諸
相
を
追
っ
て
き
た
。
ま
ず
『
瑩
規
』
以
来
、
中
世
に
お
い
て
は
盆

前
看
経
に
よ
っ
て
盆
前
施
餓
鬼
が
修
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し

か
し
、
一
六
世
紀
頃
か
ら
施
餓
鬼
と
看
経
の
分
化
し
て
い
く
様
子
が
確

認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
中
世
末
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
施
餓
鬼
・
看
経

の
並
立
形
態
は
、
近
世
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

で
は
何
故
、
分
化
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
中
世
に

お
け
る
施
餓
鬼
会
の
隆
盛
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
瑩
規
』
で

は
、
七
月
（
盆
前
施
餓
鬼
・
盂
蘭
盆
大
施
餓
鬼
）・
十
二
月
（
除
夜
施
餓
鬼
）
の



盆
前
看
経
考
（
澤
城
）

二
七

み
、「
施
餓
鬼
」
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
が
、
以
後
の
清
規
で
は
そ
の
数

が
大
幅
に
増
え
て
い
く
の
で
あ
る
。『
瑩
規
』
に
最
も
成
立
が
近
い
と
さ

れ
る
『
回
向
并
式
法
』
に
お
い
て
も
、「
沙
唱
施
餓
鬼
」
と
い
う
沙
弥

に
よ
る
法
会
が
日
中
行
事
と
さ
れ
、
ま
た
「
菩
提
園
施
餓
鬼
」
と
い
う

墓
所
に
お
け
る
施
餓
鬼
も
営
ま
れ
て
い
た
。
更
に
は
、「
吊
施
餓
鬼
」

（
①
引
用
文
献
、
一
〇
一
頁
）
と
い
う
特
定
の
故
人
に
対
す
る
施
餓
鬼
も
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に
中
世
禅
宗
に
お
け
る
施
餓
鬼
会
は
、
怨

霊
の
鎮
魂
や
天
下
安
寧
を
祈
る
代
表
的
な
法
会
と
し
て
、
京
都
・
鎌
倉

の
禅
林
で
大
々
的
に
修
さ
れ
、
顕
密
諸
宗
の
そ
れ
と
は
趣
を
異
に
し
、

祖
霊
か
ら
横
死
者
・
無
縁
仏
と
い
う
広
範
な
存
在
を
慰
撫
す
る
性
格
の

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う（
28
）。
中
世
禅
宗
発
展
の
一
要
因
と
も
い
え
る
施

餓
鬼
会
は
、
日
中
・
月
中
・
年
中
行
事
に
関
わ
ら
ず
修
す
べ
き
法
会
と

し
て
、
内
外
か
ら
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
中
世
に
勃
興
し

た
数
多
の
施
餓
鬼
会
は
、
本
稿
で
検
討
対
象
と
し
た
清
規
を
確
認
す
る

限
り
、
そ
の
ま
ま
近
世
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

施
餓
鬼
と
看
経
の
分
化
と
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
施
餓
鬼
会
の
増

加
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
一
考
の
余

地
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
『
瑩
規
』
の
段
階
で
は
ど
の
よ
う
に
盆
前
看
経
が

修
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
場
所
も
期
間
も
不
明

で
あ
る
。
ま
た
『
広
沢
山
普
済
寺
日
用
清
規
』
で
は
、
上
述
の
よ
う
に

「
出
寮
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
看
経
自
体
は
各
寮
で
修
さ
れ
て
い
た
と
想

定
さ
れ
る
が
、
定
か
で
は
な
い
。
一
方
で
、
近
世
『
椙
樹
林
清
規
』
に

至
っ
て
、
看
経
の
様
子
が
明
瞭
に
な
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
看
経
自
体

が
「
公
界
」「
自
ノ
」
に
細
分
化
さ
れ
る
の
だ
が
、
ま
ず
看
経
場
所
は

仏
殿
と
記
載
さ
れ
、
以
後
の
近
世
の
清
規
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
看
経
方
法
に
対
す
る

指
示
で
あ
ろ
う
。

　

と
く
に
「
自
ノ
看
経
」
に
つ
い
て
は
、「
上
大
殿
各
自
ニ
看
経
ス
、

華
厳
経
、
涅
槃
経
、
大
集
経
等
ノ
大
経
ヲ
バ
、
幾
人
ニ
テ
モ
看
ス
ベ

4

4

4

シ4

、
維
那
堂
司
検
点
シ
テ
、
一
遍
ニ
ミ
タ
ン
事
ヲ
思
フ
ベ
シ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（4
傍
点
筆

者
）4」
と
興
味
深
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
。「
看
ス
ベ
シ
」
と
は
「
み
る
」

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
、
ま
た
維
那
が
「
一
遍
ニ
ミ
タ
ン

事
ヲ
思
フ
ベ
シ
」
つ
ま
り
「（
大
衆
の
黙
誦
が
）
ひ
と
通
り
終
わ
っ
た
こ
と

を
確
認
せ
よ
」
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
各
自
で
行

わ
れ
る
看
経
は
「
黙
誦
」
で
行
う
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
に
お
い
て
、
よ
り
明
確

と
な
る
。
上
述
の
よ
う
に
当
該
清
規
で
も
「
公
界
ノ
看
経
」
と
「
自
ノ

看
経
（
化
簿
ノ
経
）」
の
二
種
が
存
在
す
る
が
、「
看
経
ノ
法
衆
寮
ト
同

ジ
、
声
ヲ
揚
ズ
黙
看
ス
」
と
看
経
方
法
は
「
黙
誦
」
で
行
う
よ
う
に
指

示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
冒
頭
で
記
し
た
よ
う
に
、
一
般
的
に
「
看

経
」
と
い
う
言
葉
は
「
黙
読
」
と
「
読
誦
」
の
意
味
を
有
す
る
が
、

『
洞
上
僧
堂
清
規
考
訂
別
録
』（
一
七
五
五
）
巻
二
「
衆
寮
看
読
法
校
訂
」

で
は
「
今
時
世
上
ノ
叢
林
ニ
テ
、
盆
前
歲
末
ノ
看
経
ニ
、
木
魚
大
磬
ヲ

鳴
シ
テ
高
声
ニ
読
経
誦
呪
ス
ル
ハ
誤
リ
ナ
リ
、
看
経
、
念
経
、
諷
経
、
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二
八

読
経
、
誦
経
皆
ソ
レ
ゾ
レ
差
別
ア
リ
、
ソ
ノ
中
ニ
看
経
ト
云
ハ
、
経
ヲ

看
読
シ
テ
義
理
ヲ
知
ル
ナ
リ
、
声
ヲ
揚
ル
ニ
ア
ラ
ズ
、
祖
訓
ヲ
証
拠
ニ

シ
テ
、
看
経
ノ
古
例
ヲ
シ
ル
ベ
シ
、
世
上
ノ
誤
リ
ニ
雷
同
ス
ベ
カ
ラ

ズ
」（『
曹
全
』
清
規
、
二
三
五
頁
）
と
経
文
の
意
味
を
知
る
こ
と
が
「
看

経
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
施
餓
鬼
と
し
て
の
盆
前
看
経
は
大
衆
に

よ
る
「
読
経
供
養
」
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
施
餓
鬼
と
分
化
し

た
盆
前
看
経
で
は
、「
黙
誦
」
よ
る
経
典
の
字
義
・
文
理
の
理
解
に
比

重
が
置
か
れ
た
、
と
の
推
測
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か

し
、『
洞
上
僧
堂
清
規
考
訂
別
録
』
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の

僧
堂
で
は
「
読
誦
」
が
一
般
的
な
看
経
方
法
と
さ
れ
、『
椙
樹
林
清
規
』

で
提
示
さ
れ
た
「
黙
誦
」
と
い
う
方
法
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
曹
洞
宗
寺
院
の
清
規
を
確
認
す
る
限
り
、
盆
前
看

経
は
中
世
・
近
世
を
通
じ
て
修
さ
れ
て
お
り
、
宗
門
に
お
い
て
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
重
要
な
法
会
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
当
該
法
会
の
期

間
は
、
七
月
一
日
か
ら
八
日
・
十
日
・
十
二
日
・
十
三
日
な
ど
寺
院
に

よ
っ
て
幅
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
時
間
も
粥
罷
・
斎
罷
な
ど
差
異
が
認
め

ら
れ
た
。
な
お
看
経
場
所
に
つ
い
て
、
中
世
で
は
不
明
だ
が
、
近
世
以

降
は
仏
殿
で
修
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
各
寺
院
の
行
事

に
あ
わ
せ
て
柔
軟
に
執
行
し
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
。

　

本
稿
で
は
、
盆
前
看
経
に
焦
点
を
あ
て
、
中
世
か
ら
近
世
の
当
該
法

会
の
様
子
を
概
観
し
て
き
た
。
推
論
に
推
論
を
重
ね
た
箇
所
も
あ
り
、

当
該
法
要
に
関
す
る
検
討
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
更
に
検
討
す
べ
き
事
柄
は
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、『
瑩

規
』「
結
縁
看
経
牌
（
牓
）」
の
牓
文
の
検
討
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
瑩

規
』
以
前
の
成
立
と
な
る
『
慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』
に
は
「
孟

蘭
盆
結
縁
看
経
牓
」
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
清
規
に
は
認
め
ら

れ
な
い
と
い
う（
29
）。
そ
の
為
、『
瑩
規
』「
結
縁
看
経
牌
」
の
出
典
が
、

当
該
清
規
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
牓
文
内
容
に

は
大
き
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
『
瑩
規
』「
結
縁
看
経
牌
」

の
内
容
は
、
瑩
山
禅
師
が
独
自
に
作
成
し
た
可
能
性
が
存
在
す
る
の

だ
。
当
該
牌
文
の
内
容
に
（
出
典
を
含
め
）
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
禅
師
の
盆
前
看
経
に
対
す
る
思
想
を
伺
い
知
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　

註

（
１
）
本
稿
に
お
け
る
『
瑩
規
』
は
、
普
済
善
救
（
一
三
四
七
～
一
四

〇
七
）
が
書
写
し
た
「
禅
林
寺
本
」（
一
三
六
七
年
書
写
）
を
底
本

と
す
る
。

（
２
）
現
在
曹
洞
宗
で
は
「
施
餓
鬼
会
」
か
ら
「
施
食
会
」
へ
と
改
称

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
扱
う
史
料
で
は
「
施
餓
鬼
」
と
の
表

記
が
多
く
、
用
語
の
混
乱
を
さ
け
る
た
め
、
引
用
箇
所
以
外
は
基
本

的
に
は
「
施
餓
鬼
」
と
記
載
す
る
。
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二
九

（
３
）『
瑩
規
』
各
種
の
写
本
・
刊
本
に
関
す
る
書
誌
情
報
は
「
瑩
山
清

規
の
研
究
（
一
）
―
日
中
行
事
の
翻
刻
―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
三

三
、
二
〇
二
〇
年
、
一
二
〇
～
一
四
〇
頁
）
に
詳
し
く
記
載
さ
れ

る
。

（
４
）
尾
崎
正
善
「
大
安
寺
蔵
『
回
向
并
式
法
』
に
つ
い
て
」、『
宗
学

研
究
』
三
八
、
一
九
九
六
年
、
二
一
六
～
二
一
九
頁

（
５
）『
回
向
幷
式
法
』
で
は
「
厭
」
を
「
お
す
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。

用
例
と
し
て
は
「
印
ヲ
厭
ス
」（
①
引
用
文
献
、
九
〇
頁
）
な
ど
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、「
可
厭
之
」
は
、
看
経
牓
を
か
け
る
こ
と
と
解
釈
し

た
。

（
６
）
尾
崎
正
善
「
永
久
文
庫
『
年
中
行
事
清
規
』
に
つ
い
て
」、『
宗

学
研
究
』
三
九
、
一
九
九
七
年
、
一
八
一
～
一
八
五
頁

（
７
）
例
え
ば
、「
卍
山
開
版
瑩
山
清
規
」（
一
六
八
一
年
開
版
）
を
底

本
と
し
、
翻
刻
・
訓
読
・
現
代
語
訳
・
語
釈
・
校
異
等
を
行
っ
た

『
瑩
山
禅
』
に
お
い
て
も
、「
自
七
月
一
日
施
餓
鬼
。
結
縁
看
経
之

牓
、
便
宜
処
出
之
」
と
し
て
い
る
。（
光
地
英
学
他 

編
『
瑩
山
禅
』

七
、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
八
八
年
、
一
九
三
頁
）

（
８
）『
曹
洞
宗
全
書
』
解
題
・
索
引
、
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
七

八
年
、（
以
下
「『
曹
全
』
解
題
」）
一
五
七
頁

（
９
）
徳
野
崇
行
著
『
日
本
禅
宗
に
お
け
る
追
善
供
養
の
展
開
』（
国
書

刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
、
二
〇
四
～
二
〇
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、「
中

施
餓
鬼
」
は
宣
疏
を
略
し
た
施
餓
鬼
、「
結
縁
施
餓
鬼
」
は
施
主
が
存

在
す
る
亡
者
供
養
と
し
て
の
施
餓
鬼
と
さ
れ
る
。

（
10
）『
曹
全
』
解
題
、
四
五
五
頁

（
11
）『
曹
全
』
解
題
、
四
五
六
頁

（
12
）『
曹
全
』
解
題
、
一
五
二
頁

（
13
）『
曹
全
』
解
題
、
四
五
八
頁

（
14
）『
曹
全
』
解
題
、
四
五
七
頁

（
15
）
徳
野
崇
行 

前
掲
書
、
三
九
二
頁

（
16
）『
曹
全
』
解
題
、
一
五
五
頁

（
17
）『
曹
全
』
解
題
、
一
六
〇
頁

（
18
）
小
和
田
哲
男
監
修
『
日
本
史
諸
家
系
図
人
名
辞
典
』、
講
談
社
、

二
〇
〇
三
年
、
四
七
七
頁

（
19
）『
曹
全
』
解
題
、
一
四
五
頁
。
徳
野
崇
行 

前
掲
書
、
三
二
一
～

三
二
二
頁
。

（
20
）『
洞
上
僧
堂
清
規
行
法
鈔
』
で
は
、
通
例
七
月
十
四
前
後
に
修
さ

れ
る
大
施
餓
鬼
の
日
時
を
定
め
て
い
な
い
。「
大
施
餓
鬼
ハ
日
時
寺
ノ

旧
例
ニ
随
フ
」（『
曹
全
』
清
規
、
九
七
頁
）

（
21
）『
曹
全
』
解
題
、
一
五
九
頁

（
22
）『
曹
全
』
解
題
、
一
五
六
頁

（
23
）『
曹
全
』
解
題
、
四
六
〇
頁

（
24
）『
曹
全
』
解
題
、
一
四
九
頁

（
25
）「
七
月　

初
旬
堂
司
預
出
盂
蘭
盆
会
諸
寮
看
誦
経
単
。
預
率
衆

財
。
弁
斛
食
供
養
」（『
卍
続
蔵
経
』
一
一
一
、
中
国
仏
教
会
影
印
卍



盆
前
看
経
考
（
澤
城
）

三
〇

続
蔵
経
会
、
二
八
三
頁
）

（
26
）『
曹
全
』
解
題
、
四
五
七
頁

（
27
）『
曹
全
』
解
題
、
四
五
六
頁

（
28
）
原
田
正
俊
「
五
山
禅
林
の
仏
事
法
会
と
中
世
社
会
―
鎮
魂
・
施

餓
鬼
・
祈
祷
を
中
心
に
―
」『
禅
学
研
究
』
七
七
、
一
九
九
九
年
、

八
三
頁
。

（
29
）
尾
崎
正
善
「『
慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
』
に
つ
い
て
」『
鶴

見
大
学
紀
要
』
三
六
（
四
）、
一
九
九
八
年
、
五
七
頁
。



三
一

一
、
問
題
の
所
在
と
研
究
の
目
的

　

筆
者
は
過
去
に
、『
正
法
眼
蔵
』
の
結
集
・
編
輯
史
に
関
し
て
、
以

下
の
論
文
に
整
理
を
試
み
た
。

「�

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題

（
一
）
―
六
十
巻
本
・
二
十
八
巻
本
に
つ
い
て
―
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学

部
論
集
』
第
四
十
九
号
、
二
〇
一
八
年
十
月
。
以
下
、「
中
世
」〈
一
〉）

「�

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題

（
二
）―
七
十
五
巻
本
・
十
二
巻
本
・
梵
清
本
に
つ
い
て
―
」（『
駒
澤
大

学
仏
教
学
部
論
集
』
第
五
十
号
、
二
〇
一
九
年
十
月
。
以
下
、「
中
世
」〈
二
〉）

「�

中
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
・
伝
播
に
関
す
る
諸
問
題

（
三
）―
七
十
五
本
及
び
真
字
本
に
つ
い
て
―
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研

究
紀
要
』
第
七
十
八
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
。
以
下
、「
中
世
」〈
三
〉）

「�『
正
法
眼
蔵
』
の
文
献
学
的
研
究
の
歴
史
と
今
後
の
課
題
」（『
禅
学
研

究
』
第
百
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
。
以
下
、「
文
献
学
的
研
究
」）

　

こ
れ
ら
の
拙
稿
に
つ
い
て
、「
中
世
（
一
）」
か
ら
「
中
世
（
三
）」

の
連
載
は
、
中
世
期
に
お
け
る
諸
問
題
を
、「
文
献
学
的
研
究
」
は
、

主
と
し
て
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
動
向
と
将
来
の
展
望
を
総
論
的

に
述
べ
、
整
理
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
近
世
期
の
各
編
輯
体
系

に
つ
い
て
個
別
に
検
討
し
た
の
が
、
拙
稿
『
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
正

法
眼
蔵
』
編
輯
史
の
研
究
』（
二
〇
一
七
年
度
駒
澤
大
学
博
士
学
位
論
文
）
で

あ
り
、
こ
れ
を
構
成
す
る
論
文
の
大
半
は
既
発
表
で
あ
る
た
め
、
必
要

に
応
じ
て
随
時
提
示
す
る
。

　

そ
し
て
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
補
足
・
整
理
し
つ
つ
、
近
世
・
江
戸

時
代
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
編
輯
史
を
総
論
的
に
概
観
し
、
そ
れ
を

巡
る
諸
問
題
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
本
連
載

で
は
試
み
に
、
近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
を
通
貫

す
る
歴
史
観
と
し
て
、「『
正
法
眼
蔵
』
復
古
運
動
」
と
い
う
軸
を
設
け

た
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
の
最
後
に
説
明
す
る
。

近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
一
）

―
時
代
背
景
と
初
期
の
動
向

―

秋
　
津
　
秀
　
彰

宗
学
研
究
紀
要　

第
三
十
五
号　

二
〇
二
二
年
三
月



近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
秋
津
）

三
二

二
、
中
世
と
近
世
の
相
違

　

河
村
孝
道
氏
は
、『
正
法
眼
蔵
の
成
立
史
的
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
八

七
年
三
月
。
以
下
、『
河
村
書
』）
に
お
い
て
、
道
元
禅
師
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
に
現
れ
た
、『
正
法
眼
蔵
』
の
主
要
な
編
輯
体
系
を
九
つ
挙
げ
て
い

る
。
以
下
に
そ
れ
を
箇
条
書
き
で
列
挙
す
る
と
、

　

第
一
次
編
輯　

六
十
巻
本

　

第
二
次
編
輯　

七
十
五
巻
本

　

第
三
次
編
輯　

十
二
巻
本

　

第
四
次
編
輯　

二
十
八
巻
本
（「
秘
密
正
法
眼
蔵
」）

　

第
五
次
編
輯　

八
十
三
巻
本
（
二
系
統
）

　

同
前　
　
　
　

八
十
四
巻
本
（
梵
清
本
）

　

第
六
次
編
輯　

八
十
九
巻
本
（
卍
山
本
）

　

第
七
次
編
輯　

九
十
六
巻
本
（
晃
全
本
）

　

第
八
次
編
輯　

九
十
五
巻
本
（
本
山
版
）

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
辞
書
的
な
説
明
は
「
文
献
学
的
研
究
」（
三
六
一
～

三
六
三
頁
）
に
お
い
て
行
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
簡
略
に
説
明
す
る
が
、

こ
の
内
、
第
一
次
か
ら
第
三
次
ま
で
は
、
道
元
禅
師
生
前
に
存
在
し
た

編
輯
体
系
で
あ
り
、
第
四
次
・
第
五
次
は
、
こ
れ
ら
を
基
に
し
て
中
世

期
に
編
輯
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
取
り
扱
う
の

は
、
第
六
次
編
輯
以
降
の
編
輯
体
系
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）
は
、
時
事
折
々
の
仮
名
法
語
を

『
正
法
眼
蔵
』
の
総
題
号
の
下
に
結
集
・
編
輯
す
る
こ
と
と
し
て
か
ら
、

恐
ら
く
道
元
禅
師
生
前
に
六
十
巻
本
・
七
十
五
巻
本
・
十
二
巻
本
の
編

輯
体
系
が
成
立（
１
）し

、
示
寂
後
、
懐
奘
（
一
一
九
八
～
一
二
八
〇
）、
義
演

（
？
～
一
三
一
四
）、
義
雲
（
一
二
五
三
～
一
三
三
三
）、
寛
海
ら
の
手
に
よ
っ

て
書
写
と
整
理
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
六
十
巻
本
の
現
存
本
が
成
立
し

た
。
そ
の
後
、
中
世
・
室
町
時
代
の
応
永
年
間
頃
ま
で
に
、
六
十
巻
本

の
拾
遺
と
し
て
の
二
十
八
巻
本
（「
秘
密
正
法
眼
蔵
」、
永
平
寺
〈
福
井
県
吉
田

郡
永
平
寺
町
〉
蔵
）、
七
十
五
巻
本
を
主
と
し
、
こ
れ
に
含
ま
れ
ず
、
六
十

巻
本
の
み
に
含
ま
れ
る
巻
を
合
わ
せ
て
成
立
し
た
八
十
三
巻
本
と
、
応

永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
に
太
容
梵
清
（
一
三
七
八
～
一
四
三
九
頃
）
が
、

八
十
三
巻
本
を
改
訂
・
再
編
し
た
八
十
四
巻
本
（
梵
清
本
）、
及
び
六
十

巻
本
を
主
と
し
、
七
十
五
巻
本
か
ら
巻
を
補
っ
た
瑠
璃
光
寺
本
（
八
十

三
巻
本
、
山
口
県
山
口
市
）
の
、
三
種
類
四
系
統
の
編
輯
体
系
が
成
立
す

る
。
そ
し
て
近
世
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
十
二
巻
本
を
除
く
、
こ

れ
ら
の
編
輯
体
系
を
基
礎
に
、
新
た
な
『
正
法
眼
蔵
』
の
編
輯
体
系
が

続
々
と
生
み
出
さ
れ
た
。

　

中
世
と
近
世
に
お
け
る
最
大
の
相
違
点
は
、『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写

に
際
し
て
、
編
輯
の
手
が
ど
の
程
度
加
わ
っ
て
い
る
か
で
あ
ろ
う
。『
正

法
眼
蔵
』
の
「
結
集
」・「
編
輯
」
は
、
諸
氏
に
よ
っ
て
微
妙
に
解
釈
が

異
な
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
が
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
概
念
整
理
す
る
と
、

「
結
集
」
と
は
、『
正
法
眼
蔵
』
の
総
題
号
の
下
に
、
百
巻
近
い
和
文
の

法
語
を
集
め
て
一
つ
の
も
の
に
す
る
こ
と
で
、「
編
輯
」
と
は
、
そ
れ
を



近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
秋
津
）

三
三

全
体
と
し
て
関
連
性
を
持
つ
よ
う
に
順
序
を
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

中
世
に
お
い
て
は
、『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
は
行
わ
れ
た
も
の
の
、
諸

方
か
ら
様
々
な
系
統
本
を
積
極
的
に
蒐
集
し
て
さ
ら
な
る
結
集
を
行
っ

た
り
、
何
ら
か
の
意
図
を
以
て
、
大
幅
に
排
列
を
改
め
る
等
の
編
輯
を

行
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
七
十
五
巻
本
・
六
十
巻
本
の
一
方
を
主

と
し
、
そ
れ
に
無
い
も
の
を
従
か
ら
加
え
る
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
い
ず
れ
を
主
に
す
る
か
と
い
う
程
度
の
思
想
的
な
問
題
し

か
指
摘
す
る
事
は
で
き
ず
、
な
お
か
つ
そ
れ
は
、
書
写
者
の
門
派
的
な

問
題
か
ら
あ
る
程
度
説
明
を
つ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

時
代
は
、
詮
慧
・
経
豪
『
正
法
眼
蔵
聞
書
抄
』、
義
雲
『
正
法
眼
蔵
品

目
頌
』
以
降
、『
正
法
眼
蔵
』
の
内
容
の
参
究
の
跡
形
を
残
し
た
著
作

は
現
存
せ
ず
、
強
い
て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
梵
清
本
に
付
さ
れ
た
『
正
法

眼
蔵
綱
目
』
程
度
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
中
世
期
に
お
い
て
は
、
当
時

存
在
し
て
い
た
『
正
法
眼
蔵
』
を
、
誰
が
、
ど
こ
で
書
写
し
、
ど
の
よ

う
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
主
要
な
課
題
と
な
る
た

め
、
先
の
拙
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
論
題
を
付
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
に
お
い
て
は
、
ま
ず
卍
山
道
白
（
一
六
三
六
～

一
七
一
五
）・
版
橈
晃
全（
２
）（

一
六
二
五
～
一
六
九
三
）
が
、
結
集
し
た
『
正
法

眼
蔵
』
を
撰
述
年
時
順
に
編
輯
し
、
近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の

収
録
巻
が
確
定
し
た
。
次
い
で
こ
れ
ら
を
、
様
々
な
人
物
が
、
自
身
の

見
識
に
基
づ
い
て
再
編
し
、
注
疏
を
施
し
た
。
従
っ
て
近
世
期
に
お
い

て
は
、
先
人
に
依
っ
て
結
集
さ
れ
た
『
正
法
眼
蔵
』
を
、
誰
が
、
ど
の

よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
以
て
編
輯
し
た
の
か
が
問
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
中
世
と
近
世
に
お
い
て
は
、
論
述
の
重
点
は
自
ず

と
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
論
題
を
同
一
に
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
稿
は
ま
ず
、
近
世
に
入
り
、
特
に
江
戸

幕
府
が
成
立
し
て
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
宗
門
統
治
体
制
が
構
成
さ
れ
、

そ
れ
が
曹
洞
宗
、
曹
洞
宗
学
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
ま

ず
簡
単
に
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
論
と
し
て
、
卍
山
本
・
晃
全
本

の
成
立
に
つ
い
て
述
べ
る
。
次
稿
以
降
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
派
生
す

る
諸
種
の
編
輯
体
系
に
つ
い
て
論
じ
、
最
後
に
本
山
版
に
つ
い
て
説
明

し
、
総
合
的
な
結
論
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

三
、
宗
政
の
確
立
と
宗
学
の
時
代
区
分

　

中
世
と
近
世
の
時
代
区
分
と
し
て
は
、
学
問
分
野
や
諸
氏
に
よ
っ
て

諸
種
の
見
解
が
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
も
諸
種
の
時

代
区
分
が
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
、
江
戸
幕
府
か
ら
宗
門
に
対
す
る
統
制
政

策
、
ま
た
宗
門
内
に
お
け
る
統
治
体
制
・
政
治
体
制
か
ら
の
区
分
を
挙

げ
て
み
る
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
江
戸
開

府
以
降
行
わ
れ
た
、
様
々
な
宗
教
統
制
策
の
流
れ
の
中
で
、
両
本
山
と

本
末
関
係
、
寺
社
奉
行
・
関
三
刹
・
僧
録
を
基
礎
と
す
る
宗
政
が
行
わ

れ
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
大
政
奉
還
ま
で
続
く
こ
と
と
な
っ
た
。
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近
世
の
宗
政
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、「
曹
洞
宗
法
度
」
で
あ
る
。

以
下
に
、
そ
の
全
文
を
挙
げ
て
お
く
。

　

天
下
曹
洞
宗
法
度

一
つ
、
三
十
年
修
行
成
就
に
あ
ら
ざ
る
人
、
立
法
幢
の
事
。

一
つ
、
廿
年
修
行
あ
ら
ざ
る
に
江
湖
頭
を
致
す
事
。

一
つ
、
寺
中
追
放
の
悪
比
丘
僧
、
諸
山
に
お
い
て
許
容
の
事
。

一
つ
、�

江
湖
頭
を
致
し
五
年
を
経
ず
し
て
転
衣
の
事
。
な
ら
び
に
修
行
未
熟
の

僧
転
衣
の
事
。

一
つ
、
末
山
と
し
て
本
寺
の
掟
に
背
く
事
。

右
条
々
、
も
し
こ
の
旨
に
背
く
に
お
い
て
は
、
寺
中
追
放
に
す
べ
き
も
の
な
り
。

（『
永
平
寺
史
料
全
書
』
文
書
編
〈
以
下
、『
文
書
編
』〉
一
、
大
本
山
永
平
寺
、

二
〇
一
二
年
十
月
、
五
二
九
頁
、
原
漢
文
）

　
「
曹
洞
宗
法
度
」
は
、
慶
長
十
七
年
五
月
に
、
武
蔵
龍
穏
寺
（
埼
玉
県

入
間
郡
越
生
町
）、
下
総
總
寧
寺
（
千
葉
県
市
川
市
）、
遠
江
可
睡
斎
（
静
岡

県
袋
井
市
）
へ
、
同
二
十
年
に
下
野
大
中
寺
（
栃
木
県
栃
木
市
大
平
町
）
へ

そ
れ
ぞ
れ
下
さ
れ
た
こ
と
で
、
関
三
刹
・
東
海
大
僧
録（
３
）と

い
う
、
曹
洞

宗
政
を
司
る
寺
院
が
確
定
し
た
。
ま
た
、
元
和
元
年
（
慶
長
二
十
年
、
一

六
一
五
）
に
、
永
平
寺
に
「
永
平
寺
諸
法
度
」、
總
持
寺
（
当
時
石
川
県
輪

島
市
、
現
在
神
奈
川
県
横
浜
市
）
に
「
總
持
寺
諸
法
度
」
が
下
さ
れ
た
こ
と

で
、
曹
洞
宗
の
両
本
山
が
確
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
寛
永

六
年
（
一
六
二
九
）
六
月
に
、
関
三
刹
・
東
海
大
僧
録
の
直
触
地
を
除

く
、
全
国
各
地
に
僧
録
が
配
置
さ
れ
、
こ
の
各
国
の
僧
録
も
そ
れ
ぞ
れ

が
関
三
刹
の
分
担
支
配
下
に
置
か
れ
た
。

　
「
曹
洞
宗
法
度
」
に
よ
れ
ば
、
首
座
を
務
め
る
に
は
二
十
年
（
二
箇
条

目
）、
一
寺
の
住
持
に
な
る
に
は
三
十
年
（
一
箇
条
目
）
の
安
居
年
数
を
そ

れ
ぞ
れ
必
要
と
し
、
さ
ら
に
瑞
世
を
行
う
に
は
首
座
を
務
め
て
か
ら
五

年
の
経
過
を
必
要
と
し
、
な
お
か
つ
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
成
熟
を
求
め

ら
れ
た
（
四
箇
条
目
）。
そ
し
て
、
こ
の
一
・
二
箇
条
目
の
記
載
を
以
て
、

曹
洞
宗
に
対
し
て
学
問
を
奨
励
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
と
い
う
解
釈
が

な
さ
れ
て
き
た
（
鏡
島
元
隆
『
道
元
禅
師
と
そ
の
宗
風
』、
春
秋
社
、
一
九
九
四

年
二
月
、
三
〇
頁
）。

　

寛
永
年
間
頃
に
は
、
主
に
京
都
に
お
い
て
商
業
出
版
が
本
格
化
し
、

様
々
な
書
籍
が
刊
本
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
禅
宗
以
外
の

各
宗
に
対
し
て
の
「
法
度
」
で
は
、
そ
こ
に
定
め
ら
れ
た
過
程
に
則
っ

て
、
檀
林
等
の
教
育
機
関
に
入
学
し
、
修
学
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

こ
れ
が
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
「
学
問
奨
励
策
」
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
政

策
に
伴
う
書
籍
需
要
の
増
加
に
応
じ
る
形
で
、
各
宗
の
御
用
書
林
等
が

成
立
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る（
４
）。

刊
本
は
、
そ
れ
以
前
に
書
籍
の
伝
来
を

担
っ
た
写
本
と
比
較
す
る
と
、
伝
播
の
速
度
・
範
囲
が
共
に
大
き
く
な

る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
刊
行
典
籍
の
中
に
、
曹
洞
宗
関
係

の
も
の
も
一
定
程
度
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
書
籍
の

供
給
を
受
け
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
需
要
が
見
込
ま
れ
て
の
刊
行
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

一
方
で
近
年
、
吉
祥
寺
（
東
京
都
文
京
区
）
旃
檀
林
・
青
松
寺
（
東
京
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都
港
区
）
獅
子
窟
・
泉
岳
寺
（
同
前
）
学
寮
の
三
学
寮
に
代
表
さ
れ
る
、

曹
洞
宗
に
お
け
る
教
育
機
関
は
、
あ
く
ま
で
も
私
的
な
も
の
で
あ
っ
て

制
度
的
な
担
保
は
な
く
、
他
宗
に
お
け
る
檀
林
が
、
各
宗
に
対
す
る
法

度
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
と
は
異
な
る
こ
と
、
参
学

の
基
本
は
遍
参
修
行
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
５
）。

一
方
で
、
各

宗
の
檀
林
は
、
近
世
以
前
に
制
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
仕
組
み
を
制
度
化

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と（
６
）、「

曹
洞
宗
法
度
」
も
ま
た
、
こ
れ
に
先
行
す
る

形
で
、
類
似
し
た
法
度
や
定
書
が
各
所
で
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た

「
曹
洞
宗
法
度
」
は
曹
洞
宗
側
か
ら
の
提
案
が
あ
っ
た
こ
と（
７
）も

明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。

　

他
の
例
と
し
て
、「
永
平
寺
諸
法
度
」
と
同
時
に
出
さ
れ
た
「
妙
心

寺
諸
法
度
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
二
箇
条
目
に
、

一
つ
、
参
禅
修
行
を
、
善
知
識
に
就
い
て
三
十
年
を
綿
密
工
夫
に
費
や
し
、
千

七
百
則
の
話
頭
を
了
畢
の
上
、
諸
老
門
を
遍
歴
し
、
普
く
請
益
を
遂
げ
、
真
諦

俗
諦
を
成
就
し
、
出
世
を
望
む
の
時
は
、
諸
知
識
の
連
署
を
以
て
言
上
せ
ら
れ

ば
、
開
堂
入
院
を
許
可
す
べ
し
。
近
年
、
猥
り
に
綸
帖
を
申
降
し
、
或
い
は
僧

臘
高
か
ら
ず
、
或
い
は
修
行
未
熟
の
衆
、
啻た

だ
官
寺
を
汚
す
の
み
な
ら
ず
、
衆
人

の
嘲
に
蒙
き
者
、
甚
だ
仏
制
に
違
う
。
向
後
、
其
の
企
て
有
ら
ば
、
永
く
其
身

を
追
却
す
べ
き
事
。（『
宗
教
制
度
調
査
資
料
』
第
十
六
集
、『
宗
教
制
度
調
査

資
料
』
六
所
収
、
原
書
房
、
一
九
七
七
年
九
月
、
四
一
頁
、
原
漢
文
、
傍
線

筆
者
、「
大
徳
寺
諸
法
度
」〈
同
前
四
二
頁
〉
も
ほ
ぼ
同
文
）

と
あ
り
、
こ
ち
ら
も
学
寮
等
の
存
在
を
前
提
と
せ
ず
、
遍
参
修
行
を
前

提
と
し
た
制
度
設
計
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
妙
心
寺
内
に
学
寮
が
あ
っ

た
と
い
う
説（
８
）も

あ
る
が
、
例
え
ば
現
在
の
駒
澤
大
学
の
前
身
が
、
旃
檀

林
等
の
学
寮
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
花
園
大
学
の
前
身
は
、
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
に
妙
心
寺
に
設
置
さ
れ
た
「
般
若
林
」
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る（
９
）こ

と
か
ら
も
、
臨
済
諸
派
に
お
い
て
も
、
曹
洞
宗
と
同
様
に
、
制

度
的
に
担
保
さ
れ
た
教
育
機
関
と
し
て
の
学
寮
は
存
在
し
な
か
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
禅
宗
以
外
の
各
宗
に
対
す
る
法
度
も
、
出
世
の

要
件
と
し
て
修
学
を
求
め
て
い
る
、
と
い
う
の
が
基
本
的
な
内
容
で
あ

る
た
め
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
、
出
世
の
基
本
条
件
と
し
て
定
め
ら
れ

て
い
る
、
遍
参
修
行
の
実
施
を
認
定
・
担
保
・
統
制
す
る
機
関
と
し
て

の
三
法
幢
地
で
あ
り
、
こ
れ
が
他
宗
に
お
け
る
檀
林
に
相
当
す
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
近
年
、
伊
吹
敦
氏
は
、

禅
宗
の
立
場
は
、
基
本
的
に
清
規
に
基
づ
く
集
団
生
活
の
中
で
悟
り
を
実
現
す

る
と
い
う
も
の
で
、
そ
こ
に
は
何
ら
秘
す
べ
き
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は

中
国
禅
に
一
貫
す
る
性
格
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
禅
で
よ
く
使
わ
れ
る
用
語
を
用

い
て
「
露
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
栄
西
ら
に
よ
る
禅
の
移
入
が
、

密
教
化
の
中
で
衰
微
し
て
し
ま
っ
た
実
践
修
行
を
禅
に
よ
っ
て
再
生
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
密
」
か
ら
「
露
」
へ
の
転
換
を
目

指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。（
中
略
）
日
本
禅
宗
史
は
「
露
」
と

「
密
」
と
の
間
の
往
復
運
動
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
中
世
禅
は

そ
の
最
初
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
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と
述
べ
、
ま
た
近
世
初
期
は
「
密
」
か
ら
「
露
」
へ
の
転
換
期
で
あ
る

と
し
て
い
る
（
伊
吹
敦
「
巨
視
的
に
見
た
中
世
禅
の
位
相
」、
末
木
文
美
士
監
修

『
中
世
禅
の
知
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
二
一
年
七
月
、
一
七
九
～
一
八
〇
頁
）。
こ
れ

を
前
提
と
す
れ
ば
、
各
種
法
度
は
、「
密
」
か
ら
「
露
」
へ
の
仕
組
み

へ
の
転
換
を
促
す
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

後
述
す
る
『
永
平
紀
年
録
』
等
の
歴
代
永
平
寺
住
持
の
著
作
を
見
る

と
、
出
世
に
は
あ
る
程
度
の
教
養
が
、
結
果
的
に
は
必
要
で
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
般
の
常
恒
会
地
で
は
な
く
、
敢
え
て
旃

檀
林
等
に
お
い
て
参
究
す
る
こ
と
が
、
当
時
の
曹
洞
宗
僧
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
例
え
ば
、
晃
全
は
十
五
歳
で
泉
岳
寺
に
掛
塔
し
て
い
る
（『
文

書
編
』
三
・
二
三
頁
）
が
、
次
代
の
永
平
寺
三
十
六
世
融
峰
本
祝
（
一
六
一

八
～
一
六
九
九
）
は
、
私
見
で
は
、
三
学
寮
に
掛
塔
し
た
と
い
う
記
録
は

確
認
さ
れ
て
い
な
い）
（1
（

。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
学
寮
で
参
学
す
る
こ
と
が
、

各
地
の
僧
が
多
く
集
ま
る
こ
と
に
よ
る
人
脈
の
形
成
な
ど
、
出
世
に
お

け
る
制
度
内
外
の
利
点
が
そ
の
程
度
あ
っ
た
の
か
等
の
課
題
は
多
く
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
関
三
刹
住
持
経
験
者
・
著
名
僧
の
個
々
の
伝

記
や
、
地
方
の
三
法
幢
地
・
会
下
称
号
地
に
お
け
る
参
学
の
実
態
の
資

料
蒐
集
等
を
通
じ
て
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
「
曹
洞
宗
法
度
」
等
の
基
礎
法
令
の
整
備
の
後
、
近
世
、
さ
ら
に
は

近
代
初
期
に
か
け
て
、
全
国
・
全
宗
派
の
本
末
関
係
の
調
査
が
複
数
回

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
報
告
と
し
て
寺
院
本
末
帳
が
作
成
さ
れ
て

い
る）
（（
（

が
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
最
も
重
要
な
も
の
が
延
享
二
年
（
一
七
四

五
）
か
ら
同
四
年
の
調
査
で
あ
り
、
こ
の
頃
に
大
半
の
曹
洞
宗
寺
院
が
、

元
を
辿
れ
ば
、
両
本
山
の
ど
ち
ら
か
の
末
寺
と
な
る
よ
う
に
組
み
込
ま

れ
た
。
そ
れ
に
前
後
し
て
、
数
多
の
本
末
論
争
が
行
わ
れ
た
が
、
実
際

に
は
支
配
体
制
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
基
本
的
に
は

本
寺
の
主
張
の
方
が
優
先
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　

曹
洞
宗
に
お
け
る
本
末
関
係
の
整
備
の
意
図
は
、「
曹
洞
宗
法
度
」

の
五
箇
条
目
に
あ
り
、
末
寺
が
本
寺
の
定
め
た
掟
に
背
い
た
場
合
は
、

そ
の
寺
か
ら
追
放
さ
れ
る
た
め
、
本
寺
が
末
寺
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
本
寺
は
、
後
継
者
の
選
定
等
に
影
響
力
を

持
っ
た
。
ま
た
、
遍
参
修
行
を
中
断
し
、
出
世
を
望
ま
な
い
平
僧
は
、

仏
像
の
点
眼
や
、
在
俗
の
喪
儀
や
戒
名
の
授
与
等
の
日
常
檀
務
が
行
え

な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
僧
が
住
す
る
平
僧
地
で
は
、
こ
れ
ら
を
本
寺

等
に
依
頼
す
る
必
要
が
あ
り）
（1
（

、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
支
配
力
を
有
す

る
と
と
も
に
、
出
世
へ
の
動
機
づ
け
を
行
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
本
寺
を
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
各
種
の
法
度
、
触

書
を
伝
達
す
る
の
が
、
各
地
の
僧
録
で
あ
り
、
そ
れ
を
統
括
す
る
の
が

関
三
刹
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
江
戸
幕
府
寺
社
奉
行
で
あ
る
。
僧
録
は
、

永
平
寺
が
瑞
世
者
を
多
く
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
書
状
に
端
を
発
す
る
、

「
転
衣
事
件
」
に
対
す
る
寺
社
奉
行
の
判
決
が
下
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
、

寛
永
六
年
に
全
国
各
地
に
設
置
さ
れ
た
（『
永
平
寺
史
』
五
六
九
、
六
〇
一
～

六
〇
八
頁
）。
僧
録
は
延
宝
九
年
ま
で
に
増
設
の
上
、
確
定
し
た
と
さ
れ
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三
七

る
が
、
最
初
の
僧
録
の
数
や
具
体
的
な
寺
院
名
に
は
諸
説
が
あ
る）
（1
（

。
こ

の
よ
う
な
形
で
、
本
末
体
制
を
通
じ
て
、
本
寺
の
指
導
を
全
国
全
寺
院

に
及
ぼ
し
、
支
配
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
末
寺
を
有
す
る
こ
と
が
、
常
恒
会
地
に
な
る
た
め
の
必
須
条

件
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。
従
っ
て
、
本
末
関
係
を

通
じ
て
寺
院
を
支
配
す
る
と
と
も
に
、
修
行
の
統
制
を
通
じ
て
、
人
の

支
配
も
図
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、
宗
政
上
の
大
き
な
転
換

点
は
江
戸
開
府
で
あ
り
、
基
礎
が
固
ま
っ
た
の
が
寛
永
年
間
頃
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
、
本
末
調
査
や
法
度
の
発

布
等
に
よ
っ
て
随
時
拡
充
し
、
完
成
を
図
っ
て
い
く
と
い
う
流
れ
が
確

認
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、
宗
学
上
の
時
代
区
分
の
一
例
と
し
て
は
、
道
元
禅
師
の
大

遠
忌
を
用
い
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
。
前
掲
の
「
永
平
寺
諸
法
度
」
に

は
、
道
元
禅
師
の
正
当
に
は
越
前
国
内
の
、「
總
持
寺
諸
法
度
」
に
は
、

瑩
山
紹
瑾
禅
師
（
一
二
六
四
～
一
三
二
五
）、
峨
山
韶
碩
（
一
二
七
五
～
一
三

六
六
）
の
正
当
に
は
加
賀
・
能
登
・
越
中
の
三
国
洞
門
寺
院
が
そ
れ
ぞ

れ
集
ま
っ
て
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（『
文
書
編
』
一
・
五
四
一
～

五
四
九
頁
）。
そ
し
て
大
遠
忌
は
、
宗
門
に
お
い
て
は
五
十
年
に
一
度
奉

修
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
永
平
寺
の
道
元
禅
師
・
懐
奘
（
一
一
九
八
～
一

二
八
〇
）、
總
持
寺
の
瑩
山
禅
師
・
峨
山
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
開
山
・

二
世
の
際
は
、
特
に
宗
門
全
体
を
挙
げ
て
法
要
・
勧
化
が
行
わ
れ
、
ま

た
輪
住
寺
院
や
地
域
の
大
寺
院
に
お
い
て
は
、
各
寺
院
の
開
山
忌
等
の

形
で
、
大
規
模
法
要
・
勧
化
が
行
わ
れ
て
い
た）
（1
（

。
そ
の
勧
化
金
を
通
じ

て
、
主
に
諸
堂
の
復
興
改
修
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

近
世
期
の
道
元
禅
師
の
大
遠
忌
を
挙
げ
て
み
る
と
、
江
戸
開
府
の
前

年
が
三
五
〇
回
大
遠
忌
に
相
当
し
、
明
治
維
新
の
十
六
年
前
に
六
〇
〇

回
大
遠
忌
を
迎
え
た
。
そ
の
具
体
的
な
年
と
、
当
時
の
永
平
寺
住
持
を

挙
げ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
三
五
〇
回
大
遠
忌

　

永
平
寺
二
十
世
（
大
円
）
門
鶴
（
？
～
一
六
一
五
）

・
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
四
〇
〇
回
大
遠
忌

　

永
平
寺
二
十
七
世
高（
嶺
巌
）国英
峻
（
一
五
九
〇
～
一
六
七
四
）

・
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
四
五
〇
回
大
遠
忌

　

永
平
寺
三
十
七
世
石
牛
天
梁
（
一
六
三
七
～
一
七
一
四
）

・
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
五
〇
〇
回
大
遠
忌

　

永
平
寺
四
十
三
世
央
元
密
巌
（
？
～
一
七
六
一
）

・
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
五
五
〇
回
大
遠
忌

　

永
平
寺
五
十
世
玄
透
即
中
（
一
七
二
九
～
一
八
〇
七
）

・
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
六
〇
〇
回
大
遠
忌

　

永
平
寺
六
十
世
臥
雲
童
龍
（
一
七
九
六
～
一
八
七
一
）

　

そ
し
て
宗
学
上
の
大
き
な
流
れ
を
見
る
と
、
三
五
〇
回
大
遠
忌
か
ら

四
〇
〇
回
大
遠
忌
の
間
は
、
中
世
に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
、
門
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三
八

参
・
切
紙
等
を
通
じ
た
宗
旨
の
参
究
・
伝
承
が
続
い
た
、
中
世
の
延
長

期
に
当
た
る
。
そ
し
て
四
〇
〇
回
大
遠
忌
か
ら
四
五
〇
回
大
遠
忌
の
間

は
、
そ
の
前
半
が
中
世
の
総
括
期
と
し
て
、
先
の
伊
吹
氏
の
区
分
で
言

え
ば
、「
密
」
の
完
成
期
に
当
た
り
、
永
平
寺
に
お
い
て
も
そ
の
教
学
の

再
整
備
が
行
わ
れ
た
。
一
方
で
、
僧
録
・
常
恒
会
地
が
全
国
各
地
に
設

置）
（1
（

さ
れ
始
め
、
前
述
の
制
度
が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
修

行
規
則
の
面
か
ら
の
古
規
復
古
運
動
が
始
ま
っ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ

り
、
つ
ま
り
「
露
」
へ
の
転
換
が
始
ま
る
。
そ
し
て
後
半
期
に
は
、
元

禄
十
六
年
に
宗
統
復
古
運
動
を
巡
る
、
一
師
印
証
・
面
授
嗣
法
に
つ
い

て
の
寺
社
奉
行
の
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
で
、
中
世
に
お
け
る
伽
藍
法

重
視
か
ら
、
近
世
に
お
け
る
人
法
重
視
へ
の
嗣
法
観
の
転
換
が
起
こ
っ

た
。
こ
の
論
争
の
根
拠
が
『
正
法
眼
蔵
』
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
も

影
響
し
て
、
こ
れ
ら
を
理
論
的
に
検
証
し
て
い
く
過
程
で
、『
正
法
眼

蔵
』
の
参
究
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

　

四
五
〇
回
大
遠
忌
以
降
は
、
卍
山
・
晃
全
に
よ
っ
て
結
集
・
編
輯
さ

れ
た
『
正
法
眼
蔵
』
や
、
当
時
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
『
正

法
眼
蔵
聞
書
抄
』
の
伝
播
が
始
ま
り
、
そ
れ
ら
の
参
照
を
通
じ
て
新
た

な
注
疏
が
生
み
出
さ
れ
た
り
、
ま
た
主
要
道
元
禅
師
著
作
の
出
版
が
行

わ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
宗
学
研
究
が
推
し
進
め
ら
れ
た
時
代
で
あ
り
、

そ
の
中
で
五
〇
〇
回
大
遠
忌
を
迎
え
る
。
参
考
と
し
て
、
主
要
道
元
禅

師
著
作
の
内
、
刊
行
が
最
も
早
い
も
の
の
み
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

・
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
～
一
六
四
三
）

　
『
永
平
元
禅
師
語
録
』（『
永
平
略
録
』、
含
『
普
勧
坐
禅
儀
』）

・
同
前　

�　
　
　
　
　

�『
学
道
用
心
集
』

・
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』

・
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）『
永
平
清
規
』

・
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）『
永
平
広
録
』

・
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）『
傘
松
道
詠
』（
道
元
禅
師
和
歌
集
）

・
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）『
宝
慶
記
』

・
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）

　
　
　
　
　
　
　

真
字
『
正
法
眼
蔵
』（『
拈
評
三
百
則
不
能
語
』）

・
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
頃　

本
山
版
『
正
法
眼
蔵
』

　

こ
れ
を
を
見
る
と
、
時
期
に
開
き
は
あ
る
も
の
の
、
道
元
禅
師
の
主

要
著
作
の
ほ
ぼ
全
て
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
そ
し
て
『
永

平
略
録
』・『
学
道
用
心
集
』・『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
三
書
は
、
異
な

る
複
数
の
版
元
か
ら
出
版
が
行
わ
れ
て
お
り
、
特
に
『
永
平
略
録
』

は
、
早
く
も
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
注
釈
書
『
永
平
元
禅
師
語
録

抄
』
が
、
ま
た
寛
文
十
三
年
に
は
頭
注
本
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『
永
平
清
規
』
は
、
永
平
寺
三
十
世
光
紹
智
堂
（
一
六
一
〇
～
一
六
七
〇
）

が
開
版
し
た
も
の
で
、
伝
本
こ
そ
多
く
は
な
い
も
の
の
、
か
な
り
の
重

版
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
刊
行
か
ら
百
年
を
経
た
、
宝

暦
十
三
年
の
奥
付
が
あ
る
本
が
現
存
し
て
い
る
ほ
か
、
月
舟
が
延
宝
五

年
に
、
卍
山
が
同
十
年
に
刊
行
し
た
『
瑩
山
清
規
』
と
共
に
、
古
規
復
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三
九

古
の
基
礎
資
料
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
『
永
平
広
録
』
は
、
現
在
も
印
刷

が
可
能
な
状
態
で
版
木
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
元
禅

師
著
作
は
、
比
較
的
多
く
の
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
掉
尾
を
飾
っ
た
の
が
、
本
山
版
『
正
法
眼
蔵
』
で
あ

る
。

　

本
山
版
以
前
に
も
、『
正
法
眼
蔵
』
の
一
部
の
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い

る
（
※
付
き
以
外
は
『
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
』〈
以
下
『
大
成
』〉
四
〈
大
修
館

書
店
、
一
九
七
九
年
二
月
〉
に
収
録
）。

・
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）「
安
居
」
巻

・
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）「
面
授
」
巻

※
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）「
法
華
転
法
華
」
巻
（
筆
者
所
蔵
）

・
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）「
行
持
」
巻

・
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）『
弁
道
話
』

・
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）「
三
昧
王
三
昧
」
巻

※
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）「
法
華
転
法
華
」
巻
（
筆
者
所
蔵
）

　
「
安
居
」・「
面
授）
（1
（

」
巻
は
卍
山
が
、「
行
持
」・『
弁
道
話
』
は
玄
透
が

刊
行
し
た
も
の
で
、
残
り
は
寺
院
版
で
あ
る
。
特
に
卍
山
が
開
版
し
た

二
巻
の
内
、
前
者
は
古
規
復
古
、
後
者
は
宗
統
復
古
に
関
係
す
る
内
容

で
、
な
お
か
つ
事
態
が
進
行
し
て
い
る
中
で
の
刊
行
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
刊
行
書
と
し
て
こ
の
両
者
が
選
ば
れ
た
の
に
は
、
多
分
に
思
想
的

な
背
景
・
意
図
が
あ
る
。
ま
た
、
二
度
の
「
法
華
転
法
華
」
巻
の
刊
行

は
、
興
聖
寺
（
京
都
府
宇
治
市
）
に
お
い
て
の
刊
行
で
あ
っ
た
が
、
後
者

の
識
語
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
近
年
の
大
遠
忌
に
合
わ
せ
て
刊
行
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
、
現
代
同
様
、
こ
の
よ
う
な
形
で
出
版
や
著
述
が
行
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。

　

宗
統
復
古
の
官
裁
が
下
り
た
後
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
に
出
さ

れ
た
、
所
謂
「
正
法
眼
蔵
開
版
禁
止
令
」
に
よ
っ
て
、
宗
門
に
対
す
る

出
版
統
制
が
始
ま
り
、
学
問
の
進
展
に
対
し
て
、『
正
法
眼
蔵
』
の
開

版
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
本
山
版
開
版
以
降
は
、
目
立
っ

た
注
釈
書
の
撰
述
は
見
ら
れ
な
く
な
る
た
め
、
あ
る
意
味
で
は
、
統
一

的
な
『
正
法
眼
蔵
』
の
出
版
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
近
世
中
期
の

学
問
の
進
展
に
寄
与
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
五
五
〇
回
大
遠
忌
に
、
玄
透
が
そ
の
記
念
事
業
と
し
て
の
本

山
版
『
正
法
眼
蔵
』
の
出
版
を
企
図
し
、
ま
た
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
～

一
七
六
九
）
ら
が
、
月
舟
・
卍
山
ら
に
よ
る
、
初
期
古
規
復
古
を
批
判
・

検
証
を
経
た
、
新
た
な
古
規
復
古）
（1
（

の
実
現
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

こ
の
前
後
頃
が
近
世
宗
学
の
総
括
期
・
実
践
普
及
期
に
当
た
る
。

　

本
山
版
の
出
版
と
共
に
、
様
々
な
批
判
は
あ
り
つ
つ
も
、
そ
の
目
的

で
あ
っ
た
諸
種
『
正
法
眼
蔵
』
の
統
一
が
な
さ
れ
、
中
世
以
来
の
『
正

法
眼
蔵
』
の
編
輯
史
は
終
了
し
た
。
そ
の
後
、
六
〇
〇
回
大
遠
忌
を
奉

修
し
た
後
に
明
治
維
新
を
迎
え
、
江
戸
幕
府
の
存
在
を
前
提
と
し
た
宗

門
統
治
体
制
も
ま
た
変
更
が
迫
ら
れ
な
が
ら
、
近
代
へ
と
入
っ
て
い
く
。

そ
の
一
方
で
、
本
山
版
を
基
礎
と
し
た
『
正
法
眼
蔵
』
の
参
究
の
流
れ

は
、
近
代
、
昭
和
の
戦
後
期
頃
ま
で
続
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
近



近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
秋
津
）

四
〇

代
以
降
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、「
文
献
学
的
研
究
」
を
ご
参
照
頂
き
た

い
。

　

よ
っ
て
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
宗
学
の
転
換
が
始
ま
っ
た
の
は
、
江

戸
開
府
か
ら
約
百
年
を
経
た
、
元
禄
年
間
頃
で
あ
る
。
そ
し
て
近
世
か

ら
近
代
・
現
代
へ
と
宗
学
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
の
も
、
ま
た
明
治
維

新
と
同
時
期
で
は
な
く
、
少
し
遅
れ
て
転
換
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

四
、
卍
山
本
・
晃
全
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
成
立

　

近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
編
輯
史
・
研
究
史
、
引
い
て
は
宗
学

の
転
換
と
い
う
面
か
ら
見
た
時
、
月
舟
宗
胡
（
一
六
一
八
～
一
六
九
六
）・

卍
山
道
白
（
一
六
三
六
～
一
七
一
五
）
師
資
の
活
動
が
、
そ
の
嚆
矢
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
月
舟
は
、
古
規
復
古
の
舞
台
と
な
る
大
乘
寺
（
石

川
県
金
沢
市
）
へ
晋
住
す
る
前
に
、
長
円
寺
（
愛
知
県
西
尾
市
）
に
明
暦
元

年
（
一
六
五
五
）
か
ら
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
か
け
て
住
持
し
て
い

る
。
長
円
寺
に
は
、
長
円
寺
二
世
暉
堂
宋
慧
（
一
五
八
七
～
一
六
五
〇
）

が
、
寛
永
二
十
一
年
（
一
六
四
四
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
書
写
し
た
梵
清

本
八
十
四
巻）
（1
（

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
寧
寺
本
（
山
口
県
長
門
市
、

『
大
成
』
続
輯
四
所
収
）
の
各
冊
末
に
は
、
長
円
寺
を
菩
提
寺
と
す
る
板
倉

重
宗
（
一
五
八
六
～
一
六
五
六
）
の
追
善
の
た
め
に
、
明
暦
四
年
五
月
に
寄

付
し
た
旨
の
識
語
が
あ
る
。
大
寧
寺
本
と
長
円
寺
本
は
、
行
数
・
文
字

数
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
た
め
、
月
舟
は
長
円
寺
本
を
書
写
し
た
も
の

と
見
ら
れ
る
。
大
寧
寺
は
あ
く
ま
で
現
蔵
者
で
あ
っ
て
、
直
接
の
寄
進

先
は
不
明
で
あ
る
が
、
月
舟
が
長
円
寺
住
持
中
に
梵
清
本
を
書
写
し
て

い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
大
寧
寺
本
と
は
別
に
梵
清
本
を
書
写
し
て
、

大
乘
寺
に
持
ち
込
ん
だ
可
能
性
は
あ
る
。

　

現
在
大
乘
寺
に
は
梵
清
本
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
が
、
月
舟
が
大
乘

寺
を
退
院
す
る
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
、
若
年
時
に
在
籍
し
た
円
応

寺
（
佐
賀
県
武
雄
市
）
へ
梵
清
本
を
寄
進
し
て
い
る
（『
大
成
』
五
所
収
）。

円
応
寺
本
に
は
、
長
円
寺
本
・
大
寧
寺
本
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
、
各

巻
末
の
梵
清
の
識
語
が
書
写
さ
れ
て
い
る
た
め
、
円
応
寺
本
は
長
円
寺

本
系
の
写
本
で
は
な
い
。
ま
た
、
月
舟
は
大
乘
寺
を
退
い
た
後
に
、
卍

山
も
大
乘
寺
を
元
禄
四
年
に
退
き
、
興
禅
寺
（
大
阪
府
大
阪
市
）
を
経
て

同
年
に
住
し
た
、
禅
定
寺
（
京
都
府
綴
喜
郡
宇
治
田
原
町
）
に
も
梵
清
本
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
よ
っ
て
こ
れ
ら
三
つ
の
写
本
が
、
卍
山
本
の
編
輯

に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
の
あ
る
梵
清
本
に
近
い
本
で
あ
り
、
そ
の
内
の

い
く
つ
か
は
、
大
乘
寺
に
お
け
る
編
輯
の
後
、
持
ち
出
さ
れ
た
可
能
性

は
あ
る
。

　

卍
山
は
、
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
『
永
平
広
録
』
の
校
訂
を
完

了
し
て
序
跋
文
を
撰
し
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
刊
行
し
て
い
る
。

そ
し
て
月
舟
の
後
を
継
い
で
大
乘
寺
に
住
し
、
天
和
四
年
（
貞
享
元
年
、

一
六
八
四
、
二
月
二
十
一
日
改
元
）
に
序
文
を
撰
し
（『
大
成
』
二
十
一
・
五
九

九
頁
）、
卍
山
本
と
通
称
さ
れ
る
、
八
十
九
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
結

集
・
編
輯
を
完
了
し
て
い
る
。
河
村
氏
は
、
卍
山
本
の
依
拠
資
料
は
八

十
三
巻
本
で
は
な
か
っ
た
か
と
し
て
い
る
（『
河
村
書
』
三
九
三
頁
）。
そ
の



近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
秋
津
）

四
一

理
由
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
推
定
す
る
と
、
卍
山
は
延
宝
四
年

（
岸
澤
文
庫
本
）・
貞
享
元
年
（
總
持
寺
本
）
に
、
第
三
十
二
「
伝
衣
」
巻
が

欠
本
の
八
十
三
巻
本
に
対
し
て
序
文
を
著
し
て
い
る
（『
大
成
』
二
十
一
・

五
九
六
～
五
九
七
頁
）
こ
と
、
八
十
三
巻
本
に
、
後
述
す
る
卍
山
本
の

「
拾
遺
」
五
巻
を
組
み
合
わ
せ
た
、「
無
名
本
『
正
法
眼
蔵）
1（
（

』」
等
の
写

本
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
卍
山
が
重
ん

じ
た
の
は
、
七
十
五
巻
本
系
の
『
正
法
眼
蔵
』
で
あ
り
、
八
十
三
巻

本
・
梵
清
本
は
主
要
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
。

　

卍
山
本
の
特
徴
は
、
梵
清
本
八
十
四
巻
の
収
録
巻
を
解
体
し
て
、
各

巻
を
道
元
禅
師
が
撰
述
し
た
年
時
に
従
っ
た
排
列
に
再
編
し
て
「
本

輯
」
と
し
、
こ
れ
に
「
弁
道
話
」・「
重
雲
堂
式
」・「
示
庫
院
文
」・「
受

戒
」・「
八
大
人
覚
」
の
五
巻
を
「
拾
遺
」
と
し
て
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
拾
遺
」
に
は
出
所
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た

い
。

　

卍
山
本
の
成
立
か
ら
四
年
後
の
元
禄
元
年
に
、
晃
全
が
永
平
寺
に
三

十
五
世
（
当
時
は
三
十
四
世
）
と
し
て
晋
住
す
る
。
晃
全
は
、
後
述
す
る

識
語
か
ら
、
元
禄
二
年
末
よ
り
翌
年
三
月
に
か
け
て
一
度
目
の
書
写
を

行
い
、
九
十
一
巻
本
を
完
成
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
際
の
基
本
資

料
は
、
六
十
巻
本
・
八
十
三
巻
本
・「
秘
密
正
法
眼
蔵
」
で
あ
る
。
こ

の
六
十
巻
本
重
視
が
、
卍
山
本
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
り
、
八
十
三

巻
本
の
依
用
が
共
通
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
並
行
し
て
、
元
禄
二
年
に
卍
山
よ
り
雲
衲
の
派
遣
を
受
け
る

な
ど
し
て
、
古
規
の
復
興
を
図
っ
て
い
る
（『
河
村
書
』
四
二
五
～
四
二
六
頁

参
照
）。
そ
の
様
子
に
つ
い
て
、
寛
巌
春
登
（
一
六
五
六
～
一
七
四
七
）
の

伝
記
『
寛
巌
禅
師
行
業
記
』（
真
如
寺
〈
千
葉
県
木
更
津
市
〉
蔵
）
に
は
、

以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

厥そ

の
後
、
禅
師
、
越
の
永
平
蘭
若
に
遷
る
。
永
平
は
蓋
し
是
れ
古
仏
の
道
場
、

洞
門
の
北
斗
。
然
れ
ど
も
、
禅
範
衰
絶
し
て
、
幾
ん
ど
綴
旒
の
如
し
。
禅
師
、

寔ま
こ
とと
に
傷
め
り
。
諸
迺す

な
わち

宦
府
に
稽
請
し
て
、
始
め
て
冬
夏
両
回
の
恒
制
を
結

ぶ
。
師
、
乃
ち
衣
鉢
に
奉
し
、
禅
範
を
主
張
し
、
祖
令
を
提
挙
す
。
師
道
を
輔

佐
す
る
こ
と
強
半
、
而
し
て
服
勤
矜
壮
も
亦
た
至
れ
り
。（
椎
名
宏
雄
「
寛
巌

春
登
の
伝
記
と
語
録
」、『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
十

七
回
、
二
〇
一
六
年
七
月
、
七
四
頁
、
原
漢
文
、
傍
線
筆
者
）

　

寛
巌
は
、『
寛
巌
禅
師
行
業
記
』
に
よ
れ
ば
、
晃
全
の
龍
穏
寺
（
埼
玉

県
入
間
郡
越
生
町
）
住
持
時
代
か
ら
の
弟
子
で
、
晃
全
の
下
で
大
悟
し
た
。

ま
た
晃
全
の
示
寂
後
、
次
代
の
融
峰
に
祠
堂
金
の
引
き
渡
し
を
行
う
に

際
し
て
、
筆
頭
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
（『
文
書
編
』
三
・
六
九
頁
）。
さ
ら
に

晃
全
本
の
書
写
者
の
一
人
で
も
あ
り
、
寛
巌
書
写
本
（
駒
澤
大
学
図
書
館

蔵
、『
大
成
』
八
所
収
）
は
主
要
写
本
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、『
寛
巌

禅
師
語
録
』「
万
円
禅
師
三
十
三
回
忌
香
偈
」
に
は
「
永
平
卅
四
世
、

特
勅
賜
応
安
万
円
禅
師
、
版
橈
全
公
老
大
和
尚
」（
中
冊
三
三
丁
裏
）
と

記
し
、
晃
全
の
行
っ
た
「
世
代
改
め
」
を
積
極
的
に
は
評
価
し
て
い
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
寛
巌
に
よ
れ
ば
、
晃
全
の
古
規
復
古
は
、
永
平
寺
の
「
禅



近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
秋
津
）

四
二

範
」
を
回
復
し
、
ま
た
幕
府
に
訴
え
出
て
、
初
め
て
年
二
回
の
常
恒
会

を
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
れ
ば
、
関
三
刹
・
寺

社
奉
行
の
審
議
を
経
た
上
と
は
い
え
、
永
平
寺
で
は
常
恒
会
が
営
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
各
地
の
寺
院
に
常
恒
会
の
許
可
を
出

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

一
度
目
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
を
終
え
た
後
、「
陞
座
（
梅
花
嗣

書
）」
巻
を
『
大
白
峰
記
』
か
ら
、「
弁
道
話
」・「
重
雲
堂
式
」・「
示
庫

院
文
」
を
卍
山
本
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
編
入
し
た
り
、
巻
次
を
一
部
改
定
し

た
り
す
る
な
ど
の
試
行
錯
誤
を
行
っ
た
中
期
段
階
が
存
在
し
、
現
在
確

認
さ
れ
て
い
る
本
で
は
、
こ
の
系
統
の
写
本
が
最
も
多
い
。
そ
し
て
元

禄
三
年
七
月
よ
り
、
後
期
段
階
の
書
写
を
開
始
し
、
翌
年
七
月
に
完
遂

し
た
こ
と
が
、
泰
心
院
本
（
宮
城
県
仙
台
市
、『
大
成
』
八
所
収
）
及
び
泰
心

院
本
の
写
し
で
あ
る
長
国
寺
本
（
長
野
県
長
野
市
）
の
各
巻
末
に
付
さ
れ

た
晃
全
の
識
語
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
作
業
の
中
で
、
卍
山
本
と

の
本
文
校
合
を
行
い
、
さ
ら
に
巻
次
を
見
直
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後

期
段
階
の
書
写
中
の
元
禄
四
年
正
月
を
以
て
、
永
平
寺
世
代
を
現
在
の

世
代
表
記
と
同
じ
に
す
る
「
世
代
改
め
」
を
実
施
し
、
自
身
の
世
代
表

記
も
「
三
十
五
世
」
に
改
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
代
限
り
で
終
わ
り
、

続
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
、
晃
全
本
『
正
法
眼
蔵
』

の
結
集
・
編
輯
、
古
規
の
復
興
、「
世
代
改
め
」
が
、
晃
全
の
三
大
事

業
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
よ
り
完
全
な
形
で
実
現
す
る
に
は
、
約
百
年
後

の
、
玄
透
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

晃
全
本
に
関
す
る
諸
問
題
の
内
、
晃
全
本
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
晃
全
本
「
正
法
眼
蔵
』
の
本
文
編
輯
に
つ
い
て
」（『
曹
洞
宗
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
十
六
回
、
二
〇
一
五
年
十
月
）
を
、
前
中
後
期

の
晃
全
本
の
成
立
段
階
に
つ
い
て
は
、「
晃
全
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
成

立
過
程
に
つ
い
て
（
上
）―
編
輯
段
階
試
論
―
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論

集
』
第
四
十
七
号
、
二
〇
一
六
年
十
月
）
を
、
晃
全
本
に
存
在
す
る
諸
問
題

に
つ
い
て
は
、「
晃
全
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
（
下
）

―
寛
巌
書
写
本
・「
行
持
」
巻
・「
陞
座
」
巻
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
」

（『
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
第
二
十
八
号
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
）
を
そ
れ
ぞ

れ
ご
参
照
頂
き
た
い
。
特
に
「
陞
座
」
巻
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
巻

は
、
道
元
禅
師
が
天
童
如
浄
（
一
一
六
三
～
一
二
二
八
）
の
下
で
五
位
を

参
得
し
た
と
す
る
な
ど
の
内
容
か
ら
、
後
に
道
元
禅
師
の
親
撰
で
は
な

い
と
見
做
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
問
題
は
、
晃
全
も
そ
の
判
断
を
行
っ
た

か
ど
う
か
で
あ
り
、
筆
者
は
、
晃
全
の
著
作
や
、
晃
全
の
門
下
生
の
間

の
思
想
的
相
違
か
ら
、
晃
全
自
身
が
「
陞
座
」
巻
を
除
く
と
い
う
判
断

を
行
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
判
定
し
た
。

五
、
卍
山
本
・
晃
全
本
の
問
題
点 

　
　
―
撰
述
年
時
順
の
排
列
の
理
由
に
関
す
る
再
検
討
―

　

本
稿
で
は
最
後
に
、
卍
山
本
・
晃
全
本
の
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
述

べ
た
い
。
両
者
に
共
通
す
る
問
題
点
と
し
て
、
巻
次
排
列
を
撰
述
年
時

順
に
改
め
た
理
由
が
あ
り
、
卍
山
本
の
み
の
問
題
点
と
し
て
、「
拾
遺
」
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五
巻
、
特
に
「
受
戒
」・「
八
大
人
覚
」
巻
の
出
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
卍
山
・
晃
全
に
よ
る
初
期
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
結
集
・
編

輯
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
等
に
、『
正
法
眼
蔵
』
に
関
す
る
言
説
が
ほ

ぼ
見
ら
れ
な
い
と
い
う
共
通
の
問
題
が
存
す
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
編
輯
作
業
の
実
態
や
、
巻
次
排
列
を
改
め
た
理
由
を
、
序
文
や
識

語
、
本
文
内
容
等
の
限
ら
れ
た
材
料
か
ら
推
定
す
る
し
か
な
い
。

　

撰
述
年
時
順
の
排
列
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
卍
山
本
・
晃
全
本
、
更

に
は
本
山
版
に
も
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
一
方
で
こ
れ
ら
三
本
以

外
の
、
近
世
に
成
立
し
た
諸
本
に
お
い
て
は
撰
述
年
時
順
を
用
い
た
も

の
は
存
在
せ
ず
、
独
自
の
基
準
を
以
て
編
輯
し
て
い
る
と
い
う
問
題
も

あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
以
前
論
じ
た
際
は
、
卍
山
の
源
光
庵
本
の

序
文
（『
大
成
』
二
十
一
・
六
〇
四
頁
）、
晃
全
の
識
語
、
晃
全
の
下
で
、
節

晃
守
廉（
簾
）（

？
～
一
七
二
七
）
が
晃
全
本
を
基
に
繕
写
し
た
『
正
法
眼
蔵）
11
（

』

に
付
し
た
序
文
『
正
法
眼
蔵
重
写
記
』（
以
下
、『
重
写
記
』）
を
中
心
に
論

じ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
の
補
足
資
料
と
し
て
、
大
了
愚
門
（
一
六
一
三

～
一
六
八
七
）『
永
平
紀
年
録
』
の
元
禄
二
年
刊
本
に
あ
る
「
附
余
」
か

ら
、「
正
法
眼
蔵
」・「
大
人
覚
」
を
取
り
上
げ
、
改
め
て
確
認
し
た
い
。

原
文
は
掲
載
せ
ず
、
訓
読
文
の
み
掲
載
す
る
。
ま
た
ふ
り
が
な
の
内
、

原
本
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
片
仮
名
で
記
し
、
筆
者
の
判
断
で
補
っ

た
も
の
は
平
仮
名
で
記
し
た
。

正
法
眼
蔵

師
、
開
法
以
来
、
愚
夫
愚
婦
を
し
て
向
上
の
宗
乗
有
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ん
と

欲
し
て
以お

も
え為
ら
く
、
人
、
皆
な
石
人
に
匪あ

ら
ず
。
如も

其し

、
韻
高
く
し
て
陽
春
白
雪

に
似
た
ら
ば
、
徒
ら
に
耳
を
側そ

ば
だて
る
に
労
す
。
故
に
耶ヤ

麻マ

土ト

の
平
話
を
以
て
、

懇
懇
に
提
嘱
す
。
弉
公
、
随
て
聴
き
随
て
写
し
、
復
た
一
字
を
差た

が
わ
ず
。
其
の

間
、
法
門
を
指
帰
す
る
有
り
。
公
案
を
剖
拆
す
る
有
り
。
宗
門
の
軌
則
有
り
。

己
躳
の
用
心
有
り
。
日
用
の
工
夫
弁
道
有
り
。
古
人
恬
淡
の
道
蹟
有
り
。
当

時
の
宋
地
、
五
岳
の
諸
刹
、
門
庭
の
崇
卑
、
僧
儀
の
窊わ

り
隆ゅ

う
、
及
び
吾
邦
の
沙
門

の
臧ぞ

う
否ひ

を
目
撃
し
て
、
一
一
邪
を
糾
し
、
正
を
弁
ず
る
有
り
。
衮
衮
た
る
数
千

言
、
尽
ご
と
く
仏
祖
の
淵
源
従
り
激
発
し
て
、
古
錐
不
透
の
秘ひ

錀や
く
を
抽
し
て
、

先
師
未
了
の
公
案
を
円
に
す
。
然
る
則
は）

11
（

、
之
を
軟
語
と
為
し
て
、
巴
歌
を
以

て
看
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
編
題
の
指ム

ネ
、
容
易
な
ら
ず
。
或
い
は
末
後
、
吾
如モ

シ

年
有
ら
ば
、
国
字
の
仮
借
を
改
め
ん
と
謂
う
に
由
り
て
、
言イ

わ
ば
現
世
に
は
以

て
童
蒙
を
啓
し
て
、
滅
後
に
は
以
て
大
方
に
視シ

す
な
り
。
今
、
叢
林
に
行
ず
る

の
草
本
、
詳
略
・
出
入
・
同
異
、
相
仍
り
て
、
巻
目
、
此
が
為
に
多
寡
有
り
。

而
も
観
る
者
、
孰
れ
か
是
、
孰
れ
か
非
を
別
た
ざ
ら
ん
ば
可
な
り
。（
河
村
孝

道
編
『
諸
本
対
校

永
平
開
山
道
元
禅
師
行
状
建
撕
記
』、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
五
年

四
月
、
一
八
一
頁
）

大
人
覚

此
の
巻
、
八
大
人
覚
経
自
り
来
る
。
此
経
は
、
一
本
、
後
漢
の
安
世
高
の
訳
。

字
数
僅
か
に
三
百
七
十
六
。
仏
子
の
行
道
を
略
説
し
て
、
都
て
支
分
無
し
。
八

種
の
彙
目
を
出
し
て
、
今
と
稍
差
然
も
、
折
合
檃い

ん

括か
つ

す
る
則
は
、
其
の
致
便
ち

同
じ
。
経
首
に
曰
く
、
仏
の
弟
子
為た

ら
ば
、
常
に
昼
夜
に
於
て
、
至
心
に
八
大

人
覚
を
誦
念
せ
よ
と
。
又
た
経
尾
に
曰
く
、
此
の
如
き
八
事
は
、
乃
ち
是
れ
諸
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仏
・
菩
薩
・
大
人
の
覚
悟
す
る
所
、
精
進
に
道
を
行
じ
、
慈
悲
を
以
て
恵
を
修

し
、
法
身
の
船
に
乗
り
て
涅
槃
の
岸
に
至
り
、
復
た
生
死
に
還
り
て
衆
生
を
度

脱
す
。
前
の
八
事
を
以
て
、
一
切
を
開
導
し
、
諸
の
衆
生
を
し
て
生
死
の
苦
を

覚
ま
し
、
五
欲
を
捨
離
し
、
心
を
聖
道
に
修
せ
し
む
。
若
し
仏
弟
子
、
此
の
八

事
を
誦
せ
ば
、
念
念
の
中
に
於
て
、
無
量
の
罪
を
滅
す
。
菩
提
に
進
趣
し
、
速

に
正
覚
に
登
り
、
永
く
生
死
を
断
じ
、
常
住
快
楽
な
ら
ん
。
師
、
自
ら
広
大
の

悲
願
を
立
て
、
入
仮
・
度
生
、
斯
典
、
験
す
べ
し
。
師
の
意
、
衆
生
を
し
て
吾

の
如
く
復
た
悲
願
を
立
て
し
め
ん
と
。
否イ

ナ
な
る
則
は
、
何
ぞ
人
に
教
る
に
大
人

を
学
す
こ
と
を
以
て
為セ

ん
。
始
め
大
人
を
学
ぶ
に
、
其
の
八
法
有
り
。
八
法
成

就
せ
ば
、
人
人
・
文
殊
・
普
賢
・
大
人
の
境
界
、
若
し
這こ

の
境
界
を
獲
れ
ば
、
孰

れ
か
師
、
孰
れ
か
衆
生
な
ら
ん
。
玆
に
諸
の
大
乗
経
を
略
し
て
、
偏
に
是
経
に

拠
り
て
、
啻た

だ
諸
を
簡
易
に
取
り
て
、
末
後
の
教
誡
と
為
す
の
み
に
あ
ら
ず
。

修
多
羅
の
師
の
丹
衷
に
符カ

ナ
う
、
斯
の
文
を
捨
て
て
何
く
に
か
求
め
ん
。
今
の
正

法
眼
蔵
、
或
い
は
此
巻
を
闕
く
。
第タ

ダ
恨
む
ら
く
は
、
未
だ
其
の
草
を
閲
せ
ず
。

（
同
前
一
八
二
頁
）

　

ま
ず
「
正
法
眼
蔵
」
に
つ
い
て
、
大
半
が
『
重
写
記
』
に
引
用
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
後
述
す
る
晃
全
の
識
語
に
も
一
部
の
内
容
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
『
正
法
眼
蔵
』
が
仮
名
書
き
で
あ
る
理
由
を
、
宗
意
を
多
く
の
人

に
表
明
す
る
た
め
で
あ
る
と
し
、
懐
奘
は
、
そ
の
提
唱
を
聴
く
に
つ
れ

て
書
写
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
永
平
寺
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
六
十
巻

本
に
見
ら
れ
る
、
懐
奘
の
奥
書
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

『
正
法
眼
蔵
』
の
内
容
を
評
し
た
後
、『
永
平
紀
年
録
』
建
長
四
年
条

の
、

余
、
多
年
訓
示
す
る
所
、
懐
弉
等
採
摝
し
、
私
か
に
紙
筆
を
染
む
。
軸
を
累
て

数
十
巻
に
至
る
。
終
に
正
法
眼
蔵
の
目ナ

有
り
。
幸
に
し
て
残
齢
延
る
こ
と
有
ら

ば
、
猶
お
国
字
の
仮
借
を
改
め
て
、
之
を
一
百
巻
に
足タ

し
て
、
以
て
吾
遺
範
と

為
さ
ん
。
惜
し
か
な
、
疾
風
日ヒ

ヽ

に
薄
、
相
尋
ね
て
毫
を
濡
す
に
逮お

よ

ば
ず
と
。

（
同
前
一
七
九
頁
）

を
引
用
し
、
も
う
少
し
長
生
き
で
き
れ
ば
、
文
字
を
校
正
し
て
、
百
巻

構
想
を
目
指
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
る
。
最
も
重
要
な
の
は

最
後
の
二
文
で
あ
り
、
当
時
、
各
地
に
複
数
の
編
輯
体
系
が
存
在
し
て

い
た
が
、
ど
れ
が
正
し
い
の
か
を
議
論
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
永
平
紀
年
録
』
の

撰
述
時
点
に
お
い
て
、
様
々
な
『
正
法
眼
蔵
』
の
編
輯
体
系
の
存
在
に

対
し
て
、
巻
数
の
多
募
に
基
づ
く
優
劣
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
、
卍
山
が
「
拾
遺
」
を
敢
え
て
設
け
た

理
由
と
し
て
、
巻
数
を
多
く
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
身
の
編
輯
本
が

最
も
優
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
可
能
性
も
示
唆
す

る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
「
大
人
覚
」
を
見
る
と
、「
八
大
人
覚
」
巻
は
『
八
大
人
覚
経
』

（『
大
正
蔵
』
十
七
・
七
一
五
頁
中
～
下
段
）
の
抜
粋
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
前

提
に
論
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
出
典
が
『
遺
教
経
』
で
あ

る
こ
と
は
、
内
容
の
一
部
と
共
に
『
建
撕
記
』（『
諸
本
対
校

永
平
開
山
道
元
禅
師
行

状
建
撕
記
』
七
七
頁
）
に
明
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
ま
た
『
永
平
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紀
年
録
』
に
も
、
建
長
四
年
の
夏
に
『
遺
教
経
』
の
講
義
を
し
た
こ

と
、「
八
大
人
覚
」
巻
が
こ
の
経
典
に
基
づ
く
こ
と
と
、「
八
題
目
」
と

し
て
内
容
の
一
部
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
同
前
一
七
九
頁
）。「
大
人
覚
」

の
最
後
の
文
か
ら
、
愚
門
は
「
八
大
人
覚
」
巻
、
あ
る
い
は
こ
の
巻
を

含
む
「
秘
密
正
法
眼
蔵
」
等
を
閲
覧
し
て
い
な
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、

『
永
平
紀
年
録
』
の
記
載
内
容
か
ら
出
典
が
『
遺
教
経
』
で
あ
る
こ
と

を
判
断
す
る
こ
と
は
出
来
る
上
、『
八
大
人
覚
経
』
と
『
遺
教
経
』
の

「
八
題
目
」
の
文
言
は
全
く
異
な
る
た
め
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
し

た
の
か
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
卍
山
本
の
「
拾
遺
」
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て

お
き
た
い
。
以
前
こ
の
問
題
を
論
じ
た
際
に
は
、「
弁
道
話
」「
重
雲
堂

式
」「
示
庫
院
文
」
の
三
巻
は
、
出
所
は
推
定
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
を
『
正
法
眼
蔵
』
に
編
入
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
仮
名

法
語
で
あ
る
こ
と
以
上
の
理
由
は
見
出
し
に
く
い
こ
と
、「
受
戒
」「
八

大
人
覚
」
の
二
巻
は
、
両
者
の
単
独
伝
写
本
が
存
在
し
た
可
能
性
を
挙

げ
て
お
い
た
（「
中
世
」〈
一
〉
二
二
三
～
二
二
五
頁
）
が
、
本
稿
で
は
別
の

可
能
性
を
示
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
月
舟
の
晩
年
の
説
示
で
構
成

さ
れ
る
『
月
舟
和
尚
夜
話
』
の
、

丑
（
貞
享
二
年
乙
丑
〈
一
六
八
五
〉
ヵ
、
筆
者
注
）
ノ
七
月
十
二
日
ノ
開
示

ニ
、
正
法
眼
蔵
十
二
巻
目
ノ
、
戒
ヲ
以
根
本
ト
ス
、
若
シ
此
ノ
戒
ナ
ケ
レ
バ

仏
法
ワ
破
滅
ス
ゾ
、
諸
仏
ノ
本
根
也
。（
以
下
略
）（『
曹
洞
宗
全
書
』
法
語
・

二
六
二
～
二
六
三
頁
）

七
月
十
六
日
開
示
ニ
、
十
六
条
ノ
戒
ヲ
根
本
ト
ス
、
持
タ
ズ
ン
バ
不
可
有
。

（
同
前
二
六
三
頁
）

と
い
う
二
つ
の
記
載
で
あ
る
。
十
二
巻
本
に
お
い
て
、
戒
律
の
問
題
は

主
題
の
一
つ
で
あ
り
、
七
十
五
巻
本
よ
り
も
そ
の
比
重
は
大
き
く
、
ま

た
後
の
引
用
の
十
六
条
戒
の
受
持
は
、「
受
戒
」
巻
の
主
題
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
記
載
を
素
直
に
受
け
取
れ
ば
、
月
舟
は
十
二
巻
本
を
参
照

し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
ま
た
永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）
外
に

も
十
二
巻
本
の
写
本
が
存
在
し
た
可
能
性
も
示
す
記
載
と
し
て
も
重
要

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
恐
ら
く
、
先
の
「
正
法
眼
蔵
」
の
末
尾
に
も

あ
る
通
り
、
収
録
巻
数
の
多
寡
に
よ
っ
て
編
輯
体
系
の
価
値
判
断
を

行
っ
た
結
果
、
徐
々
に
姿
を
没
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

十
二
巻
本
に
あ
っ
て
、
六
十
巻
本
に
無
い
巻
は
、「
受
戒
」「
深
信
因

果
」「
四
禅
比
丘
」「
一
百
八
法
明
門
」「
八
大
人
覚
」
の
五
巻
で
あ
る
。

そ
し
て
卍
山
は
こ
の
中
か
ら
、
何
ら
か
の
基
準
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

真
偽
を
判
断
し
た
上
で
、「
受
戒
」「
八
大
人
覚
」
巻
を
採
っ
て
「
拾

遺
」
に
編
入
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、「
深
信
因

果
」
巻
に
つ
い
て
、
例
え
ば
節
晃
は
、
後
に
『
重
写
記
』
の
前
に
付
し

た
文
に
お
い
て
、

深
信
因
果
・
道
心
・
生
死
の
三
篇
は
、
語
言
鄙
陋
に
し
て
、
旨
趣
も
亦
た
絶
表

の
作
無
く
、
常
流
に
出
で
ず
。
余
、
曽
て
菽

し
ゅ
く

麥ば
く

未
だ
拆
た
ず
、
写
し
て
之
を
巻

末
に
附
す
な
り
。
後
人
、
誤
り
て
伝
写
す
る
こ
と
莫
れ
。（
拙
稿
「
訳
注
『
正

法
眼
蔵
重
写
記
』―
附
論　

節
晃
守
廉
の
行
状
に
つ
い
て
―
」、『
駒
澤
大
学
大
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四
六

学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
第
四
十
九
号
、
二
〇
一
六
年
五
月
、
一
七
五
頁
、

原
漢
文
、
一
部
訂
正
）

と
述
べ
、「
深
信
因
果
」「
道
心
」「
生
死
」
巻
は
道
元
禅
師
の
撰
述
か
、

疑
問
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
天
桂
伝
尊
（
一
六
四
八
～
一
七
三
五
）

『
正
法
眼
蔵
弁
註
』
に
は
、「
弁
曰
、
此
の
章
の
示
誨
を
以
て
之
を
見
れ

ば
、
深
信
因
果
篇
は
偽
撰
な
り
」（『
大
成
』
十
五
・
六
〇
一
頁
、
原
一
部
漢

文
）、「
是
れ
従
り
已
下
は
、
深
信
因
果
篇
を
偽
撰
す
る
類
の
無
眼
子
の

妄
添
な
ら
ん
」（
同
前
六
〇
二
頁
、
原
一
部
漢
文
）
と
あ
り
、「
深
信
因
果
」

巻
全
体
と
、
注
釈
対
象
で
あ
る
「
大
修
行
」
巻
の
後
半
の
一
部
に
つ
い

て
、
道
元
禅
師
の
撰
述
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
一
方
で
逆
に
、

先
述
の
通
り
、
晃
全
は
後
に
偽
撰
と
さ
れ
る
「
陞
座
」
巻
を
編
入
し
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
世
初
期
に
お
い
て
は
、『
正
法
眼
蔵
』
各
巻
の
親

撰
・
偽
撰
に
関
す
る
見
解
は
未
だ
固
ま
っ
て
お
ら
ず
、
様
々
な
議
論
が

行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
ま
ま
、
天
桂
の
時
代
に
入
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う）
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。
よ
っ
て
、『
正
法
眼
蔵
』
真
偽
論
が
天
桂
の
頃

か
ら
始
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
交
流
の
有
無
等
も
含
め
て
、
今
一

度
よ
く
検
討
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
卍
山
本
の
「
拾
遺
」

も
、
そ
の
よ
う
な
真
偽
の
判
断
が
行
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
も
ま

た
考
え
ら
れ
る
た
め
、
今
後
さ
ら
な
る
資
料
蒐
集
を
通
じ
た
確
定
作
業

が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
卍
山
が
よ
り
多
く
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
巻
を
集
め
て
、
撰

述
年
時
順
に
排
列
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
以
前
の
結
論
の
要
旨
は
、
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

江
戸
時
代
以
前
に
お
い
て
、
宗
門
内
に
お
け
る
様
々
な
門
派
で
重
視
・
所
蔵
さ

れ
て
い
た
『
正
法
眼
蔵
』
の
系
統
は
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
卍
山

本
・
晃
全
本
編
輯
の
動
機
は
、
様
々
な
『
正
法
眼
蔵
』
を
統
一
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
は
、
巻
次
排
列
を
改
め

る
し
か
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
の
際
に
、
従
来
採
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
、
撰

述
年
時
と
い
う
明
確
な
基
準
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。（
拙
稿
「
版
橈
晃
全
の
活
動
と
晃
全
本
『
正
法
眼
蔵
』」、『
傘

松
』
第
八
九
一
号
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
）

　

こ
の
内
、
最
初
の
一
文
以
外
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
の
再
検
討
の
結

果
、
修
正
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
と
判
断
し
た
。
簡
略
に
述
べ
れ
ば
、

（
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晃
全
は
『
正
法
眼
蔵
』
編
集
の
実
際
に
昧
い
こ
と
か
ら
、
結
集
順
列
に

当
っ
て
は
七
十
五
巻
本
も
六
十
巻
本
も
、
そ
の
他
八
十
四
巻
本
・
七
十
八
巻
本

等
を
各
本
の
謄
写
者
の
任
意
に
依
る
列
次
書
写
と
見
て
、
こ
れ
ら
を
結
集
し
て

奥
書
年
時
順
に
配
列
し
て
統
一
的
編
集
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。（『
河
村
書
』

四
二
五
頁
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
補
足
し
つ
つ
、
改
め
て
説

明
し
て
み
る
と
、
先
の
論
と
一
部
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

　
『
正
法
眼
蔵
』
の
成
立
論
に
つ
い
て
、
現
在
は
、
道
元
禅
師
が
、

個
々
の
仮
名
法
語
と
し
て
著
し
た
「
仏
性
」
等
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
ら



近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
秋
津
）

四
七

を
自
ら
、
後
に
『
正
法
眼
蔵
』
の
総
題
号
の
下
に
結
集
し
、
何
ら
か
の

意
図
を
以
て
排
列
を
定
め
る
編
輯
を
行
っ
た
結
果
、「
正
法
眼
蔵
仏
性

第
三
」
等
の
新
た
な
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
各
巻
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
を
『
正
法
眼
蔵
』
と
し
て
整
理
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
卍
山
・
晃
全
は
、『
正
法
眼

蔵
』
の
書
名
が
先
に
あ
り
、
こ
の
下
に
各
巻
を
撰
述
し
て
い
っ
た
と
考

え
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
正
法
眼
蔵
』
と
い
う
書
名
に
沿
っ

た
著
作
の
撰
述
が
、
年
を
追
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
で
完
成
を
目
指
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
各
巻
を
撰
述
年
時

順
に
排
列
す
る
こ
と
に
は
、
思
想
的
連
続
性
も
想
定
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
、
諸
方
に
巻
数
や
排
列
の
異
な
る

『
正
法
眼
蔵
』
が
存
す
る
原
因
は
、
後
代
の
人
物
の
改
変
に
よ
る
も
の

で
、
こ
の
問
題
の
解
決
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
よ
っ
て
、
諸
方

の
『
正
法
眼
蔵
』
を
結
集
し
、
各
巻
の
撰
述
年
時
に
従
っ
て
編
輯
す
る

こ
と
を
通
じ
た
、
道
元
禅
師
の
撰
述
し
た
『
正
法
眼
蔵
』
へ
の
復
古

が
、
卍
山
本
・
晃
全
本
編
輯
の
動
機
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
統

一
的
な
『
正
法
眼
蔵
』
が
完
成
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
下
、
改
め
て
資
料
を
確
認
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
く
。
ま
ず
、
卍

山
の
『
正
法
眼
蔵
』
編
輯
論
に
関
す
る
最
も
具
体
的
な
言
説
が
あ
る
、

正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
十
一
月
二
十
八
日
に
著
し
た
序
文
を
確
認
す

る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
原
本
の
源
光
庵
（
京
都
府
京
都
市
）
本
『
正
法

眼
蔵
』（『
大
成
』
続
輯
七
・
三
～
四
頁
）
を
底
本
と
し
、『
卍
山
広
録
』
二

十
九
（『
曹
洞
宗
全
書
』
語
録
二
・
五
七
五
頁
）
所
収
本
と
対
校
し
て
校
異
を

付
し
、『
卍
山
広
録
』
の
訓
点
に
従
い
つ
つ
、
一
部
を
補
っ
て
訓
読
し

て
示
し
た
。
な
お
、
改
行
は
論
の
都
合
に
よ
り
筆
者
の
判
断
で
行
っ
た

も
の
で
、
原
典
に
は
改
行
は
な
い
。

永＊

平
正
法
眼
蔵
序

昔
四
天
王
、
同
時
に
仏
世
尊
の
所ト

に
来
詣
す
。
爾
時
世
尊
、
其
の
四
方
の
語
を

以
て
、
次
第
に
説
法
す
。
四
天＊

、
序
を
以
て
皆
な
解
了
を
得
た
り
。
是
れ
世
尊

随
機
の
方
言
な
り
。

我
が
永
平
高
祖
、
曽＊

て
国
字
国
語
を
以
て
、
此
の
正
法
眼
蔵
を
演
べ
、
人
を
し

て
解
了
し
易
か
ら
し
む
る
は
、
亦
た
高
祖
随
機
の
方
言
な
り
。
高
祖
滅
後
、
孤

雲
禅
師
、
結
集
を
為
す
と
雖
も
、
未
だ
編
次
を
定
め
ず
。
是
の
故
に
後
学
、
手

に
信
せ
て
纂
輯
し
、
次
第
に
雑
乱
し
て
、
閲
す
る
者
の
慊
と
為
す
。

老
衲
、
大
乗
に
住
す
る
日
、
先
師
の
命
を
受
け
て
、
逐
一
校
考
す
。
年
月
日
時

を
以
て
巻
の
次
第
を
立
て
、
諸
方
の
古
本
を
集
め
、
文
字
の
脱
誤
を
正
し
、
新

に
両
本
を
写
し
て
、
以
て
大
乗
室
中
の
法
宝
と
為
す
。
大
乗
を
退
く
に
及
び

て
、
彼
の
校
考
・
点
竄
の
旧
本
を
携
え
て
、
今
に
至
る
ま
で
左
右
に
在
り
。
只

だ
自
ら
看
閲
す
べ
し
、
人
の
目
を
寓
せ
し
む
る
に
堪
え
ず
。

是
に
於
て
、
龍
菴
主
、
書
写
の
功
を
起
こ
し
、
菴
務
暇
有
る
と
き
は
、
則
必
ず

筆
硯
三
昧
に
入
る
。
三
昧
孤
な
ら
ず
、
万
指
上
座
、
義
を
見
て
助
筆
す
。
既
に

し
て
全
部
円
成
、
荘
厳
し
て
箱
を
盛
り
、
永
く
菴
門
不
貲
の
大
法
財
と
為
る
と

き
は
、
則
ち
祖
室
の
富
貴
、
又
た
猶
お
仏
乗
の
華
厳
有
る
が
如
し
。
因
に
一
偈

を
係
て
、
以
て
悠
久
を
祝
す
。
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空
手
に
し
て
郷
に
還
る
何
の
所
為
ぞ
、
總
持
文
字
摩
尼
を
撒
す
。

児
孫
収
拾
し
て
幢
頂
に
上
す
、
大
法
財
を
雨
し
て
了
時
無
し
。

正＊

徳
元
年
龍
舎
辛
卯
仲
冬
二
十
八
日

　
　
　
　

嗣
祖
比
丘
白
卍
山
拝
書
（
花
押
）

※�

永
平
正
法
眼
蔵
序
―
其
四
、
天
―
王
、
曽
―
嘗
、
正
徳
～（
花
押
）―
ナ
シ
。

　

二
段
落
目
に
お
い
て
、
卍
山
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
排
列
に
関
す
る
意

見
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
道
元
禅
師
示
寂
後
、
懐
奘
は
結
集
を

行
っ
た
が
、
巻
次
排
列
を
決
め
る
編
輯
は
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の

た
め
に
後
代
の
人
物
が
個
々
に
編
輯
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
複
数
の
編

輯
体
系
が
生
ま
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
三
段
落
目
に
お
い
て
、

大
乘
寺
時
代
に
、
月
舟
の
命
を
受
け
て
、
諸
本
を
集
め
て
文
字
を
校
訂

し
、
撰
述
年
時
順
の
排
列
に
改
め
、
室
中
に
納
め
た
、
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
に
は
恐
ら
く
、
懐
奘
だ
け
で
な
く
、
道
元
禅
師
も
ま
た
『
正

法
眼
蔵
』
の
巻
次
を
明
確
に
定
め
な
か
っ
た
と
い
う
意
趣
も
含
ま
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
巻
次
排
列
の
基
準
と
し
て
残
さ
れ

た
材
料
は
、
道
元
禅
師
に
よ
る
撰
述
の
「
年
月
日
時
」
の
み
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
こ
れ
が
卍
山
本
を
撰
述
年
時
順
に
排
列
し
た
理
由
で
あ
る
。

　

次
に
、
晃
全
が
一
度
目
の
晃
全
本
の
書
写
を
終
え
た
、
元
禄
三
年
三

月
十
三
日
に
記
し
た
識
語）
11
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を
確
認
す
る
。
本
稿
で
は
必
要
な
箇
所
の
み

提
示
し
、
原
論
文
で
は
、
平
仮
名
を
漢
字
に
改
め
、
濁
点
を
付
す
等
の

処
理
を
行
い
、
読
解
し
や
す
く
し
た
文
も
掲
載
し
て
い
る
た
め
、
全
体

も
含
め
て
必
要
に
応
じ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

お
ほ
よ
そ
、
や
ま
と
ふ
み
つ
く
る
に
は
、
そ
の
と
し
た
る
、
か
み
の
み
つ
の
か

へ
し
の
は
し
め
よ
り
、
み
つ
く
き
お
そ
む
る
の
な
ら
ひ
な
る
め
る
ゆ
へ
に
、
こ

の
九こ

こ
十の

そ
あ
ま
り
の
ま
き
こ
と
に
、
み
な
ひ
き
か
へ
し
の
は
し
め
に
、
題
号
お
か

き
い
た
し
け
ん
な
り
。

高
祖
古
仏
の
か
き
た
ま
ふ
時
は
、
そ
の
か
な
、
あ
く
ま
で
た
た
し
け
ら
し
お
、

の
ち
の
う
つ
せ
る
も
の
、
烏
焉
馬
に
ひ
た
ふ
る
あ
や
ま
り
、
又
は
か
た
か
な
な

と
に
な
ほ
せ
し
と
き
、
い
つ
も
か
な
は
、
お
な
し
こ
と
に
や
と
お
も
ふ
ゆ
へ
に
、

　

高
祖
古
仏
の
ふ
ん
て
か
た
、
十と

お
に
一
も
あ
る
な
し
に
な
り
も
て
ゆ
く
。
い
か

な
る
岩
木
も
、
こ
れ
を
な
け
か
ぬ
こ
と
や
あ
ら
さ
ら
め
や
は
。
又
、
ま
き
の
つ

ひ
て
も
し
と
ろ
な
れ
は
、
不
肖
や
つ
か
れ
、
い
ま
そ
の
万よ

ろ
つの

一
お
、
古
に
ふ
く

せ
ん
と
お
も
ひ
た
ち
て
、
元
禄
の
二
つ
の
と
し
の
す
へ
よ
り
、
お
な
し
き
み
つ

の
と
し
の
春
ま
で
に
、
九
十
あ
ま
り
一
巻
お
敬
写
し
て
、
こ
の
山
の
ふ
く
ら
に

お
さ
む
る
も
の
な
ら
し
と
よ
。（「
晃
全
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
成
立
過
程
に
つ
い

て
（
上
）」
二
四
五
頁
）

　

晃
全
は
、
過
去
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
写
に
お
け
る
問
題
点
と
し

て
、
道
元
禅
師
が
著
し
た
平
仮
名
を
、
後
人
が
書
写
す
る
際
に
書
き

誤
っ
た
こ
と
、
ま
た
例
え
ば
平
仮
名
の
「
あ
」
は
、「
安
」「
阿
」「
愛
」

「
亞
」「
惡
」
か
ら
の
崩
し
が
存
在
す
る
（
児
玉
幸
多
編
『
く
ず
し
字
用
例
辞

典
』、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
三
年
三
月
、
一
二
三
七
～
一
二
四
〇
頁
）
が
、
こ

れ
ら
の
仮
名
遣
い
の
違
い）
11
（

を
、
片
仮
名
で
書
写
し
た
際
に
は
反
映
で
き

な
い
こ
と
、
諸
本
の
排
列
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
意
識
が
、
晃
全
本
を
平
仮
名
で
書
写
し
た
理
由
で
あ
り
、
加
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四
九

え
て
六
十
巻
本
は
平
仮
名
書
き
で
あ
る
こ
と
、
中
世
以
来
、
永
平
寺
で

は
六
十
巻
本
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
晃
全
が
六
十
巻
本
を
重
ん

じ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
晃
全
本
編
輯
の
目
的
は
、「
い
ま
そ
の
万
の
一
お
、
古
に
ふ

く
」
す
る
、
つ
ま
り
数
多
の
『
正
法
眼
蔵
』
を
、
道
元
禅
師
撰
述
時
点

の
姿
に
戻
す
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
晃
全
本
を
撰
述
年
時
順
に
排
列

し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
晃
全
の
考
え
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
原
姿

で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
卍
山
と
晃
全
の
間
に
は
交
流
が

あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
卍
山
本
の
成
果
が
晃
全
本
に
反
映
さ

れ
た
の
が
明
確
に
な
る
の
は
、
こ
の
識
語
が
記
さ
れ
た
後
に
書
写
さ
れ

た
、
後
期
段
階
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
（「
晃
全
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
成
立
過

程
に
つ
い
て
（
上
）」
二
五
一
～
二
五
二
頁
）。
そ
の
た
め
、
撰
述
年
時
順
の
排

列
と
い
う
発
想
が
、
晃
全
自
身
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
卍
山
の
影
響
に

よ
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、『
卍
山
広

録
』
に
は
、
晃
全
の
永
平
寺
住
持
決
定
に
際
し
て
の
疏
や
、
世
代
改
め

に
賛
同
す
る
書
簡
が
収
録
さ
れ
て
い
る）
11
（

こ
と
か
ら
、
旧
知
の
仲
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
た
め
、
恐
ら
く
卍
山
本
の
編
輯
法
は
承
知
し

て
い
た
も
の
の
、
現
物
は
九
十
一
巻
本
の
書
写
を
終
え
る
ま
で
確
認
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
晃
全
本
「
行
持
」
巻
の
内
容
の
順
番
は
、
古
写
本
と
は
相
違

し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
の
が
以
下
の
識
語
で
あ
る
。

右
こ
の
行
持
の
ま
き
、
懐
弉
大
禅
師
の
正
本
、
と
し
い
と
き
れ
、
文
段
の
衣
第

前
後
せ
る
を
、
後
人
と
り
ひ
ら
ふ
て
あ
つ
め
け
る
ゆ
へ
に
、
諸
寺
の
本
、
一
や

う
な
ら
す
。
先
師
を
の
ち
に
し
、
後
孫
を
は
じ
め
に
す
。
い
ま
善
本
を
も
て
、

前
後
の
次
第
よ
く
、
じ
ゅ
ん
し
よ
く
す
る
も
の
な
ら
し
。
す
へ
に
い
た
り
て
、

馬
祖
の
事
あ
り
け
る
は
、
文
儀
の
次
第
、
こ
こ
に
い
り
て
よ
か
ん
め
れ
ハ
な
り

三
十
四
世
之
後
孫
奉
敬
写
焉
矣　

晃
全
板
橈
合
爪
三
（
拙
稿
「
晃
全
本
『
正

法
眼
蔵
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
（
下
）」
二
一
三
頁
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
諸
本
で
「
行
持
」
巻
の
内
容
の
順
番
が
異
な
る
理

由
を
、
懐
奘
書
写
本
の
綴
糸
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
、
後
人
が
取

り
拾
っ
て
集
め
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
、
そ
れ
を
、
祖
師
の
生
没
年

に
沿
っ
て
再
編
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
の
卍
山
の
序
文
に

お
け
る
、
諸
本
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
排
列
が
異
な
る
理
由
の
説
明
と
類

似
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
ま
た
「
行
持
」
巻
の
排
列
は
、
広
福
寺

（
熊
本
県
玉
名
市
）
に
所
蔵
さ
れ
る
、
真
蹟
の
「
行
持
」
下
巻
を
参
照
す

る
と
、
古
写
本
の
排
列
と
相
違
す
る
部
分
は
な
い
た
め
、
生
没
年
順
で

は
な
い
の
は
、
道
元
禅
師
の
意
図
し
た
通
り
の
排
列
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
し
か
し
晃
全
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
承
知
し
て
い
な
い
た

め
、
再
編
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
節
晃
が
元
禄
五
年
七
月
十
四
日
に
撰
述
し
た
『
重
写
記
』

を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
節
晃
は
『
重
写
記
』
で
、
晃
全
の
下
で
『
正

法
眼
蔵
』
の
書
写
を
行
い
、
宝
蔵
の
捜
索
等
も
行
っ
た
と
自
ら
述
べ
て

お
り
、
ま
た
晃
全
の
「
世
代
改
め
」
を
積
極
的
に
評
価
し
た
人
物
の
一

人
で
も
あ
る
。『
重
写
記
』
の
『
正
法
眼
蔵
』
編
輯
論
に
関
す
る
箇
所
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五
〇

を
、
便
宜
上
段
落
分
け
し
た
上
で
、
訓
読
し
て
示
せ
ば
以
下
の
通
り
で

あ
る
。余

、
嘗
て
叢
林
に
伝
わ
る
所
の
正
法
眼
蔵
の
全
帙
を
見
る
に
〈
或
い
は
六
十

巻
、
或
い
は
八
十
三
巻
、
或
い
は
四
十
巻
を
以
て
一
帙
と
為
す
、
故
に
寺
院
に

之
れ
在
る
毎
に
巻
数
鈞ひ

と

し
し
な
し
〉、
皆
な
現
成
公
案
を
以
て
巻
頭
に
按
じ
、

般
若
の
巻
を
以
て
之
れ
が
次
に
序つ

い
ず
。
綢
繆
し
て
古
に
慣
え
ば
則
ち
、
浸や

や
暦
号

の
始
卒
、
住
山
の
歴
次
に
顛
倒
あ
る
者
、
亦
絶

は
な
は
だ鮮
か
ら
ず
。

故
に
余
、
熟

つ
ら
つ
ら

諸こ

れ
を
思
惟
す
る
に
、
凡
そ
玆
の
正
法
眼
蔵
は
、
師
の
興
聖
・

吉
峰
・
六
波
羅
蜜
寺
趾し

・
禅
師
峰
に
歴
住
し
、
甫は

じ

め
寛
喜
辛
卯
自
り
、
竟お

わ

り

建
長
癸
丑
に
抵あ

た
る
、
四
会
二
十
三
年
の
演
法
に
し
て
、
神
足
の
侍
奉
も
亦
た
会

の
毎
に
一
人
に
非
ず
。
故
に
、
或
い
は
五
巻
、
或
い
は
十
巻
、
各
自
の
得
る
所

に
従
り
て
、
巻
目
を
次
序
す
。
故
に
、
多
と
寡
と
一
概
を
以
て
し
て
之
を
論
ず

と
雖
も
、
所
以
に
合
す
る
と
き
は
則
ち
、
甲
・
乙
の
翻
覆
を
見
て
、
往
々
に
し

て
以
て
牴て

い
牾ご

を
為
す
。

之
に
依
り
て
、
余
の
不
敏
を
以
て
す
と
雖
も
、
略
し
て
之
を
校
正
し
て
、
其
の

経
緯
・
綸
緝
、
之
を
正
に
準
ぜ
ん
と
欲
う
者
は
法
な
り
。
故
に
而
今
、
暦
号
の

甲
・
乙
に
牽
か
れ
、
歴
住
の
輪
次
に
随
う
。
則
ち
弁
道
話
を
先
に
し
、
般
若
・

現
成
を
次
に
し
て
、
以
て
綱
目
を
為
す
。
自
ら
意お

も
う
ら
く
、
果
た
し
て
蒐
輯
の

全
を
得
た
り
と
。

或
い
は
難
じ
て
曰
く
、
子
の
此
の
巻
目
連
ぬ
る
を
観
る
に
、
稍
古
本
の
例
に
異

な
る
所
有
る
は
何
ぞ
居や

。
直
𩜙
い
暦
次
、
間ま

ま
に
齟
齬
を
為
す
こ
と
有
る
も
、
将

就
に
傚
は
ば
、
又
た
其
れ
宜
し
き
な
り
。
孰
れ
か
肯
て
之
を
挌
ん
邪や

と
。

余
曰
く
、
諒ま

こ
とな
る
或
、
斯
の
言
也
。
然
り
と
雖
も
、
功
夫
弁
道
は
則
ち
、
証
上

に
万
法
を
現
し
、
出
路
に
一
如
を
行
ず
る
な
り
。
其
の
超
関
脱
落
の
時
、
豈
に

箇
の
節
目
に
抅
わ
ら
ん
や
。
脱
落
〻
〻
の
時
、
弁
道
に
輒た

ち
まち

、
公
案
現
成
す
る

な
り
。
是
れ
全
く
前
後
の
論
ず
べ
き
罔な

し
。
特た

だ
、
住
山
・
年
暦
の
次
第
に
由
り

て
、
則
ち
以
て
其
の
後
前
を
前
後
と
為
す
も
、
亦
た
予
が
臆
裁
を
出
で
ざ
る
に

庶ち

幾か
し

。
然
ら
ば
、
順
理
の
常
に
し
て
、
且
つ
高
祖
の
面
目
儼
然
た
る
を
見
る
に

足
る
。
然
れ
ば
則
ち
、
伊た

誰れ

か
諸こ

れ
を
以
て
、
其
れ
然
ら
ず
と
謂
わ
ん
や
。（
拙

稿
「
訳
注
『
正
法
眼
蔵
重
写
記
』」
一
六
六
～
一
六
八
頁
、
一
部
訂
正
）

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
拙
稿
「『
正
法
眼
蔵
重
写
記
』

に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
十
四
巻
第
一
号
、
二
〇
一
五
年
十
二

月
）
を
ご
参
照
頂
き
た
い
が
、
二
段
落
目
で
、
数
多
の
『
正
法
眼
蔵
』

が
存
在
す
る
理
由
を
、
道
元
禅
師
が
『
正
法
眼
蔵
』
と
い
う
著
作
を
継

続
し
て
撰
述
し
て
き
た
が
、
そ
の
間
に
多
く
の
弟
子
が
随
時
書
写
を
行

い
、
各
自
が
得
た
巻
を
任
意
に
編
輯
し
て
き
た
た
め
と
推
定
す
る
。
こ

の
論
は
、
卍
山
の
論
と
類
似
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
そ
し
て
三
段
落

目
で
、
撰
述
年
時
に
従
っ
た
排
列
に
よ
っ
て
古
に
復
す
る
こ
と
と
し
、

さ
ら
に
自
身
が
晃
全
本
よ
り
も
一
歩
進
め
て
、「
弁
道
話
」
巻
を
巻
首

に
置
く
な
ど
の
排
列
の
見
直
し
と
、「
正
法
眼
蔵
綱
目
」
の
整
備
を
行

い
、
完
成
さ
せ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
後
の
二
段
落
で
、
自
身
の

編
輯
論
に
対
す
る
意
見
と
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
自
問
し
て
い
る
。

　

以
上
見
て
き
た
通
り
、『
正
法
眼
蔵
』
を
撰
述
年
時
順
の
排
列
に
組

み
替
え
た
の
は
、
道
元
禅
師
の
撰
述
時
点
の
形
態
へ
の
復
古
を
意
図
し
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五
一

た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
卍
山
本
・
晃
全
本
に
は
、
編
輯
に
際
し
て

重
視
す
る
『
正
法
眼
蔵
』
の
編
輯
体
系
や
、
排
列
の
基
準
と
な
る
奥
書

の
判
断
基
準
が
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
目
的
・
外
見
上
は
共
通
で
あ
る

が
、
内
容
に
は
相
違
の
あ
る
『
正
法
眼
蔵
』
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

月
舟
は
、『
雲
堂
常
規
』
の
末
に
「
右
、
永
平
・
瑩
山
の
清
規
に

拠
っ
て
こ
れ
を
定
む
。
尽
未
来
際
、
遵
行
す
べ
き
も
の
な
り
」（『
曹
洞
宗

全
書
』
清
規
・
四
四
三
頁
、
原
漢
文
）
と
記
し
、
ま
た
卍
山
は
、『
正
法
眼

蔵
』「
面
授
」「
嗣
書
」
巻
を
読
ん
で
「
吁
仏
祖
ノ
伝
法
ハ
、
必
ズ
一
師

印
證
、
面
受
相
承
ニ
ア
ル
コ
ト
、
高
祖
如
此
厳
重
ニ
誡
メ
玉
ヘ
リ
」
と

い
う
こ
と
と
現
実
の
相
違
に
対
し
て
、「
一
旦
奮
然
ト
シ
テ
復
古
ノ
志

ヲ
決
シ
玉
ヘ
リ
」（『
宗
統
復
古
志
』、『
続
曹
洞
宗
全
書
』
室
中
・
五
三
九
頁
）

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
規
復
古
運
動
・
宗
統
復
古
運
動
は
、
そ
の

成
果
は
ど
う
あ
れ
、
共
に
宗
義
を
宗
祖
に
遡
源
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ

の
基
本
的
な
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
卍
山
・
晃
全
に
よ
る
『
正
法
眼

蔵
』
の
結
集
・
編
輯
も
、「『
正
法
眼
蔵
』
復
古
運
動
」
と
し
て
、
一
連

の
復
古
運
動
の
流
れ
の
中
で
捉
え
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
現
在

は
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
流
れ
は
、
他
の
復
古
運
動
の
経
緯

と
同
様
に
、
初
期
復
古
の
成
果
を
検
証
し
て
い
く
中
で
、
様
々
な
『
正

法
眼
蔵
』
が
生
ま
れ
た
、
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
た
め
、

次
稿
以
降
に
お
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　

注

（
１
）　

但
し
、
個
々
の
仮
名
法
語
と
し
て
撰
述
さ
れ
て
い
た
も
の
を

結
集
し
、
編
輯
し
た
と
い
う
説
明
は
、
興
聖
寺
（
京
都
府
宇
治

市
）
時
代
撰
述
の
巻
に
つ
い
て
で
あ
り
、
入
越
以
降
に
『
正
法
眼

蔵
』
の
書
名
が
確
定
し
て
か
ら
撰
述
し
た
巻
に
つ
い
て
は
、
書
名

や
既
撰
の
巻
に
沿
っ
た
撰
述
と
い
う
意
味
で
の
思
想
的
連
続
性
が

認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
杉
尾
玄
有
氏
は
、
入
越
前
後
を
境

と
し
た
、
七
十
五
巻
本
の
前
半
四
十
巻
を
甲
群
、
後
半
三
十
五
巻

を
乙
群
と
し
、「
乙
群
三
十
五
巻
の
列
次
番
号
が
ほ
ぼ
説
述
の
順

に
な
っ
て
い
る
」（『
道
元
禅
の
参
究
』、
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年

十
月
、
一
九
三
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、『
正
法
眼
蔵
』
の
書

名
を
決
定
す
る
前
に
撰
述
し
て
い
た
巻
と
、
書
名
決
定
後
に
撰
述

し
た
巻
に
つ
い
て
は
、
排
列
に
関
す
る
考
え
が
異
な
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
、
十
二
巻
本
の
全
て
が
鎌
倉
か
ら
永
平
寺
に
帰
山
後

に
構
想
・
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
最
初
か
ら

「
正
法
眼
蔵
第
一
出
家
功
徳
」
等
と
し
て
撰
述
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
り
、
そ
の
点
で
は
六
十
巻
本
・
七
十
五
巻
本
と
は
成
立
に
関
す

る
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（
２
）　

晃
全
の
伝
記
は
、
熊
谷
忠
興
「
三
百
回
忌
を
迎
え
た
晃
全
禅

師
（
一
）～（
完
）」（『
傘
松
』
第
五
八
一
、
五
八
三
～
五
八
六
号
、

一
九
九
二
年
二
月
、
四
～
七
月
）、『
文
書
編
』
三
所
収
『
僧
譜
冠

字
韻
類
』「
解
説
」
に
詳
し
い
。
な
お
生
年
に
つ
い
て
は
、『
僧
譜



近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
秋
津
）

五
二

雑
識
』
四
十
七
の
、

　
　

�

一
、
出
家
イ
タ
シ
、
廿
年
ノ
修
行
致
候
ヲ
遍
参
僧
ト
唱
。
諸
国

三
宝
幢
、
江
湖
頭
ノ
学
徳
ヲ
慕
候
テ
、
思
ヒ（
々
々
ヵ
）

々
師
匠
ヨ
リ
ノ
添

状
ヲ
以
集
参
イ
タ
シ
、
最
初
、
吉
祥
寺
或
ハ
青
松
寺
等
、
諸
国

案
内
ノ
寺
院
江
罷
出
、
学
席
江
列
リ
、
学
問
イ
タ
シ
、
夫
ヨ
リ

三
宝
幢
有
之
寺
院
江
相
越
、
修
行
イ
タ
シ
、
廿
年
ノ
修
行
満
候

テ
、
一
度
江
湖
頭
イ
タ
シ
候
。
是
ヲ
首
座
ト
唱
。
右
勤
畢
テ
、

長
老
ト
相
成
候
。（
下
略
）（『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
』
八
、

汲
古
書
院
、
一
九
八
一
年
七
月
、
一
〇
九
二
～
一
〇
九
三
頁
、

句
読
点
・
傍
線
筆
者
、「
三
宝
幢
」
は
全
て
底
本
マ
マ
）

　

と
い
う
記
事
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
を
見
る
と
、
出
家
し
て
二
十

年
の
修
行
を
行
う
僧
を
「
遍
参
僧
」
と
い
い
、
各
地
の
三
法
幢
地

等
の
有
徳
の
師
を
慕
っ
て
、
各
自
が
現
在
の
師
か
ら
の
添
状
を

持
っ
て
集
ま
り
、
最
初
は
、
吉
祥
寺
や
青
松
寺
等
の
「
諸
国
案
内

ノ
寺
院
」
へ
行
っ
て
、
そ
の
学
席
へ
入
っ
て
学
問
を
し
、
そ
の
後

に
三
法
幢
地
へ
行
っ
て
修
行
を
行
い
、
二
十
年
の
修
行
が
終
わ
っ

た
ら
、
結
制
安
居
の
首
座
を
務
め
る
こ
と
が
出
来
、
そ
れ
を
終
え

た
僧
を
長
老
と
呼
ぶ
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
吉
祥

寺
や
青
松
寺
は
「
諸
国
案
内
ノ
寺
院
」
の
例
示
で
あ
り
、
全
て
の

人
物
が
こ
の
二
箇
寺
で
参
学
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
文
で
は
、「
諸
国
案
内
ノ
寺

院
」
で
の
参
学
が
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
な
の
か
は
明
確
で
は
な

い
が
、『
諸
宗
階
級
』
上
に
は
、

冠
字
韻
類
』
に
後
に
付
さ
れ
た
『
永
平
晃
全
版
橈
野
水
禅
師
行
業

記
』
に
、「
延
宝
四
の
辰
に
抵
り
て
、
師
歳
已
に
五
十
有
二
」（「
三

百
回
忌
を
迎
え
た
晃
全
禅
師
（
一
）」
八
頁
、『
永
平
寺
史
料
全
書
』

禅
籍
編
三
、
大
本
山
永
平
寺
、
二
〇
〇
五
年
二
月
、
五
〇
七
頁
、

原
漢
文
）
と
あ
る
た
め
、
生
年
は
寛
永
二
年
と
な
る
点
に
注
意
。

（
３
）　
『
永
平
寺
史
』（
大
本
山
永
平
寺
、
一
九
八
二
年
九
月
）
に

「
慶
長
一
七
年
の
「
法
度
」
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
宛
名

が
「
大
洞
院
遠
州
可
睡
」
と
な
っ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
、
大
洞

院
門
派
の
代
表
と
し
て
の
可
睡
斎
で
あ
っ
て
、
可
睡
斎
独
自
に
下

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」（
五
六
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
後
に
政

治
的
な
理
由
に
よ
り
可
睡
斎
が
東
海
大
僧
録
に
任
命
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
点
に
注
意
。

（
４
）　

引
野
亨
輔
「
仏
書
と
僧
侶
・
信
徒
」（
横
田
冬
彦
編
『
読
書

と
読
者
』
所
収
、
平
凡
社
、
二
〇
一
五
年
五
月
）
参
照
。
な
お
中

野
何
必
氏
は
「
江
戸
中
期
柳
枝
軒
に
お
け
る
曹
洞
宗
門
と
の
御
用

関
係
―
面
山
瑞
方
と
の
親
交
に
着
目
し
て
―
」（『
駒
澤
大
学
仏
教

学
部
論
集
』
第
五
十
一
号
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）
に
お
い
て
、

曹
洞
宗
の
御
用
書
林
も
同
様
の
経
緯
で
成
立
し
た
の
か
、
さ
ら
に

は
曹
洞
宗
に
他
宗
と
同
様
の
御
用
書
林
が
存
在
し
た
の
か
に
つ
い

て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

（
５
）　

中
野
何
必
「
近
世
曹
洞
宗
の
檀
林
に
つ
い
て
」（『
曹
洞
宗
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
二
十
一
回
、
二
〇
二
〇
年

六
月
）
一
九
三
頁
。
な
お
同
論
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
、『
祠
曹
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五
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右
沙
弥
と
相
成
候
而
よ
り
追
々
、
通
用
之
経
文
等
、
其
外
禅
録

之
内
、
覚
易
き
書
物
等
を
教
、
段
々
養
育
仕
、
随
而
夏
冬
之

内
、
江
湖
江
罷
出
候
を
、
出
家
法
臘
之
始
と
い
た
し
、
上
座
と

相
唱
申
候
。（『
続
々
群
書
類
従
』
十
二
、
続
群
書
類
従
完
成

会
、
一
九
七
〇
年
二
月
、
三
九
四
頁
、
句
読
点
筆
者
）

　

と
あ
り
、
受
業
師
が
基
礎
教
養
の
指
導
を
行
い
な
が
ら
養
育
し
、

そ
の
後
に
結
制
に
参
加
す
る
こ
と
で
二
十
年
の
修
行
期
間
が
始
ま
る

と
し
て
い
る
た
め
、
三
法
幢
地
へ
向
か
う
前
に
「
諸
国
案
内
ノ
寺

院
」
に
滞
在
し
て
い
る
間
は
、
二
十
年
の
安
居
期
間
に
含
ま
れ
な
い

と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、「
諸
国
案
内
ノ
寺
院
」
と

は
、
い
わ
ば
各
地
域
に
お
け
る
初
等
教
育
機
関
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
規
定
こ
そ
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
安
居
前
の
基
礎
教
育
を
行

う
よ
う
な
仕
組
み
が
、
全
国
各
地
に
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

ず
、
こ
の
検
証
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
あ
る
い
は
、
例

え
ば
吉
祥
寺
の
寮
名
は
、
寮
主
名
で
あ
っ
た
も
の
が
近
世
末
期
に

は
地
方
名
と
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
（
岩
本
勝
俊
『
吉
祥

寺
史
』、
私
家
版
、
一
九
五
三
年
十
月
、
一
六
六
～
一
六
七
頁
）、

「
諸
国
案
内
」
を
文
字
通
り
の
意
味
で
捉
え
れ
ば
、
ど
こ
で
安
居
す

る
か
を
決
め
る
た
め
に
、
各
地
域
の
寺
院
の
情
報
を
提
供
し
た
り
、

仲
介
し
た
り
す
る
機
能
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、『
祠
曹
雑

識
』
で
は
、
遍
参
修
行
に
出
る
前
に
ど
の
師
に
就
く
か
を
決
め
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
た
め
、
恐
ら
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
６
）　

斎
藤
昭
俊
『
日
本
仏
教
教
育
史
研
究
―
上
代
・
中
世
・
近
世

―
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
三
月
）
一
九
三
～
一
九
五
頁
。

（
７
）　
『
永
平
寺
史
』
五
四
三
～
五
五
〇
頁
。

（
８
）　

例
え
ば
、
衣
笠
安
喜
『
京
都
府
の
教
育
史
』（
思
文
閣
出
版
、

一
九
八
三
年
七
月
）
で
は
、
京
都
に
お
け
る
各
宗
の
学
問
所
の
例

と
し
て
、「
日
蓮
宗
の
京
都
六
檀
林
（
松
ヶ
崎
・
鷹
峰
な
ど
）、
浄

土
宗
西
山
派
の
禅
林
寺
・
粟
生
光
明
寺
な
ど
、
東
本
願
寺
の
学

寮
、
西
本
願
寺
の
学
林
、
ま
た
五
山
や
大
徳
寺
・
妙
心
寺
・
黄
檗

山
万
福
寺
な
ど
の
禅
院
に
お
か
れ
た
学
寮
、
新
義
真
言
宗
の
智
積

院
学
寮
」（
七
九
頁
）
を
挙
げ
て
い
る
。

（
９
）　

花
園
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
、
大
学
案
内
の
「
沿
革
」
参
照

（https://w
w
w
.hanazono.ac.jp/about/history.htm

l

）。

（
10
）　

拙
稿
「
永
平
寺
三
十
六
世
融
峰
本
祝
の
伝
記
に
つ
い
て
」

（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
十
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
参
照
。

な
お
、
同
論
文
で
述
べ
た
通
り
、
泉
岳
寺
が
常
恒
会
地
に
な
っ
た

の
は
、
永
平
寺
に
融
峰
が
住
持
し
て
い
た
時
代
の
元
禄
六
年
四
月

二
十
八
日
で
あ
る
（
七
九
頁
）。
そ
の
た
め
、
晃
全
は
常
恒
会
地

と
し
て
の
泉
岳
寺
に
向
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

（
11
）　

圭
室
文
雄
編
『
曹
洞
宗
宝
永
年
間
僧
録
寺
院
帳
』（
大
本
山

總
持
寺
、
二
〇
一
五
年
一
月
）「
解
説
」
一
〇
～
一
二
頁
。

（
12
）　
『
諸
宗
階
級
』
上
（『
続
々
群
書
類
従
』
十
二
・
三
九
四
頁
）、

「
平
僧
掟
」（
横
関
了
胤
『
江
戸
時
代
洞
門
政
要
』、
東
洋
書
院
、

一
九
七
七
年
一
月
、
二
四
二
～
二
四
三
頁
）
参
照
。

（
13
）　

永
井
俊
道
「
近
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
僧
録
設
置
に
関
す
る
諸



近
世
に
お
け
る
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正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
秋
津
）

五
四

問
題
に
つ
い
て
」（『
仏
教
経
済
研
究
』
第
四
十
三
号
、
二
〇
一
四

年
五
月
）
二
三
三
頁
、
注
（
４
）
参
照
。

（
14
）　
『
埼
玉
県
教
育
史
』
二
（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
九

年
三
月
）
三
二
六
～
三
二
八
頁
、
拙
稿
「
永
平
寺
三
十
六
世
融
峰

本
祝
の
伝
記
に
つ
い
て
」
七
六
頁
、
注
（
45
）
参
照
。

（
15
）　

例
え
ば
、
融
峰
は
道
元
禅
師
四
五
〇
回
大
遠
忌
の
た
め
に
、

元
禄
八
年
四
月
三
日
に
「
勧
化
疏
」
を
発
し
て
お
り
（『
永
平
寺

史
』
八
三
六
～
八
三
八
頁
）、
ま
た
泰
雲
寺
（
闢
雲
寺
、
山
口
県

山
口
市
）
に
お
い
て
は
、
中
興
三
世
覚
隠
永
本
（
一
三
八
〇
～
一

四
五
四
）
の
二
〇
〇
回
忌
（
慶
安
四
年
〈
一
六
五
一
〉）、
二
五
〇

回
忌
（
元
禄
十
三
年
）
に
そ
れ
ぞ
れ
勧
化
を
行
っ
て
い
る
（
関
口

道
潤
校
訂
『
闢
雲
志
』、
泰
雲
寺
開
創
六
百
年
記
念
式
典
事
務
局
、

二
〇
〇
三
年
三
月
、
八
七
～
八
九
頁
）。

（
16
）　

圭
室
文
雄
『
總
持
寺
祖
院
古
文
書
を
読
み
解
く
―
近
世
曹
洞

宗
教
団
の
展
開
―
』（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
二
〇
〇
八
年
十
月
、
九

〇
～
九
二
頁
）
に
お
い
て
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来

関
三
刹
が
初
め
て
常
恒
会
地
に
任
じ
ら
れ
た
寛
文
八
年
（
一
六
六

八
）
以
前
の
、
寛
文
五
年
に
洞
寿
院
（
滋
賀
県
長
浜
市
）
が
永
平

寺
か
ら
常
恒
会
地
の
免
牘
を
得
て
い
る
。
ま
た
寛
永
六
年
八
月
十

三
日
以
降
、
断
続
的
に
各
地
の
寺
院
に
「
曹
洞
宗
法
度
」
が
下
さ

れ
て
い
る
（『
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
能
登
祖
院
古
文
書
目
録
』、

有
峰
書
店
新
社
、
二
〇
〇
五
年
三
月
、
二
〇
九
～
二
一
〇
頁
）
こ

と
は
、
僧
録
の
成
立
と
い
う
点
か
ら
、
注
目
さ
れ
て
良
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

（
17
）　
「
面
授
」
巻
の
卍
山
の
跋
文
に
は
、
版
元
の
林
伝
左
衛
門
か

ら
、
あ
る
人
の
勧
め
に
よ
っ
て
こ
の
巻
を
刊
行
す
る
こ
と
に
し
た

た
め
、
そ
の
流
通
の
証
と
し
て
こ
の
文
を
記
し
た
と
し
て
い
る

（『
大
成
』
四
・
七
〇
二
頁
）。
そ
の
た
め
、
卍
山
自
身
の
意
向
で

刊
行
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
奥
書
の
位
置
が
卍
山

本
（『
大
成
』
続
輯
七
・
四
〇
六
頁
）
と
同
じ
で
あ
る
な
ど
、
全

体
と
し
て
卍
山
本
に
依
拠
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の

文
は
建
前
上
の
も
の
、
あ
る
い
は
卍
山
門
下
の
い
ず
れ
か
の
人
物

に
よ
る
発
願
で
あ
ろ
う
。

（
18
）　

古
規
復
古
運
動
へ
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
道
元
禅
師

以
降
の
『
典
座
教
訓
』
の
伝
播
と
受
容
―
中
世
・
瑩
山
禅
師
よ
り

近
代
・
戦
前
期
に
か
け
て
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学

術
大
会
紀
要
』
第
二
十
一
回
、
二
〇
二
〇
年
六
月
）
に
略
述
し
た

の
で
、
合
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）　

中
世
に
お
け
る
梵
清
本
の
写
本
が
存
在
し
な
い
に
も
関
わ
ら

ず
、
長
円
寺
本
以
降
、
近
世
に
お
い
て
梵
清
本
の
写
本
が
続
出
す

る
理
由
の
推
定
に
つ
い
て
は
、「
中
世
（
二
）」
の
「（
２
）
太
容

梵
清
の
『
正
法
眼
蔵
』
書
写
活
動
と
諸
問
題
」
参
照
。

（
20
）　
「
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目
録
及
び
解
題
」
三
四
七
（『
曹
洞
宗

報
』
第
一
〇
〇
二
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
一
四
二
頁
、
典
籍

13
。
な
お
禅
定
寺
に
は
、『
重
雲
堂
式
』（
典
籍
14
）
や
『
五
山
十

刹
図
』（
典
籍
16
）
な
ど
、
大
乘
寺
所
蔵
典
籍
の
写
し
と
見
ら
れ



近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
秋
津
）

五
五

る
資
料
が
見
ら
れ
る
。

（
21
）　

拙
稿
「
本
山
版
『
正
法
眼
蔵
』
関
係
史
料
紹
介
―
無
名
本

『
正
法
眼
蔵
』
に
つ
い
て
―
」（『
駒
澤
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館

紀
要
』
創
刊
号
、
二
〇
一
六
年
七
月
）
参
照
。
な
お
、
同
論
文
に

は
数
箇
所
の
誤
字
が
存
在
す
る
の
で
、
以
下
に
訂
正
す
る
。
八
七

頁
「
多
転
法
輪
→
転
法
輪
」、
八
五
頁
「
無
隠
道
実
→
無
隠
道
費
」。

（
22
）　

節
晃
繕
写
本
系
の
新
出
資
料
と
し
て
、
糠
塚
大
慈
寺
（
青
森

県
八
戸
市
）
に
、
通
和
尚
本
系
の
一
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
紹
介
さ
れ
た
（「
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
目
録
及
び
解
題
」
三
六

〇
、『
曹
洞
宗
報
』
第
一
〇
二
〇
号
、
二
〇
二
〇
年
九
月
、
五
八

頁
、
典
籍
1
）。

（
23
）　

底
本
の
刊
本
の
訓
点
が
「
然
ル
則
ハ
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

敢
え
て
そ
の
ま
ま
訓
読
し
た
。
ま
た
「
大
人
覚
」
の
前
半
部
の

「
折
合
檃
括
ス
ル
則
ハ
」、
後
半
部
の
「
否イ
ナ
ヽ
ル
則
ハ
」
も
同
様
の
表
現

で
あ
ろ
う
。「
則
」
の
意
味
と
し
て
は
「
～
れ
ば
す
な
わ
ち
」
で
あ

り
、
本
来
は
そ
の
よ
う
に
読
め
ば
問
題
な
い
の
で
あ
る
が
、
原
典

の
表
記
を
尊
重
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
と
き
は
」
と
仮
に
読
む
の

が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
24
）　

志
部
憲
一
氏
は
、『
天
桂
伝
尊
の
研
究
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇

二
一
年
三
月
）
に
お
い
て
、
天
桂
の
七
十
八
巻
本
親
撰
説
に
つ
い

て
「
江
戸
期
の
『
正
法
眼
蔵
』
参
究
の
状
況
を
概
観
し
て
見
る

に
、
江
戸
期
は
未
だ
『
正
法
眼
蔵
』
の
研
究
が
始
ま
っ
た
ば
か
り

で
、
全
て
の
巻
が
道
元
禅
師
の
書
か
れ
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
当
時
真
撰
か
、
偽
撰
か
と
す
る
『
正
法

眼
蔵
』
真
偽
論
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
」（
七
一
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
25
）　

こ
の
識
語
の
本
稿
で
は
引
用
し
な
か
っ
た
部
分
に
あ
る
、「
し

か
あ
る
に
、
此
正
法
眼
蔵
お
、
漢
字
の
真
名
に
は
か
き
た
ま
は
で
、

野や

馬ま

台と

の
か
な
に
か
き
た
ま
ふ
こ
と
、
こ
よ
な
ふ
あ
り
か
た
き
こ

と
な
ら
す
や
」
に
対
し
て
、「
大
和
作
二
耶
麻
土
一
非
也
、
可
レ
作
二

野
馬
台
也
」（「
晃
全
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

（
上
）」
二
四
四
、
二
四
六
頁
）
と
い
う
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
『
永
平
紀
年
録
』「
正
法
眼
蔵
」
に
「
耶
麻
土
」
の

語
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
26
）　

例
え
ば
、
道
元
禅
師
真
蹟
「
嗣
書
」
巻
（
駒
澤
大
学
禅
文
化

歴
史
博
物
館
蔵
）
の
連
続
す
る
文
の
中
で
「
か
」
字
を
見
る
と
、

「
前
松
後
松
如
如
な
る
か（
可
）こ
と
し
か（
加
）く
の
こ
と
く
な
る
を
明
ら
め
さ

る
と
も
か（
可
）ら
仏
仏
正
伝
の
道
に
あ
ふ
と
い
へ
と
も
い
か（
可
）に
あ
る
道

得
な
ら
ん
」（『
道
元
禅
師
真
蹟
関
係
資
料
集
』
四
〇
頁
）
の
よ
う

に
、
複
数
の
崩
し
が
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、「
祖
師
西
来
意
」
巻

（
永
平
寺
蔵
）
の
「
た
」
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
「
太
」
の
崩

し
で
あ
る
が
、
二
箇
所
の
「
た
と
ひ
」（
同
前
一
五
八
、
一
五
九

頁
）
は
「
堂
」
の
崩
し
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
晃
全
は
、
後

期
段
階
で
は
あ
る
が
、「
祖
師
西
来
意
」
巻
に
「
元
禄
四
年
辛
未

正
月
晦
日
、
以
高
祖
真
蹟
、
沙
弥
光
全
奉
敬
写
此
巻
」（
泰
心
院

本
、『
大
成
』
八
・
二
三
九
頁
）
と
識
語
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ



近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
秋
津
）

五
六

を
踏
ま
え
た
記
述
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
27
）　

そ
れ
ぞ
れ
、『
卍
山
広
録
』
三
十
六
「
晃
全
禅
師
再
住
永
平

疏
」（『
曹
洞
宗
全
書
』
語
録
二
・
六
九
一
頁
）、
同
三
十
三
「
寄

永
平
晃
全
禅
師
」（
同
前
四
三
四
頁
）。

キ
ー
ワ
ー
ド
：�
道
元
禅
師
、『
正
法
眼
蔵
』、
卍
山
道
白
、
版
橈
晃

全
、「『
正
法
眼
蔵
』
復
古
運
動
」



五
七

【
一
】

　

菩
提
達
摩
は
日
本
に
お
い
て
最
も
な
じ
み
深
い
禅
僧
の
一
人
で
あ
ろ

う
。
仏
教
も
し
く
は
禅
に
縁
が
な
く
と
も
、「
ダ
ル
マ
」
を
知
ら
な
い
人

は
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
最
も
有
名
な
の
は
正
月
や
選
挙
に
際
し
て
の

「
縁
起
ダ
ル
マ
」
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
で
も
雪
舟
の
「
慧
可
断
臂

図
」
や
白
隠
慧
鶴
の
「
達
磨
図
」
な
ど
を
目
に
し
た
人
は
多
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

宗
教
者
に
限
ら
ず
、
各
方
面
で
「
偉
大
」
と
目
さ
れ
た
先
人
が
、
実

態
か
ら
離
れ
て
偶
像
化
さ
れ
、
理
想
化
乃
至
神
格
化
さ
れ
る
こ
と
は
決

し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
ダ
ル
マ
に
つ
い
て
は
そ

の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

達
摩
の
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
故
・
関
口
真
大
氏
は
、「
達
摩
」

と
書
く
の
は
原
初
的
な
表
記
で
あ
り
、
そ
れ
が
禅
宗
の
初
祖
と
し
て
神

格
化
さ
れ
、
様
々
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
付
け
加
え
ら
れ
て
、「
達
磨
」

と
な
る
と
指
摘
す
る
＊
１
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、「
達
摩
」
は
歴
史
上
の

人
物
を
指
し
、「
達
磨
」
は
禅
宗
初
祖
と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
姿
を
指

し
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
西
来
（
イ
ン
ド
）
の
人
で

あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
ダ
ル
マ
」
と
い
う
表
記
が
よ
り
妥

当
と
も
い
え
よ
う
が
、
本
小
論
で
は
引
用
を
除
き
、「
達
摩
」
と
表
記
し

た
い
。

　

こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
達
摩
の
諸
伝
の
中
で
も
、

そ
の
「
年
齢
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
達
摩
は
自
身

の
年
齢
を
「
百
五
十
歳
」
で
あ
る
と
述
べ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は

果
た
し
て
偶
像
化
な
ど
に
よ
る
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
論
考

し
試
論
を
呈
し
た
い
。

【
二
】

　

ダ
ル
マ
に
つ
い
て
の
伝
説
は
少
な
く
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
が
没
後
一

〇
〇
年
以
上
を
経
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
真
実
性
に
は

多
く
の
疑
問
を
持
た
れ
て
い
る
。
ダ
ル
マ
の
伝
記
の
中
で
成
立
年
代
が

明
ら
か
で
あ
り
最
も
古
い
と
さ
れ
る
の
が
、
魏
撫
軍
府
司
馬
・
楊
衒
之

宗
学
研
究
紀
要　

第
三
十
五
号　

二
〇
二
二
年
三
月

菩
提
達
摩
の
年
齢
に
つ
い
て
の
一
試
論

永
　
井
　
賢
　
隆



菩
提
達
摩
の
年
齢
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
永
井
）

五
八

の
撰
に
な
る
『
洛
陽
伽
藍
記
』（
五
四
七
年
頃
成
立
）
で
あ
る
。『
洛
陽

伽
藍
記
』
は
南
北
朝
時
代
（
四
三
九
～
五
八
八
頃
）、
北
魏
の
都
で
あ

る
洛
陽
に
お
け
る
仏
教
の
繁
栄
の
記
録
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
三
武
一
宗
の
廃
仏
以
降
、
北
魏
の
歴
代
皇
帝
は
仏
教
を
厚

く
信
仰
し
て
お
り
、
雲
崗
石
窟
や
竜
門
石
窟
な
ど
の
巨
大
石
窟
寺
院
が

開
か
れ
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
一
つ
の
最
盛
期
を
迎
え
た
時
代
で
も
あ

る
。
ま
た
、
仏
教
美
術
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
石
仏
の
様
式
に
ガ
ン

ダ
ー
ラ
や
グ
プ
タ
な
ど
の
イ
ン
ド
仏
教
美
術
の
様
式
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
＊
２
、
思
想
の
み
な
ら
ず
文
化
や
技
術
な
ど
多

方
面
で
の
西
域
と
の
交
流
を
窺
わ
せ
る
時
代
で
も
あ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
一
「
永
寧
寺
の
条
」
に
達
摩
は
文
献

上
初
め
て
登
場
す
る
。

時
有
西
域
沙
門
菩
提
達
摩
者
、
波
斯
国
胡
人
也
。
起
自
荒
裔
、
来
遊
中
土
。

見
金
盤
炫
日
、
光
照
雲
表
、
宝
鐸
含
風
、
響
出
天
外
。
歌
詠
讚
歎
、
実
是
神

功
。
自
云
、
年
一
百
五
十
歳
、
歴
涉
諸
国
、
靡
不
周
遍
、
而
此
寺
精
麗
、
閻

浮
所
無
也
。
極
仏
境
界
、
亦
未
有
此
、
口
唱
南
無
、
合
掌
連
日
。

こ
の
こ
ろ
西
域
の
僧
で
菩
提
達
摩
と
い
う
者
が
い
た
。
ペ
ル
シ
ャ
生
ま
れ
の
胡

人
で
あ
っ
た
。
彼
は
遥
か
な
夷
狄
の
国
を
出
で
立
っ
て
、
わ
が
中
国
へ
来
遊
し

た
が
、
こ
の
塔
の
金
盤
が
日
に
輝
き
、
そ
の
光
が
雲
表
を
照
ら
し
て
い
る
の
を

見
、
ま
た
金
の
鈴
が
風
を
受
け
て
鳴
り
、
そ
の
響
き
が
中
天
に
も
届
く
さ
ま
を

見
て
、
思
わ
ず
讃
文
を
唱
え
て
、
ま
こ
と
に
神
業
だ
と
歎
称
し
た
。
そ
の
自
ら

言
う
と
こ
ろ
で
は
、
年
は
百
五
十
歳
で
、
も
ろ
も
ろ
の
国
を
歴
遊
し
て
、
足
の

及
ば
ぬ
所
は
な
い
が
、
こ
の
寺
の
素
晴
ら
し
さ
は
閻
浮
に
は
又
と
な
い
も
の
、

た
と
い
仏
国
土
を
隈
な
く
求
め
て
も
見
当
た
ら
ぬ
と
言
い
、
口
に
「
南
無
」
と

誦
し
つ
つ
、
幾
日
も
合
掌
し
つ
づ
け
て
い
た
。　
（
傍
線
部
筆
者
）
入
矢
義
高

『
洛
陽
伽
藍
記
・
水
経
注
（
抄
）』（
平
凡
社
、
一
九
七
七
年
、
八
頁
）

　

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
達
摩
は
、
ペ
ル
シ
ャ
生
ま
れ
（
当
該
文
献
で

は
外
人
を
総
称
し
て
ペ
ル
シ
ャ
人
と
述
べ
て
い
る
）
で
、
西
域
（
中
央

ア
ジ
ア
）
の
人
で
あ
り
、
諸
国
を
歴
遊
し
て
中
国
ま
で
や
っ
て
き
た
。

自
ら
を
一
五
〇
歳
で
あ
る
と
い
い
、
永
寧
寺
の
伽
藍
の
美
し
さ
に
感
嘆

し
、「
南
無
」
と
唱
え
る
こ
と
連
日
で
あ
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
＊
３
。

こ
の
短
い
文
を
基
に
、『
続
高
僧
伝
』（
六
四
五
）
や
『
伝
法
宝
記
』

（
七
三
二
頃
）、『
景
徳
伝
灯
録
』（
一
〇
〇
四
）
な
ど
で
達
摩
伝
が
形
成

さ
れ
て
い
く
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　

そ
れ
ま
で
大
同
に
置
か
れ
た
北
魏
の
首
都
が
洛
陽
に
遷
さ
れ
る
の
は

四
九
三
年
で
あ
り
、
孝
文
帝
（
四
六
七

－

四
九
九
）
の
時
代
で
あ
る
。

洛
陽
を
代
表
す
る
寺
院
で
あ
る
永
寧
寺
が
信
仰
心
と
権
力
の
象
徴
と
し

て
建
立
さ
れ
る
の
は
、
孝
文
帝
の
孫
に
当
た
る
孝
明
帝
（
五
一
〇

－

五

二
八
）
の
時
代
、
五
一
六
年
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

達
摩
が
讃
歎
し
た
永
寧
寺
の
塔
は
『
水
注
穀
水
篇
』
に
よ
れ
ば
四
九

丈
（
約
一
三
三
，
七
メ
ー
ト
ル
）
あ
っ
た
と
も
さ
れ
る
か
ら
、
内
外
の

耳
目
を
集
め
る
に
は
十
分
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
仏
教
の
本
場
か
ら

や
っ
て
き
た
異
国
の
僧
が
「
素
晴
ら
し
い
」
と
賛
嘆
し
た
こ
と
は
、
中

国
仏
教
者
の
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
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五
九

い
。
記
録
に
よ
る
と
こ
の
塔
は
五
三
六
年
に
焼
失
し
た
と
い
う
。
す
な

わ
ち
ダ
ル
マ
が
洛
陽
に
居
た
期
間
は
、
五
一
六
年
か
ら
五
三
六
年
ま
で

の
間
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
＊
４
。

　

決
し
て
詳
細
な
記
録
と
は
言
え
な
い
が
、
役
人
で
あ
る
楊
衒
之
が
記

し
た
『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
は
、
当
時

の
洛
陽
に
あ
っ
て
相
当
目
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
達
摩
は
自
身
の
年
齢
を
「
一
百
五
十
歳
」
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
年
齢
を
「
自
称
」
す
る
こ
と
は
仏
教

史
の
中
で
も
異
例
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
＊
５
。
な
ぜ
、
達
摩
は
こ
の

よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

【
三
】

　

ま
ず
実
際
に
一
五
〇
歳
で
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

何
百
歳
ま
で
生
き
た
、
も
し
く
は
「
不
老
不
死
」
に
類
す
る
逸
話
は

世
界
各
地
に
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ら
逸
話
と
比
較
す
れ
ば
、
一
五
〇
歳
と
い
う
年
齢
は
余
り
に

若
す
ぎ
る
。
こ
の
一
五
〇
歳
と
い
う
年
齢
は
、
神
話
で
謳
わ
れ
る
よ
う

な
「
不
老
不
死
」
で
も
な
く
、
人
魚
の
肉
を
食
べ
た
と
さ
れ
る
「
八
百

比
丘
尼
」
の
よ
う
に
明
ら
か
に
常
識
の
外
に
あ
る
の
で
も
無
く
、「
も
し

か
し
た
ら
」
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
年
齢
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
（
二
〇
二
二
年
）
に
お
け
る
世
界
最
高
齢
の

記
録
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
女
性
で
一
二
二
歳
（
一
九
九
七
年
没
）
と
さ
れ

て
い
る
＊
６
。
ま
た
、
医
療
や
栄
養
状
態
な
ど
が
改
善
し
た
現
代
に
お
い

て
も
、
人
間
の
寿
命
の
限
界
は
飛
び
抜
け
て
変
化
す
る
と
は
考
え
ら
れ

て
い
な
い
。
細
胞
分
裂
等
に
関
す
る
詳
し
い
知
見
を
筆
者
は
有
し
な
い

為
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
言
及
を
控
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
一
三
〇
歳

が
限
界
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
実
際
に
一
五
〇
歳
で

あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

次
い
で
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
段
階
で
既
に
達
摩
の
神
格
化
乃
至
偶

像
化
が
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

楊
衒
之
は
序
の
中
で
、「
都
の
内
外
の
千
を
越
え
た
寺
々
は
、
今
や

が
ら
り
と
し
た
廃
墟
と
な
り
、
鐘
の
音
は
聞
こ
え
る
こ
と
も
な
い
。
こ

れ
で
は
後
の
世
に
伝
わ
ら
ず
じ
ま
い
に
な
る
と
思
い
、
そ
こ
で
こ
の
記

録
を
も
の
し
た
次
第
で
あ
る
＊
７
」
と
、
既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
往
時

の
盛
況
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
、
本
書
を
執
筆
し
た
旨
を
述
べ
て
お
り
、

楊
衒
之
が
意
図
し
て
こ
の
様
な
内
容
を
創
作
し
た
と
も
考
え
難
い
。
ち

な
み
に
管
見
し
た
限
り
、
実
際
に
達
摩
の
よ
う
に
疑
問
の
残
る
年
齢
の

人
物
は
他
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
＊
８
。
す
な
わ
ち
達
摩
が
「
一
五
〇

歳
」
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
、「
自
ら
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に

自
称
し
て
い
る
僧
侶
が
い
る
、
と
い
う
記
録
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
達
摩
の
神
格
化
乃
至
偶
像
化
が
達
摩
自
身

に
よ
る
自
己
演
出
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
中
国
の
土
着
信
仰
で
あ
る

神
仙
思
想
な
ど
に
類
す
る
不
老
不
死
や
不
老
長
寿
と
仏
教
思
想
は
基
本

的
に
は
相
容
れ
ず
、
ま
た
西
域
か
ら
の
遊
行
僧
で
あ
る
と
さ
れ
る
達
摩
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六
〇

が
そ
の
よ
う
な
自
己
演
出
を
す
る
必
然
性
が
何
処
ま
で
あ
る
の
か
疑
問

が
残
る
。

　

次
い
で
『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
記
述
が
正
確
で
あ
り
、
達
摩
自
身
も
自

己
演
出
な
ど
を
し
て
い
な
い
と
仮
定
し
、
論
を
進
め
た
い
。
つ
ま
り
達

摩
自
身
が
自
ら
を
「
一
五
〇
歳
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
場
合
で
あ

る
。

　

上
述
の
通
り
、
人
が
一
五
〇
歳
ま
で
生
き
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
不

可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
は
い
つ
歳
を
重
ね
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
現
在
で
も
、
誕
生
日
を
も
っ
て
一
歳
を
加
算
す
る
「
満
年
齢
」

と
、
太
陰
太
陽
暦
の
名
残
か
ら
、
生
ま
れ
た
時
点
の
年
齢
を
一
歳
と

し
、
以
後
元
日
（
一
月
一
日
）
が
来
る
ご
と
に
一
歳
を
加
算
す
る
「
数

え
年
」
な
ど
が
あ
る
が
、
歳
を
重
ね
る
の
は
こ
の
二
種
類
だ
け
で
あ
ろ

う
か
。

　

こ
の
問
題
に
は
、
暦
法
が
大
き
く
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
一
年

を
ど
の
よ
う
な
基
準
に
於
い
て
判
断
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
で
は
紀
元
前
一
二
〇
〇
年
頃
か
ら
既
に
太
陰
太
陽
暦
を
基
本

と
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
時
代
の
変
遷
と
共
に
多
様
な
暦
法
を
生
み

出
し
て
い
る
。
時
の
支
配
者
や
宗
教
、
ま
た
は
対
外
的
な
要
因
な
ど
に

よ
り
、
現
在
で
も
難
解
で
複
雑
な
暦
法
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
点
は
注

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
中
村
元
氏
が
『
イ
ン
ド
史

Ⅱ
』（
一
九
九
七
年
、
春
秋
社
、
一
三
一
頁
）
に
お
い
て
、「
古
代
イ
ン
ド
に

お
い
て
は
統
一
的
な
紀
元
年
号
が
な
く
」、「
編
年
的
に
歴
史
を
叙
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
暦
法
や
紀
年

を
確
定
す
る
の
は
困
難
を
極
め
る
。
そ
の
よ
う
な
難
解
な
暦
法
の
原
因

の
一
つ
と
し
て
、
地
域
差
・
宗
教
差
が
指
摘
さ
れ
る
＊
９
。

　

こ
の
事
か
ら
す
れ
ば
、
達
摩
が
ど
の
地
域
の
ど
の
よ
う
な
国
家
に
属

し
、
そ
の
国
家
や
地
域
が
当
時
に
ど
の
よ
う
な
暦
法
を
用
い
て
い
た
か

が
判
明
し
な
い
限
り
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
試
論
を
呈
し
た
い
。

　
『
三
国
志
』
中
の
「
魏
書
」
第
三
〇
巻
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
倭
人
条

（「
魏
志
倭
人
伝
」）
の
裴
松
之
が
作
成
し
た
脚
注
（
四
二
九
年
）
に
は
「
其

俗
不
知
正
歲
四
節
、
但
計
春
耕
秋
収
為
年
紀
（
其
の
俗
正
歲
四
節
を
知
ら
ず
、
但
だ

春
耕
秋
収
を
計
り
年
紀
と
為
す
）＊
10
」
と
あ
り
、
中
国
か
ら
暦
法
が
伝
え
ら

れ
る
ま
で
、
日
本
で
は
農
耕
の
周
期
に
よ
っ
て
年
を
数
え
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
暦
法
を
自
然
歴
（
原
始
歴
）
と
い
い
、
農
耕

生
活
の
一
巡
を
も
っ
て
、
一
年
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
四
季
の
あ

る
日
本
で
あ
れ
ば
稲
の
収
穫
は
基
本
的
に
一
年
に
一
度
で
あ
り
、
天
文

知
識
を
基
本
と
す
る
暦
法
で
な
く
と
も
一
年
の
周
期
は
三
六
〇
日
前
後

で
推
移
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
＊
11
。

　

一
方
、
伝
統
的
に
雨
期
に
稲
作
が
行
わ
れ
、
温
暖
な
気
候
の
た
め
冬

で
も
稲
作
（
も
し
く
は
他
の
穀
物
の
作
付
け
）
が
可
能
な
東
部
や
南
部
イ
ン

ド
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
で
は
古
く
か

ら
天
文
学
を
基
と
し
た
暦
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
多
様
性
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
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六
一

の
か
は
疑
問
が
残
る
。
ち
な
み
に
日
本
に
お
い
て
も
暦
は
貴
族
や
役
人

以
外
に
は
配
布
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
広
く
一
般
に
配
布
さ
れ

る
に
い
た
る
の
は
「
仮
名
暦
」
が
成
立
し
て
か
ら
で
あ
る
と
い
う
＊
12
。

　

興
味
深
い
の
は
、
仏
滅
に
纏
わ
る
年
代
に
地
域
差
が
あ
る
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
北
方
に
お
け
る
伝
説
で
は
、
仏
滅
か
ら
ア
シ
ョ
ー
カ
王
と
の

年
代
間
隔
を
一
〇
〇
年
ま
た
は
一
〇
〇
年
余
と
す
る
の
に
対
し
、
南
方

で
は
二
一
八
年
で
あ
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
の
律
蔵
に

よ
る
と
第
二
結
集
は
仏
滅
後
一
一
〇
年
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
他

の
諸
派
の
律
蔵
に
よ
る
と
、
仏
滅
後
二
一
〇
年
ま
た
は
二
二
〇
年
に
な

さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
中
村
元
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

Guru Pan・d・ita

は
二
二
〇
年
と
い
う
の
は
半
年
を
一
年
と
見
な
し
た
た
め
で

あ
り
、
実
際
は
一
一
〇
年
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
説
明
し
た
。（
中
略
）

イ
ン
ド
で
は
稲
の
収
穫
が
一
年
に
二
度
あ
る
か
ら
、
収
穫
の
関
係
で
そ
の
よ
う

な
数
え
方
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。（『
前
掲
書
』
六
一
三
頁
）

　

Guru Pan・d・ita

が
述
べ
る
「
半
年
を
一
年
と
見
な
し
た
」
と
い
う
説

を
証
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
両
者
の
年
代
の
差
が
ほ
ぼ
二
倍
に

な
っ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。

　

ま
た
現
代
で
も
実
際
に
「
半
年
を
一
年
と
見
な
し
」、
一
年
に
二
歳

年
を
重
ね
る
地
域
が
あ
る
と
い
う
。

昭
和
薬
科
大
学
を
や
め
る
年
に
太
平
洋
の
二
倍
年
暦
の
島
に
行
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
（
パ
ラ
オ
島
）。
そ
う
し
た
ら
、
行
っ
た
ら
す
ぐ
解
り
ま
し
た
。
つ
ま

り
教
育
委
員
会
の
女
の
子
た
ち
と
会
っ
た
時
に
聞
き
ま
し
た
。「
私
た
ち
は

困
っ
て
い
ま
す
、
私
た
ち
は
一
倍
年
暦
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
絶
え
ず
通

達
を
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
田
舎
の
人
は
全
く
聞
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。
二
倍

年
暦
で
ず
っ
と
や
っ
て
い
ま
す
」。
お
墓
に
行
く
と
百
何
十
歳
と
い
う
の
が
や

た
ら
に
あ
る
わ
け
で
す
。（
古
田
武
彦
「
第
七
回
古
田
武
彦
古
代
史
セ
ミ
ナ
ー

講
演
録
」
二
〇
一
〇
年
）

　

両
者
と
も
明
確
な
資
料
が
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
体
は
不
明
で
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
記
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。

特
に
両
者
と
も
南
方
で
あ
る
点
は
興
味
深
い
。
先
述
し
た
自
然
歴
（
原

始
歴
）
に
当
て
は
め
、
ま
た
イ
ン
ド
の
多
様
な
暦
法
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
達
摩
が
半
年
を
一
年
と
見
な
し
て
い
た
、
と
い
う
事
も
推
察
出
来

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
達
摩
は
七
五
歳
と
な
り
、
長
寿
で
あ
る
と
は
い
え

ど
も
、
途
端
に
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

【
四
】

　

以
上
、
異
彩
を
放
つ
達
摩
の
年
齢
に
つ
い
て
論
を
呈
し
た
。

　

試
論
と
し
て
、
暦
法
の
観
点
か
ら
、
達
摩
が
半
年
を
一
年
と
見
な
し

て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
筆
者
は
達
摩
が
七
五
歳
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
こ
の
暦
法
の
差
に
よ
る
誤
解
こ
そ
が
、

禅
宗
初
祖
と
し
て
の
種
々
の
達
摩
伝
構
築
の
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
を
重
視
し
た
い
。『
続
高
僧
伝
』
や
『
伝
法
正
宗
記
』、

『
祖
堂
集
』、
そ
し
て
『
景
徳
伝
灯
録
』
と
そ
の
出
生
や
行
実
、
果
て
は

思
想
ま
で
が
変
化
し
て
い
く
中
で
、
唯
一
変
化
し
な
い
の
が
こ
の
年
齢
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六
二

で
あ
る
。
達
摩
が
極
端
に
偶
像
化
乃
至
神
格
化
さ
れ
る
土
壌
は
、
こ
の

常
識
外
の
年
齢
に
端
を
発
す
る
の
で
は
無
か
ろ
う
か
、
そ
の
根
拠
が
神

話
や
逸
話
で
は
な
く
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
と
い
う
歴
史
を
書
き
し
る
そ

う
、
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
編
ま
れ
た
書
物
＊
13
の
中
で
、
自
称
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
尚
更
で
あ
ろ
う
。
創
作
さ
れ
た
神
秘
性
で
は
な
く
、
認

識
の
差
に
よ
る
神
秘
性
が
よ
り
真
実
味
を
も
っ
て
人
々
の
心
を
掴
ん
だ

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
は
結
果
と
し
て
初
期
禅
宗
の
形
成
に
も
寄
与
す
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
仏
教
が
本
当
の
意
味
で
中
国
に
受
容
さ
れ
る
一
助
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う
＊
14
。

　

資
料
が
限
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ど
こ
ま
で
を
実
像
（
現
実
）
と
し
、

ど
こ
ま
で
を
偶
像
（
虚
構
）
と
す
る
か
、
と
い
っ
た
線
引
き
は
困
難
で

あ
る
。
実
際
に
様
々
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
付
け
加
え
ら
れ
た
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
を
無
用
の
も
の
と
捨
て
去
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
偶
像

が
成
立
す
る
こ
と
も
含
め
て
禅
宗
の
発
展
・
展
開
で
あ
ろ
う
。

　
　【
註
】

＊
１ 

『
達
磨
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
五
三
頁
）。
ま
た
柳
田
聖

山
氏
は
『
達
摩
の
語
録
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
、
一
頁
）
に
お
い

て
、「
玄
奘
三
蔵
が
ア
ビ
ダ
ツ
マ
の
場
合
に
達
磨
の
文
字
を
用
い
た
の
と
、

お
そ
ら
く
区
別
す
る
た
め
で
、
や
が
て
宋
代
に
入
っ
て
禅
宗
が
盛
ん
に
な

る
と
、
両
者
を
区
別
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
、
達
磨
と
書
く
こ
と
に
お

ち
つ
い
た
ら
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

＊
２ 

並
河
亮
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
ゆ
く
仏
―
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
』（
新
人
物

往
来
社
、
一
九
七
四
年
）
参
照
。

＊
３ 

こ
の
達
摩
が
、
禅
宗
初
祖
の
達
摩
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
は
一
先
ず
措
く
。

＊
４ 

『
洛
陽
伽
藍
記
』
で
は
達
摩
の
一
段
の
後
、
高
昌
二
年
（
五
二
六
）
に
大

風
に
よ
っ
て
一
時
荒
廃
し
た
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
以
前
で
あ
る
可
能
性

も
あ
る
。

＊
５ 

古
稀
（
七
〇
歳
）
の
語
源
と
な
る
杜
甫
の
詩
か
ら
し
て
も
、
当
時
の
平
均

寿
命
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
曲
江　

朝
回
日
日
典
春
衣
。
毎
日
江
頭
尽
酔

帰
。
酒
債
尋
常
行
処
有
。
人
生
七
十
古
来
稀
。
穿
花
蛺
蝶
深
深
見
。
点

水
蜻
点
款
款
飛
。
伝
語
風
光
共
流
転
。
暫
時
相
賞
莫
相
違
。（
朝
よ
り
囘

り
て
日
日
春
衣
を
典
し
、
毎
日
江
頭
に
醉
を
盡
く
し
て
歸
る
。
酒
債
は
尋

常
行
く
処
に
有
り
。
人
生
七
十
古
来
よ
り
稀
な
り
。
花
を
穿
つ
蛺
蝶
、
深

深
と
し
て
見
え
、
水
に
点
ず
る
蜻
蜓
、
款
款
と
し
て
飛
ぶ
。
風
光
に
伝
語

す
、
共
に
流
転
し
て
、
暫
時
、
相
ひ
賞
し
て
、
相
ひ
違
う
こ
と
莫
か
れ

と
。）

＊
６ 

『
ギ
ネ
ス
世
界
記
録　

二
〇
一
七
』
参
照

＊
７ 

入
矢
義
高
訳
注
『
洛
陽
伽
藍
記
』（
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
、
八
頁
）
参

照

＊
８ 
中
小
の
伽
藍
に
つ
い
て
は
、
不
思
議
な
話
と
の
関
わ
り
を
採
り
あ
げ
た
、

と
も
述
べ
て
お
り
（
入
矢
『
前
掲
書
』「
序
」
九
頁
）、
神
秘
的
な
内
容
が
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存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
崇
真
寺
の
慧
凝
の
一
段
で
は
、
地
獄

で
の
閻
魔
大
王
と
の
問
答
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
（
七
九
頁
）、
こ
れ
も

そ
の
よ
う
な
事
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
で
あ
り
、
新
た
に
創
作
し
た
も
の

で
は
無
い
で
あ
ろ
う
。

＊
９ 

『
暦
の
大
事
典
』（
岡
田
芳
朗
他
、
二
〇
二
一
版
、
朝
倉
書
房
、
一
八
八

頁
）
参
照
。
現
在
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
代
表
的
な
暦
法
だ
け
で
も
七
種
類

が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
カ
リ
ユ
ガ
暦
、
仏
暦
、
ウ
ィ
ク
ラ
マ
レ
暦
、

シ
ャ
カ
暦
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
ガ
・
ジ
ョ
テ
ィ
シ
ャ
暦
、
ベ
ン
ガ
ル
・
ソ

ン
暦
、
コ
ッ
サ
ム
暦
で
あ
る
。
中
で
も
イ
ン
ド
固
有
の
暦
法
は
地
域
的
な

計
算
方
法
の
差
違
が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
現
代
に
お
い
て
も
統
一

し
た
暦
法
を
つ
く
る
事
は
困
難
を
極
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
宗

教
儀
礼
や
祝
祭
・
祭
礼
が
深
く
民
衆
に
根
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
る
。

＊
10 

三
国
志
魏
書
巻
三
十
東
夷
伝
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク

シ
ョ
ン:info:ndljp/pid/899855/59

）

＊
11 

『
暦
の
大
事
典
』（
三
頁
）
参
照
。
ち
な
み
に
、
日
本
の
記
録
上
に
暦
が

出
現
す
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
欽
明
一
四
年
（
五
五
三
）
六
月
条
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
「
魏
志
倭
人
伝
」
の
一
文
を
論
拠
と
し
て
二
倍

年
暦
説
と
い
う
学
説
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
初

期
の
天
皇
の
在
位
期
間
や
享
年
が
現
実
的
で
な
い
ほ
ど
引
き
伸
ば
さ
れ
て

い
る
点
を
理
解
す
る
為
に
考
案
さ
れ
、
古
田
武
彦
氏
な
ど
が
積
極
的
に
用

い
た
学
説
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
古
代
日
本
史
研
究
で
は
ｎ
倍
年
暦
説
が

登
場
す
る
。
本
文
中
で
も
二
倍
年
暦
説
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、

『
魏
志
倭
人
伝
』
の
一
文
を
以
て
主
張
す
る
も
の
で
は
無
い
こ
と
を
明
記

し
た
い
。
少
な
く
と
も
同
文
か
ら
直
接
的
に
二
倍
年
暦
を
導
き
出
す
こ
と

は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
筆
者
は
自
然
暦
と
し
て
、
二
期
作
が
一
般
的

に
行
わ
れ
る
温
暖
な
気
候
で
あ
れ
ば
そ
の
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
、
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

＊
12 

国
立
天
文
台
暦
編
纂
室
「
暦w

iki

」
参
照
。
時
代
は
明
ら
か
に
な
っ
て

い
な
い
が
、
仮
名
文
学
の
展
開
か
ら
す
れ
ば
平
安
期
以
降
で
あ
ろ
う
。

＊
13 

入
矢
氏
は
『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
性
格
に
つ
い
て
、「
彼
の
文
才
は
そ
れ
ほ

ど
高
度
な
も
の
で
は
な
い
」
と
評
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
寧
ろ
「
美
文
調
に

流
れ
る
こ
と
を
意
識
的
に
避
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
」
る
と
し
、
そ

の
理
由
と
し
て
「
在
り
し
日
の
洛
陽
を
如
実
に
再
現
す
る
こ
と
を
心
が

け
」
て
い
る
述
べ
る
。『
前
掲
書
』「
解
説
」（
二
五
三
頁
）

＊
14 

柳
田
聖
山
氏
は
初
期
禅
宗
の
人
々
に
と
っ
て
、「
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
マ
の
語

録
は
、
か
れ
ら
の
流
動
的
な
運
動
の
旗
幟
」
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
「
中

国
人
の
土
着
の
宗
教
と
し
て
、
そ
れ
は
も
っ
と
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。『
前
掲
書
』
九
頁
参
照



菩
提
達
摩
の
年
齢
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
永
井
）

六
四



六
五

共
同
研
究
「
道
元
禅
師
の
総
合
的
研
究
」

『
弁
道
法
』
の
註
釈
的
研
究
（
二
）

石
井
修
道　

監
修

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
宗
学
研
究
部
門　

編



六
六

【
凡
例
】

一
、�
本
稿
は
、
道
元
禅
師
著
『
弁
道
法
』
の
註
釈
的
研
究
で
あ
り
、
凡
例
・
原
文
・
訓
読
・
語
註
・
出
典
一
覧
表
・
出
典
対
照
表
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
。

一
、
本
稿
に
お
け
る
文
字
は
、
通
用
の
新
字
体
に
統
一
し
た
。

一
、『
弁
道
法
』
原
文
の
底
本
に
は
、
寛
文
本
を
用
い
、
冠
註
・
文
政
・
増
註
の
三
本
と
対
校
し
た
。
校
異
は
原
文
中
に
随
時
提
示
し
た
。

一
、�

原
文
は
、
寛
文
本
に
基
づ
き
、
明
ら
か
に
誤
字
・
脱
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
他
本
で
改
め
、
校
異
・
語
註
に
て
指
摘
し
た
。
割
註
は
、〈　

〉
内

に
入
れ
て
示
し
た
。

一
、
原
文
の
丁
数
は
、
寛
文
本
に
し
た
が
い
、
原
文
中
に
お
い
て
各
丁
の
終
わ
り
に
提
示
し
た
（「
禅

（
一
オ
）」
等
）。

一
、
句
読
点
・
語
註
は
、
略
号
で
列
挙
し
た
文
献
を
参
照
し
て
作
成
し
た
。
訓
読
は
、
寛
文
本
を
参
照
し
な
が
ら
文
意
に
応
じ
て
改
め
た
。

一
、�

出
典
対
照
表
は
、
上
段
に
『
弁
道
法
』
の
引
用
箇
所
、
下
段
に
引
用
典
籍
の
相
当
箇
所
を
示
し
た
。
道
元
禅
師
の
他
の
著
述
に
お
け
る
関
連
箇

所
が
あ
る
場
合
は
、
上
段
に
一
字
下
げ
で
示
し
た
。

一
、
引
用
典
籍
は
、
冒
頭
に
略
号
を
設
け
た
。
略
号
の
内
容
は
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

　
　
ａ
＝
道
元
禅
師
が
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
出
典
（
第
一
出
典
）

　
　

ｂ
＝
第
一
出
典
と
は
断
定
で
き
な
い
が
同
内
容
と
思
わ
れ
る
出
典
（
第
二
出
典
）

　
　
ｃ
＝
参
考
資
料

底
本
お
よ
び
校
本

　

寛
文
本
＝
『
永
平
寺
元
禅
師
清
規
』（
京
都
婦
屋
林
伝
左
衛
門
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
））

　

冠
註　

＝
『
冠
註　

永
平
元
禅
師
清
規
』（
京
都
柳
枝
軒
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
））

　

文
政
本
＝
『
永
平
弁
道
法
・
永
平
赴
粥
飯
法
』（
江
戸
梅
華
堂
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
））

　

増
註　

＝
古
田
梵
仙
増
冠
傍
註
『
増
冠
傍
註　

永
平
元
禅
師
清
規
』（
京
都
出
雲
寺
文
二
郎
、
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
））



六
七

  
参
考
資
料

　

春
秋
社
本　
　
　
　

＝
『
道
元
禅
師
全
集
』
一
～
七
（
春
秋
社
、
一
九
八
八
～
一
九
九
三
年
）

　

春
秋
社
訳
註
本　
　

＝
『
原
文
対
照
現
代
語
訳　

道
元
禅
師
全
集
』
一
～
一
七
（
春
秋
社
、
一
九
九
九
～
二
〇
一
三
年
）

　
『
訳
註
禅
苑
清
規
』　

＝
『
訳
註
禅
苑
清
規
』（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九
七
二
年
）

　
『
禅
林
象
器
箋
』　　

＝
柳
田
聖
山
編
『
禅
林
象
器
箋
・
葛
藤
語
箋
・
禅
林
句
集
弁
苗
』（
中
文
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）

　
『
入
衆
日
用
』　　
　

＝
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
第
六
巻
（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

　

大
正　
　
　
　
　
　

＝
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
大
正
巻
数
・
頁
数
ａ
等
と
表
記
）

　

卍
続
蔵　
　
　
　
　

＝
『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』（
続
蔵
巻
数
・
頁
数
右
上
等
と
表
記
）

　
『
禅
学
大
辞
典
』　　

＝
『
新
版
禅
学
大
辞
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
五
年
）

　
『
禅
語
辞
典
』　　
　

＝
入
矢
義
高
・
古
賀
英
彦
編
『
禅
語
辞
典
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）

　
「『
弁
道
法
』（
一
）」
＝
「『
弁
道
法
』
の
註
釈
的
研
究
（
一
）」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
四
号
、
二
〇
二
一
年
）

本
研
究
会
参
加
者

　

講
師
…
…
…
石
井
修
道
（
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
）

　

参
加
者
…
…
小
早
川
浩
大
、
澤
城
邦
生
、
秋
津
秀
彰
、
新
井
一
光
、
永
井
賢
隆
、
清
藤
久
嗣
、
角
田
隆
真
、
山
内
弾
正
、
秦
慧
洲
、
久
松
彰
彦

※
本
研
究
会
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
リ
モ
ー
ト
会
議
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
実
施
さ
れ
た
。



原
　
　
　
　
　
　
　
文
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読

六
八

　

洗
面
之
法
。
用①

手
巾
掛
頸
、
両
端
垂
前
、
次
両
手
各
把
一
端
、
従

于
左
右
腋
下
、
至
於
背
後
、
互
相
而
交
両
端
、
又
従
両
腋
下
、
至※

面

前
、
当
胸
結
定
。

　
　
※
至
…
冠
註
・
文
政
本
・
増
註
ハ
「
至
於
」
ニ
作
ル
。

　

一
如
繋
絆
、
教
全
襟
両
袖
、
押
褰
於
両
臂
以
上
、
両
肩
以
下
。
次

手
執
楊②

枝
、
合
掌
曰
、

　

手③

執
楊
枝
、
当
願
衆
生
、
心
得
正
法
、
自
然
（
四
ウ
）清

浄
。

　

即
嚼
楊
枝
誦
曰
、

　

晨④

嚼
楊
枝
、
当
願
衆
生
、
得
調
伏
牙
、
噬
諸
煩
悩
。

　

仏⑤

言
、
嚼
楊
枝
頭
、
不
得
過
三
分
。
凡
踈
歯
刮
舌
、
当
須
如
法
。

刮
舌
不
得
過
三
度
。
舌
上
血
出
当
止
。
古⑥

云
、
浄
口
者
、
嚼
楊
枝
、

漱
口
、
刮
舌
。

　

洗
面
の
法
。
手
巾
を
用
い
て
頸く
び
に
掛
け
、
両
端
を
前
に
垂
れ
、
次

に
両
手
を
も
て
各
の
一
端
を
把つ
か

み
て
、
左
右
の
腋
下
従よ

り
背
後
に
至

ら
し
め
、
互た
が
い相

に
し
て
両
端
を
交
え
、
又
た
両
腋
の
下
従
り
面
前
に

至
ら
し
め
、
胸
に
当
て
て
結
定
せ
よ
。

　

一
に
絆
を
繋
く
る
が
如
し
。
全
襟
と
両
袖
を
し
て
両
臂
以
上
、
両

肩
以
下
に
押お
し

褰か
が

げ
し
む
。
次
に
手
に
楊
枝
を
執
り
、
合
掌
し
て
曰

く
、

　

�

手し
ゅ

執し
ゅ

楊う
よ

枝う
じ

、
当と
う
が
ん
し
ゅ
じ
ょ
う

願
衆
生
、
心し
ん
と
く
し
ょ
う
ぼ
う

得
正
法
、
自じ
ね
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う

然
清
浄
。（
手
に
楊
枝
を

執
り
、
当
に
願
う
べ
し
、
衆
生
、
心
に
正
法
を
得
て
、
自
然
に
清
浄
な
ら
ん
こ

と
を
）

　

即
ち
楊
枝
を
嚼か

み
誦
し
て
曰
く
、

　

�

晨し
ん

嚼し
ゃ

楊く
よ

枝う
じ

、
当
と
う
が
ん
し
ゅ
じ
ょ
う

願
衆
生
、
得と
く

調ち
ょ

伏う
ふ

牙く
が

、
噬ぜ
い

諸し
ょ

煩ぼ
ん

悩の
う

。（
晨あ

し
たに

楊
枝
を

嚼
み
、
当
に
願
う
べ
し
、
衆
生
、
調
伏
す
る
牙
を
得
て
、
諸
の
煩
悩
を
噬か

ま
ん

こ
と
を
）

　

仏
言
く
、
楊
枝
の
頭
を
嚼
む
こ
と
、
三
分
を
過
ぎ
る
こ
と
を
得
ざ

れ
。
凡
そ
歯
を
踈そ
ろ
え
舌
を
刮か

る
こ
と
、
当
に
須
ら
く
如
法
な
る
べ
し
。

舌
を
刮
る
こ
と
三
度
を
過
ぎ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
舌
上
よ
り
血
出
で

ば
当
に
止
む
べ
し
。
古
に
云
く
、
浄
口
と
は
、
楊
枝
を
嚼
み
、
口
を



六
九

　

若
人
相
向
、
以
手
掩
自
口
、
莫
教
人
見
而
生
嫌
心
。
洟⑦

唾
須
知
屏

処
。
大
宋
諸
寺
後
架
、
無
嚼
楊
枝
処
、
今
大⑧

仏
寺
後
架
構
之
。

　

両
手
把
面⑨

桶
、
臨
竈⑩

頭
安
桶
、
把
杓
汲
湯
承
桶
、
還
来
架
上
、⑪

軽
（
五
オ
）

手
於
桶
、
洗
面
低
細
。
如⑫

法
洗
眼
裏
鼻
孔
耳
辺
口
頭
而
見
浄
。
不⑬

得

湯
水
多
費
、
無
度
而
使
。
漱⑭

口
吐
水
於
面
桶
之
外
。
曲
躬
低
頭
而
洗

面
、
不
得
直
腰
濺
水
於
隣
桶
。
両
手
掬
湯
而
洗
面
、
勿⑮

留
垢
膩
。
次

以
右
手
解
手
巾
之
結
拭
面
。
如
有
公⑯

界
拭
面
、
乃
用
之
。
不⑰

得
桶
杓

喧
轟
、
咳
嗽
作
声
、
驚
動
清
衆
。
古⑱

曰
、
五
更
洗
面
、
本
為
修
行
。

豈
嘘
唾
把
盆
、
喧
堂
喧
衆
乎
。

漱す
す
ぎ
舌
を
刮
く
と
。

　

若
し
人
相
い
向
わ
ば
、
手
を
以
て
自
の
口
を
掩お
お

い
て
、
人
を
し
て

見
せ
て
嫌
心
を
生
ぜ
し
む
る
こ
と
莫
れ
。
洟て
い

唾だ

須
ら
く
屏び
ょ
う
し
ょ処に

知
る

べ
し
。
大
宋
諸
寺
の
後
架
に
は
嚼
楊
枝
の
処
無
し
、
今
、
大
仏
寺
の

後
架
に
は
之
を
構
う
。

　

両
手
に
面め
ん

桶つ
う

を
把と

り
、
竈そ
う

頭と
う

に
臨
ん
で
桶
を
安
じ
、
杓し
ゃ
くを

把
り
、

湯
を
汲
み
て
桶
に
承
け
、
架
上
に
還
り
来
り
て
、
手
を
軽
く
し
て
桶

に
於
い
て
、
洗
面
す
る
こ
と
低
細
に
せ
よ
。
如
法
に
眼
裏
・
鼻
孔
・

耳
辺
・
口
頭
を
洗
い
て
浄
め
ら
る
。
湯
水
を
多
く
費つ
い

や
し
、
度
無
く

し
て
使
う
こ
と
を
得
ざ
れ
。
口
を
漱す
す

が
ば
、
水
を
面
桶
の
外
に
吐
く
。

曲き
ょ
っ
き
ゅ
う
て
い
ず

躬
低
頭
し
て
洗
面
し
、
腰
を
直な
お
し
て
水
を
隣
の
桶
に
濺そ
そ
ぐ
こ
と
を

得
ざ
れ
。
両
手
に
湯
を
掬す
く
い
て
洗
面
し
、
垢く

膩に

を
留
む
る
こ
と
勿
れ
。

次
に
右
手
を
以
て
手
巾
の
結
び
を
解
き
、
面
を
拭
く
。
公く

界が
い

の
拭し
き

面め
ん

有
る
が
如
き
は
、
乃
ち
之
を
用
う
。
桶つ
う
し
ゃ
く杓を
喧け
ん
轟ご
う
し
、
咳が
い
嗽そ
う
し
て
声

を
作
し
、
清
衆
を
驚
動
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
古
に
曰
く
、
五
更
の

洗
面
、
本も

と
修
行
の
為た
め

な
り
。
豈
に
唾
を
嘘は

き
、
盆
を
把
る
に
、
堂

に
喧
か
ま
び
すし

く
し
、
衆
に
喧
し
う
せ
ん
や
。



七
〇

【
語
註
】

①
用
手
巾
掛
頸
～
…
…
こ
の
一
段
で
は
、
洗
面
に
用
い
る
手
巾
（
洗
面
手
巾
）
と
楊
枝
の
取
扱
い
方
が
詳
説
さ
れ
る
。
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」

巻
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。【
補
記
】
参
照
。

②
楊
枝
…
…
歯
木
と
も
い
い
、
僧
侶
の
具
え
る
べ
き
一
八
種
物
の
一
つ
。
口
を
洗
浄
す
る
道
具
。
楊
は
柳
の
一
種
と
さ
れ
る
が
、
繊
維
が
残
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
竹
な
ど
も
用
い
ら
れ
た
。
先
端
を
細
か
く
割
い
て
用
い
る
。
爪
楊
枝
と
は
異
な
る
。��

③
手
執
楊
枝
～
自
然
清
浄
…
…
楊
枝
を
用
い
る
際
の
偈
頌
。
す
な
わ
ち
「
歯
磨
き
」
も
仏
行
の
一
つ
と
捉
え
る
。
出
典
は
、
六
十
巻
『
華
厳
経
』

六
「
浄
行
品
」。
出
典
対
照
１
参
照
。
通
常
、
読
誦
さ
れ
る
偈
文
等
は
訓
読
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
訓
読
を
附
し
た
。「
当
願
衆
生
」

は
伝
統
的
に
「
当
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と
も
に
」
と
読
ま
れ
る
が
、
訓
読
文
と
し
て
は
正
確
で
は
な
い
。��

④
晨
嚼
楊
枝
～
噬
諸
煩
悩
…
…
前
者
と
同
様
に
、
楊
枝
を
用
い
る
際
の
偈
頌
。
出
典
は
、
六
十
巻
『
華
厳
経
』
六
「
浄
行
品
」。
出
典
対
照
２
参

照
。�

⑤
仏
言
、
嚼
楊
枝
頭
、
不
得
過
三
分
。
凡
踈
歯
刮
舌
、
当
須
如
法
…
…
『
大
比
丘
三
千
威
儀
経
』
上
に
は
、「
用
楊
枝
有
五
事
。
一
者
断
当
如
度
。

二
者
破
当
如
法
。
三
者
嚼
頭
不
得
過
三
分
。
四
者
踈
歯
当
中
三
噛
。
五
者
当
汁
澡
自
用
。
刮
舌
有
五
事
。
一
者
不
得
過
三
返
。
二
者
舌
上
血

出
当
止
。
三
者
不
得
大
振
手
汚
僧
伽
梨
若
足
。
四
者
棄
楊
枝
莫
当
人
道
。
五
者
常
当
著
屏
処
。（
用
楊
枝
を
用
い
る
に
五
事
有
り
。
一
に
は
当
に
如
度
を

断
ず
べ
し
。
二
に
は
当
に
如
法
を
破
す
べ
し
。
三
に
は
頭
を
嚼
む
こ
と
三
分
を
過
ぎ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
四
に
は
歯
を
踈
え
当
に
三
噛
に
中
る
べ
し
。
五
に
は
当
に
汁
を

澡
め
自
ら
用
う
。
舌
を
刮
る
に
五
事
あ
り
。
一
に
は
三
返
を
過
ぎ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
二
に
は
舌
上
よ
り
血
出
で
ば
当
に
止
む
べ
し
。
三
に
は
大
き
く
手
を
振
り
僧
伽
梨

若
し
く
は
足
を
汚
す
こ
と
を
得
ざ
れ
。
四
に
は
楊
枝
を
棄
て
る
は
当
に
人
道
に
す
る
こ
と
莫
れ
。
五
に
は
常
に
当
に
屏
処
に
著
く
べ
し
）」
と
あ
る
。
出
典
対
照
３
参

照
。�

⑥
古
云
、
浄
口
者
、
嚼
楊
枝
、
漱
口
、
刮
舌
…
…
『
大
比
丘
三
千
威
儀
経
』
上
に
は
「
浄
口
者
、
嚼
楊
枝
漱
口
刮
舌
（
浄
口
と
は
、
楊
枝
を
嚼
み
口
を

漱
ぎ
舌
を
刮
る
な
り
）」
と
あ
る
。
出
典
対
照
４
参
照
。�

⑦
洟
唾
須
知
屏
処
…
…
洟
唾
は
、
唾
や
鼻
水
の
こ
と
。
前
註
⑤
で
も
同
様
の
事
が
指
摘
さ
れ
る
が
、『
教
誡
律
儀
』「
入
寺
法
」
に
「
洟
唾
須
知
扉

処
（
洟
唾
須
ら
く
扉
処
に
知
る
べ
し
）」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
が
第
一
出
典
で
あ
ろ
う
。
出
典
対
照
５
参
照
。



七
一

⑧
大
仏
寺
…
…「『
弁
道
法
』（
一
）」
の
【
解
題
】
に
お
い
て
、「
た
だ
し
、
寛
文
本
が
、「
大
仏
寺
」
に
お
い
て
『
弁
道
法
』
が
著
さ
れ
た
と
判
断

し
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
」（
一
三
六
頁
）
と
し
た
の
は
、
誤
り
で
こ
こ
に
訂
正
す
る
。��

⑨
面
桶
…
…
洗
面
用
の
桶
の
こ
と
。『
五
山
十
利
図
』
に
は
「
育
王
山　

洗
面
処
様
」
と
し
て
、
道
元
禅
師
当
時
の
も
の
に
近
い
と
思
わ
れ
る
、
中

国
阿
育
王
山
の
後
架
の
図
面
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
（
東
隆
眞
編
『
大
乘
寺

開　
山

徹
通
義
介
禅
師
関
係
資
料
集
』、
春
秋
社
、
二
〇
〇
八
年
、
五
六
頁
）、
そ
こ
に
も
「
面

桶
」・「
洗
面
桶
」
と
あ
る
。�

⑩
竈
頭
…
…
湯
を
沸
か
し
て
お
く
、
か
ま
ど
の
こ
と
。「
頭
」
は
接
尾
語
。
か
ま
ど
の
あ
る
所
に
行
っ
て
桶
に
湯
を
汲
み
、
元
の
位
置
に
戻
っ
て
き

て
洗
面
す
る
。
前
註
⑨
の
『
五
山
十
利
図
』「
育
王
山　

洗
面
処
様
」
に
お
い
て
は
、「
鑊
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。�

⑪
軽
手
於
桶
、
洗
面
低
細
…
「
軽
」
は
、「
軽
や
か
な
さ
ま
」
の
意
。『
弁
道
法
』
で
は
、「
軽
身
」（「『
弁
道
法
』（
一
）」
一
四
三
頁
）・「
軽
歩
」（
同
前

一
四
四
頁
）・「
軽
両
手
掲
簾
而
出
」（
同
前
一
四
四
頁
）
の
よ
う
に
、「
静
か
に
」
と
意
訳
出
来
る
場
合
が
多
い
た
め
、
こ
こ
で
は
「
軽
手
」
は
「
静

か
に
手
を
使
っ
て
」
と
解
し
た
。「
低
細
」
は
、
丁
寧
の
意
。『
入
衆
日
用
』
に
は
「
軽
手
取
桶
洗
面
、
水
不
宜
多
。（
手
を
軽
く
し
て
桶
を
取
り
て

洗
面
す
る
に
は
、
水
は
宜
し
く
多
か
る
べ
か
ら
ず
）」
と
あ
る
。
出
典
対
照
６
参
照
。��

⑫
如
法
洗
眼
裏
鼻
孔
耳
辺
口
頭
而
見
浄
…
…
こ
の
一
文
は
、
寛
文
本
以
来
、「
見
浄
」
を
「
浄
か
ら
し
め
よ
」
と
訓
読
し
、「
作
法
通
り
に
眼
・

鼻
・
耳
・
口
を
洗
っ
て
綺
麗
に
し
な
さ
い
」（
春
秋
社
訳
註
本
一
五
・
三
九
頁
）
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
本
稿
で
は
、「
見
」
を
助
動
詞

と
し
て
、「
基
本
的
な
構
文
は
「
主
語
（
受
動
者
）
見
二
動
詞
一
（
主
語
（
ハ
）
動
詞
セ
ら
ル
）」
と
な
る
。
動
作
の
主
体
者
（
動
作
主
）
を
明
示
す
る
場

合
は
、
こ
の
構
文
の
後
に
「
前
置
詞
（
於
・
于
・
乎
）
＋
動
作
主
」
で
構
成
さ
れ
る
前
置
詞
句
を
置
き
、「
主
語
見
三
動
詞
二
於
動
作
主
一
（
主
語

（
ハ
）
動
作
主
ニ
動
詞
セ
ら
ル
）」
の
形
と
な
る
。
ふ
つ
う
「
主
語
は
（
動
作
主
に
）
動
詞
さ
れ
る
」
と
訳
す
」（『
漢
辞
海
』
第
四
版
）
の
意
と
判
断
し
、

「
如
法
に
眼
・
鼻
・
耳
・
口
を
洗
う
こ
と
に
よ
っ
て
浄
め
ら
れ
る
」
と
解
し
た
。
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
巻
に
も
関
連
記
事
あ
り
。【
補

記
】
参
照
。
な
お
、
前
註
⑨
の
『
五
山
十
利
図
』「
育
王
山　

洗
面
処
様
」
に
よ
れ
ば
、「
牙
薬
」
が
置
か
れ
て
い
る
。��

⑬
不
得
湯
水
多
費
、
無
度
而
使
…
…
『
入
衆
日
用
』
に
「
水
不
宜
多
」
と
あ
る
。
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
巻
に
も
関
連
記
事
あ
り
。
前
註

①
、
出
典
対
照
７
、【
補
記
】
参
照
。『
入
衆
日
用
』
の
「
多
」
は
、「
よ
け
い
に
お
お
く
す
る
、
不
必
要
に
ふ
や
す
」（『
漢
辞
海
』
第
四
版
）
の

意
。

⑭
漱
口
吐
水
～
水
於
隣
桶
…
…『
入
衆
日
用
』
に
「
嗽
口
吐
水
時
、
須
低
頭
以
手
引
下
。
不
得
直
腰
吐
水
濺
鄰
桶
（
口
を
嗽
い
で
水
を
吐
か
ん
時
は
、
須
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ら
く
低
頭
し
て
手
を
以
て
引
き
下
す
べ
し
。
腰
を
直
に
し
て
水
を
吐
い
て
鄰
の
桶
に
濺
ぐ
こ
と
を
得
ず
）」
と
あ
る
。
出
典
対
照
８
参
照
。「
曲
躬
低
頭
」
は
、

立
っ
た
ま
ま
腰
を
深
く
曲
げ
て
頭
を
下
げ
る
こ
と
で
、「
直
腰
」
は
、
腰
を
真
っ
す
ぐ
に
す
る
こ
と
。��

⑮
勿
留
垢
膩
…
…「
垢
」
は
あ
か
、「
膩
」
は
あ
ぶ
ら
の
こ
と
で
、
こ
れ
ら
を
洗
い
流
し
て
残
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」

巻
に
も
関
連
記
事
あ
り
。【
補
記
】
参
照
。�

⑯
公
界
拭
面
…
…
こ
こ
で
は
、
個
人
の
手
巾
で
は
な
い
、
公
共
の
手
巾
の
こ
と
。「
公
界
」
は
、
禅
宗
発
祥
の
語
と
さ
れ
、「
①
公
共
の
区
界
。
一

般
大
衆
が
共
同
使
用
す
る
場
所
、
ま
た
は
所
有
物
。
②
仏
性
現
成
と
し
て
の
尽
十
方
世
界
を
い
う
。
偏
界
」（『
禅
学
大
辞
典
』
二
四
三
頁
）。
こ
こ

で
は
①
の
意
。
菅
原
昭
英
「
道
元
僧
団
に
お
け
る
「
公
界
」
と
い
う
語
の
用
例
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
』
第
三
九
号
、
一
九
九
七
年
）
等
参
照
。��

⑰
不
得
桶
杓
喧
轟
、
咳
嗽
作
声
、
驚
動
清
衆
…
…
『
禅
苑
清
規
』
巻
二
「
小
参
」
に
は
、
行
っ
て
は
な
ら
な
い
事
項
を
挙
げ
て
「
堂
中
聚
話
、
夜

後
拖
鞋
、
掲
簾
不
垂
後
手
、
洗
面
桶
杓
喧
轟
、
涕
唾
有
声
、
驚
動
清
衆
（
堂
中
に
聚
話
し
、
夜
後
に
鞋
を
拖
き
、
簾
を
掲
ぐ
る
に
後
手
を
垂
れ
ず
、
洗
面
に

は
桶
杓
喧
轟
し
、
涕
唾
声
有
り
、
清
衆
を
驚
動
す
）」
と
あ
り
、『
入
衆
日
用
』
に
は
「
軽
手
掲
簾
出
後
架
、
不
得
拖
鞋
、
不
得
咳
嗽
作
声
。（
手
を
軽
く

し
て
簾
を
掲
げ
て
後
架
に
出
ん
に
は
、
鞋
を
拖
く
こ
と
を
得
ず
、
咳
嗽
し
て
声
を
作
す
こ
と
を
得
ず
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
傍
線
部
を
合
糅
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
巻
に
も
関
連
記
事
あ
り
。
出
典
対
照
９
、【
補
記
】
参
照
。「
喧
轟
」
は
、
大
き
な
音
を
立
て

る
こ
と
。「
咳
嗽
」
は
、
せ
き
を
す
る
こ
と
。�

⑱
古
曰
～
喧
堂
喧
衆
乎
…
…
出
典
は
『
入
衆
日
用
』。
出
典
対
照
10
参
照
。
桐
野
好
覚
「
道
元
禅
師
と
『
日
用
清
規
』」（『
宗
学
研
究
』
第
四
六
号
、

二
〇
〇
四
年
）
で
は
、『
禅
門
諸
祖
師
偈
頌
』「
慈
受
禅
師
示
衆
箴
規
」
を
出
典
と
す
る
（
六
二
頁
）
が
、
こ
の
文
は
淳
祐
七
年
（
一
二
四
七
）
頃
の
刊

行
時
に
増
補
さ
れ
た
部
分
に
含
ま
れ
る
（
椎
名
宏
雄
「『
禅
門
諸
祖
師
偈
頌
』
の
文
献
的
考
察
」、『
禅
学
研
究
の
諸
相
』、
田
中
良
昭
博
士
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
、

二
〇
〇
三
年
、
二
三
八
～
二
三
九
頁
）
た
め
、
出
典
資
料
と
し
て
は
や
や
難
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
真
福
寺
宝
生
院
（
大
須
観
音
、
愛
知
県
名
古
屋
市
）
蔵

『
入
衆
日
用
』
の
方
が
、『
続
蔵
』
所
収
本
よ
り
も
文
言
が
近
い
た
め
、
こ
ち
ら
を
第
一
出
典
と
し
た
。
な
お
真
福
寺
蔵
『
入
衆
日
用
』
は
、『
大

須
経
蔵
目
録
』（『
真
福
寺
善
本
叢
刊
』
第
一
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
四
四
頁
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
目
録
の
編
者
と
推
定
さ

れ
て
い
る
（
同
前
六
八
五
頁
）、
真
福
寺
二
十
一
代
鏡
融
（
？
～
一
五
七
五
）
示
寂
以
前
の
書
写
と
な
る
た
め
、
中
世
期
の
写
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
盆
」
は
、
こ
こ
で
は
面
桶
の
こ
と
。
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帰
⑲

⑲

堂
威
儀
、
準
出
堂
法
。
帰⑳

来
被
位
、
将
被
蓋
体
、
如
法
坐
禅
。

或
不
蓋
被
、
在
人
之
意
。
此
時
、
未
搭㉑

袈
裟
。　
　

　

若
換
直
裰㉒

莫
離
被
（
五
ウ
）位

、
在
位
而
換
。
先
将
日
裏㉓

者
、
先
蓋
身
上
、

潜
解
打
眠
直
裰㉔

之
両
帯
、
脱
肩
袖
而
落
于
背
後
之
与
膝
辺
。
譬
如
遶

蒲
団
。
次
結
日
裏
者
之
両
帯
著
定
了
、
収
打
眠
直
裰
、
窖
在㉕

于
被
位

之
後
。
脱
日
裏
者
、
著
打
眠
衣
須
準
之
而
知
。

　

不㉖

得
床※

上
露
白
換
衣
。
不
得
床※

上
立
地
拽
畳
被
服
。
不
得
床※

上
抓

頭
。
不
得
床※

上
弄
数
珠
作
声
軽
衆
。
不
得
床※

上
与
隣
単
語
話
。
不
得

在
床※

坐
臥
参
差㉗

。
上㉘

床※

下
床※

、
不
得
匍
匐
於
床※

上
。
不
得
大
払
拭
牀

席
使
有
声
。

　
　
※
床
（
九
箇
所
）
…
冠
註
・
文
政
本
・
増
註
ハ
「
牀
」
ニ
作
ル
。

　

五㉙

更
鳴
首
座
寮
前
板
三
下
。
住
持
人
（
六
オ
）首

座
、
坐
堂
以
後
大
衆
不
得

従
前
門
出
入
。

　

未㉚

開
静㉛

前
、
不
得
収
単㉜

摺
被㉝

。
方
候
開
大
静
。
所
謂
厨㉞

前
雲㉟

板※

、

帰
堂
の
威
儀
、
出
堂
の
法
に
準
ず
。
被
位
に
帰
り
来
り
て
、
被
を

将
っ
て
体
を
蓋お
お
い
、
如
法
に
坐
禅
す
。
或
は
被
を
蓋
わ
ざ
る
も
、
人

の
意
に
在
り
。
此
の
時
、
未
だ
搭た
つ
袈け

裟さ

せ
ず
。

　

若
し
直じ
き

裰と
つ

を
換
え
る
に
は
、
被
位
を
離
る
る
こ
と
莫
く
、
位
に
在

り
て
換
え
よ
。
先
ず
日に
ち

裏り

の
者
を
将
っ
て
、
先
ず
身
上
に
蓋
い
、
潜ひ
そ

か
に
打た

眠み
ん

直
裰
の
両
帯
を
解
き
、
肩
袖
を
脱
し
て
背
後
と
膝
辺
と
に

落
す
。
譬
え
ば
蒲
団
を
遶め
ぐ
ら
す
が
如
く
せ
よ
。
次
に
日
裏
の
者
の
両

帯
を
結
ん
で
著
定
し
了
り
、
打
眠
直
裰
を
収
め
て
、
被
位
の
後
に
窖こ
う

在ざ
い

せ
よ
。
日
裏
の
者
を
脱
ぎ
、
打
眠
衣
を
著
く
る
も
、
須
ら
く
之
に

準
じ
て
知
る
べ
し
。

　

床
上
に
露ろ
び

白ゃ
く

に
し
て
衣
を
換
え
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
床
上
に
立
地

し
て
被
服
を
拽
き
畳
む
こ
と
を
得
ざ
れ
。
床
上
に
て
頭
を
抓
く
こ
と

を
得
ざ
れ
。
床
上
に
て
数
珠
を
弄
し
声
を
作
し
て
衆
を
軽
ん
ず
る
こ

と
を
得
ざ
れ
。
床
上
に
て
隣
単
と
語
話
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
床
に

在
っ
て
坐
臥
参し
ん

差し

す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
床
に
上
り
床
を
下
る
に
、

床
上
に
匍ほ

匐ふ
く

す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
大
に
牀
席
を
払
拭
し
て
声
有
ら

し
む
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。

　

五
更
に
首
座
寮
前
の
板
を
鳴
ら
す
こ
と
三
下
す
。
住
持
人
と
首
座

の
坐
堂
以
後
、
大
衆
は
前
門
従
り
出
入
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。

　

未
だ
開
静
せ
ざ
る
前
に
、
単
を
収
め
被
を
摺た
た

む
こ
と
を
得
ざ
れ
。



七
四

及
諸
堂
前
板
一
時
俱
撃
、
於
時
摺
単
摺
被
、
収
枕
上
帳㊱

、
搭
袈
裟
相

向
而
坐
。
即
上
窓
簾
及
前
門
後
門
簾
。
聖
僧
前
装
香
点
燭
。

　
　
※
板
…
冠
註
・
文
政
本
・
増
註
ハ
「
版
」
ニ
作
ル
。

　

摺㊲

被
之
法
。
因
聞
開
大
静
、
以
両
手
執
被
両
角
而
把
合
、
縱
折
而

作
両
重
。
次
又
縱
折
而
作
四
重
。
次
向
内
横
折
而
作
四
重
。
都
計
十

六
重
也
。
以
安
眠
単
之
奥
頭
。
次
畳
斂
眠
単
於
被
下
、
挿
枕
子
於
被

裏
。
安
被
之
時
、
有
重
之
頭
向
身
以
安
之
。

　

次
（
六
ウ
）合
掌
以
両
手
執
裹
袈
裟
之
被㊳

巾
、
以
俱
安
被
上
。
次
合
掌
開
被

巾
、
以
蓋
被
巾
於
被
上
。
所
謂
以
被
巾
之
両
端
、
向
下
裹
摺
被
之
左

右
也
。
不
裹
摺
被
之
前
後
。

　

次
向
袈
裟
而
合
掌
、
以
両
手
擎
袈
裟
、
以
安
頂㊴

上
合
掌
発
願
。

偈
曰
、

　

大㊵

哉
解㊶

脱
服
、
無
相
福
田
衣
。
披㊷

奉
如
来
教
、
広
度
諸
衆
生
。

　

然
後
著
袈
裟
、
右
転
身
向
正
面
而
坐
。
摺
被
時
、
不
得
教
被
横
而

方ま
さ

に
開
大
静
を
候ま

つ
べ
し
。
所
謂
、
厨
前
の
雲う
ん

板ぱ
ん

、
及
び
諸
堂
の
前

の
板
を
一
時
に
俱
に
撃
つ
、
時
に
於
て
単
を
摺
み
、
被
を
摺
み
、
枕

を
収
め
、
帳
を
上
げ
、
袈
裟
を
搭
け
相
向
い
て
坐
す
。
即
ち
窓そ
う

簾れ
ん

及

び
前
門
後
門
の
簾
を
上
ぐ
。
聖
僧
の
前
に
、
装
香
点
燭
す
。

　

被
を
摺
む
の
法
。
因
み
に
開
大
静
を
聞
い
て
、
両
手
を
以
て
、
被

の
両
角
を
執
っ
て
把
り
合
わ
せ
、
縱
に
折
り
て
両
重
と
作
す
。
次
に

又
、
縱
に
折
っ
て
四
重
と
作
す
。
次
に
、
内
に
向
け
て
横
に
折
っ
て

四
重
と
作
す
。
都
て
計か
ぞ

え
る
に
十
六
重
な
り
。
以
て
眠
単
の
奥お
う

頭と
う

に

安
ず
。
次
に
眠
単
を
被
の
下
に
畳
み
斂お
さ

め
て
、
枕
子
を
被
裏
に
挿
さ
し
は
さ

む
。
被
を
安
ず
る
の
時
、
重
ね
有
る
の
頭は
し

を
身
に
向
け
て
以
て
之
を

安
ず
。

　

次
に
合
掌
し
て
、
両
手
を
以
て
袈
裟
を
裹つ
つ
め
る
の
被
巾
を
執
り
て
、

以
て
俱
に
被
の
上
に
安
ず
。
次
に
合
掌
し
て
被
巾
を
開
き
、
以
て
被

巾
を
被
の
上
に
蓋
う
。
所い
わ

謂ゆ
る

、
被
巾
の
両
端
を
以
て
、
下
に
向
け
て

摺し
ゅ

被う
ひ

の
左
右
を
裹つ
つ

む
な
り
。
摺
被
の
前
後
を
裹
ま
ざ
れ
。

　

次
に
袈
裟
に
向
か
っ
て
合
掌
し
、
両
手
を
以
て
袈
裟
を
擎
げ
て
、

以
て
頂
ち
ょ
う
ね
い上

に
安
じ
、
合
掌
し
て
発
願
す
。
偈
に
曰
く
、

　
�

大だ
い

哉さ
い

解げ

脱だ
つ

服ぷ
く

。
無む

相そ
う

福ふ
く

田で
ん

衣え

。
披ひ

奉ぶ
に

如ょ
ら

来い
き

教ょ
う

。
広こ
う

度ど
し

諸ょ
し

衆ゅ
じ

生ょ
う

。

（
大
い
な
る
哉か

な
、
解
脱
服
、
無
相
の
福
田
衣
。
如
来
の
教
え
を
披
奉
し
、
広
く

諸
々
の
衆
生
を
度
せ
ん
）

　

然
る
後
に
袈
裟
を
著
け
、
右
に
身
を
転
じ
て
正
面
に
向
か
っ
て
坐



七
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到
隣
位
単
上
。
不
得
卒
暴
作
声
。
護㊸

身
護
儀
、
随
衆
恭
衆
而
已
。
開㊹

静
以
去
、
不
得
展
（
七
オ
）単

蓋
被
而
眠
。
粥
了
帰
衆㊺

寮
、
喫
茶
喫
湯
、
或
復

被
位
打
坐
。

す
。
被
を
摺
む
時
、
被
を
し
て
横よ
こ
たえ
隣
位
の
単
上
に
到
ら
し
む
こ
と

を
得
ざ
れ
。
卒
暴
に
し
て
声
を
作
す
こ
と
を
得
ざ
れ
。
護
身
護
儀
、

衆
に
随
い
衆
に
恭
し
く
す
る
の
み
。
開
静
以
去
は
、
単
を
展
べ
被
を

蓋
う
て
眠
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
粥
了お
わ
り
て
衆
寮
に
帰
り
、
喫
茶
喫
湯

し
、
或
い
は
被
位
に
復か
え

り
て
打
坐
す
。

【
語
註
】

⑲
帰
堂
威
儀
、
準
出
堂
法
…
…
「
出
堂
法
」
は
、「
伺
其
時
節
～
不
得
垂
手
成
袖
」（「『
弁
道
法
』（
一
）」
一
四
四
頁
）
と
し
て
、
後
門
か
ら
廉
を
上
げ

て
、
照
堂
・
槁
亭
を
経
て
後
架
に
向
か
う
こ
と
、
足
の
出
し
方
等
の
注
意
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。�

⑳
帰
来
被
位
～
在
人
之
意
…
…
『
入
衆
日
用
』
に
類
似
の
記
載
あ
り
。
出
典
対
照
11
参
照
。�

㉑
搭
袈
裟
…
…
袈
裟
を
着
用
す
る
こ
と
。�

㉒
直
裰
…
…
法
衣
の
こ
と
。「『
弁
道
法
』（
一
）」
一
五
一
頁
、
語
註
㊴
参
照
。
褊
衫
（
袈
裟
を
か
け
る
時
に
用
い
る
衣
（
下
着
））
と
裙
（
裙
子
。
僧
侶
の

腰
に
ま
と
う
衣
）
を
合
わ
せ
た
も
の
。�

㉓
日
裏
者
…
…
「
日
裏
」
と
は
、
日
中
の
こ
と
。
春
秋
社
訳
註
本
一
五
で
は
「
日
中
に
着
る
直
裰
、
日
中
の
着
物
」（
二
二
八
頁
）
と
さ
れ
る
。
打

眠
衣
で
な
い
も
の
。��

㉔
打
眠
直
裰
…
…
寝
る
と
き
に
着
る
着
物
の
こ
と
。
後
出
の
打
眠
衣
と
同
義
。「
寝
る
と
き
に
着
る
衣
の
こ
と
。
古
く
は
五
条
衣
（
袈
裟
）
を
か
け

て
就
寝
し
た
が
、
の
ち
打
眠
衣
を
用
い
る
」（『
禅
学
大
辞
典
』
八
三
〇
頁
）。『
禅
林
象
器
箋
』
に
は
「
旧
説
曰
、
夜
間
須
著
打
眠
衣
。
到
天
曉
、
方

換
好
衣
（
旧
説
に
曰
く
、
夜
間
に
は
須
く
打
眠
衣
を
著
る
べ
し
。
天
曉
に
到
り
て
、
方
に
好
の
衣
に
換
え
よ
）」（
七
〇
九
頁
）
と
あ
り
、
近
世
で
は
用
い
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

㉕
窖
在
…
…
「
窖
」
は
、
あ
な
ぐ
ら
、
貯
蔵
す
る
と
こ
ろ
の
意
。
函
櫃
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。��
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㉖
不
得
床
上
～
与
隣
単
語
話
…
…
『
入
衆
日
用
』
に
類
似
の
記
載
あ
り
。
出
典
対
照
12
参
照
。

㉗
参
差
…
…
不
揃
い
、
の
意
。�

㉘
上
床
下
床
～
席
使
有
声
…
…
『
大
比
丘
三
千
威
儀
経
』
上
に
「
欲
上
床
有
五
事
。
一
者
当
徐
却
踞
床
。
二
者
不
得
匍
匐
上
。
三
者
不
得
使
床
有

声
。
四
者
不
得
大
払
拭
床
席
使
有
声
。
五
者
洗
足
未
燥
当
拭
之
。（
床
に
上
ら
ん
と
欲
す
る
に
五
事
有
り
。
一
に
は
当
に
床
に
踞
す
る
を
徐
却
す
べ
し
。
二
に

は
匍
匐
し
て
上
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
三
に
は
床
を
し
て
声
有
ら
し
む
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
四
に
は
大
い
に
床
席
を
払
拭
し
て
声
有
ら
し
む
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
五
に
は
足

を
洗
い
て
未
だ
燥
か
ざ
れ
ば
当
に
之
を
拭
く
べ
し
）」
と
説
か
れ
る
。
出
典
対
照
13
参
照
。�

㉙
五
更
鳴
首
座
寮
前
板
三
下
…
…
『
入
衆
日
用
』
の
「
五
更
鐘
鳴
、
住
持
并
首
座
坐
堂
、
不
得
従
前
門
出
入
。
開
小
静
方
摺
被
抅
枕
子
。
摺
被
之

法
。
先
尋
両
角
以
手
、
理
伸
向
前
面
。
先
摺
一
半
、
次
摺
身
前
一
半
（
五
更
に
鐘
鳴
て
、
住
持
、
并
び
に
首
座
、
堂
に
坐
せ
ば
、
前
門
従
り
出
入
す
る
こ
と

を
得
ざ
れ
。
開
小
静
せ
ば
方
に
被
を
摺
て
、
枕
子
を

む
べ
し
。
被
を
摺
む
の
法
。
先
ず
両
角
を
尋
い
て
手
を
以
て
、
理
め
伸
て
前
面
に
向
け
よ
。
先
ず
一
半
を
摺
て
、

次
に
身
の
前
の
一
半
を
摺
め
）」
に
基
づ
く
か
。
出
典
対
照
14
参
照
。
た
だ
し
、『
入
衆
日
用
』
に
は
、「
鐘
鳴
」
と
出
て
お
り
、
木
版
を
鳴
ら
す
と

は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
春
秋
社
訳
註
本
一
五
・
二
二
八
～
二
二
九
頁
、
補
注
四
一
（
五
）
参
照
。

㉚
未
開
静
前
、
不
得
収
単
摺
被
…
…
『
禅
苑
清
規
』
巻
三
「
首
座
」
に
類
似
の
記
載
あ
り
。
出
典
対
照
15
参
照
。

㉛
開
静
…
…
静
か
な
状
態
を
開
け
放
つ
こ
と
。
こ
こ
で
は
、「
静
」
は
静
慮
の
意
。
つ
ま
り
坐
禅
を
開
放
す
る
こ
と
。
ま
た
『
禅
苑
清
規
』
に
よ
れ

ば
、「
静
」
は
眠
っ
て
い
る
状
態
を
も
指
す
。
そ
の
場
合
は
、
眠
り
か
ら
覚
ま
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。『
禅
苑
清
規
』
に
お
け
る
「
開
小
静
」「
開

大
静
」
は
、
こ
の
意
味
の
み
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
出
典
対
照
16
「
方
候
開
大
静
」
参
照
。
な
お
『
禅
林
象
器
箋
』
に
は
「
故
余
謂
、
開
静
者
、

開
覚
静
睡
也
。
開
言
発
覚
、
静
是
睡
眠
之
婉
辞
也
（
故
に
余
謂お

も
ヘ
ら
く
、
開
静
は
、
静
睡
を
開
覚
す
る
と
。
開
の
言
は
発
覚
、
静
は
是
れ
睡
眠
の
婉
辞
な
り
）」

（
七
二
二
頁
）
と
記
載
さ
れ
、
開
静
に
は
、「
小
開
静
（
開
小
静
と
も
）」
と
「
大
開
静
（
開
大
静
と
も
）」
の
二
種
が
あ
り
、
前
者
が
予
報
、
後
者
が
本

報
と
さ
れ
る
。
小
開
静
、
大
開
静
の
方
法
は
、
清
規
に
よ
っ
て
一
定
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
『
禅
苑
清
規
』
巻
六
「
警
衆
」
で
は
以
下
の
よ
う

に
規
定
さ
れ
る
。「
開
小
静
之
法
〈
先
撃
板
三
声
、
漸
漸
高
大
令
声
調
暢
、
従
慢
至
緊
、
従
重
至
軽
、
為
一
会
。
至
二
会
殺
声
、
徐
徐
打
三

下
〉。
開
大
静
之
法
〈
如
開
小
静
之
法
。
但
只
長
打
一
会
也
〉（
開
小
静
の
法
〈
先
ず
板
を
撃
つ
こ
と
三
声
、
漸
漸
に
高
大
に
し
声
を
し
て
調
暢
な
ら
し
め
、
慢

よ
り
緊
に
至
り
、
重
よ
り
軽
に
至
っ
て
、
一
会
と
な
す
。
二
会
に
至
っ
て
殺
声
し
、
徐
徐
と
し
て
打
つ
こ
と
三
下
す
〉。
開
大
静
の
法
〈
開
小
静
の
法
の
如
し
。
た
だ
た
だ

長
打
一
会
す
る
の
み
〉）」（『
訳
註
禅
苑
清
規
』
二
二
一
頁
）。
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㉜
単
…
…
僧
堂
に
お
け
る
坐
る
座
位
。「『
弁
道
法
』（
一
）」
一
四
八
頁
、
語
註
㉖
参
照
。
こ
こ
で
は
敷
布
団
の
意
。
後
段
の
「
眠
単
」
も
同
義
。

な
お
清
規
に
お
い
て
「
単
」
と
称
す
る
場
合
は
、
上
記
以
外
に
も
複
数
の
意
味
を
有
す
る
。『
禅
林
象
器
箋
』
に
は
「
以
名
書
単
片
紙
、
故
言

単
也
。
凡
清
規
称
単
者
、
数
種
。
名
同
物
別
。
有
名
単
、
有
単
板
。
単
位
〈
見
座
位
門
〉、
眠
単
〈
見
服
章
門
〉、
並
但
言
単
。
又
有
経
単
、

差
単
、
簿
単
、
単
帳
等
〈
見
簿
券
門
〉。
今
此
即
名
単
也
（
名
を
以
て
単
片
紙
に
書
く
、
故
に
単
と
言
う
な
り
。
凡
そ
清
規
に
単
と
称
す
る
は
、
数
種
。
名
同
じ

く
し
て
物
別
な
り
。
名
単
あ
り
。
単
板
あ
り
。
単
位
〈
座
位
門
を
見
よ
〉、
眠
単
〈
服
章
門
を
見
よ
〉、
並
び
に
た
だ
単
と
言
う
。
ま
た
経
単
、
差
単
、
簿
単
、
単
帳
等

〈
簿
券
門
を
見
よ
〉
あ
り
。
今
此
れ
即
ち
単
と
名
づ
く
な
り
）」（
六
三
二
頁
）
と
あ
る
。��

㉝
被
…
人
の
体
を
覆
う
も
の
の
総
称
。「『
弁
道
法
』（
一
）」
一
四
六
頁
、
語
註
⑫
参
照
。
こ
こ
で
は
掛
け
布
団
の
意
。��

㉞
厨
…
…
食
事
を
作
る
場
所
。
庫
院
と
も
。��

㉟
雲
板
…
雲
の
形
を
し
た
青
銅
ま
た
は
鉄
板
製
の
平
板
の
こ
と
。
庫
裏
や
斎
堂
前
に
か
け
、
坐
禅
の
終
了
や
食
事
の
時
刻
を
知
ら
せ
る
た
め
の
道

具
。��

㊱
帳
…
…
と
ば
り
。
蚊
帳
。
座
位
を
仕
切
る
垂
れ
幕
の
こ
と
。『
禅
苑
清
規
』
巻
三
「
維
那
」
に
も
「
堂
中
冬
夏
替
換
氈
蓆
及
凉
簾
・
暖
簾
、
掛

帳
・
下
帳
・
開
炉
・
閉
炉
（
堂
中
冬
夏
に
氈
蓆
及
び
凉
簾
・
暖
簾
を
替
換
し
、
掛
帳
・
下
帳
・
開
炉
・
閉
炉
す
）」（『
訳
註
禅
苑
清
規
』
一
一
〇
頁
）
と
み
え
、

往
時
の
僧
堂
で
は
一
般
的
な
設
備
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。��

㊲
摺
被
之
法
～
而
作
四
重
…
…「
摺
」
は
畳
む
の
意
。
掛
け
布
団
を
折
り
畳
む
作
法
に
関
す
る
こ
と
。『
入
衆
日
用
』
に
類
似
の
記
載
あ
り
。
出
典

対
照
17
参
照
。

㊳
被
巾
…
…
袈
裟
を
覆
う
布
の
こ
と
。
袱
紗
。「『
弁
道
法
』（
一
）」
一
四
九
頁
、
語
註
㉙
参
照
。

㊴
頂

…
…
頭
頂
部
の
こ
と
。
頂
も

も
い
た
だ
き
の
意
。�

㊵
大
哉
～
衆
生
…
…
袈
裟
を
搭
け
る
時
に
唱
え
る
偈
文
。
搭
袈
裟
偈
。
道
元
禅
師
は
在
宋
時
、
長
連
牀
の
隣
り
の
単
に
坐
っ
て
い
る
僧
が
偈
文
を

黙
誦
し
な
が
ら
袈
裟
を
搭
け
た
姿
を
目
に
し
た
時
の
こ
と
を
、「
と
き
に
予
、
未
曾
見
の
お
も
ひ
を
生
じ
、
歓
喜
、
み
に
あ
ま
り
、
感
涙
、
ひ

そ
か
に
お
ち
て
衣
襟
を
ひ
た
す
」（『
正
法
眼
蔵
』「
袈
裟
功
徳
」
巻
、
春
秋
社
本
二
・
三
三
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
偈
文
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
「
阿

含
経
を
披
閲
」（『
正
法
眼
蔵
』「
袈
裟
功
徳
」
巻
、
春
秋
社
本
二
・
三
三
〇
頁
、「
伝
衣
」
巻
、
春
秋
社
本
一
・
三
六
九
頁
）
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
在
こ
そ

知
っ
て
は
い
た
が
、
実
際
の
作
法
を
目
に
し
た
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
感
激
の
あ
ま
り
涙
を
流
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
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し
、
偈
文
に
つ
い
て
は
道
元
禅
師
が
述
べ
る
「
阿
含
経
」
に
は
未
見
で
あ
る
。
高
崎
直
道
『
日
常
唱
え
る
偈
文
の
解
説
』（
大
本
山
總
持
寺
出
版
部
、

一
九
八
一
年
、
九
九
頁
）
で
は
出
典
を
『
法
苑
珠
林
』（
六
六
八
年
成
立
）
と
す
る
が
、
第
三
句
を
「
披
奉
如
戒
行
」
と
し
て
い
る
た
め
、
出
典
と
し

て
は
『
禅
苑
清
規
』
の
方
が
近
い
。
し
か
し
、『
禅
苑
清
規
』
も
第
三
句
を
「
披
奉
如
来
戒
」
と
し
て
い
る
（
出
典
対
照
18
参
照
）。
第
三
句
を

「
披
奉
如
来
教
」
と
す
る
の
は
、『
弁
道
法
』
以
外
で
は
『
正
法
眼
蔵
』「
袈
裟
功
徳
」
巻
（
春
秋
社
本
二
・
三
二
三
頁
、
三
三
〇
頁
）、「
伝
衣
」
巻

（
春
秋
社
本
一
・
三
七
三
頁
）
で
あ
り
、
道
元
禅
師
の
著
作
の
み
と
な
る
。
第
三
句
の
「
披
奉
如
来
戒
」
を
「
披
奉
如
来
教
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
、

古
山
健
一
「
搭
袈
裟
偈
考
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
一
六
回
、
二
〇
一
五
年
）
で
は
、
袈
裟
を
仏
と
捉
え
る
「
袈
裟
受
持
観
」

に
基
づ
き
、
道
元
禅
師
が
「
戒
」
よ
り
も
さ
ら
に
大
き
な
概
念
で
あ
る
「
教
」
に
置
き
換
え
た
も
の
と
す
る
。�

㊶
解
脱
服
・
福
田
衣
…
…
と
も
に
袈
裟
を
示
す
語
。『
正
法
眼
蔵
』「
伝
衣
」
巻
に
は
「
お
ほ
よ
そ
し
る
べ
し
、
袈
裟
は
こ
れ
仏
身
な
り
、
仏
心
な

り
。
ま
た
解
脱
服
と
称
し
、
福
田
衣
と
称
す
。
忍
辱
衣
と
称
し
、
無
相
衣
と
称
し
、
慈
悲
衣
と
称
し
、
如
来
衣
と
称
し
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩

提
衣
と
称
す
る
な
り
。
ま
さ
に
か
く
の
ご
と
く
受
持
す
べ
し
」（
春
秋
社
本
一
・
三
六
五
頁
）
と
あ
る
。�

㊷
披
奉
…
…
折
り
畳
ん
だ
袈
裟
を
恭
し
く
捧
げ
た
後
、
開
い
て
身
に
着
け
る
こ
と
。
披
は
開
く
の
意
。
奉
は
敬
意
を
も
っ
て
捧
げ
る
こ
と
の
意
。

㊸
護
身
護
儀
…
…
身
を
護
り
、
作
法
を
護
る
こ
と
。『
四
分
律
』
や
『
五
分
律
』
中
に
多
数
み
え
る
以
下
の
よ
う
な
文
言
に
基
づ
い
た
語
か
。「
仏

言
、
自
今
已
去
聴
、
為
護
身
、
護
衣
、
護
坐
具
故
、
在
僧
伽
藍
中
作
屧
著
（
仏
言
く
、
今
よ
り
已
去
、
身
を
護
り
、
衣
を
護
り
、
坐
具
を
護
る
が
故
に
、
僧

伽
藍
中
に
在
り
て
屧
著
を
作
す
こ
と
を
聴
す
）」（『
四
分
律
』
巻
二
九
、
大
正
二
二
・
七
七
一
頁
ａ
）。�

㊹
開
静
以
去
…
…
開
静
し
て
よ
り
後
。
以
去
は
以
後
、
以
降
の
こ
と
。�

㊺
衆
寮
…
…
伽
藍
の
ひ
と
つ
で
、
修
行
僧
が
仏
典
・
祖
録
を
学
ん
だ
り
、
茶
・
湯
を
喫
す
る
際
に
用
い
る
寮
舍
の
こ
と
。�



七
九

１
、
手
執
楊
枝

　

手
執
楊
枝
、
当
願
衆
生
、
心
得
正
法
、
自
然
清
浄
。�

（
四
ウ
）

楊
枝
を
右
手
に
と
り
て
、
呪
願
す
べ
し
。
華
厳
経
浄
行
品
云
、
手
執

楊
枝
、
当
願
衆
生
、
心
得
正
法
、
自
然
清
浄
。（『
正
法
眼
蔵
』「
洗

面
」
巻
、
春
秋
社
本
二
・
四
三
～
四
四
頁
）

２
、
晨
嚼
楊
枝

　

晨
嚼
楊
枝
、
当
願
衆
生
、
得
調
伏
牙
、
噬
諸
煩
悩
。�

（
四
ウ
）

こ
の
文
を
誦
し
を
は
り
て
、
さ
ら
に
揚
枝
を
か
ま
ん
と
す
る
に
、
す

な
は
ち
誦
す
べ
し
、
晨
嚼
楊
枝
、
当
願
衆
生
、
得
調
伏
牙
、
噬
諸
煩

悩
。（『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
巻
、
春
秋
社
本
二
・
四
三
～
四
四
頁
）

３
、
楊
枝
作
法

　

仏
言
、
嚼
楊
枝
頭
、
不
得
過
三
分
。
凡
踈
歯
刮
舌
、
当
須
如
法
。

刮
舌
不
得
過
三
度
。
舌
上
血
出
当
止
。�

（
四
ウ
）

ａ
手
執
楊
枝　

当
願
衆
生　

心
得
正
法　

自
然
清
浄

�

（
六
十
巻
『
華
厳
経
』「
浄
行
品
」、
大
正
九
・
四
三
一
頁
ａ
）

ａ
晨
嚼
楊
枝　

当
願
衆
生　

得
調
伏
牙　

噬
諸
煩
悩

�

（
六
十
巻
『
華
厳
経
』
六
「
浄
行
品
」、
大
正
九
・
四
三
一
頁
ａ
）

ｂ�
用
楊
枝
有
五
事
。
一
者
断
当
如
度
。
二
者
破
当
如
法
。
三
者
嚼
頭

不
得
過
三
分
。
四
者
踈
歯
当
中
三
噛
。
五
者
当
汁
澡
自
用
刮
舌
有

五
事
。
一
者
不
得
過
三
返
。
二
者
舌
上
血
出
当
止
。
三
者
不
得
大

振
手
汚
僧
伽
梨
若
足
。
四
者
棄
楊
枝
莫
当
人
道
。
五
者
常
当
著
屏

【
出
典
対
照
表
】



八
〇

４
、
浄
口

　

古
云
、
浄
口
者
、
嚼
楊
枝
、
漱
口
、
刮
舌
。�

（
四
ウ
）

５
、
屏
処

　

洟
唾
須
知
屏
処
。
大
宋
諸
寺
後
架
、
無
嚼
楊
枝
処
、
今
大
仏
寺
後

架
構
之
。�

（
四
ウ
）

６
、
軽
手
於
桶
、
洗
面
低
細
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

軽
手
於
桶
、
洗
面
低
細
。�

（
五
オ
）

７
、
不
得
湯
水
多
費
、
無
度
而
使

　

不
得
湯
水
多
費
、
無
度
而
使
。�
（
五
オ
）

か
く
の
ご
と
く
あ
ら
ふ
と
き
、
湯
を
無
度
に
つ
ひ
や
し
て
、
面
桶
の

ほ
か
に
も
ら
し
、
お
と
し
、
ち
ら
し
て
、
は
や
く
う
し
な
ふ
こ
と
な

か
れ
。（『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
巻
、
春
秋
社
本
二
・
五
一
頁
）

処
。（『
大
比
丘
三
千
威
儀
経
』
上
、
大
正
二
四
・
九
一
五
頁
ｂ
）

ａ�

浄
口
者
、
嚼
楊
枝
、
漱
口
、
刮
舌
。�（『
大
比
丘
三
千
威
儀
経
』
上
、
大

正
二
四
・
九
一
四
頁
ａ
）

ｂ
涕
唾
須
知
屏
処
。（『
教
誡
律
儀
』、
大
正
四
五
・
八
六
九
頁
ｂ
）

ｃ�

五
者
常
当
著
屏
処
。（『
大
比
丘
三
千
威
儀
経
』
上
、
大
正
二
四
・
九
一
五

頁
ｂ
）

ｃ
軽
手
取
桶
洗
面
、
水
不
宜
多
。（『
入
衆
日
用
』
三
〇
一
頁
）

ｃ
軽
手
取
桶
洗
面
、
水
不
宜
多
。（『
入
衆
日
用
』
三
〇
一
頁
）



八
一

８
、
曲
躬
低
頭
而
洗
面

　

漱
口
吐
水
於
面
桶
之
外
。
曲
躬
低
頭
而
洗
面
、
不
得
直
腰
濺
水
於

隣
桶
。�

（
五
オ
）

９
、
不
得
桶
杓
喧
轟

　

不
得
桶
杓
喧
轟
、
咳
嗽
作
声
、
驚
動
清
衆
。�

（
五
オ
）

洗
面
の
あ
ひ
だ
、
桶
・
杓
な
ら
し
て
お
と
を
な
す
こ
と
、
か
ま
び
す

し
く
す
る
こ
と
な
か
れ
。（『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
巻
、
春
秋
社
本
二
・

五
二
頁
）

10
、
古
曰
、
五
更
洗
面
、
本
為
修
行

　

古
曰
、
五
更
洗
面
、
本
為
修
行
。
豈
嘘
唾
把
盆
、
喧
堂
喧
衆
乎
。

�
（
五
オ
）

11
、
帰
来
被
位

　

帰
来
被
位
、
将
被
蓋
体
、
如
法
坐
禅
。
或
不
蓋
被
、
在
人
之
意
。

ｃ�

嗽
口
吐
水
時
、
須
低
頭
以
手
引
下
。
不
得
直
腰
吐
水
濺
鄰
桶
。

（『
入
衆
日
用
』
三
〇
一
頁
）

ｂ�

堂
中
聚
話
、
夜
後
拖
鞋
、
掲
簾
不
垂
後
手
、
洗
面
桶
杓
喧
轟
、
涕

唾
有
声
、
驚
動
清
衆
。（『
禅
苑
清
規
』
巻
二
「
小
参
」、『
訳
註
禅
苑
清

規
』
八
三
頁
）

ｂ�

軽
手
掲
簾
出
後
架
、
不
得
拖
鞋
、
不
得
咳
嗽
作
声
。（『
入
衆
日
用
』

三
〇
一
頁
）

ａ�

古
云
、
五
更
洗
面
、
本
為
修
行
。
嘔
唾
拖
盆
、
喧
堂
聒
衆
。（『
入

衆
日
用
』
三
〇
二
頁
）

ｃ�
五
更
洗
面
、
本
為
修
行
。
吐
唾
拖
盆
、
喧
聒
大
衆
。（『
禅
門
諸
祖

師
偈
頌
』「
慈
受
禅
師
示
衆
箴
規
」、『
五
山
版
中
国
禅
籍
叢
刊
』
第
十
一
巻
、

臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
六
二
頁
下
）

ｃ�

帰
被
位
、
将
眠
単
収
、
一
半
坐
定
。
若
換
直
裰
、
須
将
新
者
、
先



八
二

�

（
五
オ
）

12
、
不
得
床
上
抓
頭

　

不
得
床
上
抓
頭
。
不
得
床
上
弄
数
珠
作
声
軽
衆
。
不
得
床
上
与
隣

単
語
話
。�

（
五
ウ
）

13
、
上
床
下
床
、
不
得
匍
匐
於
床
上

　

上
床
下
床
、
不
得
匍
匐
於
床
上
。
不
得
大
払
拭
牀
席
使
有
声
。

�

（
五
ウ
）

14
、
五
更
鳴
首
座
寮
前
板
三
下

　

五
更
鳴
首
座
寮
前
板
三
下
。
住
持
人
首
座
、
坐
堂
以
後
大
衆
不
得

従
前
門
出
入
。�

（
五
ウ
～
六
オ
）

15
、
不
得
収
単
摺
被

　

未
開
静
前
、
不
得
収
単
摺
被
。�
（
六
オ
）

16
、
方
候
開
大
静

　

方
候
開
大
静
。
所
謂
厨
前
雲
板
、
及
諸
堂
前
板
一
時
俱
撃
、
於
時

摺
単
摺
被
、
収
枕
上
帳
。�

（
六
オ
）

覆
身
上
、
不
得
露
白
。（『
入
衆
日
用
』
三
〇
二
頁
）

ｃ�

不
得
床
上
抓
頭
。
不
得
床
上
弄
数
珠
作
声
。
不
得
与
隣
単
床
上
語

話
。（『
入
衆
日
用
』
三
一
七
頁
）

ｃ�

欲
上
床
有
五
事
。
一
者
当
徐
却
踞
床
。
二
者
不
得
匍
匐
上
。
三
者

不
得
使
床
有
声
。
四
者
不
得
大
払
拭
床
席
使
有
声
。
五
者
洗
足
未

燥
当
拭
之
。（『
大
比
丘
三
千
威
儀
経
』
上
、
大
正
二
四
・
九
一
五
頁
ｃ
）

ｃ�

五
更
鐘
鳴
、
住
持
并
首
座
坐
堂
、
不
得
従
前
門
出
入
。
開
小
静
方

摺
被
抅
枕
子
。
摺
被
之
法
。
先
尋
両
角
以
手
、
理
伸
向
前
面
。
先

摺
一
半
、
次
摺
身
前
一
半
。（『
入
衆
日
用
』
三
〇
三
頁
）

ｃ�

堂
中
大
衆
未
開
静
前
、
不
得
令
捲
単
畳
被
上
帳
。（『
禅
苑
清
規
』
巻

三
「
首
座
」、『
訳
註
禅
苑
清
規
』
一
二
五
頁
）

ｃ�
次
厨
前
打
小
鐘
子
者
、
開
小
静
也
〈
諸
寮
供
過
行
者
及
灯
頭
等
並

皆
先
起
〉。
次
撃
厨
前
雲
板
者
、
開
大
静
也
〈
衆
僧
斉
起
方
得
摺

畳
単
被
。
及
上
蚊
厨
〉。（『
禅
苑
清
規
』
巻
六
「
警
衆
」、『
訳
註
禅
苑
清

規
』
二
一
七
～
二
一
八
頁
）



八
三

17
、
摺
被
之
法

　

摺
被
之
法
。
因
聞
開
大
静
、
以
両
手
執
被
両
角
而
把
合
、
縱
折
而

作
両
重
。
次
又
縱
折
而
作
四
重
。�

（
六
オ
）

18
、
搭
袈
裟
偈

　

大
哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
。
披
奉
如
来
教
、
広
度
諸
衆
生
。

お
ほ
よ
そ
袈
裟
は
、
仏
弟
子
標
幟
な
り
。
も
し
袈
裟
を
受
持
し
を
は

り
な
ば
、
毎
日
に
頂
戴
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
頂
上
に
安
じ
て
、
合

掌
し
て
こ
の
偈
を
誦
す
、
大
哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
、
披
奉
如
来

教
、
広
度
諸
衆
生
。（『
正
法
眼
蔵
』「
袈
裟
功
徳
」
巻
、
春
秋
社
本
二
・

三
二
三
頁
）

予
、
在
宋
の
そ
の
か
み
、
長
連
牀
に
功
夫
せ
し
と
き
、
斉
肩
の
隣
単

を
み
る
に
、
開
静
の
と
き
ご
と
に
、
袈
裟
を
さ
さ
げ
て
頂
上
に
安
じ

て
、
合
掌
恭
敬
し
、
一
偈
を
黙
誦
す
。
そ
の
偈
に
い
は
く
、
大
哉
解

脱
服
、
無
相
福
田
衣
、
披
奉
如
来
教
、
広
度
諸
衆
生
。（『
正
法
眼
蔵
』

「
袈
裟
功
徳
」
巻
、
春
秋
社
本
二
・
三
二
九
頁
～
三
三
〇
頁
）

袈
裟
浣
濯
之
時
、
須
用
衆
末
香
和
水
。
灑
乾
之
後
、
畳
収
安
置
高

処
、
以
香
花
而
供
養
之
三
拝
。
然
後
踞
跪
、
頂
戴
合
掌
、
致
信
唱
此

ｃ�

摺
被
之
法
。
先
尋
両
角
以
手
理
伸
向
前
面
先
摺
一
半
。
次
摺
身
前

一
半
。（『
入
衆
日
用
』
三
〇
三
頁
）

ｂ�

本
師
持
袈
裟
誦
偈
云
、
大
哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
。
披
奉
如
来

戒
、
広
度
諸
衆
生
。（『
禅
苑
清
規
』
巻
九
「
沙
弥
受
戒
文
」、『
訳
註
禅
苑

清
規
』
三
〇
五
～
三
〇
六
頁
）

ｃ�

受
已
還
和
尚
。
如
是
三
反
。
和
尚
為
著
之
〈
出
善
見
論
〉。
説
偈

言
、
大
哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
。
披
奉
如
戒
行
、
広
度
諸
衆

生
。（『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』
巻
三
、
大
正
蔵
四
〇
・
一
五
〇
頁
ｂ
）。

ｃ�

然
後
和
尚
為
著
袈
裟
。
当
正
著
時
依
善
見
論
。
復
説
偈
讚
云
、
大

哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
。
披
奉
如
戒
行
、
広
度
諸
衆
生
。（『
法

苑
珠
林
』
巻
二
二
、
大
正
五
三
・
四
四
八
頁
ｂ
）。

ｃ�
〈
善
哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
。
我
今
頂
戴
受
、
世
世
常
得
披
〉。

（『
入
衆
日
用
』
三
〇
二
頁
）



八
四

偈
、
大
哉
解
脱
服
、
無
相
福
田
衣
、
披
奉
如
来
教
、
広
度
諸
衆
生
。

三
唱
而
後
、
立
地
如
披
奉
。（『
正
法
眼
蔵
』「
伝
衣
」
巻
、
春
秋
社
本

一
・
三
七
二
頁
～
三
七
三
頁
）

※
以
下
は
「『
弁
道
法
』（
一
）」【
出
典
対
照
】
の
訂
正
。

３
、
起
法

　

大
衆
軽
身
而
起
。
不
可
卒
暴
。
不
得
尚
留
睡
臥
無
礼
大
衆
。
潜
把

枕
子
安
函
櫃
前
、
莫
得
響
摺
。
恐
動
念
于
隣
単
。�

（
三
オ
）

４
、
軽
身
坐
禅

　

且
在
被
位
将
被
著
身
、
礙
蒲
団
而
坐
禅
。
切
忌
閉
眼
。
閉
眼
昏

生
。
頻
頻
開
眼
、
微
風
入
眼
困
容
易
醒
。
応
念
無
常
迅
速
、
道
業
未

明
。
不
得
動
身
頻
呻
怒
気
扇
風
上
下
令
衆
動
念
。
大
凡
於
衆
常
生
恭

敬
。
不
得
軽
慢
大
衆
矣
。
不
得
将
被
幪
頭
。
如
覚
困
来
脱
落
帽
被
、

軽
身
坐
禅
。�

（
三
オ
～
ウ
）

５
、
掲
簾

　

抽
身
下
牀
、
軽
身
軽
歩
、
経
便
路
而
赴
後
門
、
軽
両
手
掲
簾
而

出
。�

（
三
ウ
）

ｃ�

須
是
五
更
鐘
未
鳴
、
軽
々
擡
身
先
起
。
将
枕
子
安
脚
下
、
未
用

摺
、
恐
響
驚
鄰
単
。（『
入
衆
日
用
』
三
〇
〇
頁
）

ｃ�

抖
擻
精
神
、
将
被
裹
身
端
坐
。
不
得
扇
風
令
人
動
念
。
覚
得
困

来
、
却
将
被
推
脚
下
。（『
入
衆
日
用
』
三
〇
〇
頁
）

ｂ�
軽
手
掲
簾
出
後
架
、
不
得
拖
鞋
、
不
得
咳
嗽
作
声
。（『
入
衆
日
用
』

三
〇
一
頁
、
本
稿
出
典
対
照
9
参
照
）



六
十
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
巻

『
弁
道
法
』（
訓
読
文
）

七
十
五
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
面
」
巻

八
五

　

洗
面
架
に
い
た
り
て
、
手
巾
の
わ
な
な
る

と
こ
ろ
を
、
う
な
じ
に
か
く
。
ふ
た
つ
の
は

し
を
、
左
右
の
か
た
よ
り
、
ま
へ
に
ひ
き
こ

し
て
、
左
右
の
て
に
て
、
お
の
お
の
手
巾
の

左
右
の
は
し
を
と
り
て
、
左
右
の
わ
き
よ
り
、

手
巾
の
左
右
の
は
し
を
、
う
し
ろ
へ
お
し
や

る
が
ご
と
く
し
て
、
う
し
ろ
に
て
、
お
の
お

の
ひ
き
ち
が
へ
て
、
左
の
は
し
は
右
へ
き
た

し
、
右
の
は
し
は
左
に
き
た
し
て
、
む
ね
の

ま
へ
に
あ
た
り
て
、
む
す
ぶ
な
り
。
か
く
の

ご
と
く
す
れ
ば
、
褊
衫
の
く
び
は
手
巾
に
お

ほ
は
れ
、
両
袖
は
手
巾
に
ゆ
ひ
あ
げ
ら
れ
て
、

ひ
ぢ
よ
り
か
み
に
あ
が
り
ぬ
る
な
り
。
ひ
ぢ

よ
り
し
も
は
、
あ
ら
は
な
り
。
た
と
へ
ば
、

た
す
き
を
か
け
た
ら
ん
が
ご
と
し
。

　

そ
の
の
ち
、
も
し
後
架
な
ら
ば
、
面
桶
を

と
り
て
、
か
ま
の
ほ
と
り
に
ゆ
き
て
、
一
桶

の
湯
を
と
り
て
、
架
の
う
へ
に
お
く
。
も
し

　

洗
面
の
法
。
手
巾
を
用
い
て
頸く
び

に
掛
け
、

両
端
を
前
に
垂
れ
、
次
に
両
手
を
も
て
各
の

一
端
を
把つ
か

み
て
、
左
右
の
腋
下
従よ

り
背
後
に

至
ら
し
め
、
互た
が
い相

に
し
て
両
端
を
交
え
、
又

た
両
腋
の
下
従
り
面
前
に
至
ら
し
め
、
胸
に

当
て
て
結
定
せ
よ
。

　

一
に
絆
を
繋
く
る
が
如
し
。
全
襟
と
両
袖

を
し
て
両
臂
以
上
、
両
肩
以
下
に
押お
し
か
が褰
げ
し

む
。
次
に
手
に
楊
枝
を
執
り
、
合
掌
し
て
曰

く
、

　

手し
ゅ
し
ゅ
う
よ
う
じ

執
楊
枝
、
当
と
う
が
ん
し
ゅ
じ
ょ
う

願
衆
生
、
心
し
ん
と
く
し
ょ
う
ぼ
う

得
正
法
、
自じ

然ね
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う

清
浄
。

　

即
ち
楊
枝
を
嚼か

み
誦
し
て
曰
く
、

　

晨し
ん
し
ゃ
く
よ
う
じ

嚼
楊
枝
、
当
と
う
が
ん
し
ゅ
じ
ょ
う

願
衆
生
、
得と
く
ち
ょ
う
ふ
く
が

調
伏
牙
、
噬ぜ
い

諸し
ょ
ぼ
ん
の
う

煩
悩
。

　

仏
言
く
、
楊
枝
の
頭
を
嚼
む
こ
と
、
三
分

を
過
ぎ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
凡
そ
歯
を
踈そ
ろ

え

舌
を
刮か

る
こ
と
、
当
に
須
ら
く
如
法
な
る
べ

　

洗
面
架
に
い
た
り
て
、
手
巾
の
中
分
を
う

な
じ
に
か
く
。
ふ
た
つ
の
は
し
を
左
右
の
か

た
よ
り
ま
へ
に
ひ
き
こ
し
て
、
左
右
の
手
に

て
、
左
右
の
わ
き
よ
り
手
巾
の
左
右
の
は
し

を
う
し
ろ
へ
い
だ
し
て
、
う
し
ろ
に
て
お
の

お
の
ひ
き
ち
が
へ
て
、
左
の
は
し
は
右
へ
き

た
り
、
右
の
は
し
は
左
に
き
た
し
て
、
む
ね

の
ま
へ
に
あ
た
り
て
む
す
ぶ
な
り
。
か
く
の

ご
と
く
す
れ
ば
、
褊
衫
の
く
び
は
手
巾
に
お

ほ
は
れ
、
両
袖
は
手
巾
に
ゆ
ひ
あ
げ
ら
れ
て
、

ひ
ぢ
よ
り
か
み
に
あ
が
り
ぬ
る
な
り
。
ひ
ぢ

よ
り
し
も
、
う
で
・
た
な
ご
こ
ろ
、
あ
ら
は

な
り
。
た
と
え
ば
、
た
す
き
か
け
た
ら
ん
が

ご
と
し
。
そ
の
の
ち
、
も
し
後
架
な
ら
ば
、

面
桶
を
と
り
て
、
か
ま
の
ほ
と
り
に
い
た
り

て
、
一
桶
の
湯
を
と
り
て
、
か
へ
り
て
洗
面

架
の
う
へ
に
お
く
。
も
し
余
処
に
て
は
、
打

湯
桶
の
湯
を
面
桶
に
い
る
。

【
補
記
】
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余
所
な
ら
ん
は
、
打
湯
を
面
桶
に
い
る
る
な

り
。
湯
を
え
て
の
ち
に
、
楊
枝
を
か
む
べ

し
。

　

華
厳
経
浄
行
品
云
、
手
執
楊
枝
、
当
願
衆

生
、
心
得
正
法
、
自
然
清
浄
。
晨
嚼
楊
枝
、

当
願
衆
生
、
得
調
伏
牙
、
噬
諸
煩
悩
。
し
る

べ
し
、
手
執
楊
枝
は
、
教
菩
薩
法
な
り
、
晨

嚼
楊
枝
は
教
菩
薩
法
な
り
。
楊
枝
の
な
が

さ
、
あ
る
ひ
は
四
指
、
あ
る
ひ
は
八
指
、
あ

る
ひ
は
十
二
指
、
あ
る
ひ
は
十
六
指
な
り
。

�

（
春
秋
社
本
二
・
五
八
五
～
五
八
六
頁
）

　

つ
ぎ
に
洗
面
す
。
両
手
に
湯
を
掬
し
て
、

お
も
て
を
あ
ら
ふ
。
か
く
の
ご
と
く
、
よ
く

よ
く
あ
ら
ふ
あ
ひ
だ
、
湯
を
無
度
に
つ
ひ
や

し
て
、
面
桶
の
ほ
か
に
、
も
ら
し
お
と
し
て
、

は
や
く
う
し
な
ふ
こ
と
な
か
れ
。
あ
か
、
お

ち
、
あ
ぶ
ら
、
の
ぞ
こ
ほ
り
ぬ
る
ま
で
、
あ

し
。
舌
を
刮
る
こ
と
三
度
を
過
ぎ
る
こ
と
を

得
ざ
れ
。
舌
上
よ
り
血
出
で
ば
当
に
止
む
べ

し
。
古
に
云
く
、
浄
口
と
は
、
楊
枝
を
嚼

み
、
口
を
漱す
す

ぎ
舌
を
刮
く
と
。

　

若
し
人
相
い
向
わ
ば
、
手
を
以
て
自
の
口

を
掩お
お
い
て
、
人
を
し
て
見
せ
て
嫌
心
を
生
ぜ

し
む
る
こ
と
莫
れ
。
洟て
い
唾だ

須
ら
く
屏び
ょ
う
し
ょ処に
知

る
べ
し
。
大
宋
諸
寺
の
後
架
に
は
嚼
楊
枝
の

処
無
し
、
今
、
大
仏
寺
の
後
架
に
は
之
を
構

う
。

　

両
手
に
面
桶
を
把
り
、
竈
頭
に
臨
ん
で
桶

を
安
じ
、
杓
を
把
り
、
湯
を
汲
み
て
桶
に
承

け
、
架
上
に
還
り
来
り
て
、
手
を
軽
く
し
て

桶
に
於
い
て
、
洗
面
す
る
こ
と
低
細
に
せ

よ
。
如
法
に
眼
裏
・
鼻
孔
・
耳
辺
・
口
頭
を

洗
い
て
浄
め
ら
る
。
湯
水
を
多
く
費
や
し
、

　

つ
ぎ
に
、
楊
枝
を
つ
か
ふ
べ
し
。
今
大
宋

国
諸
山
に
は
、
嚼
楊
枝
の
法
、
ひ
さ
し
く
す

た
れ
て
つ
た
は
れ
ざ
れ
ば
、
嚼
楊
枝
の
と
こ

ろ
な
し
と
い
へ
ど
も
、
今
吉
祥
山
永
平
寺
、

嚼
楊
枝
の
と
こ
ろ
あ
り
。
す
な
は
ち
今
案
な

り
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
づ
嚼
楊
枝
す
べ

し
。
楊
枝
を
右
手
に
と
り
て
、
呪
願
す
べ

し
。

　

華
厳
経
浄
行
品
云
、
手
執
楊
枝
、
当
願
衆

生
、
心
得
正
法
、
自
然
清
浄
。

　

こ
の
文
を
誦
し
を
は
り
て
、
さ
ら
に
楊
枝

を
か
ま
ん
と
す
る
に
、
す
な
は
ち
誦
す
べ
し
、

　

晨
嚼
楊
枝
、
当
願
衆
生
、
得
調
伏
牙
、
噬

諸
煩
悩
。

�

（
春
秋
社
本
二
・
四
三
～
四
四
頁
）

　

つ
ぎ
に
、
ま
さ
し
く
洗
面
す
。
両
手
に
面

桶
の
湯
を
掬
し
て
、
額
よ
り
両
眉
毛
・
両

目
・
鼻
孔
・
人
中
・
顱
・
頬
、
あ
ま
ね
く
あ

ら
ふ
。
ま
づ
よ
く
よ
く
湯
を
す
く
ひ
か
け
て
、

し
か
う
し
て
の
ち
摩
沐
す
べ
し
。
涕
唾
・
鼻

涕
を
面
桶
の
湯
に
お
と
し
い
る
る
こ
と
な
か
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ら
ふ
な
り
。
耳
の
な
か
、
あ
ら
ふ
べ
し
、
著

水
不
得
な
る
が
ゆ
え
に
。
眼
裏
、
あ
ら
ふ
べ

し
。
著
沙
不
得
な
る
が
ゆ
え
に
。
お
と
が
ひ

の
し
た
、
鼻
孔
ま
で
も
、
よ
く
よ
く
心
の
い

た
ら
ん
を
度
し
て
、
あ
ら
ふ
べ
し
。
あ
る
い

は
、
頭
上
頂

ま
で
も
あ
ら
ふ
、
す
な
は
ち

威
儀
な
り
。

　

つ
ぎ
に
、
手
巾
を
も
て
、
お
も
て
を
の
ご

ふ
べ
し
。
よ
く
よ
く
の
ご
ひ
か
は
か
し
て
、

手
巾
、
も
と
の
ご
と
く
脱
し
と
り
て
、
ふ
た

つ
に
し
て
、
左
の
臂
に
か
く
。
雲
堂
の
後
架

に
は
、
公
界
の
拭
面
あ
り
、
そ
れ
を
も
ち
い

る
。

　

洗
面
の
あ
ひ
だ
、
桶
杓
を
な
ら
し
、
か
ま

び
す
し
く
、
お
と
を
な
す
こ
と
な
か
れ
。

湯
・
水
を
狼
藉
に
し
て
、
近
辺
を
ぬ
ら
す
こ

と
な
か
れ
。
ひ
そ
か
に
観
想
す
べ
し
、
仏
祖

の
威
儀
面
目
を
相
伝
し
て
、
染
汚
せ
し
め

ず
、
修
証
す
る
、
随
喜
懽
喜
す
べ
し
。

　

雲
堂
あ
ら
ば
、
手
巾
を
た
づ
さ
へ
て
入
堂

す
。
軽
歩
低
声
な
る
べ
し
。

　

耆
年
宿
徳
の
草
庵
に
、
か
な
ら
ず
洗
面
架

度
無
く
し
て
使
う
こ
と
を
得
ざ
れ
。
口
を
漱

が
ば
、
水
を
面
桶
の
外
に
吐
く
。
曲
躬
低
頭

し
て
洗
面
し
、
腰
を
直な
お

し
て
水
を
隣
桶
に
濺

ぐ
こ
と
を
得
ざ
れ
。
両
手
に
湯
を
掬
い
て
洗

面
し
、
垢
膩
を
留
む
る
こ
と
勿
れ
。
次
に
右

手
を
以
て
手
巾
の
結
び
を
解
き
、
面
を
拭

く
。
公
界
の
拭
面
有
る
が
如
き
は
、
乃
ち
之

を
用
う
。
桶つ
う
杓
を
喧
轟
し
、
咳
嗽
し
て
声
を

作
し
、
清
衆
を
驚
動
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。

古
に
曰
く
、
五
更
の
洗
面
、
本
修
行
の
為
な

り
。
豈
に
唾
を
嘘
き
、
盆
を
把
る
に
、
堂
に

喧
し
く
し
、
衆
に
喧
し
う
せ
ん
や
。

　

帰
堂
の
威
儀
、
出
堂
の
法
に
準
ず
。
被
位

に
帰
り
来
り
て
、
被
を
将
っ
て
体
を
蓋
い
、

如
法
に
坐
禅
す
。
或
は
被
を
蓋
わ
ざ
る
も
、

人
の
意
に
在
り
。
此
の
時
、
未
だ
搭
袈
裟
せ

ず
。

れ
。
か
く
の
ご
と
く
あ
ら
ふ
と
き
、
湯
を
無

度
に
つ
ひ
や
し
て
、
面
桶
の
ほ
か
に
も
ら
し
、

お
と
し
、
ち
ら
し
て
、
は
や
く
う
し
な
ふ
こ

と
な
か
れ
。
あ
か
お
ち
、
あ
ぶ
ら
の
ぞ
こ
ほ

り
ぬ
る
ま
で
、
あ
ら
ふ
な
り
。
耳
裏
あ
ら
ふ

べ
し
、
著
水
不
得
な
る
が
ゆ
え
に
。
眼
裏
あ

ら
ふ
べ
し
、
著
沙
不
得
な
る
が
ゆ
え
に
。
あ

る
ひ
は
頭
髪
・
頂

ま
で
も
あ
ら
ふ
、
す
な

は
ち
威
儀
な
り
。
洗
面
、
を
は
り
て
、
面
桶

の
湯
を
す
て
て
の
ち
も
、
三
弾
指
す
べ
し
。

　

つ
ぎ
に
、
手
巾
の
お
も
て
を
の
ご
ふ
は
し

に
て
、
の
ご
ひ
、
か
は
か
す
べ
し
。
し
か
う

し
て
の
ち
、
手
巾
、
も
と
の
ご
と
く
脱
し
と

り
て
、
ふ
た
へ
に
し
て
左
臂
に
か
く
。
雲
堂

の
後
架
に
は
、
公
界
の
拭
面
あ
り
、
い
は
ゆ

る
一
疋
布
を
ま
う
け
た
り
。
烘
櫃
あ
り
、
衆

家
と
も
に
拭
面
す
る
に
、
た
ら
ざ
る
わ
づ
ら

ひ
な
し
。
か
れ
に
も
頭
面
の
ご
ふ
べ
し
、
ま

た
自
己
の
手
巾
を
も
ち
い
る
も
、
と
も
に
こ

れ
法
な
り
。

　

洗
面
の
あ
ひ
だ
、
桶
・
杓
な
ら
し
て
お
と

を
な
す
こ
と
、
か
ま
び
す
し
く
す
る
こ
と
な
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あ
る
べ
し
。
あ
る
い
は
洗
面
の
と
き
、
面
薬

を
も
ち
い
る
法
あ
り
。
お
ほ
よ
そ
道
心
辦
道

の
と
き
、
洗
面
・
嚼
楊
枝
お
こ
た
ら
ざ
れ
、

こ
れ
古
仏
の
正
法
な
り
。
あ
る
い
は
湯
を
え

ざ
ら
ん
と
こ
ろ
に
て
は
、
水
に
て
も
洗
面
す

べ
し
。
湯
・
水
す
べ
て
え
ざ
ら
ん
と
こ
ろ
に

て
は
、
拭
面
す
べ
し
。
そ
の
の
ち
礼
拝
坐
禅

す
べ
し
、
受
礼
。
礼
他
あ
る
べ
し
。
本
来
面

目
を
し
て
浄
潔
な
ら
し
む
べ
し
。

�

（
春
秋
社
本
二
・
五
八
九
～
五
九
〇
頁
）

か
れ
。
湯
・
水
を
狼
藉
に
し
て
、
近
辺
を
ぬ

ら
す
こ
と
な
か
れ
。
ひ
そ
か
に
観
想
す
べ
し
、

後
五
百
歳
に
う
ま
れ
て
、
辺
地
遠
島
に
処
す

れ
ど
も
、
宿
善
く
ち
ず
し
て
古
仏
の
威
儀
を

正
伝
し
、
染
汚
せ
ず
、
修
証
す
る
、
随
喜
歓

喜
す
べ
し
。
雲
堂
に
か
へ
ら
ん
に
、
軽
歩
低

声
な
る
べ
し
。

　

耆
年
宿
徳
の
草
庵
、
か
な
ら
ず
洗
面
架
あ

る
べ
し
、
洗
面
せ
ざ
る
は
非
法
な
り
。
洗
面

の
と
き
、
面
薬
を
も
ち
い
る
法
あ
り
。

　

お
ほ
よ
そ
嚼
楊
枝
・
洗
面
、
こ
れ
古
仏
の

正
法
な
り
。
道
心
辦
道
の
と
も
が
ら
、
修
証

す
べ
き
な
り
。
あ
る
ひ
は
湯
を
え
ざ
る
に
は
、

水
を
も
ち
い
る
、
旧
例
な
り
、
古
法
な
り
。

湯
・
水
す
べ
て
え
ざ
ら
ん
と
き
は
、
早
晨
よ

く
よ
く
拭
面
し
て
、
香
草
・
抹
香
等
を
ぬ
り

て
の
ち
、
礼
仏
誦
経
、
焼
香
坐
禅
す
べ
し
。

い
ま
だ
洗
面
せ
ず
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
つ
と
め
、

と
も
に
無
礼
な
り
。

�

（
春
秋
社
本
二
・
五
一
～
五
二
頁
）



共
同
研
究
「
瑩
山
禅
師
の
総
合
的
研
究
」

『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
三
）
―
「
年
中
行
事
」・「
羅
漢
講
式
」
の
翻
刻
―

佐
藤
秀
孝　

監
修

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
宗
学
研
究
部
門　

編



九
〇

一
、
本
稿
は
、『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
「
年
中
行
事
」（
一
月
～
七
月
一
日
）、
及
び
④
⑨
の
「
回
向
文
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
羅
漢
講
式
」
を
翻
刻
掲

載
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
翻
刻
に
際
し
て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
底
本
八
本
の
内
、「
年
中
行
事
」
が
収
録
さ
れ
る
六
本
を
、
三
段
組
み
の
対
照
表
を
二
点
作
成
し
て
示
し

た
。
冒
頭
の
数
字
は
、
各
本
の
書
写
・
開
版
年
時
順
に
付
し
た
も
の
で
、「
解
題
」（〈
一
〉
所
収
）
に
付
し
た
番
号
と
一
致
す
る
。

　

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
永
和
二
年
・
一
三
七
六
）
書
写
本
―
年
中
・
日
中
・
月
中
・
回
向

　

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
本
（
永
享
六
年
・
一
四
三
四
）
書
写
本
―
年
中
ノ
ミ

　

③
大
乘
寺
蔵
愚
休
書
写
本
（
文
明
八
年
・
一
四
七
六
）
書
写
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
ノ
ミ

　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
（
明
応
一
〇
年
・
一
五
〇
一
）
書
写
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
ノ
ミ

　

⑤
山
上
氏
旧
蔵
『
瑩
山
清
規
』（「
麟
広
本
」
と
元
来
一
本
）
―
年
中
ノ
ミ

　

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
文
亀
三
年
・
一
五
〇
三
）
書
写
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

　

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
五
年
・
一
六
七
七
）
刊
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

　

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
九
年
・
一
六
八
一
）
刊
本
―
日
中
・
月
中
・
回
向
・
年
中

一
、
底
本
は
、
①
は
原
本
所
蔵
者
の
許
可
を
得
て
、
曹
洞
宗
文
化
財
調
査
委
員
会
が
撮
影
し
た
写
真
と
、『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六　

禅
宗
清
規
集
（
臨

川
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
を
併
用
し
、
②
③
は
大
乘
寺
（
石
川
県
金
沢
市
）
所
蔵
本
（
石
川
県
立
美
術
館
寄
託
保
管
）、
④
⑥
⑨
は
永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）

所
蔵
本
を
、
原
本
所
蔵
者
の
許
可
を
得
て
撮
影
し
た
写
真
を
、
⑦
は
当
セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
す
る
、
徳
泉
寺
（
新
潟
県
上
越
市
）
所
蔵
本
の
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
複
写
本
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
た
。

一
、
②
の
（
一
オ
）
か
ら
（
三
ウ
）
ま
で
は
、
補
写
部
分
を
太
字
で
表
記
し
て
区
別
し
た
。
詳
細
は
本
文
中
の
注
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
、
⑤
は
、
原
本
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
（〈
一
〉
一
三
一
頁
参
照
）
た
め
、
田
島
柏
堂
「
山
上
氏
蔵
『
瑩
山
清
規
』
と
愛
知
学
院
大
学
図
書
館
「
瑩
山

示
寂
祭
文
」
に
つ
い
て
」（『
瑩
山
禅
師
研
究
』、
瑩
山
禅
師
奉
讃
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
、
六
九
〇
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
巻
頭
・
巻
末
の
写
真
二
葉

を
除
い
て
は
、
鏡
島
元
隆
監
修
、
東
隆
眞
訓
註
『
瑩
山
禅
師
清
規
』（
大
法
界
閣
、
一
九
七
四
年
、
一
九
二
頁
～
二
二
八
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、
⑨

共
同
研
究
「
瑩
山
禅
師
の
総
合
的
研
究
」
―
『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
―
　
凡
例



九
一

と
の
校
異
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
暫
定
的
翻
刻
と
し
た
。

一
、
対
照
表
は
、
①
②
⑥
の
表
を
先
に
、
⑤
⑦
⑨
の
表
を
後
に
掲
載
し
た
。（
一
）・（
二
）
と
は
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
注
意
さ
れ
た
い
。

一
、『
瑩
山
清
規
』
に
関
す
る
概
説
や
、
底
本
の
書
誌
情
報
等
に
つ
い
て
は
、「
解
題
」（〈
一
〉
所
収
）
に
ま
と
め
て
記
し
た
の
で
、
合
わ
せ
参
照
さ
れ

た
い
。

一
、
本
文
は
比
較
対
照
の
便
宜
上
、
内
容
を
考
慮
し
た
上
で
段
分
け
し
た
が
、
原
典
の
も
の
と
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

一
、
丁
数
は
各
段
の
末
に
「（
一
オ
～
ウ
）」
と
表
記
し
、
二
冊
以
上
の
場
合
は
「（
■
冊
一
オ
～
二
ウ
）」
と
表
記
し
た
。
な
お
、
①
禅
林
寺
本
は
、
地

冊
に
錯
簡
が
見
ら
れ
る
が
、『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
六
に
お
い
て
は
そ
れ
を
訂
正
し
た
上
で
掲
載
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
も
修
正
後
の
丁

数
を
記
載
し
た
。

一
、
原
典
の
改
行
位
置
に
は
」
を
入
れ
、
丁
数
変
更
を
伴
う
改
行
位
置
に
は
』
を
入
れ
て
示
し
た
。

一
、
句
読
点
は
全
て
、
写
本
毎
に
訓
点
等
に
応
じ
て
、
本
研
究
会
に
お
け
る
検
討
の
上
で
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
原
本
に
区
切
り
を
示
す
一

字
空
き
等
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
以
て
句
読
点
に
代
え
た
場
合
も
あ
る
。

一
、
旧
字
・
異
体
字
は
、
原
則
と
し
て
全
て
新
字
に
改
め
た
。

一
、
原
典
の
訓
点
・
ル
ビ
・
繰
り
返
し
符
号
（「
〱
」
等
）・
庵

い
お
り

点て
ん

（
〽
）
は
原
典
に
従
っ
て
表
記
し
た
が
、
連
続
符
・
音
合
符
・
訓
合
符
は
省
略
し
、

「
シ
テ
」・「
コ
ト
」
等
の
合
字
は
開
い
て
示
し
た
。
な
お
訓
点
に
つ
い
て
は
、
印
字
の
都
合
上
、
行
末
か
ら
次
行
の
文
頭
に
渡
っ
て
記
し
て
い
る

場
合
が
あ
る
。

一
、
割
注
は
〈　

〉
に
入
れ
て
示
し
、
割
注
内
の
折
返
し
は
／
で
示
し
た
。

一
、
文
字
が
判
読
不
能
で
、
元
の
文
字
数
が
推
定
で
き
る
箇
所
は
□
で
示
し
、
欠
字
が
他
本
で
補
え
る
場
合
は
□●

、
推
定
し
て
補
っ
た
場
合
は（

●
ヵ
）

□
と

表
記
し
た
。

一
、
原
本
の
欠
損
の
た
め
、
元
の
文
字
数
が
不
明
の
箇
所
は
〔　

〕
で
示
し
、
参
考
と
し
て
〔　

●

●
　

〕
の
よ
う
に
、
諸
本
よ
り
文
字
を
推
定
し
て
傍

記
し
た
。

一
、
原
典
が
明
ら
か
に
誤
字
で
、
正
し
い
字
が
分
か
る
場
合
は（

■
ヵ
）

●
と
し
、
衍
字
等
の
訂
正
出
来
な
い
場
合
は（

マ
マ
）

●
と
表
記
し
た
。

一
、
注
記
や
文
字
の
修
正
等
が
あ
る
場
合
は
、
該
当
字
の
右
に
「
※
」
を
付
し
、
事
項
を
各
段
の
丁
数
の
後
に
「
※
」
を
付
し
て
記
し
た
。



九
二

一
、
図
版
は
、
可
能
な
範
囲
で
翻
刻
し
つ
つ
、
該
当
箇
所
の
写
真
も
掲
載
し
た
も
の
と
、
一
切
翻
刻
せ
ず
、
写
真
掲
載
の
み
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
写
真
は
、「
年
中
行
事
」
全
体
の
翻
刻
の
後
に
、
該
当
箇
所
の
写
真
を
【
年
中
写
真
１
】
等
と
付
番
し
た
上
で
一
括
掲
載
し
た
。
但
し
、

写
真
で
は
文
字
の
読
解
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
写
真
の
後
に
文
字
を
翻
字
し
て
補
足
し
た
。

一
、
⑦
の
写
真
は
、（
一
）
と
同
様
に
、
石
川
県
立
図
書
館
所
蔵
本
を
、
原
本
所
蔵
者
の
許
可
を
得
て
掲
載
し
た
。

一
、「
年
中
行
事
」
の
図
版
写
真
の
後
に
、「
羅
漢
講
式
」
の
翻
刻
を
二
段
組
で
付
し
た
。

一
、
講
式
中
の
声
明
譜
の
正
確
な
翻
刻
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
翻
刻
の
後
に
、
該
当
箇
所
の
写
真
を
【
講
式
写
真
１
】
等
と
付
番
し
た
上
で
一
括
掲

載
し
た
。

一
、
翻
刻
文
中
に
は
、
現
在
の
人
権
的
観
点
か
ら
は
不
適
当
と
考
え
ら
れ
る
表
現
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
純
粋
に
学
術
研
究
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
差
別
の
肯
定
・
再
生
産
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

付
記　

本
研
究
に
際
し
て
、
所
蔵
史
料
の
使
用
を
ご
許
可
頂
き
ま
し
た
、
大
乘
寺
東
隆
眞
老
師
、
永
光
寺
屋
敷
智
乗
老
師
、
禅
林
寺
諏
訪
大
明
老

師
、
写
真
掲
載
の
許
可
を
頂
き
ま
し
た
、
石
川
県
立
図
書
館
様
、
調
査
に
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
、
大
本
山
總
持
寺
祖
院
監
院
鈴
木
永
一
老
師
、

桂
芳
院
田
島
毓
堂
老
師
、
石
川
県
立
美
術
館
村
瀬
博
春
様
、
当
セ
ン
タ
ー
講
師
尾
崎
正
善
老
師
、
山
上
家
様
に
誌
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す

（
所
属
・
肩
書
は
二
〇
二
〇
年
当
時
）。

　
　
　
　

本
研
究
会
参
加
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
師
…
…
…
…
…
…
佐
藤
秀
孝
（
駒
澤
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

常
任
研
究
員
…
…
…
小
早
川
浩
大
（
宗
学
研
究
部
門
主
任
）、
澤
城
邦
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
学
研
究
部
門
研
究
員
…
…
…
秋
津
秀
彰
、
新
井
一
光
、
永
井
賢
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　

教
化
研
修
部
門
研
究
生
…
…
…
山
内
弾
正
、
久
松
彰
彦
、
秦
慧
洲

　
　
　
　
　
　
　
　
　

専
門
研
究
員
…
…
…
角
田
隆
真

　
　
　
　

※
講
師
・
常
任
研
究
員
の
指
導
の
下
、
翻
刻
は
常
任
研
究
員
・
研
究
員
・
研
究
生
・
専
門
研
究
員
が
行
っ
た
。



九
三

※
「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
一
）」・「
同
（
二
）」
追
記
・
訂
正
（
傍
点
が
あ
る
場
合
は
訂
正
箇
所
を
示
す
）

（
一
）
一
三
〇
頁　
「
解
題
」「
五
、
翻
刻
底
本
の
書
誌
情
報
概
説
」
④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本　

内
容
追
記

	
旧
蔵
者
：
能
州
太
岳
山
祥
園
寺
→
西
明
寺
（
平
等
心
王
院
、
京
都
府
京
都
市
）
→
（
中
間
未
詳
）
→
永
光
寺

　
　
　
　
　
　

→
旧
蔵
者
：
能
州
太
岳
山
祥
園
寺
→
西
明
寺
（
平
等
心
王
院
、
京
都
府
京
都
市
）
→
京
都
古
書
店
→
三
密
堂
書
店
→
廣
上
塔
貫

　
　
　
　
　
　
　
　

氏
→
永
光
寺

　
　
　
　
　
　

※
詳
細
は
「
解
題
補
遺
」（「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
四
）」
掲
載
予
定
）
に
て
論
述
を
予
定
。

（
一
）
一
三
一
頁　
「
解
題
」「
五
、
翻
刻
底
本
の
書
誌
情
報
概
説
」
⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本　

誤
字
訂
正

	

到
宝
暦0

七
年
→
到
宝
永0

七
年

（
一
）
一
四
六
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本　

注
記
訂
正

　
　
　
　
　
　
　

※	

能
州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事
次
序
…
一
オ
上
欄
外
ニ
朱
印
「（
印
文
不
詳
）」
ア
リ
、「
行
事
次
序
」
ノ
下
ニ
朱
印
「
平
等
心
王

院
」
ア
リ
。

　
　
　
　
　
　

→
※	

能
州
洞
谷
山
永
光
寺
行
事
次
序
…
（
一
オ
）
上
欄
外
ニ
朱
印
「
塔
貫
」、「
行
事
次
序
」
ノ
下
ニ
朱
印
「
平
等
心
王
院
」
ア
リ
。

当
号
（「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
一
）」）
一
三
九
頁
右
上
掲
載
写
真
参
照
。

（
一
）
一
四
六
頁　

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』・
④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
・
⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本　

誤
字
訂
正

	

已0

時
→
巳0

時

（
一
）
一
四
七
頁　

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』・
④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
・
⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本　

誤
字
訂
正

	

已0

始
→
巳0

始



九
四

（
一
）
一
四
七
頁　

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』・
④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
・
⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本　

誤
字
訂
正

	

已0

始
香
欲
了
時
→
巳0

始
香
欲
了
時

（
二
）
一
七
一
頁　

①
禅
林
寺
本
「【
表
】『
瑩
山
清
規
』「
回
向
文
」
諸
本
対
照
表
」　

誤
字
訂
正

	
５
韋
駄0

天
諷
経
→
５
韋
陀0

天
諷
経

（
二
）
一
七
一
頁　

①
禅
林
寺
本
「【
表
】『
瑩
山
清
規
』「
回
向
文
」
諸
本
対
照
表
」　

注
記
追
加

	

※
「
◎
達
磨
忌
回
向
」
は
、『
正
法
清
規
』「
年
中
行
事
」
十
月
五
日
条
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（『
続
曹
洞
宗
全
書
』
清
規
・

	

　
六
九
頁
）。

（
二
）
一
七
一
頁　

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
「【
表
】『
瑩
山
清
規
』「
回
向
文
」
諸
本
対
照
表
」　

誤
字
訂
正

	

19
日
午0

→
19
日
中0

（
二
）
一
八
〇
頁　

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本　

衍
字
削
除

	

大
衆

ノ
首
尾
如
レ
此
版0

ノ
→
大
衆

ノ
首
尾
如
レ
此

ノ

（
二
）
一
八
九
頁　

①
禅
林
寺
本
「（
１
臨
時
設
斎
）」　

読
点
削
除

	

知
客
無
□時

、
者
、
維
□那

、
侍
者
、
引
之
。
→
知
客
無
□時

者
、
維
□那

、
侍
者
、
引
之
。

（
二
）
二
〇
七
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
22
挙
龕
念
誦
（
亡
僧
）」　

傍
注
追
記

	

攀
愇
→
攀
愇

（
違
ヵ
）
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（
二
）
二
〇
七
頁　

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
「
22
挙
龕
念
誦
（
亡
僧
）」　

誤
字
訂
正

	

荼
（
茶
ヵ
）毘

→（
荼
ヵ
）

茶
毘

（
二
）
二
〇
七
頁　

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
「
22
挙
龕
念
誦
（
亡
僧
）」　

傍
注
削
除

	
攀
違

（
愇
ヵ
）ヲ一

→
攀
違

ヲ一

（
二
）
二
〇
八
頁　

①
禅
林
寺
本
「
◎
亡
僧
既
出
時
念
誦
（
亡
僧
）」　

注
記
追
加

	

※
山
門
仏
事
時
～
維
那
出
念
誦
…
こ
の
文
は
、『
正
法
清
規
』「
回
向
文
」
の
「
22
挙
龕
念
誦
」
と
「
23
山
頭
念
誦
」
の
間

	

に
も
記
さ
れ
て
い
る
（『
続
曹
洞
宗
全
書
』
清
規
・
八
七
頁
）。

（
二
）
二
一
四
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
30
尊
宿
入
龕
念
誦
（
尊
宿
遷
化
）」

	

※
被
…
「

」
ノ
誤
ト
思
ワ
レ
ル
。

　
　
　
　
　
　

→
※

…
「
被
」
ノ
誤
ト
思
ワ
レ
ル
。

（
二
）
二
一
六
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
22
挙
龕
念
誦
（
亡
僧
）」　

傍
注
追
記

	

攀
幃
→
攀
幃

（
違
ヵ
）ヲ一

（
二
）
二
一
六
頁　

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
「
22
挙
龕
念
誦
（
亡
僧
）」　

傍
注
削
除

	

攀※

違
（
幃
ヵ
）ヲ一

→
攀
違

ヲ一

（
二
）
二
一
七
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
33
壇
上
念
誦
（
尊
宿
遷
化
）」　

句
読
点
訂
正
・
注
記
追
加

	

用イ
ウ

後ヤ
ウ

学カ

悲ヒ

慯シ
ヨ
ウ、

乃ナ
イ

撫フ

於イ

人シ
ン

天テ
ン

、
→
用※

イ
ウ

後ヤ
ウ

学カ

、
悲ヒ

慯シ
ヨ
ウ

乃ナ
イ

撫フ

於イ

人シ
ン

天テ
ン

。



九
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※
用
後
学
…
「
用
開
後
学
」
ノ
誤
ヵ
。

（
二
）
二
一
七
頁　

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
「
33
壇
上
念
誦
（
尊
宿
遷
化
）」　

句
読
点
訂
正

（
二
）
二
八
三
頁　

③
大
乘
寺
蔵
愚
休
書
写
本
・
⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』　

同
前

	
用
開
後
学
悲
傷
、
乃
撫
於
人
天
、
→
用
開
後
学

0

0

、
悲
傷

0

0

乃
撫
於
人
天
。

（
二
）
二
八
三
頁　

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』「
33
壇
上
念
誦
（
尊
宿
遷
化
）」　

句
読
点
訂
正

	

体チ

極キ

先セ
ン

宗ス
ン

峻シ
ュ
ン

機キ

、
不フ

容ユ
ウ

於イ

仏ブ

祖ソ

。」
用ユ

ウ

開カ
イ

後エ
ウ

学カ

悲ヒ

心シ
ン

、
乃ナ

イ
撫ブ

於イ

人シ
ン

天テ
ン

、

　
　
　
　
　
　

→
体チ

極キ

先セ
ン

宗ス
ン

、
峻

シ
ュ
ン

機キ

不フ

容ユ
ウ

於イ

仏ブ

祖ソ

、」
用ユ

ウ

開カ
イ

後エ
ウ

学カ

、
悲ヒ

心シ
ン

乃ナ
イ

撫ブ

於イ

人シ
ン

天テ
ン

。

（
二
）
二
二
一
頁　

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
「
37
羅
漢
供
養
時
兼
日
貼
照
牌
」　

誤
字
訂
正

（
二
）
二
八
七
頁　

③
大
乘
寺
蔵
愚
休
書
写
本
・
⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』　　

同
前

	

無
勧
請
而
巳0

→
無
勧
請
而
已0

（
二
）
二
二
五
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
39
菩
薩
戒
布
薩
式
」　

傍
注
誤
字
訂
正

	

今
月（

　
ヵ
）

自
月
十
五
日
→
今
月（

白
ヵ
）

自
月
十
五
日

（
二
）
二
六
九
頁　

③
大
乘
寺
蔵
愚
休
書
写
本
「
17
大
般
若
経
結
願
疏
」　

注
記
誤
字
訂
正

	

※
六
…
元
々
ノ
字
の0

→
※
六
…
元
々
ノ
字
ノ0

（
二
）
二
八
八
頁　

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』「
37
羅
漢
供
養
時
兼
日
貼
照
牌
」　

注
記
誤
字
訂
正

	

※
「
41
羅
漢
供
養
式
」
か
ら
、「
37
羅
漢
供
養
時
兼
日
貼
昭0

牌
」



九
七

　
　
　
　
　
　

→
※
「
41
羅
漢
供
養
式
」
か
ら
、「
37
羅
漢
供
養
時
兼
日
貼
照0

牌
」

（
二
）
三
一
五
頁　
「
40
開
甘
露
門
」
注
記　

誤
字
訂
正

	
野
口
善
啓0

→
野
口
善
敬0

（
二
）
三
二
〇
頁　

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日
貼
昭
牌
」　

誤
字
訂
正
・
傍
注
追
記

	

◎
亦

タ
涅
槃
講

ノ
時

キ
、
兼
曰0

貼
二
昭
牌
一
。
→
◎
亦

タ
涅
槃
講

ノ
時

キ
、
兼
日0

貼
二（

照
ヵ
）

昭
牌
一
。

（
二
）
三
二
〇
頁　

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日
貼
昭
牌
」　

読
点
位
置
訂
正

	

維
某
年
号
、
其
年
歳0

0、
次0（

マ
マ
）

二
其
支
干
→
維
某
年
号
、
其
年
歳0

次0

二
（
マ
マ
） 0、0

其
支
干

（
二
）
三
二
〇
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日
貼
昭
牌
」　

脱
字
補
充

	

十
六
羅
漢
等
→
十
六
大
阿
羅
漢
等

（
二
）
三
二
〇
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日
貼
昭
牌
」　

衍
字
削
除

	

一
歩ホ

々〻
、」
精
0
ク

修
ス

。
→
一
歩ホ

々〻
、」
精
修

ス
。

（
二
）
三
二
〇
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日
貼
昭
牌
」　

訓
点
衍
字
削
除

	

皆
ナ

住
セ
ル

二

極
果

ニ一
聖セ

イ

人シ
ン

ナ
リ

。
→
皆
住

セ
ル

二

極
果

ニ一
聖セ

イ

人シ
ン

ナ
リ

。

（
二
）
三
二
一
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日
貼
昭
牌
」　

訓
点
脱
字
補
充

	

無
シ

」
レ
非

ト
云
コ
ト

二

法
海

（
界
ヵ
）ノ

麟
龍

ニ一
。
→
無

シ
」
レ
非

ス
ト
云
コ
ト

二

法
海

（
界
ヵ
）ノ

麟
龍

ニ一
。

、

、

、



九
八

（
二
）
三
二
一
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日
貼
昭
牌
」　

脱
字
補
充

	

十
六
羅
漢
→
十
六
大
羅
漢

（
二
）
三
二
一
頁　

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日
貼
昭
牌
」　

訓
点
脱
字
補
充

	
其
レ
備ソ

テ二
香
華
烟
」
水
斎
供

ヲ一
、
→
其

レ
備ソ

ヘ
テ

二

香
華
烟
」
水
斎
供

ヲ一
、

※
以
上
六
点
の
訂
正
は
、
本
稿
に
掲
載
し
た
「
羅
漢
講
式
」
で
は
反
映
済
で
あ
る
。

（
二
）
三
二
一
頁　
「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日
貼
昭
牌
」
注
記　

誤
字
訂
正

	

※
④
⑨
の
「
41
羅
漢
供
養
式
」
か
ら
、「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
曰0

貼
昭
牌
」
の

　
　
　
　
　
　

→
※
④
⑨
の
「
41
羅
漢
供
養
式
」
か
ら
、「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日0

貼
昭
牌
」
の



九
九



一
〇
〇

	
丶　

州　
　

山　
　

寺
行
事
次
序
」

	
洞
谷
開
山　

瑩
山　
〔　

紹

瑾

　

記

　
　
　

〕」

　
　

年
中
行
事
」

正※

月
一
日
。
粥
時
、
必
五
味
粥
。
歎
仏
如

常
。
粥
次
、
点
茶
。
侍
者
所
管
」
也
。
四
所

問
訊
、
如
常
。
次
首
座
、
往
衆
寮
、
与
大
衆

触
礼
三
拝
。
是
」
礼
始
也
。
次
侍
者
小
師

礼
、
次
有
志
学
者
礼
、
次
室
中
小
師
礼
、
次

沙
」
弥
童
行
礼
。
次
恒
例
上
堂
。
侍
者
問

訊
、
在
之
〈
四
節
三
節
、／
不
可
忘
也
〉。
上

堂
罷
、
階
下
」
横
拝
席
。
先
与
知
事
人
事
、

両
展
三
拝
也
。
次
与
頭
首
大
衆
人
」
事
、
如

前
。
次
侍
者
人
事
、
大
展
三
拝※

也
。
無
答

拝
。
次
沙
弥
童
行
」
等
、
礼
三
拝
。」

次
首
座
、
率
大
衆
、
庫
前
与
諸
知
事
触
礼
三

拝
。　

次
首
座
、
□在

堂

前
□
□
』
立
主
位
。
書
記

以
下
大
衆
、
礼
首
座
、
触
礼
三
拝
。
首
座
、

引
大
衆
、
□巡

堂□
」
立
定
。
侍
者
、
加
大
衆
、

後
門
立
定
。
知
事
一
般
、
作
列
、
入
堂
焼

香
、
大
展
三
拝
。」
於
首
座
前
、
触
礼
三
拝
。

能※

州
洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
」

	

開
闢　

瑩
山　

紹
瑾　

記
」

　

稔
中
行
事
」

正
月
一
日
。
粥
ノ

時
、
必
ス

五
味
粥
ナ
リ
。
歎

仏
如
シレ

常
ノ
。
粥
ノ

時
、
点
スレ

茶
ヲ
。
侍
」
者
ノ

所
管
ナ
リ

也
。
而
シ
テ

四
所
ノ

問
訊
、
如
シレ

常
ノ
。

次
ニ
首
座
、
往
テ二

衆
寮
ニ一

、
与ト
二
大
」
衆
一
触
礼

三
拝
。
是
レ

礼
ノ

始
ナ
リ

也
。
次
ニ

侍
者
小
師
ノ

礼
、
次
ニ
有
志
学
」
者
ノ
礼
、
次
ニ
室
中
小
師

ノ

礼
、
次
ニ

沙
弥
童
行
ノ

礼
。
次
ニ

恒
例
ノ

上

堂
。」
侍
者
問
訊
、
在
リレ

之
。
　
四
節
三
節
、

不ス
レ
可
レ
忘
ル
也
。」

上
堂
罷
テ
、
階
下
ニ

横
フ二

拝
席
ヲ一

。
先
ツ

与ト

二

知

事
一

人
事
、
両
展
三
拝
ナ
リ

也
。」
次
ニ

与ト

二

頭

首
大
衆
一
人
事
、
如
シレ

前
ノ
。
次
ニ
侍
者
人
事
、

大
展
三
拝
ナ
リ
』
也
。
無
シ二

答
拝
一
。
次
ニ
沙
弥

童
行
等
ノ
礼
、
三
拝
ナ
リ
也
。」

次
ニ

首
座
、
率
テ二

大
衆
ヲ一

、
庫
前
ニ

与ト

二

諸
ノ

知

事
一
触
礼
三
拝
。
次
ニ
首
座
、」
在
テ二

堂
前
ニ一

立

ツ二

主
位
ニ一

。
書
記
以
下
ノ

大
衆
、
礼
ス二

首
座
ヲ一

。

能本
書
五
十
二
丁

州
洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
下※　

主※

光

椿
」

　
　
　
　
　

開
闢　

瑩
山　

紹
瑾　
　

記
」

　
　

年
中
行
事
」

正
月
一
日
。
粥

ノ
時
、
必

ス
五
味
粥
。
歎
仏

如
シレ

常
ノ

。
粥

ノ
時
、
点
茶
。
侍
」
者

ノ
所
管

也
リ

。
四
所
問
訊
、
如
レ
常

ノ
。
次

ニ
首
座
、

往
テ二

衆
寮

ニ一
、
与

トレ
大
衆
」
触
礼
三
拝
。
是

レ

礼
ノ

始
メ

也
リ

。
次

ニ
侍
者
小
師

ノ
礼
、
次

ニ
有

ルレ
志

シ
学
者

ノ
」
礼
、
次

ニ
室
中

ノ
小
師

ノ
礼
、

次
ニ

沙
弥
童
行

ノ
礼
。
次

ニ
恒
例

ノ
上
堂
。
侍
」

者
ノ

問
訊
、
在
レ
之
〈
四
節
三
節
、
不
可
忘

也
〉。」

上
堂
罷

テ
、
階
下

ニ
横

フ二
拝
席

ヲ一
。
先

ツ
与

ト二
知

事
人
事（

マ
マ
）
一
、
両
展
三
拝
也

リ
。」
次

ニ
与
二
頭
首

大
衆
人
事（

マ
マ
）
一
、
如

シレ
前

ノ
。
次

ニ
侍
者
人
事
、

大
展
三
拝
』
也
。
無
二
答
拝
一
。
次

ニ
沙
弥
童

行
等

ノ
礼
、
三
拝
。」

次
ニ

首
座
、
率

シ
テ

二

大
衆

ヲ一
、
庫
前

ニ
与ト
二
諸
知

事
一
触
礼
三
拝
。
次

ニ
首
座
、」
在

テ二
堂
前

ニ一
立

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
永
和
二
年
書
写
）

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
文
亀
三
年
書
写
）



一
〇
一

廻
礼
也
。
即
巡
堂
一
匝
、
回
礼
大
衆
意
也
。

次
主
人
、」
入
堂
焼
香
、
大
展
三
拝
、
巡
堂

一
匝
、
為
大
衆
回
礼
報
降
也
。
侍
者
、
後

門
」
出
、
而
到
堂
前
排
立
。
主
人
、
於
椅

前
、
為
首
座
大
衆
諸
知
事
、
触
礼
三
拝
。」

回
礼
也
。
主
人
出
時
、
首
座
一
人
、
送
主

人
、
出
門
限
問
訊
惶
恐
。
降
下
回
礼
也
。」

次
首
座
、
帰
位
、
与
大
衆
大
展
三
拝
。
今

朝
、
首
座
、
下
衆
寮
、
礼
大
衆
。
回
礼
」

也
。
公
界
礼
数
、
如
此
。
是
礼
終
也
。
次
各

人
事
。
諸
寮
廊
下
、
随
便
宜
所
、
法
」
属
法

眷
、
私
師
匠
、
乃
至
郷
人
有
志
、
随
意
人

事
。
到
諸
寮
、
〻
主
他
行
」
時
者
、
貼
小
牓

頭
帰
。
牓
云
、〈
某
甲
〉
人
事
。
或
云
、〈
某

甲
拝
勤
〉。
或
〔　

云
、
某
甲
拝
上

　
　
　
　

〕。」
或
云
、

〈
某
甲
〉
拝
礼
。
寮
主
、
見
此
牓
頭
、
各
〻

回
礼
。
寮
主
他
〔

行
、
又
貼
牓
還

〕』
牓※

云
、

〈
某
甲
〉
回
礼
。
或
云
、〈
某
甲
〉
還
礼
。
或

云
、〈
某
甲
〉
拝
還
。」

	

（
天
冊
一
オ
～
二
オ
）

※	

拝
也
無
答
…
左
、
文
字
ノ
抹
消
（「
禅
林
寺
」）
ア

三
拝
ナ
リ
。
首
座
、」
引
テ二

大
衆
ヲ一

、
巡
堂
立
定

ス
。
侍
者
、
加
テ二

大
衆
ニ一

、
後
門
ニ
立
定
ス
。
知

事
一
」
般
ニ

作ナ

シ
テ

レ

列
ヲ
、
入
テレ

堂
ニ

焼
香
、
大

展
三
拝
ス
。
於
テ二

首
座
ノ
前
ニ一

、
触
礼
三
拝
ス
。」

廻
礼
ナ
リ

也
。
即
チ

巡
堂
一
匝
、
廻
二

礼
ス
ル

大

衆
ニ一

意
ナ
リ
也
。
次
ニ
主
人
、
入
テレ

堂
ニ
」
焼
香
、

大
展
三
拝
シ
テ
、
巡
堂
一
匝
、
為
ニ二

大
衆
ノ一

廻

礼
、
報
ス
ル
ナ
リ

二

降
下
ヲ一

也
。」
侍
者
、
後
門
ニ

出
テ
丶

而
到
テ二

堂
前
ニ一

排
立
ス
。
主
人
、
於
テ二

椅

前
ニ一

、
為
ニ二
首
座
」
大
衆
諸
ノ
知
事
ノ一

触
礼
三
拝

ス
。
廻
礼
ナ
リ

也
。
主
人
出
ル

時
ニ

、
首
座
一
」

人
、
送
テ二

主
人
ヲ一

、
出

テ二
門
限
ヲ㆒

問
訊
ス

。
惶
二

恐
ス
ル
ナ
リ

降
下
廻
礼

ヲ一
也
。
次

ニ
首
座
、』
帰
テレ

位
ニ

、
与ト
二

大
衆
一
大
展
三
拝

ス
。
今
朝
、
首

座
、
下

テ二
衆
寮

ニ一
、
礼

ス二
大
衆

ヲ一
。」
廻
礼
ナ
リ

也
。
公
界
ノ

礼
数
ハ

如
シレ

此
ノ

。
是

レ
礼

ノ
終

ナ
リ

也
。
次

ニ
各〱
人
事
。
諸
寮
」
廊
下
、
随
テ二

便

宜
ノ

処
ニ一

、
法
属
法
眷
、
私
師
匠
、
乃
至
郷

人
有
志
、」
随
テレ

意
ニ
人
事
ス
。
到
ル二

諸
寮
ニ一

。
〻

主
他
行
ス
ル

時
ハ

者
、
貼ヲ

シ
テ

二

小
牓
頭
ヲ一

帰
ル
。

牓
ニ
」
云
ヒ二

某
甲
人
事
ト一

、
或
ハ
云
ヒ二

某
甲
礼
勤

ト一

、
或
ハ

云
ヒ二

某
甲
拝
上
ト一

、
或
ハ

云
フ二

」
某
甲

ツ二
主
位

ニ一
。
書
記
以
下

ノ
大
衆
、
礼
首
座
。
三

拝
。
首
座
、」
引

テ二
大
衆

ヲ一
、
巡
堂

シ
テ

立
定

ス
。

侍
者
、
加

テ二
大
衆

ニ一
、
後
門

ニ
立
定

ス
。
知
事

一
」
般

ノ
作
列

ヌ（
ス
ヵ
）。

入
堂

シ
テ

焼
香
、
大
展
三

拝
。
於
二
首
座

ノ
前

ニ一
、
触
礼
三
拝
。」
廻
礼

也
リ

。
即

チ
巡
堂
一
匝

ハ
、
廻
礼
大
衆

ノ
意
也

リ
。
次

ニ
主
人
、
入
堂

シ
テ

」
焼
香
、
大
展
三

拝
シ
テ

、
巡
堂
一
匝
、
為
二
大
衆

ノ一
廻
礼
、
報
二

降
下

ニ一
也
。」
侍
者
、
後
門

ヨ
リ

出
テ
ヽ

、
而
到

テ二

堂
前

ニ一
排
立

ス
。
主
人
、
於

テ二
椅
前

ニ一
、
為
二

首
座
」
大
衆
諸
知
事

ノ一
触
礼
三
拝
、
廻
礼

也
。
主
人
出

ル
時

キ
、
首
座
一
」
人
、
送

テ二
主

人
ヲ一

、
出

テ
ヽ

二

門
限

ニ一
、
問
訊

シ
テ

惶
恐
降
下

ス
。

廻
礼
也

リ
。
次

ニ
首
座
、』
帰

テレ
位

ニ
、
与
二
大

衆
一
大
展
三
拝
。
今
朝
、
首
座
、
下

テ二
衆
寮

ニ一

礼
ハ

、
大
衆

ノ
」
廻
礼
也

リ
。
公
界

ノ
礼
数
、

如
レ
此

ノ
。
是

レ
礼

ノ
終

リ
也

リ
。
次
各
人
事
。

諸
寮
」
廊
下
、
随
便
宜
処
、
法
属
法
眷
、
私

師
匠
、
乃
至
郷
人
有

ルレ

志
、」
随
意
人
事
。

到
シ二

諸
寮

ニ一
、
寮
主
他
行

ノ
時

ハ
者
、
貼

ス二
小

牓
頭

ヲ一
。
帰
牓

ニ
」
云

ク
、
某
甲
人
事
。
或

ハ

云
ク

、
某
甲
礼
勤

ス
。
或

ハ
云

ク
、
某
甲
拝
上
。



一
〇
二

リ
。

※	

正
月
…（
一
オ
）
ノ
上
欄
外
、「
円
通
山
」（
横
書
、

後
筆
）
ア
リ
。

※	

牓
云
…（
二
オ
）
ノ
上
欄
外
、「
禅
林
寺
」（
横
書
、

後
筆
）
ア
リ
。

次
就
大
殿
、　

祝
聖　

修
正　

両
牌
、
左
右

柱
掛
在
。〔　

大

牓

貼

在

正

面

　
　
　
　
　

〕」
荘
厳
如
法
。

報
主
人
両
班
、
及
廊
下
堂
前
打
鐘
三
会
、
大

衆
集
定
、」
主
人
、
焼
香
三
拝
。
維
那
、
諷

拝
ト一

。
寮
主
、
見
テ二

此
ノ

牓
頭
ヲ一

、
各
〻
廻
礼

ス
。
寮
主
他
行
ス
レ
ハ
、
又
タ

貼
テレ

」
牓
ヲ

還
ル
。

牓
ニ

云
ヒ二

某
甲
廻
礼
ト一

、
或
ハ

云
ヒ二

某
甲
還
礼

ト一

、
或
ハ
云
フ二

某
甲
拝
」
還
ト一

。」	
	

（
一
オ
～
二
オ
）

※
（
一
オ
）
ノ
前
、
白
紙
四
紙
ア
リ
。

※	

能
州
～
…
（
一
オ
）
ヨ
リ
（
三
ウ
）
マ
デ
、
永
享

六
年
書
写
部
分
ト
、
徳
巌
養
存
（
一
六
三
二
～
一

七
〇
三
）
ノ
補
写
部
分
ヲ
区
別
ス
ル
タ
メ
、
後
者

ノ
補
写
部
分
ヲ
太
字
デ
表
記
シ
タ
。
マ
タ
コ
ノ
行

ノ
前
行
（
欄
外
）
下
部
ニ
朱
印
「
曹
洞
正
宗
」
ア

リ
。「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
一
）」
一
三
七
頁

右
上
掲
載
写
真
参
照
。

次
ニ

就
テ二

大
殿
ニ一

、
祝
聖
修
正
ノ

両
牌
ヲ

左
右
ノ

柱
ニ

掛
在
ス
。
大
牓
ヲ

貼
二

在
ス

」
正
面
ニ一

。
荘

厳
如
法
ナ
リ
。
報
シ
テ

二

主
人
両
班
及
ヒ
廊
下
堂
前

ニ一

、
打
コ
ト

レ

鐘
ヲ

三
』
会
ス
レ
ハ
、
大
衆
集
定
ス
。

或
ハ

云
ク

、」
某
甲
拝
礼
。
寮
主
、
見
二
此

ノ
牓

頭
ヲ一

、
各〱
各
廻
礼

ス
。
寮
主
他
行
、
又
」
貼

レ
牓
。
還
牓

ニ
云

ク
、
某
甲
廻
礼
。
或

ハ
云
、

某
甲
還
礼
。
或

ハ
云

ク
、
某
甲
」
拝
還
。」

	

（
四
四
オ
～
四
五
オ
）

※
下
…
別
筆
ト
思
ワ
レ
ル
。

※	

主
光
椿
…
文
字
上
ニ
朱
印
「
光
椿
」
ア
リ
。【
年

中
写
真
16
】
ノ
モ
ノ
ト
同
ジ
。

次
ニ

就
テ二

大
殿

ニ一
、
祝
聖
修
正

ノ
両
牌
、
左
右

ノ

柱
ニ

掛
ク

。
在
二
大
牓
貼
一
、
在
二
」
正
面
一
荘

厳
ス

。
如
レ
法

ノ
報
二
主
人

ニ一
、
両
班
及
廊
下
堂

前
ノ

打
コ
ト

レ

鐘
ヲ

三
』
会
。
大
衆
集
定

セ
ハ

、
主

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
〇
三

誦　

当
塗
王
経
。
遶
行
三
遍
。　

牓
云
、」

山
三
宝
印

門　

伏
以
、　

元
正
啓
祚
、
歳
倍
山
門

光
輝
、
万
物
咸
新
、
日
賀　

皇三
宝

」
道
太
平
。

江
湖　

合
醤
、
山
林
蒔
塩
。　

五
穀
為
之
豊

熟
、
六
味
為
之
調
」
和
。
誠
哉
、
一
人
有

慶
、
兆
民
有
頼
。
陰
徳
被
于
冥
顕
、
南
山
恵

厚
。
陽
」
報
賦
于
風
雨
、
北
嶽
覆
遠
。
上
自

梵
釈
四
王
竜
天
八
部
、
中
日
本
国
」
中
大
小

神
祇
、
当
境
諸
神
、
合
堂
真
宰
、　

本三
宝

寺
檀

那
、
諸
堂
檀
越
、」
捨
田
諸
檀
、
結
縁
道
俗
、

合
山
清
衆
、
本
命
元
辰
、
当
年
属
星
、
下
」

至
堅
牢
地
神
、
真
観
清
浄
之
観
、
各
明
正

眼
、
梵
音
海
潮
之
音
、
同
』
震
法
雷
、　

妙

布
当
塗（

マ
マ
）王

経
之
妙
功
、
普
施
普
門
示※

現
之

福
聚
」
矣
。
請
大
衆
、
雷
同
諷
誦　

当
※
三
宝

塗（
マ
マ
）

王
経
三
巻
。　

永
年
恒
規
」

三
朝　

二
日　

三
日　

右
合
山
照
顧　

　

元
三
宝
印

亨（
四
）年

今
月
日　

以
上
三
十
五
行

　
　

」

	

（
天
冊
二
オ
～
ウ
）

※	

山
三
宝
印

…
以
下
、
文
字
ノ
左
ニ
記
サ
レ
ル
数
字
、
及
ビ

最
後
ノ
「
以
上
三
十
五
行
」
ハ
全
テ
朱
字
。

※
一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

一

二

三

四

五
一

主
人
、
焼
香
三
拝
、
維
那
、
諷
二

経
ス

当
途

王
経
ヲ一

。」
遶
行
三
巻
ナ
リ
。
　
　
牓
ニ
云
ク
、」

山
門
　
伏
テ

以
レ
ハ
、　
元
正
啓
テレ

祚
ヲ
、
歳〱
ニ

倍マ

ス二

　
山
門
ノ

光
輝
ヲ一

。
万
物
」
咸
ク

新
ニ
シ
テ
、

日〱
ニ

賀
ス二

　
皇
道
ノ

太
平
ヲ一

。
江
湖
合
セレ

醤
ヲ
、

山
林
蒔マ

クレ

塩
ヲ
。
五
穀
」
為
ニレ

之
カ
豊
熟
シ
、
六

味
為
ニレ

之
カ

調
和
ス
。
誠
ナ
ル

哉カ
ナ

、　
一
人
有
レ
ハ

レ

慶
ヒ
、
兆
民
」
有
リレ

頼
。
陰
徳
被
テ二

于
冥
顕
ニ一

、

南
山
恵
ミ

厚
シ
。
陽
報
賦
シ
テ

二

于
風
雨
ヲ一

、
北
」

嶽
覆
フレ

遠
ヲ
。
　
上
ハ

自
リ二

梵
釈
四
王
龍
天
八

部
一
、
中
ハ

日
本
国
中
ノ

」
大
小
ノ

神
祇
、
当

境
ノ

諸
神
、
合
堂
ノ

真
宰
、　

本
寺

ノ
檀
那
、

諸
堂

ノ
檀
」
越
、
捨
田
ノ

諸
檀
、
結
縁
ノ

道

俗
、
合
山

ノ
清
衆
、
本
命
元
辰
、
当
年
」
属

星
、
下

ハ
至

テ二
堅
牢
地
神

ニ一
、　

真※
上

観
清
浄

ノ
之

観
、
各〱
明

ニ
シ

二

正
眼

ヲ一
、』
梵
音
海
潮

ノ
之上

音
、

同
ク

震
フ二

法上

雷
ヲ一

。
妙

ニ
布

キ二
当
塗
王
経

ノ
之
妙

功
ヲ一

、」
普
ク
施
ス二

普
門
示
現
ノ
之
福
聚

ヲ一
矣
。」

請
フ
大
衆
、　
雷上

同
諷
誦
　
当
塗
王
経
三
巻
」

永
年
恒
規
」

三
朝
　
二
日
　
三
日
」

右
、
合
山
照
顧
」

人
、
焼
香
三
拝
、
維
那
、
諷
誦
当
途
王
経
。」

遶
行
三
遍
。　
　

牓
ニ

云
ク

、」

〽一

山※

門印　

〽二

伏
シ
テ

以
レ
バ　

元
正
啓
〽三

祚
、

歳
シ

倍マ
ス二

山
門

ノ
光
輝

ヲ一
。
〽四

万
物
咸

ク
」
新ア

ラ
タ

ニ
、
日ヒ

ニ
賀

ス二　

〽五

皇　
※
印道

ノ
太
平

ヲ一
。
江
湖
〽六

合

セレ
醤ヒ

シ
ホヲ

、
山
林
蒔マ

クレ
塩シ

ホ
ヲ

。
〽七

五
穀コ

ク
タ
メ為

ニ
」
レ
之

レ
ガ

豊
熟

シ
、
〽八

六
味
為

メ
ニ

レ

之
レ
ガ

調
和

ス
。
誠

マ
コ
ト

ナ
ル

哉カ
ナ

、　

〽九

一
人
有

レ
バ

レ

慶ヨ
ロ
コ
ビ、

兆チ
ウ
ミ
ン民

有
（
レ
脱
ヵ
）

リ
」
〽十

頼
ヨ
ル
コ
ト

。
陰
徳
被カ

フ
ム

ツ
テ

二

于
冥メ

ウ
ケ
ン顕

ニ一
、
〽十

一

南
山

ノ
恵メ

グ
ミ
ヲ

厚ア
ツ

ク
、
陽
報
賦フ

シ二
于
〽十

二

風
雨

ニ一
、
北

嶽カ
ク

」
覆ヲ

フ
ツ
テ

レ

遠
ク

、　

上カ
ミ

自ヨ
リ二

〽十
三

梵
釈
一
、
四

王
龍
天
八
部

ノ
〽十

四

中チ

、
日
本
国
中
大
」
小

ノ

神
祇
、
〽十

五

当
境

ノ
諸
神
、
合
堂

ノ
真
宰
、　十

六

本　
※
印寺

ノ
檀
那
、
諸
堂

ノ
檀
」
越
、
〽十

七

捨
田

ノ
諸

檀
、
結
縁

ノ
道
俗
、
〽十

八

合
山

ノ
清
衆
、
本
命

ノ

元
辰
、
〽十

九

当
年

ノ
」
属
星
、
下モ

至
テ二

堅ケ
ン
ラ
ウ牢

〽廿

地
神

ニ一
、　

真シ
ン

観
清
浄
之ノ

観
、
〽廿

一

各
ノ

明
シ
テ

二

正

眼
ヲ一

、』
梵
音
海
〽廿

二

潮
之ノ

音
、
同

ク
震フ

ル
イ二

法
雷

ヲ一
、
〽廿

三
妙

ニ
布シ

キ二
当
途
王
経
之
〽廿

四

妙
功

ヲ一
、」
普

ク
施

ス二
普
門
示
〽廿

五

現
之ノ

福
聚

ヲ一
矣
。」

〽廿
六

請
フ

大
衆
、　

〽廿
七

雷
同
諷
経　

〽廿
八

当　
※
印塗

〽廿
九

王
経
三
巻
」



一
〇
四

※
示
現
…
本
来
ハ
「
示五現
」
ト
ナ
ル
。

※
当
塗
…
本
来
ハ
「
当三

宝
塗

八

」
ト
ナ
ル
。

元
亨
四
年
今
月
日
」	

（
二
オ
～
三
オ
）

※	

真上

…
以
下
、
文
字
ノ
右
上
ニ
記
サ
レ
ル
「
上
」

（
四
箇
所
）
ハ
全
テ
別
筆
ノ
可
能
性
ア
リ
。

〽卅

永
年
恒コ

ウ

規キ

」

〽卅
一

三
朝　
　

〽卅
二

二
日　
　
　
　

〽卅
三

三
日
」

〽卅
四

右ギ
合
山

ノ
照
顧
」

〽卅
五

元※

亨
（
四
）年

今
月
日	

〈
元※

亨
大
牓
卅
五
行

也
〉」	

（
四
五
オ
～
四
六
オ
）

※	

山
門
…
以
下
、「
元
亨
大
牓
卅
五
行
」
ノ
改
行
位

置
ヲ
示
ス
ト
思
ワ
レ
ル
数
字
、
庵
点
（
共
ニ
朱

筆
）
ガ
記
サ
レ
ル
。「
山
門
」
字
ノ
上
、「
印
」

（
朱
筆
）
ノ
位
置
ヲ
示
ス
文
字
囲
イ
（
朱
筆
）
ア

リ
。【
年
中
写
真
１
】
参
照
。

※	

皇
道
…
文
字
ノ
上
、「
印
」（
朱
筆
）
ノ
位
置
ヲ
示

ス
文
字
囲
イ
（
朱
筆
）
ア
リ
。

※	

本
寺
…
文
字
ノ
上
、「
印
」（
朱
筆
）
ノ
位
置
ヲ
示

ス
文
字
囲
イ
（
朱
筆
）
ア
リ
。

※	

当
塗
…
文
字
ノ
上
、「
印
」（
朱
筆
）
ノ
位
置
ヲ
示

ス
文
字
囲
イ
（
朱
筆
）
ア
リ
。

※	

元
亨
…
文
字
ノ
上
、
文
字
囲
イ
（
朱
筆
）
ア
リ
。

※
〈
元
亨
大
牓
卅
五
行
也
〉
…
朱
筆
。

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
〇
五

日
〻
首
尾
、
焼
香
三
拝
。
満
散
日
、
或
有

疏
。
即
諷
誦
了
後
、
主
人
拝
後
、」
坐
具
上

跪
炉
。
維
那
、
出
班
、
展
疏
云
、」

南※

閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
加
賀
国
丶
丶
郡

丶
丶
庄
、
丶
丶
山
丶
丶
寺
」

開
闢
、
釈
迦
牟
尼
仏
五
十
四
世
伝
灯
沙
門

〈
某
甲
〉
等
、
今
遇
」

　

	

三
朝
佳
節
、
恭
奉
為　

祝
延
聖
寿
。
三
ケ

日
際
、
率
現
前
大
衆
、
就
覚
」

　

	

皇
宝
殿
上
、
諷
誦　

当※

塗
王
経
三
巻
、
以

修
正
満
散
者
。」

右
所
集
鴻
福
、
祝
献　

日
本
開
闢　

天
照
大

神
、
天※

神
七
代
、〔　

地

神

五

代

、
人

皇

　
　
　
　
　
　

〕」
百

一余代
、
今
上
皇
帝
、
本
命
元
辰
、
当
年
属

星
、
七
曜
九
〔　

曜

二

十

八

宿

　
　
　
　

〕、』
王※

城
鎮
守

諸
大
明
神
、
五
畿
七
道
大
小
神
祇
、
仏
法
大

統
〔　

領

白

山

妙

　
　
　

〕」
理
権
現
、
当
道
前
後
鎮

守
両
社
大
菩
薩
、
当
郡
当
保庄

諸

〔　
社

、
当

山

　
　
　

〕」
土
地
、
当
山
竜
王
、
今
年
歳

分
、
主
執
陰
陽
、
権
衡
造
化
、
善
悪
聡
明
、

南
」
方
火
徳
、
火
部
星
衆
、
護
伽
藍
神
一
十

一二

三

四

五
六

七

八

日
日
首
尾
ニ
、
焼
香
三
拝
ス
。
満
散
ノ

日
、
或

ハ

有
リレ

疏
。
即
チ

諷
誦
了
テ

後
ニ
、」
主
人
拝
シ
テ

後
ニ
、
坐
具
ノ

上
ニ

跪
クレ

鑪
ニ
。
維
那
、
出
班
シ

テ
展
テレ

疏
ヲ
云
ク
、」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
登
ノ

国
賀
島

ノ

郡
酒
井
ノ

』
保
、
洞
谷
山
永
光
禅
寺
開
闢
、

　
釈
迦
牟
尼
仏
五
十
四
」

世
伝
法
沙
門
紹
瑾
等
、」

今
マ
遇
テ二

」

三
朝
ノ

佳
節
ニ一

、
恭
ク

奉ヲ
ン

三

為タ
メ
ニ

　
祝
二

延
シ
上

ン
」聖

寿
ヲ一

。
三
箇
日
ノ

際
、
率
テ二

現
前
ノ

大
衆

ヲ一

、
就
テ二

　
覚
皇
宝
殿
上
ニ一

、」

諷
二
誦
シ
テ
」

当
途
王
経
三
巻
ヲ一

、
以
テ
修
正
満
散
ス
ル
者
ナ

リ
。」

右
所
ノレ

集
ル
鴻
福
ハ
、
祝
二
献
シ
上
ル
」

日
本
開
闢
天
照
太
神
、
天
神
七
代
、
地
神
五

代
、
人
皇
」
九※

十
六
代
、
今
上
皇
帝
、
本
命

元
辰
、
当
年
属
星
、
七
曜
』
九
曜
、
二
十
八

宿
、　

王
城
鎮
守
諸
大
明
神
、
五
畿
七
道
」

日
日
首
尾

ノ
焼
香
三
拝
、
満
散

ノ
日
、
或

ハ
有

レ
疏
。
即

チ
諷
誦
了

テ
後
、」
主
人
拝
後

ニ
、
坐

具
上

ニ
跪

テレ
鑪

ニ
、
維
那
、
出

テ
ヽ

レ

班
ヲ

展
フレ

疏

ヲ
。
疏

ニ
云

ク
、」

南※
印

閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
登
国
賀
嶋
郡

酒
井
』

保
洞
谷
山
永印

光
禅
寺
開
闢
、　

釈
迦
牟
尼

仏
五
十
」
四
世
伝
法
沙
門
〈
紹
〈
印

（
マ
マ
）〉

瑾
〉
等
、」

今イ
マ

遇
テ二

」

三印

朝
ノ

佳
節

ニ一
、
恭

ウ
ヤ
〳

シ〵
ク

奉
タ
テ
マ
ツ

ツ
テ

レ

為
下　

祝
中

延
」

聖印寿
ヲ上

。
三
箇
日

ノ
際

タ
、
率

シ
テ

二

現
前

ノ
大

衆
ヲ一

、
就

テ二　

覚
皇
宝
殿
最※

」
勝
殿
上

ニ一
、

諷
二
誦

シ
テ

」

当
塗
王
経
三
巻

ヲ一
、
以

テ
修
正
満
散

ス
ル

者モ
ノ

ナ

リ
。」

右
キ

所
ノレ

集ア
ツ
ム

ル
鴻
福

ハ
、
祝
下
献

ス
」

日
本
開
闢
天
照
太
神
、　

天
神
七
代
、
地
神

五
代
、
人
皇
」
九※

十
六
代
、　

今
上
皇ク

ワ
ウ

帝
、

本
命
元
辰
、
当
年

ノ
属
星
、
七
曜
』
九
曜
二



一
〇
六

八
所
、
当
国
一
宮
〈
某
神
〉
部
類
眷
属
、」

招
宝
七
郎
大
権
修
利
菩
薩
、
部
類
眷
属
、
多

門
天
、
迦
羅
天
、
打
給
青
」
面
使
者
、
随
逐

白
衣
天
子
、
旧
鎮
守

荷
大
明
神
、
新
羅※

擁

護
八
幡
大
」
菩
薩
。
殊
勲
、
回
向　

本
寺
檀

那
、
諸
堂
檀
越
、
捨
田
諸
檀
、
結
縁
道
俗
、」

合
山
清
衆
、
本
命
元
辰
、
当
年
属
星
、
増
加

威
光
、
円
満
佳
徳
。
所
冀
、」

聖
寿
無
疆
、
椿
松
秀
難
老
質
、
皇
徳
有
普
、

海
嶽
被
不
残
恵
。
普
天
得
」
風
雨（

調
ヵ
）

□
適
、
率

土
全
豊
饒
慶
祐
。一仏
日
増
輝
、
法
輪
常
転
、

伽
□藍

土
」
地
、
護
法
安
人
。
謹
疏
。』

陛
下
容
納

三
宝
炳
鑑									

禅
林
公
用
」

元
亨
二
二
年
正
月
三
日　
　
　
　

丶
丶
〈
某

甲
〉
等
謹
白
」

恭※
穀
漏
子敬

疏
上

皇
天
容
納

南
閻
浮
提
日
本
国
丶
丶
国

庄　
　

山　
　

寺
〈
某
甲
〉
等
謹
封
」

	

（
天
冊
二
ウ
～
三
ウ
）

九

十

大
小
神
祇
、　

仏
法
大
統
領
白
山
妙
理
権
現
、

　

当
道
」
前
後
鎮
守
両
社
大
菩
薩
、　

当
郡

当
保
諸
社
、　

当
山
」
土
地
、
当
山
龍
王
、　

今
年
歳
分
、
主
執
陰
陽
、
権
衝
造
化
、」
善

悪
聡
明
、　

南
方
火
徳
、
火
部
星
衆
、　

護
伽

藍
神
一
」
十
八
所
、　

当
国
一
宮
気
多
大
菩

薩
部
類
眷
属
、」
招
宝
七
郎
大
権
修
利
菩
薩

部
類
眷
属
、　

多
門
天
、
迦
」
羅
天
、
打
給

青
面
使
者
、
随
逐
白
衣
天
子
、　

旧
鎮
守
稲
」

荷
大
明
神
、　

新
羅
擁
護
八
旛
大
菩
薩

ニ一
。

殊
勲
、
回
二
向

シ
上（
□ラ

ン□
」ヵ

）

本
寺
檀
那
、
諸
堂

檀
越
、
捨
田
諸
檀
、
結
縁
道
俗
、　

合
山
』

清
衆
、
本
命
元
辰
、
当
年
属
星

ニ一
。
増
二
加

シ

威
光

ヲ一
、
円
二
満

セ
ン

佳
徳

ヲ一
。
所
」
レ
冀
」

聖
寿
無
疆

ニ
シ
テ

、
椿
松
秀

テ二
難
老
質

ヲ一
、
皇
徳

有
テレ

普
コ
ト

、
海
嶽
被

ラ
ン

二

不
残

ノ
」
恵メ

ヲ一
。
普

天
得エ
二
風
雨
調
適

ス
ル
コ
ト
ヲ

一

、
率
土
全

ク
豊
饒

ニ

シ
テ

慶
祐

ア
ラ
ン

。
仏
日
増

シレ
輝
、」
法
輪
常

ニ
転

シ
、
伽
藍
土
地
、
護

シレ
法
安ヤ

セ
ン

レ

人
ヲ

。　

謹

疏
。」

十
八
宿
、　

王
城

ノ
鎮
守
諸
大
明
神
、
五
畿キ

七
道
」
大
小

ノ
神
祇
、　

仏
法
大
統
領
白
山

妙
理
権
現
、　

当
道
」
前
後

ノ
鎮
守
両
社
大

菩
薩
、　

当
郡
当
保

ノ
諸
社
、　

当
山
」
土

地
、
当
山

ノ
龍
王
、　

今
年
歳
分
、
主
執
陰

陽
、
権ケ

ン
カ
ウ衡

造
化
、」
善
悪

ノ
聡
明
、　

南
方

ノ

火
徳
、〈
火
〉
部
星
衆
、　

護
伽
藍
神
一
」
十

八
所
、　

当
国
一
宮
気
多
大
菩
薩
部
類
眷

属
、」
招
宝
七
郎
大
権
修
利
菩
薩
部
類
眷
属
、

　

多
聞
天
、
迦
」
羅
天
、
打
給
青
面
使
者
、

随
逐
白
衣ヱ

天
子
、　

旧
鎮
守
稲
」
荷
大
明
神
、

　

新
羅
擁
護
八
幡
大
菩
薩

ニ上
。
殊※

勲
ハ

、
回
二

向
ス

」
本
寺
檀
那
、
諸
堂
檀
越
、
捨
田

ノ
諸

檀
、
結
縁

ノ
道
俗
、　

合
山
』
清セ

イ

衆
、
本
命

元
辰
、
当
年
属
星

ニ一
。
増
二
加

シ
威
光

ヲ一
、
円
二

満
セ
ン

佳
徳

ヲ一
。
所
」レ
冀

コ
イ
ネ
カ

フウ
、」

聖印
寿
無

クレ

疆キ
ワ

マ
リ

、
椿
松
秀

テ二
難

キレ
老

イ
質

ヲ一
、

皇
徳
有

テレ

普ア
マ
ネキ

コ
ト

、
海
嶽
被カ

ウ
ム

ラ
ン

二

不
レ
残ノ

コ
ラ

」

恵
ヲ一

。
普
天
得エ
二
風
雨

ノ
調
適

ヲ一
、
率
土
全

セ
ン

二

豊
饒

ノ
慶
祐

ヲ一
。
仏
日
増

シレ
輝

ヲ
、」
法
輪
常

ニ

ネ
カ

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
〇
七

※	

南
…
以
下
、
文
字
ノ
左
ニ
記
サ
レ
ル
数
字
ハ
全
テ

朱
筆
。

※	

当七

塗
王
経
三
巻
…
右
、「
大
般
若
経
一
部
六
百
」

ア
リ
。

※	

天
神
…
「
神
七
」
ノ
間
ニ
「
丶
」
ヲ
付
シ
、
右
ニ

「
天
神
」
ト
記
シ
テ
補
ウ
。

※	

王
城
…
（
三
オ
）
ノ
上
欄
外
、「
開
山
」（
横
書
、

後
筆
）
ア
リ
。

※	

羅
…
「
新
擁
」
ノ
間
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
右
ニ

「
羅
」
ト
記
シ
テ
補
ウ
。

※
恭
敬
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
３
】
参
照
。

祝
聖
修
正
者
、
天
下
叢
林
之
一
大
事
也
。
一

一

陛
下　

容
納

三
宝　

炳
鑑　

謹
疏
」

元
亨

（
四
）年

正
月
初
三
日　

洞
谷　

紹
瑾
等

謹
白
」

　
　
　
　
　
　
　

南
閻
浮
提
大
日
本
国
能

登
酒
井
保
洞
谷
山
永
光
寺
開
闢
紹
瑾
等謹

』

	

（
三
オ
～
四
ウ
）

※	

九
…
最
後
ノ
補
写
字
。
以
下
、
徳
巌
養
存
ノ
補
写

ナ
シ
。

※
恭
敬
～
等謹

…
【
年
中
写
真
４
】
参
照
。

祝
聖
修
正

ハ
者
、
天
下
叢
林

ノ
之
一
大
事

ナ
リ

恭※

敬　

疏
上

皇
天　

容
納

封

封

転
セ
ン

。
伽
藍
土
地
、
護

リレ
法

ヲ
安

セ
ン

レ

人
ヲ

。　

謹
テ

疏印

。」

陛
下

印
　

容
納

三
宝　

炳
鑑　

謹
テ

疏印

」

　

	

元
印

亨
（
四
）

年
正
月
初
三
日　
　

洞
印

谷　

紹印瑾
等
謹
白
」

黄

	

南印閻
浮
提
大
日
本
国
能

紙登
州
酒
井
保
洞印谷
山
永
光
寺
開
闢
紹印瑾
等謹

』

	

（
四
六
オ
～
四
七
ウ
）

※	

南印閻
…
以
下
、
文
字
ノ
右
、
文
字
ノ
間
ノ
「
印
」

字
ハ
全
テ
朱
筆
。

※
最
…
左
、「
於
永
光
寺
可
書
之
」
注
記
ア
リ
。

※
九
十
六
代
…
左
、「
一
百
余
代
」
注
記
ア
リ
。

※	

殊
勲
…
「
薩
殊
」
ノ
間
ニ
「
○
」（
朱
筆
）
ヲ
付

シ
、
右
ニ
「
○
所
集
」（
朱
筆
）
ア
リ
。

※
恭
敬
～
等謹

…
【
年
中
写
真
５
】
参
照
。

祝
聖
修
正
者
、
天
下
叢
林
之
一
大
事
也
。
一

恭※

敬　

疏
上

皇
天

印
　

容
納

封

封



一
〇
八

衆
、
必
可
出
仕
。
若
維
那
、
以
行
者
」
可
催

集
。
仏
前
可
備
弁
仏
供
。
餅
可
重
積
。
今
年

始
供
五
十
枚
、
後
年
」
以
多
為
慇
重
。
仏
前

茶
湯
可
供
。
主
人
、
勤
之
。
両
班
、
可
問

訊
。
維
那
、」
出
班
焼
香
。
先
倚
棹
左
辺
問

訊
。
是
問
訊
主
人
。
〻
〻
問
訊
、
焼
香
侍

者
、」
開
香
合
、
令
焼
香
後
、
分
香
於
蓋
函

置
。
知
事
頭
首
両
人
、
出
班
焼
香
。」
次
〻
、

皆
如
此
。
主
人
両
班
問
訊
毎
始
、
維
那
問

訊
。
是
請
意
也
。
請
人
問
」
訊
了
、
維
那
与

下
頭
首
、
出
班
問
訊
也
。
開
啓
満
散
、
必
可

両
班
□焼

香□
。』
焼※

香
後
、
主
人
、
展
坐
具
、

礼
三
拝
。
然
後
、
維
那
、
諷
誦
。
主
人
、
引

□衆

」
遶
行
。
侍
者
行
者
等
、
展
収
拝
席
。
主

人
大
衆
、
不
着
頭
帽
、
不
袖
」
叉
手
、
惶
恐

慇
重
、
是
礼
也
。
或
点
心
等
、
行
之
。
三

日
、
如
此
。
次
一
日
三
」
下
以
後
、
主
人
大

衆
、
入
堂
上
床
。
円
鏡
菓
子
等
、
兼
堂
前
安

排
。」
一
衆
坐
定
後
、
上
知
事
、
入
堂
焼
香
、

四
所
問
訊
後
、
円
鏡
菓
子
等
行
」
遍
後
、
点

也
。
一
衆
、
必
可

シ二
出
」
仕
一
。
若

シ
如

ハレ
無

カ二

出
仕
一
、
維
那
、
以

テ二

行
者

ヲ一

可
シ二

催
集

ム一
。

仏
前
可

シレ
備
二
弁

ス
」
仏
供

ヲ一
。
餅

ヲ
可

シ二
重
積

一
。
今
年
始

テ
供

セ
ハ

二

五
十
枚

ヲ一
、
後
年

ハ
以

テレ

多
ヲ

為ス
二
慇
」
重

ト一
。
仏
前
茶
湯

ヲ
可

シレ
供

ス
。

主
人
、
勤

ムレ
之

ヲ
。
両
班
、
可

シ二
問
訊

ス一
。
維

那
、
出

テ
」
レ
班

ヲ
焼

キレ
香

ヲ
、
先

ツ
倚

テ二

卓ツ
ク
ヘ

ノ

左
辺

ニ一
問
訊

ス
。
是

ハ
問
二
訊

ス
主
人

ヲ一
。
主
人

モ
問
訊

ス
。」
焼
香
侍
者
、
開

テ二
香
合

ヲ一
令

ム二
焼

香
一
。
後

チ

分
テ二

香
ヲ

於
蓋

ト
函

ト
ニ

一

置
ク

。
知

事
」
頭
首
両
人
、
出
班
焼
香

ス
。
次
次
、
皆

如
シレ

此
ノ

。
主
人
両
班
問
訊
」
毎

ニレ
始

ル
、
維

那
問
訊

ス
。
是

ハ
請

ス
ル

意
ナ
リ

也
。
諸
人
問
訊

シ

了
レ
ハ

、
維
那
与ト
二
下
」
頭
首
一
、
出
班
問
訊

ス

ル
ナ
リ

也
。
開
啓

ト
満
散

ト
ニ

、
必
可

シ二
両
班
焼

香
ス一

。
焼
香

ノ
」
後

ニ
、
主
人
、
展

テ二
坐
具

ヲ一

礼
三
拝

ス
。
後

ニ
維
那
、
諷
誦

ス
。
主
人
、
引

テレ
衆

ヲ
遶
』
行

ス
。
侍
者
行
者
等
、
展
二
収

ス
拝

席
ヲ一

。
主
人
大
衆
、
不
レ
著
二
頭
帽

ヲ一
、
不
」
レ

袖
ニ
セ

二

叉
手

ヲ一
、
惶
恐
慇
重
、
是

レ
礼

ナ
リ

也
。

衆
、
必
可
出
」
仕
。
若
如
無
出
仕
、
維
那
、

以
行
者
可
催
集
。
仏
前
可
備
弁
」
仏
供
。
餅

可
重
積
。
今
年
始
供
五
十
枚
、
後
年
以
多
為

慇
」
重
、
仏
前
茶
湯
可
供
。
主
人
、
勤
之
。

両
班
、
可
問
訊
。
維
那
、
出
」
班
焼
香
、
先

倚
卓
左
辺
問
訊
。
是
問
訊
主
人
。
主
人
問

訊
、」
焼
香
侍
者
、
開
香
合
令
焼
香
後
、
分

香
於
蓋
函
置
。
知
事
」
頭
首
両
人
、
出
班
焼

香
。
次
次
、
皆
如
此
。
主
人
両
班
問
訊
」
毎

始
、
維
那
問
訊
。
是
請
意
也
。
諸
人
問
訊

了
、
維
那
与
下
」
頭
首
、
出
班
問
訊
也
。
開

啓
満
散
、
必
可
両
班
焼
香
。
焼
香
」
後
、
主

人
、
展
坐
具
礼
三
拝
後
、
維
那
、
諷
誦
。
主

人
、
引
衆
遶
』
行
。
侍
者
行※

○

者○

等
、
展※

○
収
拝

席
。
主
人
大
衆
、
不
著
頭
帽
、
不
」
袖
叉

手
、
惶
恐※

慇
重（

朱
筆
）

ナ
ル

、
是（

朱
筆
）

レ
礼
也
。
或
点
心

等
、
行
之
。
三
日
、
如
」
此
。
次
一※

日
三
下

以
後
、
主
人
大
衆
、
入
堂
上
牀
。
円
鏡
菓
」

子
等
、
兼
堂
前
安
排
、
一
衆
坐
定
後
、
上
知

事
、
入
堂
焼
香
。」
四
所
問
訊
後
、
円
鏡
菓

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
〇
九

心
等
、
若
行
之
。
或
若
此
山
林
、
点
心
者
、

略
無
妨
。
三
日
」
以
後
、
打
鈑
坐
禅
、	

三
日

念
誦
、
可（

マ
マ
）不

怠
。」　	

（
天
冊
三
ウ
～
四
オ
）

※	

焼
香
…
（
四
オ
）
ノ
上
欄
外
、「
普
済
」（
横
書
、

後
筆
）
ア
リ
。

二
月
十
五
日
。
涅
槃
会
也
。
随
力
弁
供
具
、

兼
日
、
衆
中
大
小
、
山
中
」
諸
人
、
各
出
七

文
銭
、
供
養
涅
槃
仏
。
机
上
点
之
、
自
庫
下

勧
之
、」
調
供
具
。
是
永
平
旧
儀
也
。
供
具

弁
備
後
、
上
堂
、
如
例
。
但
拈
香
□云

、」
南

閻
浮
提
日
本
国
北
陸
道
加
賀
国
石
河
郡
若
松

庄
、
法
薗
林
』　

寺
開
闢
、　

釈
迦
牟
尼
仏
五

或
ハ

点
心
等
、
行

フレ
之

ヲ
。
三
日
、
如

シ
」
レ
此

ノ
。
次
一
日
三
下
以
後
、
主
人
大
衆
、
入

リレ

堂
ニ

上
ルレ

牀
ニ

。
円
鏡
菓
」
子
等
、
兼

テ
堂
前

ニ

安
排

ス
。
一
衆
坐
定

ノ
後

チ
、
上
知
事
、
入

リレ

堂
ニ

焼
キレ

香
ヲ

、」
四
所
問
訊

ス
。
後

チ
ニ

円
鏡
菓

子
等
、
行ヒ

キ

遍ア
マ
ネ

フ
ス

。
後

ニ
点
心
等
、
若

ハ
行

フレ

之
ヲ

。」
或

ハ
若

シ
此

ノ
山
林

ナ
ラ
ハ

、
点
心

ハ
者

略
ス
ル
モ

無
シレ

妨
ケ

。
三
日
以
後
、
打

テレ
鈑

ヲ
坐

禅
ス

。」
三
日
念
誦
、
不ス
レ
可
レ
怠

ル
。」	（
五
オ
～

ウ
）

二
月
十
五
日

ハ
涅
槃
会

ナ
リ

也
。
随

テレ
力

ニ
弁

ス二

供
具

ヲ一
。
兼
日
、
衆
中

ノ
大
」
小
、
山
中

ノ
諸

人
、
各〱
出

シ
テ

二

七
文
銭

ヲ一
、
供
二
養

ス
涅
槃
仏

ヲ
。　

札ツ
ク
へノ

上
ニ

点
ス

」
レ
之

ヲ
。
自

リ二
庫
下
一
勧

テレ

之
ヲ

、
調

フ二
供
具

ヲ一
。
是

レ
永
平

ノ
旧
儀

ナ
リ

也
。

供
具
弁
備

ノ
』
後

ニ
、
上
堂
、
如

シレ
例

ノ
。
但

拈
シ
テ

レ

香
ヲ

云
ク

、」

子
等
、
行
遍
後
、
点
心
等
、
若※

行
之
。」
或※

若
此
山
林
、
点
心
者
、
略
無
妨
。
三
日
以

後
、
打
鈑
、
坐
禅
、」
三
日
念
誦
、
不
可

怠
。」	

（
四
八
オ
～
ウ
）

※
行○

者○

…
「
○
」
ハ
全
テ
朱
筆
。

※
展○

…
「
○
」
ハ
朱
筆
。

※
恐
…
「
凡
」
部
分
ノ
上
ニ
「
儿
」（
朱
筆
）
ア
リ
。

※
一
日
…
右
、「
ヒ
ト
ヒ
」（
朱
筆
）
ア
リ
。

※
若
…
文
字
上
ニ
「
○
」（
朱
筆
）
ア
リ
。

※
或
若
…
右
、「
モ
シ
」（
朱
筆
）
ア
リ
。

二
月
十
五
日
。
涅
槃
会
也
。
随
力
弁
供
具
。

兼
日
、
衆
中
大
」
小
、
山
中
諸
人
、
各
出
七

文
銭
、
供
養
涅
槃
仏
。　

札
上
点
」
之
。
自

庫
下
勧
之
、
調
供
具
。
是
永
平
旧
儀
也
。
供

具
弁
備
』
後
、
上
堂
、
如
例
。
但
拈
香
云
、」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
登
国
賀
嶋
郡

酒
井
」
保
、
洞
谷
山
永
光
寺
開
闢
、　

釈
迦



一
一
〇

十
四
世
法
孫
、
小
新
戒
比
丘
〈
某
甲
〉、
此

□一

片□
」
香
、
熱
向
炉
中
、
恭
為　

本
師
釈
迦

牟
尼
如
来
、
以
酬
法
乳
之
恩
□者

。」
或
祝
聖

香
、
山
呼
後
、
□又

拈
香
供
養
仏
。
雖
在
両

様
、
天
童
浄
老
禅
師
」
以
来
、
只
供
養
仏
香

而
已
。」

侍
者
問
訊
、
在
之
。
説
法
罷
、
必
言
、
請
大

衆
、
詣
仏
殿
、
焼
香
礼
拝
。
衆
集
。」
主
人
、

焼
香
。
大
衆
、
行
列
伝
供
。
維
那
、
大
悲

呪
、
或
鳴
法
事
。
上
知
事
、」
毎
供
薫
香
、

捧
伝
。
主
人
、
又
薫
香
令
供
養
。
供
了
、
両

班
、
焼
香
問
」
訊
了
、
立
主
人
左
右
、
大

衆
、
北
面
九
拝
。
〻
間
、
打
鏧
。
拝
前
、
起

時
。
拝
」
後
、
収
坐
具
。
主
人
、
不
収
坐

具
、
長
跪
把
炉
、
焼
香
。
維
那
、
出
班
、
展

疏
。」	

〻
曰
、　

浄※

法
界
身
、
本
無
出
没　

大

悲
願
力
、
示
現
去
来
〈
仰
願（

照
ヵ
）

昭
臨
、
／
俯
請

真
慈
〉」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
丶
国
丶
庄
、　

山　

寺
開
闢
〈
某
甲
／
等
〉、』

一

二

三

四

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
登
国
賀
嶋
郡

酒
井
」
保
、
洞
谷
山
永
光
寺
開
闢
、　

釈
迦

牟
尼
仏
五
十
四
世

ノ
」
法
孫
、
小
新
戒
比
丘

某
甲
、
此

ノ
一
片

ノ
香
、
爇
二
向

シ
テ

鑪
中

ニ一
、

恭
ク

為
メ
ニ

」
二
本
師
釈
迦
牟
尼
如
来

ノ一
、
以

テ

酬
フ二

法
乳

ノ
之
恩

ヲ一

者
ナ
リ

。　

或
ハ

祝
聖

ノ
」

香
、
山
呼

ノ
後

チ
、
又

タ
拈

シレ
香

ヲ
供
二
養

ス
仏

ヲ一
。
雖
レ
有

リ
ト

二

両
様
一
、
天
童
浄
老
禅
」
師
以

来
、
只

タ
供
二
養

ス
ル

仏
ヲ一

香
ノ
ミ

而
已
。
侍
者

問
訊
、
在

リレ
之
。
説
法
罷

テ
、」
必
言
、
請

フ

大
衆
、
詣

シ
テ

二

仏
殿

ニ一
焼
香
礼
拝

ト
。
衆
集

ル
。

主
人
、
焼
香
。
大
」
衆
、
行
列
伝
供

ス
。
維

那
、
大
悲
呪
、
或

ハ
鳴
二
法
事

ヲ一
。
上
知
事
、

毎
供
」
薫

シ
テ

レ

香
ニ

、
捧

ケ
伝

フ
。
主
人
、
又
薫

シ
テ

レ

香
ニ

令
ム二

供
養
一
。
供
了

テ
、
両
班
、
焼
香

問
』
訊
了

テ
、
立

ツ
主
人

ノ
左
右
。
大
衆
、
北

面
シ
テ

九
拝

ス
。
拝

ノ
間
、
打

ツレ
磬

ヲ
。
拝
前

ト
」

起
時

ト
ナ
リ

。
拝

ノ
後

チ
、
収

ム二
坐
具

ヲ一
。
主
人
、

不
レ
収
二
坐
具

ヲ一
、
長
跪

シ
テ

把
リレ

鑪
ヲ

、
焼

クレ
香

ヲ
。」
維
那
、
出

テレ
班

ヲ
展

テレ
疏

ヲ
云

ク
、」

牟
尼
仏
五
十
四
世
」
法
孫
、
小
新
戒
比
丘
某

甲
、
此
一
片
香
、
爇
向
鑪
中
、
恭
為
」
本
師

釈
迦
牟
尼
如
来
、
以
酬
法
乳
之
恩
者
。　

或

祝
聖
」
香
、
山
呼
後
、
又
拈
香
供
養
仏
。
雖

有
両
様
、
天
童
浄
老
禅
」
師
以
来
、
只
供
養

仏
香
而
已
。
侍
者
問
訊
、
在
之
。
説
法
罷
、」

必
言
、
請
大
衆
、
詣
仏
殿
、
焼
香
礼
拝
。
衆

集
、
主
人
、
焼
香
。
大
」
衆
、
行
列
伝
供
。

維
那
、
大
悲
呪
、
或
鳴
法※

事
。
上
知
事
、
毎

供
」
薫
香
、
捧
伝
。
主
人
、
又
薫
香
令
供

養
。
供
了
、
両
班
、
焼
香
問
』
訊
了
、
立
主

人
左
右
。
大
衆
、
北
面
九
拝
。
拝※

間
、
打

磬
。
拝
前※

拝
」
起
時
。
拝
後
、
収※
二
坐
具
一
。

主
人

ハ
不
レ
収
二
坐
具
一
、
長
跪
把
鑪
、
焼

香
。」
維
那
、
出
班
展
疏
。
疏
云
、」

浄
法
界
身　

本
無
出
没

大
悲
願
力　

示
現
去
来
」

　

仰ア
ヲ

キ
願

ハ
照
臨　

俯フ
シ
テ

請コ
フ

真
慈
」

南　
※
印閻

浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
登
国
酒
井

保
、
洞印谷
山
永
光
寺
開
闢
某印甲
等
、」

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
一
一

　
	

今※

月
十
五
日
、
恭
遇　

本
師
釈
迦
如
来
大

和
尚
、
入
般
涅
槃
辰
、
謹
弁
備
」
香
華
灯

明
之
微
供
、
以
伸
最
後
慇
懃
供
養
。
恭
集

現
前
一
衆
、
諷
」
誦
秘
蜜
神
呪
、
所
集
殊

勲
、
上
酬
慈
蔭
者
。」

右
伏
以
、
常
在
霊
山
微
月
、
幽
光
遠
輝
、
泥

洹
双
樹
残
花
、
余
薫
尚
郁
。」

涅
槃
常
楽
之
接
化
、
迄
于
今
時
、
無
為
実
相

之
徳
用
、
被
于
来
際
。」
是
以
、
上
乗
一
心

之
法
供
養
、
面
〻
捧
五
十
二
類
之
供
具
、
万

行
首
楞
之
」
秘
蜜
呪
、
各
〻
作
異
口
同
音
之

仏
事
。
伏
願
、
法
界
徧
驚
無
量
声
光
」
之

告
、
群
類
悉
預
如
来
常
住
之
化
〈
矣
〉。　　

　

謹
疏
。」

三
宝
印
八本※

尊
哀
慈

　

賢
聖
悉
知　

謹
疏
」

　
　
　
　

	

元
亨
四
年
二
月
十
五
日
、
五
十
四

世
法
孫
嗣
祖
比
丘
某
甲
等
〈
謹
／

疏
〉。」

宣
疏
罷
、
啓
唱
諷
経
、
如
常
。
主
人
、
収

坐
具
、
起
立
行
道
。
又
諷
経
了
時
、
焼
』
香

礼
三
拝
。
維
那
、
回
向
云
、　

上
来
、
諷
誦

五

六七

九

浄
法
界

ノ
身　

本
ト

無
二
出
一
没

大
悲
願
力　

示
二
現

ス
去
来

ヲ一
」

　

仰
願

ハ
照
臨　

俯
シ
テ

請
フ

真
慈
」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
登
国
酒
井

保
、
洞
谷
山
永
光
寺
開
闢
某
甲
等
、」

今
月
十
五
日
、
恭※

ク
遇

テ二　

本
師
釈
迦
如

来
大
和
尚
、
入
」
般
涅
槃
辰

ニ一
、
謹

テ
弁
二

備
シ
テ

香
華
灯
明
之
微
供

ヲ一
、
以

テ
伸

テ二
最

後
」
慇
懃

ノ
供
養

ヲ一
、
恭

ク
集

テ二
現
前
一
衆

ヲ一
、
諷
二
誦

ス
秘
密
神
呪

ヲ一
。
所
」
集
殊
勲
、

上
酬

ン二
慈
蔭

ニ一
者
。』

右
伏
以

ハ
、
常
在
霊
山

ノ
微
月
、
幽
光
遠

ク
輝

キ
、
泥
洹
双
樹
残
花
、」
余
薫
尚

ヲ
郁カ

ウ
ハシ

。
涅

槃
常
楽
之
接
化
、
迄ヲ

ヨ
テ二

于
今
時

ニ一
、
無
為
実

相
」
之
徳
用
、
被

ラ
ン

二

于
来
際

ニ一
。
是

ヲ
以

テ
、

上
乗
一
心
之
法
供
養
、
面
面

ニ
」
捧

ケ二
五
十

二
類
之
供
具

ヲ一
、
万
行
首
楞
之
秘
密
呪
、
各ヲ

ノ

各〳
〵

作
ス二

」
異
口
同
音
之
仏
事

ヲ一
。
伏
願

ク
、　

法
界
徧

ア
マ
ネ
ク

驚
テ二

無
量
声
光
之
」
告

ニ一
、
群
類

悉
ク

預
ラ
ン

二

如
来
常
住
之
化

ニ一
。　
　

謹
疏
。」

本※

尊
哀
慈

／

賢
聖
悉
知
＼
謹
疏
」

　

	

今
月
十
五
日
、
恭

ク
遇

テ二　

本
師
釈
迦
如

来
大
和
尚
、
入
」
般
涅
槃

ノ
辰※

ニ一

・
謹

テ
弁

二
備

シ
テ

香
華
灯
明
之
微
供

ヲ一

・
以

テ
伸

フ二
最

後
」
慇
懃

ノ
供
養

ヲ一
。　

恭
ク

集
テ二

現
前
一
衆

ヲ一

・
諷
二
誦

ス
秘
蜜
神
呪

ヲ一

・
所

ノ
」
レ
集

ム
ル

殊
勲

ハ
、
上カ

ミ
酬ム

ク
フ
ル

二

慈
蔭

ニ一
者モ

ノ
ナ
リ

。』

右
キ

伏
シ
テ

以
レ
ハ

・
常
在
霊
山

ノ
微
月
、
幽
光

遠
ク

輝
キ

・
泥ナ

イ
ヲ
ン洹

双
樹

ノ
残
花
、」
余
薫
尚ナ

ヲ

郁

シ
・
涅
槃
常
楽
之
接
化
、
迄ヲ

ヨ
ホ
サ
ン

二

于
今
時

ニ一

・

無
為
実
相
」
之
徳
用
、
被

ラ
ン

二

于
来
際

ニ一

・是

ヲ

以
テ

、
上カ

ミ

乗※
シ
テ

二

一
心（

朱
筆
）

ノ
之
法
供
養※

ニ一

・
面

面
」
捧

テ二
五
十
二
類
之
供
具

ヲ一

・
万
行
首
楞

之
秘
密
呪
・
各
各
作ナ

ス二
」
異
口
同
音
之
仏
事

ヲ一

・
伏

シ
テ

願
ク

、　

法
界
徧

ク
驚

キ二
無
量
声
光

之
」
告ツ

ケ
ニ一

、
群
類
悉

ク
預

ラ
ン

二

如
来
常
住
之
化ケ

ニ一
。　

謹
テ

疏印

。」

本※

尊
哀
慈

賢
聖印悉
知　

　

謹
印テ

疏
」

　

元　
印亨
（
四
）年

※

二
月
十
五
日
、
五
十
四
世
法

孫
嗣
祖
比
丘
某印甲
等
謹
疏
。』

　
　
　
　
　
　

南
閻印浮
提
大
日
本
国
能
州

ム
ク
イ
ン

※
…
ヒ

恭※

敬
印
　

疏
上

涅
槃

黒
紙

　

如
来



一
一
二

楞
厳
秘
蜜
神
呪
功
徳
、
供
養
」
今
日
入
般
涅

槃
、
本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
大
和
尚
、
以
酬
法

乳
之
恩
者
。」	

（
天
冊
四
オ
～
五
ウ
）

※	

浄
…
以
下
、
文
字
ノ
左
ニ
記
サ
レ
ル
数
字
ハ
全
テ

朱
筆
。

※	

今
月
…
（
五
オ
）
ノ
上
欄
外
、「
和
尚
」（
横
書
、

後
筆
）
ア
リ
。

※	

本
尊
哀
慈
～
〈
謹
／
疏
〉
…
【
年
中
写
真
８
】
参

照
。

一

元
亨
四
年
二
月
十
五
日
、
五
十
四
世
法
孫

嗣
祖
比
丘
某
甲
等
、
謹
疏
。」

宣
ヘレ

疏
ヲ

罷
テ

、
啓
唱
諷
経
、
如

シレ
常

ノ
。
主

人
、
収

メ二
坐
具

ヲ一
、
起
立
行
道
。
又

タ
』
諷
経

了
ル

時
キ

、
焼
香
礼
三
拝
。
維
那
、
回
向
云

ク
、」

上
来
、
諷
誦
楞
厳
秘
密
神
呪
功
徳
、
供
養　

今
日
入
般
」
涅
槃
、
本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
大

和
尚
、
以
酬
法
乳
之
恩
」
者
。
十
方
三
世
一

切
諸
仏
、
云
云
。」	

（
五
ウ
～
七
ウ
）

※	
恭
遇
～
謹
疏
…
コ
ノ
間
ノ
訓
点
・
線
ハ
後
筆
ノ
可

能
性
ア
リ
。

※
本
尊
哀
慈
～
謹
疏
…
【
年
中
写
真
９
】
参
照
。

洞
谷
山
永
光
寺
開
闢
〈
某
甲印

〉
等謹

」

宣
疏
罷
、
啓
唱
諷
経
、
如
常
。
主
人
、
収
坐

具
、
起
立
行
道
。
又
」
諷
経
了
時
、
焼
香
礼

三
拝
。
維
那
、
回
向
云
、」

上
来
、
諷
誦
楞
厳
秘
密
神
呪
功
徳
、
供
養　

今
日
入
般
」
涅
槃
、
本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
大

和
尚
、
以
酬
法
乳
之
恩
」
者
。
十
方
三
世
一

切
諸
・
仏
〈
云
云
〉〈
三※

節
同
之
〉」

	

（
四
八
ウ
～
五
〇
ウ
）

※	

法
事
…
「
法
事
」
ノ
間
ニ
「
〇
」（
朱
筆
）、「
事
」

字
ノ
上
ニ
「
〇
」（
朱
筆
）
ヲ
付
シ
、「
事
」
ノ

右
、「
鼓
」（
朱
筆
）
ア
リ
。

※
拝
間
…
二
字
ノ
間
ニ
「
○
」
ア
リ
。

※	

前
拝
起
時
拝
後
…
各
々
ノ
字
ノ
上
ニ
「
丶
」
ヲ
付

シ
、「
前
拝
」
ノ
右
、「
了
以
坐
具
」（
朱
筆
）
ア

リ
。

※	

収
坐
具
主
人
不
収
坐
具
…
コ
ノ
文
ニ
付
サ
レ
ル
訓

点
ハ
全
テ
朱
筆
。

封

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
一
三

三
月
一
日
。
称
閉
炉
節
。
僧
堂
及
諸
寮
、
閉

炉
。
大
衆
、
出
仕
脱
頭
帽
、
露
」
叉
手
。

　
（
朱
筆
）

〽
二
月
末
、
若
三
月
初
、
入
三
月
節
日
、

是
日
清
明
。
皆
書　

鎮
防
」〈
火
〉
燭
札
、

行
三
宝
印
。
日
中
諷
経
次
、
誦
消
災
呪
一

三
月
一
日

ハ
称

ス二
閉
炉

ノ
節

ト一
。
僧
堂
及
諸
寮
、

閉
ツレ

炉
ヲ

。
大
衆
、
出
仕

ニ
」
脱

シ二

頭
帽

ヲ一
、

露
ス二

叉
手

ヲ一
。
二
月

ノ
末
、
若

ハ
三
月

ノ
初
、
入

ル二
三
月

ノ
節

ニ一
日ヒ

、
是

ノ
」
日
清
明
。
皆

ナ
書

シ二

鎮
防
火
燭

ノ
札

ヲ一
、
行

イ二
三
宝
印

ヲ一
、
日
中
諷

※	

印
…
以
下
、
文
字
ノ
右
ノ
「
印
」
字
ハ
全
テ
朱

筆
。

※	

辰
ニ一

・
…
以
下
、「
・
」
ガ
底
本
ニ
付
サ
レ
テ
イ
ル

場
合
ハ
、
句
読
点
ニ
代
エ
テ
コ
レ
ヲ
付
ス
。「
・
」

ハ
全
テ
朱
筆
。

※	

微
…
底
本
マ
マ
。「
ビ
」
ノ
意
ト
思
ワ
レ
ル
。

※	

乗
シ
テ

二

…
訓
点
「

シ
テ

二

」
ノ
各
々
ノ
字
ノ
上
、「
○
」

（
朱
筆
）
ア
リ
。

※	

養
ニ一

…
訓
点
「

ニ一
」
ノ
各
々
ノ
字
ノ
上
、「
○
」（
朱

筆
）
ア
リ
。

※	

本
尊
哀
慈
～
謹
疏
…
【
年
中
写
真
10
】
参
照
。

※	

年
～
五
十
四
世
…
左
、「
涅
槃
会
疏
可
漏
押
印

者
未
定
」（
朱
筆
）
注
記
ア
リ
。

※	

恭
敬
～
〈
某
甲
〉
等謹

…
【
年
中
写
真
11
】
参
照
。

※
〈
三
節
同
之
〉
…
後
筆
ノ
可
能
性
ア
リ
。

三
月
一
日
。
称
閉
炉
節
。
僧
堂
及
諸
寮
、
閉

炉
。
大
衆
、
出
仕
」
脱
頭
帽
、
露
叉
手
。
二

月
末
、
若
三
月
初
、
入
三
月
節
日
。
是
」
日

清
明
。
皆
書
鎮
防
火
燭
札
、
行
三
宝
印
。
日

中
諷
経
次
、』
誦
消
〈
災
〉
呪
一
遍
、
押
貼

…
ヒ

封



一
一
四

遍
、
押
貼
諸
堂
諸
寮
」
柱
。
或
賦
大
檀
越
并

諸
庵
及
諸
檀
越
舎
。
此
日
、
大
国
換
火
。
若

鑚
換
」
火
者
、
可
用
楡
柳
。
楡
為
錐
、
柳
為

台
。
或
柳
為
錐
、
楡
為
台
。
火
若
」
如
換

者
、
諸
堂
及
山
中
諸
庵
、
諸
小
屋
火
、
皆
可

換
之
。　

（
朱
筆
）

〽
三
月
中
、
免
」
掛
搭
僧
数
、
及

両
三
輩
、
揀
礼
儀
𤎼（

熟
）練

人
、
為
参
頭
、
先
擬

祠
部
新
」
到
書
状
、
若
又
帯
土
縁
六
念
及
戒

牒
、
具
書
副
之
。
知
客
、
上
方
丈
、
得
免
」

掛
搭
札
子
。
札
云
、　　

山※

門
、　

免
掛
搭
新

到
什
員
、　

某
甲
上
座
』
何※

国
人
事　

某
甲

西
堂　

何
寺
先
住　

某
甲
首
座
」
何
寺
前
資

　

某
甲
都
寺　

何
寺
勤
旧　

某
甲
侍
者
」
什

和
尚
小
師　

右
新
到
什
員
、
報
維
那
、
可
令

掛
搭
。」

　
　
　
　

	

今
月　

日			

侍
者　

某
甲
〈
請

客
名
字
〉
承
順
拝
白
」

　
　

知
客
悉
知　
　
　

〽
（
朱
筆
）知

客
、
得
此
札

子
、	

調
土
縁
等
具
書
、
引
新
」
到
維

（
到
脱
ヵ
） 那

寮
、

尋
堂
司
供
司
、
相
看
維
那
。
〻
〻
、
照
管
、

一

二

三四
五

六

経
ノ

次
、」
誦

シ二
消
災
呪
一
遍

ヲ一
、
押ヲ

シ二
貼ハ

ル
諸

堂
諸
寮

ノ
柱

ニ一
。
或

ハ
賦ク

ハ
ル二

大
檀
越
并

ニ
」
諸
庵

及
諸
檀
越

ノ
舎

ニ一
。
此

ノ
日
、
大
国

ニ
ハ

換
フレ

火

ヲ
。
若

シ
鑚

リ二
換

ル
ニ
ハ

火
ヲ一

者
、
可

シ
」
レ
用

ユ二
楡

柳
ヲ一

。
楡

ヲ
為シ
レ
錐

ト
、
柳

ヲ
為ス
レ
台

ト
。
或

ハ
柳

ヲ
為シ
レ
錐

ト
、
楡

ヲ
為ス
レ
台

ト
。
火
若

シ
如

ハ
』
レ

換
カ

者
、
諸
堂
及
山
中

ノ
諸
庵
、
諸

ノ
小
屋

ノ

火
モ

皆
可

シレ
換
レ
之

ヲ
。」

三
月
中
、
免

ス二
掛
搭

ヲ一
僧
数
、
及
両
三
輩
、

揀
ヒ二

礼
儀
就

ヲ一
、
揀
レ
人

ヲ
為
」
二
参
頭

ト一
、
先

ツ
擬
祠
部
新
到

ノ
書
状
、
若

ハ
又

タ
帯

セ
ハ

二

土
縁

六
念
及
戒
」
牒

ヲ一
、
具

ニ
書
二
副

フ
之

ヲ一
。
知

客
、
上

テ二
方
丈

ニ一
、
得
下
免ユ

ル
ス
ノ

二

掛
搭

ヲ一
札
子

ヲ上
。

札
ニ

云
ク

、」

山
門
、
免ユ

ル
ス二

掛
搭

ヲ一
新
到
什
員
、」

　

某
甲
上
座　
　

何
国
人
事
」

　

某
甲
西
堂　
　

何
寺
先
住
」

　

某
甲
首
座　
　

何
寺
前
資
」

　

某
甲
都
寺　
　

何
寺
勤
旧
」

　

某
甲
侍
者　
　

什
和
尚
小
師
』

諸
堂
諸
寮
柱
。
或
賦
大
檀
越
〈
并
〉」
諸
庵

及
諸
檀
越
舎
。
此
日
、
大
国
換
〈
火
〉。
若

鑚
換
〈
火
〉
者
、
可
」
用
楡
柳
。
楡
為
錐
、

柳
為
台
。
或
柳
為
錐
、
楡
為
台
。〈
火
〉
若

如
」
換
者
、
諸
堂
及
山
中
諸
庵
、
諸
小
屋

〈
火
〉、
皆
可
換
之
。」

三
月
中
、
免
掛
搭
僧
数
、
及
両
三
輩
、
揀
礼

儀
就
、
揀
人
為
」
参
頭
、
先
擬
祠
部
新
到
書

状
、
若
又
帯
土
縁
六
念
及
戒
」
牒
、
具
書
副

之
。
知
客
、
上
方
丈
、
得
免
掛
搭
札
子
。
札

云
、」

山
門
、
免
掛
搭
新
到
什
員
」

某
甲
上
座　
　

何
国
人
事
」

某
甲
西
堂　
　

何
寺
先
住
』

某※

甲
首
座　
　

何
寺
前
資
」

某
甲
都
寺　
　

何
寺
勤
旧
」

某
甲
侍
者　
　

什
和
尚
小
師
」

右
新
到
什
員
、
報
維
那
、
可
令
掛
搭
。」

　

	

今
月　

日			

侍
者
某
甲
、
承
順
拝
白

〈
請
客
名
字
〉」

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
一
五

令
掛
搭
帰
堂
、」
送
寮
舎
等
。
縦
雖
不
長
老

前
資
勤
旧
等
、
宿
老
〻
僧
宿
徳
」
者
、
随
人

可
送
寮
舎
。
可
随
時
供
給
。
是
住
持
、
知

事
、
維
那
用
心
也
。」
限
四
月
一
日
以
前
、

是
清
規
礼
法
也
。	

（
天
冊
五
ウ
～
六
オ
）

※	

山
…
以
下
、
文
字
ノ
左
ニ
記
サ
レ
ル
数
字
ハ
全
テ

朱
筆
。

※	

何
国
人
事
…
（
六
オ
）
ノ
上
欄
外
、「
大
禅
師
」

（
横
書
、
後
筆
）
ア
リ
。

四
月
一
日
。
閉
旦
過
、
不
接
客
僧
。」
然
而

近
来
儀
、
仏
生
会
以
前
、
随
人
免
之
。
略
掛

一

右
新
到
什
員
、
報

ス二
維
那

ニ一
。
可

シレ
令
二
掛
搭

一
。」今

月　

日　

侍
者
某
甲
、
承
順
拝
白
〈
請

客
名
字
〉」

知
客
悉
知
」

知
客
、
得
二
此

ノ
札
子

ヲ一
、
調

ヘ二
土
縁
等
具
書

ヲ一
、
引

テ二
新
到

ヲ一
到

ル二
維
那
寮

ニ一
。」
尋

テ二
堂
司

供
司

ヲ一
、
相
二
看

ス
維
那

ニ一
。
維
那
、
照
管

シ

テ
、
令

シ
メ

二

掛
搭
帰
堂
一
、
送

ル
」
二
寮
舎
等

ニ一
。

縦
イ

雖
ト
モ

レ

不
ト二

長
老
、
前
資
勤
旧
等

ノ
宿
老

一
、
老
僧
宿
徳

ハ
」
者
、
随

テレ
人

ニ
可

シレ
送

ル二
寮

舎
ニ一

。
可

シ二
随

テレ
時

ニ
供
給

ス一
。
是

レ
住
持
、
知

事
、
維
那

ノ
」
用
心

ナ
リ

也
。
限

ル二
四
月
一
日

以
前

ニ一
、
是

レ
清
規

ノ
礼
法

ナ
リ

也
。」

	

　
（
七
ウ
～
八
ウ
）

四
月
一
日
。
閉

テ二
旦
過

ヲ一
、
不
レ
接
二
客
僧

ヲ一
。

然
ト
モ

而
近
来

ノ
儀

ハ
、
仏
生
会
」
以
前

ハ
、
随

　

知
客
悉
知
」

知
客
、
得
此
札
子
、	

調（
土
ヵ
）

士
縁
等
具
書
、
引
新

到
、
到
維
那
寮
、」
尋
堂
司
供
司
、
相
看
維

那
。
維※

那
、
照
管
、
令
掛
搭
帰
堂
、
送
」
寮

舎
等
。
縦
雖
不
長
老
前
資
勤
旧
等
、
宿
老
老

僧
宿
徳
」
者※

、
随
人
可
送
寮
舎
。
可
随
時
供

給
。
是
住
持
、
知
事
、
維
那
』
用
心
也
。
限

四
月
一
日
以
前
、
是
清
規
礼
法
也
。」	

	

（
五
〇
ウ
～
五
二
オ
）

※
某
…
上
、「
某
」
字
ヲ
誤
記
シ
抹
消
ス
。

※	

維
那
…
同
行
末
ノ
「
送
」
ノ
次
ニ
「
維上

上那
」
ト
ア

リ
、「
那
照
」
ノ
間
ニ
「
○
○
」
ト
ア
ル
指
示
ヲ

反
映
シ
テ
移
ス
。

※	

者
…
上
、「
〽
」（
朱
筆
、
ペ
ン
ヵ
）
ア
リ
。「
回

向
文
」
ノ
「
39
菩
薩
戒
布
薩
式
」（「『
瑩
山
清
規
』

の
研
究
〈
二
〉」
二
三
〇
頁
）
ニ
付
サ
レ
テ
イ
ル

モ
ノ
ト
同
筆
。

四
月
一
日
。
閉
旦
過
、
不
接
客
僧
。
然
而
近

来
儀
、
仏
生
会
」
以
前
、
随
人
免
之
。
略
掛



一
一
六

搭
也
。
略
掛
搭
儀
」
者
、
維
那
、
知
客
、
内

稟
方
丈
、
与
主
人
焼
香
礼
拝
。
而
維
那
、
引

而
令
掛
』
搭
。
僧
堂
、
唯
聖
僧
前
焼
香
礼

拝
、
巡
堂
而
維
那
被
位
所
、
而
触
礼
」
三
拝

而
已
。
擬
祠
部
状
云
、　

※新
到
〈
某
□甲

〉
国

人
事　

右
〈
某
甲
〉、」〈
某
甲
〉
国
某
院
住

侶
。〈
某
甲
〉
年
登
山
、〈
某
甲
〉
山
〈
某

甲
〉
阿
闍
梨
房
」
剃
髪
。〈
某
甲
〉
年
登
叡

山
、
或
南
都
東
大
寺
戒
壇
受
戒
。
〻
牒
具
」

之
。
又
投
〈
某
甲
〉
国
〈
某
甲
〉
寺
〈
某

甲
〉
会
、
受
具
作
僧
、
或
換
衣
改
宗
。
今
」

為
生
死
事
大
、
特
来
依
棲
左
右
。
且
望
、
慈

悲　

堂
司
禅
師
、
容
」
納
。　
　

某
甲
年
月

日　
　

新
到
〈
某
甲
〉
状
」	（
天
冊
六
オ
～
ウ
）

※	

新
…
以
下
、
文
字
ノ
左
ニ
記
サ
レ
ル
数
字
ハ
全
テ

朱
筆
。

一

二
三

四

一

テレ
人

ニ
免

スレ
之

ヲ
。
略
掛
搭

ナ
リ

也
。
略
掛
搭

ノ

儀
者

ハ
、
維
那
、
知
客
、』
内
二
稟

シ
方
丈

ニ一
、

与
二
主
人
一
焼
香
礼
拝

ス
。
而

シ
テ

維
那
、
引

テ

而
令

ム二
掛
搭
一
。」
僧
堂

ニ
ハ

、
唯

タ
聖
僧

ノ
前

ニ

シ
テ

焼
香
礼
拝

ス
。
巡
堂

シ
テ

而
維
那
被
位

ノ
所

ニ

シ
テ

、
而
」
触
礼
三
拝

ス
ル

而ノ
ミ

已
。
擬
祠
部

ノ
状

ニ
云

ク
、」

新
到
某
甲　

某
国

ノ
人

ノ
事
」

右
某
甲
、　

某
国
某
院

ノ
住
侶
。
某

ノ
年シ

登
二

山
シ

某
ノ

山
ニ一

、
某
甲
阿
」
闍
梨
房

ニ
シ
テ

剃
髪

ス
。
某

ノ
年シ

登
テ二

叡
山
或

ハ
南
都
東
大
寺

ノ
戒
壇

ニ一
受
」
戒

ス
。
戒
牒
具

スレ
之

ヲ
。
又
投

シ
テ

二

某
ノ

寺
某
甲

ノ
会

ニ一
、
受
具

シ
テ

作
ルレ

僧
ト

。
或

ハ
換
レ

衣
ヲ

」
改

ムレ
宗

ヲ
。
今
為タ

メ
ニ二

生
死
事
大

ノ一
、
特

ニ

来
テ

依
二
棲

ス
左
右

ニ一
。
且
望

ム
、
慈
悲
」

堂
司
禅
師
、
容
納
。」

　

某
年
月　

日　

新
到　

某
甲
状
』

	
（
八
ウ
～
九
オ
）

搭
也
。
略
掛
搭
儀
者
、
維
那
、
知
客
、」
内

稟
方
丈
、
与
主
人
焼
香
礼
拝
。
而
維
那
、
引

而
令
掛
搭
。」
僧
堂
、
唯
聖
僧
前
焼
香
礼
拝
、

巡
堂
而
維
那
被
位
所
、
而
」
触
礼
三
拝
而

已
。
擬
祠
部
状
云
、」

新
到
某
甲　

某
国
人
事
」

右
某
甲　

某
国
某
院
住
侶
。
某
年
登
山
某

山
、
某
甲
阿
」
闍
梨
房
剃
髪
。
某
年
登
叡

山
、
或
南
都
東
大
寺
戒
壇
受
」
戒
。
戒
牒
具

之
。
又
投
某
寺
某
甲
会
、
受
具
作
僧
、
或
換

衣
』
改
宗
。
今
為
生
死
事
大
、
特
来
依
棲
左

右
。
且
望
、
慈
悲
」

堂
司
禅
師
、
容
納
。」

　

某
年
月　

日　
　

新
到　
　

某
甲
壯

（
状
ヵ
）」

	

（
五
二
オ
～
ウ
）

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
一
七

維
那
、
収
状
訖
、
次
第
安
箱
内
、
触
礼
一
拝

〈
辞
略
之
〉。」

堂
司
云
、
請
上
座
、
帰
堂
。
掛
搭
新
到
、
於

僧
堂
前
門
南
頬
、
而
入
聖
」
僧
前
〈
参
頭
在

／
北
、
為
上
〉、
立
定
三
拝
。
収
坐
具
、
従

首
座
位
巡
堂
一
匝
。
却
到
」
聖
僧
前
、
問
訊

畢
、
於
前
門
南
頬
板
頭
第
三
位
、
次
第
而

坐
。』
維※

那
、
以
掛
搭
状
、
依
戒
蝋（

臘
ヵ
）上

床
暦

訖
、
令
行
者
箱
内
挓（

托
ヵ
）、

相
随
入
堂
。」
維
那
、

聖
僧
前
焼
香
問
□訊

、
新
到
起
身
、
床
前
立
、

与
維
那
問
訊
訖
。」
維
那
、
次
第
過
掛
搭
状

訖
、
触
礼
一
拝
、
次
第
令
掛
搭
。
南
北
東

西
」
床
、
皆
維
那
占
上
手
。
聖
僧
近
、
為

止（
上
ヵ
）。

掛
搭
訖
、
維
那
、
引
新
到
上
方
」
丈
、

令
礼
賀
。
侍
者
、
委
悉
問
曰
、
若
干
人
新

到
、
若
干
人
入
室
弟
子
、」
若
干
人
剃
頭
小

師
、
若
干
人
法
属
法
眷
、
各
随
人
、
礼
数
可

別
。」
新
到
、
只
大
展
三
拝
。
若
法
属
如
重

者
、
両
展
三
礼（

拝
ヵ
）。

還
主
人
公
界
」
礼
也
。
如

上
法
眷
、
主
人
、
不
可
受
礼
。
如
下
法
眷
、

両
三
拝
、
或
触
礼
三
拝
。」
如
至
親
法
眷
、

不
論
尊
卑
、
知
事
、
頭
首
、
小
師
、
侍
者
、

維
那
、
収

メレ
状

ヲ
訖

テ
、
次
第

ニ
安

ス二
箱

ノ
内

ニ一
。

触
礼
一
拝
〈
辞
略

スレ
之

ヲ
〉。
堂
司
」
云

ク
、

請
上
座
、
帰
堂
掛
搭

ト
。
新
到
、
於

テ二
僧
堂

ノ

前
門

ノ

南ミ
ナ
ミ

頬ツ
ラ

ニ一
、
而
入

テ
」
聖
僧

ノ
前

ニ
〈
参

頭
在
／
レ
北

ニ
、
為
レ
上

ト
〉、
立
定
三
拝

ス
。

収
テ二

坐
具

ヲ一
、
従

リ二
首
座

ノ
位
一
巡
堂
」
一
匝

ス
。
却

テ
到

テ二
聖
僧

ノ
前

ニ一
、
問
訊

シ
畢

ル
。
於

テ二

前
門

ノ
南
頬

ノ
板
頭

ノ
第
三
」
位

ニ一
、
次
第

ニ
シ

テ
而
坐

ス
。
維
那
、
以
二
掛
搭

ノ
状
一
、
依
二
戒

臘
ニ一

上
二
牀
暦

ニ一
訖
、
令
」
二
行
者

ヲ
シ
テ

箱
ノ

内

ニ
托
一
、
相
随

テ
入

ルレ
堂

ニ
。
維
那
、
聖
僧

ノ
前

ニ
シ
テ

焼
香
問
訊

ス
。
新
」
到
、
起

テ
ヽ

レ

身
ヲ

牀
ノ

前
ニ

立
ツ

。
与
二
維
那
一
問
訊
訖

ル
。
維
那
、
次

第
ニ

過
シ二

掛
搭

ノ
」
状

ヲ一
訖

ル
。
触
礼
一
拝
、
次

第
ニ

令
二
掛
搭
一
。
南
北
東
西

ノ
牀
、
皆

ナ
維

那
」
占
二
上
手

ヲ一
。
聖
僧

ノ
近

ク
ヲ

為ス
レ
上

ト
。

掛
搭
訖

ル
。
維
那
、
引

テ二

新
到

ヲ一

上
テ二

方
丈

ニ一
、」
令

ム二
礼
賀
一
。
侍
者
、
委
悉

ニ
問

テ
云

ク
、

若
干
人

ハ
新
到
、
若
干
人

ハ
入
室

ノ
』
弟
子
。

若
干
人

ハ
剃
頭

ノ
小
師
、
若
干
人

ハ
法
属
法
眷

ト
。
各〱
随
レ
人
、」
礼
数
可

シレ
別ワ

ク
。
新
到
、

只
大
展
三
拝

ス
。
若

ク
ハ

法
属
如

キ
ハ

二

重
キ

者
ノ一

、

維
那
、
収
状
訖
、
次
第
安
箱
内
、
触
礼
一
拝

〈
辞
略
之
〉。
堂
司
」
云
、
請
上
座
、
帰
堂
。

掛
搭
新
到
、
於
僧
堂
前
門
南
頬
、
而
入
」
聖

僧
前
〈
参
頭
在
／
北
、
為
上
〉、
立
定
三
拝
。

収
坐
具
、
従
首
座
位
巡
堂
」
一
匝
。
却
到
聖

僧
前
、
問
訊
畢
。
於
前
門
南
頬
板
頭
第
三
」

位※

、
次
第
而
坐
。
維
那
、
以
掛
搭
状
、
依
戒

臘
上
牀
暦
訖
、
令
」
行
者
箱
内
托
、
相
随
入

堂
。
維
那
、
聖
僧
前
焼
香
問
訊
、
新
」
到
起

身
、（

牀
ヵ
）

状
前
立
、
与
維
那
問
訊
訖
。
維
那
、
次

第
過
掛
搭
』
状
訖
、
触
礼
一
拝
、
次
第
令
掛

搭
。
南
北
東
西
牀
、
皆
維
那
」（

占
ヵ
）

古
上
手
。
聖

僧
近
、
為
上
。
掛
搭
訖
、
維
那
、
引
新
到
上

方
丈
、」
令
礼
賀
。
侍
者
、
委
悉
問
云
、
若

干
人
新
到
、
若
干
人
入
室
」
弟
子
、
若
干
人

剃
頭
小
師
、
若
干
人
法（

属
ヵ
）

嘱
法
眷
、
各
随
人
、」

礼
数
可
別
。
新
到
、
只
大
展
三
拝
。
若
法
属

如
重
者
、
両
展
」
三
拝
。
還
主
人
公
界
礼

也
。
如
上
法
眷
、
主
人
、
不
可
受
礼
」。
如

下
法
眷
、
両
展
三
拝
、
或
触
礼
三
拝
。
如
至

親
法
眷
、
不
」
論
尊
卑
、
知
事
、
頭
首
、
小

師
、
侍
者
、
行※

者
、
並
合
人
事
。
如
上
」
法



一
一
八

行
者
、
並
合
」
人
事
。
如
上
法
眷
、
主
人
、

下
安
下
所
、
可
回
礼
。
須
択
近
上
寮
、
令
安

下
。」
如
平
交
客
僧
、
皆
帰
寮
掛
搭
、
先
尋

寮
主
、
首
座
相
看
。
新
到
、』
於
聖
像
前
、

次
第
立
定
、
問
訊
訖
、
巡
寮
罷
、
各
就
看
読

床
。
触
」
礼
一
□拝

訖
、
取
行
李
安
排
。
次
維

那
、
令
行
者
首
座
知
事
等
諸
寮
」
報
知
。
或

触
礼
、
或
問
訊
。
随
人
如
掛
搭
可
有
者
、
維

那
、
侍
者
寮
及
」
諸
寮
、
以
行
者
令
報
也
。

次
郷
人
、
法
属
僧
及
旧
住
、
次
第
相
看
、
問

訊
」
礼
拝
。
掛
搭
後
三
日
内
、
常
在
寮
中
僧

堂
内
、
守
待
請
喚
茶
湯
。
不
」
得
閑
游
。
免

令
尋
覔
。
掛
搭
後
、
首
座
、
監
寺
、
請
新
掛

搭
、
或
照
堂
、」
或
庫
下
、
或
本
寮
、
就
便

宜
所
、
請
新
到
喫
茶
、
諸
寮
主
行
礼
。
請
」

状
小
牓
云
、　

新※

帰
堂　
〈
某
甲
〉
西
堂
〈
題

両
字
曰
、
拝
命
、
或

―
拝
貴
命
等
也
〉」

某
甲
首
座　

某
甲
上
座　

右
就
本
寮
、
喫
茶

〈
或
照
堂
、
或
庫
下
、
／
或
後
門
亭
〉」

	

今
月
日　

首
座
比
丘
某
甲
拝
請
」

一

二

三

四

五

六

両
展
」
三
拝
。
還
主
人
公
界
礼
也
。
如

キ
ハ

二

上
法
眷

ノ一
、
主
人
、
不
レ
可
レ
受
レ
礼

ヲ
。」
如

キ
ハ

二

下
法
眷

ノ一
、
両
展
三
拝
、
或

ハ
触
礼
三
拝
。

如
シ

至
テ
ハ

二

新
法
眷

ニ一
、
不
」
レ
論
二
尊
卑

ヲ一
、

知
事
、
頭
首
、
小
師
、
侍
者
、
行
者
、
並

ニ

合ベ

シ二

人
事

ス一
。
如

キ
ハ

二

上
」
法
眷

ノ一
、
主
人
、

下
ス二

安
下

ノ
所

ヲ一
。
可
回
礼
。
須
下
択

テ二
近
レ
上

ニ

寮
ヲ一

令
中
安
下
上
。」
如

キ
ハ

二

平
交

ノ
客
僧
一
、

皆
帰
寮
掛
搭

シ
ム

。
先
尋
寮
主
、
寮
首
座
、

相（
二
脱
ヵ
） 

看
」
新
到
一
、
於

テ二
聖
像

ノ
前

ニ一
、
次
第

ニ

立
定
、
問
訊

シ
訖

ル
。
巡
寮
罷

テ
、
各
就

ク二
看
」

読
ノ

牀
ニ一

。
触
礼
一
拝

シ
訖

ル
。
取

テ二
行
李

ヲ一
安

排
ス
ル

。
次

テ
維
那
、
令

ム二
行
者

ヲ
シ
テ

首
」
座

知
事
等

ノ
諸
寮

ニ
報

シ
知

ラ一
。
或

ハ
触
礼
、
或

ハ

問
訊
、
随

フレ

人
ニ

。
如

キ
ハ

二

掛
搭
』
可

キ
カ

一レ

有

者
、
維
那
、
侍
者

ノ
寮
及

ヒ
諸

ノ
寮

ニ
、
以

テ二
行

者
ヲ一

令
ムレ

報
也
。
次

ニ
郷ケ

ウ

」
人ヒ

ト

、
法
属
及
旧

住
、
次
第

ニ
相
看
、
問
訊
礼
拝

ス
。
掛
搭

ノ
後

チ
、
三
日

ノ
」
内
、
常

ニ
在

テ二
寮

ノ
中

チ
僧
堂

ノ

内
ニ一

、
守

リ三
待

ツ
請

シ二
喚

コ
ト
ヲ

茶
湯

ニ一
。
不
レ
得
二

眷
、
主
人
下
安
下
所
、
可
回
礼
。
須
択
近
上

寮
、
令
安
下
。」
如
平
交
客
僧
、
皆
帰
寮
掛

搭
、
先
尋
寮
主
、
寮
首
座
相
看
。』
新
到
、

於
聖
像
前
、
次
第
立
定
、
問
訊
訖
、
巡
寮

罷
、
各
就
看
」
読
牀
。
触
礼
一
拝
訖
、
取
行

李
安
排
。
次
維
那
、
令
行
者
首
」
座
知
事
等

諸
寮
報
知
。
或
触
礼
、
或
問
訊
、
随
人
。
如

掛
搭
」
可
有
者
、
維
那
、
侍
者
寮
及
諸
寮
、

以
行
者
令
報
也
。
次
郷
」
人
、
法
属
及
旧

住
、
次
第
相
看
、
問
訊
礼
拝
。
掛
搭
後
、
三

日
」
内
、
常
在
寮
中
僧
堂
内
、
守
待
請
喚
茶

湯
。
不
得
閑
游
。
免
」
令
尋
不（

覓
ヵ
）見

。
掛
搭

後
、
首
座
、
監
寺
等
、
請
新
掛
搭
、
或
照

堂
、」
或
庫
下
、
或
本
寮
、
就
便
宜
処
、
請

新
到
喫
茶
。
諸
寮
主
、
行
」
礼
。
請
状
小
牓

云
、」

　

新
帰
堂
』

　

	

某
甲
西
堂　
〈
題
両
字
曰
、
拝
命
、
或
曰
、

拝
貴
命
等
也
〉」

　

某
甲
首
座
」

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
一
九

	

（
天
冊
六
ウ
～
七
ウ
）

※	

維
那
…（
七
オ
）
ノ
上
欄
外
、「
之
御
筆
」（
横
書
、

後
筆
）
ア
リ
。

※	

新
…
以
下
、
文
字
ノ
左
ニ
記
サ
レ
ル
数
字
ハ
全
テ

朱
筆
。

主
人
、
或
四
月
十
日
、
十
一
日
、
就
照
堂
、

若
寝
堂
、
行
謝
掛
搭
。
寝
堂
照
堂
、』
随※

人

一

閑
游

ヲ一
。
免
」
レ
令

コ
ト
ヲ

二

尋
不※

○

見○
一
。
掛
搭

ノ

後
チ

、
首
座
、
監
寺
等
、
請

ス二
新
掛
搭

ヲ一
。
或

ハ
照
堂
、」
或

ハ
庫
下
、
或

ハ
本
寮
、
就

テ二
便
宜

ノ
処

ニ一
、
請

シ
テ

二

新
到

ヲ一
喫

ムレ
茶

ヲ
。
諸

ノ
寮
主
、

行
フ

」
レ
礼

ヲ
。
請
状
小
牓

ニ
云

ク
、」

　

新
帰
堂
」

　

	

某
甲
西
堂　
〈
題
両
字
曰
、
拝
命
、
或
曰
、

拝
貴
命
等
也
〉」

　

某
甲
首
座
」

　

某
甲
上
座
』

或
ハ

就
テ二

本
寮
、
或

ハ
照
堂
、
或

ハ
庫
下
、
或

ハ

後
門
亭

ニ一
、
喫
茶
。」

　

今
月　

日　

首
座
比
丘
某
甲
拝
請
」

	

（
九
ウ
～
一
一
オ
）

※	

不〇

〇見
…
上
欄
外
ニ
「
不
見
当
作
覔
」（「
不
見
」
は

当
に
「
覔
」
に
作
る
べ
し
）
注
記
ア
リ
。
コ
ノ
注

記
ハ
後
筆
ノ
可
能
性
ア
リ
。

主
人
、
或

ハ
四
月
十
日
、
十
一
日
、
就

テ二
照

堂
若

ハ
寝
堂

ニ一
、
行

フ二
謝
掛
」
搭

ヲ一
。
寝
堂
照

　

某
甲
上
座
」

或
就
本
寮
、
或
照
堂
、
或
庫
下
、
或
後
門

亭
、
喫
茶
。」

　

今
月　

日　

首
座
比
丘
某
甲
拝
請
」

	

（
五
二
ウ
～
五
四
オ
）

※	

位
…
「
僧
」
ノ
右
ニ
「
ヒ
（
抹
消
符
）」
ヲ
付
シ
、

上
欄
外
ニ
「
位
」
ト
記
シ
テ
訂
正
ス
。

※	

行
…
「
待
」
ノ
右
ニ
「
ヒ
（
抹
消
符
）」
ヲ
付
シ
、

上
欄
外
ニ
「
行
」
ト
記
シ
テ
訂
正
ス
。

主
人
、
或
四
月
十
日
、
十
一
日
、
就
照
堂
若

寝
堂
、
行
謝
掛
」
搽

（
塔
ヵ
）。

寝
堂
照
堂
、
随
人
数



一
二
〇

数
人※

種
、
四
出
頭
、
六
出
頭
、
八
出
頭
、
委

曲
安
排
、
勿
令
錯
乱
〈
先
出
牓
／
頭
、
請

之
〉。」

新
到
〈
冬
至
以
後
、
仏
生
以
前
〉」	

某
甲
西
堂　

某
甲
首
座　

某
甲
上
座
」

某
甲
侍
者　

某
甲
上
座　

某
甲
上
座
」

堂
頭
和
尚
、　

今
晨
、
斉
退
就　

寝
堂
、　

特

為
点
茶
。」

伏
乞
雲
衆　

今
月
日
、
侍
司　

某
甲
、
拝
請

〈
請
客
題
名
字
〉」

自
去
年
冬
至
以
後
、
新
帰
堂
、
一
列
請
之
。

随
人
、
四
出
頭
、
六
出
頭
、
設
座
。」
相
伴
、

当
首
座
及
大
勤
旧
、
随
時
請
之
。
侍
者
一

人
、
若
両
人
、
行
礼
。
如
四
」
出
頭
以
上
、

必
両
人
行
礼
。
両
人
相
並
、
当
面
問
訊
、
却

到
当
面
、
相
並
問
」
訊
。
如
管
待
等
礼
。
自

夏
了
到
冬
至
掛
搭
僧
、
冬
節
近
日
、
三
五

日
」
間
、
又
一
列
行
謝
掛
搭
。　

四
月
一
日
、

上
堂
罷
、
巡
堂
次
、
主
人
、
与
首
座
』
大
衆

触
礼
三
拝
。
季
初
皆
同
。

堂
、
随

テ二
人
数
人
種

ニ一
、
四
出
頭
、
六
出
頭
、

八
出
頭
、」
委
曲

ニ
安
排

シ
テ

、
勿

レレ
令

ル
コ
ト

二

錯

乱
一
。　

先
出

シ
テ

二

牓
頭

ヲ一
、
請

スレ
之

ヲ
。」

　

	

新
到　
〈
冬
至
以
後
、
仏
生
会
以
前
〉」		

某
甲
西
堂　

某
甲
首
座　

某
甲
上
座
」

　

某
甲
侍
者　

某
甲
上
座　

某
甲
上
座
」

堂
頭
和
尚
、
今
晨
、
斎

ヨ
リ

退
テ

就
」

　
二
寝
堂

ニ一
、　

特
為
点
茶
。』

　

伏
シ
テ

乞
フ

」

　

雲
衆
」

　

今
月　

日
、
侍
司
某
甲
、
拝
請※

」

自
リ二

去
年
冬
至
一
以
後

ノ
新
帰
堂
、
一
列

ニ
請

スレ

之
ヲ

。
随

テレ
人

ニ
四
出
頭
、」
六
出
頭
、
設

クレ
座

ヲ
。
相
伴

ハ
、
当
首
座
及
大
勤
旧
、
随

テレ
時

ニ

請
スレ

之
ヲ

。
侍
」
者
一
人
、
若

ク
ハ

両
人
、
行

フレ

礼
ヲ

。
両
人
相
並

テ
、
当
面

ニ
問
訊

シ
テ

、
左
右

ニ
相

イ
」
分
離

ス
。
毎

ト
ニ

二

座
頭
一
問
訊

ス
。
却

テ

到
テ二

当
面

ニ一
、
相
並

テ
問
訊

ス
。
如

シ二
管
待
等

ノ
」
礼

ノ一
。
自

リ二
夏
了
一
到

ル
マ
テ
ノ

二

冬
至

ニ一
掛
搭

ノ

僧
ハ

、
冬
節

ノ
近
日
、
三
五
日

ノ
間
、
又
」
一

人
種
、
四
出
頭
、
六
出
頭
、
八
出
頭
、」
委

曲
安
排
、
勿
令
錯
乱
。　

先
出
牓
頭
、
請

之
。」

　

新
到　
〈
冬
至
以
後
、
仏
生
会
以
前
〉」

　

某
甲
西
堂　

某
甲
首
座　

某
甲
上
座
』

　

某
甲
侍
者　

某
甲
上
座　

某
甲
上
座
」

堂
頭
和
尚
、
今
晨
、
斎
退
就
」

　

寝
堂
、　

特
為
点
茶
。」

　

伏
乞
」

　

雲
衆
」

　

	

今
月　

日
、
侍
司
某
甲
、
拝
請　
〈
題
請

客
名
字
〉」

自
去
年
冬
至
以
後
、
新
帰
堂
、
一
列
請
之
。

随
人
四
出
頭
、」
六
出
頭
、
設
座
。
相
伴
、

当
首
座
及
大
勤
旧
、
随
時
請
之
。
侍
」
者
一

人
、
若
両
人
、
行
礼
。
両
人
相
並
、
当
面
問

訊
、
左
右
相
」
分
離
。
毎
座
頭
、
問
訊
。
却

到
当
面
、
相
並
問
訊
。
如
管
待
等
』
礼
。
自

夏
了
到
冬
至
掛
搭
僧
、
冬
節
近
日
、
三
五
日

間
、
又
」
一
列
行
謝
掛
搭
。」

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
二
一

	

（
天
冊
七
ウ
～
八
ウ
）

※	

随
人
数
…（
八
オ
）
ノ
上
欄
外
、「
禅
林
」（
横
書
、

後
筆
）
ア
リ
。

※	

人
種
…
こ
こ
で
は
「
ひ
と
だ
ね
」
と
読
み
、「
現
在

そ
の
場
に
い
る
人
の
数
。
ま
た
、
役
に
立
て
ら
れ

る
人
の
数
。
人
材
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
の

意
。
従
っ
て
、「
人
数
」
と
同
義
。

四
月
三
日
。
必
出
夏
衆
戒
蝋（

臘
ヵ
）牌

草
。」
名
称

草
単
。
尚
為
戒
蝋（

臘
ヵ
）次

第
正
也
。
式
云
、」

日
本
国
加
州　

山　

寺
海
衆
戒
蝋（

臘
ヵ
）、

如
後
」

　
　
　
　

陳
如
尊
者
」

　
　
　
　
　

堂
頭
和
尚
」

　
　
　
　

正
元
〻
戒　

														　
　
　

　
　
　
　
　

某
甲
上
座　

禅
林
公
用
」

　
　
　
　

正
応
元
戒
」

　
　
　
　
　

某
甲
上
座
」

右
謹
具
呈
。
若
有
誤
錯
、
各
請
指
揮
。　
　

　
　
　

謹
状
」

　
　

	

元
亨
四
年
四
月
三
日　
　
　

堂
司
比
丘

列
ニ

行
フ二

謝
掛
搭

ヲ一
。」

四
月
一
日
。
上
堂
罷

テ
、
巡
堂

ノ
次

テ
、
主

人
、
与
二
首
座
大
衆
一
触
礼
』
三
拝
。
季
初

皆
ナ

同
シ

。」	

（
一
一
オ
～
一
二
オ
）

※	

請
…
下
、
一
文
字
分
開
キ
ノ
後
、
文
字
ノ
抹
消

（「〈
題
請
客
名
字
〉」
ヵ
）
ア
リ
。

四
月
三
日※

。
必

ス
出

ス二
夏
衆※

ノ
戒
臘
牌

ノ
草※

、

名
称

ノ
草

ノ
単※

ヲ一
。
尚

ヲ
為タ

メ
ナ
リ

二

戒
」
臘

ノ
次
第

ノ

正タ
ヽ

シ
カ
ラ
ン
カ

一

也
。　

式
ニ

云
ク

、」

日
本
国
能
州
洞
谷
山
永
光
禅
寺
海
衆
戒
臘

〈
如

シレ
後

ノ
〉」

　

陳
如
尊
者
」

　

堂
頭
和
尚
」

　
　

正
元
元
戒
」

　
　
　

某
甲
上
座
」

　
　

正
応
元
戒
」

　
　
　

某
甲
上
座
』

右
謹

テ
具
呈

ス
。
若

シ
有

ラ
ハ

二

誤
錯
一
、
各〱
請

フ

四
月
一
日
、
上
堂
罷
、
巡
堂
次
、
主
人
与
首

座
大
衆
、
触
礼
」
三
拝
。
季
初
皆
同
。」

	

（
五
四
オ
～
五
五
オ
）

四
月
三
日
。
必
出
夏
衆
戒
臘
牌
草
。
名
称
草

単
。
尚
為
戒
」
臘
次
第
正
也
。　

式
云
、」

日
本
国
能
州
洞
谷
山
永
光
禅
寺
海
衆
戒
臘

〈
如
後
〉」

　

陳
如
尊
者
」

　

堂
頭
和
尚
」

　
　

正
元
元
戒
』

　
　
　

某
甲
上
座
」

　
　

正
応
元
戒
」

　
　
　

某
甲
上
座
」

右
謹
具
呈
。
若
有
誤
錯
、
各
請
指
揮
。	

謹

状
」



一
二
二

〈
某
甲
〉
拝
状
』

自
三※

日
粥
罷
出
、
放
参
了
収
之
。
如
此
三
日

間
出
入
、
後
収
置
也
。
若
有
」
衆
指
揮
、
随

其
載
定
牌
上
。	

（
天
冊
八
ウ
～
九
オ
）

※	

本
段
以
下
の
結
夏
の
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
道
元
禅

師
（
一
二
〇
〇
～
一
二
五
三
）『
正
法
眼
蔵
』「
安

居
」
巻
も
参
照
。

※	

自
三
日
…
（
九
オ
）
ノ
上
欄
外
、「
公
用
也
」（
横

書
、
後
筆
）
ア
リ
。

〽（
朱
筆
）四

月
七
日
。
粥
時
、
遍
槌
後
、
又
打
槌

一
」
下
云
、
白
大
衆
、
粥
罷
、
普
請
、
採

花
、
荘
厳
仏
龕
。
諸
寮
頭
首
、
斉
」
起
、
聞

鐘
鼓
声
集
。
謹
白
。
又
打
槌
一
下
、
巡
堂
一

匝
、
堂
外
同
巡
堂
、
当
」
面
問
訊
、
帰
位
。

粥
罷
、
打
庫
前
魚
鼓
三
会
、
堂
前
鐘
子
并
諸

指
揮
。　

謹
状
」

　
　

	

元
亨
四
年
四
月
三
日　

堂
司
比
丘
〈
某

甲
〉
拝
状
」

自
リ二

三
日
粥カ

ユ

罷
テ一

出
シ
テ

、
放
参
了

テ
収

ムレ
之

ヲ
。

如
クレ

此
ノ

三
日

ノ
間
出
入

シ
、
後

ニ
」
収

メ
置

ク
ナ

リ
也
。
若

シ
有

レ
ハ

二

衆
ノ

指
揮
一
、
随

テレ
其

ニ
載
二

定
ス

牌
上

ニ一
。」	

（
一
二
オ
～
一
二
ウ
）

※
日
…
右
下
、「
○
」
ア
リ
。

※
衆
…
右
下
、「
○
」
ア
リ
。

※
草
…
右
下
、「
○
」
ア
リ
。

※
単
…
右
下
、「
○
」
ア
リ
。

四
月
七
日
。
粥

ノ
時

キ
、
遍
槌

ノ
後

チ
、
又

タ
打

コ
ト

レ

槌
ヲ

一
下

シ
テ

云
ク

、
白

ス二
大
衆

ニ一
、
粥
」
罷

テ
、
普
請
、
採

リレ
花

ヲ
荘
二
厳

ス
仏
龕

ヲ一
。
諸
寮

ノ
頭
首
、
斎

ヨ
リ

起
テ

、
聞

テ二
鐘
鼓

ノ
声

ヲ一
」
集

レ
。
謹

テ
白

ス
ト

。
又

タ
打

コ
ト

レ

槌
ヲ

一
下
、
巡
堂

一
匝
、
堂
外
同

ク
巡
堂
、
当
面
」
問
訊

シ
テ

、
　
　

	

元
亨
四
年
四
月
三
日　

堂
司
比
丘
某
甲

拝
状
」

自
三
日
粥
罷
出
、
放
参
了
収
之
。
如
此
三
日

間
出
入
、
後
」
収
置
也
。
若
有
衆
指
揮
、
随

其
載
定
牌
上
。」	

（
五
五
オ
～
ウ
）

四
月
七
日
。
粥
時
、
遍
槌
後
、
又
打
槌
一
下

云
、
白
大
衆
、
粥
」
罷
、
普
請
、
採
花
、
荘

厳
仏
龕
。
諸
寮
頭
首
、
斎
起
、
聞
鐘
鼓
声
」

集
、
謹
白
。
又
打
槌
一
下
、
巡
堂
一
匝
、
堂

外
同
巡
堂
、
当
面
』
問
訊
、
帰
位
。
粥
罷
、

打
庫
前
魚
鼓
三
会
、
次
打
雲
鼓
三
会
、」
堂

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
二
三

寮
」
舎
板
、
同
合
鳴
。
一
衆
、
集
仏
殿
。
若

蝋（
臘
ヵ
）、

散
行
、
採
花
来
。
宿
老
、
龕
辺
打
」

調
、
日
内
荘
厳
仏
龕
、
仏
前
安
排
。
殿
主
、

聚
採
五
木
、
暁
更
煎
取
、
入
」
浄
鉢
、
立
浴

仏
、
置
両
杓
、
香
花
供
養
。
知
事
、
予
弁
備

供
具
。
臨
時
、
伝
」
供
。
五
木
者
、
〽（

朱
筆
）桃　

李　

松　

栢　

柳
〈
其
外
、
名
／
香
加
之
〉。

〽
（
朱
筆
）兼

日
、
維
那
、
仏
殿
貼
浴
仏
偈
。」

　

稽
首
大
聖
薄
伽
梵		

天
上
天
下
両
足
尊
」

　

我
等
今
□以

功
徳
水		

灌
浴
如
来
浄
法
身
』

	

（
天
冊
九
オ
）

八
日
。
粥
時
、
掛
上
堂
牌
。
不
放
参
。
上

堂
、
拈
香
云
、　

南
□閻

浮
提
大
日
本
」
国
北

陸
道
加
州
法
薗
林　
　

寺
開
闢
、
伝
灯
五
十

帰
ルレ

位
ニ

。
粥ユ

罷
テ

、
打

コ
ト

二

庫
ノ

前
ノ

魚
鼓

ヲ一
三

会
、
次

ニ
打

コ
ト

二

雲
鼓

ヲ一
三
会
、」
堂
前

ノ
鐘
子

并
ニ

諸
ノ

寮
舎

ノ
板
、
同

ク
合

セ
鳴

ス
。
一
衆
、

集
ル二

仏
殿

ニ一
。
若ニ

ヤ
ク

臘ラ
フ

、」
散

シ
行

テ
、
採

リレ
花

ヲ

来
ル

。
宿
老
、
龕
辺

ニ
打
調

ス
。
日

ノ
内

ニ
荘
二

厳
ス

仏
龕

ヲ一
。
仏
前

ニ
』
安
排

ス
。
殿
主
、
聚

メ二

採
リ

五
木

ヲ一
、
暁
更

ニ
煎
取

シ
テ

、
入

レ二
浄
鉢

ニ一
、

立
二
浴
仏

ヲ一
、
置

ク
」
二
両
杓

ヲ一
。
香
花
供
養

ハ
、
知
事
、
預

メ
弁
二
備

ス
供
具

ヲ一
。
臨

テレ
時

ニ
、

伝
供
。」

五
木

ト
云
ハ

者
、　

桃
ト

李
ト

松
ト

栢
ト

柳
ト
ナ
リ

〈
其

ノ
外
、
名
香
加

フレ
之

ヲ
〉。」

兼
日
、
維
那
、
仏
殿

ニ
貼ハ

ル二
浴
仏

ノ
偈

ヲ一
。　

偈

ニ
曰

ク
、」

稽
首
大
聖
薄
伽
梵　

天
上
天
下
両
足
尊
」

我
等
今
以
功
徳
水　

灌
浴
如
来
浄
法
身
」

	

（
一
二
ウ
～
一
三
オ
）

八
日
。
粥

ノ
時

キ
、
掛

ク二
上
堂

ノ
牌

ヲ一
。
不ズ
二
放

参
セ一

。
上
堂
、
拈

シ
テ

レ

香
ヲ

云
ク

、」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
州
洞
谷
山
永

前
鐘
子
并
諸
寮
舎
板
、
同
合
鳴
。
一
衆
、
集

仏
殿
。
若
臘
、」
散
行
、
採
花
来
。
宿
老
、

龕
辺
打
調
。
日
内
荘
厳
仏
龕
、
仏
前
」
安

排
。
殿
主
、
聚
採
五
木
、
暁
更
煎
取
、
入
浄

鉢
、
立
浴
仏
、
置
」
両
杓
。
香
花
供
養
、
知

事
、
預
弁
備
供
具
。
臨
時
、
伝
供
。」

五
木
者
、　

桃
、
李
、
松
、
栢
、
柳
〈
其
外
、

名
香
加
之
〉。」

兼
日
、
維
那
、
仏
殿
貼
浴
仏
偈
。　

偈
曰
、」

稽
首
大
聖
薄
伽
梵　

天
上
天
下
両
足
尊
」

我
等
今
以
功
徳
水　

灌
浴
如
来
浄
法
身
」

	

（
五
五
ウ
～
五
六
オ
）

八
日
。
粥
時
、
掛
上
堂
牌
。
不
放
参
。
上

堂
、
拈
香
云
、』

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
州
洞
谷
山
永



一
二
四

丶
世
法
孫
〈
某
甲
〉、
熱
此
」
一
片
香
、
供

養　

今
日
降
誕
、
本
師
釈
迦
如
来
大
和
尚
、

以
酬
法
乳
之
恩
。
著
」
座
焼
香
後
、
侍
者
両

班
、
問
訊
如
常
。
若
他
寺
長
老
、
如
主
人
法

嗣
并
下
」
法
眷
者
、
当
面
進
前
問
訊
。
若
東

堂
、
若
西
堂
、
倶
在
知
事
頭
首
上
肩
」
乍

立
、
少
転
身
問
訊
。
如
両
人
已
上
、
依
出
世

次
第
排
位
。
或
依
開
堂
次
」
第
、
不
守
出
世

次
資
、
住
持
位
次
、
開
法
為
先
。
是
室
中
家

訓
也
。
陞
座
」
罷
、
下
座
。
次
云
、
請
大

衆
、
詣
仏
殿
、
焼
香
礼
拝
。
鳴
鐘
、
一
衆
、

詣
仏
殿
。」
先
主
人
、
当
面
香
炉
焼
香
、
弁

供
具
、
伝
供
如
常
。
弁
供
後
、
両
班
、
問
」

訊
、
左
右
排
立
。
大
同
九
拝
。
主
人
、
跪
炉

焼
香
。
大
衆
、
収
坐
具
。
両
班
、」
排
立
。

維
那
、
出
班
焼
香
、	

宣
疏
云
、』

　
　

浄※

法
界
身　

本
無
出
没

　
　

大
悲
願
力　

示
現
去
来
」

　
　
　
　

仰
願
照
臨　

伏
請
真
慈
」

南三
宝
印閻

浮
提
大
日
本
国　

州
丶　

山
浄
住
寺
開

光
寺
」
開
闢
、
伝
灯
五
十
四
世

ノ
法
孫
某

甲
、
爇

テ二
此

ノ
一
片

ノ
香

ヲ一
、
供
二
養

シ
上
テ

」
今

日
降
誕
、
本
師
釈
迦
如
来
大
和
尚

ヲ一
、
以

テ

酬
フ二

法
乳

ノ
之
恩

ニ一
。』
著

キレ
座

ニ
焼

テレ
香

ヲ
後

チ
、

侍
者
両
班
、
問
訊
如

シレ
常

ノ
。
若

シ
他
寺

ノ
長

老
、
如

ク
ハ

」
主
人
法
嗣
并

ニ
下
法
眷

ナ
ラ
ハ

者
、

当
面

ニ
進
前
問
訊

ス
。
若

シ
ク
ハ

東
堂
、
若

ハ
」

西
堂

ナ
ラ
ハ

、
倶

ニ
在

テ二
知
事
頭
首

ノ
上
肩

ニ一
乍

ラレ

立
チ

、
少

シ
転

シ
テ

レ

身
ヲ

問
訊

ス
。
如

キ
ハ

二

両
」
人

已
上

ノ一
、
依

テ二
出
世

ノ
次
第

ニ一
排

スレ
位

ヲ
。
或

ハ

依
二
開
堂

ノ
次
第

ニ一
、
不
レ
守
二
出
」
世

ノ
次
資
、

住
持

ノ
位
次

ヲ一
、
開
法

ヲ
為ス
レ
先

ト
。
是

レ
室
中

ノ
家
訓

ナ
リ

也
。」

陞
座
罷

テ
、
下
座
。
次
云

ク
、
請
大
衆
、
詣

シ
テ

二

仏
殿

ニ一
、
焼
香
礼
拝

ト
。
鳴

ス
ト
キ

レ

鐘
ヲ

、」

一
衆
、
詣

ス二
仏
殿

ニ一
。
先

ツ
主
人
、
当
面

ノ
香

鑪
ニ

焼
キレ

香
ヲ

、
弁

ス二
供
具

ヲ一
。
伝
供
」
如

シレ
常

ノ
。
弁

シ
テ

レ

供
ヲ

後
チ

、
両
班
、
問
訊
、
左
右

ニ

排
立

ス
。
大
衆

ト
同

ク
九
拝
。
主
」
人
、
跪
鑪

焼
香
。
大
衆
、
収

ム二
坐
具

ヲ一
。
両
班
、
排
立

光
寺
」
開
闢
、
伝
灯
五
十
四
世
法
孫
某
甲
、

爇
此
一
片
香
、
供
養
」
今
日
降
誕
、
本
師
釈

迦
如
来
大
和
尚
、
以
酬
法
乳
之
恩
。」
著
座

焼
香
後
、
侍
者
両
班
、
問
訊
如
常
。
若
他
寺

長
老
、
如
」
主
人
法
嗣
并
下
法
眷
者
、
当
面

進
前
問
訊
。
若
東
堂
、
若
」
西
堂
、
倶
在
知

事
頭
首
上
肩
乍
立
、
少
転
身
問
訊
。
如
両
」

人
已
上
、
依
出
世
次
第
排
位
。
或
依
開
堂
次

第
、
不
守
出
」
世
次
資
、
住
持
位
次
、
開
法

為
先
。
是
室
中
家
訓
也
。」

陞
座
罷
、
下
座
。
次
云
、
請
大
衆
、
詣
仏

殿
、
焼
香
礼
拝
。
鳴
鐘
、」
一
衆
、
詣
仏
殿
。

先
主
人
、
当
面
香
鑪
焼
香
、
弁
供
具
、
伝

供
』
如
常
。
弁
供
後
、
両
班
、
問
訊
、
左
右

排
立
。
大
衆
、
同
九
拝
。
主
」
人
、
跪
鑪
焼

香
。
大
衆
、
収
坐
具
。
両
班
、
排
立
。
維

那
、
出
班
焼
」
香
、	

宣
疏
云
、」

浄
法
界
身　

本
無
出
没

大
悲
願
力　

示
現
去
来
」

　
　

仰
キ

願
ハ

照
臨　

伏
シ
テ

請
フ

真
慈
」

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
二
五

闢
〈
某
甲
〉
等
、」

　

	
今
月
初
八
日
、
恭
値　

本
師
釈
迦
牟
尼
如

来
大
和
尚
、
降
誕
之
辰
、」
虔
弁　

香
花

灯
燭
茶
菓
微
膳
、
以
伸
供
養
。
同
奉　

浴

仏
、
諷
誦
」
大
仏
頂
首
楞
厳
呪
、
所
集
殊

勲
、
上
酬
慈
蔭
者
。」

右
伏
以
、
曇
花
瑞
現
、
徧
界
香
気
曼
引
。
爀

日
ノ

質
麗
、
満
天
光
輝
普
」
照
。
三
祇
劫
満

之
最
後
身
、
四
八
荘
厳
之
大
妙
相
、
是
凡
是

聖
、
悉
帰
」
仰
。
天
上
天
下
唯
我
独
尊

ト
、

三
百
余
会
法
雨
、
潤
遠
浴

シ
、
二
千
余
年

徳
」
風
、
響
久
扇

ク
。
仰
願
、
毫
光
益
来

際
、
而
福
業
利
塵
沙
、
伏
請
、
心
」
華
開
満

地
、
而
荘
厳
敷
法
界
〈
矣
〉。　

謹
疏
。』

　
　
　

	

元三
宝
印亨

四
年
四
月
八
日
、
五
十
四
世
法

孫
比
丘　
〈
□某

甲
〉　　

謹
疏
」

恭※

敬
疏
上	

降三
宝
印誕

如
来

南
閻
浮
提
大
日
本
国
丶
国
丶
山

　

寺
開
闢
某
甲
謹
封
」

宣
疏
罷
、
知
事
上
官
与
殿
主
、
出
班
焼
香※

、

問
訊
。
知
事
、
取
柄
杓
、
渡
与
殿
」
主
。
知

事
、
帰
位
。
殿
主
、
当
面
而
浴
仏
。
維
那
、

ス
。
維
那
、
出

テ
ヽ

レ

班
ヲ

焼
」
香
、
宣

テレ
疏

ヲ
云

ク
、』

浄
法
界

ノ
身　

本
ト

無
二
出
没
一

大
悲
願
力　

示
二
現

ス
去
来

ヲ一
」

　
　

仰
キ

願
ク
ハ

照
臨　

伏
請
真
慈
」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
能
州
洞
谷
山
永
光
禅
寺

開
闢
紹
瑾
等
、」　

　

今
月
初
八
日
、
恭※

ク
値

テ二
」

　

	

本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
大
和
尚
、
降
誕
之
辰

ニ一
、　

虔ツ

シ
ン
テ

弁
シ
テ

」
香
華
灯
燭
茶
菓

ノ
微

膳
ヲ一

、
以

テ
伸

テ二
供
養

ヲ一
、
同

ク
奉

ル二
浴
仏
一
。

諷
二
誦

ス
」
大
仏
頂
首
楞
厳
神
呪

ヲ一
、
所
レ

集
殊
勲
、
上ミ
酬

ン二
慈
蔭

ヲ一
者
。」

右キ

伏
テ

以
レ
ハ

、
曇
華
瑞
現

シ
、
徧
界
香
気
曼

引
タ
リ

。
赫
日

ノ
質
麗
、
満
天

ノ
」
光
輝
普

ク
照

ス
。
三
祇
劫
満
之
最
後
身
、
四
八
荘
厳
之
大

妙
」
相
、
是
凡
是
聖
、
悉

ク
帰
仰

ス
。
天
上

天
下
唯
我
独
尊
、
三
百
余
』
会

ノ
法
雨
、
潤

ウ
ル
ヲ

イ
遠

ク
浴

シ
、
二
千
余
年

ノ
徳
風
、
響ヒ

ヽ
キ

久
ク

扇
カ

ン
。
仰
願

ク
ハ

、
毫
光
」
益二

シ
テ

マ
テ
来
際
一
、
而
福

業
利

シ二
塵
沙

ヲ一
、
伏
請
、
心
華
開

テ二
満
地

ニ一
、

而
荘
厳
」
敷

カ
ン

二

法
界

ニ一
。　

謹
疏
。」

南※
印閻

浮
提
大
日
本
国
能
州
洞
谷印

山
永
光
禅
寺

開
闢※

紹印瑾
等
、」

　

今
月
初
八
日
、
恭

ク
値

テ二
」

　

	

本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
大
和
尚
、
降
誕
之
辰

ニ一
、
虔ツ

ン
シ
ン
テ

弁
シ
テ

二

」
香
華
灯
燭
茶
菓
微
膳※

ヲ一
・
以

テ
伸

フ二
供
養

ヲ一
・
同

ク
奉

テ二
浴
仏

シ一
・

諷
二
誦

ス
」
大
仏
頂
首
楞
厳
神
呪

ヲ一
・
所

ノレ

集
ル

殊
勲
・
上ミ
酬

ン二
慈
蔭

ニ一
者

ナ
リ

。
』

右キ

伏
シ
テ

以
レ
ハ

、
曇
華
現

シレ
瑞

ヲ
・
徧
界
香
気

曼
引

シ
・
赫
日
質ス

カ
タ

麗
シ
テ

、
満
天
」
光
輝
普

ク

照
ス

・
三
祇
劫
満
之
最
後
身
・
四
八
荘
厳
之

大
妙
」
相
・
是

レ
凡ン

是
レ

聖
悉

ク
・
帰
二
仰

ス
天

上
天
下
唯
我
独
尊

ト一

・
三
百
余
」
会エ

ノ
法
雨
、

潤
テ

遠
ク

浴
シ

・
二
千
余
年

ノ
徳
風
、
響

テ
久

ク

扇
ク

・
仰

キ
願

ハ
、
毫
光
」
益マ

シ
テ

二

来
際

ニ一
而
・

福
業
利

セ
ン

二

塵
沙

ヲ一

・
伏

テ
請

フ
、
心
華
開ヒ

ラ
ケ

テ二

満
地

ニ一
而
・
荘
厳
」
敷シ

カ
ン

二

法
界

ニ一
。　

謹
テ

疏印

。」
本
尊
哀
慈　

　

謹
テ

疏印

」

賢
聖印悉
知

　

	

元印亨
四
年
四
月
八
日
、
五
十
四
世
法
孫
比

丘
某印甲
等
、
謹
疏
」



一
二
六

唱
偈
。
大
衆
、
同
音
三
遍
。
偈
曰
」〈
稽
首

大
聖
薄
伽
梵
、
天
上
天
下
両
足
尊
、
／
我
等

今
以
功
徳
水
、	
灌
浴
如
来
浄
法
身
〉。
偈
畢
、

楞
厳
呪
遶
行
。
次
衆
僧
、」
浴
仏
。
諷
経
罷
、

回
向
散
。
諸
来
、
随
意
浴
仏
。
回
向
云
、　

上
来
、
諷
誦
楞
厳
」
秘
密
呪
功
徳
、
回
向※　

今
日
降
誕
、
釈
迦
牟
尼
如
来
、
以
酬
法
乳
之

恩
者
。」	

（
天
冊
九
ウ
～
一
〇
ウ
）

※	

元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
四
月
八
日
に
は
、
釈
尊

降
誕
会
と
共
に
、
永
光
寺
の
開
堂
法
要
が
行
わ
れ

た
。『
洞
谷
記
』「
開
堂
法
儀
次
序
」（
東
隆
眞
監

修
、『
洞
谷
記
』
研
究
会
編
『
諸
本
対
校
瑩
山
禅

師
『
洞
谷
記
』』、
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
、
影
印

一
～
三
頁
）
参
照
。

※	

浄
法
界
身
…
（
一
〇
オ
）
ノ
上
欄
外
、「〔　（

直
ヵ
）〕

正

祖
書
」（
横
書
、
後
筆
）
ア
リ
。

※
恭
敬
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
14
】
参
照
。

※	

香
…「
焼
問
」
ノ
間
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、「
問
」
ノ

右
ニ
「
香
」
ト
記
シ
テ
挿
入
ス
。

本※

尊
哀
慈　

　

謹
疏
」

賢
聖
悉
知

　

	

元
亨
四
年
四
月
八
日
、
五
十
四
世
法
孫
比

丘
某
甲
等
、
謹
疏
」

	

南
閻
浮
提
大
日
本
国
能
州

洞
谷
山
永
光
寺
開
闢
〈
某
甲
〉　

等謹

」

宣
ヘレ

疏
ヲ

罷
テ

、
知
事

ノ
上
官

ト
与
二
殿
主
一
、

出
班
焼
香
、
問
訊

ス
。
知
事
、
取
」
二
柄
杓

ヲ一
、
渡
二
与

ス
殿
主

ニ一
。
知
事
、
帰

ルレ
位

ニ
。
殿

主
、
当
面

ニ
シ
テ

而
浴

スレ
仏

ヲ
。
維
那
、』
唱

フレ

偈
ヲ

。
大
衆
、
同
音
三
遍
。
偈
、
在

リレ
前

ニ
。

　

偈
畢

テ
、
楞
厳
呪
遶
行
。」
次
衆
僧
諷
経
、

罷
テ

回
向

シ
テ

散
ス

。
諸

ノ
来

テ
、
随

テレ
意

ニ
浴

スレ

仏
ヲ

。
回
向

ニ
云

ク
、」

上
来
、
諷
誦
楞
厳
秘
密
神
呪
功
徳
、
回
向　

今
日
降
誕
、」
釈
迦
牟
尼
如
来
、
以
酬
法
乳

之
恩
者
。」	

（
一
三
オ
～
一
五
オ
）

恭
敬　

疏
上

降
誕　

如
来

封

	

主※

光
椿
』

黄

	

南印閻
浮
提
大
日
本
国
能
州

紙洞
谷
山印永
光
寺
開
闢
某印甲
等謹

」
封

宣
疏
罷
、
知
事
上
官
与
殿
主
、
出
班
焼
香
、

問
訊
。
知
事
、
取
」
柄
杓
、
渡
与
殿
主
。
知

事
、
帰
位
。
殿
主
、
当
面
而
浴
仏
。
維
那
、」

唱
偈
。
大
衆
、
同
音
三
遍
。
偈
在
前
。　

偈

畢
、
楞
厳
呪
遶
行
。」
次
衆
僧
諷
経
、
罷
回

向
散
。
諸
来
、
随
意
浴
仏
。
回
向
云
、」

上
来
、
諷
誦
楞
厳
秘
密
神
呪
功
徳
、
回
向　

今
日
降
誕
、」
釈
迦
牟
尼
如
来
、
以
酬
法
乳

之
恩
者
。」	

（
五
六
オ
～
五
八
オ
）

※	

印
…
以
下
、
文
字
ノ
右
ノ
「
印
」
字
ハ
全
テ
朱

筆
。

※	

膳
ヲ一

・
…
以
下
、「
・
」
ガ
底
本
ニ
付
サ
レ
テ
イ
ル

場
合
ハ
、
句
読
点
ニ
代
エ
テ
コ
レ
ヲ
付
ス
。「
・
」

ハ
全
テ
朱
筆
。

恭※

敬　

疏
上

降
誕

印
　

如
来

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
二
七

※
向
…
下
、
文
字
ノ
抹
消
（
日
ヵ
）
ア
リ
。

四
月
十
三
日
。
粥
罷
、
僧
堂
前
門
南
頬
壁

板
、
押
小
榜
頭
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

即
図
被
位
図
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

或
出
安
牀
記
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記
云
、」

丶
山　
　

寺
選
仏
場
中
』　

　
　
　

今※

夏
海
衆
安
牀
記
。」

　
　

東
北
床
衆
什
員
」

　
　
　

首
座　
〈
某
甲
〉
国
人
事
」

　
　
　

書
記　

同
前
」

　
　
　

蔵
主　

某
甲
国
人
事
」

　
　
　

某
甲
上
座　

		

同
前
」

　
　
　

〻
〻
〻

　〻
　

禅
林
公
用
」

　
　
　

某
甲
書
記

粥※

罷
排
被
位
伏
幸

衆
悉

　

堂
司
比
丘
某
甲
白

※	

恭
値
～
法
界
…
コ
ノ
間
ノ
訓
点
・
線
ハ
後
筆
ノ
可

能
性
ア
リ
。

※
本
尊
～
等謹

…
【
年
中
写
真
15
】
参
照
。

四
月
十
三
日
。
粥
罷

テ
、
僧
堂

ノ
前
門

ノ

南ミ
ナ
ミ

頬ツ
ラ

ノ
壁カ

ベ
板イ

タ
ニ

、
押

ス二
小
牓
頭

ヲ一
。」

即
チ

図
シ二

被
位

ノ
図

ヲ一
、
或

ハ
出

ス二
安
牀

ノ

記
ヲ一

。
記

ニ
云

ク
、」

洞
谷
山
永
光
寺
選
仏
場
中　

今
夏
海
衆
安
牀

ノ
記
」

　

東
北
牀
衆
什
員
』

　
　

首　

座　
　
　

某
国
人
事
」

　
　

書　

記　
　
　

同
前
」

　
　

蔵　

主　
　
　

同
前
」

　
　

某
甲
上
座　
　

同
前
」

封

粥※

罷
テ

排
ス二

被
位

ヲ一　

伏
幸

衆
悉

堂
司
比
丘　

某
甲
白

ス

※	

闢
紹
瑾
等
…
左
カ
ラ
文
字
上
ニ
カ
ケ
テ
、
薄
ク
角

形
朱
印
（
三
宝
印
）
ガ
押
サ
レ
テ
イ
ル
。

※	

主
光
椿
…
文
字
上
ニ
朱
印
「
光
椿
」
ア
リ
。「
年

中
行
事
」
冒
頭
ノ
モ
ノ
ト
同
ジ
。

※
恭
敬
～
等謹

…
【
年
中
写
真
16
】
参
照
。

四
月
十
三
日
。
粥
罷
、
僧
堂
前
門
南
頬
壁

板
、
押
小
牓
頭
。』

　
　

	

即
図
被
位
図
、
或
出
安
牀
記
。　

記

云
、」

洞
谷
山
永
光
寺
選
仏
場
中　

今
夏
海
衆
安
牀

記
」

　

東
北
牀
衆
什
員
」

　
　

首
座　
　
　
　

某
国
人
事
」

　
　

書
記　
　
　
　

同
前
」

　
　

蔵
主　
　
　
　

同
前
」

　
　
〈
某
甲
上
座
〉　

同
前
』

封

粥※

罷
排
被
位　

伏
幸

衆
悉

堂
司
比
丘　

某
甲
白



一
二
八

　
　

西
北
床
衆
什
員
」

　
　
　

某
甲
都
寺　
　

某
甲
国
人
事
」

　
　
　

某
甲
侍
者
」

　
　
　

某
甲
上
座
」

　
　
　

〻
〻
〻
〻
』

　
　

西
南
床
衆
什
員
」

		　
　

聖
僧
侍
者　
　

〻
〻
〻
」

　
　
　

某
甲
上
座
」

　
　
　

〻
〻
〻
〻
」

　
　
　

某
甲
監
寺
」

　
　

東
南
床
衆
什
員
」

		　
　

某
甲
首
座
」

		　
　

〻
〻
〻
〻
」

　
　
　

某
甲
西
堂
」

　
　

南
南
床
衆
什
員
」

		　
　

某
甲
蔵
主
」

　
　
　

〻
〻
〻
〻
」

　
　

北
北
床
衆
什
員
」

		　
　

某
甲
上
座
」				

　
　
　

〻
〻
〻
〻
」

　
　

某
甲
書
記　
　

同
前
」

　

西
北
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
都
寺　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座　
　

同
前
」

　
　

某
甲
上
座　
　

同
前
」

　

西
南
牀
衆
什
員
』

　
　

聖
僧
侍
者　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座　
　

同
前
」

　
　

某
甲
監
寺　
　

同
前
」

　

東
南
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
首
座　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座　
　

同
前
」

　
　

某
甲
西
堂　
　

同
前
」

　

南
南
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
蔵
主　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座　
　

同
前
』

　

北
北
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座　
　

同
前
」

　

右
安
牀

ノ
衆
、
排

ス二
被
位

ヲ一
。」

　
　
〈
某
甲
書
記
〉　

同
前
」

　

西
北
牀
衆
什
員
」

　
　
〈
某
甲
都
寺
〉　

某
国
人
事
」

　
　
〈
某
甲
上
座
〉　

同
前
」　　
　

　
　
〈
某
甲
上
座
〉」

　

西
南
牀
衆
什
員
」

　
　
〈
聖
僧
侍
者
〉　

某
国
人
事
」

　
　
〈
某
甲
上
座
〉　

同
前
」

　
　
〈
某
甲
監
寺
〉　

同
前
」

　

東
南
牀
衆
什
員
』

　
　
〈
某
甲
首
座
〉　

某
国
人
事
」

　
　
〈
某
甲
上
座
〉　

同
前
」

　
　
〈
某
甲
西
堂
〉」

　

南
南
牀
衆
什
員
」

　
　
〈
某
甲
蔵
主
〉　

某
国
人
事
」

　
　
〈
某
甲
上
座
〉　

同
前
」	

　

北
北
牀
衆
什
員
」

　
　
〈
某
甲
上
座
〉　

某
国
人
事
」

　
　
〈
某
甲
上
座
〉　

同
前
」

　

右
守
牀
衆
、
排
被
位
』

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
二
九

右
守
床
衆
、
排
被
位
』

　
　

	
今
月　

日
、
堂
司
比
丘　
〈
某
甲
〉

　
　

謹
白
」

或
又
出
鉢
位
図
。　

若
有
両
堂
、
立
両
棹
、

出
後
堂
図
〈
同
前
〉。」

	
（
天
冊
一
〇
ウ
～
一
二
オ
）

※
粥
罷
～
某
甲
白
…
【
年
中
写
真
19
】
参
照
。

※	

今
夏
…
（
天
冊
一
一
オ
）
ノ
上
欄
外
、「〔（

越
ヵ
）

　

〕
前□

国
丹
生
北
群

（
郡
ヵ
）得

尾
保
」（
横
書
、
後
筆
）
ア
リ
。

十
三
日
。
斎
罷
、
衆
寮
諷
経
礼
数
事
。」

斎
罷
、　

知
寮
、
出
榜
、
貼
衆
寮
下
間
。　

次

送
薬
茶
、
於
方
丈
両
班
等
」
諸
寮
。

榜
式
」

拝※

請　

合
寮
尊
衆
禅
師　
　赤

紙
也

知
寮　

新
戒

〈
某
甲
〉
状
謹
封
」

知
寮　
　

新
戒
〈
某
甲
〉」

　

	

右
〈
某
甲
〉、
今
晩
就　

本
寮
、
煎
点
一

中　

特
為
」

首
座
〈
寮
首
座
也
〉」

　
　

今
月　

日　

堂
司
比
丘
某
甲
謹
白
」

或
ハ

又
出

ス二
鉢
位

ノ
図

ヲ一
。
若

シ
有

レ
ハ

二

両
堂
一
、

立
テ
ヽ

二

両
ノ

卓
ヲ一

、
出

ス二

後
堂

ノ
図

ヲ一〈
同

シレ

前

ニ
〉。」	

（
一
五
オ
～
一
六
ウ
）

※
粥
罷
～
某
甲
白
…
【
年
中
写
真
20
】
参
照
。

十
三
日
。
斎
罷

テ
、
衆
寮
諷
経
礼
数
事

ア
リ

。」

斎
罷

テ
、
知
寮
、
出

シ
テ

レ

牓
ヲ

、
貼ハ

ル二
衆
寮

ノ
下

間
ニ一

。　

次
ニ

送
ル二

薬
茶

ヲ
於
方
丈
」
両
班
等

ノ

諸
寮

ニ一
。」

　
　

牓
式
』

拝※

請　

合
寮
尊
衆
禅
師　

知
寮　

新
戒　

〈
某
甲
〉
状
謹
封
」

　

知
寮　

新
戒
某
甲
」

　

	

右
某
甲
、
今
晩
就

テ二　

本
寮

ニ一
、
煎
点
一

中
。
特

ニ
為
」

　

今
月　

日　

堂
司
比
丘
某
甲
謹
白
」

或
又
出
鉢
位
図
。
若
有
両
堂
、
立
両
卓
、
出

後
堂
図
〈
同
前
〉。」	

（
五
八
オ
～
六
〇
オ
）

※
粥
罷
～
某
甲
白
…
【
年
中
写
真
21
】
参
照
。

十
三
日
。
斎
罷
、
衆
寮
諷
経
礼
数
事
。」

斎
罷
、
知
寮
、
出
牓
、
貼
衆
寮
下
間
。　

次

送
薬
茶
於
方
丈
」
両
班
等
諸
寮
。」

　

牓
式
」

拝※	

請　

合
寮
尊
衆
禅
師
〈
黄
紙
〉　

知
寮　

新
戒
〈
某
甲
〉
状
謹
封
」

　

知
寮　
　

新
戒
某
甲
」

　

右
某
甲
、　

今
晩
就　

本
寮
、
煎
点
一
中
。

　

特
為
』

　

首
座　
〈
寮
首
座
也
〉」



一
三
〇

　

	
大
衆
。
聊
旌
結
制
之
儀
。
伏
幸
〈
解
制
之

儀
／
一
陽
佳
節
之
儀
／
三
陽
賀
節
之

儀
〉、」

　

衆
慈
同
垂
」

　

降
重
。
謹
状
。』

　
　

	

某
甲
年
月　

日　

知
寮　

某
甲　

□謹

状
」

知
寮
、
行
礼
。
先
斎
時
、
堂
前
掛
諷
経
牌

〈
小
榜
頭
／
就
衆
寮
〉。
次
寮
前
、
置
座
位
」

照
牌
。　

兼
日
、
打
調
戒
臘
牌
一
打

（
枚
ヵ
）、

入
寮

次
資
牌
一
枚
。
諷
経
以
前
、」
戒
牌
安
聖
像

上
。」

（〈
天
冊
一
二
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
28
】

参
照
）」	

（
天
冊
一
二
オ
～
ウ
）

※
拝
請
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
23
】
参
照
。

　
二
首
座　
〈
寮
首
座
也
〉」

　

大
衆

ノ一
。
聊
旌

ス二
結
制

ノ
之
儀

ヲ一
。
伏
幸
、」

　

衆
慈
同

ク
垂
」

　
二
降
重

ヲ一
。
謹
状
。」

　

某
年
今
月　

日　

知
寮
某
甲
謹
状
。」

知
寮
、
行

フレ
礼

ヲ
。　

先
ツ

斎
ノ

時
、
堂
前

ニ
掛

ク二
諷
経

ノ
牌

ヲ一

〈
小
牓
頭
／
就
二
衆
寮
一
〉。
次

ニ

寮
』
前
、
置

ク二
座
位

ノ
昭

（
照
ヵ
）牌

ヲ一
。」

兼
日
、
打
二
調

ス
戒
臘

ノ
牌
一
枚

ト
、
入
寮
次

資
ノ

牌
一
枚

ト
ヲ

一

。
諷
経
以
」
前

ニ
、
戒
臘

ノ
牌

ヲ
安

ス二
聖
像

ノ
上

ニ一
。」

（〈
一
七
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
29
】
参

照
）」	

（
一
六
ウ
～
一
七
ウ
）

※
拝
請
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
24
】
参
照
。

　

大
衆
。
聊
旌
結
制
之
儀
。
伏
幸
、」

　

衆
慈
同
垂
」

　

降
重
。
謹
状
。」

　

某
年
今
月　

日　

知
寮
某
甲
謹
状
」

知
寮
、
行
礼
。　

先
斎
時
、
堂
前
掛
諷
経
牌

〈
小
牓
頭
／
就
衆
寮
〉。
次
寮
」
前
、
置
座

位（
照
ヵ
）

昭
牌
。」

兼
日
、
打
調
戒
臘
牌
一
枚
、
入
寮
次
資
牌
一

枚
、
諷
経
以
」
前
、
戒
臘
牌
安
聖
像
上
。』

（〈
六
一
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
30
】
参

照
）」	

（
六
〇
オ
～
六
一
オ
）

※
拝
請
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
25
】
参
照
。

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
三
一

荘
厳
打
調
罷
、
先
寮
主
、
威
儀
具
足
、
令
茶

盤
持
行
者
。
上
方
丈
、
次
」
首
座
、
書
記
、

蔵
主
、
都
寺
、
監
寺
、
副
寺
寮
送
。
後
稟
諷

経
案
内
、
寮
』
前
鳴
鈑
三
会
、
集
来
立
定
。

寮
主
、
行
礼
、
接
入
寮
首
座
、
維
那
、
典

座
、
侍
」
者
、
大
衆
。
寮
主
、
占
主
位
。
先

着
座
問
訊
。
次
焼
香
三
所
、
先
問
訊
首
」
座

位
、
次
維
那
位
、
次
上
間
、
次
下
間
、
次
当

面
問
訊
、
入
盞
橐
了
、
又
喫
」
薬
問
訊
。
盞

橐
入
時
、
打
板
二
下
。
茶
行
遍
了
、
焼
香
大

展
三
拝
。」
再
問
訊
、
如
先
。
盞
盤
入
時
、

板
一
下
。
盤
出
時
、
板
一
下
。
出
了
、
板
三

下
。」
大
衆
、
下
床
立
定
。
両
班
入
、
寮
主

接
入
。
主
人
来
時
、
寮
主
、
在
賓
位
」
接

入
。
主
人
焼
香
、
寮
主
諷
経
。
回
向
時
、
主

人
、
焼
香
礼
三
拝
。
回
向
云
、」

妙
湛
総
持
不
動
尊　

首
楞
厳
王
世
希
有
」

消
我
億
劫
顛
倒
想　

不
歴
僧
祇
獲
法
身
」

上
来
、
諷
誦
大
仏
頂
万
行
首
楞
厳
秘
蜜
神
呪

功
徳
、
回
向
」

真
如
実
際
、
無
上
仏
果
菩
提
、
祝
献　

護
法

竜
天
、
三
□界

万
□霊

、
十
方
真
』
宰※

、
今
年
歳

荘
厳
打
調

シ
罷

テ
、
先

ツ
寮
主
、
威
儀

ヲ
具
足

シ

テ
、
令

テ三
茶
盤

ヲ
持
二
行
者

ニ一
、
上

ル
』
二
方
丈

ニ一
。
次

ニ
首
座
、
書
記
、
蔵
主
、
都
寺
、
監

寺
、
副
寺

ノ
寮

ニ
送

ル
。
後

ニ
稟
」
二
諷
経

ノ
案

内
ヲ一

、
寮
前
鳴

コ
ト

レ

板
ヲ

三
会
、
集

リ
来

テ
立

定
ス

。
寮
主
、
行

フレ
礼

ヲ
。
接
」
二
入

ス
寮

ニ一
。

首
座
、
維
那
、
典
座
、
侍
者
、
大
衆
、
寮

主
、
占
二
主
位

ヲ一
。
先
著
」
座
問
訊
。
次

ニ
焼

香
三
処
、
先

ツ
問
訊
首
座

ノ
位
、
次

ニ
維
那

ノ

位
、
次

ニ
」
上
間
、
次

ニ
下
間
、
次
当
面
問

訊
、
入
盞
橐
了
、
又
喫
薬
問
訊
。」
盞
橐
入

時
、
打
鈑
二
下
。
茶
行
遍
了
、
焼
香
大
展
三

拝
。
再
」
問
訊
、
如

シレ
先

ノ
。
盞
盤
入

ル
時

キ
、

鈑
一
下
。
盤
出

ス
時

キ
、
鈑
一
下
。
出
了

テ
、」

鈑
三
下
。
大
衆
、
下

テレ
牀

ヲ
立
定

ス
。
両
班
入

レ
ハ

レ

寮
ニ

者
、
寮
主
接
入

ス
。
主
」
人
来

ル
時

ハ
、

寮
主
、
在

テ二
賓
位

ニ一
接
入

ス
。
主
人
焼
香
、
寮

主
諷
経
。
回
」
向

ノ
時
、
主
人
、
焼
香
礼
三

拝
。
回
向

ニ
云

ク
、』

妙
湛
総
持
不
動
尊　

首
楞
厳
王
世
希
有
」

銷
我
億
劫
顛
倒
想　

不
歴
僧
祇
獲
法
身
」

上
来
、
諷
誦
大
仏
頂
万
行
首
楞
厳
秘
密
神
呪

荘
厳
打
調
罷
、
先
寮
主
、
威
儀
具
足
、
令
茶

盤
持
行
者
。
上
」
方
丈
、
次
首
座
、
書
記
、

蔵
主
、
都
寺
、
監
寺
、
副
寺
寮
送
。
後
稟
」

諷
経
案
内
、
寮
前
鳴
板
三
会
、
集
来
立
定
。

寮
主
、
行
礼
、
接
」
入
寮
首
座
、
維
那
、
典

座
、
侍
者
、
大
衆
。
寮
主
、
占
主
位
。
先

著
』
座
問
訊
。
次
焼
香
三
処
、
先
問
訊
首
座

位
、
次
維
那
位
、
次
」
上
間
、
次
下
間
、
次

当
面
問
訊
、
入

橐
了
、
又
喫
薬
問
訊
。」

橐
入
時
、
打
鈑
二
下
。
茶
行
遍
了
、
焼
香

大
展
三
拝
。
再
」
問
訊
、
如
先
。

盤
入

時
、
鈑
一
下
。
盤
出
時
、
鈑
一
下
。
出
了
、」

鈑
三
下
。
大
衆
、
下
牀
立
定
。
両
班
入
寮

者
、
寮
主
接
入
。
主
」
人
来
時
、
寮
主
、
在

賓
位
接
入
。
主
人
焼
香
、
寮
主
諷
経
。
回
」

向
時
、
主
人
、
焼
香
礼
三
拝
。　

回
向
云
、」

　

妙
湛
総
持
不
動
尊　

首
楞
厳
王
世
希
有
」

　

銷
我
億
劫
顛
倒
想　

不
歴
僧
祇
獲
法
身
」

上
来
、
諷
誦
大
仏
頂
万
行
首
楞
厳
秘
密
神
呪

功
徳
、
回
』
向　

真
如
実
際
、
無
上
仏
果
菩

提
、
祝
献
」

護
法
龍
天
、
三
界
万
霊
、
十
方
真
宰
、　

今



一
三
二

分
、
主
執
陰
陽
、
権
衡
造
化
、　　

□堂

□頭

□和

□尚

、
本
命
元
」
辰
、
吉
凶
星
斗
、　

日
本
国

内
大
小
福
徳
、　

当
山
土
地
、
当
山
竜
王
、

護
伽
」
藍
神
、
招
宝
七
郎
、　

八
幡
大
菩
薩
、

　

稲
荷
大
明
神
、　

白
山
妙
理
大
権
現
、」
白

衣
天
子
、
青
面
使
者
、
多
門

（
聞
ヵ
）天

、
迦
羅
天
、

迦
利
帝
母
、
合
堂
真
宰
、」
合
山
清
衆
、
守

道
諸
神
、
増
加
威
光
。
〽

（
朱
筆
）専

祈
、　

堂
頭
和

尚
、
道
体
堅
固
、
法
臘
」
延
長
、
現
前
清

衆
、
修
行
有
慶
、
進
道
無
魔
、
般
若
智
以
現

前
菩
提
心
」
而
不
退
・

（
朱
筆
）。

次※
所
、本
用
之

冀
〈
自※

専
祈
至

于
不
退
、
於
正
／
本
無
之
。
近
来
加
之
也
〉、

山
門
繁
昌
、
僧
宝
増
盛
、
諸
檀
福
」
寿
、
快

楽
円
満
、
諸
縁
成
就
、
同
円
種
智
者
。
十
方

〈
丶
／
丶
〉。
回
向
了
、
主
人
寮
主
、
奉
送

問
」
訊
、
移
主
位
、
送
両
班
大
衆
出
。
四

節
、
皆
同
前
。
隔
一
日
、
行
之
。
叢
林
通
式

也
。」	

（
天
冊
一
二
ウ
～
一
三
ウ
）

※	

宰
…
（
天
冊
一
三
ウ
）
ノ
上
欄
外
、「
円
通
山
」

功
徳
、
回
」
向　

真
如
実
際
、
無
上
仏
果
菩

提
、
祝
献
」

護
法
龍
天
、
三
界
万
霊
、
十
方
真
宰
、　

今

年
歳
分
、
主
」
執
陰
陽
、
権
衡
造
化
、　

堂

頭
和
尚
、
本
命
元
辰
、
吉
凶
星
」
斗
、　

日

本
国
内
大
小
福
徳
、
当
山
土
地
、
当
山
龍

王
、
護
」
伽
藍
神
、　

招
宝
七
郎
、　

八
旛
大

菩
薩
、　

稲
荷
大
明
」
神
、　

白
山
妙
理
大
権

現
、　

白
衣
天
子
、
青
面
使
者
、」
多（

聞
ヵ
）

門
天
、

伽
羅
天
、
迦
利
帝
母
、
合
堂
真
宰
、』

合
山
清
衆
、
守
道
諸
神
、
増
加
威
光
。
所

冀
、」

山
門
繁
昌
、
僧
宝
増
盛
、
諸
檀
福
寿
、
快
楽

円
満
、
諸
縁
成
」
就
、
同
円
種
智
者
。
十
方

三
世
。」

回
向
了

テ
、
主
人
出

ツ
。
寮
主
、
奉

テレ
送

リ
問

訊
ス

。
移

ル二
主
位

ニ一
。
送
両
班
、
大
」
衆
出
。

四
節
、
皆
同
前
。
隔
一
日
、
行
之
。
叢
林
通

例
也
。」	

（
一
七
ウ
～
一
九
オ
）

年
歳
分
、
主
執
」
陰
陽
、
権
衡
造
化
、　

堂

頭
和
尚
、
本
命
元
辰
、
吉
凶
星
」
斗
、　

日

本
国
内
大
小
福
徳
、
当
山
土
地
、
当
山
龍

王
、
護
」
伽
藍
神
、　

招
宝
七
郎
、　

八
旛
大

菩
薩
、　

稲
荷
大
明
」
神
、　

白
山
妙
理
大
権

現
、　

白
衣
天
子
、
青
面
使
者
、」
多（

聞
ヵ
）

門
天
、

伽
羅
天
、
迦
利
帝
母
、
合
堂
真
宰
、」

合
山
清
衆
、
守
道
諸
神
、
増
加
威
光
。
所

冀
、」

山
門
繁
昌
、
僧
宝
増
盛
、
諸
檀
福
寿
、
快
楽

円
満
、
諸
縁
成
」
就
、
同
円
種
智
者
。
十
方

三
世
。』

回
向
了
、
主
人
出
。
寮
主
、
奉
送
問
訊
、
移

主
位
、
送
両
班
、
大
」
衆
出
。
四
節
、
皆
同

前
。
隔
一
日
、
行
之
。
叢
林
通
例
也
。」

	

（
六
一
オ
～
六
二
ウ
）

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
三
三

（
横
書
、
後
筆
）
ア
リ
。

※	

所
、
本
用
之
…
コ
ノ
四
字
ハ
朱
筆
。「
次0

冀
」
ヲ
、

（
正
）
本
ハ
「
所0

冀
」
ト
、「
所
」
字
ヲ
用
イ
テ
イ

ル
ノ
意
。【
年
中
写
真
33
】
参
照
。

※	

〈
自
専
祈
～
加
之
也
〉…
コ
ノ
割
注
ハ
朱
筆
。【
年

中
写
真
33
】
参
照
。

四
月
十
四
日
。
斉

（
斎
ヵ
）次

、
知
事
、
打
調
榜
、

複
子
於
箱
蓋
、
置
小
香
炉
、
安
榜
、」
令
持

行
者
、
上
方
丈
焼
香
、
両
展
三
拝
、
取
榜
薫

香
呈
。
主
人
、
開
榜
』
熟※

見
、
巻
却
還
知

事
。
主
人
、
少
送
知
事
問
訊
。
知
事
、
又
到

首
座
寮
、」
呈
榜
。
若
如
掛
牌
首
座
〈
并
〉

退
院
長
老
首
座
、
両
展
三
拝
呈
。
如
平
」
交

首
座
、
只
触
礼
三
拝
呈
。
〻
了
、
到
僧
堂
前

門
、
榜
板
上
貼
在
南
」
頬
。
恒
時
、
在
此

板
。
知
事
榜
、
頭
首
状
、
同
貼
之
。
榜
式
」

庫
司
今
晩
、」

就
雲
堂
、
煎
点　
　
　

禅
林
公
用
」

一
中
、　

特
為

首
座
、
聊
旌
結
制
之
儀
。」　　
　

四
月
十
四
日
。
斎
次
、
知
事
、
打
調
牓
、（

托
ヵ
）

複
子
於
箱
蓋
、
置
」
小
香
炉
、
安
牓
、
令
持

行
者
、
上
方
丈
焼
香
、
両
展
三
拝
、
取
」
牓

薫
香
呈
。
主
人
、
開
牓
熟
見
、
巻
却
還
知

事
。
主
人
、
少
送
」
知
事
問
訊
。
知
事
、
又

到
首
座
寮
、
呈
牓
。
若
如
掛
牌
首
座
」
并
退

院
長
老
首
座
、
両
展
三
拝
呈
。
如
平
交
首

座
、
只
触
』
礼
三
拝
呈
。
呈
了
、
到
僧
堂
前

門
、
榜
板
上
貼
在
南
頬
。
恒
」
時
、
在
此

板
。
知
事
牓
、
頭
首
状
、
同
貼
之
。」

　
　

牓
式
」

　

庫
司
今
晩※

、」

　

就
雲
堂
、　

煎
点
」

　

一
中
、　　

特
為
」

四
月
十
四
日
。
斎
次
、
知
事
、
打
調
牓
、
托

複（
子
ヵ
）

了
於
箱
蓋
、
置
」
小
香
炉
、
安
牓
、
令
持

行
者
、
上
方
丈
焼
香
、
両
展
三
拝
、
取
」
牓

薫
香
呈
。
主
人
、
開
牓
熟
見
、
巻
却
還
知

事
。
主
人
、
少
送
」
知
事
問
訊
。
知
事
、
又

到
首
座
寮
、
呈
牓
。
若
如
掛
牌
首
座
」
并
退

院
長
老
首
座
、
両
展
三
拝
呈
。
如
平
交
首

座
、
只
触
」
礼
三
拝
呈
。
呈
了
、
到
僧
堂
前

門
、
榜
板
上
貼
在
南
頬
。
恒
」
時
、
在
此

板
。
知
事
牓
、
頭
首
状
、
同
貼
之
。」

　
　

牓
式
』

　

	

庫
司
今
晩
〈
寸
余
文
字
。
必
七
行
書
／

也
。
文
字
上
下
、
随
時
也
〉、」

　

就
雲
堂
、　

煎
点
」



一
三
四

大
衆
」

光
伴
」

　
　
　

	

今※

月　

日　
　

都
寺
比
丘
某
甲
等敬

〈
拝
寸
余
文
字
、
必
七
行
書
也
。／
文

字
上
下
白
、　

随
時
〉」

	
	（

天
冊
一
三
ウ
～
一
四
オ
）

※	

熟
見
…
（
天
冊
一
四
オ
）
ノ
上
欄
外
、「
禅
林
寺
」

（
横
書
、
後
筆
）
ア
リ
。

※
今
月
～
随
時
〉
…
【
年
中
写
真
34
】
参
照
。

貼
榜
後
、
聖
僧
前
掉
、
上
間
中
央
掉
、
下
間

中
央
棹
、
堂
前
掉
、
荘
之
。」
安
香
炉
、
各

一
口
、
堂
前
香
台
、
置
照
牌
。』

白

　

首
座
、
聊
旌
結
制
之
儀
。」

　

大
衆
」

　

光
伴
」

　

今
月　

日　
　

都
寺
比
丘
某
甲
等※

』

	

（
一
九
オ
～
ウ
）

※	

晩
…
下
、
二
文
字
分
開
キ
ノ
後
、
文
字
ノ
抹
消

（〈
寸
余
文
字
必
七
行
書
／
也
文
字
上
下
随
時

也
〉
ヵ
）
ア
リ
。

※	

等
…
下
、
一
文
字
分
開
キ
ノ
後
、
文
字
ノ
抹
消

（〈
拝
／
白
〉）
ア
リ
。

貼
牓
後
、
聖
僧
前
卓
、
上
間
中
央
卓
、
下
間

中
央
卓
、
堂
前
」
卓
、
荘
厳
之
、
安
香
炉
、

各
一
口
。
堂
前
香
台
、
置（

照
ヵ
）

昭
牌
。」

　

一
中
、　　

特
為
」　

　

首
座
、
聊
旌
結
制
之
儀
」　　
　

　

大
衆
」

　

光
伴
」

　

今
月　

日
都
寺
比
丘
某
甲
等
〈
拝
／
白
〉」

	

（
六
二
ウ
～
六
三
オ
）

貼
牓
後
、
聖
僧
前
卓
、
上
間
中
央
卓
、
下
間

中
央
卓
、	

堂
前
」
卓
、
荘
厳
之
。
安
香
炉
、

各
一
口
。
堂
前
香
台
、
置（

照
ヵ
）

昭
牌
。』

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
三
五

　

西※　

	

東
」　　
　

次
寝
堂
在
小
座
湯
。
侍
者
管
領
。
斎
次
、
請

客
侍
者
、
各
問
訊
所
請
」
人※

報
。
□晩

間
、
就

方
丈
、
小
座
湯
。
聞
打
鼓
若
打
鈑
、
集
来
。

時
到
、
以
客
頭
」
行
者
、
重
報
所
請
人
。
両

班
、
前
資
勤
旧
、
諸
小
頭
首
、
諸
方
名
徳
、

皆
」
請
之
。
各
見
照
牌
、
寄
位
次
。
臨
時
勿

錯
乱
。」

（〈
天
冊
一
四
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
40
】

参
照
）』

鳴
方
丈
前
鼓
、
集
衆
。
〻
上
、
侍
者
、
出
迎

而
接
入
、
当
面
問
訊
、
大
衆
、
一
時
問
」

訊
、
着
座
。
侍
者
、
焼
香
行
礼
。
有
重
人

者
、
両
人
行
礼
。
不
然
者
、
只
一
人
行
礼
。」

先
問
訊
都
寺
、
首
座
、
諸
頭
首
、
諸
知
事
、

次
大
勤
旧
、
次
諸
小
頭
首
及
」
諸
勤
旧
。
次

特
為

大 衆

大衆
主
席

聖

　

西※　

	

東

」　　
　

次
寝
堂
在
小
座
湯
。
侍
者
管
領
。
斎
次
、
請

客
侍
者
、
各
問
」
訊
所
請
人
報
。
晩
間
、
就

方
丈
、
小
座
湯
。
聞
打
鼓
若
打
鈑
、」
集
来
。

時
至
、
以
客
頭
行
者
、
重
報
所
請
人
。
両

班
、
前
資
勤
」
旧
、
諸
小
頭
首
、
諸
方
名

徳
、
皆
請
之
。
各
見（

照
ヵ
）

昭
牌
、
寄
位
次
。」
臨

時
勿
錯
乱
。』

（〈
二
〇
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
41
】
参

照
）」

嗚
方
丈
前
鼓
、
集
衆
。
衆
上
、
侍
者
、
出
迎

而
接
入
、
当
面
問
」
訊
、
大
衆
、
一
時
問

訊
、
著
座
。
侍
者
、
焼
香
行
礼
。
有
重
人

者
、」
両
人
行
礼
。
不
然
者
、
只
一
人
行
礼
。

先
問
訊
都
寺
、
首
座
、』
諸
頭
首
、
諸
知
事
、

次
大
勤
旧
、
次
諸
小
頭
首
及
諸
勤
旧
。」
次

特
為

大衆

大 衆
主
席

聖
像

　

西※　

	

東

」　　
　

次
寝
堂
在
小
座
湯
。
侍
者
管
領
。
斎
次
、
請

客
侍
者
、
各
問
」
訊
所
請
人
報
。
晩
間
、
就

方
丈
、
小
座
湯
。
聞
打
鼓
若
打
鈑
、」
集
来
。

時
至
、
以
客
頭
行
者
、
重
報
所
請
人
。
両

班
、
前
資
勤
」
旧
、
諸
小
頭
首
、
諸
方
名

徳
、
皆
請
之
。
各
見（

照
ヵ
）

昭
牌
、
寄
位
次
。」
臨

時
勿
錯
乱
。』

（〈
六
四
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
42
】
参

照
）」

鳴
方
丈
前
鼓
、
集
衆
。
衆※

上
、
侍
者
、
出
迎

而
接
入
、
当
面
問
」
訊
、
大
衆
、
一
時
問

訊
、
著
座
。
侍
者
、
焼
香
行
礼
。
有
重
人

者
、」
両
人
行
礼
。
不
然
者
、
只
一
人
行
礼
。

先
問
訊
都
寺
、
首
座
、』
諸
頭
首
、
諸
知
事
、

次
大
勤
旧
、
次
諸
小
頭
首
及
諸
勤
旧
。」
次

特
為

大衆

大 衆

主
席

聖
像



一
三
六

還
中
台
問
訊
、
行
湯
。
先
鈑
一
下
、
衆
行
、

取
盤
排
立
。」
次
又
打
鈑
一
下
、
各
行
盞
。

行
遍
、
侍
者
、
又
当
面
問
訊
。
上
下
同
揖
、

喫
」
薬※

。
二
三
椀
喫
後
、
問
訊
如
先
。
行
者

入
盞
盤
、
先
打
鈑
一
下
。
盤
出
時
、」
□又

一※

下
。
出
後
、
打
板
三
下
。
大
衆
、
起
立
問

訊
、
自
下
座
出
堂
。
侍
者
、
揖
送
。」
知
事※

頭
首
上
位
、
与
主
人
問
訊
出
。』

	

（
天
冊
一
四
オ
～
一
五
オ
）

※
西
～
東
…
【
年
中
写
真
35
】
参
照
。

※	

人
…
コ
ノ
行
ノ
上
欄
外
ニ
文
字
（
判
読
不
能
、
別

筆
）
ア
リ
。

※	

一
…
「
□又

下
」
ノ
間
ノ
虫
損
部
分
ニ
「
○
」
ガ
ア

リ
、「
下
」
ノ
右
ニ
「
一
」
ト
記
シ
テ
挿
入
シ
タ

モ
ノ
ト
思
ワ
レ
ル
。

※	

薬
…
コ
ノ
字
ノ
上
ノ
上
欄
外
ニ
文
字
（「
日
」
ヵ
、

別
筆
）
ア
リ
。

※	

知
…
コ
ノ
行
ノ
上
欄
外
ニ
文
字
（「
結
夏
」ヵ
、
別

筆
）
ア
リ
。

還
中
台
問
訊
、
行
湯
。
先
鈑
一
下
、
衆
行
、

取
盤
排
立
。
次
」
又
打
鈑
一
下
、
各
行
盞
。

行
遍
、
侍
者
、
又
当
面
問
訊
。
上
下
」
同

揖
、
喫
薬
。
二
三
椀
喫
後
、
問
訊
如
先
。
行

者
入
盞
槃

（
盤
ヵ
）、

先
」
打
鈑
一
下
。
盤
出
時
、
又

一
下
。
出
後
、
打
鈑
三
下
。
大
衆
、
起
」
立

問
訊
、
自
下
座
出
堂
。
侍
者
、
揖
送
。
知
事

頭
首
上
位
、
与
」
主
人
問
訊
出
。」

	

（
二
〇
オ
～
二
一
オ
）

※
西
～
東
…
【
年
中
写
真
36
】
参
照
。

還
中
台
問
訊
、
行
湯
。
先
鈑
一
下
、
衆
行
、

取
盤
排
立
。
次
」
又
打
鈑
一
下
、
各
行
盞
。

行
遍
、
侍
者
、
又
当
面
問
訊
。
上
下
」
同

揖
、
喫
薬
。
二
三
椀
喫
後
、
問
訊
如
先
。
行

者
入
盞
盤
、
先
」
打
鈑
一
下
。
盤
出
時
、
又

一
下
。
出
後
、
打
鈑
三
下
。
大
衆
、
起
」
立

問
訊
、
自
下
座
出
堂
。
侍
者
、
揖
送
。
知
事

頭
首
上
位
、
与
」
主
人
問
訊
出
。」

	

（
六
三
オ
～
六
四
ウ
）

※
西
～
東
…
【
年
中
写
真
37
】
参
照
。

※	

衆
…
「
衆
上
」
ノ
間
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
同
行
末

ノ
「
問
」
ノ
次
ニ
「
衆┐

」
ト
ア
ル
指
示
ヲ
反
映
シ

テ
移
ス
。

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
三
七

次
土
地
堂
念
誦
。
維
那
、
令
行
者
報
方
丈
、

両
班
及
廊
下
、
念
誦
案
内
、
堂
」
前
鳴
鐘
三

会
、
大
衆
、
土
地
堂
集
来
。
知
事
上
位
、
出

班
、
供
土
地
煎
点
。
次
」
維
那
、
出
班
焼

香
、
倚
棹
□左

□辺

、
向
主
人
、
請
問
訊
。
□主

□人

、
焼
香
、
侍
者
、
香
』
合
、
函
蓋
別
香
。

両
班
一
位
、
出
班
進
前
、
問
訊
主
人
□転

□身

、

□問

□訊

土
地
」
焼
香
。
又
転
身
、
問
訊
主
人
、

還
位
。
諸
位
、
皆
如
此
。
維
那
、
毎
諸
位
、

問
訊
」
請
之
。
末
後
、
維
那
与
下
位
頭
首
、

進
前
、
問
訊
焼
香
、
還
位
。
維
那
、
又
」
出

班
焼
香
、
転
身
在
棹
左
辺
。
望
主
人
問
訊
、

右
転
身
、
問
訊
土
地
」
□念

□誦

。
引
声
誦
疏
。

〻（
マ
マ
）云

、
大
衆
合
掌
、
維
那
、
問
訊
土
地
時
、

大
衆
、
同
問
訊
。」

〽（
朱
筆
）窃

以
、
薫
風
扇
野

ニ
、
炎
帝
司
方
。
当
法

王
禁
足
之
辰
、
是
釈
子
護
」
生
之
日
。
躬
裒

大
衆
、
恭
詣
霊
祠
、
誦
持
万
徳
之
洪※

名
、
回

向
合
堂
之
」
真
宰
。
所
祈イ

ノ
ル

、
加
護

ハ
得

ン
遂

安
居

ヲ
。
仰
憑
尊
衆
念
。」

次
土
地
堂
念
誦
。
維
那
、
令
行
者
報
方
丈
、

両
班
及
廊
下
、」
念
誦
案
内
、
堂
前
鳴
鐘
三

会
、
大
衆
、
土
地
堂
集
来
。
知
事
」
上
位
、

出
班
、
供
土
地
煎
点
。
次
維
那
、
出
班
焼

香
、
倚
卓
左
』
辺
、
向
主
人
、
請
問
訊
。
主

人
、
焼
香
、
侍
者
、
捧
香
合
、
函
蓋
別
」

香
。
両
班
一
位
、
出
班
進
前
、
問
訊
主
人
転

身
、
問
訊
土
地
」
焼
香
。
又
転
身
、
問
訊
主

人
、
還
位
。
諸
位
、
皆
如
此
。
維
那
、
毎
」

諸
位
、
問
訊
請
之
。
末
後
、
維
那
与
下
位
頭

首
、
進
前
、
問
訊
」
焼
香
、
還
位
。
維
那
、

又
出
班
焼
香
、
転
身
在
卓
左
辺
。
望
主
」
人

問
訊
、
右
転
身
、
問
訊
土
地
念
誦
。
引
声
誦

疏
。
大
衆
合
」
掌
、
維
那
、
問
訊
土
地
時
、

大
衆
、
普
同
問
訊
。　

疏
云
、」

窃
以
、
薫
風
扇
野
、
炎
帝
司
方
。
当
法
王
禁

足
之
辰
、
是
釈
」
子
護
生
之
日
。
躬
裒
大

衆
、
恭
詣
霊
祠
、
誦
持
万
徳
之
洪
」
名
、
回

向
合
堂
之
真
宰
。
所
祈
、
加
護
得
遂
安
居
。

仰
憑
尊
』
衆
念　
〈
一
仏
念
間
、
大
衆
、
各

次
土
地
堂
念
誦
。
維
那
、
令
行
者
報
方
丈
、

両
班
及
廊
下
、」
念
誦
案
内
。
堂
前
鳴
鐘
三

会
、
大
衆
、
土
地
堂
集
来
。
知
事
」
上
位
、

出
班
、
供
土
地
煎
点
。
次
維
那
、
出
班
焼

香
、
倚
卓
左
』
辺
、
向
主
人
、
請
問
訊
。
主

人
、
焼
香
、
侍
者
、
捧
香
合
、
函
蓋
別
」

香
。
両
班
一
位
、
出
班
進
前
、
問
訊
主
人
転

身
、
問
訊
土
地
」
焼
香
。
又
転
身
、
問
訊
主

人
、
還
位
。
諸
位
、
皆
如
此
。
維
那
、
毎
」

諸
位
、
問
訊
請
之
。
末
後
、
維
那
与
下
位
頭

首
、
進
前
、
問
訊
」
焼
香
、
還
位
。
維
那
、

又
出
班
焼
香
、
転
身
在
卓
左
辺
。
望
主
」
人

問
訊
、
右
転
身
、
問
訊
土
地
念
誦
。
引
声
誦

疏
。
大
衆
、
合
」
掌
、
維
那
、
問
訊
土
地

時
、
大
衆
、
普
同
問
訊
。　

疏
云
、」

窃ヒ
ソ

カ
ニ

以※
レ
ハ

・
薫
風
扇ア

ヲ
キレ

野ヤ
ニ

・
炎
帝
司

ツ
カ
サ
ト

ルレ

方ハ
ウ

ヲ
・
当

テ二
法
王
禁
足
之
辰

ニ一

・
是

レ
釈
」
子

護
生
之
日ヒ

ナ
リ

・
躬ツ

ヽ
シン

テ
裒ア

ツ
メ
テ

二

大
衆

ヲ一
、
恭

ク
詣

シ
テ

二

霊
祠

ニ一

・
誦
二
持

シ
万
徳
之
洪
」
名

ヲ一
・
回

二
向

ス
合
堂
之
真
宰

ニ一

・
所

ハレ
祈

ル
、
加
護

シ
テ



一
三
八

清
浄
法
身
毘
盧
遮
那
仏　
〈
一
仏
念
間
、
大

衆
各
念
十
遍
〉」

円
満
報
身
盧
舎
那
仏

千
百
億
化
身
釈
迦
牟
尼
仏
」

当
来
下
生
弥
勒
尊
仏

十
方
三
世
一
切
諸
仏
』

大
乗
妙
法
蓮
華
経

大
聖
文
殊
師
利
菩
薩
」

大
士
普
賢
菩
薩

大
悲
観
世
音
菩
薩
」

諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」

上
来
、
念
誦
功
徳
、
並
用
回
向　

護
持
正
法

土
地
竜
神
。
伏
願
、
神
光
」
協
賛
、
発
揮
有

利
之
懃
、
梵
楽
興
隆
、
恩
賜
無
私
之
薫
。
再

憑
」
尊
衆
念
。　

十
方
三
世
一
切
諸
仏
、
諸

尊
菩
薩
摩
訶
薩
、
魔
訶
般
丶
丶
。」

十
仏
名
際
、
仏
〻
鳴
鈴
一
下
、
末
後
二
下
。

疏
并
銀
銭
、
有
宝
前
焼
之
。」
行
者
所
管
也
。

主
人
、
焼
香
、
土
地
茶
、
傾
之
瀉
焼
。
大
悲

念
十
遍
〉。

清
浄
法
身
毘
盧
遮
那
仏

円
満
報
身
盧
舎
那
仏
」

千
万
億
化
身
釈
迦
牟
尼
仏

当
来
下
生
弥
勒
尊
仏
」

十
方
三
世
一
切
諸
仏

大
乗
妙
法
蓮
華
経
」

大
聖
文
殊
師
利
菩
薩

大
士
普
賢
菩
薩
」

大
悲
観
世
音
菩
薩

諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
」

摩
訶
般
若
波
羅
密
」

上
来
、
念
誦
功
徳
、
並
用
回
向
」

護
持
正
法
土
地
龍
神
。
伏
願
、　

神
光
協
賛
、

発
揮
有
利
」
之
懃
、
梵
楽
興
隆
、
恩
賜
無
私

之
薫
。
再
憑
尊
衆
念
。
十
方
』
三
世
一
切
諸

仏
、
諸
尊
〈
云
云
〉。」

十
仏
名
際
、
仏
仏
鳴
鈴
一
下
、
末
後
二
下
。

疏
并
銀
銭
、
在
」
堂
前
焼
之
。
行
者
所
管

也
。
主
人
、
焼
香
、
土
地
茶
、
傾
之
瀉
」

得エ
ンレ

遂
コ
ト
ヲ

二

安
居

ヲ一

・
仰

テ
憑

ム
尊
」
衆

ノ
念ネ

ン
セ
ン

コ
ト
ヲ　

〈
一
仏
念
間
、
大
衆
各
念
十
遍
〉。」

清
浄
法
身
毘
盧
遮
那
仏

円
満
報
身
盧
舎
那
仏
」

千
百
億
化
身※

釈
迦
牟
尼
仏

当
来
下
生
弥
勒
尊
仏
」

十
方
三
世
一
切
諸
仏

大
乗
妙
法
蓮
華
経
」

大
聖
文
殊
師
利
菩
薩

大
士
普
賢
菩
薩
」

大
悲
観
世
音
菩
薩

諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
」

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」

上
来
、
念
誦
功
徳
、
並
用
回
向
」

護
持
正
法
土
地
龍
神
。
伏
願
、　

神
光
協
賛
、

発
揮
有
利
」
之
勤
。
梵
楽
興
隆
、
恩
賜
無
私

之
薫
。
再
憑
尊
衆
念
。
十
方
』
三
世
一
切
諸

仏
、
諸
尊
〈
云
云
〉。」

十
仏
名
際
、
仏
仏
鳴
鈴
一
下
、
末
後
二
下
。

疏
并
銀
銭
、
在
」
堂
前
焼
之
。
行
者
所
管

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
三
九

呪
一
遍
、
無
」
回
向
。

	

（
天
冊
一
五
オ
～
一
六
オ
）

※	

洪
…
「
供
」
ノ
「
亻
」
ノ
上
ニ
「
氵
」
ヲ
記
シ
テ

訂
正
ス
。

〽（
朱
筆
）次

打
庫
前
鼓
三
会
、
大
衆
入
堂
、
知
事
上

位
入
堂
、
問
訊
」
首
座
、
請
特
為
座
。
次
、

問
訊
次
位
請
上
。
出
堂
、
接
入
主
人
。
椅
前

直
」
進
、
問
訊
特
為
、
問
訊
主
人
及
書
記
、

巡
堂
。
毎
板
□頭

、
問
□訊

。
還
当
面
』
問
訊

時
、
大
衆
、
普
同
揖
、
問
訊
着
座
。
曰
之

□着

座□
□問

□訊

。
着
座
後
、」
知
事
、
先
進
特
為

前
問
訊
、
報
行
礼
也
。
次
四
処
焼
香
〈
当
面

上
下
間
＼
及
堂
□前

□之

香
呂

（
炉
ヵ
）〉。

先
」
問
訊
特

為
、
径
聖
僧
龕
後
、
過
当
面
、
問
訊
主
人
、

焼
。
大
悲
呪
一
遍
、
無
回
向
。」

	

（
二
一
オ
～
二
二
ウ
）

次
打
庫
前
鼓
三
会
、
大
衆
入
堂
、
知
事
上
位

入
堂
、
問
訊
」
首
座
、
請
特
為
座
。
次
、
問

訊
次
位
請
上
。
出
堂
、
接
入
主
人
。」
椅
前

直
進
、
問
訊
特
為
、
問
訊
主
人
及
書
記
、
巡

堂
。
毎
板
」
頭
、
問
訊
。
還（

当
ヵ
）

堂
面
問
訊
時
、

大
衆
、
普
同
揖
、
問
訊
著
座
。
曰
」
之
著
座

問
訊
。
著
座
後
、
知
事
、
先
進
特
為
前
問

訊
、
報
行
」
礼
也
。
四
処
焼
香
〈
当
面
上
下

間
／
及
堂
前
香
炉
〉。
先
問
訊
特
為
、
経
聖

僧
』
龕
後
、
過
当
面
、
問
訊
主
人
、
問
訊
頭

也
。
主
人
、
焼
香
、
土
地
茶
、
傾
之
瀉
」

焼
。
大
悲
呪
一
遍
、
無
回
向
。」

	

（
六
四
ウ
～
六
六
オ
）

※	

以
レ
ハ

・
…
以
下
、「
・
」
ガ
底
本
ニ
付
サ
レ
テ
イ

ル
場
合
ハ
、
句
読
点
ニ
代
エ
テ
コ
レ
ヲ
付
ス
。

「
・
」
ハ
全
テ
朱
筆
。

※	

身
…
「
化
釈
」
ノ
間
ニ
「
〇
」
ヲ
付
シ
、
同
行
ノ

「
牟
尼
仏
」
ノ
下
ニ
「
身┐

」
ト
ア
ル
指
示
ヲ
反
映

シ
テ
移
ス
。

次
打
庫
前
鼓
三
会
、
大
衆
入
堂
、
知
事
上
位

入
堂
、
問
訊
」
首
座
、
請
特
為
座
。
次
、
問

訊
次
位
請
上
。
出
堂
、
接
入
主
人
。」
椅

前（
直
ヵ
）

真
進
、
問
訊
特
為
、
問
訊
主
人
及
書
記
、

巡
堂
。
毎
板
」
頭
、
問
訊
。
還
当
面
問
訊

時
、
大
衆
、
普
同
揖
、
問
訊
著
座
。
曰
」
之

著
座
問
訊
。
著
座
後
、
知
事
、
先
進
特
為
前

問
訊
、
報
行
」
礼
也
。
四
処
焼
香
〈
当
面
上

下
間
／
及
堂
前
香
炉
〉。
先
問
訊
特
為
、
経

聖
僧
』
龕
後
、
過
当
面
、
問
訊
主
人
、
問
訊



一
四
〇

問
訊
頭
首
。
巡
堂
」
毎
、
板
頭
問
訊
。
曰
之

行
茶
問
訊
。
還
当
面
問
訊
後
、
倚
南
板
頭

外
」
□辺

立
。
行
者
入
盞
槖
時
、
先
打
鐘
一

下
。
行
者
、
取
盤
排
立
。
又
打
鐘
一
」
下
、

行
遍
後
、
知
事
、
進
当
面
問
訊
。
大
衆
、
上

下
揖
喫
薬
。
三
椀
後
、」
知
事
、
又
問
訊
特

為
、
四
処
焼
香
、
五
所
問
訊
。
曰
之
勧
茶
問

訊
。
故
又
行
」
菓
子
、
又
行
茶
、
一
二
遍
、

若
略
之
。
只
特
為
問
訊
後
、
焼
香
、
還
当

面
」
大
展
三
拝
。
曰
之
謝
茶
。
拝
了
、
又
問

訊
、
如
前
。
巡
堂
一
匝
、
引
同
事
、」
礼
主

人
、
両
展
三
拝
也
。
巡
堂
際
、
行
者
、
収
主

人
特
為
茶
器
。
主
人
与
」
知
事
謝
礼
際
、
大

衆
、
落
盞
在
床
、
叉
手
朝
揖
。
知
事
、
送
主

人
』
出
後
、
依
主
位
問
訊
首
座
、
触
礼
三

拝
。
送
再
入
堂
、
□四

処
焼
香
、
巡
堂
、」
是

謝
相
伴
也
。
行
者
、
入
盤
収
盞
、
前
後
打

鐘
。
出
盞
後
、
知
事
、
当
面
」
焼
香
一
炷
、

問
訊
。
表
礼
罷
也
。
行
者
、
攪
大
衆
鞋
。
打

鐘
三
下
、
放
参
」
鐘
也
。
大
衆
、
下
床
半
展

首
。
巡
堂
毎
、
板
頭
問
」
訊
。
曰
之
行
茶
問

訊
。
還
当
面
問
訊
後
、
倚
南
板
頭
外
辺
」

立
。
行
者
入

槖
時
、
先
打
鐘
一
下
。
行

者
、
取
盤
排
立
。
又
」
打
鐘
一
下
、
行
遍

後
、
知
事
、
進
当
面
問
訊
。
大
衆
、
上
下

揖
」
喫
薬
。
三
椀
後
、
知
事
、
又
問
訊
特

為
、
四
処
焼
香
、
五
処
問
」
訊
。
曰
之
勧
茶

問
訊
。
故
又
行
菓
子
、
又
行
茶
、
一
二
遍
、

若
」
略
之
。
只
特
為
問
訊
後
、
焼
香
、
還
当

面
大
展
三
拝
。
曰
之
」
謝
茶
。
拝
了
、
又
問

訊
、
如
前
。
巡
堂
一
匝
、
引
同
事
、
礼
主

人
、」
両
展
三
拝
也
。
巡
堂
際
、
行
者
、
収

主
人
特
為
茶
器
。
主
人
」
与
知
事
謝
礼
際
、

大
衆
、
落

在
牀
、
叉
手
朝
揖
。
知
事
、

送
』
主
人
出
後
、
依
主
位
問
訊
首
座
、
触
礼

三
拝
。
送
再
入
堂
、」
四
処
焼
香
、
巡
堂
。

是
謝
相
伴
也
。
行
者
、
入
盤
収

、
前
後
」

打
鐘
。
出

後
、
知
事
、
当
面
焼
香
一
炷
、

問
訊
。
表
礼
罷
也
。」
行
者
、
攪
大
衆
靴
。

打
鐘
三
下
、
放
参
鐘
也
。
大
衆
、
半
展
単
」

頭
首
。
巡
堂
毎
、
板
頭
問
」
訊
。
曰
之
行
茶

問
訊
。
還
当
面
問
訊
後
、
倚
南
板
頭
外
辺
」

立
。
行
者
入

槖
時
、
先
打
鐘
一
下
。
行

者
、
取
盤
排
立
。
又
」
打
鐘
一
下
、
行
遍

後
、
知
事
、
進
当
面
問
訊
。
大
衆
、
上
下

揖
」
喫
薬
。
三
椀
後
、
知
事
、
又
問
訊
特

為
、
四
処
焼
香
、
五
処
問
」
訊
。
曰
之
勧
茶

問
訊
。
故
又
行
菓
子
、
又
行
茶
、
一
二
遍
、

若
」
略
之
。
只
特
為
問
訊
後
、
焼
香
、
還
当

面
大
展
三
拝
。
曰
之
」
謝
茶
。
拝
了
、
又
問

訊
、
如
前
巡
堂
一
匝
、
引
同
事
、
礼
主
人
、」

両
展
三
拝
也
。
巡
堂
際
、
行
者
、
収
主
人
特

為
茶
器
。
主
人
」
与
知
事
謝
礼
際
、
大
衆
、

落

在
牀
、
叉
手
朝
揖
。
知
事
、
送
』
主
人

出
後
、
依
主
位
問
訊
首
座
、
触
礼
三
拝
。
送

再
入
堂
、」
四
処
焼
香
、
巡
堂
。
是
謝
相
伴

也
。
行
者
、
入
盤
収

、
前
後
」
打
鐘
。
出

後
、
知
事
、
当
面
焼
香
一
炷
、
問
訊
。
表

礼
罷
也
。」
行
者
、
攪
大
衆
靴
。
打
鐘
三
下
、

放
参
鐘
也
。
大
衆
、
半
展
単
」
散
。
且
待
小

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
四
一

単
散
。
且
待
小
参
鼓
、
上
方
丈
。
即
掛
」
小

参
牌
。　

次
小
参
。
〻
〻
者
、
定
鐘
了
也
。

侍
者
、
令
行
者
報
小
参
」
安

（
案
ヵ
）内

、
打
鼓
一

会
。
長
打
一
会
也
。
打
法
堂
西
鼓
、
主
人
、

両
班
、
大
衆
、
一
時
」
集
、
或
主
人
、
前
居

椅
。
若
照
堂
、
若
寝
堂
、
随
所
構
之
。
侍

者
、
焼
香
、」
両
班
、
問
訊
。
禅
学
問
答
、

如
上
堂
。
但
宗
旨
庭
訓
、
委
曲
垂
示
。
必
下

座
」
時
云
、　

夜
深
久
立
、
伏
惟
珍
重
。　

次

暁
更
五
更
二
点
三
点
際
、
暁晩

イ」
鐘
間
、
侍

者
、
小
師
、
知
事
、
頭
首
及
大
衆
、
上
方

丈
、
礼
賀
。
在
免
人
事
」
牓
者
、
不
上
。
如

此
山
林
、
路
次
不
便
間
、
粥
罷
、
侍
者
、
小

師
等
、
礼
賀
。
無
知
』
事
頭
首
公
界
礼
賀
。

只
上
堂
罷
、
公
界
礼
賀
而
已
。」

	

（
天
冊
一
六
オ
～
一
七
ウ
）

散
。
且
待
小
参
鼓
、
上
方
丈
、
即
掛
小
参

牌
。」

小
参
。
小
参
者
、
定
鐘
了
也
。
侍
者
、
令
行

者
報
小
参
案
内
、」
打
鼓
一
会
。
長
打
一
会

也
。
打
法
堂
西
鼓
、
主
人
、
両
班
、
大
」

衆
、
一
時
集
、
或
主
人
、
前
居
椅
。
若
照

堂
、
若
寝
堂
、
随
処
搆
」
之
。
侍
者
、
焼

香
、
両
班
、
問
訊
。
禅
学
問
答
、
如
上
堂
。

但
宗
旨
」
庭
訓
、
委
曲
垂
示
。
必
下
座
時

云
、
夜
深
久
立
、
伏
惟
珍
重
。』

次
暁
更
五
更
二
点
三
点
際
、
暁
鐘
間
、
侍

者
、
小
師
、
知
事
、」
頭
首
及
大
衆
、
上
方

丈
、
礼
賀
。
在
免
人
事
牓
者
、
不
上
。
如
」

此
山
林
、
路
次
不
便
間
、
粥
罷
、
侍
者
、
小

師
等
、
礼
賀
。
無
知
」
事
頭
首
公
界
礼
賀
。

只
上
堂
罷
、
公
界
礼
賀
而
已
。」

	

（
二
二
ウ
～
二
四
オ
）

参
鼓
、
上
方
丈
、
即
掛
小
参
牌
。」

小
参
。
小
参
者
、
定
鐘
了
也
。
侍
者
、
令
行

者
報
小
参
案
内
、」
打
鼓
一
会
。
長
打
一
会

也
。
打
法
堂
西
鼓
、
主
人
、
両
班
、
大
」

衆
、
一
時
集
、
或
主
人
、
前
居
椅
。
若
照

堂
、
若
寝
堂
、
随
処
搆
」
之
。
侍
者
、
焼

香
、
両
班
、
問
訊
。
禅
学
問
答
、
如
上
堂
。

但
宗
旨
」
庭
訓
、
委
曲
垂
示
。
必
下
座
時

〈
云
〉、
夜
深
久
立
、
伏
惟
珍
重
。』

次
暁
更
五
更
二
点
三
点
際
、
暁
鐘
間
、
侍

者
、
小
師
、
知
事
、」
頭
首
及
大
衆
、
上
方

丈
、
礼
賀
。
在
免
人
事
牓
者
、
不
上
。
如
」

此
山
林
、
路
次
不
便
間
、
粥
罷
、
侍
者
、
小

師
等
、
礼
賀
。
無
知
」
事
頭
首
公
界
礼
賀
。

只
上
堂
罷
、
公
界
礼
賀
而
已
。」

	

（
六
六
オ
～
六
七
ウ
）



一
四
二

次
上
堂
拈
香
。
着
座
後
、
侍
者
、
焼
香
、
引

同
事
、
望
楷

（
階
ヵ
）下

問
訊
。
次
頭
首
、」
首※

望
席

端
、
問
訊
。
大
衆
、
普
同
。
次
知
事
、
望
席

端
、
問
訊
。
若
有
西
」
堂
、
少
転
身
問
訊
。

若
如
主
人
入
室
弟
子
西
堂
当
住
者
、
望
席

端
、」
問
訊
。
他
寺
当
住
西
堂
者
、
頭
首
上

肩
、
少
背
後
立
地
。
当
寺
退
院
」
長
老
、
称

之
東
堂
。
知
事
上
肩
、
背
後
立
地
。
若
有
他

寺
長
老
来
上
」
堂
者
、
当
寺
住
持
、
立
東
堂

上
。
如
両
東
堂
、
依
住
次
立
地
。
如
他
寺
」

退
院
長
老
者
、
称
之
西
堂
。
如
両
人
已
上

者
、
或
依
開
堂
次
資
、
或
依
」
出
世
次
資
。

次
上
堂
拈
香
。
著
座
後
、
侍
者
、
焼
香
、
引

同
事
、
望
階
下
問
」
訊
。
次
頭
首
、
望
席

端
、
問
訊
。
大
衆
、
普
同
。
次
知
事
、
望
席

端
、」
問
訊
。
若
有
西
堂
、
少
転
身
問
訊
。

若
如
主
人
入
室
弟
子
」
西
堂
当
住
者
、
望
席

端
、
問
訊
。
他
寺
当
住
西
堂
者
、
頭
首
」
上

肩
、
少
背
後
立
地
。
当
寺
退
院
長
老
、
称
之

東
堂
。
知
事
」
上
肩
、
少
背
後
立
地
。
若
有

他
寺
長
老
来
上
堂
者
、
当
寺
』
住
持
、
立
東

堂
上
。
如
両
東
堂
、
依
住
次
立
地
。
如
他
寺

退
」
院
長
老
者
、
称
之
西
堂
。
如
両
人
已
上

者
、
或
依
開
堂
次
」
資
、
或
依
出
世
次
資
。

次
上
堂
拈
香
。
著
座
後
、
侍
者
、
焼
香
、
引

同
事
、
望
階
下
問
」
訊
。
次
頭
首
、
望
席

端
、
問
訊
。
大
衆
、
普
同
。
次
知
事
、
望
席

端
、」
問
訊
。
若
有
西
堂
、
少
転
身
問
訊
。

若
如
主
人
入
室
弟
子
」
西
堂
当
住
者
、
望
席

端
、
問
訊
。
他
寺※

当
住
西
堂
者
、
頭
首
」
上

肩
、
少
背
後
立
地
。
当
寺
退
院
長
老
、
称
之

東
堂
。
知
事
」
上
肩
、
少
背
後
立
地
。
若
有

他
寺
長
老
来
上
堂
者
、
当
寺
』
住
持
、
立
東

堂
上
。
如
両
東
堂
、
依
住
次
立
地
。
如
他
寺

退
」
院
長
老
者
、
称
之
西
堂
。
如
両
人
已
上

者
、
或
依
開
堂
次
」
資
、
或
依
出
世
次
資
。

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
四
三

如
当
住
者
、
立
西
堂
上
。
如
東
堂
等
者
、
兼

入
堂
、
無
妨
。
若
」
雖
大
衆
同
時
入
堂
、
各

依
知
事
頭
首
上
肩
排
立
也
。
上
堂
罷
、
侍

者
、」
行
者
等
、
引
拝
席
横
展
、
当
面
人
事
。

先
知
事
、
次
頭
首
、
大
衆
、
各
』
□展

三
拝
。

　

次
他
山
住
持
、
東
堂
西
堂
、
或
問
訊
、
或

触
礼
。
□依

人
差
異
。」
次
侍
者
、
小
師
、
大

展
三
拝
。
主
人
、
無
答
拝
。　

次
沙
弥
、
童

行
、
九
拝
、
童
行
」
行※

或
陳
橋
行
者
、
持
主

人
香
合
、
従
主
人
入
堂
。
侍
者
与
大
衆
、

礼
」
知
事
首
座
後
、
随
大
衆
入
堂
、
後
門
排

立
。
逢
主
人
巡
堂
、
従
後
門
」
出
、
到
堂

前
、
逢
首
座
礼
賀
。	

（
天
冊
一
七
ウ
～
一
八
オ
）

※	

首
…
底
本
、
衍
字
ノ
タ
メ
、
文
字
ノ
上
ニ
点
ヲ
付

シ
テ
削
除
ス
。

※	

行
…
底
本
、
衍
字
ノ
タ
メ
、
文
字
ノ
上
ニ
丸
ヲ
付

シ
テ
削
除
ス
。

如
当
住
者
、
立
西
堂
上
。
如
東
堂
西
」
堂
等

者
、
兼
入
堂
、
無
妨
。
若
雖
大
衆
同
時
入

堂
、
各
依
知
」
事
頭
首
上
肩
排
立
也
。
上
堂

罷
、
侍
者
、
行
者
等
、
引
拝
席
」
横
展
、
当

面
人
事
。」

先
知
事
、
次
頭
首
、
大
衆
、
各
両
展
三
拝
。

　

次
他
山
住
持
、」
東
堂
西
堂
、
或
問
訊
、

或
触
礼
。
依
人
差
異
。　

次
侍
者
、
小
」

師
、
大
展
三
拝
。
主
人
、
無
答
拝
。　

次
沙

弥
、
童
行
、
九
拝
、」
童
行
或
陳
橋
行
者
、

持
主
人
香
合
、
従
主
人
入
堂
。
侍
者
』
与
大

衆
、
礼
知
事
首
座
後
、
随
大
衆
入
堂
、
後
門

排
立
。
逢
」
主
人
巡
堂
、
従
後
門
出
、
到
堂

前
、
逢
首
座
礼
賀
。」	

（
二
四
オ
～
二
五
オ
）

如
当
住
者
、
立
西
堂
上
。
如
東
堂
西
」
堂
等

者
、
兼
入
堂
、
無
妨
。
若
雖
大
衆
同
時
入

堂
、
各
依
知
」
事
頭
首
上
肩
排
立
也
。
上
堂

罷
、
侍
者
、
行
者
等
、
引
拝
席
」
横
展
、
当

面
人
事
。」

先
知
事
、
次
頭
首
、
大
衆
、
各
両
展
三
拝
。

　

次
他
山
住
持
、」
東
堂
西
堂
、
或
問
訊
、

或
触
礼
。
依
人
差
異
。　

次
侍
者
、
小
」
師
、

大
展
三
拝
。
主
人
、
無
答
拝
。　

次
沙
弥
、

童
行
、
九
拝
、」
童
行
或
陳
橋
行
者
、
持
主

人
香
合
、
従
主
人
入
堂
。
侍
者
』
与
大
衆
、

礼
知
事
首
座
後
、
随
大
衆
入
堂
、
後
門
排

立
。
逢
」
主
人
巡
堂
、
従
後
門
出
、
到
堂

前
、
逢
首
座
礼
賀
。」	

（
六
七
ウ
～
六
八
ウ
）

※	

寺
…
「
等
」
ノ
左
ニ
「
ヒ
（
抹
消
符
）」
ヲ
付
シ
、

上
欄
外
ニ
「
寺
」
ト
記
シ
テ
訂
正
ス
。



一
四
四

　

十
五
日
。
粥
罷
、
僧
堂
前
南
間
、
向
僧
」

堂
、
高
掛
戒
臘
牌
、
荘
棹
香
花
茶
湯
供
養
。

僧
堂
礼
賀
後
、
主
」
人
以
下
大
衆
、
随
意
焼

香
、
礼
拝
。
此
牌
者
、
維
那
所
管
也
。
兼

日
、
打
」
調
之
、
粥
罷
、
荘
厳
之
。
侍
者
、

又
打
調
戒
臘
牌
、
同
粥
罷
上
堂
以
前
、」
法

堂
東
間
、
向
法
座
高
安
置
、
香
花
供
養
。
十

五
日
晩
、
僧
堂
戒
牌
、」
安
維
那
寮
。
法
堂

戒
牌
、
安
方
丈
裏
。
解
夏
時
、
又
如
結
夏

時
、
法
堂
」
僧
堂
、
出
之
。　
　

若
夏
衆
遅

参
、
而
如
不
題
戒
臘
牌
、
着
暫
到
』
位
、
到

半
夏
、
倚
本
臘
次
。
縦
雖
耆
年
宿
徳
、
可
守

此
式
。
諸
山
如
戒
」
臘
牌
、
両
班
不
題
戒

次
。
別
作
両
行
列
位
、
雖
列
書
、
当
家
守　

天
童
」
浄※

和
尚
戒
臘
牌
式
。
不
問
両
班
勤

旧
、
列
戒
次
耳
。」

（〈
天
冊
一
八
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
45
】

参
照
）」

戒※

臘
牌
寸
法
、
随
所
雖
不
定
、
当
寺
不
大

不
」
小
。
聊
慕　

永
平
牌
。」

十
五
日
。
粥
罷
、
僧
堂
前
南
間
、
向
僧
堂
、

高
掛
戒
臘
牌
。
荘
」
卓
香
華
茶
湯
供
養
。
僧

堂
礼
賀
後
、
主
人
以
下
大
衆
、
随
」
意
焼

香
、
礼
拝
。
此
牌
者
、
維
那
所
管
。
兼
日
、

打
調
之
。
粥
罷
、」
荘
厳
之
。
侍
者
、
又
打

調
戒
臘
牌
、
同
粥
罷
上
堂
以
前
、
法
」
堂
東

間
、
向
法
座
高
安
置
、
香
華
供
養
。
十
五
日

晩
、
僧
堂
」
戒
臘
牌
、
安
維
那
寮
。
法
堂
戒

臘
牌
、
安
方
丈
裏
。
解
夏
時
、」
又
如
結
夏

時
、
法
堂
僧
堂
、
出
之
。」

若
夏
衆
遅
参
、
而
如
不
題
戒
臘
牌
、
著
暫
到

位
。
到
半
夏
、』
倚
本
臘
次
。
縦
雖
耆
年
宿

徳
、
可
守
此
式
。
諸
山
如
戒
臘
」
牌
、
両
班

不
題
戒
次
。
別
作
両
行
列
位
、
雖
列
書
、
当

家
守
」
天
童
浄
和
尚
戒
臘
牌
式
。
不
問
両
班

勤
旧
、
列
戒
次
耳
。」

（〈
二
五
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
46
】
参

照
）」

戒※

臘
牌
寸
法
、
随
処
」
雖
不
定
、
当
寺
不

大
」
不
小
、
聊
慕
永
平
牌
。』

十
五
日
。
粥
罷
、
僧
堂
前
南
間
、
向
僧
堂
、

高
掛
戒
臘
牌
。
荘
」
卓
香
華
茶
湯
供
養
。
僧

堂
礼
賀
後
、
主
人
以
下
大
衆
、
随
」
意
焼

香
、
礼
拝
。
此
牌
者
、
維
那
所
管
。
兼
日
、

打
調
之
。
粥
罷
、」
荘
厳
之
。
侍
者
、
又
打

調
戒
臘
牌
、
同
粥
罷
上
堂
以
前
、
法
」
堂
東

門
（
間
ヵ
）、

向
法
座
高
安
置
、
香
華
供
養
。
十
五
日

晩
、
僧
堂
」
戒
臘
牌
、
安
維
那
寮
。
法
堂
戒

臘
牌
、
安
方
丈
裏
。
解
夏
時
、」
又
如
結
夏

時
、
法
堂
僧
堂
、
出
之
。」

若
夏
衆
遅
参
、
而※

如
不
題
戒
臘
牌
、
著
暫
到

位
。
到
半
夏
、』
倚
本
臘
次
。
縦
雖
耆
年
宿

徳
、
可
守
此
式
。
諸
山
如
戒
臘
」
牌
、
両
班

不
題
戒
次
。
別
作
両
行
列
位
、
雖
列
書
、
当

家
守
」
天
童
浄
和
尚
戒
臘
牌
式
。
不
問
両
班

勤
旧
、
列
戒
次
耳
。」

（〈
六
九
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
47
】
参

照
）」

戒※

臘
牌
寸
法
、
随
処
」
雖
不
定
、
当
寺
不

大
」
不
小
。
聊
慕
永
平
牌
。』

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
四
五

　
　
　
　
　
　

禅
林
公
用
」

	

（
天
冊
一
八
オ
～
ウ
）

※	

浄
…
コ
ノ
行
ノ
上
欄
外
ニ
「
戒
臘
牌
／
牓
」
ア

リ
。

※
戒
臘
牌
～
禅
林
公
用
…
図
版
ノ
下
ニ
ア
リ
。

次
首
座
、
引
大
衆
、
往
庫
下
、
礼
知
事
、
触

礼
三
拝
。
次
書
記
等
、
在
堂
前
、」
礼
首
座
、

触
礼
三
拝
。
次
首
座
、
引
大
衆
、
巡
堂
寄

位
。
次
知
事
、
入
堂
」
焼
香
、
大
展
三
拝
。

礼
首
座
、
触
礼
三
拝
。
巡
堂
出
。　

次
主
人
、

入
堂
焼
」
□香

、
大
展
三
拝
。
巡
堂
一
匝
回

礼
、
触
礼
三
拝
出
。
首
座
、
送
出
還
入
、

与
』
□大

□衆

大
展
三
拝
。
是
礼
了
也
。
次
各
人

事
、
任
意
。
次
巡
寮
、
自
庫
下
東
」
西
両

廊
、
及
衆
寮
諸
寮
、
皆
巡
寮
一
匝
。
大
衆
、

皆
加
巡
、
到
法
堂
、
問
訊
」
主
人
、
深
問
訊

別
。
主
人
、
在
法
堂
、
待
大
衆
。　

天
童
和

尚
古
儀
也
。
或
大
」
衆
、
送
方
丈
、
不
妨
。

	

（
二
五
オ
～
ウ
）

※
戒
臘
牌
～
聊
慕
永
平
牌
…
図
版
ノ
下
ニ
ア
リ
。

次
首
座
、
引
大
衆
、
往
庫
下
、
礼
知
事
、
触

礼
三
拝
。
次
書
記
」
等
、
在
堂
前
、
礼
首

座
、
触
礼
三
拝
。
次
首
座
、
引
大
衆
、
巡

堂
」
寄
位
。
次
知
事
、
入
堂
焼
香
、
大
展
三

拝
。
礼
首
座
、
触
礼
三
」
拝
。
巡
堂
出
。　

次
主
人
、
入
堂
焼
香
、
大
展
三
拝
。
巡
堂

一
」
匝
回
礼
、
触
礼
三
拝
出
。
首
座
、
送
出

還
入
、
与
大
衆
大
展
」
三
拝
。
是
礼
了
也
。

　

次
各
人
事
、
任
意
。
次
巡
寮
、
自
庫
下
」

東
西
両
廊
、
及
衆
寮
諸
寮
、
皆
巡
寮
一
匝
。

大
衆
、
皆
加
巡
、」
到
法
堂
、
問
訊
主
人
、

深
問
訊
別
。
主
人
、
在
法
堂
、
待
大
衆
。」

天
童
古
儀
也
。
或
大
衆
、
送
方
丈
、
不
妨
。

	

（
六
八
ウ
～
六
九
オ
）

※	

而
…
「
面
」
ノ
左
ニ
「
ヒ
（
抹
消
符
）」
ヲ
付
シ
、

上
欄
外
ニ
「
而
」
ト
記
シ
テ
訂
正
ス
。

※
戒
臘
牌
～
聊
慕
永
平
牌
…
図
版
ノ
下
ニ
ア
リ
。

次
首
座
、
引
大
衆
、
往
庫
下
、
礼
知
事
、
触

礼
三
拝
。
次
書
記
」
等
、
在
堂
前
、
礼
首

座
、
触
礼
三
拝
。
次
首
座
、
引
大
衆
、
巡

堂
」
寄
位
。
次
知
事
、
入
堂
焼
香
、
大
展
三

拝
。
礼
首
座
、
触
礼
三
」
拝
。
巡
堂
出
。　

次
主
人
、
入
堂
焼
香
、
大
展
三
拝
。
巡
堂

一
」
匝
回
礼
、
触
礼
三
拝
出
。
首
座
、
送
出

還
入
、
与
大
衆
大
展
」
三
拝
。
是
礼
了
也
。

　

次
各
人
事
、
任
意
。
次
巡
寮
、
自
庫
下
」

東
西
両
廊
、
及
衆
寮
諸
寮
、
皆
巡
寮
一
匝
。

大
衆
、
皆
加
巡
、」
到
法
堂
、
問
訊
主
人
、

深
問
訊
別
。
主
人
、
在
法
堂
、
待
大
衆
。」

天
童
古
儀
也
。
或
大
衆
、
送
方
丈
、
不
妨
。



一
四
六

遶
寺
際
、
微
音
誦　

消
災
呪
。
毎
寮
、〻
主
、

出
迎
、」
接
主
人
。
〻
〻
、
各
焼
香
聖
像
出
、

寮
主
、
必
出
送
之
。
即
加
随
而
歩
列
。
悉
」

上
方
丈
、
問
訊
散
。
四
節
、
皆
同
。
次
楞
厳

会
。
堂
荘
厳
畢
、
先
大
殿
」
正
面
、
出
楞
厳

会
図
。
次
令
行
者
〈
堂
司
供
司
〉、
報
主
人
、

両
班
及
廊
下
、
楞
厳
」
会
案
内
。
各
打
諸
寮

前
板
三
下
。
自
東
廊
諸
寮
、
山
門
、
西
廊
及

衆
」
寮
、
首
座
寮
、
方
丈
、
庫
下
、
打
板

了
、
堂
前
鳴
小
鐘
子
三
会
。
衆
集
、」
先
見

図
排
立
。」

（〈
天
冊
一
九
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
50
】

参
照
）』

先
主
人
焼
香
、
次
都
寺
焼
香
、
□次

維
那
焼

香
。
主
人
、
大
展
三
拝
、
跪
炉
。
維
那
、」

出※

班
宣
疏
云
、」

　

妙
堪
惣
持
不
動
尊　

首
楞
厳
王
世
希
有
」

　

銷
我
億
劫
顛
倒
想　

不
歴
僧
祇
獲
法
身
」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
加
州　

庄
、　

山　

寺

開
闢
〈
某
甲
〉　

等
、」

遶
寺
際
、
微
音
誦
」
消
災
呪
。
毎
寮
、
寮

主
、
出
迎
、
接
主
人
。
主
人
、
各
焼
香
聖

像
』
出
、
寮
主
、
必
出
送
之
。
即
加
随
而
歩

列
。
悉
上
方
丈
、
問
訊
」
散
。
四
節
、
皆

同
。」

次
楞
厳
会
。
堂
荘
厳
畢
、
先
大
殿
正
面
、
出

楞
厳
会
図
。
次
」
令
行
者
堂
司
供
司
、
報
主

人
、
両
班
及
廊
下
、
楞
厳
会
案
」
内
。
各
打

諸
寮
前
版
三
下
。
自
東
廊
諸
寮
、
山
門
、
西

廊
及
」
衆
寮
、
首
座
寮
、
方
丈
、
庫
下
、
打

版
了
、
堂
前
鳴
小
鐘
子
三
」
会
。
衆
集
、
先

見
図
排
立
。』

（〈
二
七
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
51
】
参

照
）』

先
主
人
焼
香
、
次
都
寺
焼
香
、
次
維
那
焼

香
。
次
主
人
、
大
」
展
三
拝
、
跪
炉
。
維

那
、
出
班
宣
疏
云
、」

妙
湛
総
持
不
動
尊　

首
楞
厳
王
世
希
有
」

銷
我
億
劫
顛
倒
想　

不
歴
僧
祇
獲
法
身
」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
州
酒
井
保
、

遶
寺
際
、
微
音
誦
」
消
〈
災
〉
呪
。
毎
寮
、

寮
主
、
出
迎
、
接
主
人
。
主※

人
各
焼
香
聖

像
』
出
、
寮
主
、
必
出
送
之
。
即
加
随
而
歩

列
。
悉
上
方
丈
、
問
訊
」
散
。
四
節
、
皆

同
。」

次
楞
厳
会
。
堂
荘
厳
畢
、
先
大
殿
正
面
、
出

楞
厳
会
図
。
次
」
令
行
者
堂
司
供
司
、
報
主

人
、
両
班
及
廊
下
、
楞
厳
会
案
」
内
。
各
打

諸
寮
前
版
三
下
。
自
東
廊
諸
寮
、
山
門
、
西

廊
及
」
衆
寮
、
首
座
寮
、
方
丈
、
庫
下
、
打

版
了
、
堂
前
鳴
小
鐘
子
三
」
会
。
衆
集
、
先

見
図
排
立
。	

主※

光
椿
』

（〈
七
〇
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
52
】
参

照
）』

（〈
七
一
オ
〉
ハ
白
紙
）』

先
主
人
焼
香
、
次
都
寺
焼
香
、
次
維
那
焼

香
。
次
主
人
、
大
」
展
三
拝
、
跪
炉
。
維

那
、
出
班
宣
疏
云
、」

　

妙
湛
総
持
不
動
尊　

首
楞
厳
王
世
希
有
」

　

銷
我
億
劫
顛
倒
想　

不
歴
僧
祇
獲
法
身
」

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
四
七

　
	

今
当
法
王
禁
足
之
辰
。
正
是
釈
子
護
生
之

日
。
叢
林
、
依
旧
建
」
楞
厳
勝
会
、
誦
秘

蜜
神
呪
者
。」

右
潜
以
、
楞
厳
勝
会
、
本
師
釈
迦
如
来
、
湧

シ
宝
光

ヲ
於
無
見
頂
相

ニ
、
覆
」
舌
相

ヲ
於
大

千
沙
界
、
照
十
方
仏
土
、
集
一
切
諸
仏
、
令

無
数
恒
沙
之
菩
薩
、
説
」
二
十
五
種
之
円

通
。
独
以
観
音
菩
薩
之
得
処
、
殊
為
聞
声
悟

道
之
表
準
。」
□遂

演
説
秘
蜜
神
呪
、
正
闡
示

開
悟
直
道※

ヲ
。
楞
厳
勝
会

ハ
、
肇

リ
於
此
会
、

長
」〔

期
　
誦
　
祝

　
　
　

〕、
専
於
此
呪
、
約
日
限

ヲ
於

百
日

ニ
、
結
人
数
於
什
員
。
仏
祖
有
九
旬
』

〔
安
　
居

　
　

〕
□之

旧
規
、
叢
林
建
三
月
行
道
之
勝

会
〈
矣
〉。」

仏
祖
賢
聖
照
鑑	

竜三
宝
印天

護
法
加
護　

謹
疏
〈
三
宝
印
〉」　

　
　

	

元
亨
四
年
四
月
十
五
日
、
五
十
四
世
法

孫
嗣
祖
比
丘
〈
某
甲
〉
等
、
謹
疏
」

本※

師
如
来
円
通
教
主
〈
穀
漏
子
〉」　

　
　

	

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
加
州

　
　

郡　

庄　

山		

寺
〈
某
甲
〉
謹
封
」

楞
厳
勝
会
十
方
三
宝
」

洞
谷
山
永
光
禅
寺
開
闢
〈
某
甲
〉
等
、」

　

	

今
ニ

（
マ
ヵ
）当

テ二
法
王
禁
足
之
辰

ニ一
、
正

ニ
是

レ
釈
子

護
生

ノ
之
日

ナ
リ

。
業
林
、」
依

テレ
旧フ

ニ
建タ

テ二

楞
厳
勝
会

ヲ一
、
誦

ス二
秘
密
神上

呪
ヲ一

者
。」

右
潜ヒ

ソ
カ
ニ

以上

、
楞
厳
勝
会

ハ
、
本
師
釈
迦
如

来
、
涌

シ二
宝
光

ヲ
於
無
見
」
頂
相

ニ一
、
覆

フ二
舌

相
ヲ

於
大
千
沙
界

ニ一
、
照

ス二
十
方
仏
土

ヲ一
。
集

テ二
一
切

ノ
諸
」
仏

ヲ一
、
令下

ム二
無
数
恒
沙
之
菩
薩

ヲ一
、
説
中
二
十
五
種
之
円上

通
ヲ上

。
独

リ

以
テ二

』

観
音
菩
薩

ノ
之
得
処
一
。
殊

ニ
為

ス二
聞
声
悟
道

之
表上

準
ヲ一

。
遂

ニ
演
二
説

コ
ト

」
秘
密
神上

呪
ヲ一

、

正
ク

闡
二
示

ス
開
悟
直
道

ヲ一
。
楞
厳
勝
会

ハ
、
肇

リ二
於
此

ノ
会

ヨ
リ

一

、」
長
期
誦
呪

ハ
、
専モ

ツ
ハ

ラ
ナ
リ

二

於

此
ノ

呪
ヨ
リ

一

。
約

シ二
日
限

ヲ
於
百
日

ニ一
、
結

ス二
人

数
ヲ

於
什
」
員

ニ一
。
仏
祖
有

テ二
九
旬
安
居
之
旧

規
一
、
叢
林
建

ツ二
三
月
行上

道
之
」
勝
会

ヲ一
。

　
　

謹
疏
。」

仏
祖
賢
聖
照
鑑　

　

謹
疏
」

龍
天
護
法
加
護

　

	

元
亨
四
年
四
月
十
五
日
、
五
十
四
世
法
孫

嗣
祖
比
丘
〈
某
甲
〉
等
、
謹
疏
」

南※
印閻

浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
州
酒
井
保

洞印谷
山
永
光
禅
寺
開
闢
〈
某印甲
〉
等
、」

　

	

今イ
マ

当
テ二

法
王
禁
足
之※

ト
キ辰

ニ一

・
正

ニ
是

レ
釈
子

護
生

ノ
之
日ヒ

ナ
リ

・
叢
林
、」
依

テレ
旧

ニ
建

テ二
楞

厳
勝
会

ヲ一
・
誦

ス
ル

二

秘
密
神
呪

ヲ一
者モ

ノ
ナ
リ

。」

右キ

潜ヒ
ソ

カ
ニ

以
レ
ハ

・
楞
厳
勝
会
・
本
師
釈
迦
如

来
・
涌ワ

カ
シ二

宝
光
於
無
見
」
頂
相

ニ一
・
覆ヲ

ホ
フ二

舌
相

於
大
千
沙
界

ニ一

・
照

シ
テ

二

十
方
仏
土

ヲ一
・
集

テ二

一
切

ノ
諸
」
仏

ヲ一

・
令下
二
無
数
恒
沙
之
菩
薩

ヲ一

・
説

カ中

二
十
五
種
之
円
通

ヲ上

・
独

リ
以

テ二
』

観
音
菩
薩
之
得
処

ヲ一

・
殊

ニ
為ス
二
聞
声
悟
道
之

表
準

ト一
・
遂ツ

イ
ニ

演
二
説

シ
」
秘
密
神
呪

ヲ一

・
正

ニ

闡セ
ン

二
示ジ

ス
開
悟

ノ
直
道

ヲ一

・
楞
厳
勝
会
、
肇ハ

シ
マ
リ

二

於
此

ノ
会エ

ヨ
リ

一

・
」
長
期
誦
呪
、
専

ト
ス

二

於
此

ノ

呪
ヲ一

・
約

シ二
日
限
於
百
日

ニ一

・
結

ム二
人
数
・
於

什
」
員

ニ一

・
仏
祖
有ア

リ二
九
旬
安
居
之
旧
規
一
・

叢
林
建タ

ツ二
三
月
行
道
之
」
勝
会

ヲ一
。　

謹
テ

疏印

。」

　

仏
祖
賢
聖
照
鑑　

　

謹
テ

疏印

」

　

龍
天
護印法
加
護

　

	

元印亨
四
年
四
月
十
五
日　

五
十
四
世
法
孫

嗣
祖
比
丘
〈
某印甲
〉
等
、
謹
疏
」



一
四
八

	

（
天
冊
一
八
ウ
～
二
〇
オ
）

※
道

ヲ
…
「
ヲ
」
ノ
左
、「
ノ
」
ア
ル
ヵ
。

※	

出
班
…
コ
ノ
行
ノ
上
欄
外
ニ
「
結
夏
」（
別
筆
）

ア
リ
。

※
本
師
如
来
～
十
方
三
宝
…【
年
中
写
真
55
】
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
閻
浮
提
大
日

本
国
北
陸
道
能
州
酒
井
保
洞
谷
山
永
光
寺
開

闢
某
甲
等謹

』

	

（
二
六
オ
～
二
八
オ
）

※
本
師
如
来
～
某
甲
等謹

…
【
年
中
写
真
56
】
参
照
。

本※

師
如
来　

円
通
教
主

楞
厳
勝
会　

十
方
三
宝

封

封

黄

	

南印閻
浮
提
大
日

紙本
国
北
陸
道
能
州
洞印谷
山
永
光
寺
開
闢

〈
某印甲
〉
等謹

』	

（
六
九
ウ
～
七
二
オ
）

※	

主
…
「
人
人
」
ノ
間
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
同
行
末

ニ
「
主上

」
ト
ア
ル
指
示
ヲ
反
映
シ
テ
移
ス
。

※	

主
光
椿
…
文
字
上
ニ
朱
印
「
光
椿
」
ア
リ
。「
年

中
行
事
」
冒
頭
ノ
モ
ノ
ト
同
ジ
。

※	

南印閻
…
以
下
、
文
字
ノ
間
ノ
「
印
」
字
ハ
全
テ
朱

筆
。

※	

辰ト
キ

ニ一

・
…
以
下
、「
・
」
ガ
底
本
ニ
付
サ
レ
テ
イ
ル

場
合
ハ
、
句
読
点
ニ
代
エ
テ
コ
レ
ヲ
付
ス
。「
・
」

ハ
全
テ
朱
筆
。

※	

本
師
如
来
～〈
某印甲
〉
等謹

…【
年
中
写
真
57
】
参
照
。

本※

師
如
来　

円
通
教
主

楞
厳
勝
会

印
　

十
方
三
宝

封

封

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
四
九

疏
読
了
、
楞
厳
頭
、　

啓
唱
了
、
仏
母
誦
之

曰
、」

尒
時
世
尊
、
従
肉
髻
中
、
涌
百
宝
光
。
〻
中

涌
出
、
千
葉
宝
蓮
。
有
化
」
如
来
、
坐
宝
華

中
、
頂
放
十
道
、
百
宝
光
明
。
一
〻
光
明
、

皆
遍
示
現
、
十
」
恒
河
沙
、
金
剛
蜜
迹
。
擎

山
持
杵
、
徧
虚
空
界
。
大
衆
仰
観
、
畏
愛
」

兼
抱
、
求
仏
哀
祐
、
一
心
聴
仏
。
無
見
頂

相
、
放
光
如
来
、
宣
説
神
呪
。」・

（
朱
筆
）南

無
薩
怚

佗
・

（
朱
筆
）蘇

伽
多
耶
。　
楞
厳
頭
、
唱
摩
訶
般
若

波
羅
蜜
。
呪
』
毎
段
、
維
那
、
焼
香
。
呪

了
、
維
那
、
回
向
云
、
〽

（
朱
筆
）円

覚
伽
藍
、
身
心

安
居
、
十
界
」
和
同
。
諷
誦　

大
仏
頂
万
行

首
楞
厳
秘
蜜
神
呪
功
徳
鴻
因
、
回
向
」

真
如
実
際
、
無
上
仏
果
、
無
見
頂
相
、
化
諸

如
来
、
五
〻
円
通
、
一
切
諸
尊※

、」
護
法
竜

天
、
三
界
万
霊
、
大
梵
天
王
、
天
帝
四
王
、

伊
勢
大
神
宮
、
八
幡
□大

」
菩
薩
、
当
道
前
後

気
比
気
多
、
仏
法
大
統
領
白
山
妙
理
大
権

現
、
護
」
伽
藍
神
、
十
八
善
神
、
招
宝
七
郎

大
権
修
利
菩
薩
、
打
給
青
面
使
」
者
、
給
仕

白
衣
天
子
、
護
法
多
門

（
聞
ヵ
）天

、
供
給
迦
羅
天
、

疏
読
了
、
楞
厳
頭
、
啓
唱
了
、
仏
母
誦
之

曰
、」

爾
時
世
尊
、
従
肉
髻
中
、
涌
百
宝
光
。
光
中

涌
出
、
千
葉
宝
」
蓮
。
有
化
如
来
、
坐
宝
華

中
、
頂
放
十
道
、
百
宝
光
明
。
一
一
」
光

明
、
皆
徧
示
現
、
十
恒
河
沙
、
金
剛
密
迹
。

擎
山
持
杵
、
徧
」
虚
空
界
。
大
衆
仰
観
、
畏

愛
兼
抱
、
求
仏
哀
祐
、
一
心
聴
仏
。」
無
見

頂
相
、
放
光
如
来
、
宣
説
神
呪
。」

南
無
薩
怚
他
蘇
伽
多
耶
。」

楞
厳
頭
、
唱
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
。」

呪
毎
段
、
維
那
、
焼
香
。
呪
了
、
維
那
、
回

向
云
、」

円
覚
伽
藍
、
身
心
安
居
、
十
界
和
同
。
諷
誦

大
仏
頂
万
行
』
首
楞
厳
秘
密
神
呪
功
徳
鴻

因
、
回
向
」

真
如
実
際
、
無
上
仏
果
、
無
見
頂
相
、
化
諸

如
来
、
五
五
円
」
通
、
一
切
諸
尊
、　

護
法

龍
天
、
三
界
万
霊
、
大
梵
天
王
、」
天
帝
四

王
、　

伊
勢
大
神
宮
、　

八
幡
大
菩
薩
、」
当

道
前
後
気
比
気
多
、　

仏
法
大
統
領
白
山
妙

理
大
」
権
現
、　

護
伽
藍
神
、
十
八
善
神
、　

疏
読
了
、
楞
厳
頭
、
啓
唱
了
、
仏
母
誦
之

曰
、」

爾
時
世
尊
、
従
肉
髻
中
、
涌
百
宝
光
。
光
中

涌
出
、
千
葉
宝
」
蓮
。
有
化
如
来
、
坐
宝
華

中
、
頂
放
十
道
、
百
宝
光
明
。
一
一
」
光

明
、
皆
遍
示
現
、
十
恒
河
沙
、
金
剛
密
迹
。

擎
山
持
杵
、
徧
」
虚
空
界
。
大
衆
仰
観
、
畏

愛
兼
抱※

ハ
ウ、

求
メ

仏
ノ

哀
祐
、
一
心
聴
仏
。」
無

見
頂
相
、
放
光
如
来
、
宣
説
神
呪
。」

南
無
薩
怚
他
蘇
伽
多
耶
。」

楞
厳
頭
、
唱
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
。」

呪
毎
段
、
維
那
、
焼
香
。
呪
了
、
維
那
、
回

向
云
、」

円
覚
伽
藍
、
身
心
安
居
、
十
界
和
同
。
諷
誦

大
仏
頂
万
行
』
首
楞
厳
秘
密
神
呪
功
徳
鴻

因
、
回
向
」

真
如
実
際
、
無
上
仏
果
、
無
見
頂
相
、
化
諸

如
来
、
五
五
円
」
通
、
一
切
諸
尊
、　

護
法

龍
天
、
三
界
万
霊
、
大
梵
天
王
、」
天
帝
四

王
、　
　

伊
勢
大
神
宮
、　
　

八
幡
大
菩

薩
、」
当
道
前
後
気
比
気
多
、　

仏
法
大
統
領

白
山
妙
理
大
」
権
現
、　

護
伽
藍
神
、
十
八



一
五
〇

合
堂
真
宰
、
一
切
聖
」
造
、
当
山
旧
鎮
守
稲

荷
大
明
神
、
当
山
土
地
気
多
大
菩
薩
、
当
国

当
」
庄
惣
社
別
社
、
六
十
余
州
三
千
余
座
、

　

今
年
歳
分
、
主
執
陰
陽
、
権
」
□衡

造
化
、

　

合
山
清
衆
、
本
命
元
辰
、　

本
寺
檀
那
、

諸
堂
檀
越
、
結
縁
諸
檀
、」〔　
　本

命

曜

　

〕
宿
、

当
年
嘱

（
属
ヵ
）星

、
行
役

（
疫
ヵ
）流

神
、　

南
方
火
徳
星
□君

、

火
部
星
衆
。』〔　
　所

冀

〕、
□皇

□風

永
扇
、
仏
日

増
輝
、
国
土
安
寧
、
法
輪
常
転
、
一
衆
咸

安
、
得
」
□遂

安
居
、　

山
門
繁
昌
、
檀
信
帰

崇
、
諸
檀
施
主
、
福
寿
増
長
、
法
界
衆
」

生
、
同
円
種
智
者
。
十
方
三
世
一
切
諸
仏
丶

丶
。」

自
次
日
、
一
衆
同
音
諷
誦
常
回
向
、
此
叢
林

通
儀
。
此
回
向
、
或
牌
上
書
、
或
」
毎
年
書

之
、
殿
上
貼
在
。
若
住
持
不
出
仕
者
、
上
知

事
、
必
如
主
人
首
」
尾
拝
、
不
可
闕
。
夏

中
、
楞
厳
会
出
仕
、
不
可
懈
怠
。
主
人
、
維

那
、」
常
可
照
管
。」

上※

来
現
前
比
丘
衆　

諷
誦
楞
厳
秘
蜜
呪	

招
宝
七
郎
大
権
修
」
利
菩
薩
、　

打
給
青
面

使
者
、　

給
仕
白
衣
天
子
、」

護
法
多（

聞
ヵ
）

門
天
、
供
給
迦
羅
天
、
合
堂
真
宰
、

一
切
聖
造
、」
当
山
旧
鎮
守
稲
荷
大
明
神
、　

当
山
土
地
気
多
大
菩
」
菩

（
薩
ヵ
）、

当
国
当
保
総
社

別
社
、
六
十
余
州
三
千
余
座
、』
今
年
歳
分
、

主
執
陰
陽
、
権
衡
造
化
、　

合
山
清
衆
、
本

命
」
元
辰
、　

本
寺
檀
那
、
諸
堂
檀
越
、
結

縁
諸
檀
、
本
命
曜
宿
、」
当
年
属
星
、
行
疫

流
神
、　

南
方
火
徳
星
君
、
火
部
星
衆
。」
所

冀
、　

皇
風
永
扇
、
仏
日
増
輝
、
国
土
安
寧
、

法
輪
常
転
、」
一
衆
咸
安
、
得
遂
安
居
、」

山
門
繁
昌
、
檀
信
帰
崇
、
諸
檀
施
主
、
福
寿

増
長
、
法
界
衆
」
生
、
同
円
種
智
者
。
十
方

三
世
云
云
。」

自
次
日
、
一
衆
同
音
諷
誦
常
回
向
、
此
叢
林

通
儀
。
此
回
」
向
、
或
牌
上
書
、
或
毎
年
書

之
、
殿
上
貼
在
。
若
住
持
不
出
」
仕
者
、
上

知
事
、
必
如
主
人
首
尾
拝
、
不
可
闕
。
夏

中
、
楞
厳
』
会
出
仕
、
不
可
懈
怠
。
主
人
、

善
神
、　

招
宝
七
郎
大
権
修
」
利
菩
薩
、　

打

給
青
面
使
者
、　

給
仕
白
衣
天
子
、」

護
法
多（

聞
ヵ
）

門
天
、
供
給
迦
羅
天
、
合
堂
真
宰
、

一
切
聖
造
、」
当
山
旧
鎮
守
稲
荷
大
明
神
、　

当
山
土
地
気
多
大
菩
」
薩
、　

当
国
当
保
総

社
別
社
、
六
十
余
州
三
千
余
座
、』
今
年
歳

分
、
主
執
陰
陽
、
権
衡
造
化
、　

合
山
清
衆
、

本
命
」
元
辰
、　

本
寺
檀
那
、
諸
堂
檀
越
、

結
縁
諸
檀
、
本
命
曜
宿
、」
当
年
属
星
、
行

疫
流
神
、　

南
方
〈
火
〉
徳
星
君
、〈
火
〉
部

星
衆
。」
所
冀
、　

皇
風
永
扇
、
仏
日
増
輝
、

国
土
安
寧
、
法
輪
常
転
、」
一
衆
咸
安
、
得

遂
安
居
、」

山
門
繁
昌
、
檀
信
帰
崇
、
諸
檀
施
主
、
福
寿

増
長
、
法
界
衆
」
生
、
同
円
種
智
者
。
十
方

三
世
〈
云
云
〉。」

自
次
日
、
一
衆
同
音
諷
誦
常
回
向
、
此
叢
林

通
儀
。
此
回
」
向
、
或
牌
上
書
、
或
毎
年
書

之
、
殿
上
貼
在
。
若
住
持
不
出
」
仕
者
、
上

知
事
、
必
如
主
人
首
尾
拝
、
不
可
闕
。
夏

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
五
一

回
向
護
法
衆
竜
天
」
土
地
伽
藍
諸
聖
造

三
塗
八
難
倶
離
苦		

四
恩
三
有
尽
霑
恩
」

国
界
安
寧
兵
革
銷　

風
調
雨
順
民
康
楽

一
衆
薫
修
希
勝
進
」
十※

□地

□頓

□超

無
難
事

山
門
鎮
静
絶
非
虞		
檀
信
帰
崇
増
福
□慧

」

十
方
三
世
一
切
諸
仏		
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
』

	

（
天
冊
二
〇
オ
～
二
一
オ
）

※
尊
…
下
、
文
字
ノ
抹
消
（「
法
」
ヵ
）
ア
リ
。

※	

上
来
…
コ
ノ
行
ノ
上
欄
外
ニ
「
円
」（
別
筆
）
ア

リ
。

※
十
□地

～
福
□慧

…
コ
ノ
一
文
、
行
間
ニ
補
筆
ス
。

十
五
日
。
斎
次
、
都
寺
、
維
那
、
□侍

者
三

人
、
同
詣
首
座
以
下
可
秉
払
」
人
〻
寮
、
都

維
那
、
常
可
照
管
。」

上
来
現
前
比
丘
衆　

諷
誦
楞
厳
秘
密
呪
」

回
向
護
法
衆
龍
天　

土
地
伽
藍
諸
聖
造
」

三
塗
八
難
倶
離
苦※　

四
恩
三
有
尽
霑
恩
」

国
界
安
寧
兵
革
銷　

風
調
雨
順
民
康
楽
」

一
衆
薫
修
希
勝
進　

十
地
頓
超
無
難
事
」

山
門
鎮
静
絶
非
虞		

檀
信
帰
崇
増
福
慧
」

十
方
三
世
一
切
仏		

諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
」

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」	

（
二
八
ウ
～
三
〇
オ
）

※
苦
…
「
若
」
ト
誤
記
シ
タ
モ
ノ
ヲ
修
正
ス
。

十
五
日
。
斎
次
、
都
寺
、
維
那
、
侍
者
三

人
、
同
詣
首
座
以
下
』
可
秉
払
人
人
寮
、
都

中
、
楞
厳
』
会
出
仕
、
不
可
懈
怠
。
主
人
、

維
那
、
常
可
照
管
。」

上
来
現
前
比
丘
衆　

諷
誦
楞
厳
秘
密
呪
」

回
向
護
法
衆
龍
天　

土
地
伽
藍
諸
聖
造※

」

三
塗
八
難
倶
離
苦　

四
恩
三
有
尽
霑
恩
」

国
界
安
寧
兵
革
銷　

風
調
雨
順
民
康
楽
」

一
衆
薫
修
希
勝
進　

十
地
頓
超
無
難
事
」

山
門
鎮
静
絶
非
虞　

檀
信
帰
崇
増
福
恵
」

十
方
三
世
一
切
仏　

諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
」

摩
訶
般
若
波
羅
蜜　
〈
真※

歇（
和
）禾

上
御
製
〉」

	

（
七
二
ウ
～
七
四
オ
）

※	

抱ハ
ウ

、
求

メ
仏

ノ
…
振
仮
名
・
訓
点
ハ
後
筆
ト
思
ワ
レ

ル
。

※
造
…
下
、「
像
」
ア
リ
。

※	

〈
真
歇
禾
上
御
製
〉…『
龍
泰
寺
行
事
次
序
』
に
も
、

「〈
真
歇
和
尚
御
製
〈
云
云
〉〉」
と
あ
る
（『
続
曹

洞
宗
全
書
』
清
規
・
一
〇
七
頁
）。

十
五
日
。
斎
次
、
都
寺
、
維
那
、
侍
者
三

人
、
同
詣
首
座
以
下
』
可
秉
払
人
人
寮
、
都



一
五
二

寺
、
焼
香
、
触
礼
三
拝
。
維
那
、
度
牌
、
侍

者
、
度
払
。
維
那
、
掛
」
牌
於
堂
前
、
度
払

於
聖
僧
侍
者
。
晩
間
、
荘
法
堂
、
如
上
堂
。

打
鼓
」
集
衆
、
問
訊
問
話
、
如
上
堂
。
但
有

主
人
問
訊
。
十
五
日
、
僧
堂
雖
可
□有

」
大
座

煎
点
、
布
薩
依
不
可
略
。
十
六
日
。
主
人
、

就
雲
堂
、
請
知
事
頭
」
首
、
煎
点
。
茶
牓
、

斎
時
三
下
以
後
、
呈
首
座
及
知
事
、
貼
在
堂

前
」
北
頬
柱
牓
板
。
侍
者
所
管
也
。
牓
云
、

　

堂一
※

頭
和
尚
、
今
晨
斎
退
、」

就二

雲
堂
、
煎
点
一
中
、　

特三

為　

首四

座
、
聊

旌
結
制
之
儀
。」

諸五

知
事　

大六

衆
光
伴
」

　
　

今
月　

日			

侍
者
〈
某
甲請

客
侍
者
名
字
也

〉　

承
順
謹

　
　

白
〈
必
七
行
書
也
〉」

	

（
天
冊
二
一
ウ
）

※	

堂一

…
以
下
、
文
字
ノ
右
ニ
記
サ
レ
ル
数
字
ハ
全
テ

朱
筆
。

寺
、
焼
香
、
触
礼
三
拝
。
維
那
、
度
牌
、

侍
」
者
、
度
払
。
維
那
、
掛
牌
於
堂
前
、
度

払
於
聖
僧
侍
者
。
晩
間
、」
荘
法
堂
、
如
上

堂
。
打
鼓
集
衆
、
問
訊
問
話
、
如
上
堂
。
但

有
」
主
人
問
訊
。　

十
五
日
、
僧
堂
雖
可
有

大
座
煎
点
、
布
薩
」
依
不
可
略
。
十
六
日
。

主
人
、
就
雲
堂
、
請
知
事
頭
首
、
煎
点
。」

茶
牓
、
斎
時
三
下
以
後
、
呈
首
座
及
知
事
、

貼
在
堂
前
北
」
頬
柱
牌
板
。
侍
者
所
管
也
。

牓
云
、」

　

堂
頭
和
尚
、
今
晨
斎
退※

、」

　

就
雲
堂
、
煎
点
一
中
、」

　

特
為
』

　

首
座
、
聊
旌
結
制
之
儀
。」

　

諸
知
事
」

　

大
衆
光
伴
」

　

今
月　

日			

侍
者
某
甲
承
順
謹
白※

」

	
（
三
〇
オ
～
三
一
オ
）

※	

退
…
下
、
文
字
ノ
抹
消
（「〈
必
七
行
書
之

寺
、
焼
香
、
触
礼
三
拝
。
維
那
、
度
牌
、

侍
」
者
、
度
払
。
維
那
、
掛
牌
於
堂
前
、
度

払
於
聖
僧
侍
者
。
晩
間
、」
荘
法
堂
、
如
上

堂
。
打
鼓
集
衆
、
問
訊
問
話
、
如
上
堂
。
但

有
」
主
人
問
訊
。　

十
五
日
、
僧
堂
雖
可
有

大
座
煎
点
、
布
薩
」
依
不
可
略
。
十※

六
日
。

主
人
、
就
雲
堂
、
請
知
事
頭
首
、
煎
点
。」

茶
牓
、
斎
時
三
下
以
後
、
呈
首
座
及
知
事
、

貼
在
堂
前
北
」
頬
柱
牌
板
。
侍
者
所
管
也
。

牓
云
、」

　

	

堂
頭
和
尚
、
今
晨
斎
退
〈
必
七
行
書
之

也
〉、」

　

就
雲
堂
、
煎
点
一
中
、」

　

特
為
』

　

首
座
、
聊
旌
結
制
之
儀
。」

　

諸
知
事
」

　

大
衆
光
伴
」

　

	

今
月　

日			

侍
者
〈
某
甲
〉
承
順
謹
白

〈
請
客
侍
者
／
名
字
也
〉」

	

（
七
四
オ
～
七
五
オ
）

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
五
三

〔　
時

至

、
鳴

庫

　
　
　
　

〕
前
鼓
、
衆
集
。
頭
侍
者
、

行
礼
。
〻
者
、
如
知
事
礼
。
無
主
人
』

〔　
問

訊

而

已

　
　
　

〕。
□但

後
門
右
脇
、
在
監
寺
座
。

前
門
右
脇
、
在
都
寺
座
。
先
」
□問

訊
特
為
、

次
問
訊
監
寺
、
次
問
訊
都
寺
、
次
問
訊
書

記
、
巡
堂
一
匝
。」
堂
外
在
暫
到
、
巡
堂
。

不
然
者
、
知
事
頭
首
、
皆
接
堂
裏
、
無
堂
前

礼
。」

（〈
天
冊
二
二
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
61
】

参
照
）」

礼
了
、
特
為
、
進
両
展
三
拝
、
謝
茶
也
。
首

座
出
後
、
又
都
寺
、
監
寺
、」
進
賀
謝
、
両

展
三
拝
出
。
主
人
、
皆
進
歩
、
送
之
還
入
、

又
着
椅
。
相
伴
」
焼
香
、
巡
堂
。
出
盞
槖

後
、
□中

台
焼
香
一
炷
。
鳴
庫
前
鼓
三
下
、〻
』

床
、
普
同
揖
問
訊
、
帰
方
丈
。
□首

座
都
寺
以

下
大
衆
、
皆
上
方
丈
、
賀
謝
」
問
訊
。
主

也
〉」
ヵ
）
ア
リ
。

※	

白
…
下
、
文
字
ノ
抹
消
（「〈
請
客
侍
者
／
名
字

也
〉
ヵ
）
ア
リ
。

時
至
、
鳴
庫
前
鼓
、
衆
集
。
頭
侍
者
、
行

礼
。
礼
者
、
如
知
事
礼
。」
無
主
人
問
訊
而

已
。
但
後
問
右
脇
、
在
監
寺
座
。
前
門
右
」

脇
、
在
都
寺
座
。
先
問
訊
特
為
、
次
問
訊
監

寺
。
次
問
訊
都
」
寺
、
次
問
訊
書
記
、
巡
堂

一
匝
。
堂
外
在
暫
到
、
巡
堂
。
不
然
」
者
、

知
事
頭
首
、
皆
接
堂
裏
、
無
堂
前
礼
。』

（〈
三
一
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
62
】
参

照
）』

礼
了
、
特
為
、
進
両
展
三
拝
、
謝
茶
也
。
首

座
出
後
、
又
都
寺
、」
監
寺
、
進
賀
謝
、
両

展
三
拝
出
。
主
人
、
皆
進
歩
、
送
之
還
入
、」

又
著
椅
。
相
伴
焼
香
、
巡
堂
。
出
盞
槖
後
、

中
台
焼
香
一
炷
。」
鳴
庫
前
鼓
三
下
、
下
牀
、

普
同
揖
問
訊
、
帰
方
丈
。
首
座
都
」
寺
以
下

大
衆
、
皆
上
方
丈
、
賀
謝
問
訊
。
主
人
、
在

法
堂
西
」
間
、
待
大
衆
上
、
問
訊
散
。
四

※	

十
…
線
ヲ
一
本
抹
消
シ
テ
「
十
」
ニ
訂
正
シ
、
右

ニ
「
十
」
ト
傍
記
ス
。

時
至
、
鳴
庫
前
鼓
、
衆
集
。
頭
侍
者
、
行

礼
。
礼
者
、
如
知
事
礼
。」
無
主
人
問
訊
而

已
。
但
後
門
右
脇
、
在
監
寺
座
。
前
門
右
」

脇
、
在
都
寺
座
。
先
問
訊
特
為
、
次
問
訊
監

寺
、
次
問
訊
都
」
寺
、
次
問
訊
書
記
、
巡
堂

一
匝
。
堂
外
在
暫
到
、
巡
堂
。
不
然
」
者
、

知
事
頭
首
、
皆
接
堂
裏
、
無
堂
前
礼
。』

（〈
七
五
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
63
】
参

照
）』

礼
了
、
特
為
、
進
両
展
三
拝
、
謝
茶
也
。
首

座
出
後
、
又
都
寺
、」
監
寺
、
進
賀
謝
、
両

展
三
拝
出
。
主
人
、
皆
進
歩
、
送
之
還
入
、」

又
著
椅
。
相
伴
焼
香
、
巡
堂
。
出
盞
槖
後
、

中
台
焼
香
一
炷
。」
鳴
庫
前
鼓
三
下
、
下
牀
、

普
同
揖
問
訊
、
帰
方
丈
。
首
座
都
」
寺
以
下

大
衆
、
皆
上
方
丈
、
賀
謝
問
訊
。
主
人
、
在

法
堂
西
」
間
、
待
大
衆
上
、
問
訊
散
。
四



一
五
四

人
、
在
法
堂
西
間
、
待
大
衆
上
、
問
訊
散
。

四
節
、
皆
如
此
。
侍
者
、」
必
請
主
人
坐
具

行
礼
。
新
請
名
徳
首
座
時
、
又
就
僧
堂
大
座

煎
」
点
時
、
又
同
此
式
。
所
謂
、
他
山
西
堂

若（
或
ヵ
）

我
掛
牌
、
首
座
重
請
時
、
尽
礼
請
」
之
。

	

（
天
冊
二
一
ウ
～
二
二
ウ
）

〽（
朱
筆
）次

十
七
日
。
都
寺
一
人
、
若
監
寺
一
人
、

又
就
雲
堂
、
煎
点
。
主
人
、
不
行
礼
」
時

者
、
知
事
共
、
略
之
。
牓
者
、
十
四
日
公
界

礼
牓
、
些
子
書
換
。
是
之
七
行
書
也
。」
所

謂
、　

都一
※

寺
比
丘
〈
某
甲
〉、　

今二

晨
斎
退
、

節
、
皆
如
此
。
侍
者
、
必
請
主
人
」
坐
具
行

礼
〈
倚
椅
左
辺
問
訊
、
請
／
云
、
請
和
尚
坐

具
〉。
新
請
名
徳
首
座
時
、
又
」
就
僧
堂
大

座
煎
点
時
、
又
同
此
式
。
所
謂
、
他
山
西
堂

若
」
或
挂
牌
、
首
座
重
請
時
、
尽
礼
請
之
。」

	

（
三
一
オ
～
三
二
オ
）

次
十
七
日
。
都
寺
一
人
、
若
監
寺
一
人
、
又

就
雲
堂
。
煎
点
。』
主
人
、
不
行
礼
時
者
、

知
事
共
、
略
之
。
牓
者
、
十
四
日
公
界
」
礼

牓
、
些
子
書
換
之
。
七
行
書
也
。
所
謂
、」

　

都
寺
比
丘
某
甲
、」

節
、
皆
如
此
。
侍
者
、
必
請
主
人
」
坐
具
行

礼
〈
倚
椅
左
辺
問
訊
、
請
／
云
、
請
和
尚
坐

具
〉。
新
請
名
徳
首
座
時
、
又
」
就
僧
堂
大

座
煎
点
時
、
又
同
此
式
。
所
謂
、
他
山
西
堂

若
」
或
挂
牌
、
首
座
重
請
時
、
尽
礼
請
之
。」

	

（
七
五
オ
～
七
六
オ
）

次
十
七
日
。
都
寺
一
人
、
若
監
寺
一
人
、
又

就
雲
堂
、
煎
点
。』
主
人
、
不
行
礼
時
者
、

知
事
共
、
略
之
。
牓
者
、
十
四
日
公
界
」
礼

牓
、
些
子
書
換
之
。
七
行
書
也
。
所
謂
、」

　

都
寺
比
丘
某
甲
、」

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
五
五

就
雲
堂
、
煎
点
一
中
、」

特三

為　

首四

座
禅
師
、
聊
旌
結
制
陳
賀
之
儀
。

　

大五

衆　

光六

伴
」

　
　

今七

月
日　

都
寺
比
丘
〈
某
甲
〉　

謹
白
」

〔　
監

寺
　

〕
榜
、
同
之
。
但
斎
時
打
呈
。
木
魚

以
前
入
堂
、
焼
香
聖
僧
、
礼
三
拝
、」

〔　
巡

堂

一

匝

、
即

　
　
　
　
　

〕
貼
牓
。
行
礼
、
一
如
前

日
。
但
不
打
放
参
鐘
。
打
庫
前
雲
』

〔　
鼓

三

下

而

已

　
　
　
　

〕。

	

（
天
冊
二
二
ウ
～
二
三
オ
）

※	

都一

…
以
下
、
文
字
ノ
右
ニ
記
サ
レ
ル
数
字
ハ
全
テ

朱
筆
。

　

〽
（
朱
筆
）次

十
八
日
。
首
座
行
礼
。
特
為
書
記
。

此
者
用
状
。
紙
八
寸
、」〔　

文

字
　

〕
不
過
五

分
。
状
式
礼
数
、
一
如
知
事
。
但
報
書
記
呪

願
。
在
知
事
対
」
床
南
頬
板
頭
、
喫
食
。
状

貼
下
間
牓
板
上
。
状
必
九
行
書
也
。」

　

今
晨
斎
退
、
就
雲
堂
、
煎
点
一
中
、」

　

特
為
」

　

首
座
禅
師
、
聊
旌
結
制
陳
賀
之
儀
。」

　

大
衆
」

　

光
伴
」

　

今
月　

日　

都
寺
比
丘
某
甲
謹
白
」

監
寺
牓
、
同
之
。
但
斎
時
打
呈
。
木
魚
以
前

入
堂
、
焼
香
聖
』
僧
、
礼
三
拝
、
巡
堂
一

匝
、
即
貼
牓
。
行
礼
、
一
如
前
日
。
伹
不
」

打
放
参
鐘
。
打
庫
前
雲
鼓
三
下
而
已
。」

	

（
三
二
オ
～
三
三
オ
）

次
十
八
日
。
首
座
行
礼
。
特
為
書
記
。
此
者

用
状
。
紙
八
寸
、」
文
字
不
過
五
分
。
状
式

礼
数
、
一
如
知
事
。
伹
報
書
記
呪
」
願
。
在

知
事
対
床
南
頬
板
頭
、
喫
食
。
状
貼
下
間
榜

板
上
。」
状
必
九
行
書
也
。」

　

今
晨
斎
退
、
就
雲
堂
、
煎
点
一
中
、」

　

特
為
」

　

首
座
禅
師
、
聊
旌
結
制
陳
賀
之
儀
。」

　

大
衆
」

　

光
伴
」

　

今
月
日　

都
寺
比
丘
某
甲
謹
白
」

　

	

監
寺
牓
、
同
之
。
但
斎
時
打
呈
。
木
魚
以

前
入
堂
、
焼
香
』

聖
僧
、
礼
三
拝
、
巡
堂
一
匝
、
即
貼
牓
。
行

礼
、
一
如
前
日
。
但
」
不
打
放
参
鐘
。
打
庫

前
雲
鼓
三
下
而
已
。」	

（
七
六
オ
～
七
七
オ
）

次
十
八
日
。
首
座
行
礼
。
特
為
書
記
。
此
者

用
状
。
紙
八
寸
、」
文
字
不
過
五
分
。
状
式

礼
数
、
一
如
知
事
。
但
報
書
記
呪
」
願
。
在

知
事
対
座
南
頬
板
頭
、
喫
食
。
状
貼
下
間
榜

板
上
。」
状
必
九
行
書
也
。」



一
五
六

□一

首
座
比
丘
〈
某
甲
〉、　

今二
※

晨
斎
退
、
就　

雲三

堂
、
煎
点
一
中
、	　

	

特四

為
」

書五

記
禅
師
、		
聊
旌　

結六

制
同
居
陳
賀
之
儀
、		

伏七

請　

諸
知
事
」

大八

衆
光
伴　

今九
※

月
日　

首
座
比
丘
〈
某
甲
〉

状
謹
白
」

　

	〈
穀
漏
紙
、
同
貼
在
状
端
。
必
書
赤
紙
。

押
状
上
也
〉」

状※	

請　

書
記
禅
師　

首
座
比
丘
〈
某
甲
〉		

謹
封
」

書
記
、
蔵
主
、
次
第
追
日
、
行
礼
。
書
記
、

特
為
蔵
主
、
又
特
為
首
座
。
若
有
前
」
後
堂

両
首
座
、
前
堂
特
為
後
堂
、
皆
用
状
。
維

那
、
知
客
等
、
行
礼
。
在
後
架
、」
照
堂
、

行
礼
。
夏
中
日
〻
、
寮
主
、
在
衆
寮
、
行

礼
。
芙
蓉
者
、
置
通
衆
随
意
」
喫
□茶

。
□永

平

寺※

依
此
儀
、
把
針
所
寮
主
、
毎
日
煎
湯
、
通

衆
、
随
意
喫
湯
。」
当
山
、
又
随
此
式
。
但

毎
日
、
衆
寮
□喫

湯
次
、
一
日
、
読
亀
鏡
文
、

十
一
日
、
読
寮
』
中
清
規
、
廿
一
日
、
読
参

　

首
座
比
丘
某
甲
、」

　

今
晨
斎
退
、」

　

就
雲
堂
、
煎
点
一
中
、」

　

特
為
』

　

書
記
禅
師
、
聊
旌
」

　

結
制
同
居
陳
賀
之
儀
、」

　

伏
請
」

　

諸
知
事
大
衆
光
伴
」

　

今
月
日　

首
座
比
丘
〈
某
甲
〉
状
謹
白
」

穀
漏
子
、
同
貼
在
状
端
。
必
書
赤
紙
。
押
状

上
也
。」

状※

請　

書
記
禅
師　
　

首
座
比
丘
某
甲
謹

封
」

書
記
、
蔵
主
、
次
第
追
日
、
行
礼
。
書
記
、

特
為
蔵
主
、
又
特
為
」
首
座
。
若
有
前
後
堂

両
首
座
、
前
堂
特
為
後
堂
、
皆
用
状
。」
維

那
、
知
客
等
、
行
礼
。
在
後
架
、
照
堂
、
行

礼
。
夏
中
日
日
、
寮
』
主
、
衆
寮
行
礼
。
芙

蓉
者
、
置
通
衆
随
意
喫
茶
。
永
平
寺
依
」
此

儀
、
把
針
処
寮
主
、
毎
日
煎
湯
、
通
衆
、
随

　

首
座
比
丘
某
甲
、」

　

今
晨
斎
退
、」

　

就
雲
堂
、
煎
点
一
中
、」

　

特
為
』

書
記
禅
師
、
聊
旌
」

　

結
制
同
居
陳
賀
之
儀
、」

　

伏
請
」

　

諸
知
事
大
衆
光
伴
」

　

今
月　

日　

首
座
比
丘
某
甲
状
謹
白
」

穀
漏
子
、
同
貼
在
状
端
。
必
書
赤
紙
。
押
状

上
也
。」

状※

請　

書
記
禅
師　
〈
赤
紙
〉　

首
座
比
丘
某

甲
謹
封
」

書
記
、
蔵
主
、
次
第
追
日
、
行
礼
。
書
記
、

特
為
蔵
主
、
又
特
為
」
首
座
。
若
有
前
後
堂

両
首
座
、
前
堂
特
為
後
堂
、
皆
用
状
。」
維

那
、
知
客
等
、
行
礼
。
在
後
架
、
照
堂
、
行

礼
。
夏
中
日
日
、
寮
』
主
、
衆
寮
行
礼
。
芙

蓉
者
、
置
通
衆
随
意
喫
茶
。
永
平
寺
依
」
此

儀
、
把
針
処
寮
主
、
毎
日
煎
湯
。
通
衆
、
随

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
五
七

大
己
。
□毎

月
如
此
。
若
夏
中
許
不
好

（
妨
ヵ
）。

廿

日
。
打
鈑
、」
普
請
坐
禅
。」

	

（
天
冊
二
三
オ
～
ウ
）

※	

今二

…
以
下
、
文
字
ノ
右
ニ
記
サ
レ
ル
数
字
ハ
全
テ

朱
筆
。

※
今九

…
「
年
」
ノ
上
ニ
記
シ
テ
訂
正
ス
。

※
状
請
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
66
】
参
照
。

※
寺
…
「
亻
」
ノ
上
ニ
記
シ
テ
訂
正
ス
。

五
月
五
日
。
称
端
午
。
上
堂
、
庫
下
若
在
点

心
、
或
粽
等
。」

六
月
一
日
。
称
半
夏
節
。
若
上
堂
次
、
報
放

下
坐
禅
由
。
即
随
意
坐
禅
」
也
。
不
打
鈑
而

已
。
楞
厳
会
図
、
出
之
、
遅
参
衆
、
著
本
臘

次
。
若
半
夏
以
後
」
遅
参
衆
、
又
著
新
戒

位
、
自
解
夏
着
本
臘
次
。
半
夏
、
或
法
堂
、

意
喫
湯
、
当
山
、」
又
随
此
式
。
伹
毎
日
、

衆
寮
喫
湯
次
、
一
日
、
読
亀
鏡
文
、
十
」
一

日
、
読
寮
中
清
規
、
廿
一
日
、
読
参
大
己
。

毎
月
如
此
。
若
」
夏
中
許
不
妨
。
廿
日
。
打

鈑
、
普
請
坐
禅
。」	

（
三
三
オ
～
三
四
オ
）

※
状
請
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
67
】
参
照
。

五
月
五
日
。
称
端
午
。
上
堂
、
庫
下
若
在
点

心
、
或
粽
等
。」

六
月
一
日
。
称
半
夏
節
。
若
上
堂
次
、
報
放

下
坐
禅
由
。
即
」
随
意
坐
禅
也
。
不
打
鈑
而

已
。
楞
厳
会
図
、
出
之
。
遅
参
衆
、」
著
本

臘
次
。
若
半
夏
以
後
遅
参
衆
、
又
著
新
戒

位
、
自
解
」
夏
著
本
臘
次
。
半
夏
、
或
法

意
喫
湯
。
当
山
、」
又
随
此
式
。
但
毎
日
、

衆
寮
喫
湯
次
、
一
日
、
読
亀
鏡
文
、
十
」
一

日
、
読
寮
中
清
規
、
廿
一
日
、
読
参
大
己
。

毎
月
如
此
。
若
」
夏
中
許
不
妨
。
廿
日
。
打

鈑
、
普
請
坐
禅
。」	

（
七
七
オ
～
七
八
オ
）

※
状
請
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
68
】
参
照
。

五
月
五
日
。
称
端
午
。
上
堂
、
庫
下
若
在
点

心
、
或
粽
等
。」

六
月
一
日
。
称
半
夏
節
。
若
上
堂
次
、
報
放

下
坐
禅
由
。
即
」
随
意
坐
禅
也
。
不
打
鈑
而

已
。
楞
厳
会
図
、
出
之
。
遅
参
衆
、」
著
本

臘
次
。
若
半
夏
以
後
遅
参
衆
、
又
著
新
戒

位
、
自
解
」
夏
著
本
臘
次
。
半
夏
、
或
法



一
五
八

若
方
丈
」
斉

（
斎
ヵ
）、

立
中
座
、
接
名
徳
等
、
之
曰

中
筵
斎
。
或
施
主
、
接
之
。
六
月
中
、
僧

堂
」
□曬

薦
普
請
。
白
槌
巡
堂
、
打
鼓
等
、
如

仏
生
会
普
請
。　

衆
寮
薦
曬
同
。〔　

自

六

月

　
　

〕

一
日
、
或
淋
汗
、
隔
日
沐
浴
也
。
或
六
日
沐

浴
、
中
一
度
沐
浴
。
又
宜
」〔　

除

施

主

　
　

〕
臨

時
沐
浴
也
。
又
自
六
月
一
日
、
堂
中
斎
時
、

打
扇
。〻
〻
法
者
、」〔　

自

六

月

一

日

　
　
　
　

〕、
聖
僧

脇
、
左
柱
掛
住
扇
牌
。
遍
槌
後
、
打
扇
。
行

者
二
人
、
或
』〔　

四

人

、
同

持

扇

　
　
　
　
　

〕
入
堂
、

聖
僧
前
問
訊
、
上
下
間
相
別
打
扇
。
折
水
桶

出
後
、」〔　

頭

行

者

　
　

〕、
持
扇
柄
、
打
住
扇
一

下
。
諸
行
、
聞
之
、
皆
住
扇
。
如
前
当
面
問

訊
、
出
」〔　

堂　

〕。	

（
天
冊
二
三
ウ
～
二
四
オ
）

堂
、
若
方
丈
斎
、
立
中
座
、
接
名
』
徳
等
、

之
曰
中
筵
斎
。
或
施
主
、
接
之
。　

六
月
中
、

僧
堂
曬
」
薦
普
請
。
白
槌
巡
堂
、
打
鼓
等
、

如
仏
生
会
普
請
。
衆
寮
薦
」
曬
同
。
自
六
月

一
日
、
或
淋
汗
、
隔
日
沐
浴
也
。
或
六
日

沐
」
浴
、
中
一
度
沐
浴
。
又
宜
除
施
主
臨
時

沐
浴
也
。
又
自
六
」
月
一
日
、
堂
中
斎
時
、

打
扇
。
打
扇
法
者
、
自
六
月
一
日
、
聖
」
僧

脇
、
左
柱
掛
住
扇
牌
。
遍
槌
後
、
打
扇
。
行

者
二
人
、
或
四
」
人
、
同
持
扇
入
堂
、
聖
僧

前
問
訊
、
上
下
間
相
別
打
扇
。
折
」
水
桶
出

後
、
頭
行
者
、
持
扇
柄
、
打
住
扇
一
下
。
諸

行
、
聞
之
、」
皆
住
扇
。
如
前
当（

面
脱
ヵ
）

問
訊
、
出

堂
。」	

（
三
四
オ
～
ウ
）

堂
、
若
方
丈
斎
、
立
中
座
、
接
名
』
徳
等
、

之
曰
中
筵
斎
。
或
施
主
、
接
之
。　

六
月
中
、

僧
堂
曬
」
薦
普
請
。
白
槌
巡
堂
、
打
鼓
等
、

如
仏
生
会
普
請
。
衆
寮
薦
」
曬
同
。
自
六
月

一
日
、
或
淋
汗
、
隔
日
沐
浴
也
。
或
六
日

沐
」
浴
、
中
一
度
沐
浴
。
又
宜
除
施
主
臨
時

沐
浴
也
。
又
自
六
」
月
一
日
、
堂
中
斎
時
、

打
扇
。
打
扇
法
者
、
自
六
月
一
日
、
聖
」
僧

脇
、
左※

柱
掛
住
扇
牌
。
遍
槌
後
、
打
扇
。
行

者
二
人
、
或
四
」
人
、
同
持
扇
入
堂
、
聖
僧

前
問
訊
、
上
下
間
相
別
打
扇
。
折
」
水
桶
出

後
、
頭
行
者
、
持
扇
柄
、
打
住
扇
一
下
。
諸

行
、
聞
之
、」
皆
住
扇
。
如
前
当
面
問
訊
、

出
堂
。」	

（
七
八
オ
～
ウ
）

※	

左
…
「
在
」
ノ
左
ニ
「
ヒ
（
抹
消
符
）」
ヲ
付
シ
、

上
欄
外
ニ
「
左
」
ト
記
シ
テ
訂
正
ス
。

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
五
九

七
月
一
日
。
季
初
。
僧
堂
巡
堂
次
、
主
人
与

大
衆
、
触
礼
。」

自
七
月
一
日
、
施
餓
鬼
。
結
縁
看
経
牌
、
便

宜
所
出
之
。
牓
云
、」

法
王
解
制
之
辰
、　

衆
僧
自
恣
之
日
。
行
道

周
円
、
功
徳
成
就
。
当
于
此
時
、」
釈
尊
、

説
法
於
忉
利
、
報
大
術
之
恩
、
目
連
、
設
食

於
盆
器
、
救
悲
母
之
」
苦
。
鳴
呼
目
連
尊

者
、
得
神
力
、
見
母
儀
生
処
、
遂
救
済
之
。

我
等
、
道
眼
」
瞎
却
、
不
能
見
今
生
恩
所
生※

処
、
不
知
受
何
苦
在
何
悪
趣
。　

・
（
朱
筆
）仏

言
、

世
人
、
為
子
」
造
多
罪
、
堕
在
三
途
、
長
受

苦
。
然
則
、
彼
之
受
苦
者
、
我
等
所
致
也
。

若
不
」
抜
済
者
、
永
劫
沈
淪
、
有
何
極

〈
矣
〉。
故
各
住
悲
愍
懇
哀※

之
心
、
誦
念
大

乗
」
経
並
秘
蜜
神
呪
、
諸
尊
宝
□号

等
、
回
向

七
月
一
日
。
季
初
。
僧
堂
巡
堂
次
、
主
人
与

大
衆
、
触
礼
。』

自
七
月
一
日
、
施
餓
鬼
。
結
縁
看
経
牓
、
便

宜
所
出
之
。」

牓
云
、」

法
王
解
制
之
辰
、
衆
僧
自
恣
之
日
。
行
道
周

円
、
功
徳
成
」
就
。
当
于
此
時
、
釈
尊
、
説

法
於
忉
利
、
報
大
術
之
恩
、
目
連
、」
設
食

於
盆
器
、
救
悲
母
之
苦
。
鳴
呼
目
連
尊
者
、

得
神
力
、」
見
母
儀
生
処
、
遂
救
済
之
。
我

等
、
道
眼
瞎
却
、
不
能
見
今
」
生
恩
処
、
不

知
受
何
苦
在
何
悪
趣
。
仏
言
、
世
人
、
為
子

造
」
多
罪
、
堕
在
三
途
、
長
受
苦
。
然
則
、

彼
之
受
苦
者
、
我
等
所
」
致
也
。
若
不
抜
済

者
、
永
劫
沈
淪
、
有
何
極
〈
矣
〉。
故
各
住

悲
」
愍
懇
哀
之
心
、
誦
念
大
乗
経
並
秘
密
神

七
月
一
日
。
季
初
。
僧
堂
巡
堂
次
、
主
人
与

大
衆
、
触
礼
。』

自
七
月
一
日
、
施
餓
鬼
。
結
縁
看
経
牓
、
便

宜
所
出
之
。」

牓
云
、」

法
王
解
制
之
辰
、
衆
僧
自
恣
之
日
。
行
道
周

円
、
功
徳
成
」
就
。
当
于
此
時
、
釈
尊
、
説

法
於
忉
利
、
報
大
術
之
恩
、
目
連
、」
設
食

於
盆
器
、
救
悲
母
之
苦
。
鳴
呼
目
連
尊
者
、

得
神
力
、」
見
母
儀
生
処
、
遂
救
済
之
。
我

等
、
道
眼
瞎
却
、
不
能
見
今
」
生
恩
処
、
不

知
受
何
苦
在
何
悪
趣
。
仏
言
、
世
人
、
為
子

造
」
多
罪
、
堕
在
三
途
、
長
受
苦
。
然
則
、

彼
之
受
苦
者
、
我
等
所
」
致
也
。
若
不
抜
済

者
、
永
劫
沈
淪
、
有
何
極
矣
。
故
各
住
悲
」

愍
懇（

哀
ヵ
）

志
之
心
、
誦
念
大
乗
経
並
秘
密
神
呪
、



一
六
〇

十
界
聖
凡
之
衆
、
円
満
報
地
、』
停
息
苦
患
。

品
目
、
在
于
後
。　

妙一
※

法
蓮
華
経　

梵二

網
菩

薩
戒
経
」

盂三

蘭
盆
経		

仏四

遺
教
経　
　

某五

甲
経
」

　
　

	

元
亨
四
年
七
月　

日		

堂
司
比
丘	

〈
某

甲
〉	

敬
〈
勧
／
化
〉

	

（
天
冊
二
四
オ
～
ウ
）

※	

生
処
…
「
所
不
」
ノ
間
ニ
「
丶
丶
」
ヲ
付
シ
、
右

ニ
記
シ
テ
補
ウ
。

※	

哀
…
「
懇
之
」
ノ
間
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
右
ニ
記

シ
テ
補
ウ
。

※	

妙一

…
以
下
、
文
字
ノ
右
ニ
記
サ
レ
ル
数
字
ハ
全
テ

朱
筆
。

呪
、
諸
尊
宝
号
』
等
、
回
向
十
界
聖
凡
之

衆
、
円
満
報
地
、
停
息
苦
患
。
品
目
、」
在

于
後
。」

大
乗
妙
法
蓮
華
経
」

梵
網
菩
薩
戒
経
」

盂
蘭
盆
経
」

仏
遺
教
経
」

某
甲
経
」

　

	

元
亨
四
年
七
月
日
、
堂
司
比
丘
某
甲
敬
勧

化
」	

（
三
四
ウ
～
三
五
ウ
）

諸
尊
宝
号
等
、』
回
向
十
界
聖
凡
之
衆
、
円

満
報
地
、
停
息
苦
患※

。
品
目
、」
在
于
後
。」

大
乗
妙
法
蓮
華
経
」

梵
網
菩
薩
戒
経
」

盂
蘭
盆
経
」

仏
遺
教
経
」

某
甲
経
」

　

	

元
亨
四
年
七
月　

日
、
堂
司
比
丘
〈
某

甲
〉
敬
勧
化
」	

（
七
八
ウ
～
七
九
ウ
）

※	

患
…
下
、
一
文
字
分
ノ
文
字
ヲ
抹
消
シ
タ
タ
メ
ノ

空
白
ア
リ
。

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本



一
六
一



一
六
二

能
州
洞
谷
山
永
光
禅
寺
行
事
次
序
」

�

開
闢　

瑩
山　

紹
瑾　

記
」

正
月
一
日
。
粥
時
、
必
五
味
粥
。
歎
仏
如

常
。
粥
時
、
点
茶
。」
侍
者
所
管
也
。
四
所

問
訊
、
如
常
。
次
首
座
、
往
衆
寮
、
与
大

衆
」
触
礼
三
拝
。
是
礼
始
也
。（

マ
マ
）侍

者
小
師

礼
、
次
有
志
学
者
礼
、
次
」
室
中
小
師
礼
、

次
沙
弥
童
行
礼
。
次
恒
例
上
堂
。
侍
者
問

訊
、」
在
之
〈
四
節
三
節
、
不
可
忘
也
〉。」

上
堂
罷
、
階
下
横
拝
席
、
先
与
知
事
人
事
、

両
展
三
拝
也
。」
次
与
頭
首
大
衆
人
事
、
如

前
。
次
侍
者
人
事
、
大
展
三
拝
也
。」
無
答

拝
。
次
沙
弥
童
行
等
礼
三
拝
。』�

（
一
オ
）

※�

以
上
、『
瑩
山
禅
師
研
究
』
六
九
〇
頁
ニ
依
ル
。

以
下
、『
瑩
山
禅
師
清
規
』
ニ
掲
載
サ
レ
ル
、
⑨

ト
ノ
校
異
ヲ
引
用
ス
ル
。
本
稿
【
凡
例
】
参
照
。

上
ハ
⑨
ノ
本
文
、
下
ハ
⑤
ノ
本
文
ヲ
示
ス
。
⑨
ノ

本
文
ノ
該
当
箇
所
ト
、
校
異
ヲ
記
シ
タ
行
ハ
、
原

加
州
椙
樹
林
大
乘
護
国
禅
寺
行
事
次
序
」

　
　
　

第
二
世　

瑩
山　

紹
瑾　
　

編
」

　
　

稔
中
行
事
」

正
月
一
日
。
粥

ノ
時
、
必

ス
五
味
粥

ア
リ

。
歎

偈
如
レ
例
。
粥

ノ
時
、
点
茶

ア
リ

。
侍
」
者
所

管
也
。
而
四
所

ノ
問
訊
、
如
レ
常
。
次

ニ
首

座
、
往

テ二
衆
寮

ニ一
、
与
二
大
」
衆
一
触
礼
三
拝
。

是
レ

礼
ノ

始
也
。
次

ニ
侍
者
小
師

ノ
礼
、
次

ニ
有

志
学
」
者

ノ
礼
、
次

ニ
室
中
小
師

ノ
礼
、
次

ニ

沙
弥
童
行

ノ
礼
。
次

ニ
恒
例

ノ
上
堂
。」
訖

テ
歎

仏
如
レ
常
〈
上
堂

ノ
時

キ
、
侍
者

ノ
問
訊
祝
話
、

在
之
。
四
節
／
三
節
、
不
可
忘
也
〉。」

上
堂
罷

テ
、
階
下

ニ
横

ヘ
テ

二

拝
席

ヲ一
、
先

ツ
与
二

知
事
一
人
事

シ
テ

、
両
展
三
拝

ス
也
。』
次

ニ
与
二

頭
首
大
衆
一
人
事
、
如
レ
前
。
次

ニ
侍
者

ノ
人

事
、
大
展
三
拝
」
也
。
無
二
答
拝
一
。
次

ニ
沙

弥
童
行
等

ノ
礼

ハ
三
拝
也
。」

次
ニ

首
座
、
率

テ二
大
衆（

一
脱
ヵ
）

ヲ
、
庫
前

ニ
シ
テ

与
二
諸

知
事
一
触
礼
三
拝
。
次

ニ
首
座
、」
在

テ二
堂
前

ニ一

立
二
主
位

ニ一
。
書
記
以
下
大
衆
、
礼

ス
ル
コ
ト

二

首

瑩
山
和
尚
清
規
巻
之
下
」

年
中
行
事
第
三
」

正
月
一
日
。
粥
時
、
必

ス
五
味
粥

ナ
リ

。
歎
偈

如
シレ

常
ノ

。
粥

ノ
時
、
点
茶

ア
リ

。
侍
者

ノ
所
」

管
ナ
リ

也
。
四
所

ノ
問
訊
、
如

シレ
常

ノ
。
次

ニ
首

座
、
往

テ二
衆
寮

ニ一
、
与
二
大
衆
一
触
礼
三
拝
。」

是
レ

礼
ノ

始
ナ
リ

也
。
次

ニ
侍
者
小
師

ノ
礼
、
次

ニ

有
志
学
者

ノ
礼
、
次

ニ
室
中
小
師

ノ
」
礼
、
次

ニ
沙
弥
童
行

ノ
礼
。
次

ニ
恒
例

ノ
上
堂
。
侍
者

ノ

問
訊
有

リレ
之
。
四
節
三
」
節
、
不
レ
可
レ
忘

ル

也
。　

上
堂
罷
、
階
下

ニ
横

ヘ二
拝
席

ヲ一
、
先

ツ
与

二
知
事
一
人
事

シ
テ

、
両
」
展
三
拝
也
。
次

ニ
与

二
頭
首
大
衆
一
人
事
、
如

シレ
前

ノ
。
次
侍
者

ノ
人

事
、
大
展
」
三
拝
也
。
無
二
答
拝
一
。
次

ニ
沙

弥
童
行
等

ノ
礼
三
拝

ナ
リ

也
。
次

ニ
首
座
、
率

テ二

大
」
衆

ヲ一
、
庫
前

ニ
与
二
諸
知
事
一
触
礼
三
拝
。

次
ニ

首
座
、
在

テ二
堂
前

ニ一
立
二
主
位
一
。
書
』
記

以
下
大
衆
、
礼

ス
ル
コ
ト

二

首
座

ヲ一
三
拝
。
首
座
、

引
テ二

大
衆

ヲ一
、
巡
堂
立
定

ス
。
侍
者
、」
加

テ二
大

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本
（
文
亀
元
年
書
写
）

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
五
年
開
版
）

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
九
年
開
版
）



一
六
三

則
ト
シ
テ
同
行
デ
ア
ル
。
必
要
ニ
応
ジ
テ
位
置
ノ

誤
リ
等
ヲ
補
正
シ
タ
。

即
巡
堂
一
匝
…
「
巡
堂
一
匝
」
ニ
作
ル
。

私
師
匠
…
「
師
匠
」
ニ
作
ル
。

某
甲
礼
覲
…
「
某
甲
礼
勤
」
ニ
作
ル
。

寮
主
他
行
時
者
…
「
寮
主
他
行
」
ニ
作
ル
。

又
貼
牓
還
…
「
貼
牓
還
」
ニ
作
ル
。

座
ヲ一

三
拝
。
首
座
、」
引

テ二
大
衆

ヲ一
、
巡
堂
立

定
ス

。
侍
者

ハ
加

テ二
大
衆

ニ一
、
後
門

ニ
立
定

ス
。

知
事
一
」
般
、
作

シ
テ

レ

列
ヲ

、
入
堂
焼
香
、
大

展
三
拝

シ
テ

、
於

テ二
首
座

ノ
前

ニ一
、
触
礼
三
拝
。」

廻
礼
也
。
即
巡
堂
一
匝

シ
テ

、
廻
二
礼

ノ
大
衆

ヲ一

意
ロ
ナ
リ

也
。
次

ニ
主
人
、
入
堂
」
焼
香
、
大

展
三
拝
、
巡
堂
一
匝

シ
テ

、
為

ニ二
大
衆

ノ一
廻
礼

シ

テ

報
フ
ル

二

降
下

ニ一

也
。」
侍
者

ハ

後
門

ヨ
リ

出
、

而
到

テ二
堂
前

ニ一
排
立
。
主
人
、
於

テ二
椅

ノ
前

ニ一
、

為
二
首
座
』
大
衆
諸
知
事

ノ一
触
礼
三
拝

シ
テ

、

廻
礼

ス
ル

也
。
主
人
出
時

キ
、
首
座
一
」
人
、

送
テ二

主
人
一
、
出
二
門
限

ヲ一
問
訊
惶
恐

ス
。
降
下

ノ
廻
礼
也
。
次

ニ
首
座
、」
帰
レ
位

ニ
、
与
二
大

衆
一
大
展
三
拝

ス
。
今
朝
、
首
座
、
下

テ二
衆
寮

ニ一

礼
（
二
ヵ
）

ス
ル

一

大
衆（

一
脱
ヵ
）。」
廻
礼
也
。
公
界

ノ
礼
数
、

如
レ
此
。
是

レ
礼

ノ
終
也
。
次

ニ
各
人
事

ス
。
諸

寮
ノ

」
廊
下
、
随

テ二
便
宜

ノ
処

ニ一
、
法
属
法
眷
、

私
ノ

師
匠
、
乃
至
郷
人
、
有

ラ
ハ

レ

志
」
随
レ
意

人
事
、
到
二
諸
寮

ニ一
。
寮
主
他
行

ノ
時

ハ
者
、

貼
シ
テ

二

小
牓
頭

ヲ一
帰

ヘ
シ

。
牓

ニ
」
云

ク
、
某
甲

人
事

ス
。
或
云

ク
、
某
甲
礼
勤
。
或

ハ
云
、
某

甲
拝
上
。
或
云
、」
某
甲
拝
礼

ト
。
寮
主
、

衆
ニ一

、
後
門

ニ
立
定

ス
。
知
事
一
般
、
作

シ
テ

レ

列

ヲ
、
入
堂
焼
香
、
大
展
三
拝
。」
於
二
首
座

ノ

前
ニ一

、
触
礼
三
拝
。
廻
礼
也
。
即

チ
巡
堂
一

匝
ス

。
廻
二
礼

ス
ル

大
衆

ヲ一
意

ナ
リ

」
也
。
次

ニ
主

人
、
入
堂
焼
香

シ
テ

、
大
展
三
拝
、
巡
堂
一

匝
、
為

ニ二
大
衆
一
廻
礼
」
報
降
下

ナ
リ

也
。
侍

者
、
後
門

ヨ
リ

出
テ
ヽ

、
而
到

テ二
堂
前

ニ一
排
立

ス
。

主
人
、
於

テ二
椅

ノ
前

ニ一
、
為
二
」
首
座
大
衆
諸

知
事

ノ一
触
礼
三
拝

シ
テ

、
廻
礼

ナ
リ

也
。
主
人
出

ル
時

キ
、
首
座
一
」
人
、
送

テ二
主
人

ヲ一
、
出

テ
ヽ

二

門
限

ヲ一
問
訊
惶
恐

ス
。
降
下

ノ
廻
礼

ナ
リ

也
。
次

ニ
首
座
、
帰

テレ
位

ニ
、」
与
二
大
衆
一
大
展
三
拝

ス
。
今
朝
、
首
座
、
下

テ二
衆
寮

ニ一
礼

ス二
大
衆

ヲ一
。

廻
礼

ナ
リ

也
。
公
」
界

ノ
礼
数
、
如

シレ
此

ノ
。
是

レ
礼

ノ
終

リ
也
。
次

ニ
各
人
事

ス
。
諸
寮
廊
下
、

随
テ二

便
宜

ノ
処

ニ一
、」
法
属
法
眷
、
私

ノ
師
匠
、

乃
至
郷
人
有
志
、
随
意

ニ
人
事

シ
テ

、
到

ル二
諸

寮
ニ一

。
寮
』
主
他
行

ノ
時

キ
ハ

者
、
貼ヲ

シ
テ

二

小
牓

頭
ヲ一

帰
ヘ
シ

。
牓

ニ
云
、
某
甲
人
事
。
或

ハ
云

ク
、

某
甲
礼
」
覲
。
或

ハ
云
、
某
甲
拝
上
。
或

ハ

云
ク

、
某
甲
拝
礼
。
寮
主
、
見

テ二
此

ノ
牓
頭

ヲ一
、

各
各
」
廻
礼

ス
。
寮
主
他
行

ノ
時

ハ
者
、
又
貼



一
六
四

見
テ二

此
ノ

牓
頭

ヲ一
、
各
各

ニ
廻
礼

ナ
リ

。
寮
主
他

行
セ
ハ

、
又
」
貼

シ
テ

レ

牓
還

ヘ
シ

。
牓

ニ
云
、
某

甲
廻
礼
。
或

ハ
云
、
某
甲
還
礼
。
或

ハ
云

ク
、

某
甲
』
拝
還

ト
。」�

（
下
冊
一
オ
～
二
ウ
）

次
ニ

就
テ二

大
殿

ニ一
、
祝
聖
修
正

ノ
両
牌
、
左
右

ノ

柱
ニ

掛
在

ス
。
大
牓

ヲ
ハ

貼
二
在

ス
」
正
面
一
。
荘

厳
如
法

ニ
シ
テ

、
報

シ
テ

二

主
人
両
班
及

ヒ
廊
下
堂

前
ニ一

、
打

コ
ト

レ

鐘
ヲ

三
」
会

ス
レ
ハ

、
大
衆
集
定

シ
テ

レ

牓
ヲ

還
ル
ヘ
シ

。
牓

ニ
云
、
某
甲
廻
礼
。
或

ハ

云
ク

、
某
」
甲
拝
還

ト
。」

�

（
下
冊
一
オ
～
二
オ
）

※�

底
本
ニ
ハ
、
⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
ト
ノ
校
異

ガ
記
入
サ
レ
テ
イ
ル
ガ
、
本
稿
デ
ハ
略
シ
タ
。

※�

底
本
（
下
冊
一
オ
～
二
オ
）
ノ
上
欄
外
ニ
ア
ル
、

永
光
寺
五
〇
五
世
葆
巌
本
光
（
？
～
一
八
五
〇
）

ノ
施
入
識
語
ヲ
以
下
ニ
記
ス
。
二
字
毎
ニ
改
行
シ

テ
イ
ル
タ
メ
、
本
稿
デ
ハ
改
丁
位
置
ノ
ミ
記
シ

タ
。

此
之
清
規
、
無
当
山
。
則
似
失
根
本
。
故
吾
、
新

添
』
此
之
三
巻
、
置
者
也
。
勿
紛
失
、
云
爾
。
弘
化

四
未
仲
春
、
見
住
本
光
代
、
謹
白
。　
　

□

（
朱
印
文「
北
之
越
中
」）

　
　
　

□（
朱
印
文「
本
光
」）

　次
ニ

就
ク二

大
殿

ニ一
。
祝
聖
修
正

ノ
両
牌
、
掛
二
在

ス
左
右

ノ
柱

ニ一
。
大
牓

ハ
貼
二
在

ス
正
面

ニ一
。」
荘

厳
如

スレ
法

ノ
。
報

シ
テ

二

主
人
両
班
及

ヒ
廊
下
堂
前

ニ一
、
打

コ
ト

レ

鐘
ヲ

三
会

ス
レ
ハ

、
大
衆
集
」
定

ス
。

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
六
五

焼
香
三
拝
…
「
焼
香
三
拝
維
那
」
ニ
作
ル
。

当
途
王
経
…
「
当
塗
王
経
」
ニ
作
ル
。

遶�

行
三
遍
…
「
遶
行
三
遍
〈
念
誦
大
般
若
経

心
経
／
故
経
呪
名
者
不
定
〉」
ニ
作
ル
。

山
門
…
「
山
門印

」
ニ
作
ル
。

撒
塩
…
「
蒔
塩
」
ニ
作
ル
。

合
堂
…
「
合
掌
」
ニ
作
ル
。

本
寺
…
「
本
寺印

」
ニ
作
ル
。

罄
乗
般
若
之
船
…
コ
ノ
一
文
ナ
シ
。

伝
佩
総
持
之
印
…
コ
ノ
一
文
ナ
シ
。

当�

途
王
経
三
巻
…
「
当印

途
王
経
三
巻
。
経
名

可
随
時
」
ニ
作
ル
。

ス
。
主
人
、
焼
香
三
拝
、
維
那
、
諷
誦

ス二
当

途
王
経

ヲ一
。」
遶
行
三
巻
。　
　

三
元
之
牓

ニ

云
ク

、」

山
門　

伏
以　

元印正　

啓ヒ
ラ

イ
テ

レ

祚ソ
ヲ

、
歳〱
倍マ

シ二

　

山
門

ノ
光
輝

ヲ一
、」
万
物
咸

ク
新

ニ
シ
テ

、
日〱

賀
ス二

皇
道

ノ
太
平

ヲ一
。
江
湖
合

セレ
醤

ヲ
、
山
林

蒔マ
クレ

塩シ
ヲ

、
（
ヲ
）。

五
」
穀
為

ニレ
之
豊
熟

シ
、
六
味
為

レ
之
調
和

ス
。
誠

ナ
ル
カ
ナ

哉
、　

一印人
有
レ
慶
、

兆
」
民
有
レ
頼イ

。
陰
徳
被

ツ
テ

二

于
冥
顕

ニ一
、
南

山
恵

ミ
厚

ク
、
陽
報
賦

イ
テ

二

于
風
雨

ニ一
、』
北
嶽

覆
フレ

遠
ニ

。　

上ミ

自
リ二

梵
釈
四
王
、
龍
天
八
部

聖
衆
、
中
」
日
〈
印

（
マ
マ
）〉

本
国
中
大
小

ノ
神
祇
、

当
境

ノ
諸
神
、
合
堂

ノ
真
宰
、　

本
寺
檀
那
、」

諸
堂
檀
越
、
捨
田
諸
檀
、
結
縁
道
俗
、
合
山

清
衆
、
本
命
元
辰
、
当
」
年
属
星
、
下
至

ル
マ
テ

二

堅
牢
地
神

ニ一
、　

真
観
清
浄
之
観
、
各
明

正
」
眼
、
梵
音
海
潮
之
音
、
同
震
法
雷
、
妙

ニ
布

キ二
当
途
王
経
之
妙
」
功（

一
脱
ヵ
）
、
普
施
普
門
示

現
之
福
聚
〈
矣
〉。
請
大
衆
、　

雷
同
諷
経
」

当
途
王
経
三
巻　

般
若
心
経　

消
〈
災
／

印
〉
神
呪
」

大
悲
陀
羅
尼　
　

歎
仏
勝
会　

普
賢
願
品
」

主
人
、
焼
香
三
拝
、
諷
二
誦

シ
テ

当
途
王
経

ヲ一
、

遶
行
三
遍

ナ
リ

。　

牓
ニ

云
ク

、」

山
門　

伏
シ
テ

以
レ
ハ　

元
正
啓

テレ
祚

ヲ
、
歳ト

シ
〱
ニ

倍
シ二

山
門

ノ
光
輝

ヲ一
、
万
物
咸

ク
新

ニ
シ
テ

、
日

ニ
」
賀

ス二
皇
道

ノ
太
平

ヲ一
。
江
湖
合

セレ
醤

ヲ
、
山

林
撒

スレ
塩
。
五
穀
為

ニレ
之

カ
豊
熟

シ
、
六
味
」

為
ニレ

之
カ

調
和

ス
。
誠

ナ
ル
カ
ナ

哉
、　

一
人
有

レ
ハ

レ

慶
ヒ

、
兆
民
有

リレ

頼サ
イ
ハ
ヒ。

陰
徳
被

リ二
于
冥
顕

ニ一
、』

南
山
恵

ミ
厚
。
陽
報
賦

キ二
于
風
雨

ヲ一
、
北
嶽
覆

コ
ト

遠
シ

。
上ミ

自
二
梵
釈
四
王
、」
龍
天
八
部
、

中ナ
カ

日
本
国
中
大
小

ノ
神
祇
、
当
境

ノ
諸
神
、

合
堂

ノ
真
宰
、」
本
寺
檀
那
、
諸
堂

ノ
檀
越
、

捨
田

ノ
諸
檀
、
結
縁

ノ
道
俗
、
合
山

ノ
清
衆
、

本
」
命
元
辰
、
当
年
属
星
、
下
至

ル
マ
テ

二

堅
牢

地
神

ニ一
、　

真
観
清
浄

ノ
之
観
、
各
」
明

カ
ニ
シ

二

正
眼

ヲ一
、
梵
音
海
潮

ノ
之
音
、
同

ク
震

ヒ二
法
雷

ヲ一
、
罄

ク
乗

シ
テ

二

般
若

ノ
之
船

ニ一
、
妙

ニ
布

キ二
」
当

途
王
経
之

ノ
妙
功

ヲ一
、
伝

テ
佩

テ二
総
持

ノ
之
印

ヲ一
、
普

ク
施

ン二
普
門
示
現

ノ
之
福
」
聚

ヲ一
矣
。」

請
シ
テ

二

大
衆

ヲ一
、　

雷
同
諷
誦
当
途
王
経
三
巻

　
〈
経

ハ
者
随

フレ
意

ニ
。
開
山
／
末
上

ノ
素
意

也
〉」



一
六
六

三�

朝　

二
日　

三
日
…
「
三
朝印　

二
日印　

三

日印　

必
可
並
書
」
ニ
作
ル
。

元�

亨
四
年
今
月
日　
　

堂
司
比
丘
某
甲
誌
…

「
元
亨印

四
年
今
月
日
年
号
可
随
時
」
ニ
作

ル
。

永※

年
恒
規　
　

三
〈
印

（
マ
マ
）〉

朝　

二
〈
印

（
マ
マ
）〉

日

　
　

三
〈
印

（
マ
マ
）〉

日
』

右
、
合
山
照
顧　
　
　

元
亨
四
年
今
月
日
、

堂
司
比
丘
某
甲
誌
」

　
　

�

此
牓
者
、
重
字
半
行
可
書
也
。
分
行
五

十
九
也
。」�

（
下
冊
二
ウ
～
三
ウ
）

永
年
恒
規
」

三
朝　
　

二
日　
　

三
日
』

右
、
合
山
照
顧
」

　

元
亨
四
年
今
月
日　
　

堂
司
比
丘
某
甲

誌
」�

（
下
冊
二
オ
～
三
オ
）

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
六
七

南
閻
浮
提
…
「
南印

閻
浮
提
」
ニ
作
ル
。

賀
嶋
郡
…
「
賀
島
郡
」
ニ
作
ル
。

洞
谷
山
…
「
洞印

谷
山
」
ニ
作
ル
。

沙
門
紹
瑾
等
…
「
沙
門
紹
瑾印

等
」
ニ
作
ル
。

当�

途
王
経
…
「
当
塗
王
経
〈
経
名
可
／
随

時
〉」
ニ
作
ル
。

人�

皇
九
十
六
代
…
「
人
皇
九
十
六
代
今
一
百

余
代
也
」
ニ
作
ル
。

日
日
首
尾
、
焼
香
三
拝
。
満
散

ノ
日
、
或

ハ

有
レ
ハ

レ

疏
、
即

チ
諷
誦

シ
了

テ
後
、
主
人
拝

ノ
後
、

坐
具

ノ
」
上

ニ
シ
テ

跪
ツ
ク

レ

炉
ニ

。
維
那
、
出
班

シ

テ
展

テレ
疏
云
、」

南※
印

閻
浮
提
大
日
本
国
〈
某
道

―
某
州

―
―
某
郡

―
〉」
某
郷
〈
或
城
或
村
〉

某
山

―
某
寺

―
何
―
禅
寺
開
闢
、」

釈
迦
牟
尼
仏
幾
―
世
伝
灯
沙
門
、
法
孫
嗣
祖

比
丘
」〈
某
諱印

〉
等
、」

今
遇
』

三
朝
佳
節
、
恭
奉
為　
　

祝
延
」

聖セ
イ

寿
ヲ一

。
三
箇
日

ノ
際

タ
、
率―

シ
テ

二

現
前

ノ
大
衆

ヲ一
、
就

テ二　
　

覚
皇ワ

ウ
ノ

宝
殿
上

ニ
、」
諷
二
誦　

　

当
途
王
経
三
巻

ヲ一
、　

諸
経
呪　

以
テ

修印正

満
」
散

ス
ル

者
ナ
リ

。　
　

右
キ

所
ノレ

集
鴻
福

ハ
、

祝
下
献

上
ル

」

日
本
開
闢
天
照
太
神
、　

天
神
七
代
、
地
神

五
代
、
人
皇
」
一
百
余
代
、　

今印上
皇
帝
、

本
命
元
辰
、
当
年

ノ
属ズ

星ン

、
七
曜
」
九
曜
二

十
八
宿
、　

王
城

ノ
鎮
守
諸
大
明
神
、
五
畿

七
道
」
大
小

ノ
神
祇
、　

仏
法
大
統ツ

ン

領リ

白
山

ヒ
キ
イ
テ

　

�

日
日
首
尾
、
焼
香
三
拝
。
満
散

ノ
日
、
或

ハ

有
レ
ハ

レ

疏
、
即

チ
諷
誦

シ
了

テ
後

チ
、
主
」

人
拝

ノ
後
、
坐
具
上

ニ
シ
テ

跪
クレ

炉
ニ

。
維
那
、

出
班
、
展

フレ
疏

ヲ
、
疏

ニ
云
、」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
登
国
賀
嶋
郡

酒
井

ノ
保
、
洞
」
谷
山
永
光
禅
寺
開
闢
、
釈

迦
牟
尼
仏
第
五
十
四
世
伝
法
沙
」
門
紹
瑾

等
、」

　

今�

遇
テ二　

三
朝

ノ
佳
節

ニ一
、
恭

ク
奉

ル三
為

ニ　

祝
二
延

シ
」

　

�

聖
寿

ヲ一
。
三
箇
日

ノ
際
、
率

テ二
現
前

ノ
大
衆

ヲ一
、
就

テ二　

覚
皇

ノ
宝
殿
最
勝
殿
」
上

ニ一
、

諷
二
誦

シ
テ　

当
途
王
経
三
巻

ヲ一
、
以

テ
修
正

満
散

ス
ル

者
ナ
リ

。』

右
所

ノレ
集

ル
鴻
福

ハ
、
祝
二
献

シ
上
ル　

　

日
本

開
闢
天
照
大
神
、　

天
神
七
」
代
、
地
神
五

代
、
人
皇
九
十
六
代
、　　

今
上
皇
帝
、
本

命
元
辰
、」
当
年
属
星
、
七
曜
九
曜
二
十
八

宿
、　

王
城
鎮
守
諸
大
明
神
、」
五
畿
七
道
大

小
神
祇
、
仏
法
大
統
領
白
山
妙
理
権
現
、　

当
」
道
前
後

ノ
鎮
守
、
両
社

ノ
大
菩
薩
、　

当



一
六
八

当
国
一
宮
…
「
当
国
一
気
」
ニ
作
ル
。

多
聞
天
…
「
多
門
天
」
ニ
作
ル
。

所
集
殊
勲
…
「
殊
勲
」
ニ
作
ル
。

所
冀
…
「
所
冀
神
名
等
可
随
時
」
ニ
作
ル
。

※�

底
本
デ
ハ
、
該
当
箇
所
ヲ
下
冊
三
ウ
三
行
目
ト
指

示
ス
ル
ガ
、
本
稿
デ
ハ
下
冊
四
オ
三
行
目
ト
解
釈

シ
タ
。

陛
下
…
「
陛
下
印
」
ニ
作
ル
。

三
宝
…
「
三
宝
印
」
ニ
作
ル
。

妙
理
権
現
、　

当
道
」
前
後

ノ
鎮
守
、
両
社

大
菩
薩
、　

当
郡
当
保

ノ
諸
社
、　

当
山

ノ
』

土
地
、
当
山

ノ
龍
王
、　

今
年

ノ
歳
分
、
主
執

陰
陽
、
権
衡
造
化
、」
善
悪

ノ
聡
明
、　

南
方

〈
火
〉
徳
、〈
火
〉
部

ノ
星
衆
、　

護
伽
藍
神

一
」
十
八
所
、　

一
ノ

宮
気
多
大
菩
薩

（
マ
マ
）

ノ　

部

類
眷
属
、　

当
国
」〈
応
現
〈
某
〉
明
神
〉、

招
宝
七
郎
大
権
修
利
菩
薩

ノ
部
類
眷
属
、」

多
聞
天
、
迦
羅
天
、
打
給
青
面
使
者
、
随
逐

白ビ
ヤ
ク

衣
ノ

天
子
、」
旧
鎮
守
稲
荷
大
明
神
、　

新
羅
擁
護
八
幡
大
菩
薩
上
。
殊

ニ
」
勲ツ

ト
メ
テ

回
下

向
ス　

本
寺

ノ
檀
那
、
諸
堂

ノ
檀
越
、
捨
田

ノ

諸
檀
、
結
縁

ノ
道
」
俗
、　

合
山
清
衆

ノ
本
命

元
辰
、
当
年

ノ
属
星

ニ上
。
増
二
加

シ
威
光

ヲ一
、

円
二
」
満

セ
ン

佳
徳
一
。
所
冀
、
聖印寿
無

クレ
疆

リ
、
椿
松
秀

イ
テ

二

難
キレ

老ヲ
ヘ

ノ

質ス
カ
タ

ヲ一
、
皇
徳
有

テレ
普

キ
コ
ト

、
海
』
嶽
被

ム
ラ
ン

二

不
残

ノ
恵

ミ
ヲ

一

。
普
天

得
テ二

風
雨

ノ
調
適

ヲ一
、
率
土
全

シ二
豊
饒

ノ
慶
祐

ヲ一
、」
仏
日
増

シレ
輝

ヲ
、
法
輪
常

ニ
転

シ
、
伽
藍

土
地
、
護

リレ
法

ヲ
安

ンレ
人

ヲ
。　

謹印疏
。」

郡
当
保

ノ
諸
社
、　

当
山

ノ
土
」
地
、
当
山

ノ

龍
王
、　

今
年
歳
分
、
主
執
陰
陽
、
権（

マ
マ
）
二
衡

造
化
、
善
悪
聡
」
明
、　

南
方
〈
火
〉
徳
、

〈
火
〉
部
星
衆
、　

護
伽
藍
神
一
十
八
所
、　

当
」
国
一

ノ
宮
気
多
大
菩
薩

ノ
部
類
眷
属
、　

招
宝
七
郎
大
権
修
利
」
菩
薩
部
類
眷
属
、　

多
聞
天
、
迦
羅
天
、
打
給
青
面
使
者
、
随

逐
」
白
衣
天
子
、
旧
鎮
守
稲
荷
大
明
神
、　

新
羅
擁
護
八
幡
大
菩
』
薩

ニ一
。
所
レ
集
殊
勲

ハ
、
回
二
向　

本
寺
檀
那
、
諸
堂

ノ
檀
越
、
捨

田
ノ

諸
檀
、
結
」
縁

ノ
道
俗
、
合
山
清
衆

ノ
本

命
元
辰
、
当
年
属
星

ニ一
。
増
二
加

シ
威
光

ヲ一
、

円
二
」
満

セ
ン

佳
徳

ヲ一
。
所

ハレ
冀
、」

聖
寿
無

クレ
疆

リ
、
椿
松
秀

テ二
難
老
質

ヲ一
、
皇
徳

有
テレ

普
キ
コ
ト

、
海
嶽
被

ラ
ン

二

不
残
恵

ヲ一
。
普
」

天
得

テ二
風
雨

ノ
調
適

ヲ一
、
率
土
全

シ二
豊
饒

ノ
慶

祐
ヲ一

、
仏
日
増

シレ
輝

ヲ
、
法
輪
常

ニ
転

シ
、」
伽

藍
土
地
、
護

リレ
法

ヲ
安

ンレ
人

ヲ
。　

謹
疏
。」

　

陛
下　
　

容
納

　

三
宝　
　

炳
鑑　

謹
疏
」

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
六
九

元
亨
…
「
永
亨
」
ニ
作
ル
。

洞�
谷
紹
瑾
等
…
「
洞
谷
紹
瑾
等
謹
印
」
ニ
作

ル
。

黄
紙
…
コ
レ
ノ
他
ニ
「
印
」
ア
リ
。

※�

「
黄
紙
」
ノ
左
ヵ
。
本
誌
所
収
⑥
永
光
寺
蔵
光
椿

書
写
本
ノ
用
例
参
照
。

能
登
国
…
「
能
登
州
賀
島
郡
」
ニ
作
ル
。

永
光
寺
…
「
永
光
禅
寺
」
ニ
作
ル
。

陛
下

印
　

容
納

三
宝

印
　

炳
鑑　

謹印疏
」

　

�

元
亨
四
年
〈
丙
／
辰
〉
正
月
初
三
日
、
某

山
―
某
寺
住
持
〈
諱
／
印
〉
謹
白
」

恭※

敬印
四
所疏

上

���

黄
紙

皇
天　

容
納

�

南
閻
浮
提
大
日
本
国
〈
某

道
―
某
州
―
某
郡
―
某
郷
―
某
山
―
某
寺
住

持
比
丘
某謹等
」

�

（
下
冊
三
ウ
～
五
オ
）

※
南
閻
浮
提
～
今
遇
…
【
年
中
写
真
２
】
参
照
。

※
恭
敬
～
某謹等
…
【
年
中
写
真
６
】
参
照
。

祝
聖
修
正

ハ
者
、
天
下
叢
林
之
一
大
事
也
。

封封

　

元
亨
四
年
正
月
初
三
日　
　

洞
谷
紹
瑾
等

　
　

謹
疏
』

�

南
閻
浮
提
大
日
本
国　

能
登
国
酒
井
保
洞
谷
山
永
光
寺
開
闢
紹
瑾
等

謹
封
」

�

（
下
冊
三
オ
～
四
ウ
）

※
恭
敬
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
７
】
参
照
。

祝
聖
修
正

ハ
者
、
天
下
叢
林

ノ
之
一
大
事

ナ
リ

恭※

敬

疏
上

���

黄
紙

皇
天　

容
納



一
七
〇

重
積
…
「
重

」
ニ
作
ル
。

侍
者
等
…
「
侍
者
行
者
等
」
ニ
作
ル
。

一
衆
、
必

ス
可

シ二
出
」
仕

ス一
。
若

シ
如

ン
ハ

レ

無
カ二

出
仕
一
、
維
那
、
以
二

行
者

ヲ一

可
シ二

催
集

ス一
。

仏
前

ニ
可

シレ
備
二
弁

ス
』
仏
供

ヲ一
。
餅
可
二
重
積

ム一
。
今
年
始

テ
供

ス二
五
十
枚

ニ一
、
後
年
以
レ
多

ヲ

為
二
慇
」
重

ナ
リ
ト

一

。
仏
前

ノ
茶
湯
可
レ
供
。
主

人
、
勤

ムレ
之

ヲ
。
両
班
、
可
二
問
訊
一
。
維
那
、

出
」
班
焼
香

シ
テ

、
先

ツ
倚

テ二
卓

ノ
左
辺

ニ一
問
訊

ス
。
是

ハ
問
二
訊

ス
ル
ナ
リ

主
人

ヲ一
。
主
人
問
訊

ニ

ハ
、」
焼
香
侍
者
、
開

テ二
香
合

ヲ一
令

メ
テ

二

焼
香

セ一

後
チ

、
分

チ二
香

ヲ
於
蓋
函

ニ一
置

ク
。
知
事
」
頭
首

両
人
、
出
班
焼
香
。
次
次
、
皆

ナ
如
レ
此
。

主
人
両
班
問
訊
毎

ト
ニ

」
レ
始
、
維
那
問
訊

ス
。

是
レ

請
ス
ル

意
也
。
諸
人
問
訊
了

テ
、
維
那
与
二

下
ノ

頭
」
首（

一
脱
ヵ
）
、
出
班

シ
テ

問
訊

ス
ル

也
。
開
啓
満

散
ニ

、
必

ス
可

シ二
両
班
焼
香

ス一
。
焼
香

ノ
後

チ
、」

主
人
、
展

テ二
坐
具

ヲ一
礼
三
拝

シ
テ

後
、
維
那
、

諷
誦

ス
。
主
人
、
引
レ
衆
遶
行

ス
。」
侍
者
行

者
等
、
展
二
収

ム
拝
席

ヲ一
。
主
人
大
衆
、
不
レ

著
二
頭
帽

ヲ一
、
不
レ
袖
』
二
叉
手

ヲ一
、
惶
恐
慇
重

ナ
ル

、
是

レ
礼
也
。
或

ハ
点
心
等
、
行
レ
之
。
三

也
。
一
衆
、
必

ス
可

シ二
出
仕

ス一
。
若

シ
」
如

ン
ハ

レ

無
カ二

出
仕
一
、
維
那
、
以

テ二
行
者

ヲ一
可

シ二
催
集

ス一
。
仏
前

ニ
可

シレ
備
二
弁

ス
仏
供

ヲ一
。
餅
可
二
」

重
積

ム一
。
今
年
始

テ
供

ス二
五
十
枚

ヲ一
、
後
年
以

テレ
多

ヲ
為
二
慇
重

ナ
リ
ト

一

。
仏
前

ニ
茶
湯
可
」
レ
供

ス
。
主
人
、
勤

ムレ
之

ヲ
。
両
班
、
可
二
問
訊
一
。

維
那
、
出
班
焼
香

シ
テ

、
先

ツ

倚
テ二

卓
ノ

左

辺（
一
脱
ヵ
）

ニ
」
問
訊

ス
。
是

ハ
問
二
訊

ス
ル
ナ
リ

主
人

ヲ一
。

主
人
問
訊

ス
レ
ハ

、
焼
香
侍
者
、
開

テ二
香
合

ヲ一
令

テ二

焼
香
一
」
後

チ
、
分

チ二
香

ヲ
於
蓋
函

ニ一

置
ク

。

知
事
頭
首
両
人
、
出
班
焼
香
。
次
次
、
皆

ナ

如
シ

」
レ
此

ノ
。
主
人
両
班

ノ
問
訊
毎

ニレ
始

ル
、

維
那
問
訊

ス
。
是

レ
請

ス
ル

意
ナ
リ

也
。
諸
人
問

訊
シ

」
了

テ
、
維
那

ト
与
二
下

ノ
頭
首
一
、
出
班

シ

テ
問
訊

ス
ル

也
。
開
啓
満
散

ニ
、
必

ス
可

シ二
両
班

焼
』
香
一
。
焼
香

ノ
後

チ
、
主
人
、
展

テ二
坐
具

ヲ一

礼
三
拝

シ
テ

後
チ

、
維
那
、
諷
誦（

ス
ヵ
）

フ
。
主
人
、

引
テレ

衆
ヲ

」
遶
行

ス
。
侍
者
等
、
収

ム二
拝
席

ヲ一
。

主
人
大
衆
、
不
レ
著
二
頭
帽

ヲ一
、
不
レ
袖

ニ
モ

二

叉

手
ヲ一

、
惶
」
恐
慇
重

ナ
ル

、
是

レ
礼

ナ
リ

也
。
或

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
七
一

俗
以
円
餅
曰
二

―
…
コ
ノ
注
記
ナ
シ
。

山
中
…
「
中
」
ニ
作
ル
。

供
養
…
「
供
具
」
ニ
作
ル
。

弁
備
後
…
「
弁
備
」
ニ
作
ル
。

日
、
如

シレ
此
。」
次

ニ
一
日
三
下
以
後
、
主
人

大
衆
、
入
堂

シ
テ

上
レ
牀

ニ
。
円
鏡
菓
子
」
等
、

兼
テ

堂
前

ニ
安
排

シ
テ

、
一
衆
坐
定

ノ
後

チ
、
上

知
事
、
入
堂

シ
テ

焼
香

ス
。
四
」
所

ノ
問
訊
後
、

円
鏡
菓
子
等
、
行
遍

ノ
後
、
点
心
等
、
若

ハ

行
レ
之
。
或
」
若

シ
此
山
林

ナ
レ
ハ

、
点
心

ハ
者

略
ス
ル
モ

無
レ
妨
。
三
日
以
後
、
打
鈑
、
坐
禅
、

三
」
日
念
誦
、
不
レ
可
レ
忘
。」�（
下
冊
五
オ
～
六

オ
）

二
月
十
五
日
、
涅
槃
会
也
。
随
レ
力
弁
二
供

具
一
、
兼
日

ニ
衆
中

ノ
大
」
小
、
山
中
諸
人
、

各〱
出

シ
テ

二

七
文
銭

ヲ一
、
供
二
養
涅
槃
仏

ヲ一
。　

机
上

ニ
点

シ
テ

」
レ
之
、
自
二
庫
下
一
勧

メ
テ

レ

之
、

調
フ二

供
具

ヲ一
。
是

レ
永
平
旧
儀
也
。
供
具
弁
備

ノ
』
後
、
上
堂
、
如

シレ
例
。
但

シ
拈
香
云

ク
、」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
〈
某
州

―
某
郡

ハ
点
心
等
、
行

スレ
之

ヲ
。
三
日
、
如

シレ
此

ノ
。
次

ニ
一ヒ

ト
ヒ日

三
下
」
以
後
、
主
人
大
衆
、
入
堂

シ
テ

上
ルレ

牀
ニ

。
円※

鏡
菓
子
等
、
兼

テ
堂
前

ニ
安
排

シ

テ
、
一
」
衆
坐
定

ノ
後
、
上
知
事
、
入
堂

シ
テ

焼
香

シ
、
四
所

ニ
問
訊

シ
テ

後
チ

、
円
鏡
菓
子

等
、」
行
遍

シ
テ

後
、
点
心
等
、
行

スレ

之
ヲ

。

或モ

シ若
此

レ
山
林

ナ
ラ
ハ

、
点
心

ハ
者
略

ス
ル
モ

無
シレ

妨
。
三
日
」
以
後
、
打

シ
テ

レ

版
ヲ

坐
禅

ス
。
三

日
ノ

念
誦
、
不
レ
可
レ
怠

ル
。」

�

（
下
冊
四
ウ
～
五
オ
）

※�

円
鏡
菓
子
…
右
、「
俗
以
円
餅
曰

二

―
」
注
記
ア

リ
。

二
月
十
五
日
。
涅
槃
会

ナ
リ

也
。
随

テレ
力

ニ
弁

シ二

供
具

ヲ一
、
兼
日
、
衆
中

ノ
大
小
、
山
」
中

ノ
諸

人
、
各
出

シ
テ

二

七
文
銭

ヲ一
、
供
二
養

シ
上
ル

涅
槃

仏
ヲ一

。　

札
上

ニ
点

シ
テ

レ

之
、
自

リ二
庫
下
一
」
勧

メ
テ

レ

之
ヲ

、
調

フ二
供
具

ヲ一
。
是

レ
永
平

ノ
旧
儀

ナ
リ

也
。
供
具
弁
備

ノ

後
、
上
堂
、
如

シレ

例
ノ

。

但
』
拈
香
云

ク
、」



一
七
二

永
光
寺
…
「
永
光
禅
寺
」
ニ
作
ル
。

第
五
十
四
世
…
「
五
十
四
世
」
ニ
作
ル
。

新
戒
小
比
丘
…
「
小
新
戒
比
丘
」
ニ
作
ル
。

在
之
也
…
「
在
之
」
ニ
作
ル
。

挙
大
悲
呪
…
「
大
悲
呪
」
ニ
作
ル
。

法
鼓
…
「
法
事
」
ニ
作
ル
。

拝
了
…
「
前
拝
起
時
拝
後
」
ニ
作
ル
。

―
某
郷

―
山
号
寺
号
〉
開
闢
、」
釈
迦

牟
尼
仏
五
十
四
世
法
孫
嗣
祖
〈
新
戒
小
比
丘

義
介
〉、
此

ノ
一
片

ノ
香
、
爇
二
」
向

シ
テ

鑪
中

ニ一
、
恭

ク
為

テ
シ
上
テ

二

本
師
釈
迦
牟
尼
如
来

ノ一
、

以
酬

フ二
法
乳
之
」
恩

ニ一
者
。　
　
　
　

或
ハ

祝

聖
ノ

香
、
山

※
サ
ン

呼コ
ノ

後
、
亦

タ
拈
香
供
養

ス
。
仏

ニ
」
雖
レ
有

ト二
両
様
一
、
天
童
浄
老
禅
師
以
来

者
、
只
供
二
養

ス
ル

仏
香

ヲ一
而
」
已
。
侍
者
之

問
訊
、
在

リレ
之
也
。　

説
法
罷

テ
、
必

ス
言イ

フ
、

請コ
フ

大
衆
、
詣

シ
テ

」
二
仏
殿

ニ一
、
焼
香
礼
拝
。

衆
集

レ
ハ

、
主
人
、
焼
香
、
大
衆
、
行
列

シ
テ

伝
供
。
維
」
那
、
大
悲
呪
、
或

ハ
鳴

ス二
法
鼓

ヲ一
。
上
知
事
、
毎

ト
ニ

レ

供
薫

シ
テ

レ

香
ニ

捧
テ

伝
レ
ハ

二

主
人

ニ一
、』
又
薫

シ
テ

レ

香
ニ

令
ム二

供
養
一
。
供

シ
了

テ
、
両
班
、
焼
香
問
訊
、
了

テ
立
二
主
人

ノ
左
」

右
ニ一

、
大
衆
、
北
面

ニ
九
拝
。
拝

ノ
間

タ
、
打

コ
ト

レ

磬
ヲ

、
拝

ノ
前
、
起

ツ
時

ナ
リ

。
拝

ノ
後
、
収

ム二
坐
」
具

ヲ一
。
主
人
、
不
レ
収
二
坐
具

ヲ一
、
長
跪

シ
テ

把
テレ

炉
（
鑪
カ
）焼

香
ス

。
維
那
、
出
班

シ
テ

展
フレ

疏

ヲ
。」
疏

ニ
曰

ク
、」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
登

ノ
州
賀
嶋

郡
酒
井

ノ
保
、
洞
」
谷
山
永
光
寺
開
闢
、
釈

迦
牟
尼
仏
第
五
十
四
世
法
孫
、
新
戒
」
小
比

丘
某
甲
、　

此
ノ

一
片

ノ
香
、
爇
二
向

シ
テ

鑪
中

ニ一
、
恭

ク
為

シ
上
テ

二

」

本
師
釈
迦
牟
尼
如
来

ノ一
、
以

テ
酬

フ二
法
乳

ノ
之

恩
ニ一

者
ナ
リ

。」

或
ハ

祝
聖

ノ
香
、
山
呼

ノ
後
、
亦
拈
香

シ
テ

供
二

養
ス

仏
ニ一

。
雖
レ
有

ト二
両
様
一
、
天
童
浄
老
」
禅

師
以
来

ハ
、
只

タ
供
二
養

ス
ル

仏
香

ヲ一
而ノ

ミ已
。
侍

者
ノ

問
訊
、
在

リレ
之
也
。　

説
法
」
罷

テ
、
必

ス
言

フ
、
請

フ
大
衆
、
詣

シ
テ

二

仏
殿

ニ一
、
焼
香
礼

拝
。
衆
集

レ
ハ

、
主
人
、
焼
香

シ
、
大
衆
、」

行
列

シ
テ

伝
供

ス
。
維
那
、
挙

ク二
大
悲
呪

ヲ一
。
或

ハ
鳴

ス二
法
鼓

ヲ一
。
上
知
事
、
毎

ニレ
供
薫

シ
テ

レ

香
ニ

」

捧
伝

レ
ハ

、
主
人
、
又
薫

シ
テ

レ

香
ニ

令
ム二

供
養
一
。

供
了

テ
、
両
班
、
焼
香
問
訊

シ
テ

、
立

ツ二
主
人

ノ
』
左
右

ニ一
。
大
衆
、
北
面

ニ
九
拝

ス
。
拝

ノ

間
、
打

ツレ
磬

ヲ
。
拝
了

テ
、
収

ム二
坐
具

ヲ一
。
主

人
ハ

不
レ
収

シ
テ

」
坐
具

ヲ一
、
長
跪

シ
テ

把
テレ

鑪
ヲ

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
七
三

展
疏
疏
曰
…
「
展
疏
云
」
ニ
作
ル
。

能
登
州
…
「
能
登
州
賀
嶋
郡
」
ニ
作
ル
。

永
光
寺
…
「
永
光
禅
寺
」
ニ
作
ル
。

常�

在
之
化
謹
疏
…
「
常
住
之
化
謹印

疏
」
ニ
作

ル
。

浄
法
界
身　

本
無
出
没

大
悲
願
力　

示
現
去
来
」

　
　
　

仰
願
真
慈　

俯
請
昭
臨
」

南印閻
浮
提
大
日
本
国
〈
某
州
―
某
郡
―
某
郷

―
某
山
―印

寺
／
遺※

教
遠
孫
比
丘
〉
住
持

〈
諱印

〉
等
、」
今
月
十
五
日
、
恭
遇

テ二　

本印師

釈
迦
如
来
大
〈
世
尊
／
和
尚
〉
入
般
涅
」
槃

ノ
晨上

ニ一
。
謹

テ
弁
二
備

シ
テ

香
華
灯
燭
茶
菓
珍
饈

之
微
供
一
、
以

テ
伸

フ二
最
』
後
慇
懃
供
養

ヲ
。　

恭
ク

集
二
現
前

ノ
一
衆

ヲ一
、
諷
二
誦

ス
秘
密
神上

音

呪（
一
脱
ヵ
）

ヲ
、
所

ノ
」
レ
集
殊
勲

ハ
、
上
酬

イ
ン

二

慈
蔭
一

者
ナ
リ

。」

右印伏
シ
テ

以ヲ

コ（
マ
マ
）

ト
レ
ハ

、
常
在
霊
山

ノ
微
月
、
幽
光

遠
ク

輝
キ

、
泥
洹
双
樹

ノ
残
花

ハ
、」
余
薫
尚

ヲ

郁カ
ウ
ハシ

ヽ
。
涅
槃
常
楽

ノ
之
接ツ
化ケ

、
迄ヲ

ヨ
ホ
ス

二

于
今
時

ニ一
。
無
為
実
相
」
之
徳
用
、
被

ム
ル

二

于
来
際

ニ一
。

是
レ

以
テ二

上
乗
一
心

ノ
之
法
供
養

ヲ一
、
面
面
」

捧
ケ二

五
十
二
類
之
供
具

ヲ一
、
万
行
首
楞
之
秘

密
呪
、
各（

マ
マ
）

〱

各
作

ス二
」
異
口
同
音
之
仏
事

ヲ一
。

伏
シ
テ

願
ハ

、　

法
界
徧

ク
驚

キ二
無
量
声
光

ノ
之
」

告
ケ
ニ

一

、
群
類
悉

ク
預

ラ
ン

二

如
来
常
住
之
化

ニ一
。

　

謹印疏
。」

上

焼
香

ス
。
維
那
、
出
班

シ
テ

展
フレ

疏
ヲ

。
疏

ニ

曰
、」

浄
法
界

ノ
身　

本
ト

無
シ二

出
没
一

大
悲
願
力　

示
二
現

ス
去
来

ヲ一
」

　
　
　

仰
テ

願
ヒ二

照
臨

ヲ一　

俯
シ
テ

請
フ二

真
慈

ヲ一
」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
登

ノ
州
酒
井

ノ
保
、
洞
谷
山
永
」
光
寺
開
闢
某
甲
等
、」

今
月
十
五
日
、
恭

ク
遇

テ二　
　

本
師
釈
迦
如

来
大
和
尚
、
入
般
涅
」
槃

ノ
辰

ニ一
。
謹

テ
弁
二

備
シ
テ

香
華
灯
燭
茶
菓
珍
饈

ヲ一
、
以

テ
伸

フ二
最
後

慇
懃

ノ
供
養

ヲ一
。」
恭

ク

集
テ二

現
前

ノ
一
衆

ヲ一
、

諷
二
誦

ス
秘
密
神
呪

ヲ一
、
所

ノレ
集
殊
勲

ハ
、
上ミ
酬

ン二
慈
蔭

ニ一
者

ナ
リ

。」

右キ

伏
シ
テ

以
レ
ハ

、
常
在
霊
山
微
月

ハ
、
幽
光
遠

ク
輝

キ
、
泥
洹
双
樹

ノ
残
花

ハ
、
余
薫
』
尚

ヲ
郁

ク
、
涅
槃
常
楽

ノ
之
接
化
、
迄イ

タ
リ二

于
今
時

ニ一
、

無
為
実
相

ノ
之
徳
用
、
被

ラ
シ
ム

二

」
于
来
際

ニ一
。

是
ヲ

以
テ

、
上
乗
一
心

ノ
之
法
供
養
、
面
面
捧

ケ二
五
十
二
類

ノ
之
」
供
具

ヲ一
、
万
行
首
楞

ノ
之

秘
密
呪
、
各
各
作

ス二
異
口
同
音

ノ
之
仏
事

ヲ一
。

伏
シ
テ

」
願

ハ
、　

法
界
徧

ク
驚

キ二
無
量
声
光

ノ
之

告
ニ一

、
群
類
悉

ク
預

ン二
如
来
常
在

ノ
之
」
化

ニ
（
一
脱
ヵ
）
。



一
七
四

謹
疏
…
「
謹印

疏
」
ニ
作
ル
。

第
五
十
四
世
…
「
五
十
四
世
」
ニ
作
ル
。

黄
紙
…
「
印
」
ニ
作
ル
。

某
道
某
郡
某
郷
住
持　
〈
某
甲
〉…「
某
郷
某

寺
住
持
比
丘
某
甲
等
」
ニ
作
ル
。

礼
三
拝
…
「
三
拝
」
ニ
作
ル
。

云
云
…
「
〻
〻
〻
蜜
」
ニ
作
ル
。

三
節
共
用
～
今
日
成
道
…
コ
ノ
文
ナ
シ
。

〈
本
尊　

哀
慈
〉

〈
賢
聖　

悉
知
〉　

謹
疏
』

　

�

元
亨
四
年
〈
丙
／
辰
〉
二
月
十
五
日
、

〈
第
五
十
四
世
法
孫
嗣
祖
比
丘
〈
某
諱

等
〉、
謹印疏
〉。」

�

南印閻
浮
提
大
日
本
国　

〈
某
州
―
某
道
―
某
郡
―
某
郷
―
〉
住
持
諱

謹印封
」

宣
ヘレ

疏
ヲ

罷
テ

、
啓
唱
諷
経
、
如

シレ
常
。
主
人
、

収
メ
テ

二

坐
具

ヲ一
、
起
立

シ
テ

行
道
。
又
」
諷
経
了

ル
時
、
焼
香
礼
三
拝
。
維
那
、
回
向

ニ
云
、」

上
来
、
諷
誦
楞
厳
秘
密
神
呪
功
徳
、
供
養　

今
日
入
般
」
涅
槃
、
本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
大

和
尚
、
以イ

酬シ
ュ
ウ

法
乳
之
恩
」
者
。
十
方
三
世

一
切
〈
云
／
云
〉。」

　
　
　

�

三
仏
忌
回
向
、
同　

但
〈
誕
生
会

者
、
今
日
降
誕
。
／
臘
八
者
、
今
日

恭※

敬

疏
上

　

黄印紙

涅
槃　

如
来

　

謹
疏
。」

　

本
尊　

哀
愍

　

賢
聖　

悉
知　

　

謹
疏
」

（
底
本
、
一
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）」

　

�

元
亨
四
年
二
月
十
五
日
、
第
五
十
四
世
法

孫
嗣
祖
比
丘
某
甲
等
、　

謹
疏
。』

�

南
閻
浮
提
大
日
本
国
某
州

某
道
某
郡
某
郷
住
持　
〈
某
甲
〉　

謹
封
」

宣
ヘレ

疏
ヲ

罷
テ

、
啓
唱
諷
経
、
如

シレ
常

ノ
。
主

人
、
収

テ二
坐
具

ヲ一
、
起
立

シ
テ

行
道

ス
。
又

タ
諷

経
」
了

ル
時
、
焼
香
礼
三
拝

ス
。
維
那
、
回

向
ニ

云
ク

、」

上
来
、
諷
誦
楞
厳
秘
密
神
呪
功
徳
、
供
養　

今
日
入
般
涅
槃
、」
本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
大

和
尚
、
以
酬
法
乳
之
恩
者
。
十
方
三
」
世
云

云
。　

三
節
共

ニ

用
二

此
ノ

回
向

ヲ一
〈
但

タ

誕
生

ハ
者
、
今
日
降
誕
。
／
臘
八

ハ
者
、
今
日

成
道
〉。」�

（
下
冊
五
オ
～
七
オ
）

恭※

敬

疏
上

涅
槃

黄
紙

　

如
来

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
七
五

書
…
「
皆
書
」
ニ
作
ル
。

鎮
防
火
燭
札
…
「
鎮
防
火
燭
」
ニ
作
ル
。

成
道
〉。』�

（
下
冊
六
オ
～
八
オ
）

※�

山
呼
～
供
養
…
左
、「
伝
云
、
山
呼
ハ
万
歳
万
歳

万
々
歳
引
声
唱
」
ノ
注
記
ア
リ
。

※
遺
教
遠
孫
比
丘
…「
―
某
山
―印

寺
」
ノ
左
ニ
ア
リ
。

※
恭
敬
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
12
】
参
照
。

三
月
一
日
。
称イ

フ二
閉
炉

ノ
節

ト一
。
僧
堂
及

ヒ
諸

寮
、
閉
炉

ス
。
大
衆
、
出
仕

ニ
ハ

」
脱

キ二
頭
帽

ヲ一
、
露

ハ
ス

二

叉
手

ヲ一
。
二
月

ノ
末
、
若

ハ
三
月

ノ

初
、
入

ル二
三
月
節

ニ一
日
、
是

ノ
」
日
清
明

ナ
リ

。

皆
ナ

書
シ
テ

二

鎮
防
火
燭

ノ
札タ

ヲ一

、
行
二
三
宝
印

ヲ一
。

※
恭
敬
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
13
】
参
照
。

三
月
一
日
。
称

フ二
閉
炉

ノ
節

ト一
。
僧
堂
及

ヒ
諸

寮
、
閉
炉

ス
。
大
衆

ノ
出
仕
、
脱

キ二
頭
」
帽

ヲ一
、

露
ス二

叉
手

ヲ一
。
二
月

ノ
末
、
若

ハ
三
月

ノ
初

メ
、

入
ル二

三
月

ノ
節

ニ一

日
、
是

ヲ
曰

フ二
清
明

ト一
。
書

シ
テ

二

」
鎮
防
火
燭

ノ
札

ヲ一
、
行
二
三
宝
印

ヲ一
。
日



一
七
六

換
火
若
鑚
換
…
「
換
火
者
若
鑚
」
ニ
作
ル
。

如
換
…
「
如
換
者
」
ニ
作
ル
。

熟
練
…
「
就
練
」
ニ
作
ル
。

※
梵
清
本
系
諸
本
ハ
「
就
揀
」
ニ
作
ル
。

具
書
…
「
書
」
ニ
作
ル
。

山
門
免
掛
搭
新
到
什
員
…
コ
ノ
一
文
ナ
シ
。

上
座
…
「
上
坐
」
ニ
作
ル
。

何
和
尚
…
「
付
和
尚
」
ニ
作
ル
。

日
中
諷
経

ノ
次

テ
、」
誦

シ
テ

二

消
〈
災
〉
呪
一
返

ヲ一
、
押ア

ツ
二
貼テ

ウ
ス

諸
堂
諸
寮

ノ
柱

ニ一
。
或

ハ
賦

ス二
大

檀
越
〈
并

ニ
〉」
諸
庵
及

ヒ
諸
檀
越

ノ
舎

ニ一
。
此

日
、
大
国

ニ
換カ

フ二
火

ヲ
。
若

ン
ハ

レ

鑚
リ二

換
ル
カ

火
ヲ一

者
、
可
」
レ
用

フ二
楡
柳

ヲ一
。
楡

ヲ
為ナ

シレ
錐

ト
、
柳

ヲ
為

シレ
台

ト
、
或

ハ
柳

ヲ
為
レ
錐

ト
、
楡

ヲ
為
レ
台

ト
。
火
若

シ
如

ン
ハ

」
レ
換

ル
カ

者
、
諸
堂
及

ヒ
山

中
諸

ノ
庵
、
諸
小
屋

ノ
火
、
皆

ナ
可
レ
換
レ
之
。」

三
月
中
、
免メ

ン

掛
搭
。
僧
数
及

ヒ
両
三
輩
、
揀ケ

ン

シ
テ

二

礼
儀

ヲ一
、
熟
練

ノ
人
、
為ナ

シ二
」
参
頭

ト一
、
先

ツ
擬
二
祠
部
新
到

ノ
書
牀

（
状
ヵ
）ニ一

、
若
又
帯
二
土
縁

六
念
及

ヒ
戒
』
牒

ヲ一
、
具

サ
ニ

書
シ
テ

副
ヘレ

之
、

知
客
、
上

テ二
方
丈

ニ一
、
得
二
免
掛
搭

ノ
札
子

ヲ一
。

札
ニ

云
、」

山
門
、
免
掛
搭
新
到
什
員
」

　

某
甲
上
座　
　

何
国
人
事
」

　

某
甲
西
堂　
　

何
寺
先
住
」

　

某
甲
首
座　
　

何
寺
先
資
」

　

某
甲
都
寺　
　

何
寺
勤
旧
」

　

某
甲
侍
者　
　

何
和
尚
小
師
」

中
諷
経

ノ
次
、
誦

シ
テ

二

消
〈
災
〉
呪
一
遍

ヲ一
、

押ア
ツ

二
』
貼

ス
諸
堂
諸
寮

ノ
柱

ニ一
。
或

ハ
賦ク

ハ
ル二

大
檀

越
并

ニ
諸
庵
及

ヒ
諸
檀
越
舎

ニ一
。
此

ノ
日
、」
大

国
ニ
ハ

換
フレ

火
ヲ

。
若

ン
ハ

レ

鑚
二
換

ル
カ

火
ヲ一

者
、
可

シレ
用

フ二
楡
柳

ヲ一
。
楡

ヲ
為

シレ
錐

ト
、
柳

ヲ
為

シレ
台

ト
、

或
ハ

柳
ヲ

為
」
レ
錐

ト
。
楡

ヲ
為
レ
台

ト
。
火
若

シ

如
ン
ハ

レ

換
ル
カ

、
諸
堂
及

ヒ
山
中

ノ
諸
庵
、
諸

ノ

小
屋

ノ
火
、
皆

ナ
可

シ
」
レ
換

フレ
之

ヲ
。」

三
月

ノ
中
、
免
掛
搭
僧
数
、
及

ヒ二
両
三
輩

ニ一
、

揀
テ二

礼
儀
熟
練

ノ
人

ヲ一
、
為ナ

シ二
参
頭

ト一
、」
先

ツ

擬
シ
テ

二

祠
部
新
到

ノ
書
状

ヲ一
、
若

シ
又
帯

ハ二
土
縁

六
念
及

ヒ
戒
牒

ヲ一
、
具

ニ
書

シ
テ

副
ヘ

」
レ
之

ヲ
、

知
客
、
上

テ二
方
丈

ニ一
、
得
二
免
掛
搭
札
子

ヲ一
。

札
ニ

云
、」

山
門
、
免
掛
搭
新
到
什
員
、」

　

某
甲
上
座　
　

何
国
人
事
」

　

某
甲
西
堂　
　

何
寺

ノ
先
住
』

　

某
甲
首
座　
　

何
寺
前
資
」

　

某
甲
都
寺　
　

何
寺
勤
旧
」

　

某
甲
侍
者　
　

何
和
尚
小
師
」

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
七
七

※
梵
清
本
系
諸
本
ハ
「
什
和
尚
」
ニ
作
ル
。

拝�

白
〈
書
請
客
侍
者
名
字
也
〉
…
「
承
順
拝

白
請
客
侍
者
名
字
」
ニ
作
ル
。

宿
徳
…
「
宿
徳
者
」
ニ
作
ル
。

其
人
品
…
「
人
」
ニ
作
ル
。

免
掛
搭
者
…
コ
ノ
四
字
ナ
シ
。

右
新
到
什
員
、
報

シ
テ

二

維
那

ニ一
、
可

シレ
令

ム二
掛

搭（
一
脱
ヵ
）

セ
。」

　

�

今
月　

日　

侍
者
〈
某
甲
〉
拝
白
〈
請
客

侍
者
名
字
書
之
〉』

　

知
客
悉
知
」

知
客
、
得

テ二
此
札
子

ヲ一
、
調
二
土
縁
等

ヲ一
具

ニ

書
シ
テ

、
引

テ二
新
到

ヲ一
到
二
維
那
寮

ニ一
。」
尋
二
堂

司
供
司
一
、
相
二
看
維
那
一
。
維
那
、
照
管

シ
テ

令
二
掛
搭
一
、
帰
レ
堂
、
送
二
」
寮
舎
等
一
、
縦

ヒ
雖

ト
モ

レ

不
ト二

長
老
前
資
勤
旧
等

ニ一
、
宿
老
老

僧
宿
徳
」
者
、
随

テレ
人

ニ
可
レ
送
二
寮
舎

ヘ一
。
可

二
随
レ
時
供
給

ス一
。
是

レ
住
持
、
知
事
、
維
那

ノ
」
用
心
也
。
限

ル
ナ
リ

二

四
月
一
日
以
前

ヲ一
。
是

清
規

ノ
礼
法
也
。」�

（
下
冊
八
ウ
～
九
ウ
）

四
月
一
日
。
閉

テ二
旦
過

ヲ一
、
不
レ
接
二
客
僧

ヲ一
。

然
レ
ハ

而
近
来

ノ
儀

ハ
、
仏
生
会
」
以
前
、
随

テレ

右
新
到
什
員
、
報

シ
テ

二

維
那

ニ一
、
可
レ
令

ム二
掛

搭
セ一

。」

　

�

今
月　

日　

�

侍
者
〈
某
甲
〉
拝
白
〈
書

ス二

請
客
侍
／
者

ノ
名
字

ヲ一
也
〉」

　

知
客
悉
知
」

知
客
、
得

テ二
此
札
子

ヲ一
、
調

ヘ二
土
縁
等

ヲ一
具

ニ

書
シ
テ

、
引

テ二
新
到

ヲ一
到
二
維
那
寮

ニ一
。
尋

テ二
堂
」

司
供
司

ヲ一
、
相
二
看

セ
シ
ム

維
那

ニ一
。
維
那
、
照

管
シ
テ

、
令
二
掛
搭
帰
堂
一
、
送

ル二
寮
舎
等

ニ一
。

縦
ヒ

」
雖
レ
不

ト二
長
老
前
資
勤
旧
等

ニ一
、
宿
老

老
僧
宿
徳

ハ
、
随（

二
ヵ
）

一
其
人
品

ニ一
、
可

シレ

送
ル二

」

寮
舎

ニ一
。
可

シ二
随

テレ
時

ニ
供
給

ス一
。
是

レ
住
持
、

知
事
、
維
那

ノ
用
心

ナ
リ

也
。
免
掛
搭

ノ
者

ハ
、』

限
ル二

四
月
一
日
以
前

ヲ一
。
是

レ
清
規

ノ
礼
法

ナ
リ

也
。」�

（
下
冊
七
オ
～
八
ウ
）

四
月
一
日
。
閉

テ二
旦
過

ヲ一
、
不
レ
接
二
客
僧

ヲ一
。

然
ト
モ

而
近
来

ノ
儀

ハ
、
仏
生
会
以
前

ハ
、」
随

テ二



一
七
八

人
品
…
「
人
」
ニ
作
ル
。

維
那
又
引
入
…
コ
ノ
五
字
ナ
シ
。

而
於
…
「
而
」
ニ
作
ル
。

所
…
「
所
而
」
ニ
作
ル
。

人
免

スレ
之
。
略
掛
搭
也
。
略
掛
搭

ノ
儀

ハ
者
、

維
那
、
知
客
、」
内

チ
稟

テ二
方
丈

ニ一
、
与
二
主
人

一
焼
香
礼
拝

シ
テ

、
而
維
那
、
引

テ
而
令

ム二
掛
搭

セ一
。』
僧
堂

ニ
テ
ハ

、
唯
聖
僧

ノ
前

ニ
シ
テ

焼
香
礼

拝
、
巡
堂

シ
テ

而
維
那
被
位
所

ニ
シ
テ

、
而
」
触

礼
三
拝

ス
ル

而
已
。
擬ナ

ソ
ロ

フ二
祠
部

ノ

牀
（
状
ヵ
）ヲ一

云
、」

新
到
〈
某
甲
〉　
〈
某
甲
〉
国
人
事
」

右
某
甲
、　

某
ノ

国
某

ノ
院
住
侶
。
某

ノ
年
登

山
某

ノ
山
、
某
甲
阿
」
闍
梨

ノ
房

ニ
シ
テ

剃
髪

シ

テ
、
某

ノ
年
登

ル二
叡
山

ニ一
、
或

ハ
南
都
東
大
寺

ノ

戒
壇

ニ
シ
テ

受
」
戒

ス
。
戒
牒
具
レ
之
。
又
投

シ
テ

二

某
甲

ノ
寺
某
甲
会

ニ一
、
受
具
作
僧
、
或

ハ
換

ヘ
」
レ
衣

ヲ
改

ムレ

宗
ヲ

。
今
為
二
生
死
事
大
一
、

特ト
ニ

来
テ

依
二
棲

ス
左
右

ニ一
。
且カ

ツ

望
ラ
ク
ハ

、
慈

悲
」
堂
司
禅
師
、
容
納

シ
下
ヘ

。」

　

某
年
月　

日
、
新
到　

某
甲　

牀
（
状
ヵ
）』

�
（
下
冊
九
ウ
～
一
〇
オ
）

其
ノ

人
品

ニ一
、
免

ル
ス

レ

之
ヲ

。
是

レ
略
掛
搭

ナ
リ

也
。
略
掛
搭

ノ
儀

ハ
者
、
維
那
、
知
客
、
内

二
」
稟

シ
テ

方
丈

ニ一
、
与
二
主
人
一
焼
香
礼
拝

シ

テ
、
而
維
那
、
引

テ
令

ム二
掛
搭

セ一
。
維
那
、
又

タ

引
テ

」
入

ル二
僧
堂

ニ一
。
唯

タ
聖
僧
前

ニ
焼
香
礼

拝
、
巡
堂

シ
テ

而
於

テ二
維
那
被
位

ノ
所

ニ一
、
触
」

礼
三
拝

ス
ル

而
已
。
擬
二
祠
部
状

ヲ一
云
、」

　

新
到
〈
某
甲
〉
某

ノ
国

ノ
人
事
」

右
某
甲
、
某

ノ
国
某

ノ
院

ノ
住
侶
。
某

ノ
年
登
二

某
ノ

山
一
、
某
甲

ノ
阿
闍
梨

ノ
房

ニ
シ
テ

剃
」
髪

シ

テ
、
某

ノ
年
登

テ二
叡
山
或

ハ
南
都
東
大
寺

ノ
戒
壇

ニ一
受
戒

ス
。
戒
牒
具

スレ
之

ヲ
。
又

タ
」
投

シ
テ

二

某
ノ

寺
某
甲

ノ
会

ニ一
、
受
具
作
僧
、
或

ハ
換

ヘレ
衣

ヲ
改

ムレ
宗

ヲ
。
今

マ
為

ニ二
生
死
事
大

ノ一
、』
特

ニ
来

テ
依

二
棲

ス
左
右

ニ一
。
且

ツ
望

ク
ハ

、
慈
悲
」

堂
司
禅
師
、
容
納

シ
タ
マ
ヘ

。」

　

�

某
年
月
日　
　
　

新
到　

某
甲　

状
」

�

（
下
冊
八
ウ
～
九
オ
）

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
七
九

安
…
「
女
」
ニ
作
ル
。

座
…
「
坐
」
ニ
作
ル
。

北
為
上
…
「
為
上
」
ニ
作
ル
。

聖
僧
之
…
「
聖
僧
」
ニ
作
ル
。

投
…
「
托
」
ニ
作
ル
。

若
干
人
新
到
…
「
若
干
新
到
」
ニ
作
ル
。

入
室
…
「
入
堂
」
ニ
作
ル
。

人
品
…
「
人
」
ニ
作
ル
。

維
那
、
収

メレ
状

ヲ
訖

テ
、
次
第

ニ
安

シ
テ

二

箱
ノ

内

ニ一
、
触
礼
一
拝
〈
辞

ス
レ
ハ

略
レ
之
〉。
堂
司

ノ
」

云
、
請

フ
上
堂

（
座
ヵ
）、

帰
堂

ト
。
掛
搭

ノ
新
到
、
於ヨ

リ二
僧
堂
前
門

ノ
南
頬
一
、
而
入

テ
」
二
聖
僧

ノ
前

ニ
シ
テ

一

〈
参
頭

ト
在
／
レ
北（

マ
マ
）

　

為
レ
上
〉、
立
定

シ

テ
三
拝

シ
テ

、
収
二
坐
具

ヲ一
、
従

リ二
首
座

ノ
位
一
巡

堂
一
」
匝

シ
テ

、
却

テ
到
二
聖
僧
之
前

ニ一
、
問
訊

シ
畢

テ
、
於ヨ

リ二
前
門

ノ
南
頬

ノ
板
頭チ

ウ
ノ

第
三
」
位

一
、
次
第

ニ
而
坐

ス
。
維
那
、
以

テ二
掛
搭

ノ
状
一
、

依
テ二

戒
臘

ニ一
上
二
牀
暦
一
訖

テ
、
令
二
」
行
者

ヲ
シ

テ
箱

ノ
内

ニ
托

セ一
。
相
随

テ
入
堂

シ
テ

、
維
那
、

聖
僧

ノ
前

ニ
シ
テ

焼
香

シ
テ

問
訊

ス
レ
ハ

、
新
」
到
、

起
身

シ
テ

牀
前

ニ
立

テ
、
与
二
維
那
一
問
訊

シ
訖

テ
、
維
那
、
次
第

ニ
過

シ二
掛
搭
」
状

ヲ一
訖

テ
、
触

礼
一
拝

シ
テ

、
次
第

ニ
令

ム二
掛
搭

セ一
。
南
北
東
西

ノ
牀

ニ
シ
テ

、
皆

ナ
維
那
」
占シ

ム二
上ウ

ワ

手
ヲ一

。
聖
僧

ニ

近
キ
ヲ

為
レ
上ミ

ト
。
掛
搭

シ
訖

テ
、
維
那
、
引

テ二

新
到

ヲ一
、
上
二
方
丈

ニ一
、』
令

ム二

礼
賀
一
。
侍

者
、
委
悉
問

テ

云
ク

、
若（

干
ヵ
）

于
人

ハ

新
到
、

若（
干
ヵ
）

于
人

ハ
入
堂

ノ
」
弟
子
、
若
干
人

ハ
剃
頭

ノ

小
師
、
若
干
人

ハ
法
属
法
眷
、
各〱
随
レ
人
、」

礼
数
可

シレ
別

ナ
ル

。
新
到

ハ
只

タ
大
展
三
拝
。
若

維
那
、
収

メレ
状

ヲ
訖

テ
、
次
第

ニ
安

シ
テ

二

箱
ノ

内

ニ一
、
触
礼
一
拝
。
辞

ス
レ
ハ

略
レ
之

ヲ
。
堂
司
云

ク
、
請

フ
」
上
座
、
帰
堂

ト
。
掛
搭

ノ
新
到
、

於
二
僧
堂

ノ
前
門
南
頬

ニ一
、
而
入

テ二
聖
僧

ノ
前

ニ一

〈
参
／
頭

ハ
」
在

リレ
北

ニ
、
北

ヲ
為
レ
上
〉、
立
定

シ
三
拝

シ
テ

、
収

ム二
坐
具

ヲ一
。
従

リ二
首
座

ノ
位
一
巡

堂
一
匝

シ
テ

、
却

テ
到

テ二
聖
」
僧

ノ
之
前

ニ一
、
問

訊
シ

畢
テ

、
於

リ二
前
門

ノ
南
頬
板
頭

ノ
第
三
位
一
、

次
第

ニ
而
坐

ス
。
維
」
那
、
以

テ二
掛
搭

ノ
状

ヲ一
、

依
テ二

戒
臘

ニ一
上

セ二
牀
暦

ニ一
訖

テ
、
令
三
行
者

ヲ
シ
テ

投
セ二

箱
内

ニ一
、
相
随

テ
入
」
堂

シ
テ

、
維
那
、
聖

僧
前

ニ
焼
香
問
訊

ス
レ
ハ

、
新
到
、
起
身

シ
テ

牀

前
ニ

立
テ

、
与
二
維
那
一
問
」
訊

シ
訖

ル
。
維
那
、

次
第

ニ
過

シ二
掛
搭
状

ヲ一
訖

テ
、
触
礼
一
拝

シ
テ

、

次
第

ニ
令

ム二
掛
搭

セ一
。
南
』
北
東
西

ノ
牀
、
皆

ナ

維
那
占

ム二
上
手

ヲ一
。
聖
僧

ニ
近

キ
ヲ

為ス
レ
上ミ

ト
。

掛
搭

シ
訖

テ
、
維
那
、
引

テ二
」
新
到

ヲ一
上

テ二
方

丈
ニ一

、
令

ム二
礼
賀
一
。
侍
者
、
委
悉

ニ
問

テ
云

ク
、
若
干
人

ハ
新
到
、
若
干
」
人

ハ
入
室

ノ
弟

子
、
若
干
人

ハ
剃
頭

ノ
小
師
、
若
干
人

ハ
法
属

法
眷
、
各
随

テ二
」
人
品

ニ一
、
礼
数
可

シレ
別

ナ
ル

。

新
到

ハ

只
タ

大
展
三
拝
。
若

シ

法
属
如
重



一
八
〇

触
礼
…
「
触
礼
三
拝
」
ニ
作
ル
。

問
訊
…
「
問
訊
随
人
」
ニ
作
ル
。

略
掛
搭
人
…
「
掛
搭
可
有
」
ニ
作
ル
。

宜
待
…
「
守
侍
」
ニ
作
ル
。

シ
法
属
如

ン
ハ

レ

重
ス
ル
カ

者
、
両
展
」
三
拝
。
還

ヘ
ス

二

主
人

ニ一

公ク

界
ノ

礼
也
。
如

ン
ハ

二

上
法ツ

眷
ノ一

、

主
人
、
不
レ
可
レ
受
レ
礼

ヲ
。」
如

ン
ハ

二

下
法
眷

ノ一
、
両
展
三
拝
、
或

ハ
触
礼
三
拝

ナ
リ

。
如

ン
ハ

二

至
新
法
眷

ノ一
、
不
」
レ
論
二
尊
卑

ヲ一
、
知
事
、

頭
首
、
小
師
、
侍
者
、
行
者
、
並

ヒ
ニ

合
シ二

人

事
ス一

。
如

ン
ハ

二

上
」
法
眷
一
、
主
人

ハ
下

テ二
安
下

ノ
所

ニ一
、
可

シ二
回
礼

ス一
。
須

ク下
択
二
近

キ
上
寮

ヲ一
令

ム中
安
下

セ上
。」
如

ン
ハ

二

平
交
客
僧（

一
脱
ヵ
）

、
皆

ナ
帰
寮
掛

搭
、
先

ツ
尋

テ二
寮
主

ヲ一
、
寮
首
座

ニ
相
看

シ
テ

、」

新
到
、
於
二
聖
像

ノ
前

ニ一
、
次
第

ニ
立
定

シ
テ

問

訊
シ

訖
テ

、
巡
寮
罷

ン
テ

、
各〱
就

テ二
看
』
読

ノ

牀
ニ一

、
触
礼
一
拝

シ
訖

テ
、
取（

テ
ヵ
）

ニ二
行
李

ヲ一
安
排

ス
。
次

ニ
維
那
、
令

メ下
行
者

ヲ
シ
テ

首
」
座
知
事

等
ノ

諸
寮

ニ
報
知

セ上
、
或

ハ
触
礼
、
或

ハ
問
訊
、

随
テレ

人
ニ

如
ン
ハ

二

掛
搭
」
可

カ一レ

有
ル

者
、
維
那
、

侍
者
寮
及

ヒ
諸
寮
、
以

テ二
行
者

ヲ二
令

ムレ
報

セ
也
。

次
ニ

郷
」
人
、
法
属
及

ヒ
旧
住
、
次
第

ニ
相

看
、
問
訊
礼
拝
。
掛
搭
後
、
三
日

ノ
」
内
、

常
ニ

在
テ二

寮
中
僧
堂

ノ
内

ニ一
、
守
待

シ
テ

請
シ
テ

喫

者（
マ
マ
）
一
、
両
展
」
三
拝
。
還
主
人
公
界
礼

ナ
リ

也
。
如

ン
ハ

二

上
法
眷

ノ一
、
主
人
、
不
レ
可
レ
受

クレ

礼
ヲ

。
如

ン
ハ

二

下
」
法
眷

ノ一
、
両
展
三
拝
、
或

ハ

触
礼
三
拝

ナ
リ

。
如

ン
ハ

二

至
親

ノ
法
眷

ノ一
、
不
レ

論
セ二

尊
卑

ヲ一
、
知
」
事
、
頭
首
、
小
師
、
侍

者
、
行
者
、
並

ニ
合

シ二
人
事

ス一
。
如

ン
ハ

二

上
法

眷
ノ一

、
主
人
、
下

テ二
安
」
下

ノ
所

ニ一
、
可

シ二
回

礼
ス一

。
須

ク下
択

テ二
近

キ
上
寮

ヲ一
令

ム中
安
下

セ上
。
如

ン
ハ

二

平
交

ノ
客
僧

ノ一
、
皆

ナ
帰
寮
」
掛
搭

シ
テ

、

先
ツ

尋
テ二

寮
主

ヲ一
、
寮
首
座

ニ
相
看

シ
、
新
到
、

於
テ二

聖
像

ノ
前

ニ一
、
次
第

ニ
立
定

シ
テ

」
問
訊

シ

訖
リ

、
巡
寮

シ
罷

テ
、
各
就

コ
（
テ
ヵ
）

ト
二

看
読

ノ
牀

ニ一
、

触
礼
一
拝

シ
訖

テ
、
取

テ二
行
李

ヲ一
安
排

ス
。』
次

ニ
維
那
、
令下

シ
（
メ
ヵ
）テ

二

行
者

ヲ
シ
テ

報
中
知

セ
首
座
知
事

等
ノ

諸
寮

ニ上
、
或

ハ
触
礼
、
或

ハ
問
訊

ス
。」
如

ン
ハ

二

略
掛
搭

ノ
人

ノ一
者
、
維
那
、
令下

シ
テ

二

行
者

ヲ一

報
中
知

セ
侍
者
寮
及

ヒ
諸
寮

ニ上
也
。
次

ニ
」
郷

人
、
法
属
及

ヒ
旧
住
、
次
第

ニ
相
看

シ
テ

、
問

訊
礼
拝

ス
。
掛
搭

ノ
後
、
三
日

ノ
内
、」
常

ニ
在

テ二
寮
中
僧
堂

ノ
内

ニ一
、
宜

クシ
下
待

テレ
請

ヲ
喫

ス中
茶
湯

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
八
一

覓
…
「
不
見
」
ニ
作
ル
。

監
寺
等
請
新
到
…
「
監
寺
請
新
」
ニ
作
ル
。

処
…
「
処
請
新
到
」
ニ
作
ル
。

〈
受�

請
人
～
拝
貴
命
也
〉…「
題
両
字
曰
拝
命

貴
命
等
也
」
ニ
作
ル
。

就
…
「
或
就
」
ニ
作
ル
。

主
人
…
「
主
人
或
」
ニ
作
ル
。

或
十
一
日
…
「
十
一
日
」
ニ
作
ル
。

シ
ム

二

茶
湯

ヲ一
。
不
レ
得
二
閑
游

ス
ル
コ
ト
ヲ

一

。
免

ル
」

レ
令

ル
コ
ト
ヲ

二

尋
覔

セ一
。
掛
搭

ノ
後
、
首
座
、
監

寺
等
、
請

シ
テ

二

新
到

ノ
掛
搭

ヲ一
、
或

ハ
照
堂
、」

或
ハ

庫
下
、
或

ハ
本
寮
、
就

テ二
便
宜

ノ
処

ニ一
、
請

シ
テ

二

新
到

ヲ一
喫

シレ
茶

ヲ
、
諸
寮

ノ
主
、
行
」
礼
。

請
状

ノ
小
牓
云
、」

　

新
帰
堂
』

　

�

某
甲
西
堂　

題
両
字
曰
、
拝
命
、
或
曰
、

拝
貴
命
等
也
。」

　

某
甲
首
座
」

　

某
甲
上
座
」

或
ハ

就
テ二

本
寮
、
或

ハ
照
堂
、
或

ハ
庫
下
、
或

ハ

後
門

ノ
亭チ

ン
ニ

、
喫
茶サ

。」

　

今
月　

日
、
首
座
比
丘
某
甲
拝
請
」

�

（
下
冊
一
〇
ウ
～
一
二
オ
）

主
人
、
或

ハ
四
月
十
日
、
十
一
日
、
就

テ二
照

堂
若

ハ
寝
堂

ニ一
、
行
二
謝
掛
」
搭

ヲ一
。
寝
堂
、

ヲ上
。
不

レレ
得
二
閑
游

ス
ル
コ
ト
ヲ

一

。
免

レ
ヨ

レ

令
ル
コ
ト

二

尋

覓
セ一

。」
掛
搭

ノ
後
、
首
座
、
監
寺
等
、
請

シ
テ

二

新
到

ノ
掛
搭

ヲ一
、
或

ハ
照
堂
、
或

ハ
庫
下
、
或

ハ

本
」
寮
、
就

テ二
便
宜

ノ
処

ニ一
喫

シレ
茶

ヲ
、
諸
寮

ノ

主
、
行
礼
。
請
状

ノ
小
牓

ニ
云
、」

　

新
帰
堂
」

　
　

�

某
甲
西
堂　
〈
受
請

ノ
人
、
各
於

テ二
名
下

ニ一
書

シ
テ

曰
ク

、／
拝
命
、
或

ハ
曰

ク
拝
貴
命

也
〉」

　
　

某
甲
首
座
」

　
　

某
甲
上
座
』

　
　

�

就
テ二

本
寮

ニ
〈
或

ハ
照
堂
、
或

ハ
庫
／
下
、

或
ハ

後
門

ノ
亭
〉、
喫
茶
。」

　
　

今
月
日　

首
座
比
丘
某
甲
拝
請
」

�

（
下
冊
九
オ
～
一
〇
ウ
）

主
人
、
四
月
十
日
、
或

ハ
十
一
日
、
就

テ二
照

堂
若

ハ
寝
堂

ニ一
、
行

ス二
謝
掛
搭

ヲ一
。
寝
」
堂
、



一
八
二

照
堂
…
コ
ノ
二
字
ナ
シ
。

人
数
…
「
人
数
数
」
ニ
作
ル
。

光
降
…
コ
ノ
二
字
ナ
シ
。

〈
題
請
客
侍
者
名
字
〉
…
コ
ノ
割
注
ナ
シ
。

人
数
…
「
人
」
ニ
作
ル
（
※
）。

四
出
頭
六
出
頭
…
「
四
出
頭
」
ニ
作
ル
。

如�

六
出
頭
以
上
必
両
人
行
礼
…
コ
ノ
一
文
ナ

シ
（
※
）。

座
頭
問
訊
…「
座
頭
請
問
訊
」ニ
作
ル（
※
）。

※�

末
ニ
（
※
）
ヲ
付
シ
タ
三
点
ノ
校
異
ハ
、
該
当
箇

所
ガ
不
明
確
ナ
タ
メ
、
推
定
シ
テ
判
断
シ
タ
。

照
堂
、
随

テ二
人
数
一
。
種

コ
ト

二

四
出シ

ツ

頭チ
フ

、
六
出

頭
、
八
出
頭

ニ一
、
委
」
曲
按
排
、
勿

レレ

令

ル
コ
ト

二

錯
乱
一
。　

先
ツ

出
二
牓
頭チ

ヤ
ウ

一
請
レ
之
。」

　

新
到　

冬
至
以
後
、
仏
生
会
以
前
』

　

某
甲
西
堂　

某
甲
首
座　

�

某
甲
上
座
」

　

某
甲
侍
者　

某
甲
上
座　

�

某
甲
上
座
」

堂
頭
和
尚
、
今
晨
、
斉

ク
退

テ
就

テ二
」

　

寝
堂

ニ一
、　

特
為
点
茶
。」　

　

伏
乞
」

　

雲
衆　

光
降
」

　
�

今
月　

日
、
侍
司
某
甲
拝
請　

題
請
客
侍

者
名
字
」

自
リ二

去
年
冬
至（

一
脱
ヵ
）
以
後
新
到
、
帰
堂
一
列

シ
テ

請

レ
之
。
随（

レ
脱
ヵ
）

テ
人
、
四
出
」
頭
、
六
出
頭

ニ
設

クレ

座
ヲ

。
相
伴

ニ
、
当
首
座
及
大
勤キ

ン

旧
、
随

テレ
時

ニ
請
レ
之
。』
侍
者

ハ
一
人
、
若

ハ
両
人
、
行

礼
。
如

ン
ハ

二

四
出
頭
以
上

ノ一
、
必
両
人
、
行
」

礼
。
両
人
相

ヒ
並

ン
テ

、
当
面

ニ
問
訊

シ
テ

、
左

右
ニ

相
分
離

シ
テ

、
毎コ

ト
ニ二

座
頭チ

ヤ
ウ

一
問
訊

シ
テ

、」

却
テ

到
二
当
面
一
、
相
並
問
訊

ス
。
如

ハ二
管（

待
ヵ
）

侍
等

照
堂
、
随

テ二
人
数

ニ一
、
作

ス二
四
出
頭
、
六
出

頭
、
八
出
頭

ト一
。
委
曲

ニ
安
排

シ
テ

、
勿

レ
」

レ
令

ル
コ
ト

一

錯
乱

セ
。　

先
ツ

出
二
牓
頭
一
云
、」

　

新
到
〈
冬
至
以
後
、
仏
／
生
会
以
前
〉」

　
　

某
甲
西
堂　

某
甲
首
座　

某
甲
上
座
」

　
　

某
甲
侍
者　

某
甲
上
座　

某
甲
上
座
」

　

堂
頭
和
尚
、
今
晨
、
斎
退
就

テ二
寝
堂

ニ一
、」

　
　

特
為
点
茶
。　

伏
乞
』

　
　

雲
衆　
　

光
降
」

　

�

今
月
日　
　
　
　

侍
者
某
甲
拝
請
〈
題

ス二

請
客
侍
／
者

ノ
名
字

ヲ一
〉」

自
リ二

去
年
冬
至
一
以
後
新
帰
堂
、
一
列

ニ
請

スレ

之
ヲ

。
随

テ二
人
数（

一
脱
ヵ
）

ニ
、
四
出
頭
、
六
」
出
頭

ニ

設
クレ

座
ヲ

。
相
伴

ハ
、
当
首
座
及

ヒ
大
勤
旧
。

随
テレ

時
ニ

請
スレ

之
ヲ

。
侍
者
一
人
、」
若

ハ
両
人
、

行
礼
。
如

ン
ハ

二

六
出
頭
以
上

ノ一
、
必

ス
両
人
、

行
礼
。
両
人
相

ヒ
並
、
当
」
面

ニ
問
訊

シ
テ

、

左
右

ニ
相
分
離

シ
テ

、
毎

ニ二
座
頭
一
問
訊

シ
テ

、

却
テ

到
テ二

当
面

ニ一
、
相

ヒ
並
問
訊

ス
。」
如

シ二
管

待
等

ノ
礼

ノ一
。
自

リ二
夏
了
一
到

ルレ
冬

ニ
掛
搭

ノ
僧

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
八
三

当
…
「
尚
」
ニ
作
ル
。

ノ一
礼
、
自
二
夏
了
一
到
二
冬
至
一
」
掛
搭

ノ
僧
、

冬
節

ノ
近
日
、
三
五
日

ノ
間
、
又
一
列

シ
テ

行
ス二

謝シ
ヤ

掛ク
ワ

搭タ
ヲ一

。」

四
月
一
日
。
上
堂
罷

テ
、
巡
堂

ノ
次

テ
、
主
人

与ト
二
首
座
大
衆
一
、
触
礼
」
三
拝
。
季
初
、

皆
同

シ
〈
季
初
者
、
四
季
之
初
歟
。
所
謂
、

正
月
一
／
日
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十

月
一
日
〉。」�

（
下
冊
一
二
オ
～
一
三
オ
）

四
月
三
日
。
必

ス
出

ト二
夏
衆
戒
臘
牌

ノ
草
名

ヲ一
、

称�
ス二

草
単
一
。
尚

ヲ
為

メ二

戒
」
臘

ノ
次
第
正
一

也
。　
　

式
云
、」

日
本
国
某
州
某
山
号
某
寺
海
衆

ノ
戒
臘
、　

如
レ
後
。』

　

陳
如
尊
者
」

　

堂
頭
和
尚
」

　

正
元
元
戒
」

　
　

某
甲
上
座
」

　

正
応
元
戒
」

　
　

某
甲
上
座
」

右
謹

テ
具
呈

ス
。
若

シ
有

ラ
ハ

二

誤
錯
一
、
各
請

フ

ハ
、
冬
節

ノ
近
日
、
三
五
日

ノ
間
、」
又
一
列

ニ

行
ス二

謝
掛
搭

ヲ一
。」

四
月
一
日
。
上
堂
罷
、
巡
堂

ノ
次

テ
、
主
人

与ト
二
首
座
大
衆
一
、
触
礼
三
拝
。」
季
初
皆
同

シ
。』�

（
下
冊
一
〇
ウ
～
一
一
オ
）

四
月
三
日
。
必

ス
出

ス二
夏
衆
戒
臘
牌

ノ
草

ヲ一
、

名
テ

称
ス二

草
単

ト一
。
当

ニ下
為

シ
テ

二

戒
臘

ノ
次
」
第

ヲ一

正
ス上

也
。　

式
云

ク
、」

日
本
国
能
州
洞
谷
山
永
光
禅
寺
海
衆
戒
臘
、

如
シレ

後
ノ

。」

　

陳
如
尊
者
」

　

堂
頭
和
尚
」

　

正
元
元
戒
」

　
　

某
甲
上
座
」

　

正
応
元
戒
」

　
　

某
甲
上
座
」

右
謹

テ
具
呈

ス
。
若

シ
有

ラ
ハ

二

誤
錯
一
、
各
請
指



一
八
四

華
…
「
花
」
ニ
作
ル
。

指
揮

シ
下
ヘ

。　

謹
状
」

　

�

元
亨
四
年
四
月
三
日　

堂
司
比
丘
某
甲
拝

状
」

自
リ二

三
日
粥
罷
一
出

テ
、
同
五
日

ノ
放
参
了

テ
収

ムレ
之
。
如
レ
此

ノ
三
日

ノ
間
』
出

シ
入

レ
テ

、
後

ニ

収
メ

置
ク

也
。
若

シ
有

レ
ハ

二

衆
ノ

指
揮
一
、
随
レ
其

ニ
載ノ

セ二
定

ム
牌
上

ニ一
。」�

（
下
冊
一
三
オ
～
一
四
オ
）

四
月
七
日
。
粥

ノ
時
、
遍ン

槌
シ
テ

後
、
又
打

コ
ト

レ

槌
一
下

シ
テ

云
ク

、
白

ス二
大
衆

ニ一
。
粥ク

」
罷ハ

、
普フ

請シ
ン

シ
テ

、
採

テレ
花

ヲ
荘
二
厳

ン
仏
龕

ヲ一
。
諸
寮

ノ
頭

首
、
斉

ク
起

テ
、
聞

テ二
鐘
鼓

ノ
声

ヲ一
、」
集

タ
マ
ヘ

。

謹
白

ス
。
又

タ
打

コ
ト

レ

槌
一
下

シ
テ

、
巡
堂
一
匝

ス
。
堂
外
同

ク
巡
堂

シ
テ

、
当
面

ニ
」
問
訊

シ
テ

帰

揮
シ
タ
マ
ヘ　

　
　
　

�

謹
状
』

　

�

元
亨
四
年
四
月
三
日　
　

堂
司
比
丘
某
甲

拝
状
」

自
リ二

三
日

ノ
粥
罷
一
出

シ
テ

、
同

ク
放
参
了

テ
収

ムレ

之
ヲ

。
如

クレ
此

ノ
三
日

ノ
間タ

出
シ

入
テ

、
後

ニ
収

メ
」
置

ク
也
。
若

シ
有

レ
ハ

二

衆
ノ

指
揮
一
。
随

テレ
其

ニ
載

セ二
定

ム
牌
上

ニ一
。」�

（
下
冊
一
一
ウ
～
一
二
オ
）

四
月
七
日
。
粥
時
、
徧
槌

ノ
後
、
又

タ
打

コ
ト

レ

槌
ヲ

一
下

シ
テ

云
ク

、
白

ス二

大
衆

ニ一
。
粥
罷
、

普
」
請

シ
テ

、
採

テレ
華

ヲ
荘
二
厳

セ
ン

仏
龕

ヲ一
。
諸

寮
頭
首
、
斉

ク
起

テ
、
聞

テ二
鐘
鼓

ノ
声

ヲ一
集

タ
マ

ヘ
。
謹
白

ス
。
又
」
打

ツ
コ
ト

レ

槌
ヲ

一
下

シ
テ

、
巡

堂
一
匝

ス
。
堂
外
同

ク
巡
堂

シ
テ

、
当
面

ニ
問
訊

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
八
五

華
…
「
花
」
ニ
作
ル
。

偈
云
…
「
曰
」
ニ
作
ル
。

上
堂
拈
香
云
…
「
上
堂
云
」
ニ
作
ル
。

能�

州
洞
谷
山
永
光
寺
…
「
能
登
州
洞
谷
山
永

ルレ
位

ニ
。
粥
罷

テ
、
打

コ
ト

レ

庫
前

ノ
魚
鼓

ヲ一
三
会
、

次
ニ

打
コ
ト

二

雲
鼓

ヲ一
三
会

ス
。」
堂
前

ノ
鐘
子ス

并
ニ

諸
寮
舎

ノ
板
、
同

ク
合

セ
鳴

ス
。
一
衆
、
集

ル二
仏

殿
ニ一

。
若
臘

ハ
」
散

リ
行

イ
テ

採
リレ

花
ヲ

来
レ
ハ

、

宿
老
、
龕
辺

ニ
シ
テ

打
二
調

ス
日
内

ニ一
。
荘
二
厳

シ

テ
仏
龕

ヲ一
、
仏
前

ニ
」
按
排

ス
。
殿
主
、
聚

メ二
採

テ
五
木

ヲ一
、
暁
更

ニ
煎
取

シ
テ

、
入

テ二
浄
鉢

ニ一
、

立
テ二

浴
仏

ヲ一
、
置

テ二
」
両
杓

ヲ一
、
香
花
供
養

ス
。

知
事
、
預（

メ
ヵ
）

シ
テ

弁
二
備

シ
テ

供
具

ヲ一
、
臨

テレ
時

ニ
伝

供
ス
ル
ナ
リ

。』

〈
五
木
者ハ

、
桃
、
李
、
松
、
栢
、
柳
。　

其

外
、
名
香
加
レ
之
。〉」

兼�
日

ニ
維
那
、
仏
殿

ニ
シ
テ

貼ヲ
ス二

浴
仏

ノ
偈

ヲ一
。　

偈
云
、」

稽
首
大
聖
薄
伽
梵　

天
上
天
下
両
足
尊
」

我
等
今
以
功
徳
水　

灌
浴
如
来
浄
法
身
」

�

（
下
冊
一
四
オ
～
ウ
）

八
日
。
粥

ノ
時
、
掛

テ二
上
堂

ノ
牌

ヲ一
、
不

ス二
放

参
セ一

。
上
堂
、（

拈
ヵ
）香

ニ
云
、」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
某
道
―
某
州
―
某
山
―

シ
テ

帰
ルレ

位
ニ

。
粥
罷
、」
打

コ
ト

二

庫
前

ノ
魚
鼓

ヲ一

三
会
、
次

ニ
打

ツ
コ
ト

二

雲
鼓

ヲ一
三
会

ス
。
堂
前

ノ

鐘
子
并

ニ
諸
寮

ノ
板
、」
同

ク
合

セ
鳴

ス
。
一
衆
、

集
ル二

仏
殿

ニ一
。
若
臘
、
散
行

シ
テ

、
採

リレ
華

ヲ
来

レ
ハ

、
宿
老
、
龕
辺

ニ
打
調

シ
、」
日
内

ニ
荘
二
厳

シ
テ

仏
龕

ヲ一
、
仏
前

ニ
安
排

ス
。
殿
主
、
聚

メ二
採

テ
五
木

ヲ一
、
暁
更

ニ
煎
取

シ
テ

、
入

テ二
」
浄
鉢

ニ一
、

立
テ二

誕
生
仏

ヲ一
、
置

テ二
両
杓

ヲ一
、
香
華
供
養

ス
。

知
事
、
預

メ
弁
二
備

シ
テ

供
具

ヲ一
、
臨

テ
』
レ
時

ニ

伝
供

ス
ル
ナ
リ

〈
五
木

ハ

者
、
桃
、
李
、
松
、

栢
、
／
柳
。
其

ノ
外
、
名
香
加

フレ
之

ヲ
〉。」

兼
日

ニ
維
那
、
仏
殿

ニ
貼

ス二
浴
仏

ノ
偈

ヲ一
。　

偈

ニ
云
、」

�

稽
首
大
聖
薄
伽
梵　

天
上
天
下
両
足
尊
」

�

我
等
今
以
功
徳
水　

灌
浴
如
来
浄
法
身
」

�

（
下
冊
一
二
オ
～
ウ
）

八
日
。
粥
時
、
掛

テ二
上
堂

ノ
牌

ヲ一
、
不

ス二
放
参

セ一
。
上
堂
、
拈
香

ニ
云

ク
、」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
州
洞
谷
山
永



一
八
六

光
禅
寺
」
ニ
作
ル
。

爇
…
「
熱
」
ニ
作
ル
。

一�

片
香
…
「
一
一
片
香
」
ニ
作
ル
（
底
本
、
下

冊
一
二
ウ
七
行
目
「
此
ノ
下
一
ア
リ
」）。

釈
迦
如
来
…
「
釈
迦
牟
尼
如
来
」
ニ
作
ル
。

法
乳
之
…
「
法
乳
」
ニ
作
ル
。

主
人
…
「
如
主
人
」
ニ
作
ル
。

立
…
「
乍
立
」
ニ
作
ル
。

供
具
…
「
具
供
」
ニ
作
ル
。

某
寺
」
釈
迦
牟
尼
仏
第
幾
世
法
孫
某
甲
、
爇

二
此

ノ
一
片

ノ
香

ヲ一
、
供
二
養
」
今
日
降
誕

ノ
本

師
釈
迦
如
来
大
和
尚

ニ一
、
以

テ
酬

フ二
法
乳
之
恩

ニ一
。」
著（

座
ヵ
）

坐
焼
香

ノ
後
、
侍
者
両
班
、
問
訊
如

シレ
常

ノ
。
若

シ
他
寺

ノ
長
老
、
如

ン
ハ

二

』
主
人

ノ

法
嗣
并

ニ
下
法
眷

ノ一
者（

マ
マ
）

ハ
、
当
面

ニ
進
前
問
訊

ス
。
若

ハ
東
堂
、
若

ハ
」
西
堂

ナ
レ
ハ

、
倶

ニ
在

テ二

知
事
頭
首

ノ
上
肩

ニ一
乍

ラレ
立

チ
、
少
転
身

シ
テ

問

訊
。
如

ン
ハ

二

両
」
人
已
上

ノ一
、
依

テ二
出
世

ノ
次

第
ニ一

排
スレ

位
ヲ

。
或

ハ
依

リ二
開
堂

ノ
次
第

ニ一
、
不
レ

守
二
出
」
世

ノ
次
資
、
住
持

ノ
位
次

ヲ一
、
開
法

ヲ

為
スレ

先
ト

。
是
室
中

ノ
家
訓
也
。」

陞
座
罷
、
下
坐

（
座
ヵ
）。

次
云
、
請
大
衆
、
詣
仏

殿
、
焼
香
礼
拝
。
鳴
鐘
、」
一
衆
、
詣

シ
テ

二

仏

殿
ニ一

、
先

ツ
主
人
、
当
面（

マ
マ
）

ニ
香
炉

ニ
焼
香
、
弁

シ
テ

二

供
具

ヲ一
、
伝
供
」
如

シレ
常

ノ
。
弁
供

ノ
後
、

両
班
、
問
訊
、
左
右

ニ
排
立

シ
テ

、
大
衆
、
同

ク
九
拝

ス
。
主
」
人

ハ
跪
鑪
焼
香
、
大
衆

ハ
収

ム二

坐
具

ヲ一
。
両
班
、
排
立

ス
レ
ハ

、
維
那
、
出
班

焼
」
香

シ
テ

、
宣

ヘ
テ

レ

疏
ヲ

云
、』

光
寺
開
闢
、」
伝
灯
五
十
四
世
法
孫
某
甲
、　

爇
テ二

此
ノ

一
片

ノ
香

ヲ一
、
供
二
養

上
テ

今
日
」
降

誕
ノ

本
師
釈
迦
如
来
大
和
尚

ニ一
、
以

テ
酬

フ二
法

乳
ノ

之
恩

ニ一
。
著
座
焼
香
」
後
、
侍
者
両
班
、

問
訊
如
レ
常

ノ
。
若

シ
如

ン
ハ

二

他
寺

ノ
長
老
、
主

人
ノ

法
嗣
并

ニ
下
」
法
眷

ノ一
者
、
当
面

ニ
進
前

問
訊

ス
。
若

ハ
東
堂
、
若

ハ
西
堂

ナ
レ
ハ

、
倶

ニ
在

テ二
知
事
頭
首

ノ
』
上
肩

ニ一
立

テ
、
少

ク
転
身

シ
テ

問
訊

ス
。
如

ン
ハ

二

両
人
已
上

ノ一
、
依

テ
出
世

ノ
次

第
ニ一

排
スレ

位
ヲ

。
或

ハ
」
依

テ二
開
堂

ノ
次
第

ニ一
、

不
レ
守

ラ二
出
世

ノ
次
資
、
住
持

ノ
位
次

ヲ一
、
開
法

ヲ
為

スレ
先

ト
。
是

レ
室
」
中

ノ
家
訓

ナ
リ

也
。」

陞
座
罷

テ
、
下
座
。
次

ニ
云

ク
、
請
大
衆
、
詣

シ
テ

二

仏
殿

ニ一
、
焼
香
礼
拝

セ
ヨ

。
鳴

セ
ハ

レ

鐘
ヲ

、
一

衆
、」
詣

ス二
仏
殿

ニ一
。
先

ツ
主
人
、
当
面

ノ
香
炉

ニ
焼
香

シ
テ

、
弁

シ
テ

二

供
具

ヲ一
、
伝
供
如

シレ
常

ノ
。

弁
供

ノ
」
後
、
両
班
、
問
訊
、
左
右

ニ
排
立

シ

テ
、
大
衆
、
同

ク
九
拝

ス
。
主
人
、
跪

テレ
鑪

ニ
焼

香
、
大
」
衆

ハ
収

ム二
坐
具

ヲ一
。
両
班
、
排
立

ス
レ

ハ
、
維
那
、
出
班
焼
香

シ
テ

、
宣

テレ
疏

ヲ
云

ク
、」

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
八
七

灌
浴
…
「
浴
仏
」
ニ
作
ル
。

荘
厳
之
…
「
荘
厳
」
ニ
作
ル
。

悉
皆
帰
仰
…
「
悉
帰
仰
」
ニ
作
ル
。

而�

福
業
利
塵
沙
伏
請
心
華
開
満
地
而
荘
…
コ

ノ
一
文
ナ
シ
（
底
本
、
下
冊
一
三
ウ
九
～
一
〇

行
目
「
而
以
下
十
五
字
ナ
シ
」）。

浄
法
界
身　

本
無
出
没

大
悲
願
力　

示
現
去
来
」

　
　

仰
願
二
照
臨
一　

伏
請
真
慈
」

南印閻
浮
提
大
日
本
国
某
州
某
〈
郡
／
郷
〉
某

〈
山
／
寺
〉
号
住
持
比
丘
〈
某
／
等
〉、」

　

今
月
初
八
日
、
恭
値
」　

　

�

本
師印釈
迦
牟
尼
如
来
大
和
尚
、
降
誕
之

辰
、　

虔ツ
ヽ
シン

テ
備

テ二
」
香
花
灯
燭
茶
菓
微
饍

ヲ一
、
以
伸
二
供
養

ヲ一
。
同

ク
奉

テ二
浴
仏

シ一
、
諷

二
誦

ス
」

大
仏
頂
万
行
首
楞
厳
神
呪

ヲ一
、
所
レ
集

ル
殊
勲

ハ
、
上ミ
酬

イ
ン

二

慈
蔭イ

ン
ニ一

」
者

ナ
リ

。」

右
印伏上

シ
テ

以
レ
ハ

、
曇
華
瑞
現

シ
テ

、
徧
界
香
気キ

曼ン

引イ
ン

タ
リ

。
赫
日

ノ

質カ
タ
チ

麗ウ
ル
ハ
シウ

シ
テ

、
満
天

ノ
』
光

輝
普

ク
照

ス
。
三
祇
劫
満

ノ
之
最
後
身
、
四
八

荘
厳

ノ
大
妙
相
、」
是

レ
凡
是

レ
聖
、
悉

ク
帰
仰

ス
。
天
上
天
下
唯
我
独
尊
、
三
百
余
会

ノ
」

法
雨
、
潤

ヒ
遠

ク
浴

シ
、
二
千
余
年

ノ
徳
風
、

響
キ

久
ク

扇
ク

。
仰

キ
願

ハ
、
毫
光
益

シ
テ

二

」
来

際
ヲ一

、
而
福
業
利

セ
ン
コ
ト
ヲ

二

塵
沙

ヲ一
。
伏

シ
テ

請

ウ
、
心
華
開

テ二
満
地

ニ一
、
而
荘
厳
敷

ン二
」

浄
法
界

ノ
身　

本
ト

無
二
出
没
一

大
悲
願
力　

示
二
現
去
来

ヲ一
」

　
　

仰
願

ヒ二
照
臨

ヲ一　
　

伏
シ
テ

請
二
真
慈

ヲ一
」

南
閻
浮
提
大
日
本
国
能
州
洞
谷
山
永
光
禅
寺

開
闢
紹
瑾
』
等
、」

　

今
月
初
八
日
、
恭

ク
値

テ二
」

　

本
師
釈
迦
牟
尼
如
来
大
和
尚
、
降
誕

ノ
之

　

�

辰
ニ一

、　

虔ツ
ヽ
シン

テ
弁

シ
テ

二

香
華
」
灯
燭
茶
菓
微

膳
ヲ一

、
以

テ
伸

ヘ二
供
養

ヲ一
、
同

ク
奉

テ二
灌
浴

シ一
、

諷
誦

ス　

大
仏
頂
」
万
行
首
楞
厳
神
呪

ヲ一
、

所
ノレ

集
ル

殊
勲

ハ
、
上ミ

酬
ン二

慈
蔭

ニ一

者
ナ�

リ
。」

右キ

伏
シ
テ

以
レ
ハ

、
曇
華
瑞
現

シ
テ

、
徧
界
香
気

曼
引

タ
リ

。
赫
日
質チ

麗ウ
ル
ハ
シフ

シ
テ

、
満
天

ノ
光
輝
」

普
ク

照
ス

。
三
祇
劫
満

ノ
之
最
後
身
、
四
八
荘

厳
ノ

之
大
妙
相
、
是

レ
凡
是

レ
」
聖
、
悉

ク
皆

ナ

帰
仰

ス
。
天
上
天
下
唯
我
独
尊
、
三
百
余
会

ノ
法
雨
、
潤

ヒ
遠

ク
」
浴

シ
、
二
千
余
年

ノ
徳

風
、
響

キ
久

ク
扇

ク
。
仰

キ
願

ハ
、
毫
光
益

シ
テ

二

来
際

ヲ一
、
而
福
業
利

シ二
」
塵
沙

ヲ一
、
伏

シ
テ

請

フ
、
心
華
開

テ二
満
地

ニ一
、
而
荘
厳
敷（

二
ヵ
）

ン
コ
ト
ヲ

一

法

界
ニ一

。　

謹
疏
。』



一
八
八

※�
「
而
福
業
利
塵
沙
伏
請
心
華
開
満
地
」
ノ
十
三
字

ナ
シ
ノ
可
能
性
ア
リ
。

本
尊　

哀
慈
…
「
本
師
如
来
」
ニ
作
ル
。

賢
聖　

悉
知
…
「
哀
愍
納
容
」
ニ
作
ル
。

黄
紙
…
コ
ノ
二
字
ナ
シ
。

能�

州
洞
谷
山
永
光
寺
…
「
能
登
州
洞
谷
山
永

光
禅
寺
」
ニ
作
ル
。

度
与
…
「
渡
与
」
ニ
作
ル
。

衆
僧
…
「
衆
僧
諷
経
回
向
散
」
ニ
作
ル
。

釈�

迦
如
来
大
和
尚
…
「
釈
迦
牟
尼
如
来
」
ニ

法
界

ニ一
。　
謹印疏
。　
本
尊　

哀
慈　

謹印疏
」

　
　
　
　
　
　
　
　

賢
聖

印�

悉
知

　

�

元
亨
四
年
四
月
初
八
日　

五
十
四
世
法
孫

比
丘
某
等
、
謹
疏
」

�

南
閻
浮
提
大
日
本
国
―　

―
某
甲
等
謹
疏
』

宣
ヘレ

疏
ヲ

罷
テ

、
知
事

ノ
上
官
与ト
二
殿
主
一
、
出

班
焼
香
、
問
訊

シ
テ

、
知
事
、
取

テ二
」
柄
杓

ヲ一

渡ト
二
与

ス
殿
主

ニ一
。
知
事
、
帰

レ
ハ

レ

位
ニ

、
当
面

ニ
シ
テ

而
浴
仏

ス
。
維
那
、
殿
主
、」
唱
レ
偈

ヲ
、

大
衆
、
同
音

ニ
三
遍
。
偈

ハ
在
レ
前
。　

偈
畢

テ
、
楞
厳
呪
遶
行

ス
。」
次

ニ
衆
僧
、
諷
経
罷

テ
、
回
向

シ
テ

散
ル

。
諸
来
、
随
意

ニ
浴
仏

ス
。

回
向

ニ
云
、」

上
来
、
諷
誦
楞
厳
秘
密
神
呪
功
徳
、
回
向　

今
日
降
誕
、」
釈
迦
如
来
大
和
尚
、
以
酬
法

恭※

敬
┌
四
所
印

疏
上

　

黄
紙

降
誕　

如
来

　
　

本※

尊　

哀
慈　

　

謹
疏
」

　
　

賢
聖　

悉
知

　

�

元
亨
四
年
四
月
初
八
日　

五
十
四
世
法
孫

比
丘
某
甲
等
、
謹
疏
」

�

南
閻
浮
提
大
日
本
国
能
州

洞
谷
山
永
光
寺
開
闢
〈
某
／
甲
〉
等
謹
封
」

宣
疏
罷

テ
、
知
事

ノ
上
官
与
二
殿
主
一
、
出
班

焼
香
、
問
訊

シ
テ

、
知
事
、
取

テ二
柄
杓

ヲ一
、」
度

二
与

ス
殿
主

ニ一
。
知
事
、
帰

レ
ハ

レ

位
ニ

、
殿
主
、

当
面

ニ
シ
テ

而
浴
仏

ス
。
維
那
、
唱
レ
偈

ヲ
。
大

衆
、」
同
音

ニ
和

コ
ト

三
遍
。
偈

ハ
在
レ
前

ニ
。　

偈
畢

テ
、
楞
厳
呪
遶
行

ス
。
諷
経
罷

テ
、
回
向

シ
テ

」
散

ス
。
次

ニ
衆
僧
諸
来
、
随
意

ニ
浴
仏

ス
。

回
向

ニ
云

ク
、」

上
来
、
諷
誦
楞
厳
秘
密
神
呪
功
徳
、
回
向　

今
日
降
誕
、
釈
迦
』
如
来
大
和
尚
、
以
酬
法

恭
敬

疏
上

　

黄
紙

降
誕　

如
来

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
八
九

作
ル
。

十
方
三
世
云
云
…
コ
ノ
一
文
ナ
シ
。

牓
云
…
コ
ノ
二
字
ナ
シ
。

伏
幸
…
「
伏
希
」
ニ
作
ル
。

※�

「
海
衆
安
牀
記
」
ハ
異
同
ガ
多
イ
タ
メ
、
指
示
ヲ

反
映
シ
テ
以
下
ニ
翻
刻
ス
。

　

東
北
牀
衆
什
員
」

　
　

首
座　
　
　
　

某
国
人
事
」

　
　

書
記　
　
　
　

同
前
」

乳
之
恩
者
。」�

（
下
冊
一
四
ウ
～
一
六
ウ
）

※
恭
敬
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
17
】
参
照
。

四
月
十
三
日
。
粥
罷

テ
、
僧
堂

ノ
前
門

ノ
南
頬

ノ
壁
板

ニ
、
押ヲ

セ二
小
牓
頭チ

ウ
ヲ一

。」

　
　

牓
云
、」　　
　

　

粥
罷

テ
排ハ

イ
被ヒ

位イ　
　
　

伏
幸
』

　

衆
悉
」

　

堂
司
比
丘　

某
甲
白
」

　
　

�

即
チ

図
シ二

被
位

ノ
図

ヲ一
、
或

ハ
出

ス二
安
牀

ノ

記
ヲ一

。」

椙
樹
林
大
乘
護
国
禅
寺
選
仏
場
中
〈
選
仏
場

ハ
／
雲
堂
額
〉、
今
夏
海
衆
安
牀
記
」

　

東
北
牀
衆
什
員
」

　

首　
　

座　
　

某
国
人
事
」

　

書　
　

記　
　

某
国
人
事
」

　

蔵　
　

主　
　

某
国
人
事
」

乳
之
恩
者
。
十
方
三
世
云
云
。」

�

（
下
冊
一
二
ウ
～
一
四
ウ
）

※
本
尊
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
18
】
参
照
。

四
月
十
三
日
。
粥
罷
、
僧
堂

ノ
前
門
南
頬

ノ

壁
板

ニ
、
押

ス二
小
牓
頭

ヲ一
。
牓

ニ
云
、」

　
　即

チ
図

シ二
被
位
図

ヲ一
、
或

ハ
出

ス二
安
牀

ノ
記

ヲ一
。　

記
ニ

云
、」

　

�

洞
谷
山
永
光
寺
選
仏
場
中
、
今
夏
海
衆
安

牀
記
」

　

東
北
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
首
座　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
書
記　
　

某
国
人
事
」

　

粥※

罷
排
被
位　
　

伏
幸

　

衆
悉

　
　
　
　

堂
司
比
丘
某
甲
白



一
九
〇

　
　

蔵
主　
　
　
　

同
前
」

　
　

某
甲
上
坐　
　

同
前
」

　
　

某
甲
書
記　
　

同
前
」

　

西
北
衆
什
員
」

　

〈
某
甲
都
寺
／
聖
僧
侍
者
〉　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
坐　
　

同
前
」

　
　

某
甲
上
坐　
　

同
前
」

　

西
南
牀
衆
什
員
」

　
　

聖
僧
侍
者　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
坐　
　

同
前
」

　
　

某
甲
監
寺　
　

同
前
」

　

東
南
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
首
座　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座

（
坐
ヵ
）

　
　

同
前
」

　
　

某
甲
西
堂　
　

同
前
」

　

南
南
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
蔵
主　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
坐　
　

同
前
」

　

北
北
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
上
坐　
　

某
国
人
事
」

　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
』

　

某
甲
書
記　
　

某
国
人
事
」

西
北
牀

ノ
衆
什
員
」

　

某
甲
都
寺　
　

某
国
人
事
」

　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

西
南
牀

ノ
衆
什
員
」

　

聖
僧
侍
者　
　

某
国
人
事
」

　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

　

某
甲
監
寺　
　

某
国
人
事
』

東
南
牀

ノ
衆
什
員
」

　

某
甲
首
座　
　

某
国
人
事
」

　

某
甲
上
座　
　

同
前
」

　

某
甲
西
堂　
　

同
前
」

南
南
牀

ノ
衆
什
員
」

　

某
甲
蔵
主　
　

某
国
人
事
」

　

某
甲
上
座　
　

同
前
」

北
北
牀

ノ
衆
什
員
」

　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
』

　

某
甲
上
座　
　

同
前
」

　
　

某
甲
蔵
主　
　

某
国
人
事
』

　
　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
書
記　
　

某
国
人
事
」

　

西
北
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
都
寺　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

　

西
南
牀
衆
什
員
」

　
　

聖
僧
侍
者　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
監
寺　
　

某
国
人
事
』

　

東
南
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
首
座　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
西
堂　
　

某
国
人
事
」

　

南
南
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
蔵
主　
　

某
国
人
事
」

　
　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

　

北
北
牀
衆
什
員
」

　
　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
」

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
九
一

　
　

某
甲
上
坐　
　

同
前
」

　

今
月
日　
　

堂
司
比
丘
某
甲　

謹
白
」

鉢
位
図
…
「
鉢
位
図
同
前
」
ニ
作
ル
。

首
座
…
「
首
座
寮
首
座
也
」
ニ
作
ル
。

結�

制
之
儀
…
「
結
制
之
儀
／
一
隅
三
陽
」
ニ

作
ル
。

右
守
牀

ノ
衆

ノ
排
被
位
。」

　

今
月　

日
、
堂
司
比
丘
某
甲　

謹
白
」

或
ハ

又
出
二
鉢
位

ノ
図

ヲ一
。
若

シ
有

レ
ハ

二

両
堂
一
、

立
テ二

両
卓

ヲ一
、
出

ス二
後
堂

ノ
図

ヲ一
〈
同
レ
前
〉。」

�

（
下
冊
一
六
ウ
～
一
八
ウ
）

十
三
日
。
斎イ

罷
ン
テ

、
衆
寮
諷
経
礼
数

ノ
事
。」

斎
罷

テ
、
知
寮
、
出

シ
テ

レ

牓
ヲ

、
貼ヲ

ス二
衆
寮

ノ
下

間
ニ一

。」

次
ニ

送
ル二

薬
茶
於
方
丈
両
班
等

ノ
諸
寮

ニ一
。」

　
　

牓（
式
ヵ
）

或　

�
〈
如
此
表
書
折
回
也
〉」

拝※

請　

合
寮
尊
衆
禅
師　

赤
紙
也　

知
寮
新

戒
某
状
謹
封
』

　

知
寮　

新
戒　

某
甲
」

右
某
甲　

今
晩
、
就

テ二
本
寮

ニ一
、
煎
点
一
中

　
　
　
　

特コ
ト

ニ
為メ

ス二
」

　
　

某
甲
上
座　
　

某
国
人
事
』

　

右
守
牀
衆
、
排
被
位
。」

　

今
月
日　
　

堂
司
比
丘
某
甲　

謹
白
」

或
ハ

又
出
二
鉢
位
図

ヲ一
。
若
有

レ
ハ

二

両
堂
一
、
立

テ二
両
卓

ヲ一
、
出

ス二
後
堂

ノ
図

ヲ一
。」

�

（
下
冊
一
四
ウ
～
一
六
オ
）

※
粥
罷
～
某
甲
白
…
【
年
中
写
真
22
】
参
照
。

十
三
日
。
斎
罷
、
衆
寮
諷
経
礼
数

ノ
事
。　

斎
罷
、
知
寮
、
出

シ
テ

レ

牓
ヲ

、
貼
二
衆
」
寮

ノ
下

間
ニ一

。　

次
ニ

送
ル二

薬
茶

ヲ
於
方
丈
両
班
等

ノ
諸

寮
ニ一

。」

　
　

牓
式
」

　

知
寮　

新
戒
某
甲
」

　

今
晩
、
就
二
本
寮

ニ一
、
煎
点
一
中
。」

　

特
ニ

為
ニ
シ
テ

二

」

　

首
座
』

大
衆
。
聊

カ
旌

ス二
結
制

ノ
之
儀

ヲ一
。　

伏
シ
テ

幸
ク



一
九
二

降
重
…
「
降
重
謹
状
」
ニ
作
ル
。

某
年
…
「
某
年
今
」
ニ
作
ル
。

〈
赤
紙
也
〉
…
「
黄
紙
」
ニ
作
ル
。

謹
封
…
「
状
謹
封
」
ニ
作
ル
。

〈�

牌
上
～
諷
経
〉
…
「〈
小
牓
頭
／
就
衆
寮
〉」

ニ
作
ル
。

照
牌
…
「
昭
牌
」
ニ
作
ル
。

入
寮
次
資
牌
煎
点
図
…
コ
ノ
一
文
ナ
シ
。

　

首
座　

寮
首
座
也
」

　

�

大
衆

ノ一
聊
旌ラ

ワ
ス二

〈
結
夏

ハ
結
制
、
解
夏

ハ
解

制
、
／
冬
至

ハ
一
陽

ノ
佳
節
、
歳
節

ハ
三
陽

佳
節
〉
之
儀

ヲ一
。
伏
幸

コ
イ
ネ
カ
ワ
クハ

、」

　

衆
慈
同
垂
」

　

降
重
。　

謹
状
」

　

某
年
今
月　

日　

知
寮
某
甲
謹
状
」

知
寮
、
行ア

ン

礼
シ
テ

、　

先
ツ

斎
時
、
堂
前

ニ
掛

ク二

諷
経

ノ
牌

ヲ一
〈
小
牓
頭
／
就
二
于
衆
寮
一
〉。」

次
寮
前

ニ
置

ク二
座
位
ノ（

照
ヵ
）

昭
牌

ヲ一
。』

兼
日

ニ
、
打
二
調
戒
臘
牌
一
牧

（
マ
 
マ
）

ヲ
、
入
寮
次
資

一
牧

（
枚
ヵ
）ヲ一

、
諷
経
以
前
、」
戒
臘
牌

ヲ
安

ス二
聖
像

ノ

上
ニ一

。」

　

入
寮
次
資

ノ
牌　
　
　

煎
点

ノ
図
」

（〈
下
冊
一
九
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
31
】

参
照
）』�
（
下
冊
一
八
ウ
～
一
九
ウ
）

※
拝
請
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
26
】
参
照
。

ハ
〈
解
夏

ニ
（
ニ
ハ
ヵ
）旌

ス
ト

二

解
夏

ノ
之
儀

ヲ一
、
／
冬
至

ニ
ハ

一
陽

ノ
佳
節
等

ト
ナ
リ

〉、」

衆
慈
同

ク
垂

レ
ヨ

二　

降
重

ヲ一
。」

　
　

某
年
月
日　
　
　

知
寮
某
甲
謹
状
」

拝※

請　

合
寮
尊
衆
禅
師　
〈
赤
紙
也
〉　

知
寮

新
戒
〈
某
甲
〉
謹
封
」

知
寮
、
行
礼
。
先

ツ
斎
時
、
堂
前

ニ
掛

ク二
諷
経

ノ
牌

ヲ一
〈
牌
上

ニ
書

シ
テ

云
ク

、
就

テ二
／
于
衆
寮

ニ一

諷
経
〉。
次

ニ
寮
前
、」
置

ク二
座
位

ノ
照
牌

ヲ一
。

兼
日
、
打
二
調

シ
テ

戒
臘
牌
一
枚
、
入
寮
次
資

一
枚

ヲ一
、
諷
」
経
以
前

ニ
戒
臘
牌

ヲ
安

ス二
聖
像

ノ

上
ニ一

。」

（
底
本
、
一
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）

　
　

入
寮
次
資

ノ
牌　
　
　

煎
点
図
』

（〈
下
冊
一
七
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
32
】

参
照
）」�

（
下
冊
一
六
オ
～
一
七
オ
）

※
拝
請
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
27
】
参
照
。

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
九
三

行
者
持
香
盤
…
「
茶
盤
持
行
者
」
ニ
作
ル
。

於
首
座
…
「
首
座
」
ニ
作
ル
。

後
…
「
送
後
」
ニ
作
ル
。

版
…
「
板
」
ニ
作
ル
。

次
維
那
…
「
維
那
」
ニ
作
ル
。

板
…
「
鈑
」
ニ
作
ル
。

盤
…
「
盤
」
ニ
作
ル
。

版
一
下
…
「
鈑
一
下
」
ニ
作
ル
。

板
一
下
…
「
鈑
一
下
」
ニ
作
ル
。

版
三
下
…
「
鈑
三
下
」
ニ
作
ル
。

入
寮
寮
主
…
「
入
寮
主
」
ニ
作
ル
。

荘
厳
打
調

シ
罷

テ
、
先

ツ
寮
主
、
威
儀
具
足

シ

テ
、
令メ

テ
シ
テ

三レ

茶
盤

ヲ
持

セ二
行
者

ニ一
、
上

テ二
」
方
丈

ニ一
、
次
首
座
、
書
記
、
蔵
司
、
都
寺
、
監

寺
、
副
寺
寮

ヘ
送

テ
後
、
稟

ケ
テ

二

」
諷
経

ノ
案
内

ヲ一
、
寮
前

ノ
鳴

コ
ト

レ

板
ヲ

三
会

ス
レ
ハ

、
集
来
立
定

ス
。
寮
主
、
行
礼

シ
テ

、
接
二
」
入

ス
寮
首
座
、

維
那
、
典
座
、
侍
者
、
大
衆

ヲ一
。
寮
主

ハ
占シ

ム二

主
住

（
位
ヵ
）ヲ一

。
先

ツ
著
」
坐

（
座
ヵ
）ノ

問
訊

シ
テ

、
次

ニ
焼
香

三
処

シ
テ

、
先

ツ
問
二
訊

シ
首
座

ノ
位

ニ一
、
次

ニ
維

那
ノ

位
、
次

ニ
」
上
間
、
次

ニ
下
間
、
次

ニ
当

面
ニ

問
訊

シ
テ

、
入
二

橐
ヲ一

了
テ

、
又
喫
薬ク

問

訊
ス

。」

橐
入

ル
ヽ

時
、
打
レ
板

ヲ
二
下
。
茶

行
遍

シ
了

テ
、
焼
香

シ
テ

大
展
三
拝
。
再

ヒ
」
問

訊
ス
ル
コ
ト

如
シレ

先
ノ

。
サ
ン

盤ホ
ン

入
ル
ヽ

時
、
板
一

下
。
盤
出
時
、
板
一
下
。
出

テ
了

レ
ハ

、」
板

三
下
。
大
衆
、
下

テレ
牀
立
定

シ
テ

、
両
班
入
寮

ス
レ
ハ

者
、
寮
主
、
接

シ
入

ル
。
主
』
人
来

ル
時

ハ
、
寮
主
、
在

テ二
賓
位

ニ一
接

シ
入

ル
。
主
人
焼
香

ス
レ
ハ

、
寮
主
諷
経

ス
。
回
」
向

ノ
時
、
主
人
、

焼
香
礼
三
拝

ナ
リ

。　

回
向
云
、」

　

妙
湛
総
持
不
動
尊　

首
楞
厳
王
世
希
有
」

　

銷
我
億
劫
顛
倒
想　

不
歴
僧
祇
獲
法
身
」

荘
厳

シ
打
調

シ
罷

テ
、
先
寮
主
、
威
儀
具
足

シ

テ
、
令メ

ン
シ
テ

下
二
行
者

ヲ一
持
中
香
盤

ヲ上
。
上

リ二
方
丈（

一
脱
カ
）

ニ
、」

次
ニ

送
二
於
首
座
、
書
記
、
蔵
主
、
都
寺
、

監
寺
、
副
寺
寮

ニ一
。
後
稟

シ
テ

二

諷
経
案
』
内

ヲ一
、

寮
前

ニ
鳴

コ
ト

レ

版
ヲ

三
会

ス
レ
ハ

、
集
来
立
定

ス
。

寮
主
、
行
礼

シ
テ

、
接
二
入

ス
寮
首
座
、
維
」

那
、
典
座
、
侍
者
、
大
衆

ヲ一
。
寮
主

ハ
占

ム二
主

位
ヲ一

。
先

ツ
著
座

シ
テ

問
訊

シ
、
次

ニ
焼

テ二
香

ヲ

三
」
処

ニ一
、
先

ツ
問
二
訊

シ
首
座

ノ
位

ニ一
、
次

ニ

維
那

ノ
位
、
次

ニ
上
間
、
次

ニ
下
間
、
次

ニ
当

面
ニ

問
」
訊

シ
テ

、
入

レ二

橐
ヲ一

了
テ

、
又
喫
薬

シ
テ

問
訊

ス
。

橐
入
時
、
打
レ
板
二
下
。
茶

行
遍

シ
」
了

テ
、
焼
香

シ
テ

大
展
三
拝
。
再

ヒ
問

訊
ス
ル
コ
ト

如
レ
先
。

盤
入

ル
ヽ

時
、
版
一
下
。

盤
」
出

ス
時
、
板
一
下
。
出
了

レ
ハ

、
版
三

下
ス

。
大
衆
、
下
レ
牀

ヲ
立
定

シ
テ

、
両
班
入
寮

ス
レ
ハ

、
寮
」
主
接

シ
入

ル
。
主
人
来

ル
時

ハ
、
寮

主
、
在

テ二
賓
位

ニ一
接

シ
入

ル
。
主
人
焼
香

ス
レ
ハ

、

寮
主
、
諷
」
経

ス
。
回
向

ノ
時
、
主
人
、
焼

香
礼
三
拝

ナ
リ

。　

回
向

ニ
云
、」

　

妙
湛
総
持
不
動
尊　

首
楞
厳
王
世
希
有
」

　

銷
我
億
劫
顛
倒
想　

不
歴
僧
祇
獲
法
身
』



一
九
四

首
楞
厳
…
「
首
楞
厳
秘
密
」
ニ
作
ル
。

即
…
「
郎
」
ニ
作
ル
。

多�

聞
天
迦
羅
天
…
「
多
門
天
伽
羅
天
」
ニ
作

ル
。

十
方
三
世
云
云
…
コ
ノ
一
文
ナ
シ
。

隔
前
…
「
前
隔
」
ニ
作
ル
。

上
来
、
諷
誦
大
仏
頂
万
行
首
楞
厳
神
呪
功

徳
、
回
向
」

真
如
実
際
、
無
上
仏
果
菩
提
、　

祝
献
」

護
法
龍
天
、
三
界
万
霊
、
十
方
真
宰
、　

今

年
歳
分
、
主
執
」
陰
陽
、
権
衡
造
化
、　
　

堂
頭
和
尚
、
本
命
元
辰
、
吉
凶
星
」
斗
、　

日
本
国
内
大
小
福
徳
、
当
山
土
地
、
当
山
龍

王
、
護
』
伽
藍
神
、　

招
宝
七
郎
、　

八
幡
大

菩
薩
、　

稲
荷
大
明
」
神
、　

白
山
妙
理
大
権

現
、　

白
衣
天
子
、
青
面
使
者
、」
多
聞
天
、

迦
羅
天
、
迦
利
帝
母
、
合
堂
真
宰
、」

合
山
清
衆
、
守
道
諸
神
、
増
加
威
光
。
所

冀
、」

山
門
繁
昌
、
僧
宝
増
盛
、
諸
檀
福
寿
、
快
楽

円
満
、
諸
縁
成
」
就
、
同
円
種
智
者
。
十
方

三
世
一
切
諸
仏
丶
丶

―
蜜
。」

回
向
了

テ
、
主
人
出

ツ
。
寮
主
、
奉

テレ
送

リ
問

訊
シ
テ

、
移

テ二
主
位

ニ一
、
送

ル二
両
班
大
」
衆

ノ
出

ル
ヲ

一

。
四
節
、
皆
同

シ
。
前ヘ

隔ヘ
タ

テ二
一
日

ヲ一
、
行
レ

之
ヲ

。
叢
林

ノ
通
例
也
。」

上
来
、
諷
誦
大
仏
頂
万
行
首
楞
厳
神
呪
功

徳
、
回
向　

真
如
」
実
際
、
無
上
仏
果
菩

提
、
祝
献　

護
法
龍
天
、
三
界
万
霊
、
十

方
」
真
宰
、　

今
年
歳
分
、
主
執
陰
陽
、
権

衡
造
化
、　

堂
頭
和
尚
、
本
」
命
元
辰
、
吉

凶
星
斗
、　

日
本
国
内
大
小
福
徳
、
当
山
土

地
、
当
」
山
龍
王
、
護
伽
藍
神
、　

招
宝
七

即（
郎
ヵ
）、　

八
幡
大
菩
薩
、　

稲
荷
」
大
明
神
、　

白
山
妙
理
大
権
現
、　

白
衣
天
子
、
青
面
使

者
、」
多
聞
天
、
迦
羅
天
、
迦
利
帝
母
、
合

堂
真
宰
、　

合
山
清
衆
、
守
道
」
諸
神
、
増

加
威
光
。
所
冀
、　

山
門
繁
昌
、
僧
宝
増
盛
、

諸
檀
福
寿
、」
快
楽
円
満
、
諸
縁
成
就
、
同

円
種
智
者
。
十
方
三
世
云
云
。」

回
向
了

テ
、
主
人
出

レ
ハ

、
寮
主
、
奉
送
問
訊

シ
テ

、
移

テ二
主
位

ニ一
、
送

ル二
両
班
大
衆
出

ル
ヲ

一

。』

四
節
、
皆

ナ
同

シ
。
隔

テ二
前ヘ
一
日

ヲ一
、
行

スレ
之

ヲ
。

叢
林

ノ
通
例

ナ
リ

也
。」

�

（
下
冊
一
七
オ
～
一
八
ウ
）

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
九
五

斎
後
…
「
斎
次
」
ニ
作
ル
。

袱
子
…
「
複
子
」
ニ
作
ル
。

版
…
「
板
」
ニ
作
ル
。

有
…
「
在
」
ニ
作
ル
。

�

（
下
冊
二
〇
オ
～
二
一
オ
）

四
月
十
四
日
。
斎
後
、
知
事
、
打
二
調

シ
牓

ヲ一
、
托ハ

ク
シ
テ

二

複
子

ヲ
於
箱

ノ
蓋

ニ一
、
置
二
』
小
香

炉
ヲ一

。
安
レ
牓

ヲ
令

テレ
持

セ二
行
者

ニ一
、
上

テ二
方
丈

ニ一

焼
香
、
両
展
三
拝

シ
テ

、
取

テ
」
レ
牓
薫

シ
テ

レ

香

ヲ
、
呈

ス二
主
人

ニ一
。
開

テレ
牓

ヲ

熟ツ
ラ
〱

見
テ

、
巻
却

シ

テ
還

シ
テ

二

知
事

ニ一
、
主
人
、
少
送

テ二
」
知
事

ヲ一
問

訊
ス

。
知
事
、
又
到

テ二
首
座
寮

ニ一
、
呈
牓
。
若

シ
如

ン
ハ

二

掛
牌イ

ノ一
、
首
座
」
并

ニ
退
院

ノ
長
老
首

座
ナ
ラ
ハ

、
両
展
三
拝

シ
テ

呈
ス

。
如

ン
ハ

二

平
交
首

座
ナ
ル
カ

一

、
只
触
」
礼
三
拝

シ
テ

、
呈

シ
了

テ
到

テ二

僧
堂

ノ
前
門

ニ一
、
榜
板

ノ
上

ニ
貼
在
。
南
頬
、

恒
時

ニ
」
在

リ二
此

ノ
板
一
。
知
事

ノ
牓
、
頭
首

ノ

状
、
同

ク
貼
レ
之
。」

　
　

牓
式
」

四
月
十
四
日
。
斎
後
、
知
事
、
打
二
調

シ
牓

ヲ一
、
托

シ
テ

二

袱
子

ヲ
於
箱

ノ
蓋（

一
脱
ヵ
）

ニ
、
置

ク二
小
香
」

炉
ヲ一

。
安
レ
牓

ヲ
、
令
二レ
行
者
持
一
、
上

テ二
方
丈

ニ一
焼
香
、
両
展
三
拝

シ
テ

、
取

テレ
牓

ヲ
薫

シレ
香

ニ

呈
。」
主
人
、
開

テレ
牓

ヲ
熟
見

テ
、
巻
却

シ
テ

還
ス二

知
事

ニ一
。
主
人
、
少

シ

送
テ二

知
事

ヲ一

問
訊

ス
。

知
事
、」
又
到

テ二
首
座
寮

ニ一
、
呈
レ
牓

ヲ
。
若

シ

如
ン
ハ

二

掛
牌
首
座
并

ニ
退
院

ノ
長
老
首
座

ノ一
、

両
」
展
三
拝

シ
テ

呈
ス

。
如

ン
ハ

二

平
交

ノ
首
座

ノ一
、

只
タ

触
礼
三
拝

シ
テ

、
呈

シ
了

テ
到

テ二
僧
堂

ノ
前

門
ニ一

、」
榜
版
上

ニ
貼
二
在

ス
南
頬

ニ一
。
恒
時

ニ

有
二
此

ノ
板
一
。
知
事

ノ
牓
、
頭
首

ノ
状
、
同

ク

貼
スレ

之
ヲ

。」

　
　

牓
式
」



一
九
六

随
時
也
…
「
随
時
」
ニ
作
ル
。

結�

制
之
儀
…「
結
制
解
制
／
一
隅
三
陽
之
儀
」

ニ
作
ル
。

照
牌
…
「
昭
牌
」
ニ
作
ル
。

　

�

庫
司
今
晩
〈
寸
余
文
字
。
必
七
行
書
也
。

文
字
上
下
、
随
時
也
〉、」

　

就
雲
堂
、　

煎
点
』

　

一
中
、　　

特
為
」　

　

�

首
座　
〈
或
書
記
、
／
又
蔵
司
〉、
聊
旌　

〈
結
制
／
佳
節
〉　
〈
解
制
／
佳
節
〉　

之

儀
」

　

大
衆
」

　

光
伴
」

　
�

今
月　

日
、
都
寺
又
監
寺　

比
丘
某
甲
等

拝
白
」�

（
下
冊
二
一
オ
～
二
二
オ
）

貼
レ
牓

ヲ
後
、
聖
僧

ノ
前ヘ

卓ク

、
上
間
中
央

ノ
卓
、

下
間
中
央

ノ
卓
、
堂
前

ノ
」
卓
、
荘
二
厳

シ
テ

之

ヲ一
、
安
二
香
炉
各
一
口

ヲ一
。
堂
前

ノ
香
台

ニ
置

ク二

昭（
照
ヵ
）牌

ヲ一
。」
置
二
昭（

照
ヵ
）牌

図
一
。』

　

�

庫
司
今
晩　
〈
寸
余

ノ
文
字

ナ
リ

。
必

ス
七
行

ニ

書
ク

／
也
。
文
字

ノ

上
下
、
随
レ

時
ニ

也
〉、」

　

就
テ二

雲
堂
一
、
煎
点
一
中
、』

　

特
ニ

為
ニ
シ
テ

二

」　

　

�

首
座
一
、　

聊
カ

旌
ス二

結
制

ノ
之
儀

ヲ一　
　

伏

幸
ハ

」

　

大
衆
」

　

光
伴
」

　

今
月
日　
　

都
寺
比
丘
某
甲
等
拝
白
」

�

（
下
冊
一
八
ウ
～
一
九
オ
）

貼
シ
テ

レ

牓
ヲ

後
、
聖
僧

ノ
前
卓
、
上
間

ノ
中
央

ノ

卓
、
下
間

ノ
中
央

ノ
卓
、�

堂
前

ノ
卓
、
荘
二
」

厳
シ
テ

之
ヲ一

、
安

ス二
香
炉
各
一
口

ヲ一
。
堂
前

ノ
香

台
ニ

置
ク二

照
牌

ノ
図

ヲ一
。」

（
底
本
、
二
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）」

次
ニ

寝
堂

ニ
在

リ二
小
座
湯
一
。
侍
者

ノ
管
領

ナ
リ

。

斎
ノ

次
、
請
客
侍
者
、
各

ノ
問
」
訊

シ
テ

、
所

請
ノ

人
、
報

ス
。
晩
間
、
就

テ二
方
丈

ニ一
、
小
座

湯
ト

聞
テ下

二
打

チレ
鼓
若

ハ
打

ヲ上

鈑
ヲ

、」
集
来

ス
。

時
至

レ
ハ

、
以

テ二
客カ

頭チ
ヤ
ウ

ノ
行
者

ヲ一
、
重

テ
報

ス二
所

請
人

ニ一
。
両
班
、
前
資
、
勤
』
旧
、
諸
小
頭

首
、
諸
方

ノ
名
徳
、
皆
請

スレ
之

ヲ
。
各

ノ
見
二
昭

（
照
ヵ
）

牌
ヲ一

、
寄

ル二
位
次

ニ一
。」
臨
時
勿
錯
乱
。」

（〈
下
冊
二
三
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
43
】

参
照
）』

鳴（
二
ヵ
）

シ
テ

一

方
丈
前

ノ
鼓（

一
脱
ヵ
）

ヲ
、
集

ムレ
衆

ヲ
。
衆
上

レ
ハ

、

侍
者
、
出

テ
迎

テ
、
而
接
入

シ
テ

当
面

ニ
問
」
訊

ス
レ
ハ

、
大
衆
、
一
時
問
訊

シ
テ

著
レ
座

ニ
。
侍

者
、
焼
香
行
礼

ス
。
有

レ
ハ

二

重
ル

人
一
者
、」
両

人
行
礼

ス
。
不
レ
然
者
、
只
一
人
行
礼
。
先

ツ

西

龕聖

特
為

大
衆

大 衆

大衆

大
衆

主
席

「
東

※

次
ニ

寝
堂

ニ
有

リ二
小
座
湯
一
。
侍
者

ノ
管
領

ナ
リ

。

斎
ノ

次
テ

、
請
客
侍
者
、
各

ノ
問
二
訊

シ
テ

所
」

請
ノ

人
ヲ一

報
ス

。
晩
間
、
就

テ二
方
丈

ニ一
、
小
座

湯
。
聞

テ二
打

チレ
鼓
若

ハ
打

ヲ一レ
版

ヲ
、
集
来

シ
タ
マ
ヘ

。

時
至

レ
ハ

、」
以

テ二
客
頭
行
者

ヲ一
、
重

テ
報

ス二
所

請
ノ

人
ニ一

。
両
班
、
前
資
、
勤
旧
、
諸

ノ
小
頭

首
、
諸
」
方

ノ
名
徳
、
皆

ナ
請

スレ
之

ヲ
。
各
見

テ二

照
牌

ヲ一
、
倚

ル
ヘ
シ

二

位
次

ニ一
。
臨

テレ
時

ニ
、
勿

レレ
錯

乱
ス
ル
コ
ト

。」

（〈
下
冊
一
九
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
44
】

参
照
）』

鳴
シ二

方
丈
前

ノ
鼓

ヲ一
、
集

ムレ

衆
ヲ

。
衆
上

レ
ハ

、

侍
者
、
出

テ
迎

テ
、
而
接
入（

シ
テ
ヵ
）

ノ
当
面

ニ
問
訊

ス
レ

ハ
、
大
」
衆
、
一
時

ニ
問
訊

シ
テ

著
クレ

座
ニ

。
侍

者
、
焼
香
行
礼

ス
。
有

レ
ハ

二

重
ス
ル

人
一
者
、
両

人
行
礼

ス
。」
不

レ
ハ

レ

然
者
、
只

タ
一
人
行
礼

ス
。

像聖

特
為

大 衆

大衆

主
席

『
東

西※

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
九
七

有
…
「
在
」
ニ
作
ル
。

版
…
「
鈑
」
ニ
作
ル
。

照
牌
倚
位
次
…
「
昭
牌
寄
位
次
」
ニ
作
ル
。

鼓
…
「
鈑
」
ニ
作
ル
。

（
底
本
、
二
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）」

次
ニ

寝
堂

ニ
在

リ二
小
座
湯
一
。
侍
者

ノ
管
領

ナ
リ

。

斎
ノ

次
、
請
客
侍
者
、
各

ノ
問
」
訊

シ
テ

、
所

請
ノ

人
、
報

ス
。
晩
間
、
就

テ二
方
丈

ニ一
、
小
座

湯
ト

聞
テ下

二
打

チレ
鼓
若

ハ
打

ヲ上

鈑
ヲ

、」
集
来

ス
。

時
至

レ
ハ

、
以

テ二
客カ

頭チ
ヤ
ウ

ノ
行
者

ヲ一
、
重

テ
報

ス二
所

請
人

ニ一
。
両
班
、
前
資
、
勤
』
旧
、
諸
小
頭

首
、
諸
方

ノ
名
徳
、
皆
請

スレ
之

ヲ
。
各

ノ
見
二
昭

（
照
ヵ
）

牌
ヲ一

、
寄

ル二
位
次

ニ一
。」
臨
時
勿
錯
乱
。」

（〈
下
冊
二
三
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
43
】

参
照
）』

鳴（
二
ヵ
）

シ
テ

一

方
丈
前

ノ
鼓（

一
脱
ヵ
）

ヲ
、
集

ムレ
衆

ヲ
。
衆
上

レ
ハ

、

侍
者
、
出

テ
迎

テ
、
而
接
入

シ
テ

当
面

ニ
問
」
訊

ス
レ
ハ

、
大
衆
、
一
時
問
訊

シ
テ

著
レ
座

ニ
。
侍

者
、
焼
香
行
礼

ス
。
有

レ
ハ

二

重
ル

人
一
者
、」
両

人
行
礼

ス
。
不
レ
然
者
、
只
一
人
行
礼
。
先

ツ

西

龕聖

特
為

大
衆

大 衆

大衆

大
衆

主
席

「
東

※

次
ニ

寝
堂

ニ
有

リ二
小
座
湯
一
。
侍
者

ノ
管
領

ナ
リ

。

斎
ノ

次
テ

、
請
客
侍
者
、
各

ノ
問
二
訊

シ
テ

所
」

請
ノ

人
ヲ一

報
ス

。
晩
間
、
就

テ二
方
丈

ニ一
、
小
座

湯
。
聞

テ二
打

チレ
鼓
若

ハ
打

ヲ一レ
版

ヲ
、
集
来

シ
タ
マ
ヘ

。

時
至

レ
ハ

、」
以

テ二
客
頭
行
者

ヲ一
、
重

テ
報

ス二
所

請
ノ

人
ニ一

。
両
班
、
前
資
、
勤
旧
、
諸

ノ
小
頭

首
、
諸
」
方

ノ
名
徳
、
皆

ナ
請

スレ
之

ヲ
。
各
見

テ二

照
牌

ヲ一
、
倚

ル
ヘ
シ

二

位
次

ニ一
。
臨

テレ
時

ニ
、
勿

レレ
錯

乱
ス
ル
コ
ト

。」

（〈
下
冊
一
九
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
44
】

参
照
）』

鳴
シ二

方
丈
前

ノ
鼓

ヲ一
、
集

ムレ

衆
ヲ

。
衆
上

レ
ハ

、

侍
者
、
出

テ
迎

テ
、
而
接
入（

シ
テ
ヵ
）

ノ
当
面

ニ
問
訊

ス
レ

ハ
、
大
」
衆
、
一
時

ニ
問
訊

シ
テ

著
クレ

座
ニ

。
侍

者
、
焼
香
行
礼

ス
。
有

レ
ハ

二

重
ス
ル

人
一
者
、
両

人
行
礼

ス
。」
不

レ
ハ

レ

然
者
、
只

タ
一
人
行
礼

ス
。

像聖

特
為

大 衆

大衆
主
席

『
東

西※



一
九
八

諸
小
頭
首
…
「
次
諸
小
頭
首
」
ニ
作
ル
。

先
版
一
下
…
「
先
鈑
一
下
」
ニ
作
ル
。

打
版
一
下
…
「
打
鈑
一
下
」
ニ
作
ル
。

行
盞
…
「
各
行
盞
」
ニ
作
ル
。

盞
盤
時
…
「

拌
」
ニ
作
ル
。

打
版
三
下
…
「
打
鈑
三
下
」
ニ
作
ル
。

問
二
訊

シ
テ

都
寺
、
首
座
、」
諸
頭
首
、
諸
知

事
、
次

ニ
大
勤
旧
、
次

ニ
諸
小
頭
首
及

ヒ
諸
勤

旧
ニ一

、」
次

ニ
還

テ二
中
台

ニ一
問
訊

シ
テ

、
行ヒ

クレ
湯

ヲ
。

先
ツ

鈑
一
下
、
衆
行ア

ン

、
取

テレ
盤

ヲ
排
立

ス
。
次

ニ

」
又
打
レ
鈑
一
下

ス
レ
ハ

、
各〱
行ヒ

クレ

盞
ヲ

。

行
遍

ス
レ
ハ

、
侍
者
、
又

タ
当
面

ニ
問
訊

ス
。
上

下
」
同

ク
揖

シ
テ

喫
スレ

薬
ヲ

。
二
三
椀
喫

シ
テ

後

チ
、
問
訊
如
レ
先
。
行
者
、
入

ル二
盞
盤

ヲ一
。
先

ツ
」
打

コ
ト

レ

鈑
一
下
。
盤

ノ
出

ス
時

キ
、
又
一
下
。

出
シ
テ

後
、
打

コ
ト

レ

鈑
三
下

ス
レ
ハ

、
大
衆
、
起
」

立
問
訊

シ
テ

、
自

リ二
下
座
一
出
堂

ス
。
侍
者
、
揖

シ
テ

送
ル

。
知
事
頭
首
上
位

ハ
、
与
二
』
主
人
一

問
訊

シ
テ

出
ツ

。」
�

（
下
冊
二
二
オ
～
二
四
オ
）

※
西
～
東
…
【
年
中
写
真
38
】
参
照
。

先
問
二
訊

シ
都
寺
、
首
座
、
諸
頭
首
、
諸
知

事
ニ一

、」
次

ニ
問
二
訊

ス
大
勤
旧
、
諸
小
頭
首
及

諸
ノ

勤
旧

ニ一
。
次

ニ
還

テ二
中
台

ニ一
、
問
訊

シ
テ

行ヒ

ク
」
レ
湯

ヲ
。
先

ツ
版
一
下
、
衆
行
、
取

テレ
盤

ヲ

排
立

ス
。
次

ニ
又
打

コ
ト

レ

版
ヲ

一
下

ス
レ
ハ

、
行

クレ

盞
ヲ

。
行
遍

ス
レ
ハ

、」
侍
者
、
又

タ
当
面

ニ
問
訊

ス
。
上
下
同
揖

シ
テ

喫
スレ

薬
ヲ

。
二
三
椀
喫

ノ
後
、

問
訊

ス
。
如

シ
」
レ
先

ノ
。
行
者
入

ル
ヽ

二

盞
盤

ヲ一

時
、
先

ツ
打
レ
版

ヲ
一
下
。
盤

ヲ
出

ス
時

キ
、
又

タ

一
下
。
出

シ
テ

後
、
打

コ
ト

」
レ
版

ヲ
三
下

ス
レ
ハ

、

大
衆
、
起
立
問
訊

シ
テ

、
自

リ二
下
座
一
出
堂

ス
。

侍
者
、
揖

シ
テ

送
ル

。
知
事
頭
」
首
上
位

ハ
、

与
二
主
人
一
問
訊

シ
テ

出
ツ

。」

�

（
下
冊
一
九
オ
～
二
〇
オ
）

※
西
～
東
…
【
年
中
写
真
39
】
参
照
。

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



一
九
九

問
訊
請
…
「
請
問
訊
」
ニ
作
ル
。

開�

香
合
分
香
於
函
蓋
置
…
「
捧
香
合
函
蓋
別

香
」
ニ
作
ル
。

念
誦
…
「
疏
」
ニ
作
ル
。

次
ニ

土
地
堂
念
誦
。
維
那
、
令
三
行
者

ヲ
シ
テ

報

二
方
丈
、
両
班
及

ヒ
廊
下

ニ
」
念
誦

ノ
案
内

ヲ一
。

堂
前

ノ
鳴

コ
ト

レ

鐘
ヲ

三
会
、
大
衆
、
土
地
堂

ニ
集

来
ス
レ
ハ

、
知
事
」
上
位
、
出
班

シ
テ

供
ス二

土
地

ノ
煎
点

ヲ一
。
次
維
那
、
出
班
焼
香

シ
テ

、
倚（

二
脱
ヵ
）

テ
卓

ノ
左
」
辺

ニ一
、
向

テ二
主
人（

一
脱
ヵ
）

ニ
請

シ
テ

問
訊

ス
。
主

人
、
焼
香

ス
レ
ハ

、
侍
者
、
捧
二
香
合

ヲ一
、
函
蓋

別
ニ
ス

」
レ
香
。
両
班
一
位
、
出
班
進
前

シ
テ

、

問
二
訊

シ
テ

主
人

ニ一
、
転
身

シ
テ

問
二
訊

シ
テ

土
地

ニ一
」
焼
香

シ
テ

、
又

タ
転
身

シ
テ

問
二
訊

シ
テ

主
人

ヲ
（
マ
マ
）

一
、
還

ルレ

位
ニ

。
諸
位
、
皆

ナ
如

シレ

此
ノ

。
維

那
、
毎コ

ト
ニ二

」
諸
位
一
問
訊

シ
テ

請
スレ

之
。
末
後

ニ

維
那
、
与ト
二
下
位

ノ
頭
首
一
進
前

シ
、
問
訊
」

焼
香

シ
テ

還
レ
位
。
維
那
、
又
出
班
焼
香
、
転

身
在
二
卓

ノ
左
辺
一
。
望
二
主
』
人

ヲ一
問
訊

シ
テ

、

右
ニ

転
シ
テ

レ

身
ヲ

問
二
訊

シ
テ

土
地

ニ一
念
誦
。
引

テレ

声
誦

スレ
疏

ヲ
。
大
衆
、
合
」
掌

ス
。
維
那
、
問

二
訊
土
地

ニ一
時キ

、
大
衆
、
普
同
問
訊

ス
。　
　

疏
云
、」

窃ヒ
ソ

カ
ニ

以
レ
ハ

、
薫ク

ン

風
扇ア

ヲ
イ
テ

レ

野ヤ
ニ

、
炎ヱ

ン

帝テ
イ

司
ツ
カ
サ
ド

ルレ

次
ニ

土
地
堂
念
誦
。
維
那
、
令
三
行
者

ヲ
報

セ二

方
丈
、
両
班
及

ヒ
廊
下

ニ
念
誦

ノ
』
案
内

ヲ一
、

堂
前

ニ
鳴

コ
ト

レ

鐘
ヲ

三
会

ス
レ
ハ

、
大
衆
、
土
地

堂
ニ

集
来

ス
。
知
事

ノ
上
位
、
出
班

シ
テ

」
供

ス二

土
地

ノ
煎
点

ヲ一
。
次

ニ
維
那
、
出
班
焼
香

シ
テ

、

倚
テ二

卓
ノ

左
辺

ニ一
、
向

テ二
主
人（

一
脱
ヵ
）

ニ
問
訊

シ
テ

」
請

ス
。
主
人
、
焼
香

ス
レ
ハ

、
侍
者
、
開

キ二
香
合

ヲ一
、
分

チ二

香
ヲ

於
函
蓋

ニ一

置
ク

。
両
班
一
位
、

出
」
班
進
前

シ
テ

、
問
二
訊

シ
主
人

ニ一
、
転
身

シ

テ
問
二
訊

シ
テ

土
地

ニ一
焼
香

ス
。
又

タ
転
身

シ
テ

問
二

訊
シ
テ

主
」
人

ヲ一
、
還

ルレ
位

ニ
。
諸
位
、
皆

ナ
如

シレ
此

ノ
。
維
那
、
毎

ニ二
諸
位
一
問
訊

シ
テ

請
スレ

之

ヲ
。
末
後

ニ
維
那
」
与
二
下
位

ノ
頭
首
一
進
前
、

問
訊
焼
香

シ
テ

還
ルレ

位
ニ

。
維
那
、
又
出
班
焼

香
シ

、
転
」
身

シ
テ

在
リ二

卓
ノ

左
辺

ニ一
、
望

テ二
主

人
ヲ一

問
訊

シ
、
右

ニ
転
身

シ
テ

問
二
訊

シ
土
地

ニ一
念

誦
ス

。
引

テレ
声

ヲ
」
誦

ス
。
大
衆
、
合
掌

ス
。　

維
那
、
問
二
訊

ス
ル

土
地

ニ一
時キ

、
大
衆
、
普
同

問
訊
。
念
誦

ニ
」
云
、」

窃
ニ

以
レ
ハ

、
薫
風
扇

テレ
野

ニ
、
炎
帝
司

ルレ
方

ヲ
。



二
〇
〇

維
那
一
仏
念
間
…
「
一
仏
念
間
」
ニ
作
ル
。

十
反
…
「
十
遍
」
ニ
作
ル
。

大�

行
普
賢
菩
薩
…
「
大
士
普
賢
菩
薩
」
ニ
作

ル
。

勲
…
「
勤
」
ニ
作
ル
。

永
賜
…
「
恩
賜
」
ニ
作
ル
。

方
ヲ

。
当

ル二
法
王
禁
足
之
辰

ニ一
。
是

レ
釈
」
子

護
生
之
日

ナ
リ

。
躬ツ

ヽ
シ
ン
テ

裒ア
ツ

シ（
メ
テ
ヵ
）

テ
テ

二

大
衆

ヲ一
、
恭

シ
ク

詣
シ
テ

二

霊
祠

ニ一
、
誦
二
持

シ
テ

レ
（
マ
マ
）
万
徳
之
洪
」
名

ヲ一
、

回
二
向

ス
合
堂
之
真
宰

ニ一
。
所

ロレ
祈

ノ
ル

加
護

ハ
、

得
ンレ

遂
ル
コ
ト
ヲ

二

安
居

ヲ一
。仰ニ

ヤ
ン

憑ヒ
ン

尊
」
衆シ

ユ

念ニ
ア
ン

。　

一
仏
之
間
、
大
衆
、
各

ノ
念

ス一
（
二
ヵ
）十
反

ヲ一
。」

清
浄
法
身
毘
盧
遮
那
仏

円
満
報
身
盧
舎
那
仏
」

千
百
億
化
身
釈
迦
牟
尼
仏

当
来
下
生
弥
勒
尊
仏
」

十
方
三
世
一
切
諸
仏

大
乗
妙
法
蓮
華
経
』

大
聖
文
殊
師
利
菩
薩

大
乗
普
賢
菩
薩
〈
念
誦
／
行
也
〉」

大
悲
観
世
音
菩
薩

諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
」

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」

上
来
、
念
誦
功
徳
、
並ヒ

ン

用ユ
ウ

回
向
」

護ウ

持ジ

正シ
ン

法ハ

土ツ

地チ

龍ル
ン

神
。
伏
願
、　

神
光
協ケ

ウ

賛サ
ン

、

発ハ

揮キ

有ユ
ウ

利リ

」
之
勲キ

ン
、
梵バ

ン
楽
興キ

ン

隆ル

、
永イ

ン
賜ス

無ブ

私ス

当
ル二

法
王
禁
足

ノ
之
辰

ニ一
、
是

レ
釈
子
護
』
生

ノ

之
日

ナ
リ

。
躬ツ

ヽ
シン

テ
裒

メ
テ

二

大
衆

ヲ一
、
恭

ク
詣

シ
テ

二

霊

祠
ニ一

、
誦
二
持
万
徳

ノ
之
洪
名

ヲ一
、
回
二
向

ス

合
」
堂

ノ
之
真
宰

ニ一
。
所

ハレ
祈

ル
、
加
護

シ
テ

得

ンレ
遂

ル
コ
ト

二

安
居

ヲ一
。
仰
憑
尊
衆
念
〈
維
那
一

仏
念

ノ
間
、
／
大
衆
、
各
念

ス二
十
反

ヲ一
〉。」

清
浄
法
身
毘
盧
遮
那
仏

円
満
報
身
盧
舎
那
仏
」

千
百
億
化
身
釈
迦
牟
尼
仏

当
来
下
生
弥
勒
尊
仏
」

十
方
三
世
一
切
諸
仏

大
乗
妙
法
蓮
華
経
」

大
聖
文
殊
師
利
菩
薩

大
行
普
賢
菩
薩
」

大
悲
観
世
音
菩
薩

諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
」

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」

上
来
、
念
誦
功
徳
、
並
用
回
向　

護
持
正
法

土
地
龍
神
。
伏
願
、」
神
光
協
賛
、
発
揮
有

利
之
勲
、
梵
楽
興
隆
、
永
賜
無
私
之
熏
。

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
〇
一

十�
方
三
世
云
云
…
「
十
方
三
世
一
切
諸
仏
〻

〻
蜜
」
ニ
作
ル
。

末
後
二
下
念
誦
…
「
末
二
下
疏
」
ニ
作
ル
。

誦
大
悲
呪
一
反
…「
大
悲
呪
一
遍
」
ニ
作
ル
。

之
薫ヒ

ン
。
再サ

イ

憑ヒ
ン

尊
衆
念
。
十
方
」
三
世
一
切
―

摩
―
蜜
。」

十
仏
名

ノ
際

タ
、
仏
仏
鳴

コ
ト

レ

鈴
一
下
。
末
後

ニ

二
下
。
疏
并

ニ
銀
銭
、
在ア

リ二
」
堂
前

ニ
（
一
脱
ヵ
）
、
焼

クレ

之
。
行
者

ノ
所
管
也
。
主
人
、
焼
香

シ
テ

、
土

地
ノ

茶
、
傾

ケレ
之

ヲ
瀉
』
焼

ス
。
大
悲
呪
一
返
。

無
二
回
向（

一
脱
ヵ
）

。」�

（
下
冊
二
四
オ
～
二
五
ウ
）

次
ニ

打
シ（

ツ
コ
ト
ヵ
）

テ
コ
ト

二

庫
前

ノ
鼓

ヲ一

三
会
、
大
衆
入

堂
、
知
事
上
位
入
堂

シ
テ

、
問
二
訊

シ
テ

」
首
座

ニ一
、
請

ス二
特
為

ノ
座

ニ一
。
次

ニ
問
訊

シ
テ

、
次

ノ
位

ニ
請
上

ス
。
出
レ
堂

ヲ
接
二
入
主
人

ヲ一
、」
椅
前

ニ

直
ニ

進
テ

問
二
訊

ス
特
為

ニ一
。
問
二
訊

シ
テ

主
人
及

ヒ
書
記

ニ一

巡
堂

ス
。
毎コ

ト
ニ二

板ハ
ン

」
頭ジ

ウ
一
問
訊

シ
テ

、

還
テ二

当
面

ニ一
問
訊

ス
ル

時
、
大
衆
、
普
同
揖イ

ツ

問

訊
シ
テ

、
著
レ
座

ニ
。
曰
二
」
之

ヲ
著
座

ノ
問
訊

ト一
。
著
座

ノ
後
、
知
事
、
先

ツ
進

テ二
特
為

ノ
前

ニ一

問
訊

シ
テ

、
報

ス
ル

二

行
」
礼

ヲ一
也
。
四
処

ノ
焼
香

再
』
憑
尊
衆
念
。
十
方
三
世
云
云
。」

十
仏
名

ノ
際
、
仏
仏
鳴

コ
ト

レ

鈴
ヲ

一
下
、
末
後

ニ

二
下
。
念
誦
并

ニ
銀
銭
、
在

テ二
堂
」
前

ニ一
焼

クレ

之
ヲ

。
行
者

ノ
所
管

ナ
リ

也
。
主
人
、
焼
香

シ
テ

、

土
地

ノ
茶
、
傾

ケレ
之

ヲ
瀉
焼

ス
。
誦

ス
ル
コ
ト

二

大
」

悲
呪

ヲ一
一
反
。
無

シ二
回
向
一
。」

�

（
下
冊
二
〇
オ
～
二
一
ウ
）

次
ニ

打
コ
ト

二

庫
前

ノ
鼓

ヲ一
三
会

シ
テ

、
大
衆
入
堂

ス
。
知
事

ノ
上
位
入
堂

シ
テ

、
問
二
訊

シ
テ

首
座

ニ一
、」
請
二
特
為

ノ
座

ニ一
。
次

ニ
問
二
訊

シ
テ

次
位

ニ一

請
シ

上
ス

。
出
レ
堂

ヲ
接
二
入

ス
主
人

ヲ一
。
椅
前

ニ

直
ニ

進
テ

、」
問
二
訊

シ
特
為

ニ一
、
問
二
訊

シ
テ

主

人
及

ヒ
書
記

ニ一
巡
堂

ス
。
毎

ニ二
板
頭
一
問
訊

シ
テ

、

還
テ二

当
面

ニ一
」
問
訊

ス
ル

時キ

、
大
衆
、
普
同

ニ
揖

シ
テ

問
訊

シ
テ

著
クレ

座
ニ

。
曰
二
之

ヲ
著
座

ノ
問
訊

ト一
。
著
座

ノ
後
、」
知
事
、
先

ツ
進

テ二
特
為

ノ
前

ニ一
問
訊

シ
テ

、
報

ス
ル

二

行
礼

ヲ一
也
。
四
処

ニ
焼
香

ス



二
〇
二

堂
前
之
香
炉
也
…
「
堂
前
香
炉
」
ニ
作
ル
。

聖
僧
之
龕
…
「
聖
僧
龕
」
ニ
作
ル
。

一
二
反
…
「
一
二
遍
」
ニ
作
ル
。

如
先
…
「
如
前
」
ニ
作
ル
。

落

…
「

」
ニ
作
ル
。

〈
当
面
、
上
下
間カ

ン

及
ヒ

／
堂
前
之
香
炉
也
〉。

先
ツ

問
二
訊

シ
テ

特
為

ニ一
、
経

テ二
聖
僧
之
」
龕

ノ

後
ヲ一

、過ヨ
キ
ツ

テ二
当
面

ニ一
問
二
訊

シ
主
人

ニ一
、
問
二
訊

ス

頭
首

ニ一
。
巡
堂

シ
テ

毎
ト
ニ

二

板
頭
一
問
」
訊

ス
。

曰
フ二

之
ヲ

行ア
ン

茶サ
ノ

問
訊

ト一
。
還
二
当
面

ニ一
問
訊

シ
テ

後
、
倚
二
南
頬ツ

ラ
ノ

板
頭

ノ
外
』
辺

ニ一
立

ツ
。
行

者
、
入
二

槖
一
時
、
先

ツ
打

ツ
コ
ト

レ

鐘
ヲ

一
下
、

行
者
、
取
レ
盤
排
立

ス
。」
又
打
レ
鐘
一
下
。

行
遍

ノ
後
、
知
事
、
進

テ二
当
面

ニ一
問
訊

ス
。
大

衆
、
上
下
」
揖イ

ツ
シ
テ

喫
レ
薬
。
三
椀

ノ
後
、
知

事
、
又
問
二
訊
特
為

ニ一
。
四
処

ニ
焼
香
、
五
処

ニ
」
問
訊

ス
。
曰

フ二
之

ヲ
勧
茶
問
訊

ト一
。
故
又

タ

行ヒ
キ二

菓
子

ヲ一
、
又
行

コ
ト

レ

茶
一
二
遍
、」
若

ハ
略

レ
之

ヲ
。
只
特
為
、
問
訊

シ
テ

後
、
焼
香

シ
テ

還

テ二
当
面

ニ一
、
大
展
三
拝

ス
。
曰

フ二
」
之

ヲ
謝
茶

ト一
。
拝
了
、
又

タ
問
訊

ス
ル
コ
ト

如
シレ

先
ノ

。
巡
堂

一
匝
、
引

テ二
同
事
一
礼
二
主
」
人

ヲ一
。
両
展
三

拝
ス
ル

也
。
巡
堂

ノ
際
、
行
者
、
取

ル二
主
人
特

為
ノ

茶
器

ヲ一
。
主
」
人
与
二
知
事
一
、
謝
礼

ノ

際
、
大
衆
、
落

サ
ン

シ
テ

在ヲ
イ

テレ
牀

ニ
、
叉
手
朝

（
相
ヵ
）揖

〈
当
面
上
下
間
及

ヒ
／
堂
前

ノ
之
香
炉
也
〉。」

先
ツ

問
二
訊

シ
テ

特
為

ニ一
、
経

テ二
聖
僧

ノ
之
龕

ノ
後

ヲ一
、
過

ク二
当
面

ニ一
。
問
二
訊

シ
主
人

ニ一
、
問
二
訊

ス

頭
』
首

ニ一
。
巡
堂

シ
テ

毎
ニ二

板
頭
一
問
訊

ス
。
曰

フ二
之

ヲ
行
茶

ノ
問
訊

ト一
。
還

テ二
当
面

ニ一
問
訊

シ
テ

、

後
倚

テ二
」
南

ノ
板
頭

ノ
外
辺

ニ一
立

ツ
。
行
者
、
入

二

槖
ヲ一

時
、
先

ツ
打

ツ
コ
ト

レ

鐘
ヲ

一
下
。
行
者
、

取
テレ

盤
ヲ

」
排
立

ス
。
又

タ
打

コ
ト

レ

鐘
ヲ

一
下

シ
テ

、

行
遍

シ
テ

後
チ

、
知
事
、
進

テ二
当
面

ニ一
問
訊

ス
。

大
衆
、
上
下
」
揖

シ
テ

喫
スレ

薬
ヲ

。
三
椀

ノ
後
、

知
事
、
又

タ
問
二
訊

シ
特
為

ニ一
、
四
処

ニ
焼
香

シ
、

五
処

ニ
問
訊

ス
。」
曰

フ二
之

ヲ
勧
茶
問
訊

ト一
。
又

タ
行ヒ

キ二
菓
子

ヲ一
、
又
行

フレ
茶

ヲ
。
一
二
反
、
若

ハ

略
スレ

之
ヲ

。
只

タ
特
」
為

ニ
問
訊

シ
テ

後
チ

、
焼

香
シ
テ

還
テ二

当
面

ニ一
、
大
展
三
拝

ス
。
曰

フ二
之

ヲ

謝
茶

ト一
。
拝
了

テ
、
又

タ
問
」
訊

ス
ル
コ
ト

如
シレ

先

ノ
。
巡
堂
一
匝
、
引

テ二
同ヅ

ン

事ズ
一
、
礼

シ二
主
人

ヲ一
、

両
展
三
拝

ナ
リ

也
。
巡
堂

ノ
際

タ
、」
行
者
、
収

ム二
主
人
特
為

ノ
茶
器

ヲ一
。
主
人

ト
与
二
知
事
一
謝

礼
ノ

際
タ

、
大
衆
、
落

シ
テ

」
在

テレ
牀

ニ
、
叉

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
〇
三

相
揖
…
「
朝
揖
」
ニ
作
ル
。

送
首
座
出
…
「
送
出
」
ニ
作
ル
。

是
謝
伴
也
…
「
是
謝
相
伴
也
」
ニ
作
ル
。

※�

底
本
、「
謝
ノ
下
相
ナ
シ
」
ト
ア
ル
ガ
、
他
ノ
梵

清
本
系
諸
本
ノ
用
例
ニ
従
イ
、「
ア
リ
」
ノ
誤
記

ト
判
断
刷
シ
タ
。

一
炷
…
「
一
衆
」
ニ
作
ル
。

整
大
衆
鞵
…
「
攪
大
衆
鞋
」
ニ
作
ル
。

下
牀
散
…
「
散
」
ニ
作
ル
。

十
五
日
…
「
次
」
ニ
作
ル
。

ス
。
知
事
、」
送

テ二
主
人

ヲ一
出

ツ
。
後
依
二
主
位

ニ一
問
二
訊

シ
テ

首
座
一
、
触
礼
三
拝

ス
。
送

テ
再

ヒ

入
』
堂

シ
テ

、
四
処

ニ
焼
香

シ
テ

巡
堂

ス
。
是

ハ
謝

ス
ル

二

相
伴

ヲ一

也
。
行
者
、
入
レ

盤
収

ムレ

ヲ
。

前
」
後
、
打

ツレ
鐘
。
出

テレ

後
、
知
事
、
堂

（
当
ヵ
）

面
ニ
シ
テ

焼
香
、
一
炷

シ
テ

問
訊

ス
。
表

ス
ル

二

礼
ノ

罷
ヲ一

」
也
。
行
者
、
攪カ

ク二
大
衆

ノ
鞵ク

ツ
ヲ一

。
打

コ
ト

レ

鐘
三
下
。
放
参

ノ
鐘
也
。
大
衆
、
半
展テ

ン

」
単タ

ン

シ
テ

、
下

テレ
床

ヲ
散

ス
。
且

ク
待

テ二
小
参

ノ
鼓

ヲ一
、

上
二
方
丈
一
。
即

チ
掛

ク二
小
参

ノ
牌

ヲ一
。」

小
参
。
小
参

ハ
者
、
定
鐘
了

ツ
テ

也
、
侍
者
、

令
メ
テ

三

行
者

ヲ
シ
テ

報
セ二

小
参

ノ
案
内

ヲ一
、」
打

コ
ト

レ

鼓
一
会
。
長
打
一
会
也
。
打
二
法
堂
西
鼓
一
、

主
人
、
両
班
、
大
」
衆
、
一
時

ニ
集

ル
。
或

ハ

主
人
、
前

ヨ
リ

居
スレ

椅
ニ

。
若

ハ
照
堂
、
若

ハ
寝

堂
、
随

テレ
処

ニ
搆カ

マ
フ

」
レ
之
。
侍
者
、
焼
香
、

両
班
、
問
訊
、
禅
客
、
問
答
、
如

シ二
上
堂

ノ一
。

但
シ

宗
旨
」
庭
訓ク

ン

、
委
曲
垂
示

シ
テ

、
必

ス
下

座
時
、
云

フ二
夜
深
久
立
、
伏フ

ク　（
マ
マ
）惟イ

珍
』
重

ト一
。」

次
ノ

暁
更
、
五
更

ノ
二
点
三
点

ノ
際

タ
、
暁
鐘

ノ

間
ニ

、
侍
者
、
小
師
、
知
事
、」
頭
首
及

ヒ
大

手
シ
テ

相
揖

ス
。
知
事
、
送

テ二
主
人

ノ
出

ル
ヲ

一

後
、

依
テ二

主
位

ニ一
問
二
訊

シ
テ

首
座

ヲ一
、
触
」
礼
三
拝

シ
テ

、
送

ル二
首
座

ノ
出

ヲ一
。
再

ヒ
入
堂

シ
テ

、
四
処

ニ

焼
香

シ
テ

巡
堂

ス
。
是

ハ

謝
ス
ル
ナ
リ

レ

伴
ヲ

也
。

行
』
者
、
入

レレ
盤

ヲ
収
レ

ヲ
、
前
後

ニ
打

ツレ
鐘

ヲ
。
出

シ
テ

レ

ヲ
後
、
知
事
、
当
面

ニ
焼
香
一
炷

シ
テ

問
」
訊

ス
。
表

ス
ル
ナ
リ

二

礼
罷

ヲ一
也
。
行
者
、

整ナ
オ

ス二
大
衆

ノ
鞵

ヲ一
。
打

コ
ト

レ

鐘
ヲ

三
下
、
放
参

ノ

鐘
ナ
リ

也
。
大
衆
、」
半

ハ
展

テレ
単

ヲ
、
下

テレ
牀

ヲ

散
ス

。
且

ツ

待
テ二

小
参

ノ
鼓

ヲ一
、
上

ル二
方
丈

ニ一
。

即
チ

掛
ク二

小
参

ノ
牌

ヲ一
。
小
参

ハ
」
者
、
定
鐘
了

テ
、
侍
者
、
令

メ
テ

三

行
者
報

セ二
小
参

ノ
案
内

ヲ一
、

打
コ
ト

レ

鼓
ヲ

一
会
。
長
打
一
」
会

ナ
リ

也
。
打

テ
ハ

二

法
堂

ノ
西
鼓

ヲ一
、
主
人
、
両
班
、
大
衆
、

一
時

ニ
集

ル
。
或

ハ
主
人
、
前キ

ヨ
リ

居（
マ
マ
）

ス二
」
レ
椅

ニ
。
若

ハ
照
堂
、
若

ハ
寝
堂
、
随

テレ
処

ニ
搆

フレ
之

ヲ
。
侍
者
、
焼
香
、
両
班
、
問
訊
、
禅
客
、」

問
答
、
如

シ二
上
堂

ノ一
。
但
宗
旨

ノ
庭
訓
、
委
曲

ニ
垂
示

ス
。
必

ス
下
座

ノ
時
、
云

フ二
夜
深
」
久

立
、
伏

シ
テ

惟
レ
ハ

珍
重

ト一
。」

十
五
日
。
暁
更
五
更

ノ
二
点
三
点

ノ
際
、
暁

鐘
ノ

間
ニ

、
侍
者
、
小
師
、
知
事
、」
頭
首
及



二
〇
四

有
免
人
事
…
「
在
免
人
事
」
ニ
作
ル
。

普
同
問
訊
…
「
普
同
」
ニ
作
ル
。

西
堂
位
…
「
西
堂
当
住
」
ニ
作
ル
。

如
当
寺
退
院
…
「
当
寺
退
院
」
ニ
作
ル
。

衆
、
上

テ二
方
丈

ニ一
礼
賀

ス
。
在

レ
ハ

二

免
人
事ス

ノ
牌

一
者
、
不

スレ
上

ラ
。
如

ナ
ル
コ
ト
ハ

」
レ
此

ノ
、
山
林

路
次
不
便

ナ
ル

間
タ

、
粥
罷

テ
、
侍
者
、
小
師

等
、
礼
賀

ス
。
無

シ二
知
」
事
頭
首
公
界
礼
賀

一
。
只
上
堂
罷

テ
、
公
界
礼
賀
而
已
。」

�

（
下
冊
二
五
ウ
～
二
七
オ
）

次
ニ

上
堂
拈
香
。
著
座

ノ
後
、
侍
者
、
焼
香

ノ
（
シ
テ
ヵ
）

引
テ二

同
事

ヲ一
、
望

テ二
階
下

ヲ一
問
」
訊
。
次

ニ
頭

首
、
望

テ二
席
端

ヲ一
問
訊

ス
レ
ハ

、
大
衆
、
普
同
問

訊
ス

。
次
知
事
、
望

テ二
」
席
端

ヲ一
問
訊

ス
。
若

シ

有
レ
ハ

二

西
堂
一
、
少
転
身

シ
テ

問
訊

ス
。
若

シ
如

キ
ン

二

主
人

ノ
入
室

ノ
」
弟
子
西
堂
当
位

ナ
ル
カ

一

者
、

望
テ二

席
端

ニ一

問
訊
。
他
寺

ノ
当
住
西
堂

ナ
レ
ハ

者
、』
頭
首

ノ
上
肩

ニ
少

シ
背
後

ニ
立
地

ス
。
当

寺
退
院

ノ
長
老

ヲ
ハ

、
称イ

フ二
之

ヲ
東
堂

ト一
。」
知

事
ノ

上
肩

ニ
少

シ
背
後

ニ
立
地

ス
。
若

シ
有

テ二
他

寺
ノ

長
老
一
、
来

テ
上
堂

セ
ハ

者
、」
当
寺

ノ
住
持

ハ
、
立

ツ二
東
堂

ノ
上ミ

ニ一
。
如

ン
ハ

二

両
東
堂

ナ
ル
カ

一

、
ヒ

大
衆
、
上

テ二
方
丈

ニ一
礼
賀

ス
。
有

ラ
ハ

二

免
人
事ズ

ノ
牌
一
者
、
不
レ
上

ラ
。
如

キ
ハ

二

此
ノ

山
』
林

ノ一
、

路
次
不
便

ナ
ル

間
、
粥
罷

ニ
侍
者
、
小
師
等
、

礼
賀

ス
。
無

シ二
知
事
頭
首

ノ
公
」
界
礼
賀
一
。

只
上
堂
罷
、
公
界
礼
賀

ス
ル

而
已
。

�

（
下
冊
二
一
ウ
～
二
三
オ
）

　

次
ニ

上
堂
拈
香
。
著
座

ノ
」
後

チ
、
侍
者
、

焼
香

シ
テ

、
引

テ二
同
事

ヲ一
、
望

テ二
階
下

ヲ一
問
訊

ス
。

次
ニ

頭
首
、
望

ミ二
席
端

ヲ一
問
訊

ス
レ
ハ

、」
大
衆
、

普
同
問
訊

ス
。
次

ニ
知
事
、
望

テ二
席
端

ヲ一
問
訊

ス
。
若

シ
有

レ
ハ

二

西
堂
一
、
少

シ
転
身

シ
テ

」
問
訊

ス
。
若

シ

如
キ
ハ

二

主
人

ノ
入
室

ノ
弟
子
西
堂
位

ナ
ル
カ

一

者
、
望

テ二
席
端

ヲ一
問
訊

ス
。
他
寺

ノ
」
当

住
西
堂

ナ
ラ
ハ

者
、
頭
首

ノ
上
肩
、
少

キ
背
後

ニ

立
地

ス
。
如

ハ二
当
寺
退
院

ノ
長
老
一
、」
称

ス二
之

ヲ
東
堂

ト一
。
知
事

ノ
上
肩
、
少

キ
背
後

ニ
立
地

ス
。

若
シ

有
テ二

他
寺

ノ
長
老
一
来

テ
上
」
堂

セ
ハ

、
当

寺
ノ

住
持

ハ
、
立

ツ二
東
堂

ノ
上

ニ一
。
如

ン
ハ

二

両
東

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
〇
五

位
次
…
「
住
次
」
ニ
作
ル
。

如
当
住
…
「
如
当
」
ニ
作
ル
。

先
入
堂
…
「
兼
入
堂
」
ニ
作
ル
。

九
拝
…
「
九
拝
也
」
ニ
作
ル
。

疑
是
聴
叫
乎
…
コ
ノ
傍
注
ナ
シ
。

依
テ二

住
次

ニ一
立
地

ス
。
如

ン
ハ

二

他
」
寺
之
退
院

ノ

長
老

ノ一
者
、
称イ

フ二
之

ヲ
西
堂

ト一
。
如

ン
ハ

二

両
人
已

上
ノ一

者
、
或

ハ
依

リ二
」
開
堂

ノ
次
資ス

ニ一
、
或

ハ
依

二
出
世

ノ
次
資

ニ一
。
如

ン二
当
住

ノ一
者
、
立

テ二
西
堂

ノ
上ミ

ニ一
、
如
二
」
東
堂
西
堂
等

ノ一
者
、
兼

テ
入
堂

ス
ル
モ

無
レ
妨
。
若

シ
雖
二
大
衆
同
時

ニ
入
堂

ス
ト

一

、」
各〱
依
二
知
事
頭
首

ノ
上
肩
一
排
立

ス
ル

也
。
上
堂
罷

テ
、
侍
者
行
者
等
、」
引

テ二
拝
席

ヲ一
、
横

ニ
展

テ二
当
面

ニ一
人
事

ス
。」

先
ツ

知
事
、
次

ニ
頭
首
。
大
衆
、
各〱
両
展
三

拝
。　

次
ニ

他
山

ノ
住
持
、』
東
堂
西
堂
、
或

ハ

問
訊
、
或
触
礼
。
依

テレ
人

ニ
差
異

ア
リ

。　

次
ニ

侍
者
小
」
師

ハ
、
大
展
三
拝
。
主
人
、
無
二

答ツ
拝
一
。　

次
ニ

沙
弥
童
行ア

ン
ハ

、
九
拝
。」

童
行
或

ハ
陳
橋
行
者
、
持

シ
テ

二

主
人

ノ
香
合
一
、

従
ツ
テ

二

主
人
一
入
堂

ス
。
侍
者

ハ
、」
与
二
大
衆
一

礼
シ
テ

二

知
事
首
座

ヲ一
後
、
随
二
大
衆
一
入
堂

シ
テ

、

後
門

ニ
排
立

シ
テ

、
逢

テ二
」
主
人

ノ
巡
堂

ニ一
、
従

リレ
後
門
出

テ
、
到

テ二
堂
前

ニ一
、
逢

フ二
首
座

ノ
礼
賀

ニ一
。」�

（
下
冊
二
七
オ
～
二
八
オ
）

堂
ナ
ル
カ

一

、
依

テ二
位
次

ニ一
立
地

ス
。
如

ン
ハ

二

他
寺
」

退
院

ノ
長
老

ノ一
者
、
称

ス二
之

ヲ
西
堂

ト一
。
如

ン
ハ

二

両
人
已
上

ノ一
者
、
或

ハ
依

リ二
開
堂

ノ
次
資

ニ一
、」

或
ハ

依
ル二

出
世

ノ
次
資

ニ一
。
如

ン
ハ

二

当
住
一
者
、

立
ツ二

西
堂

ノ
上

ニ一
。
如

キ
ハ

二

東
堂
西
堂
等

ノ一
者
、』

先
テ

入
堂

ス
ル
モ

無
シレ

妨
ケ

。
若

シ
雖
二
大
衆

ト
同

時
ニ

入
堂

ス
ト

一

、
各
依

テ二
知
事
頭
首

ノ
上
肩

ニ一
」

排
立

ス
ル
ナ
リ

也
。
上
堂
罷

テ
、
侍
者
行
者
等
、

引
テ二

拝
席

ヲ一
、
横

ニ
展

テ二
当
面

ニ一
人
事

ス
。」

先
ツ

知
事
、
次

ニ
頭
首
。
大
衆
、
各
両
展
三

拝
。　

次
ニ

他
山

ノ
住
持
、
東
堂
」
西
堂

ナ
ラ
ハ

、

或
ハ

問
訊
、
或
触
礼
。
依

テレ
人

ニ
差
異

ア
リ

。
次

ニ
侍
者
小
師

ハ
、
大
展
三
拝
。」
主
人
、
無
二

答
拝
一
。
次

ニ
沙
弥
童
行

ハ
、
九
拝
。　

童
行

或
ハ

陳疑
是
聴
叫
乎

橋
行
者
、
持

シ
テ

二

」
主
人

ノ
香
合

ヲ一
、
従

テ二
主
人

ニ一
入
堂

ス
。
侍
者

ハ
、
与
二
大
衆
一
礼

シ
テ

二

知
事
首
座

ヲ一
後
、
随
二
」
大
衆

ニ一
入
堂

シ
テ

、
後

門
ニ

排
立

シ
テ

、
逢

テ二
主
人

ノ
巡
堂

ニ一
、
従
レ
後

門
出

テ
、
到

テ二
堂
前

ニ一
、
逢

フ二
」
首
座

ノ
礼
賀

ニ一
。�

（
下
冊
二
三
オ
～
ウ
）



二
〇
六

粥
罷
…
「
十
五
日
粥
罷
」
ニ
作
ル
。

荘
卓
…
「
荘
厳
」
ニ
作
ル
。

解
夏
時
…
「
解
夏
」
ニ
作
ル
。

如�

諸
山
戒
臘
牌
…
「
諸
山
如
戒
臘
牌
」
ニ
作

ル
。

※�

底
本
ハ
下
冊
二
四
ウ
五
行
目
ト
ス
ル
ガ
、
二
四
オ

ノ
誤
ノ
タ
メ
補
正
シ
タ
。

十
五
日
。
粥
罷

テ
、
僧
堂
前

ノ
南
間

ニ
、
向

テ二

僧
堂

ニ一
、
高

ク
掛

ケ二
戒
臘

ノ
牌

ヲ一
、
荘サ

ツ
テ

」
レ
卓

ヲ

香
華
茶
湯
供
養

ス
。
僧
堂
礼
賀

ノ
後
、
主
人

以
下
大
衆
、
随
」
意

ニ
焼
香
礼
拝

ス
。
此

ノ
牌

ハ
者
、
維
那

ノ
所
管

ナ
リ

。
兼
日

ニ
打
調（

レ
脱
ヵ
）

シ
テ

之
、

粥
罷

テ
」
荘
二
厳

ス
之

ヲ一
。
侍
者
、
亦
打
二
調

シ

テ
戒
臘
牌

ヲ一
、
同

ク
粥
罷

テ
上
堂
以
前

ニ
、
法
』

堂
ノ

東
間

ニ
、
向

テ二
法
座

ニ一
高

ク
安
置

シ
テ

、
香

華
供
養

ス
。
十
五
日

ノ
晩

ニ
、
僧
堂
」
戒
臘
牌

ヲ
ハ

安
シ二

維
那
寮

ニ一
、
法
堂

ノ
戒
臘
牌

ヲ
ハ

安
ス二

方

丈
ノ

裏
ニ一

。
解カ

イ

夏
時
、」
亦
如
二
結
夏

ノ
時
一
。

法
堂
僧
堂

ニ
出

スレ
之

ヲ
。」

若
シ

夏
衆
遅
参

シ
テ

、
而
如

ン
ハ

レ

不
ル
カ

レ

題
セ二

戒
臘

牌
ニ一

、
著ツ

ケ
テ

二

暫
到

ノ
位

ニ一
、
到

テ二
半
夏

ニ一
、」
倚ヨ

リ二
本
臘

ノ
次

ニ一
、
縦

イ
雖
二
耆
年
宿
徳

ト一
、
可

シレ

守
ル二

此
ノ

式
ヲ一

。
諸
山

ノ
如

ン
ハ

二

戒
臘
」
牌

ノ一
、

両
班

ハ
不
レ
題

セ二
戒
次

ニ一
、
別

ニ
作

シ
テ

二

両
行

ヲ一
、

列
位

ト
雖

ト
モ

二

列
書

ス
ト

一

、
当
家

ニ
ハ

」
守

テ二
天
童

浄
和
尚

ノ
戒
臘
牌
式

ヲ一
、
不
レ
問
二
両
班
勤
旧

ヲ一
、
列

ス
ル

二

戒
」
次

ニ一
耳
。』

　

粥
罷
、
僧
堂
前

ノ
南
間

ニ
、
向

テ二
僧
堂

ニ一
、

高
ク

掛
ケ二

戒
臘
牌

ヲ一
、
荘

テ
」
レ
卓

ヲ
香
華
茶
湯

供
養

ス
。
僧
堂
礼
賀

ノ
後

チ
、
主
人
以
下
大

衆
、
随

テレ
意

ニ
焼
」
香
礼
拝

ス
。
此

ノ
牌

ハ
者
、

維
那

ノ
所
管

ナ
リ

。
兼
日

ニ
打
二
調

シ
テ

之
ヲ一

、
粥

罷
ニ

荘
二
厳

ス
之

ヲ一
。
侍
』
者
、
亦
打
二
調

シ
テ

戒
臘
牌

ヲ一
、
同

ク
粥
罷
上
堂
以
前

ニ
、
法
堂

ノ

東
間

ニ
、
向

テ二
法
座

ニ一
」
高

ク
安
置

シ
テ

、
香
華

供
養

ス
。
十
五
日

ノ
晩

ニ
、
僧
堂
戒
臘
牌

ヲ
ハ

安

シ二
維
那
寮

ニ一
、
法
」
堂

ノ
戒
臘
牌

ヲ
ハ

安
ス二

方
丈

ノ
裏

ニ一
。
解
夏

ノ
時

モ
、
亦
如

ク二
結
夏

ノ
時（

一
脱
ヵ
）
、
法

堂
僧
堂

ニ
出

ス
」
レ
之

ヲ
。
若
夏
衆
遅
参

シ
テ

、

而
如

ン
ハ

レ

不
レ
題

セ二
戒
臘
牌

ニ一
、
著

テ二
暫
到

ノ
位

ニ一
、
到

テ二
半
夏

ニ一
、
倚

ル二
」
本
臘
次

ニ一
。
縦

ヒ
雖

二
耆
年
宿
徳

ト一
、
可

シレ
守

ル
此

ノ
式

ヲ一
。
如

ハ二
諸

山
ノ

戒
臘
牌

ノ一
、
両
班

ハ
」
不
レ
題

セ二
戒
次

ニ一
、

別
ニ

作
シ
テ

二

両
行

ノ
列
位

ヲ一
、
雖
二
列
書

ス
ト

一

、
当

家
ニ
ハ

守
テ二

天
童
浄
和
尚

ノ
」
戒
臘
牌

ノ
式

ヲ一
、

不
問
二
両
班
勤
旧

ヲ一
、
列

ス
ル
ノ
ミ

二

戒
次

ニ一
耳
。』

（〈
下
冊
二
四
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
49
】

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
〇
七

聊
慕
…
「
聊
恭
」
ニ
作
ル
。

依
位
…
「
寄
位
」
ニ
作
ル
。

次
礼
首
座
…
「
礼
首
座
」
ニ
作
ル
。

送
出
還
入
…
「
送
出
還
」
ニ
作
ル
。

是
礼
終
也
…
「
是
礼
了
也
」
ニ
作
ル
。

衆
寮
諸
寮
…
「
衆
寮
」
ニ
作
ル
。

皆
加
巡
寮
…
「
皆
加
巡
」
ニ
作
ル
。

（〈
下
冊
二
九
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
48
】

参
照
）」

戒※

臘
牌

ノ
寸
」
法

ハ
、
随
レ
処

ニ
雖
」
レ
不
レ
定
、

当
寺
」
不
レ
大
不
レ
小
。」
聊
慕

フ二
永
平

ノ
」
牌

ヲ一
。』�

（
下
冊
二
八
オ
～
二
九
オ
）

※
戒
臘
牌
～
聊
慕
永
平
牌
…
図
版
ノ
下
ニ
ア
リ
。

次
ニ

首
座
、
引

テ二
大
衆

ヲ一
、
往

テ二
庫
下

ニ一
、
礼

シ
テ

二

知
事
一
、
触
礼
三
拝

ス
。
次

ニ
書
記
」
等

ハ
、

在
テ二

堂
前

ニ一
、
礼

シ
テ

二

首
座

ヲ一
、
触
礼
三
拝
。

次
ニ

首
座
、
引

テ二
大
衆

ヲ一
、
巡
堂
」
寄

ルレ
位

ニ
。

次
ニ

知
事
、
入
堂

シ
テ

焼
香
、
大
展
三
拝

シ
テ

、

礼
シ
テ

二

首
座

ヲ一
、
触
礼
三
」
拝
、
巡
堂

シ
テ

出

ツ
。　

次
ニ

主
人
、
入
堂
焼
香
、
大
展
三
拝
。

巡
堂
一
」
匝
、
回ク

ワ
イ

礼
ニ

触
礼
三
拝

シ
テ

出
ツ

。

首
座
、
送

テ
出

テ
還

テ
入

テ
、
与

ト二
大
衆
一
大
展
」

三
拝

ス
。
是

レ
礼

ノ
了

リ
也
。」

次
ニ

各
人
事

ス
。
任

スレ

意
ニ

。
次

ニ
巡
寮

シ
テ

、

自
リ二

庫
下
一
東
西

ノ
両
廊
、
及

ヒ
衆
寮
」
諸
寮
、

皆
巡
寮
一
匝

シ
テ

、
大
衆
、
皆
加

テ
巡
堂
、
到

参
照
）」

戒※

臘
ノ

牌
ノ

寸
」
法

ハ
、
随
レ
処

ニ
雖
」
レ
不
レ

定
、
当
寺

ハ
」
不
レ
大
不
レ
小
。
聊
慕

フ二
永
平

ノ
」
牌

ヲ一
。」�

（
下
冊
二
三
ウ
～
二
四
ウ
）

※
戒
臘
牌
～
聊
慕
永
平
牌
…
図
版
ノ
下
ニ
ア
リ
。

次
ニ

首
座
、
引

テ二
大
衆

ヲ一
、
往

テ二
庫
下

ニ一
、
礼

ス二

知
事

ヲ一
。
触
礼
三
拝

ナ
リ

。
次

ニ
書
記
等
、
在

テ二
』
堂
前

ニ一
、
礼

ス二
首
座

ヲ一
。
触
礼
三
拝

ナ
リ

。

次
ニ

首
座
、
引

テ二
大
衆

ヲ一
、
巡
堂

シ
テ

依
ルレ

位
ニ

。

次
ニ

知
」
事
、
入
堂

シ
テ

焼
香

シ
、
大
展
三
拝

シ

テ
、
次

ニ
礼

ス二
首
座

ヲ一
。
触
礼
三
拝
。
巡
堂

シ
テ

出
ツ

。
次

ニ
」
主
人
、
入
堂
焼
香
、
大
展
三

拝
。
巡
堂
一
匝

シ
テ

回
礼

ス
。
触
礼
三
拝

シ
テ

出

ツ
。」
首
座
、
送

テ
出

テ
還

テ
入

テ
、
与
二
大
衆
一

大
展
三
拝

ス
。
是

レ
礼

ノ
終

リ
也
。　

次
ニ

各
人
」

事
、
任
レ
意

ニ
。
次

ニ
巡
寮
、
自

リ二
庫
下
一
東
西

ノ
両
廊
、
及

ヒ
衆
寮
諸
寮
、
皆

ナ
巡
寮
」
一

匝
。
大
衆
、
皆
加

テ
巡
寮

シ
、
到

テ二
法
堂

ニ一
、



二
〇
八

主
人
各
寮
…
「
主
人
主
人
各
」
ニ
作
ル
。

打
諸
寮
…
「
各
打
諸
寮
」
ニ
作
ル
。

板
三
下
…
「
版
三
下
」
ニ
作
ル
。

各
打
板
了
…
「
打
鈑
了
」
ニ
作
ル
。

楞
厳
会
之
図
…
コ
ノ
一
文
ナ
シ
。

テ二
法
堂
一
、
問
二
訊

ス
主
」
人

ニ一
。
深

ク
問
訊

シ
テ

別
ル

。
主
人
、
在

テ二
法
堂

ニ一
、
待

コ
ト
ハ

二

大
衆

ヲ一
、

天
童

ノ
古
儀
也
。』

或
ハ

大
衆
、
送

ル
モ

二

方
丈

ニ一
、
不
レ
妨
。
遶
寺

ノ

際
、
微
音

ニ
誦

ス二
消
〈
災
〉
呪

ヲ一
。
毎コ

ト
ニレ

寮
」

主
、
出

テ
迎

ヘ二
接

ス
主
人

ヲ一
。
主
人
、
各〱
焼
二

香
シ
テ

聖
像

ニ一
出

レ
ハ

、
寮
主
、
必

ス
出

テ
ヽ

送
テ

」

レ
之
、
即

チ
加
随
而
歩

ミ
列

ツ
テ

、
悉
上

テ二
方
丈

ニ一
、
問
訊

シ
テ

散
ル

。
四※

節
皆

ナ
同

シ
。」

（
底
本
、
一
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）」

次
ニ

楞
厳
会
。
堂
荘
厳
畢

ツ
テ

、
先

ツ
大
殿

ノ
正

面
ニ

出
ス二

楞
厳
会

ノ
図

ヲ一
。
次

ニ
」
令ム

下
シ
テ

二

行
者

堂
司
供
司

ヲ一
、
報

セ中
主
人
、
両
班
及
廊
下

ニ
楞

厳
会

ノ
案
」
内

ヲ上
。
各〱
打

ツ
コ
ト

二

諸
寮

ノ
前

ノ

板（
一
脱
ヵ
）

ヲ
三
下
。
自
二
東
廊
諸
寮
、
山
門
西
廊
、

及
ヒ

」
衆
寮
、
首
座
寮
、
方
丈
、
庫
下
一
、

打
チレ

板
ヲ

了
ツ
テ

、
堂
前

ニ
シ
テ

鳴
コ
ト

二

小
鐘
子

ヲ一

三
」
会

ス
レ
ハ

、
衆
集

テ
、
先

ツ
見

テレ
図

ヲ
排
立

ス
。』

（〈
下
冊
三
〇
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
53
】

問
二

訊
ス

主
人

ニ一
。
深

ク

問
訊

シ
テ

別
ル

。
主

人
、」
在

テ二
法
堂

ニ一
、
待

コ
ト
ハ

二

大
衆

ヲ一
、
天
童

ノ

古
儀

ナ
リ

也
。　

或
ハ

大
衆
、
送

ル二
方
丈

ニ一
、
不

レ
妨
。
遶
」
寺

ノ
際
、
微
音

ニ
誦

ス二
消
〈
災
〉

呪
ヲ一

。
毎

ニレ
寮
、
寮
主
、
出

テ
迎
接

ス
。
主
人
、

各
寮

ニ
焼
二
香

シ
テ

」
聖
像

ニ一

出
レ
ハ

、
寮
主
、

必
ス

出
テ
ヽ

送
テレ

之
ヲ

、
即

チ
加
随

シ
テ

而
歩

ニ
列

ル
。
悉

ク
上

テ二
方
丈

ニ一
、
問
訊

シ
テ

」
散

ス
。
四

節
皆

ナ
同

シ
。　

次
ニ

楞
厳
会
。
堂
荘
厳
畢

テ
、

先
ツ

大
殿

ノ
正
面

ニ
出

ス二
楞
』
厳
会

ノ
図

ヲ一
。
次

ニ
令ム

下
シ
テ

二

行
者
堂
司
供
司

ヲ一
、
報

セ中
主
人
、
両

班
及

ヒ
廊
下

ニ
、
楞
厳
」
会

ノ
案
内

ヲ上
。
打

ツ
コ
ト

二

諸
寮

ノ
前

ノ
板

ヲ一
三
下
。
自

リ二
東
廊
諸
寮
、

山
門
西
廊
一
、
及

テ二
衆
」
寮
、
首
座
寮
、
方

丈
、
庫
下（

一
脱
ヵ
）
、
各
打

チレ
板

ヲ
了

テ
、
堂
前

ニ
シ
テ

鳴

コ
ト

一
（
二
ヵ
）小
鐘
子

ヲ一
三
会

ス
レ
ハ

、
衆
」
集

テ
、
先

ツ
見

テレ
図

ヲ
排
立

ス
。」

（
底
本
、
四
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）」

　
　

楞
厳
会
之
図
』

（〈
下
冊
二
六
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
54
】

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
〇
九

北
陸
道
能
州
…
「
能
州
賀
嶋
郡
」
ニ
作
ル
。

※
「
賀
嶋
郡
」
ノ
位
置
ハ
推
定
。

開
闢
某
甲
等
…
「
開
闢
紹
瑾
等
」
ニ
作
ル
。

参
照
）』

先
ツ

主
人
焼
香
、
次

ニ
都
寺
焼
香
、
次

ニ
維
那

焼
香
。
次

ニ
主
人
、
大
」
展
三
拝

シ
テ

、
跪

クレ

炉
。
維
那
、
出
班

シ
テ

宣
テレ

疏
ヲ

云
ク

、」

（
底
本
、
一
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）」

妙
湛
総
持
不
動
尊　
　

首
楞
厳
王
世
希
有
」

銷
我
億
劫
顛
倒
想　
　

不
歴
僧
祇
獲
法
身
」

南印閻
浮
提
大
日
本
国
―
山
寺
―
某
甲
等
、」

　

�

今
マ

当
ル二

法
王
禁
足

ノ
之
辰

ニ一
。
正

ニ
是

レ
釈

子
護
生
之
日

ナ
リ

。
叢
林
、」
依

テレ
旧

ニ
建

テ
ヽ

二

楞
厳
勝
会

ヲ一
、
誦
二
秘
密
神上

音呪
ヲ一

。」

右印潜
ニ

以上
レ
ハ

、
楞
厳
勝
会

ハ
、
本
師
釈
迦
如

来
、
涌

カ
ス

二

宝
光

ヲ
於
無
見
』
頂
相

コ
（
ヨ
リ
ヵ
）

リ
一

。
覆

フ二

舌
相

ヲ
於
大
千
沙
界

ニ一
。
照

シ
テ

二

十
方

ノ
仏
土

ヲ一
、
集
二
一
切
諸
」
仏

ヲ一
、
令
三
無
数
恒
沙
之

菩
薩

ヲ
シ
テ

、
説
二
二
十
五
種
之
円
通

ヲ一
。
独

リ

以
二
」
観
音
菩
薩
之
得
処

ヲ一
、
殊

ニ
為
二
聞
声

悟
道
之
表
準

ト一
。
遂

ニ
演
二
説

シ
テ

」
秘
密
神
呪

ヲ一
、
正

ニ
闡
二
示

ス
開
悟
直
道

ヲ一
。
楞
厳
勝
会

ハ
、

肇ハ
シ

マ
レ
リ

二

於
此

ノ
会

ヨ
リ

一

。」
長
期キ

ノ

誦
呪
、
専

ラ
ニ
シ

二

於
此

ノ
呪

ヲ一
、
約ヤ

ク
シ
テ

二

日
限

ヲ
於
百
日

ニ一
、

結
フ二

人
数

ヲ
於
什ン

」
員イ

ン
ニ一

。
仏
祖
有
二
九
旬
安

参
照
）』

先
ツ

主
人
焼
香
、
次

ニ
都
寺
焼
香
、
次

ニ
維
那

焼
香
。
次

ニ
主
人
、
大
展
三
」
拝

シ
テ

、
跪

クレ

炉
ニ

。
維
那
、
出
班

シ
テ

宣
テレ

疏
ヲ

云
、」

　

妙
湛
総
持
不
動
尊

　

首
楞
厳
王

ハ
世

ニ
希
有

ナ
リ

」

　

銷
シ
テ

二

我
カ

億
劫
顛
倒

ノ
想

ヲ一

　

不
シ
テ

レ

歴
二
僧
祇

ヲ一
獲
二
法
身

ヲ一
」

〈
南印閻
浮
提
大
日
本
国
北
陸
道
能
州
酒
井

ノ

保
、
洞
谷
山
永
光
禅
寺
開
闢
某
甲
等
〉、」

　

�

今
マ

当
ル二

法
王
禁
足

ノ
之
辰

ニ一
。
正

ニ
是

レ
釈

子
護
生

ノ
之
日

ナ
リ

。
叢
林
、
依

テレ
旧

ニ
」
建

テ二

楞
厳
勝
会

ヲ一
。
誦

ス
ル

二

秘
密
神
呪

ヲ一

者
ナ

リ
。」

右印潜
ニ

以
レ
ハ

、
楞
厳

ノ
勝
会

ハ
、
本
師
釈
迦
如

来
、
涌

シ二
宝
光

ヲ
於
無
見
頂
相

ヨ
リ

一

、」
覆

ヒ二
舌

相
ヲ

於
大
千
沙
界

ニ一
、
照

シ
テ

二

十
方

ノ
仏
土（

一
脱
ヵ
）

ヲ
、

集
シ
テ

二

一
切
諸
仏

ヲ一
、
令シ

ム
シ
テ

二
下
無
数
」
恒
沙

ノ
之

菩
薩

ヲ
シ
テ

一

、
説

カ中
二
十
五
種

ノ
之
円
通

ヲ上
。
独

リ
以

テ二
観
音
菩
薩

ノ
之
得
』
処

ヲ
、
殊

ニ
為ナ

ス二
聞

声
悟
道

ノ
之
表
準

ト一
。
遂

ニ
演
二
説

シ
テ

秘
密

ノ

神
呪

ヲ一
。
正

ニ
闡
二
示
開
」
悟

ノ
直
道

ヲ一
、
楞
厳



二
一
〇

本�

師
如
来
～
十
方
三
宝
…
「
印
」・「
黄
紙
」

ア
リ
。

※�

正
確
ナ
位
置
不
明
。
本
誌
所
収
⑥
永
光
寺
蔵
光
椿

書
写
本
ノ
用
例
参
照
。

能
州
…
「
能
州
賀
嶋
郡
」
ニ
作
ル
。

永
光
寺
…
「
永
光
禅
寺
」
ニ
作
ル
。

居
ノ

之
旧
規
一
、
叢
林
建

ツ二
三
月
行
道
之
」
勝

会
一
。　
　

謹印疏
」

仏
祖
賢
聖
昭

（
照
ヵ
）鑑　

　
　

謹印疏
』

龍
天
護
法
加
護

　
　

�

元
亨
四
年
四
月
十
五
日

―
等
、

謹
疏
」

本※

尊
如
来
円
通
教
主

楞
厳
勝
会
十
方
三
宝

南印閻
浮
提
大
日
本
国

―
等
謹印疏
」�

（
下
冊
二
九
ウ
～
三
二
オ
）

※
本
尊
如
来
～
謹
疏
…
【
年
中
写
真
58
】
参
照
。

勝
会
、
肇

レ
リ

二

於
此

ノ
会

ヨ
リ

一

。
長
期

ノ
誦
呪
、

専
シ二

於
此

ノ
呪

ヲ一
、
約（

シ
テ
ヵ
）

ノ二
日
」
限

ヲ
於
百
日

ニ一
、

結
フ二

人
数

ヲ
於
什
員

ニ一
。
仏
祖
有

リ二
九
旬
安
居

ノ
之
旧
規
一
、
叢
」
林
建

ツ二
三
月
行
道

ノ
之
勝

会
ヲ一

。　
　

謹印疏
」

　

仏
祖
賢
聖
照
鑑　

　

謹印疏
」

　

龍
天
護
法
加
護

元
亨
四
年
四
月
十
五
日
、
五
十
四
世
法
孫
嗣

祖
比
丘
某
甲
等
、
謹
疏
」

〈
本※

師
如
来
円
通
教
主
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
閻
浮
提
大
日
本

〈
楞
厳
勝
会
十
方
三
宝
〉

国
北
陸
道
能
州
酒
井
保
洞
谷
山
永
光
寺
開
闢

某
甲
等
謹
封
」�

（
下
冊
二
四
ウ
～
二
七
オ
）

※
本
師
如
来
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
59
】
参
照
。

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
一
一

仏
母
…
「
仏
母
之
曰
」
ニ
作
ル
。

薩�

恒
佗
蘇
伽
多
耶
云
云
…
「
薩
恒
他
蘇
伽
多

耶
」
ニ
作
ル
。

維
那
呪
毎
段
…
「
呪
毎
段
維
那
」
ニ
作
ル
。

首
楞
厳
…
「
首
楞
厳
秘
密
」
ニ
作
ル
。

伊
勢
太
神
宮
…
「
伊
勢
大
神
宮
」
ニ
作
ル
。

当�

道
前
後
気
比
気
多
…
「
当
道
前
後
鎮
守
気

比
気
多
両
社
」
ニ
作
ル
。

疏
読
了

テ
、
楞
厳
頭
、
啓

リ
唱

シ
了

テ
、
仏
母

誦
シ
テ

レ

之
ヲ

曰
ク

、」

（
底
本
、
一
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）」

爾
時
世
尊　

従
肉
髻
中　

涌
百
宝
光

光
中
涌
出
」
千
葉
宝
蓮　

有
化
如
来

坐
宝
華
中　

頂
放
十
道
」
百
宝
光
明

一
一
光
明　

皆
徧
示
現　

十
恒
河
沙
」

金
剛
密
迹　

擎
山
持
杵　

徧
虚
空
界

大
衆
仰
観
』
畏
愛
兼
抱　

求
仏
哀
祐

一
心
聴
仏　

無
見
頂
相
」
放
光
如
来

宣
説
神
呪
」

南
無
薩
恒
佗
蘇
伽
多
耶
、〈
云
／
云
〉。」

楞
厳
頭
、
唱ト

ナ
フ二

摩
訶
般
若
波
羅
密

ヲ一
。」

呪
ノ

毎
ト
ニ

レ

段
、
維
那
、
焼
香

ス
。
呪
了

テ
、
維

那
、
回
向

ニ
云

ク
、」

円
覚
伽
藍
、
身
心
安
居
、
十
界
和
同
。
諷
誦

大
仏
頂
万
行
」
首
楞
厳
秘
密
神
呪
、
功
徳
鴻

因
、　

回
向
」

真
如
実
際
、
無
上
仏
果
、
無
見
頂
相
、
化
諸

如
来
、
五
五
円
」
通
、
一
切
諸
尊
、　

護
法

龍
天
、
三
界
万
霊
、
大
梵
天
王
、
天
』
帝
四

王
、　

伊
勢
大
神
宮
、　

八
幡
大
菩
薩
、」
当

疏
読
了

テ
、
楞
厳
頭
、
啓
唱

シ
了
、
誦

ス二
仏
母

ヲ一
。』

爾
時
世
尊　

従
肉
髻
中　

涌
百
宝
光

光
中
涌
出
」
千
葉
宝
蓮　

有
化
如
来

坐
宝
華
中　

頂
放
十
道
」
百
宝
光
明

一
一
光
明　

皆
徧
示
現　

十
恒
河
沙
」

金
剛
密
迹　

擎
山
持
杵　

徧
虚
空
界

大
衆
仰
観
」
畏
愛
兼
抱　

求
仏
哀
祐

一
心
聴
仏　

無
見
頂
相
」
放
光
如
来

宣
説
神
呪
」

南
無
薩
恒
佗
蘇
伽
多
耶
、
云
云
。」

楞
厳
頭
、
唱

フ二
摩
訶
般
若
波
羅
蜜

ヲ一
。　

維

那
、
呪

ノ
毎

ニレ

段
、
焼
香

ス
。
呪
了

テ
、」
維

那
、
回
向
云

ク
、」

円
覚
伽
藍
、
身
心
安
居
、
十
界
和
同
。
諷
誦

大
仏
頂
万
行
首
楞
』
厳
神
呪
功
徳
鴻
因
、
回

向　

真
如
実
際
、
無
上
仏
果
、
無
見
頂
」

相
、
化
諸
如
来
、
五
五
円
通
、
一
切
諸
尊
、

　

護
法
龍
天
、
三
界
万
」
霊
、
大
梵
天
王
、

天
帝
四
王
、　

伊
勢
太
神
宮
、　

八
幡
大
菩

薩
、」
当
道
前
後
気
比
気
多
、　

仏
法
大
統
領

白
山
妙
理
大
権
現
、」
護
伽
藍
神
、　

十
八
善



二
一
二

護
法
多
聞
天
…
「
護
法
多
門
天
」
ニ
作
ル
。

当�

山
土
地
…
「
当
山
土
地
合
社
霊
神
」
ニ
作

ル
。

六�

十
余
州
三
千
余
座
神
祇
…
「
六
十
余
州
三

千
余
座
」
ニ
作
ル
。

十
方
三
世
云
云
…
コ
ノ
一
文
ナ
シ
。

道
前
後
気
多
気
比
、　

仏
法
大
統
領
白
山
妙

理
大
」
権
現
、　

護
伽
藍
神
、　

十
八
善
神
、

　

招
宝
七
郎
大
権
」
修
利
菩
薩
、　

打
給
青

面
使
者
、　

給
仕
白
衣
天
子
、」
護
法
多
聞

天
、
供
給
迦
羅
天
、
合
堂
真
宰
、
一
切
聖

造
、」
稲
荷
大
明
神
、　

当
山
土
地
、
当
国
当

保
総
社
別
社
、
六
」
十
余
州
三
千
余
座
、　

今
年
歳
分
、
主
執
陰
陽
、
権
衡
造
」
化
、　

合
山
清
衆
、
本
命
元
辰
、　

本
寺
檀
那
、
諸

堂
檀
越
、」
結
縁
諸
檀
、
本
命
曜
宿
、
当
年

属
星
、
行
疫
流
神
、』
南
方
〈
火
〉
徳
星
君
、

〈
火
〉
部
星
衆
。　

所
冀
、」

皇
風
永
扇
、
仏
日
増
輝
、
国
土
安
寧
、
法
輪

常
転
、
一
衆
咸
」
安
、
得
遂
安
居
、」

山
門
繁
昌
、
檀
信
帰
崇
、
諸
檀
施
主
、
福
寿

増
長
、
法
界
衆
」
生
、
同
円
種
智
者
。
十
方

三
世
―
密
。」

（
底
本
、
一
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）」

自
二
次

ノ
日
一
、
一
衆
同
音

ニ
諷
二
誦

ス
常

ノ
回
向

ヲ一
。
此

レ
叢
林

ノ
通
儀

ナ
リ

。
此

ノ
回
」
向
、
或

神
、　

招
宝
七
郎
大
権
修
利
菩
薩
、」
打
給
青

面
使
者
、　

給
仕
白
衣
天
子
、
護
法
多
聞
天
、

供
給
迦
」
羅
天
、
合
堂
真
宰
、
一
切
聖
造
、

当
山
旧
鎮
守
稲
荷
大
明
神
、」
当
山
土
地
、

当
国
当
保
総
社
別
社
、
六
十
余
州
三
千
余
座

神
」
祇
、　

今
年
歳
分
、
主
執
陰
陽
、
権
衡

造
化
、　

合
山
清
衆
、
本
命
」
元
辰
、
本
寺

檀
那
、
諸
堂
檀
越
、
結
縁
諸
檀
、
本
命
曜

宿
、
当
年
属
』
星
、
行
疫
流
神
、　

南
方

〈
火
〉
徳
星
君
、〈
火
〉
部
星
衆
。
所
冀
、」

皇
風
永
扇
、
仏
日
増
輝
、
国
土
安
寧
、
法
輪

常
転
、
一
衆
咸
安
、
得
」
遂
安
居
、　

山
門

繁
昌
、
檀
信
帰
崇
、
諸
檀
施
主
、
福
寿
増

長
、
法
」
界
衆
生
、
同
円
種
智
者
。
十
方
三

世
云
云
。」

自
リ二

次
ノ

日
一
、
一
衆
同
音

ニ
諷
二
誦

ス
常

ノ
回

向
ヲ一

。
此

レ
叢
林

ノ
通
儀

ナ
リ

。
此

ノ
回
向
、
或

ハ
」
牌
上

ニ
書

シ
、
或

ハ
毎

ニレ
年
書

シ
テ

レ

之
ヲ

、
殿

上
ニ

貼
在

ス
。
若

シ
住
持
不

レ
ハ

二

出
仕

セ一
者
、
上

知
」
事
、
必

ス
如

ク二
主
人

ノ一
首
尾

ノ
拝
、
不
レ
可

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
一
三

照
管
…
「
昭
管
」
ニ
作
ル
。

斎
罷
…
「
十
五
日
斎
次
」
ニ
作
ル
。

ハ
牌
上

ニ
書

シ
、
或

ハ
毎
年

ニ
書

シ
テ

レ

之
ヲ

、
殿
上

ニ
貼
在
。
若

シ
住
持
不

レ
ハ

二

出
」
仕

セ一
者
、
上
知

事
、
必

ス
如

ク二
主
人

ノ
首
尾

ノ
拝
一
、
不
レ
可
レ

闕
ク

。
夏
中

ハ
、
楞
厳
』
会

ノ
出
仕
、
不
レ
可
二

懈
怠

ス一
。
主
人
、
維
那
、
常

ニ
可
二
照
管
一
。」

楞　
上※

来
現
前
比
丘
衆　
諷
誦
楞
厳
秘
密
呪
」

　
　
回
向
護
法
衆
龍
天　
土
地
伽
藍
諸
聖
造
」

厳　
三
途
八
難
倶
離
苦　
四
恩
三
有
尽
霑
恩
」

会　
国
界
安
寧
兵
革
銷　
風
調
雨
順
民
康
楽
」

之　
一
衆

修
希
勝
進　
十
地
頓
超
無
難
事
」

　
　
山
門
鎮
静
絶
非
虞　
檀
信
帰
崇
増
福
恵
」

回　
十
方
三
世
一
切
仏　
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
」

向　
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
』

�

（
下
冊
三
二
オ
～
三
四
オ
）

※
上
来
～
波
羅
蜜
…
【
年
中
写
真
60
】
参
照
。

十
五
日
。
斎

ノ
次
、
都
寺
、
維
那
、
侍
者
三

人
、
同

ク
詣

シ
テ

首
座
以
下
」
可

キ二
秉
払
一
人

ノ

レ
闕
。
夏
中
、
楞
厳
会

ノ
出
仕
、
不
レ
可
二
懈
」

怠
ス一

。
主
人
、
維
那
、
常

ニ
可
二
照
管

ス一
。」

楞　
上※

来
現
前
比
丘
衆　
諷
誦
楞
厳
秘
密
呪
」

　
　
回
向
護
法
衆
龍
天　
土
地
伽
藍
諸
聖
造
』

厳　
三
途
八
難
倶
離
苦　
四
恩
三
有
尽
霑
恩
」

会　
国
界
安
寧
兵
革
銷　
風
調
雨
順
民
康
楽
」

之　
一
衆

修
希
勝
進　
十
地
頓
超
無
難
事
」

回　
山
門
鎮
静
絶
非
虞　
檀
信
帰
崇
増
福
慧
」

向　
十
方
三
世
一
切
仏　
諸
尊
菩
薩
摩
訶
薩
」

　
　
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」

�

（
下
冊
二
七
オ
～
二
九
オ
）

※
上
来
～
波
羅
蜜
…
【
年
中
写
真
61
】
参
照
。

斎
罷

ニ
、
都
寺
、
維
那
、
侍
者
三
人
、
同

ク

詣
シ
テ

下

首
座
以
下
可

キ二
秉
払
一
人
人

ノ
」
寮

ニ上
、



二
一
四

此
日
…
「
十
五
日
」
ニ
作
ル
。

依
布
薩
…
「
布
薩
依
」
ニ
作
ル
。

掛
牌
版
…
「
柱
牌
版
」
ニ
作
ル
。

結�

制
之
儀
…「〈
結
制
解
制
／
一
隅
三
陽
〉
之

儀
」
ニ
作
ル
。

謹
白
…
「
承
順
謹
白
」
ニ
作
ル
。

入
テレ

寮
ニ

、
都
寺

ハ
焼
香
、
触
礼
三
拝

ス
。
維

那
ハ

度
タ
シ

レ

牌
ヲ

、
侍
」
者

ハ
度

スレ
払

ヲ
。
維
那
、

掛
ケ二

牌
ヲ

於
堂
前

ニ一
、
度

ス二
払

ヲ
於
聖
僧
侍
者

ニ一
。
晩
間

ニ
」
荘

ル
コ
ト

二

法
堂

ヲ一
、
如

シ二
上
堂

ノ一
。

打
テレ

鼓
ヲ

集
ムレ

衆
ヲ

。
問
訊
問
話
、
如

シ二
上
堂

ノ一
。
但

シ
有

リ二
」
主
人

ノ
問
訊
一
。　

十
五
日
、

僧
堂

ニ
雖
下
可
レ
有
中
大
座
煎
点
上
、
布
薩
」
依

テレ
不
レ
可
レ
略
、
十
六
日

ニ
、
主
人
、
就

テ二
雲
堂

ニ一
、
請

シ
テ

二

知
事
頭
首

ヲ一
、
煎
点

ア
リ

。」
茶

ノ
之

牓
ハ

、
斎
時
三
下
以
後
、
呈

シ
テ

二

首
座
及

ヒ
知

事
ニ一

、
貼
二
在

ス
堂
前

ノ
」
北

ノ
頬
掛
牌
板

ニ一
。

侍
者

ノ
之
所
管
也
。　
　

牓
云
、」

堂
頭
和
尚
、
今
晨
斎
退
、　　

必
七
行
書
レ

之
也
』

就
二
雲
堂
一
、
煎
点
一
中
、」

特コ
ト

ニ
為

メ
ニ

二

」

首
座

ノ一
、
聊
旌
二
結
制
之
儀

ヲ一
。」

諸
知
事
」

大
衆
光
伴
」

今
月
日
、
侍
者
某
甲
謹
白　

請
客
侍
者
之
名

都
寺

ハ
焼
香
、
触
礼
三
拝

ス
。
維
那

ハ
度

シレ
牌

ヲ
、
侍
者

ハ
度

スレ
払

ヲ
。
維
那
、
掛

ケ二
牌

ヲ
」
於

堂
前

ニ一
、
度

ス二
払

ヲ
於
聖
僧
侍
者

ニ一
。
晩
間

ニ

荘
ル
コ
ト

二

法
堂

ヲ一
、
如

シ二
上
堂

ノ一
。
打

テレ
鼓

ヲ
集

ム
」

レ
衆

ヲ
。
問
訊
問
話
、
如

シ二
上
堂

ノ一
。
但

シ
有

リ二

主
人

ノ
問
訊
。　

此
ノ

日
、
僧
堂

ニ
雖
レ
可

ト
』
レ

有
ル二

大
座
煎
点
一
、
依

テ二
布
薩
不

ニ一レ
可
レ
略

ス
、

十
六
日
、
主
人
、
就

テ二
雲
堂

ニ一
、
請

シ
テ

二

知
」

事
頭
首

ヲ一
、
煎
点

ス
。
茶

ノ
牓

ハ
、
斎
時
三
下

以
後
、
呈

シ
テ

二

首
座
及

ヒ
知
事

ニ一
、
貼
二
在

ス
」

堂
前
北
頬
掛
牌
版

ニ一
。
侍
者

ノ
之
所
管

ナ
リ

也
。

牓
ニ

云
、」

　
　

堂
頭
和
尚
、
今
晨
斎
退
、」

　
　

�

就
テ二

雲
堂

ニ一
、
煎
点
一
中　
〈
必
七
行
／

書
レ
之

ヲ
也
〉、」

　
　

特
ニ

為
ニ
シ
テ

二

」

　
　

首
座

ノ一
、
聊
旌

ス二
結
制
之
儀

ヲ一
。」

　
　

諸
知
事
」

　
　

大
衆
光
伴
」

　
　

�

今
月
日　

侍
者
某
甲
謹
白
〈
請
客
侍
者

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
一
五

書
也
…
コ
ノ
二
字
ナ
シ
。

有
監
寺
座
…
「
在
監
寺
座
」
ニ
作
ル
。

※�

梵
清
本
系
諸
本
ハ
「
有
都
寺
座
」
モ
「
在
都
寺

座
」。

有
暫
到
…
「
在
暫
到
」
ニ
作
ル
。

不
然
…
「
不
然
者
」
ニ
作
ル
。

堂
裏
…
「
堂
裡
」
ニ
作
ル
。

（
図
版
）
…
後
門
西
、
前
門
東
、
暫
到
床
（
二

箇
所
）
ナ
シ
。

※�

図
版
ト
ノ
校
異
ハ
、【
年
中
写
真
65
】
ヲ
参
照
ノ

上
、
比
較
サ
レ
タ
イ
。

字
書
レ
之
。」

（
底
本
、
一
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）」

�

（
下
冊
三
四
ウ
～
三
五
オ
）

時
キ

至
レ
ハ

、
鳴

ン
ハ

二

庫
前

ノ
鼓

ヲ一
、
衆
集

マ
ル

。

頭ラ
ノ

侍
者
、
行
礼
。
礼

ハ
者
、
如

シ二
知
事

ノ
礼

ノ一
。」
無

キ二
主
人

ノ
問
訊
一
而ノ

ミ已
。
但

シ
後
門

ノ
右

ノ
脇キ

ニ
在

リ二
監
寺

ノ
座
一
。
前
門

ノ
右

ノ
』
脇

ニ
在

リ二
都
寺

ノ
座
一
。
先

ツ
問
二
訊

シ
特
為

ニ一
、
次

ニ
問

二
訊

シ
監
寺

ニ一
、
次

ニ
問
二
訊

シ
都
」
寺

ニ一
、
次

ニ

問
二
訊

シ
テ

書
記

ニ一
、
巡
堂
一
匝

ス
。
堂
外

ハ
、

在
レ
ハ

二

暫
到
一
巡
堂

ス
。
不

レ
ハ

レ

然
」
者
、
知
事

頭
首
、
皆

ナ

接
シ
テ

二

堂
裏

ニ一
、
無

シ二
堂
前

ノ
礼

一
。』

（〈
下
冊
三
六
オ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
64
】

参
照
）』

礼
了

テ
、
特
為

ニ
進

テ
両
展
三
拝

シ
テ

、
謝
レ
茶

ヲ

也
。
首
座
出

テ
ヽ

後
、
又

タ
都
寺
、」
監
寺
、

進
テ

賀
謝

シ
テ

、
両
展
三
拝

シ
テ

出
ツ

。
主
人
、

皆
ナ

進
テレ

歩
ヲ

、
送

テレ
之

ヲ
還

テ
入

テ
、」
又
著

テレ

椅
ニ

、
相
伴
焼
香

シ
テ

巡
堂

ス
。
出
二
盞
橐

ヲ一
後
、

ノ
／
名
字

ヲ
書

ス
也
〉』

�

（
下
冊
二
九
オ
～
ウ
）

時
キ

至
テ

、
鳴

セ
ハ

二

庫
前

ノ
鼓

ヲ一
、
衆
集

ル
。
頭

ノ

侍
者
、
行
礼

ス
。
礼

ハ
者
、
如

シ二
知
事

ノ
礼

ノ一
。

無
キ二

主
」
人

ノ
問
訊
一
而
已
。
但
後
門

ノ
右

ノ
脇

ニ
、
有

リ二
監
寺

ノ
座
一
。
前
門

ノ
右

ノ
脇

ニ
、
有

リ二

都
寺

ノ
」
座
一
。
先

ツ
問
二
訊

シ
特
為

ニ一
、
次

ニ

問
二
訊

シ
監
寺

ニ一
、
次

ニ
問（

二
脱
ヵ
）
訊

シ
都
寺

ニ一
、
次

ニ

問
二
訊

シ
テ

書
記

ニ一
、」
巡
堂
一
匝

ス
。
堂
外

ニ
ハ

有
レ
ハ

二

暫
到
一
、
巡
堂

ス
。
不

レ
ハ

レ

然
、
知
事
頭

首
、
皆

ナ
接

シ
テ

二

堂
裏

ニ一
、」
無

シ二
堂
前

ノ
礼
一
。』

（〈
下
冊
三
〇
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
年
中
写
真
65
】

参
照
）』

礼
了

テ
、
特
為
、
進

テ
両
展
三
拝

シ
テ

、
謝

スレ
茶

ヲ
也
。
首
座
出
後
、
又
都
寺
、
監
寺
、」
進

テ

賀
謝

シ
テ

、
両
展
三
拝

シ
テ

出
ツ

。
主
人
、
皆

ナ

進
歩

シ
テ

、
送

テレ
之

ヲ
還

テ
入

リ
、
又
著

クレ
椅

ニ
。

相
」
伴
焼
香

シ
テ

、
巡
堂

ス
。
出

シ
テ

二

盞
橐

ヲ一

後
、
中
台

ニ
焼
香
一
炷
。
鳴

コ
ト

二

庫
前

ノ
鼓

ヲ一
三



二
一
六

下
牀
…
「
下
床
」
ニ
作
ル
。

式
亦
同
此
…
「
又
同
此
式
」
ニ
作
ル
。

十
七
日
…
「
次
十
七
日
」
ニ
作
ル
。

些
子
書
換
必
…
「
些
子
換
之
」
ニ
作
ル
。

牓
云
…
コ
ノ
二
字
ナ
シ
。

中
台

ニ
焼
香
一
炷
。」
鳴

コ
ト

二

庫
前

ノ
鼓

ヲ一
三
下
、

下
テレ

牀
普
同

ニ
揖

ツ
シ
テ

問
訊

シ
テ

、
帰

ル二
方
丈

ニ一
。

首
座
都
」
寺
以
下
大
衆
、
皆

ナ
上

テ二
方
丈

ニ一
、

賀
謝
問
訊

ス
。
主
人
、
在

テ二
法
堂

ノ
西
」
間

ニ一
、

待
テ二

大
衆

ノ
上

ル
ヲ

一

、
問
訊

シ
テ

散
ル

。
四
節
、

皆
ナ

如
シレ

此
ノ

。
侍
者
、
必

ス
請

シ
テ

二

主
人

ノ
」

坐
具

ヲ一

行
礼

ス
〈
倚

テ二
椅

ノ
左
辺

ニ一

問
訊

シ
テ

、

請
シ
テ

云
ク

、
／
請
二
和
尚
坐
具（

マ
マ
）

ト
〉。
新

ニ
請

ス
ル

二

名
徳
首
座

ヲ一
時
、
又

タ
就

テ二
」
僧
堂

ニ一
、
大

座
煎
点

ス
ル

時
キ

、
又

タ
同

シ二
此

ノ
式

ニ一
。
所
謂

ル
、
他
山

ノ
西
堂
、
若

シ
或

ハ
」
掛ク

ワ
ハ
イ牌

、
首
座

重
テ

請
ス
ル

時
キ

、
尽

シ
テ

レ

礼
ヲ

請
スレ

之
ヲ

。』

�

（
下
冊
三
五
オ
～
三
六
ウ
）

次
ノ

十
七
日

ニ
、
都
寺
一
人
、
若

ハ
監
寺
一

人
、
又

タ
就

テ二
雲
堂

ニ一
、
煎
点

ア
リ

。」
主
人
不
二

行
礼
一
時

ハ
者
、
知
事
共

ニ
略
レ
之
。
牓
者
、

十
四
日
公ク

界
ノ

」
礼

ノ
牓

ナ
リ

。
些
子
書

シ
換カ

フレ

之
。
七
行カ

ウ
ニ

書
ス
ル

也
。
所
謂

ル
、」

下
ス
レ
ハ

、」
下

テレ
牀

ヲ
、
普
同

ニ
揖

シ
テ

問
訊

シ
テ

、

帰
ル二

方
丈

ニ一
。
首
座
都
寺
以
下
大
衆
、
皆

ナ
上

テ二
方
」
丈

ニ一
、
賀
謝
問
訊

ス
。
主
人
、
在

テ二
法

堂
ノ

西
間

ニ一
、
待

テ二
大
衆

ノ
上

ル
ヲ

一

、
問
訊

シ
テ

散

ス
。
四
節
、」
皆

ナ
如

シレ
此

ノ
。
侍
者
、
必

ス
請

テ二

主
人

ノ
坐
具

ヲ一
行
礼

ス
〈
倚

テ二
椅

ノ
左
辺

ニ一
問
訊

シ
テ

、
請

テ
／
云

ク
、
請

フ二
和
尚
坐
具

ヲ一
〉。
新

ニ
」
請

ス
ル

二

名
徳
首
座

ヲ一
時

モ
、
亦

タ
就

テ二
僧
堂

ニ一
、
大
座
煎
点

ス
。
式
亦
同
レ
此

ニ
。
所
謂

ル
、

他
」
山

ノ
西
堂
若

シ
或

ハ
掛
牌
、
首
座
重

テ
請

ス

ル
時

キ
、
尽

シ
テ

レ

礼
ヲ

請
スレ

之
ヲ

。」

�

（
下
冊
三
〇
オ
～
三
一
オ
）

十
七
日

ニ
、
都
寺
一
人
、
若

ハ
監
寺
一
人
、

又
就

テ二
雲
堂

ニ一
、
煎
点

ア
リ

。
主
人
、
不
二
」
行

礼
一
時

ハ
者
、
知
事
共

ニ
略

スレ
之

ヲ
。
牓

ハ
者
、

十
四
日
公
界

ノ
礼

ノ
牓

ニ
、
些ス

コ
シ
キ子
書

キ
』
換

ル
。

必
ス

七
行

ニ
書

ス
ル
ナ
リ

也
。
所
謂

ル
、
牓

ニ
云
、」

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
一
七

十
八
日
…
「
次
十
八
日
」
ニ
作
ル
。

此
亦
用
状
…
「
此
者
用
状
」
ニ
作
ル
。

対
牀
…
「
対
床
」
ニ
作
ル
。

　

都
寺
比
丘　

某
甲
、」

　

今
晨
斎
退

テ
、
就

テ二
雲
堂

ニ一
、
煎
点
一
中
、」

　

特
ニ

為
メ
ニ

二

」

　

�

首
座
禅
師
一
、
聊

カ
旌
二
結
制
陳
賀
之
儀

ヲ一
。」

　

大
衆
」

　

光
伴
』　

　

今
月　

日
、
都
寺
比
丘
某
甲
謹
白
」

監
寺

ノ
牓
、
同

シレ
之
。
但

シ
斎

ノ
時

キ
、
打
呈

ス
。

木
魚
以
前

ニ
入
堂

シ
テ

、
焼
二
香
聖
」
僧

ニ一
。
礼

三
拝
、
巡
堂
一
匝

シ
テ

、
即

チ
貼

スレ
牓

ヲ
。
行

礼
、
一
二
如

ナ
リ

前
日

ニ一
。
但

シ
不
」
レ
打
二
放

参
ノ

鐘
ヲ一

、
打

コ
ト

二

庫
前

ノ

雲
鼓

ヲ一

三
下

ス
ル

而ノ
ミ已

。」�

　
（
下
冊
三
七
オ
～
ウ
）

次
ノ

十
八
日

ニ
、
首
座

ノ
行
礼
、
特コ

ト
ニ

為
メ
ニ
ス

二

書
記

ノ一
。
此

レ
ハ

者
用

フ二
状
紙

ヲ一
。
八
寸

ナ
リ

。」

文
字
不ス
レ
過

キ二
五
分

ニ一
。
状

ノ
式
礼
数
、
一
二
如

ス
知
事

ニ一
。
但

シ
報

シ
テ

二

書
記

ニ一
呪
」
願

シ
ム

。
在

テ二
知
事

ノ
対イ

牀
ノ

南
頬

ノ
板
頭

ニ一
喫
食

ス
。
状

ハ

　
　

都
寺
比
丘
某
甲
、」

　
　

�

今
晨
斎
退
、
就

テ二

雲
堂
一
、
煎
点
一

中
、」

　
　

特
ニ

為
メ
ニ

二

」

　
　

�

首
座
禅
師

ノ一
、
聊

カ
旌

ス二
結
制
陳
賀
之
儀

ヲ一
。」

　
　

大
衆
」

　
　

光
伴
」　

　

今
月
日　

都
寺
比
丘
某
甲
謹
白
」

監
寺

ノ
牓
、
同
レ
之

ニ
。
但
斎

ノ
時
、
打
呈

ス
。

木
魚
以
前

ニ
入
堂

シ
テ

、
焼
香

シ二
聖
僧

ニ一
、
礼
」

三
拝
、
巡
堂
一
匝

シ
テ

、
即

チ
貼

スレ
牓

ヲ
。
行

礼
、
一
二
如

ス
前
日

ニ一
。
但
不
レ
打

セ二
放
参

ノ
鐘

ヲ一
、』
打

コ
ト

二

庫
前

ノ
雲
鼓

ヲ一
三
下

ス
ル

而ノ
ミ已

。」

�

（
下
冊
三
一
オ
～
三
二
オ
）

十
八
日

ニ
、
首
座

ノ
行
礼
、
特

ニ
為

ニ
ス

二

書
記

ノ一
。
此

レ
亦
用

フレ
状

ヲ
。
紙

ハ
八
寸

ナ
リ

。
文
字

不
」
レ
過

キ二
五
分

ニ一
。
状

ノ
式
礼
数
、
一
二
如

ス

知
事

ニ一
。
但
報

シ
テ

二

書
記

ニ一
呪
願（

シ
ム
ヵ
）

シ
ハ

。
在

テ二
知

事
ノ

対
」
牀

ノ
南
頬

ノ
板
頭

ニ一
、
喫
食

ス
。
状

ハ



二
一
八

榜
版
…
「
榜
板
」
ニ
作
ル
。

殻
漏
子
～
牓
云
…
コ
ノ
一
文
ナ
シ
。

謹�

白
…
次
行
ニ
「
殻
漏
子
同
貼
在
状
端
必
書

赤
紙
押
状
上
也
」
ア
リ
。

貼ヲ
ス二

下
間

ノ
榜
版

ノ
上

ニ一
。」
状
必

ス
九
行

ニ
書

ス

ル
也
。」

　

首
座
比
丘
某
甲
、』

　

今
晨
斉

（
斎
ヵ
）退

テ
、」

　

就
テ二

雲
堂

ニ一
、
煎
点
一
中
、」

　

特コ
ト

ニ
為

ニ
」

書
記
禅
師
一
、
聊
旌
二
」

　

結
制
同
居
陳
賀
之
儀

ヲ一
、」

　

伏
シ
テ

請
フ

」

　

諸
知
事
大
衆
光
伴
」

　

今
月　

日
、
首
座
比
丘
某
甲
状
謹
白
」

　

�
殻
漏
子
、
同

ク

貼テ
ウ

二

在
ス

状
端

ニ一
。
必

書（
二
脱
ヵ
）
赤
紙

ニ一
。
押
二
状
上
一
也
。』

状※

請　

書
記
禅
師　
　

首
座
比
丘
某
甲　
　

謹
封
」

書
記
、
蔵
主
、
次
第

ニ
追

テレ
日

ヲ
行
礼
。
書
記

ハ
特

ニ
為

ス二
蔵
主

ノ一
。
又

ハ
特

ニ
為

ス二
」
首
座

ノ一
。

若
シ

有
レ
ハ

二

前
後
堂

ノ
両
首
座
一
、
前
堂

ハ
特

ニ

為
ス二

後
堂

ノ一
。
皆

ナ
用
レ
状
。」
維
那
、
知シ

カ客

等
、
行
礼

ハ
、
在
二
後
架
、
照
堂

ニ一
、
行
礼

ス
。

貼
ス二

下
間

ノ
榜
版

ノ
上

ニ一
。
状
必
九
行

ニ
書

ス

也
。」

殻
漏
子
、
同

ク
貼
二
在

ス
状
端

ニ一
。
必
書

シ
テ

二

赤

紙
ニ一

、
押

ス
ナ
リ

二

状
ノ

上
ニ一

也
。　

牓
ニ

云
、」

　
　

首
座
比
丘
某
甲
、」

　
　

�

今
晨
斎
退
、
就

テ二
雲
堂

ニ一
、
煎
点
一

中
、」

　
　

特
ニ

為
メ
ニ

二

」

　
　

書
記
禅
師

ノ一
、」

　
　

聊
カ

旌
ス二

結
制
同
居
陳
賀

ノ
之
儀

ヲ一
、』

　
　

伏
シ
テ

請
」

　
　

諸
知
事
」

　
　

大
衆　

光
伴
」

　
　

今
月
日　

首
座
比
丘
某
甲
謹
白
」

　

�

状※

請　

書
記
禅
師　
〈
赤
紙
〉　　
　

首
座

比
丘
某
甲
謹
封
」

書
記
、
蔵
主
、
次
第

ニ
追

テレ
日

ヲ
、
行
礼
。
書

記
ハ

特
ニ

為
ニ
シ

二

蔵
主

ノ一
、
又
特

ニ
為

ス二
首
座

ノ一
。」

若
シ

有
レ
ハ

二

前
後
堂

ノ
両
首
座
一
、
前
堂

ハ
特

ニ

為
ス二

後
堂

ノ一
。
皆

ナ
用
レ
状

ヲ
。
維
那
、
知
客
」

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
一
九

照
堂
…
「
昭
堂
」
ニ
作
ル
。

芙
蓉
…
「
芙
蓉
者
」
ニ
作
ル
。

永
平
…
「
永
平
寺
」
ニ
作
ル
。

当
山
亦
…
「
当
山
又
」
ニ
作
ル
。

※�

梵
清
本
系
諸
本
ノ
用
例
ニ
ヨ
リ
、
位
置
ヲ
補
正
シ

タ
。

二
十
日
…
「
廿
日
」
ニ
作
ル
。

打
版
…
「
打
鈑
」
ニ
作
ル
。

有
点
心
…
「
在
点
心
」
ニ
作
ル
。

打
版
…
「
打
鈑
」
ニ
作
ル
。

夏
中

ハ
日
日
、
寮
」
主
、
衆（

マ
マ
）

ノ
寮

ニ
シ
テ

行
礼

ス
。

芙
蓉

ニ
ハ

、
置ヲ

ク二
通
衆
随
意

ノ
喫
茶

ヲ一
。
永
平
寺

ニ
モ

依
テ二

」
此

ノ
儀

ニ一
、
把ハ

針シ
ン

処
ニ
シ
テ

、
寮
主
、

毎
日
煎
湯

シ
テ

、
通
衆
、
随
意

ニ
喫
湯
。
当
山

モ
」
亦
随

フ二
此
式

ニ一
。
但

シ
毎
日
、
衆
寮
喫
湯

次
テ

、
一
日

ハ
読ヨ

ミ二
亀キ

鏡ケ
イ

ノ
文

ヲ一
、
十
」
一
日

ニ

ハ
読

ミ二
寮
中

ノ
清
規

ヲ一
、
廿
一
日

ニ
ハ

読
ム二

参
大

己
ヲ一

。
毎
月
如

シレ
此

ノ
。
若

ハ
」
夏
中
許

リ
モ

不

レ
妨
。
廿
日
。
打
鈑
。
普
請シ

ン

坐
禅

ス
。』

�

（
下
冊
三
七
ウ
～
三
八
ウ
）

※
状
請
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
69
】
参
照
。

五
月
五
日
。
称
二
端
午

ト一
。
上
堂

ア
リ

。
庫
下

ニ

若
ハ

有
リ二

点
心
、
或

ハ
粽チ

マ
キ等

一
。」

六
月
一
日
。
称
二
半
夏

ノ
節

ト一
。
若

ハ
上
堂

ノ
次

テ
、
報

ス二
放
下
坐
禅

ノ
由ヨ

シ
ヲ一

。
随
」
意

ニ
坐
禅

ス

ル
也
。
不

ル二
打
鈑
一
而ノ

ミ已
。
楞
厳
会

ノ
図
、
出

之
。
遅
参

ノ
衆

ヲ
著ツ

ク二
」
本
臘

ニ一
。
次

ニ
若

ハ
半

夏
ニ

以
後
遅
参

ノ
衆

ヲ
ハ

、
又
著

テ二
新
戒

ノ
位

ニ一
、

等
ノ

行
礼

ハ
、
在

テ二
後
架
、
照
堂

ニ一
、
行
礼

ス
。

夏
中

ハ
日
日
、
寮
主
、
衆
寮
行
礼

ス
。
芙
」

蓉
ハ

、
置

ク二
通
衆
随
意

ノ
喫
茶

ヲ一
。
永
平

モ
依（

二
脱
ヵ
）

テ

此
ノ

儀
ニ一

、
把
針
処

ニ
シ
テ

、
寮
主
、
毎
日
煎
』

湯
シ
テ

、
通
衆
、
随
意

ニ
喫
湯

ス
。
当
山

モ
亦
随

フ二
此

ノ
式

ニ一
。
但
毎
日
、
衆
寮
喫
湯

ノ

次
、」

一ツ
イ
タ
チ日

ニ
ハ

読
ミ二

亀
鏡
文

ヲ一
、
十
一
日

ニ
ハ

読
二
寮

中
ノ

清
規

ヲ一
、
廿
一
日

ニ
ハ

読
ム二

参
大
己

ヲ一
。」

毎
月
如
レ
此
。
若

シ
夏
中
許

モ
不
レ
妨
。」

二
十
日
。
打
版
。
普
請
坐
禅

ス
。」

�

（
下
冊
三
二
オ
～
三
三
オ
）

※
状
請
～
謹
封
…
【
年
中
写
真
70
】
参
照
。

五
月
五
日
。
称

ス二
端
午

ト一
。
上
堂

ア
リ

。
庫
下

ニ

若
ハ

有
リ二

点
心
一
。
或

ハ
粽チ

マ
キ等

ナ
リ

。」

六
月
一
日
。
称

ス二
半
夏

ノ
節

ト一
。
若

シ
ハ

上
堂

ノ

次
、
報

ス二
放
下
坐
禅

ノ
由

ヲ一
。
即

チ
随
意

ニ
」
坐

禅
ス
ル
ナ
リ

也
。
不

ル二
打
版
一
而
已
。
楞
厳
会

ノ

図
、
出

シ
テ

レ

之
ヲ

、
遅
参

ノ
衆（

マ
マ
）

ヲ一
著

ク二

本
臘
次

ニ一
。」
若

シ
ハ

半
夏
以
後
遅
参

ノ
衆
、
又

タ
著
二
新



二
二
〇

曬
薦
同
時
…
「
薦
曬
同
」
ニ
作
ル
。

〈
遍
槌
後
～
出
矣
〉
…
コ
ノ
割
注
ナ
シ
。

淋
汗
…
「
或
淋
汗
」
ニ
作
ル
。

中
間
…
「
中
一
度
」
ニ
作
ル
。

※
底
本
、「
間
ナ
シ
」
ト
ア
ル
モ
ノ
ヲ
補
正
シ
タ
。

又
除
…
「
又
宜
除
」
ニ
作
ル
。

同
持
扇
…
「
同
時
持
扇
」
ニ
作
ル
。

自
二
解カ

イ

夏
一
」
著

ク二
本
臘

ニ一
。
次
半
夏

ニ
、
或

ハ

法
堂
、
若

ハ
方
丈

ノ
斎

ニ
、
立タ

テ
ヽ

二

中
座

ヲ一
、
接

ス二
名
徳
」
等
一
。
之

ヲ
曰
二
中
筵
斎

ト一
。
或

ハ
施

主
、
接

スレ
之

ヲ
。　

六
月
中
、
僧
堂
曬シ

ヤ

薦セ
ン

」
普

請
ア
リ

。
白
槌
巡
堂
、
打
鼓
等
、
如

シ二
仏
生
会

ノ一
。
普
請

シ
テ

衆
寮

ノ
曬
薦
、
同

キ
時

ナ
リ

〈
遍

槌
ノ

後
、
又
打

コ
ト

レ

槌
ヲ

一
下

シ
テ

云
、
白

ス二
大

衆
ニ一

。
斎
罷

ン
テ

普
請

シ
テ

、
僧
堂
曬
薦
。
諸
寮

頭
首
、
斉

ク
起
、
／
聞

テ二
鐘
鼓

ノ
声
一
集
。
謹

白
。
又
打
レ
槌
一
下

シ
テ

、
巡
堂
一
匝

ス
〉。」

自
六
月
一
日
、
或
〈
淋
汗
、
隔キ

ヤ
ク

日
ニ

沐
浴

也
。
或
六
日
沐
浴
、
中

ニ
一
／
沐
浴

ス
。
又

宜
レ
除
二
施
主（

臨
ヵ
）

監
時

ノ
沐
浴

ヲ一
也
〉。
又
自
六
月

一
』
日
、
堂
中
斎
時

キ
、
打タ

扇
ス

。
打
扇

ノ
法

ハ
者
、
自
二
六
月
一
日
一
、
聖
僧

ノ
脇

ノ
」
左

ノ

柱
ニ

、
掛

ク二
住
扇

ノ
牌

ヲ一
。
遍
槌

ノ
後
、
打
扇

ノ

行
者
二
人
、
或

ハ
四
人
、
同

ク
」
持

シ
テ

レ

扇
ヲ

入

堂
シ
テ

、
聖
僧

ノ
前

ニ
シ
テ

問
訊

シ
テ

、
上
下
間カ

ン
ニ

相
別

テ
打
扇

ス
。
折ツ

水
桶ケ

」
出

テ
後

チ
、
頭ラ

ノ
行

者
、
持

シ
テ

レ

扇
柄

ヲ
、
打

コ
ト

二

住
扇

ヲ一
一
下

ス
レ
ハ

、

戒
ノ

位
ニ一

、
自

リ二
解
夏
一
著
二
本
臘
次

ニ一
。
半
」

夏
或

ハ
法
堂
、
若

ハ
方
丈

ノ
斎

ニ
、
立

テ
ヽ

二

中
座

ヲ一
、
接

ス二
名
徳
等

ヲ一
〈
曰

フ二
之

ヲ
中
／
筵
斎

ト一
〉。

或
ハ

施
主
、
接

スレ
之

ヲ
。」
六
月
中
、
僧
堂
曬

薦
普
請

ア
リ

。
白
槌
巡
堂
、
打
鼓
等
、
如

シ二
仏

生
会

ノ
普
』
請
一
。
衆
寮

ノ
曬
薦
、
同
時

ナ
リ

〈
遍
槌

ノ
後
、
又
打

ツ
コ
ト

レ

槌
ヲ

一
下

シ
テ

云
、
白

ス二
大
衆

ニ一
。
粥
罷
、／
普
請

シ
テ

曬
薦
。
諸
寮
頭

首
、
斉

ク
起

テ
、
聞

テ二
鐘
鼓

ノ
声

ヲ一
」
集

リ
タ
マ
ヘ

。

謹
テ

白
ス

。
又
打

ツ
コ
ト

レ

槌
ヲ

一
下
、／
巡
堂
一
匝

シ
テ

出
ツ

矣
〉。」

自
二
六
月
一
日
一
、
淋
汗
、
隔
日

ニ
沐
浴

ナ
リ

也
。
或

ハ
六
度
沐
浴

ノ
中
間

ニ
、
一
沐
」
浴

ス
。

又
除

ク二
施
主
臨
時

ノ
沐
浴

ヲ一
也
。　

又
自
二
六
月

一
日
一
、
堂
中
斎
時
、」
打
扇

ス
。
打
扇

ノ
法

者
ハ

、
聖
僧

ノ
脇

ノ
左

ノ
柱

ニ
、
掛

ク二
住
扇

ノ
牌

ヲ一
。
遍
槌

ノ
後
、
打
扇

ス
。
行
」
者
二
人
、
或

ハ
四
人
、
同

ク
持

シ
テ

レ

扇
ヲ

入
堂

シ
テ

、
聖
僧

ノ
前

ニ
シ
テ

問
訊

シ
テ

、
上
下
間

ニ
相
別

テ
」
打
扇

ス
。

折
水
桶ケ

出
テ
ヽ

後
チ

、
頭ラ

ノ
行
者
、
持

シ
テ

レ

扇
柄

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
二
一

住
扇
牌
…
「
住
扇
」
ニ
作
ル
。

如
前
…
コ
ノ
二
字
ナ
シ
。

神
通
…
「
神
力
」
ニ
作
ル
。

生
処
…
コ
ノ
二
字
ナ
シ
。

我
業
…
「
我
等
業
」
ニ
作
ル
。

※
梵
清
本
系
諸
本
ハ
「
我
等
」
ニ
作
ル
。

諸
行ア

ン

、
聞

テレ
之

ヲ
、
皆

ナ
住ト

ヽ
ム

」
レ
扇

ヲ
。
如

クレ

前
ノ

当
面

ニ
問
訊

シ
テ

、
出
堂

ス
。」

�

（
下
冊
三
九
オ
～
ウ
）

七
月
一
日
。
季キ

初
。
僧
堂
巡
堂

ノ
次

テ
、
主

人
与ト
二

大
衆
一
、
触
礼
。
自

リ二

」
七
月
一

日（
一
脱
ヵ
）
、
施
餓
鬼
。
結
縁
看
経
之
牓
、
便
宜

ノ
処

ニ
出

スレ
之

ヲ
。」

　
�

牓
ニ

云
ク

、　

七
月
二
日
、
施
餓
鬼
之
本
、

同
ク

出
レ
之
也
。」

法
王
解カ

イ

制
ノ

之
辰
、
衆
僧
自
恣

ノ
之
日

ナ
リ

。

行
道
周
円

シ
、
功
徳
成
」
就

ス
。
当

テ二

千
（
于
ヵ
）此

ノ

時
ニ一

、
釈
尊
、
説

テ二
法

ヲ
於
忉
利

ニ一
、
報

シ二
大

術
之
恩

ヲ一
、
目
連
、」
設マ

ウ
ケ
テ

二

食
ヲ

於
盆
器

ニ一
、

救
フ二

悲
母
之
苦

ヲ一
。
鳴ア

呼ヽ
目
連
尊
者

ハ
、
得

テ二

神
通

ヲ一
、」
見

テ二
母
儀

ノ
生
処

ヲ一
、
遂

ニ
救
二
済

ス

之
一
。
我
等
、
道
眼
瞎
却

シ
テ

、
不
レ
能
レ
見

コ
ト

二

今｣

生
ノ

恩
処

ヲ一
、
生
処
不
レ
知

ラ下
受
二
何

ノ
苦

ヲ一
在

リ
ト
云
コ
ト
ヲ

中

何
悪
趣

ニ上
。
仏

ノ
言

タ
マ
ハ
ク

、
世

人
、
為
」
レ
子
造

テ二
多
罪

ヲ一
、
堕
二
在

シ
テ

三
途

ヲ
、
打

コ
ト

二

住
扇

ノ
牌

ヲ一

一
下

ス
レ
ハ

、
諸
行
、」

聞
テレ

之
ヲ

、
皆

ナ
住ト

ヽ
ムレ

扇
ヲ

。
如

クレ
前

ノ
当
面

ニ
問

訊
シ
テ

、
出
堂

ス
。」�

（
下
冊
三
三
オ
～
ウ
）

七
月
一
日
。
季
初

ナ
リ

。
僧
堂
巡
堂

ノ
次

テ
、

主
人
与
二
大
衆
一
、
触
礼

ス
。
自

リ二
七
月
」
一

日
一
、
施
餓
鬼
。
結
縁
看
経

ノ
之
牓
、
便
宜

ノ

処
ニ

出
スレ

之
ヲ

。　

牓
ニ

云
ク

、』

法
王
解
制

ノ
之
辰
、
衆
僧
自
恣

ノ
之
日

ナ
リ

。

行
道
周
円

シ
、
功
徳
成
就

ス
。
当

テ二
」
于
此

ノ

時
ニ一

、
釈
尊
、
説

テ二
法

ヲ
於
忉
利

ニ一
、
報

シ二
大

術
ノ

之
恩

ヲ一
、
目
連
、
設

ケ二
食

ヲ
於
盆
」
器

ニ一
、

救
フ二

悲
母

ノ
之
苦

ヲ一
。
鳴ア

呼ヽ
目
連
尊
者

ハ
、
得

テ二

神
通

ヲ一
、
見

テ二
母
儀

ノ
生
処

ヲ一
、
遂

ニ
」
救
二
済

ス
之

ヲ一
。
我
等
、
道
眼
瞎
却

シ
テ

、
不
レ
能
レ
見

コ
ト

二

今
生

ノ
恩
処

ノ
生
処

ヲ一
、
不
レ
知

ラ下
受

ケ二
」
何

ノ
苦

ヲ一
在

リ
ト
云
コ
ト
ヲ

中

何
悪
趣

ニ上
。
仏

ノ
言

ク
、
世

人
、
為

ニレ
子
造

テ二
多
罪

ヲ一
、
堕
二
在

シ
テ

三
途

ニ一
、

長
ク

受
ク
ト

」
レ
苦

ヲ
。
然

レ
ハ

則
チ

、
彼
此

ノ
之

受
苦

ハ
者
、
我

カ
業

ノ
所

ナ
リ

レ

致
ス

也
。
若

シ
不



二
二
二

抜
済
…
「
抜
済
者
」
ニ
作
ル
。

ニ一
、
長

ク
受

クレ
苦

ヲ
。
然

レ
ハ

則
、
彼
此

ノ
之
受

苦
者
、」
我
業
所

ロレ
致

ル
也
。
若

シ
不

ン
ハ

二

抜
済

一

者
、
永
劫

ニ

沈
淪

シ
テ

、
有

ン二

何
ノ

極
カ一

〈
矣
〉。
故

ヘ
ニ

」
各〱
、
住

シ
テ

二

悲
愍
懇
哀

ノ
之

心
ニ一

、
誦
二
念

シ
テ

大
乗
経
並

ニ
秘
密
神
呪
、

諸
」
尊

ノ
宝
号
等

ヲ一
、
回
二
向

ス
十
界
聖
凡
之

衆
ニ一

。
円
二
満

シ
報
地

ヲ一
、
停
二
息

セ
シ
ム

苦
」
患

一
。
品
目
、
在
二
于
後

ヘ
ニ

一

。』

大
乗
妙
法
蓮
華
経
」

梵
網
菩
薩
戒
経
」

盂
蘭
盆
経
」

仏
遺
教
経
」

〈
某
経
某
呪
次
第
書
〈
云
／
々
〉〉」

　

�

元
亨
四
年
七
月
日　

堂
司
比
丘
〈
某
甲
〉

敬
勧
化
」�

（
下
冊
三
九
ウ
～
四
〇
ウ
）

ン
ハ

二

抜
済
一
、
永
劫

ノ
沈｣

淪
、
有

ン二
何

ノ
極

カ一

矣
。
故

ニ
各
、
住

シ
テ

二

悲
愍
懇
哀

ノ
之
心

ニ一
、
誦

二
念

シ
テ

大
乗
経
並

ニ
秘
」
密
神
呪
、
諸
尊

ノ
宝

号
等

ヲ一
、
回
二
向

シ
十
界
聖
凡

ノ
之
衆

ニ一
、
円（

二
脱
ヵ
）
満

シ
報
地

ヲ一
、
停
二
」
息

セ
シ
ム

苦
患

ヲ一
。
品
目
、

在
リレ

後
ニ

。」

　

大
乗
妙
法
蓮
華
経
』

　

梵
網
菩
薩
戒
経
」

　

盂
蘭
盆
経
」

　

仏
遺
教
経
」

　

某
経
」

　

某
呪
」

　

�

元
亨
四
年
七
月
日　
　

堂
司
比
丘
〈
某

甲
〉
敬

テ
勧
化
」�

（
下
冊
三
三
ウ
～
三
四
ウ
）

⑤
山
上
氏
旧
蔵
麟
広
書
写
本

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
二
三

【写真 16】
①禅林寺本『瑩山清規』
17 大般若経結願疏（地冊二四オ）
※�「『瑩山清規』の研究（二）」304 頁【図版】の写真を掲載したため、本写真のみ、写真

番号を前号のものから継続する。「三宝印」（二箇所）は朱筆。



二
二
四【年中写真 1-1】

⑥永光寺蔵光椿書写本（四五ウ）
　正月一日条「正月修正榜」
※庵点、数字、文字囲い、「印」字（二箇所）は全て朱筆。



二
二
五 【年中写真 1-2】

⑥永光寺蔵光椿書写本（四六オ）
　正月一日条「正月修正榜」
※庵点、数字、文字囲い、「印」字、「元亨～行也」の一文は全て朱筆。



二
二
六

【年中写真 2】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊三ウ）
　正月三日条「修正満散疏」
※本誌掲載写真は、全て石川県立図書館所蔵本（請求記号：K185/23）に依る。



二
二
七

【年中写真 4】
②大乘寺蔵永享六年書写本（四ウ）
　正月三日条「修正満散疏」

【年中写真 3】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊三ウ）
　正月三日条「修正満散疏」



二
二
八

【年中写真 6】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊五オ）
　正月三日条「修正満散疏」

【年中写真 5】
⑥永光寺蔵光椿書写本（四七ウ）
　正月三日条「修正満散疏」
※�「恭敬」の左下の「印」は、朱墨で

上書きされている。



二
二
九【年中写真 8】

①禅林寺本『瑩山清規』（天冊五オ）
　二月十五日条「涅槃会疏」

【年中写真 7】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊四オ～ウ）
　正月三日条「修正満散疏」



二
三
〇【年中写真 10】

⑥永光寺蔵光椿書写本（五〇オ）
　二月十五日条「涅槃会疏」
※�「印」（五箇所）、「涅槃会～未定」の

一文は朱筆。

【年中写真 9】
②大乘寺蔵永享六年書写本（七オ）
　二月十五日条「涅槃会疏」



二
三
一

【年中写真 12】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊七ウ～八オ）
　二月十五日条「涅槃会疏」

【年中写真 11】
⑥永光寺蔵光椿書写本（五〇ウ）
　二月十五日条「涅槃会疏」
※�「南閻～」の右の「印」（二箇所）

は、朱墨で上書きされている。



二
三
二

�【年中写真 14】
①禅林寺本『瑩山清規』
� （天冊一〇ウ）

　四月八日条「降誕会疏」

【年中写真 13】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊六ウ～七オ）
　二月十五日条「涅槃会疏」



二
三
三

【
年
中
写
真
15
】

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本
（
一
四
ウ
）

　
四
月
八
日
条
「
降
誕
会
疏
」



二
三
四

【
年
中
写
真
16
】

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
五
七
ウ
～
五
八
オ
）

　
四
月
八
日
条
「
降
誕
会
疏
」

※�

「
印
」（
六
箇
所
）
は
朱
筆
。「
恭
敬
」
の
左
下
の
「
印
」
は
、
朱
墨
で
上
書
き
さ
れ
て
い
る
。



二
三
五

�【年中写真 18】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊一四オ）
　四月八日条「降誕会疏」

�【年中写真 17】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊一六オ）
　四月八日条「降誕会疏」



二
三
六

【年中写真 20】
②大乘寺蔵永享六年書写本（一五オ）
　四月十三日条「小牓頭」

【年中写真 19】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊一〇ウ）
　四月十三日条「小榜頭」



二
三
七【年中写真 22】

⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊一四ウ）
　四月十三日条「小牓頭」

【年中写真 21】
⑥永光寺蔵光椿書写本（五八ウ）
　四月十三日条「小牓頭」



二
三
八�【年中写真 24】

②大乘寺蔵永享六年書写本
� （一六ウ～一七オ）

　四月十三日条「知寮煎点牓」

【年中写真 23】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊一二オ）
　四月十三日条「知寮煎点榜」



二
三
九
【年中写真 26】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊一八ウ）
　四月十三日条「知寮煎点牓」

【年中写真 25】
⑥永光寺蔵光椿書写本（六〇オ）
　四月十三日条「知寮煎点牓」



二
四
〇

【年中写真 27】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊一六ウ）
　四月十三日条「知寮煎点牓」



二
四
一

【
年
中
写
真
28-

1
】

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
天
冊
一
二
ウ
）　
四
月
十
三
日
条
「
戒
臘
牌
」

※
「
花
香
花
」
の
下
の
燭
台
の
図
の
火
は
朱
筆
。

※
上
段
図
中
の
中
央
部
の
文
字
が
判
読
し
に
く
い
た
め
、
以
下
に
補
足
す
る
。

　
右
側
（
上
か
ら
）：
都
寺
・
監
寺
・
維
那
・
典
座

　
左
側
（
上
か
ら
）：
首
座
・
書
記
・
知
客
・
浴
主



二
四
二

【年中写真 28-2】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊一二ウ）
※【年中写真 28-1】の上部を拡大したもの。



二
四
三

【年中写真 28-3】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊一二ウ）
※【年中写真 28-1】の下部を拡大したもの。



二
四
四

【
年
中
写
真
29
】

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本
（
一
七
ウ
）

　
四
月
十
三
日
条
「
戒
臘
牌
」



二
四
五

【
年
中
写
真
30
】

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
六
一
オ
）

　
四
月
十
三
日
条
「
戒
臘
牌
」



二
四
六

【
年
中
写
真
31
】

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
下
冊
一
九
ウ
）

　
四
月
十
三
日
条
「
戒
臘
牌
」



二
四
七

【年中写真 32】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊一六ウ～一七オ）
　四月十三日条「戒臘牌」



二
四
八

【年中写真 34】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊一四オ）
　四月十四日条「小座湯牓」

【年中写真 33】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊一三ウ）
　四月十三日条「衆寮諷経回向」
※庵点、最終行の中黒、傍注、割注は朱筆。



二
四
九

�【年中写真 36】
②大乘寺蔵永享六年書写本（二〇オ）
　四月十四日条「小座湯照牌」

【年中写真 35】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊一四ウ）
　四月十四日条「小座湯照牌」



二
五
〇

【年中写真 38】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊二二ウ）
　四月十四日条「小座湯照牌」

【年中写真 37】
⑥永光寺蔵光椿書写本（六三ウ）
　四月十四日条「小座湯照牌」



二
五
一 【年中写真 39】

⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊一九オ）
　四月十四日条「小座湯照牌」



二
五
二

【年中写真 40】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊一四ウ）
　四月十四日条「小座湯之図」



二
五
三

※
【
年
中
写
真
40
】
を
翻
刻
し
て
、
以
下
に
示
す
。

　
写
真
中
の
「
厶
」
は
、「

」（「
某
」
の
異
体
字
）
の
「
厶
」
部
分
の
み
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
全
て
「
某
」
に
改
め
た
。

　【
年
中
写
真
45-

1
】、
入
矢
義
高
・
古
賀
英
彦
編
著
『
禅
語
辞
典
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
）
四
二
六
頁
「
ム
甲
」
項
も
参
照
さ
れ
た
い
。

- 30 -

※
【
年
中
写
真

】
を
翻
刻
し
て
、
以
下
に
示
す
。

40

写
真
中
の
「
厶
」
は
、
「
牆
」
（
「
某
」
の
異
体
字
）

の
「
厶
」
部
分
の
み
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
全
て
「
某
」
に
改
め
た
。

【
年
中
写
真

-

】
も
参
照
さ
れ
た
い
。

45
1

者侍

―
―

―
主

頭
僧

主

知
客

―
―

―
殿

浄
聖

殿

蔵
主

者
侍
某

書
記

那
維
某

首
座

寺
都
某

座
首
某

主
席

記
書
某

都
寺

主
蔵
某

某
某

某
直

典

監
寺

寺
副
某

丶
丶

丶
歳

座

維
那

―
―

―

聖

南

北

- 30 -

※
【
年
中
写
真

】
を
翻
刻
し
て
、
以
下
に
示
す
。

40

写
真
中
の
「
厶
」
は
、
「
牆
」
（
「
某
」
の
異
体
字
）

の
「
厶
」
部
分
の
み
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
全
て
「
某
」
に
改
め
た
。

【
年
中
写
真

-

】
も
参
照
さ
れ
た
い
。

45
1

者侍

―
―

―
主

頭
僧

主

知
客

―
―

―
殿

浄
聖

殿

蔵
主

者
侍
某

書
記

那
維
某

首
座

寺
都
某

座
首
某

主
席

記
書
某

都
寺

主
蔵
某

某
某

某
直

典
監
寺

寺
副
某

丶
丶

丶
歳

座

維
那

―
―

―

聖

南

北

- 30 -

※
【
年
中
写
真

】
を
翻
刻
し
て
、
以
下
に
示
す
。

40

写
真
中
の
「
厶
」
は
、
「
牆
」
（
「
某
」
の
異
体
字
）

の
「
厶
」
部
分
の
み
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
全
て
「
某
」
に
改
め
た
。

【
年
中
写
真

-

】
も
参
照
さ
れ
た
い
。

45
1

者侍

―
―

―
主

頭
僧

主

知
客

―
―

―
殿

浄
聖

殿

蔵
主

者
侍
某

書
記

那
維
某

首
座

寺
都
某

座
首
某

主
席

記
書
某

都
寺

主
蔵
某

某
某

某
直

典
監
寺

寺
副
某

丶
丶

丶
歳

座

維
那

―
―

―

聖

南

北



二
五
四

【
年
中
写
真
41
】

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本
（
二
〇
ウ
）

　
四
月
十
四
日
条
「
小
座
湯
之
図
」



二
五
五

【
年
中
写
真
42
】

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
六
四
ウ
）

　
四
月
十
四
日
条
「
小
座
湯
之
図
」



二
五
六

【
年
中
写
真
43
】

⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
下
冊
二
三
オ
）

　
四
月
十
四
日
条
「
小
座
湯
之
図
」



二
五
七

【
年
中
写
真
44
】

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
下
冊
一
九
ウ
）

　
四
月
十
四
日
条
「
小
座
湯
之
図
」



二
五
八

【
年
中
写
真
45-

1
】

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
天
冊
一
八
ウ
）

　
四
月
十
五
日
条
「
戒
臘
牌
」

※
図
中
の
文
字
が
判
読
し
に
く
い
た
め
、
以
下
に
補
足
す
る
。【
年
中
写
真
45-

2
】
も
参
照
さ
れ
た
い
。「
某
」
は
【
年
中
写
真
40
】
に
同
じ
。

　
中
央
部
：
□清

浄
大
海
衆
・
陳
如
大
尊
者

　
上
段
（
右
か
ら
）：
某
甲
什
戒
・
某
上
□座

・
〻
〻
（
六
回
）

　
下
段
（
右
か
ら
）：
某
甲
什
戒
・
堂
頭
和
尚
・
某
甲
上
戒
・
〻
〻
（
二
回
）

　
右
段
（
下
か
ら
）：
某
甲
首
座
・
某
甲
什
戒
・
〻
〻
（
八
回
）

　
左
段
（
下
か
ら
）：
什
戒
・
大（

師
ヵ
）・

〻
〻
（
七
回
）



二
五
九

【年中写真 45-2】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊一八ウ）
※【年中写真 45-1】の上部を拡大したもの。



二
六
〇

【
年
中
写
真
46
】

②
大
乘
寺
蔵
永
享
六
年
書
写
本
（
二
五
ウ
）

　
四
月
十
五
日
条
「
戒
臘
牌
」



二
六
一

【
年
中
写
真
47
】

⑥
永
光
寺
蔵
光
椿
書
写
本
（
六
四
オ
）

　
四
月
十
五
日
条
「
戒
臘
牌
」



二
六
二

【年中写真 48】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊二九オ）
　四月十五日条「戒臘牌」



二
六
三

【年中写真 49】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊二四ウ）
　四月十五日条「戒臘牌」



二
六
四

【
年
中
写
真
50-

1
】

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
天
冊
一
九
オ
）

　
四
月
十
五
日
条
「
楞
厳
会
図
」

※
図
中
の
文
字
が
判
読
し
に
く
い
た
め
、
以
下
に
補
足
す
る
。「
○
」
は
、
維
那
・
楞
厳
頭
の
位
置
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

　
中
央
部
：
拝
　
席

　
右
段
（
上
か
ら
）：
侍
者
・
直
蔵
・
○
維
那
・
典
座
・
維
那
・
副
司

　
左
段
（
上
か
ら
）：
化
主
・
□
（
○
ヵ
）楞
厳
頭
・
浴
主
・
知
客
・
蔵
主

　
下
段
（
右
か
ら
）：
監
寺
・
都
寺
・
主
人
・
首
座
・〔
書

　記
　
　
〕



二
六
五

【年中写真 50-2】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊一九オ）
　四月十五日条「楞厳会図」
※【年中写真 50-1】の中央部を拡大したもの。



二
六
六【年中写真 51】

②大乘寺蔵永享六年書写本（二七オ）
　四月十五日条「楞厳会図」



二
六
七

【年中写真 52】
⑥永光寺蔵光椿書写本（七〇ウ）
　四月十五日条「楞厳会図」



二
六
八

【年中写真 53】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊三〇ウ）
　四月十五日条「楞厳会図」



二
六
九

【年中写真 54】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊二六オ）
　四月十五日条「楞厳会図」



二
七
〇

【年中写真 56】
②大乘寺蔵永享六年書写本（二八オ）
　四月十五日条「楞厳会疏」

【年中写真 55】
①禅林寺本『瑩山清規』（天冊二〇オ）
　四月十五日条「楞厳会疏」



二
七
一 【年中写真 57】

⑥永光寺蔵光椿書写本（七二オ）
　四月十五日条「楞厳会疏」
※文字の右の「印」は全て朱筆。



二
七
二

【年中写真 58】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊三一ウ～三二オ）
　四月十五日条「楞厳会疏」



二
七
三

【年中写真 59】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊二七オ）
　四月十五日条「楞厳会疏」



二
七
四

【年中写真 60】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊三四オ）
　四月十五日条「楞厳会之回向」



二
七
五

【年中写真 61】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊二八ウ～二九オ）
　四月十五日条「楞厳会之回向」



二
七
六

【
年
中
写
真
61
】

①
禅
林
寺
本
『
瑩
山
清
規
』（
天
冊
二
二
オ
）

　
四
月
十
六
日
条
「
僧
堂
特
為
茶
照
牌
」



二
七
七 【年中写真 62】

②大乘寺蔵永享六年書写本（三一ウ）
　四月十六日条「僧堂特為茶照牌」



二
七
八【年中写真 63】

⑥永光寺蔵光椿書写本（七五ウ）
　四月十六日条「僧堂特為茶照牌」



二
七
九

【年中写真 64】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊三六オ）
　四月十六日条「僧堂特為茶照牌」



二
八
〇

�【年中写真 65】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊三〇ウ）
　四月十六日条「僧堂特為茶照牌」



二
八
一 【年中写真 66】

①禅林寺本『瑩山清規』（天冊二三オ）
　四月十八日条「首座煎点牓」
※文字の右上の数字は全て朱筆。

【年中写真 67】
②大乘寺蔵永享六年書写本（三三ウ）
　四月十八日条「首座煎点牓」



二
八
二

【年中写真 69】
⑦月舟開版『瑩山清規』（下冊三八オ～ウ）
　四月十八日条「首座煎点牓」

【年中写真 68】
⑥永光寺蔵光椿書写本（七七ウ）
　四月十八日条「首座煎点牓」



二
八
三

【年中写真 70】
⑨卍山開版『瑩山清規』（下冊三二ウ）
　四月十八日条「首座煎点牓」



二
八
四

　

羅
漢
供
養
時
、
兼
日
貼
照
牌
」

来
某
日
、
羅
漢
供
養
法
用
僧
事
」

　
　

定
」

式
師　
　

堂
頭
和
尚
」

唄
師　
　
　

某
甲
」

勧
請　
　
　

某
甲
」

讃
頭　
　
　

某
甲
」

伽
陀　
　
　

某
甲
』

祭
文　
　
　

某
甲
」

散
華　
　
　

某
甲
」

梵
音　
　
　

某
甲
」

錫
杖　
　
　

某
甲
」

　
　

浄
道
場
」

焼
香　
　
　

某
甲
」

灑
水　
　
　

某
甲
」

散
華　
　
　

某
甲
」

　
　

右
具
在
前
」

　

今
月　

日　

堂
司
比
丘
某
甲　

敬
白
」�

（
三
六
オ
～
ウ
）

※�

こ
の
一
段
に
相
当
す
る
「
37
羅
漢
供
養
時
兼
日
貼
照
牌
」
が
、
禅
林
寺
本
以
外

　
　

�

羅
漢
供
養
式　
〈
兼
日
貼
ス二
照
牌
ヲ一
。
十
五
日
以
前
、
預
出
ス二
差

／
定
ヲ一
也
。
涅
槃
会
ノ
時
モ
、
亦
兼
日
貼
ス二
照
牌
ヲ一
。
式
」
同
シレ
之

ニ
。
但
タ
無
キ二
勧
請
ノ
文
一
而
已
。
祭
／
文
ハ
有
無
、
随
レ
時
ニ
。
文

ハ
在
リレ
別
紙
ニ一
〉」

来
〈
某
日
〉、
羅
漢
供
養
法
用
僧
事
」

（
底
本
、
一
行
分
ノ
空
白
ア
リ
）」

　

式
師　

堂
頭
和
尚
〈
又
随
レ
時
ニ
老
／
僧
勤
ムレ
之
ヲ
〉」

　

唄
師　
　

某
甲
上
座
」

　

勧
請　
　

某
甲
上
座
」

　

讃
頭　
　
〈
某
甲
上
座
／
某
甲
上
座
〉」

　

伽
陀　
　

某
甲
維
那
」

　

祭
文　
　

某
甲
上
座
』

　

散
華　
　

某
甲
上
座
」

　

梵
音　
　

某
甲
上
座
」

　

錫
杖　
　

某
甲
上
座
」

　
　

浄
場
道
」

　

燒
香　
　

某
甲
上
座
」

　

洒
水　
　

某
甲
上
座
」

　

散
華　
　

某
甲
上
座
」

　
　

右
具
在
前
」

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
（
明
応
一
〇
年
書
写
）

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
延
宝
九
年
開
版
）



二
八
五

の
『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
「
回
向
文
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
前
号
（〈
二
〉

二
二
〇
～
二
二
一
頁
、
二
八
六
～
二
八
七
頁
）
参
照
。

　

羅
漢
供
養
法
次
第　
　

四
智
讃
」

　

唵※　

縛　

曰　

羅　

薩　

怚　

縛　

蘇　

　

羅
」

　

賀　

縛　

曰　

羅　

囉　

怚　

曩　

摩　

覩　

怚
」

　

覧　

縛　

曰　

羅　

達　

摩　

誐　

夜　

奈　

縛
」

　

曰
羅　

羯　

摩　

迦　

魯　

婆　

縛
」

鈸
之
図
」

　

今
月
日　
　
　

堂
司
比
丘
〈
某
甲
〉
敬
白
」

�
�（

上
冊
三
五
オ
～
ウ
）

　

�

此
ノ
日
粥
罷
、
殿
司
ノ
人
、
就
キ二
仏
殿
或
ハ
三
門
ニ一
、
荘
二
厳
シ
道
場

ヲ一
、
弁
二
備
シ
テ
供
』
具
ヲ一
、
而
令
シ
テ

三レ

行
者
ヲ
報（
セ
ヵ
）

ヒ二
住
持
及
ヒ
用
僧
ニ一
、

鳴
コ
ト

二

大
鐘
ヲ一
三
会
、
大
衆
、
集
定
シ
テ
、」
用
僧
、
殿
前
ニ
排
立
ス
。

住
持
人
到
ハ
、
即
チ
維
那
、
鳴
シ
テ

二

手
磬
ヲ一
、
普
同
問
訊
ス
。」
住
持

人
、
用
僧
、
次
第
ニ
入
テ二
道
場
ニ一
、
著
位
如
シレ
図
ノ
。
次
ニ
維
那
、
進

テ
問
二
訊
ス
」
洒
水
、
散
華
、
手
炉
ノ
三
人
ヲ一
。
三
人
、
同
ク
作
シ二
浄

道
場
ヲ一
、
一
匝
シ
テ
就
ク二
卓
前
」
位
ニ一
。
毎
ニレ
請
ス
ル

二

次
次
ノ
用
僧
ヲ一
、

維
那
、
問
訊
如
レ
前
。
次
ニ
両
讃
頭
、
出
テ
ヽ

レ

位
ヲ
到
リ二
」
正
面
ノ
卓

前
ニ一
、
取
テレ
鈸
ヲ
左
右
ニ
排
立
シ
テ
、
挙
ス二
四
智
ノ
讃
ヲ一
。
先
ツ
左
位
ノ
人
、

挙
クレ
讃
ヲ
。」
大
衆
和
ス
。
讃
畢
テ
、
鳴
コ
ト

レ

鈸
ヲ
一
通
シ
テ
、
是
ヲ
曰
フ二
前
分

ト一
。
次
ニ
右
位
ノ
人
、
挙
レ
讃
ヲ
。
大
」
衆
和
ス
。
讃
畢
テ
、
鳴
ス
コ
ト

レ

鈸

ヲ
一
通
シ
テ
、
是
ヲ
曰
フ二
中
分
ト一
。
復
次
ニ
左
右
一
時
ニ
挙
レ
讃
ヲ
。」
大
衆
和

ス
。
讃
畢
テ
、
鳴
コ
ト

レ

鈸
ヲ
一
通
。
是
ヲ
曰
フ二
後
分
ト一
。
四
智
ノ
讃
ニ
云
ク
、」

唵ヲ
ン　

嚩バ　

曰サ　

羅ラ　

薩サ　

坦タ
ン　

嚩バ　

僧シ　

蘖ギ
ヤ　

羅ラ　

賀カ

』

嚩バ　

曰サ　

羅ラ　

囉ラ　

坦タ
ン　

曩ナ　

摩マ　

弩ド　

坦タ　
ラ
ン　

嚩バ

」

曰サ　

羅ラ　

達タ
ラ　

磨マ　

誐ギ
ヤ　

耶ヤ　

奈ナ　

嚩バ　

曰サ　

羅ラ　

羯ゲ

」

磨マ　

迦キ
ヤ　

嚕ロ　

嚩ハ　

婆バ

」

　
　

鐃
鈸
之
図
」



二
八
六

（〈
三
六
ウ
～
三
七
オ
〉
ノ
声
明
譜
ハ
【
講
式
写
真
１
】、〈
三
七
オ
～
ウ
〉
ノ

「
鈸
之
図
」
ハ
【
講
式
写
真
２
】
参
照
）」�

（
三
六
ウ
～
三
七
ウ
）

※
唵
縛
…
右
、「
ウ
ヲ
ノ
中
音
」
ア
リ
。

　

勧
請　
　

大
衆
、
諸
共
可
シレ
奉
ルレ
礼※
二�

〈
三
拝
一
〉。」

如
来
遺
身
舎
利
、〈
并
〉
十
六
大
阿
羅
漢
、
五
百
大
阿
羅
漢
等
ヲ
。」

帰
命
頂
礼
。
西
瞿
陀
尼
州
中
、
第
一
、
賓
度
羅
跋
羅
堕
闍
」
尊
者
。

眷
属
一
千
大
阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

（
帰※

命
頂
礼
。
第
二
、
迦
湿
弥
羅
国
中
、
迦
諾
迦
伐
蹉
尊
者
。
眷
属
五
百
大
羅

漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。）

帰
命
頂
礼
。
東
勝
身
州
中
、
第
三
、
迦
諾
跋
釐
堕
闍
尊
者
。」
眷
属

六
百
大
阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
北
倶
盧
州
中
、
第
四
、
蘇
頻
陀
尊
者
。
眷
属
」
七
百
大

阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。　
南
　
瞻
耽ヒ

没ヒ

ヒ

ヒ
羅
州
中

部
洲

、
第
五
、
諾
距
羅
尊
者
。』
眷
属
八
百
大

阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

（〈
上
冊
三
六
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
講
式
写
真
３
】
参
照
）』

�

（
上
冊
三
五
ウ
～
三
六
ウ
）

　

�

次
ニ
勧
請
文
。
以
テ二
可
漏
ヲ一
盛
テレ
之
ヲ
、
預
メ
置
ク二
仏
前
ノ
卓
上
ニ一
。
勧

請
ノ
人
、
詣
シ
テ

二

仏
」
前
ニ一
、
炷
キレ
香
ヲ
取
テレ
文
ヲ
、
薫
シ
テ

レ

香
ニ
胡
跪
シ
テ

而
唱
テ
云
ク
、」

大
衆
、
諸モ
ロ
ト
モ共
ニ
奉
ル
ベ
シ

レ

礼
シ二
如
来
遺
身
ノ
舎
利
、
并
ニ
十
六
大
羅
漢
等
、

五
百
」
大
羅
漢
等
ヲ一
。」

帰
命
頂
礼
。
第
一
、
西
瞿
陀
尼
洲
中
、
賓
度
羅
跋
羅
堕
闍
尊
者
。」

眷
属
一
千
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
二
、
迦
湿
弥
羅
国
中
、
迦
諾
迦
伐
蹉
尊
者
。
眷
属
」

五
百
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
三
、
東
勝
身
洲
中
、
迦
諾
跋
釐
堕
闍
尊
者
。
眷
属
」

六
百
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。』

帰
命
頂
礼
。
第
四
、
北
倶
盧
洲
中
、
蘇
賓
陀
尊
者
。
眷
属
七
百
大
」

羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
五
、
南
瞻
部
洲
中
、
諾
距
羅
尊
者
。
眷
属
八
百
大
」

羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
八
七

帰
命
頂
礼
。
耽
没
羅
州
中
、
第
六
、
跋
陀
羅
尊
者
。
眷
属
」
九
百
大

阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
僧
伽
荼
州
中
、
第
七
、
迦
理
迦
尊
者
。
眷
属
」
一
千
大

阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
鉢
刺
多
拏タ

州
中
、
第
八
、
伐
闍
羅
弗
多
羅
」
尊
者
。
眷

属
一
千
一
百
大
阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
香
酔
山
中
、
第
九
、
戍シ
ユ

博
迦
尊
者
。
眷
属
一
千
二
百
」

大
阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
三
十
三
天
中
、
第
十
、
半
諾
迦
尊
者
。
眷
属
一
千
』
三

百
大
阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
畢
利
颺ヤ
ウ

衢
州
中
、
第
十
一
、
羅
怙コ

羅
尊
者
。
眷
属
」
一

千（
マ
マ
）
二
百
大
阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
半
度
波
山
中
、
第
十
二
、
那
伽
犀サ
イ

那
尊
者
。
眷
属
」
一

千
二
百
大
阿
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
広
脇
山
中
、
第
十
三
、
因
掲
陀
尊
者
。
眷
属
一
千
」
三

百
大
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
可
住
山
中
、
第
十
四
、
伐
那
婆
斯
尊
者
。
眷
属
一
千
」

四
百
大
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
鷲
峯
山
中
、
第
十
五
、
阿
氏
多
尊
者
。
眷
属
』（
一※

千
五

百
大
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。）

帰
命
頂
礼
。
持
軸
山
中
、
第
十
六
、
注（

荼
ヵ
）半

託
迦
尊
者
。
眷
属
」
一

千
六
百
大
羅
漢
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
六
、
耽
没
羅
州
中
、
跋
陀
羅
尊
者
。
眷
属
九
百
大
」

羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
七
、
僧
伽
荼
州
中
、
迦
理
迦
尊
者
。
眷
属
一
千
大
」

羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
八
、
鉢ハ

ラ刺
多
拏
州
中
、
伐
闍
羅
弗
多
羅
尊
者
。
眷
」

属
一
千
一
百
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。』

帰
命
頂
礼
。
第
九
、
香
酔
山
中
、
戎
博
迦
尊
者
。
眷
属
一
千
二
百
」

大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
十
、
三
十
三
天
中
、
半
託
迦
尊
者
。
眷
属
一
千
三
」

百
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
十
一
、
畢
利
颺
瞿
州
中
、
羅
怙コ

羅
尊
者
。
眷
属
一
」

千
一
百
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
十
二
、
半
度
波
山
中
、
那
伽
犀
那
尊
者
。
眷
属
一
」

千
二
百
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
十
三
、
広
脇
山
中
、
因
掲
陀
尊
者
。
眷
属
一
千
三
」

百
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。』

帰
命
頂
礼
。
第
十
四
、
可
住
山
中
、
伐
那
波
斯
尊
者
。
眷
属
一
千
」

四
百
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
十
五
、
鷲
峯
山
中
、
阿
氏
多
尊
者
。
眷
属
一
千
五
」

百
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
第
十
六
、
持
軸
山
中
、
住
荼
半
託
迦
尊
者
。
眷
属
一
」

千
六
百
大
羅
漢
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」



二
八
八

帰
命
頂
礼
。
天
台
山
中
、
石
橋
瑞
応
香
刹
五
百
大
阿
羅
漢
。
受
」
我

微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
鶏
足
山
中
、
大
迦
葉
尊
者
。
眷
属
。
受
我
微
」
供
三
業

礼
。　

帰
命
頂
礼
。
阿
難
陀
尊
者
。
受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
四
大
阿
羅
漢
中
、
君
屠
鉢
漢
尊
者
。
眷
属
受
我（
マ
マ
）

…
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
沙
羅
林
中
、
神
変
不
思
議
遺
身
舎
利
。
受
我
徴
供
三
業

礼
。」

南※　

無　

帰　

命　

頂　

礼　

十　

六　

大　

羅
』

漢　

還　

念　

本　

誓　

来　

影　

向
」

�

（
三
七
ウ
～
三
九
ウ
）

※
礼
二　
〈
三
拝
一
〉
…
【
講
式
写
真
２
】
参
照
。

※�

帰
命
頂
礼
第
二
～
受
我
微
供
三
業
礼
…
底
本
ナ
シ
。
⑨
卍
山
本
ニ
ヨ
リ
補
。

但
シ
「
迦
湿
弥
羅
国
中
、
第
二
、」
ト
ス
ベ
キ
ヵ
。

※
一
千
五
百
大
羅
漢
受
我
微
供
三
業
礼
…
底
本
ナ
シ
。
⑨
卍
山
本
ニ
ヨ
リ
補
。

※
南
無
帰
命
～
誓
来
影
向
…
声
明
譜
ア
リ
。【
講
式
写
真
４
】
参
照
。

　

祭
文
」

帰
命
頂
礼
。
天
台
山サ
ン

中
、
石
橋
瑞
応
香
刹
五
百
大
羅
漢
。」

�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
鶏
足
山
中
、
大
迦
葉
尊
者
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
阿
難
陀
尊
者
。�

受
我
微
供
三
業
礼
。』

帰
命
頂
礼
。
四
大
阿
羅
漢
中
、
君グ
ン

屠ト

ハ鉢
漢カ
ン

尊
者
。」

�

受
我
微
供
三
業
礼
。」

帰
命
頂
礼
。
沙
羅
林
中
、
神
変
不
思
議
遺
身
舎
利
。」

�

受
我
徴
供
三
業
礼
。」

南
無
帰
命
頂
礼
、
十
六
大
羅
漢
等
。
還
念
本
誓
来
影
向○
○

。」

�

（
上
冊
三
七
オ
～
三
九
オ
）

　
�

次
ニ
祭
文
。
以
テ二
可
漏
ヲ一
盛
リレ
之
ヲ
、
預
メ
置
ク二
仏
前
ノ
卓
上
ニ一
。
祭
文
ノ

人
、
誦
ス
ル

レ

文
ヲ
時
ニ
、」
維
那
、
到
テ二
式
師
ノ
前
ニ一
、
問
訊
ス
。
式
師
、

上
ルレ
供
ヲ
。
上
供
ノ
法
ハ
者
、
上
香
三
拝
、」
上
湯
食
三
拝
、
上
茶
菓

三
拝
、
収
レ
具
ヲ
著
クレ
位
ニ
矣
。
祭
文
ニ
云
ク
、」

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
八
九

維
〈
某
〉
年
号
〈
某
年
某
月
某
日
〉、」

釈
迦
遺
法
ノ
弟
子
等
、
風ホ
ノ
カニ

聞
ク
。
十
六
羅
漢
ハ
、
得
テ二
仏
ノ
親
付
」
嘱

ヲ一
、
現
二
住
シ
テ
世
間
ニ一
、
紹
二
隆
タ
マ
フ
仏
法
ヲ一
。
仍
テ
為
メ
ニ

レ

奉
ラ
ン
カ

レ

報
シ二

恩
徳
ヲ一
、
謹
テ
以
テ二
香
」
華
、
茶サ

薬
、
蔬ソ

シ食
ノ
之
膳
ヲ一
、
聊イ
サ
カヽ
献
シ
ル

二

十
六

大
阿
羅
漢
等
ニ一
。
伏
以
レ
ハ
、
羅
漢
」
尊
者
ハ
、
張ハ
ツ
テ

二

般
若
之
錦
帆
ヲ一
、

超コ
ウ二
煩
悩
ノ
之
欲
海
ヲ一
。
一
生セ
イ

々〻
、
高
潔
ニ
シ
テ
、
一
歩ホ

々〻
、」
精
修
ス
。

体
ハ
如
ク二
百
錬レ
ン
ノ
鎔
金
ノ一
、
心
ハ
似
タ
リ

二

一
輪
孤
月
ニ一
。
或
ハ
眉
垂
レ
テ
到
リレ

地
ニ
、
或
ハ
眼
ヨ
リ
」
放
ツ二
異
光
ヲ一
。
或
ハ
居
シ二
万
仭
雪
峯
頭
ニ一
、
或
ハ
在イ
マ
ス二

千
尋
烟
樹
ノ
下モ
ト
ニ一
。
亦
有
リレ
居（
二
脱
ヵ
）

セ
ル
モ
』
金
龕
、
玉
殿
、
銀
閣
、
珠
房
、

石
室
、
香
林
、
天
宮
、
仙
洞
ニ一
。
悉
ク
領（二
脱
ヵ
）
百
千
ノ
」
眷
属
ヲ一
、
皆
住
セ
ル

二

極
果
ニ一
聖セ
イ
シ
ン
人
ナ
リ
。
譬
ハ
如
シ下
旃
檀
ノ
林
ニ
、
唯
有
二
旃
檀
ノ
ミ

一

囲
遶
セ
ル
カ

上

。」

亦
タ
有※
リ
鬢ヒ

赤
鬢
而
手
ニ
驚※
ケ
ル
モ

二

玉
鉢
ヲ一
、
亦
有
リ三
自※

足
而
ニ
シ
テ
耳
ニ
掛

タ
ル
モ

二

金
環
ヲ一
。
無
シ
」
レ
非
ス
ト
云
コ
ト

二

法（
界
ヵ
）

海
ノ
麟
龍
ニ一
。
尽
ク
是
レ
、
釈
天
ノ

日
月
ナ
リ
。」

経
ニ
云
ク
、
皆
ナ
得
テ二
三
明
六
通
ヲ一
、
具
セ
ル

二

八
解
脱
ヲ一
者ヒ
ト
ナ
リ
也
。
其
レ
備ソ

ヘ
テ

二

香
華
烟
」
水
斎
供
ヲ一
、
虔
テ
祈
リ
有
レ
ハ

レ

請コ
ウ
コ
ト
、
必
ス
通
ス
。
無
シ二
求

不
ト
云
コ
ト

一レ

応
セ
。
億
百
千
万
里
モ
、
如
シ三
壮サ
ウ

」
士
ノ
屈
二
伸
ス
ル
カ
臂ヒ
チ
ヲ一
、
降

二
臨
シ
テ
道
場
ニ一
、
受
タ
マ
ヘ

二

如
ノレ
此
ノ
供
養
ヲ一
。
伏
シ
テ
願
ク
ハ
、」

十
六
大
羅
漢
、
率
シ
テ

二

諸
ノ
眷
属
ノ※
大
阿
羅
漢
等
ヲ一
、
此
ノ
場
ニ
同
ク
垂

レ
タ
マ
ヘ

二

納
饗キ
ヤ
ウ
ヲ一
。』�

（
三
九
ウ
～
四
〇
オ
）

※
訓
点
ハ
全
テ
後
筆
ト
思
ワ
レ
ル
。

維
レ
〈
某
年
某
／
月
某
日
〉、　

釈
迦
牟
尼
如
来
遺
法
ノ
之
弟
子
等
、

風ホ
ノ
カ
ニ
聞
ク
。
十
六
」
羅
漢
ハ
、
得
テ二
仏
ノ
親
付
属
ヲ一
、
現
二
住
シ
世
間
ニ一
、

紹
二
隆
シ
タ
マ
フ
仏
法
ヲ一
。
仍
テ
為
ニレ
奉
カレ
報
シ二
恩
徳
ヲ一
、』
謹
テ
以
テ二
香
華
、

茶
薬
、
蔬
食
ノ
之
饌
ヲ一
、
聊
カ
献
ス二
十
六
羅
漢
等
ニ一
。　

伏
シ
テ
以
レ
ハ
、

羅
」
漢
尊
者
ハ
、
張
テ二
般
若
ノ
之
錦
帆
ヲ一
、
超
フ二
煩
悩
ノ
之
欲
海
ヲ一
。
一

生
生
、
清
ク
潔
ク
、
一
」
歩
歩
、
精
ク
修
ス
。
体ス
カ
タハ

如
ク二
百
錬
ノ
鎔
金
ノ一
、

心
ハ
似
タ
リ

二

一
輪
ノ
孤
月
ニ一
。
或
ハ
垂
テレ
眉
ヲ
到
タ
リ

レ

地
ニ
、」
或
ハ
眼
ニ
放
チ二
異

光
ヲ一
、
或
ハ
居
シ二
万
仭
雪
峰
ノ
頭
ニ一
、
或
ハ
在
シ二
千
尋
烟
樹
ノ
下
ニ一
、
亦
ハ
有

リ
」
レ
居イ
マ
ス
モ

二

金
龕
、
玉
殿
、
銀
閣
、
珠
房
、
石
室
、
香
林
、
天
宮
、

仙
洞
ニ一
。
悉
ク
領
シ
テ

二

百
千
ノ
」
眷
属
ヲ一
、
皆
ナ
住
セ
ル

二

極
果
ニ一
聖
人
ナ
リ
也
。

譬
ハ
如
シ下
旃
檀
ノ
林
ニ
ハ
、
唯
タ
有
テ二
旃
檀
ノ
ミ

一

囲
繞
セ
ル
カ

上

。
亦
タ
」
有
下
赤

鬢
ニ
シ
テ
而
手
ニ
擎
ケ二
玉
鉢
ヲ一
、
白
足
ニ
シ
テ
而
耳
ニ
掛（

中
ヵ
）

ル
モ

上

金
環（

上
ヵ
）

ヲ一
。
無
シレ
非

ト
云
コ
ト

二

法
界
ノ
麟
龍
ニ一
。」
尽
ク
是
レ
、
釈
天
ノ
日
月
ナ
リ
也
。
経
ニ
曰
ク
、

皆
ナ
得
二
三
明
六
通
ヲ一
、
具
セ
ル

二

八
解
脱
ヲ一
者ヒ
ト
ナ
リ
也
。」
共ウ
ヤ

〱
シ
ク
備
テ二
香
華

灯
燭
ノ
斎
供
ヲ一
、
虔ツ
ヽ
シミ
祈モ
ト
メ
テ
有
レ
ハ

レ

請
ス
ル
コ
ト
、
必
ス
通
ス
。
無
シ二
永
ニ
不

ト
云
コ
ト

一レ

応
セ
。
億
百
千
」
万
里
ヲ
モ
、
如
ク
ニ
シ
テ

三

壮
士
ノ
屈
二
伸
ス
ル
カ
臂
ヲ一
、

降
二
臨
シ
道
場
ニ一
、
受
ケ
タ
マ
フ

二

如
ク
ノ

レ

斯
供
養
ヲ一
。　

伏
シ
テ
願
ク
ハ
、
十
』
六

羅
漢
、
率
テ二
諸
ノ
眷
属
ノ
大
阿
羅
漢
等
ヲ一
、
於
テ二
此
ノ
場
ニ一
、
同
ク
垂

レ
タ
マ
ヘ

二

納
亨
ヲ一
。」�

（
上
冊
三
九
オ
～
四
〇
オ
）

※�

「
祭
文
」
は
、
⑦
月
舟
開
版
『
瑩
山
清
規
』
に
も
「
◎
亦
涅
槃
講
時
兼
日
貼
昭

牌
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
前
号
（〈
二
〉
三
二
〇
～
三
二
一
頁
）
参
照
。



二
九
〇

※�
有
リ
…
「
亦
鬢ヒ

」
ノ
間
ニ
「
○
」
ヲ
付
シ
、
右
ニ
「
有
リ
」
ト
記
シ
テ
挿
入
ス
。

※
驚
…
「
擎
」
ノ
誤
ト
思
ワ
レ
ル
。

※
自
…
右
、「
白
イ
」
ア
リ
。

※
ノ
…
「
ヲ一
」
ヲ
抹
消
シ
テ
修
正
ス
。

　
　

総
礼
」

我　

此　

道　

場　

如　

帝　

珠
」

一　

切　

賢　

聖　

影　

現　

中
」

我　

身　

於　

彼　

影　

現　

前
」

頭　

面　

接　

足　

帰　

命　

礼
」

　

�

唄
』

如　

来　

妙　

色　

身　

世
』

　

�

法
用　

散
花
」

願　

我　

在　

道　

場　

香同
音　

花　

供　

養　

仏
」

天　

地　

此　

界　

多同
音　

門　

室　

逝　

宮　

天
」

処　

十　

方　

無　

丈　

夫　

牛　

王　

大　

沙
」

門　

尋　

地　

山　

林　

遍　

無　

等　

香　

花
」

供　

養　

仏
』

願　

以　

此　

功　

徳　

普　

及　

於　

一　

切
」

ま
た
、
流
布
本
『
洞
谷
記
』（『
諸
本
対
校
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
影
印
四
九

頁
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、『
瑩
山
清
規
』
と
は
文
字
の
相
違
が
あ
る
。

　

�

次
ニ
維
那
、
挙
ク二
総
礼
ノ
偈
ヲ一
。
大
衆
、
同
ク
和
ス
。
偈
ニ
云
ク
、」

我
此
道
場
如
帝
珠　
　
　
　
　
　

一
切
賢
聖
影
現
中
」

我
身
於
彼
賢
聖
前　
　
　
　
　
　

頭
面
接
足
帰
命
礼
」

　

次
ニ
唄
師
、
唱
フ二
梵
唄
ヲ一
。
唄
ニ
云
ク
、」

如　

来　

妙　

色　

身　

世
」

　

�

梵
唄
、
将スル
ニレ
畢
ン
ト
時
キ
、
散
華
、
梵
音
、
錫
杖
ノ
三
人
、
持
シ
テ

二

卓

上
ノ
衣
裓
錫
杖
ヲ一
、」
到
テ二
仏
前
ノ
正
面
ニ一
立
定
ス
。
先
ツ
散
華
ノ
人
、

挙
セ
ハ

レ

偈
ヲ
、
両
人
、
同
ク
和
ス
。
梵
音
、
錫
」
杖
ノ
人
、
亦
タ
各
、

挙
シレ
偈
ヲ
、
両
人
互
ニ
和
ス
ル
コ
ト
如
シレ
前
ノ
。」

　
　

散
華
ノ
人
、
唱
テレ
偈
ヲ
云
ク
、』

願
我
在
道
場
、　　

香
華
供
養
仏
。　
　

天
地
此
界
多
聞
室
、」

逝
宮
、
天
処
、
十
方
無
、
丈
夫
、
牛
王
、
大
沙
門
、
尋
地
、
山
林
、

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
九
一

我　

等　

与　

衆　

生　

皆　

共　

成　

仏　

道
」

香　

花　

供　

養　

仏
」

　

梵
音
」

十　

方　

所　

有　

勝　

妙　

花　

普　

散　

十
』

方　

諸　

国　

土　

是　

以　

供　

養　

釈　

迦
」

尊　

是　

以　

供　

養　

諸　

如　

来
」

出　

生　

無　

量　

宝　

蓮　

華　

其　

花
」

色　

相　

皆　

珠　

妙　

是　

以　

供　

養
」

大　

乗　

経　

是　

以　

供　

養　

諸　

菩　

薩
」

　

錫
杖
』

手　

執　

錫　

杖　

当　

願　

衆　

生　

設　

大
」

施　

会　

示　

如　

実　

道　

供　

養　

三　

宝
」

設　

大　

施　

会　

示　

如　

実　

道　

供　

養
」

三　

宝　
　

以
清　

浄　

心　

供　

養　

三　

宝
」

発　

清　

浄　

心　

供　

養　

三　

宝
』

願　

清　

浄　

心　

供　

養　

三　

宝
」

三　

世　

諸　

仏　

執　

持　

錫　

杖　

供　

養　

三
」

宝　

故　

我　

稽　

首　

執　

持　

錫　

杖　

供
」

養　

三　

宝　

故
我　

稽　

首　

執　

持　

錫　

杖
」

供
養　

三　

宝
」

南　

無　

恭　

敬　

供　

養　

三　

尊　

界　

会
』

哀　

愍　

摂　

受　

護　

持　

大　

衆
」

遍
無
等
、」

香
華
供
養
仏
。　

願
以
此
功
徳
、
普
及
於
一
切
、
我
等
与
衆
生
、」

皆
共
成
仏
道
。　

香
華
供
養
仏
。」

　
　

梵
音
ノ
人
、
唱
テレ
偈
ヲ
云
ク
、」

十
方
所
有
勝
妙
華
、
普
散
十
方
諸
国
土
。
是
以
供
養
釈
迦
尊
、」

是
以
供
養
諸
如
来
、
出
生
無
量
宝
蓮
華
。
其
華
色
相
皆
殊
妙
。」

是
以
供
養
大
乗
経
、
是
以
供
養
諸
菩
薩
。」

　
　

錫
杖
ノ
人
、
唱
テレ
偈
ヲ
云
ク
、」

手
執
錫
杖
、
当
願
衆
生
、
設
大
施
会
、
示
如
実
道
、
供
養
三
宝
。

設
』
大
施
会
、
示
如
実
道
、
供
養
三
宝
。
以
清
浄
心
、
供
養
三
宝
。

発
清
」
浄
心
、
供
養
三
宝
、
願
清
浄
心
、
供
養
三
宝
。
三
世
ノ
諸

仏
、
執
持
錫
」
杖
、
供
養
三
宝
。
故
我
稽
首
、
執
持
錫
杖
、
供
養
三

宝
。
故
我
稽
首
、」
執
持
錫
杖
、
供
養
三
宝　
〈
三
振
錫
〉。」

南
無
恭
敬
供
養　

十
六
大
阿
羅
漢
等　

哀
愍
摂
受
護
持
」
大
衆
」

�

（
上
冊
四
〇
オ
～
四
一
オ
）

※�
上
段
と
位
置
を
合
わ
せ
る
た
め
、
随
時
改
行
し
た
。
行
間
の
空
白
は
、
全
て
底

本
に
は
な
い
。

※�

以
下
の
「
講
式
」（
特
に
④
麟
広
本
）
の
本
文
内
容
は
、
高
野
山
（
和
歌
山
県

伊
都
郡
高
野
町
）
等
に
複
数
の
写
本
が
存
在
す
る
『
朔
日
羅
漢
講
式
』
と
の
類



二
九
二

�

（
四
〇
ウ
～
四
四
オ
）

※
コ
ノ
段
ハ
全
テ
声
明
譜
ア
リ
。【
講
式
写
真
５
】
参
照
。

　

羅
漢
講
之
式
」

敬
テ
白
テ二
大
恩
教
主
釈
迦
牟
尼
世
尊
、
華
厳
法
華
八
」
万
聖
教
、
護

持
遺
法
十
六
羅
漢
、
九
十
九
億
無
学
聖
」
衆
、
一
々
微
塵
毛
端
刹

海
、
不
可
説
、〈
々
々
／
々
〉
三
宝
境
界
ニ一
而
言
サ
ク
、」
夫
レ
以
レ
ハ
、

商
那
和
修
之
避
レ
世
、
雖
ト
モ

二

濁
世
末
代
之
恨（
一
脱
ヵ
）

タ
リ
ト
、
十
六
羅
」
漢
ノ

之
住
ト
シ

レ

州
ニ
、
則
遺
法
ノ
弟
子
カ
之
幸
也
。
摩
騰
竺
蘭
、
来
レ
漢
ニ
、」

伝
教
、
弘
法
、
伝
ハレ
倭
ニ
、
併
カ
ラ
酬
ヲ
ヤ

二

彼
ノ
守
護
ニ一
乎
。
于
レ
リ
、
是
弟

子
等
、』
酌ク
ミレ
流
ヲ
尋
ニレ
源
ヲ
、
無
レ
非
ト
云
コ
ト

二

世
尊
之
広
恩
ニ一
。
齅カ
キレ
香
ヲ

討タ
ツ
ヌ
ル
ニ

レ

根
ヲ
、
豈ヤ
レ
不
二
羅
漢
ノ
」
之
芳
心
ニ一
乎
。
依
レ
之
ニ
、
日
々
備
テ二

香
花
ヲ一
、
供
ス二
遺
身
堅
固
舎
利
一
。
座
ニ々
」
調
テ二
茶
薬
ヲ一
、
献
ハ二
現
住

世
間
阿
羅
漢
ニ一
、
種
種
ノ
供
具
ニ
貫
テ二
珍
宝
ヲ一
、
三
」
業
之
敬
礼
ハ
表
ス二

聖
財
ヲ一
。
仰
キ
願
ク
ハ
者
三
宝
、
照（
二
脱
ヵ
）

タ
マ
ヘ
弟
子
等
カ
祈
念
ヲ一
矣
。」
今
此
講

演
、
別
ニ
有
リ二
意
趣
一
。
唯
讃
シ
テ

二

徳
海
一
滴
ヲ一
、
欲
レ
渡
ラ
ン
ト

二

苦
海
ノ

嶮
」
浪
ヲ一
、
夫
レ
二
八
ノ
尊
者
ハ
、
内
ニ
秘
シ二
菩
薩
ノ
行
ヲ一
、
外
ニ
現
シ
テ

二

声

似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ヒ
ャ
エ
ラ
・
ム
ロ
ス
「
高
野
山
所
蔵
『
朔
日
羅

漢
講
式
』
に
つ
い
て
―
曹
洞
宗
の
『
羅
漢
講
式
』
と
の
比
較
―
」（
磯
水
絵
編

『
論
集　

文
学
と
音
楽
史
―
詩
歌
管
絃
の
世
界
―
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三

年
）
参
照
。

　
　

講
式
」

南
無
護
持
遺
法
十
六
大
阿
羅
漢
、
生
生
世
世
、
値
遇
頂
戴
。」

敬
テ
白
シ
テ

二

大
恩
ノ
教
主
釈
迦
牟
尼
世
尊
、
華
厳
法
華
八
万
ノ
聖
教〇
〇

、

護
」
持
遺
法
ノ
十
六
羅
漢
、
九
十
九
億
ノ
無
学
ノ
聖
衆
、
一
一
微
塵
毛

端
』
刹
海
、
不
可
説
、
不
可
説
ノ
三
宝
ノ
境
界
ニ
而
言
ク
、　

夫
レ
以
レ
ハ
、

商
那
和
修
ノ
」
之
避
シレ
世
ヲ
、
雖
二
濁
世
末
代
ノ
之
恨
ナ
リ
ト

一

、
十
六
羅
漢

ノ
之
住
シ
タ
マ
フ

レ

州
ニ
、
則
チ
遺
法
ノ
弟
」
子
カ
之
幸
ナ
リ
也
。
摩
騰
竺
蘭
ハ
来

リレ
漢
ニ
、
伝
教
、
弘
法
ハ
伝
タ
マ
フ

レ

倭
ニ
。
併
ラ
酬
タ
ル
カ

二

彼
ノ
守
護
ニ一
」
乎
。

于ヲ
イ
テ

レ

是
ニ
、
弟
子
等
、
酌
テレ
流
ヲ
尋
ル
ニ

レ

源
ヲ
、
無
シレ
非
ト
云
コ
ト

二

世
尊
之
広

恩
ニ一
。
齅
テレ
香
ヲ
討
ヌ
ル
ニ

レ

根
ヲ
、
豈ヤ
ニ
」
レ
不
二
羅
漢
ノ
之
芳
心
ニ一
乎
。
依
テレ

之
ニ
、
此
ノ
日
備
ヘ二
香
華
ヲ一
、
供
シ二
遺
身
堅
固
ノ
舎
利
ニ一
、」
此
ノ
座
、
調
テ二

茶
薬
ヲ一
、
献
ス二
現
住
世
間
ノ
羅
漢
ニ一
、
種
種
ノ
供
具
、
貫
ネ二
珍
宝
ヲ一
、
三

業
」
敬
礼
、
表
ス二
聖
財
ヲ一
。　

仰
願
ク
ハ
三
宝
、
照
タ
マ
ヘ

二

弟
子
等
カ
所
念

ヲ一
。
今
ニ
此
ノ
講
演
、
別
ニ
」
有
リ二
意
趣
一
。
唯
タ
讃
メ二
徳
海
ノ
一
滴
ヲ一
、
欲

スレ
渡
ン
ト

二

苦
海
ノ
嶮
浪
ヲ一
。
夫
レ
二
八
ノ
尊
者
ハ
、
内
ニ
」
秘
シ二
菩
薩
ノ
行
ヲ一
、

④
永
光
寺
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書
写
本

⑨
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二
九
三

聞
ノ
形
ヲ一
、
寸
歩
」
之
間
、
成
シ二
法
界
化
ヲ一
、
一
念
之
程
ニ
、
応
ス二
施
主

ノ
田
ニ一
。
三
蔵
十
二
之
典
、
五
明
」
四
韋
之
論
、
悟
テ二
其
幽
致
ヲ一
、
流

弁
ニ
無
レ
滞
コ
ト
、
讃
歎
匹
（
叵
ヵ
）ケ
レ
ハ

レ

尽
シ
、
図
テレ
要
ヲ
為ナ
ス二
五
」
段
ト一
。
一
ニ
ハ

明
シ二
住
処
ノ
名
号
ヲ一
、
二
ニ
ハ
明
二
興
隆
ノ
利
益
ヲ一
、
三
ニ
ハ
明
二
福
田
利
益

ヲ一
、
四
ニ
ハ
」
明
二
除
〈
災
〉
利
益
ヲ一
、
五
ニ
ハ
供
二
世
尊
舎
利
ヲ一
。』

�

（
四
四
オ
～
ウ
）

第
一
ニ
明
ス
ト

二

住
処
ノ
名
号
ヲ一
者
云
ハ
、
法
住
記
ニ
云
ク
、
第
一
ノ
尊
者
、
賓

度
羅
」
跋
羅
堕
闍
ハ
、
住
ス二
西
瞿
陀
尼
洲
ニ一
。
第
二
ノ
尊
者
、
迦
諾タ

迦

伐ハ
ツ

蹉シ
ヤ
ハ
、」
住
ス二
迦
湿
弥
羅
国
ニ一
。
第
三
ノ
尊
者
、
迦
諾
跋
釐
堕
闍
ハ
、

住
ス二
東
勝
」
身
州
ニ一
、
第
四
ノ
尊
者
、
蘇ソ

賓ヒ
ン

陀
ハ
、
住
ス二
北
倶
盧
州
ニ一
。

第
五
ノ
尊
者（

マ
マ
）
ハ
、」
諾タ

距コ

羅
ハ
、
住（
二
脱
ヵ
）

ス
南
瞻
部
州
ニ一
。
第
六
ノ
尊
者
、
跋
陀

羅
ハ
、
住
ス二
耽タ
ン

没ホ

羅※

」
州
ニ一
。
第
七
ノ
尊
者
、
迦
理
迦
ハ
、
住
ス二
僧
伽
荼

州
ニ一
〈
師
子
／
国
〉。
第
八
ノ
尊
者（
マ
マ
）
ハ
、
伐
闍
」
羅
弗
多
羅
ハ
、
住
ス二
鉢

刺
多
拏
州
ニ一
〈
恭
敬
／
国
〉。
第
九
ノ
尊
者
、
戒
博
迦
ハ
、
住
ス二
」
香
酔

山
ニ一
。
第
十
ノ
尊
者
、
半
託
迦
ハ
、
住
ス二
三
十
三
天
ニ一
。
第
十
一
ノ
尊

者
、
羅
怙
」
羅
ハ
、
住
ス二
畢
利
颺ヤ
ウ

衢
州
ニ一
〈
人
形
／
鳥
口
〉。
第
十
二
ノ

尊
者
、
那
伽
犀
那
ハ
、
住
ス二
半
」
度
波
山
ニ一
。
第
十
三
ノ
尊
者
、
因
掲

陀
ハ
、
住
ス二
広
脇
山
ニ一
〈
毘
布
／
羅
山
〉。
第
十
四
尊
』
者
、
伐ハ

那
波

斯
ハ
、
住
ス二
可
住
山
ニ一
。
第
十
五
ノ
尊
者
、
阿
氏
多
ハ
、
住
ス二
鷲
峰
山

ニ
（
一
脱
ヵ
）
。」
第
十
六
尊
者
、
注
（
住
ヵ
）荼
半
託
迦
ハ
、
住
ス二
持
軸
山
ニ一
〈
已
上
、
即
依

外
ニ
現
ス二
声
聞
ノ
形
ヲ一
。
寸
歩
ノ
之
間
ニ
、
成
シ二
法
界
ノ
化
ヲ一
、
一
念
ノ
之
程

ニ
、」
応
ス二
施
主
ノ
田
ニ一
。
三
蔵
十
二
ノ
之
典
、
五
明
四
韋
ノ
之
論
、
悟
二

其
ノ
幽
致
ヲ一
。
流
』
弁
無
レ
滞
ル
コ
ト
、
讃
歎
叵
シレ
尽
シ
。
図
テレ
要
ヲ
為
ス二
五

段
ト一
。
一
ニ
ハ
明
シ二
住
処
名
号
ヲ一
。
二
ニ
ハ
明
二
興
」
隆
ノ
利
益
ヲ一
、
三
ニ
ハ

明
シ二
福
田
ノ
利
益
ヲ一
、
四
ニ
ハ
明
シ二
除
災
ノ
利
益
ヲ一
、
五
ニ
ハ
供
ス二
世
尊
ノ
舎

利
ヲ一
。」�

（
上
冊
四
一
オ
～
四
二
オ
）

第
一
ニ
明
ト
ハ

二

住
処
名
号
ヲ一
者
、
法
住
記
ニ
曰
ク
、
第
一
ノ
尊
者
、
賓
頭

羅
跋
羅
」
堕
闍
ハ
、
住
シ二
西
瞿
陀
尼
洲
ニ一
、
第
二
ノ
尊
者
、
迦
諾
迦
伐

蹉
ハ
、
住
シ二
迦
湿
弥
」
羅
国
ニ一
、
第
三
ノ
尊
者
、
迦
諾
跋
釐
堕
闍
ハ
、
住

シ二
東
勝
身
洲
ニ一
、
第
四
ノ
尊
者
、」
蘇
賓
陀
ハ
、
住
シ二
北
倶
盧
洲
ニ一
、
第

五
ノ
尊
者
、
諾
距
羅
ハ
、
住
シ二
南
瞻
部
洲
ニ一
、
第
」
六
ノ
尊
者
、
跋
陀

羅
、
住
シ二
耽
没
羅
州
ニ一
、
第
七
ノ
尊
者
、
迦
理
迦
ハ
、
住
シ二
僧
伽
」
荼

州
ニ一
、
第
八
ノ
尊
者
、
伐
闍
羅
弗
多
羅
ハ
、
住
シ二
鉢
刺
多
弩
州
ニ一
、
第

九
ノ
尊
」
者
、
戒
博
迦
ハ
、
住
シ二
香
酔
山
ニ一
、
第
十
ノ
尊
者
、
半
託
迦

ハ
、
住
シ二
三
十
三
天
ニ一
、
第
」
十
一
ノ
尊
者
、
羅
怙
羅
ハ
、
住
シ二
畢
利
颺

衢
州
ニ一
、
第
十
二
ノ
尊
者
、
那
伽
犀
』
那
ハ
、
住
シ二
半
度
波
山
ニ一
、
第

十
三
ノ
尊
者
、
因
掲
陀
ハ
、
住
シ二
広
脇
山
ニ一
、
第
十
四
」
尊
者
、
伐
那

波
斯
ハ
、
住
シ二
可
住
山
ニ一
、
第
十
五
ノ
尊
者
、
阿
氏
多
ハ
、
住
シ二
鷲
峰
」

山
ニ一
、
第
十
六
ノ
尊
者
、
住
荼
半
託
迦
ハ
、
住
ス二
持
軸
山
ニ一
。
各
各
、

領
シ
テ

二

百
千
ノ
之
」
大
羅
漢
ヲ一
、
以
テ
為
ス二
眷
属
ト一
。
遊
二
化
シ
テ
諸
方
ニ一
、



二
九
四

義
／
分
注
、
如
是
説
〉。」

各
、
領
シ
テ

二

百
千
ノ
大
阿
羅
漢
ヲ一
、
以
テ
為
ス二
眷
属
ト一
。
遊
化
諸
方
、
聚

散
不
」
定
也
。
或
住
シ
テ

二

玉
楼
金
閣
ニ一
、
独
リ
坐
禅
入
定
シ
、
或
居
シ
テ

二

海
岸
仙
窟
ニ一
、」
為
メ
ニ

二

禽
獣
ノ一
説
法
。
或
往
テ二
天
堂
ニ一
、
行
シ二
布
薩
ヲ一
、

或
遊
テ二
人
間
ニ一
、
説
ク二
戒
論
ヲ一
。」
若
欲
ハ二
勧
請
セ
ン
ト

一

者
、
向
テ二
所
住
ノ
之

方
ニ一
、
焼
香
散
華
シ
テ
、
可
レ
行
ス二
礼
拝
ヲ一
。
一
ヒ
請
、」
一
ヒ
来
ル
。
三
ヒ

請
、
三
ヒ
来
ル
。
百
度
千
度
モ
亦
復
如
是
。
如
二レ
月
ノ
浮
カ一レ
水
ニ
。
必
」

無
レ
不
云
コ
ト

レ

到
ト
。
仍
大
衆
、
憑
テ二
誓
約
一
、
可
レ
誦
二
伽
陀
ヲ一
。
曰
、」

稽※　

首　

大　

羅　

漢　

法　

性　

清　

涼　

月
』

衆　

生　

心　

水　

浄　

羅　

漢　

影　

現　

中
」�

　

南
無
帰
命
頂
礼
十
六
大
羅
漢
、
利
益
衆
生
者
。」

�
（
四
五
オ
～
四
六
オ
）

※
羅
…
下
、「
ニ一
」（
訓
点
）
ヲ
抹
消
ス
。

※
稽
首
～
現
中
…
声
明
譜
ア
リ
。【
講
式
写
真
６
】
参
照
。

第
二
ニ
明
ト二
興
隆
利
益
ヲ一
者
、
夫
レ
仏
、
拘
尸
那
城
娑
羅
林
ノ
間
ニ
、
帰

シ
玉
シ

二

」
円
寂
ニ一
時
、
召
テ二
賓
豆
留
等
ノ
十
六
羅
漢
ヲ一
、
摩
頂
言
、
以
テ二
我

聚
散
不
レ
定
ラ
也
。
或
ハ
住
シ
テ

二

王
楼
金
」
閣
ニ一
、
独
リ
坐
禅
入
定
シ
、
或

ハ
居
シ
テ

二

海
岸
仙
窟
ニ一
、
為
ニ二
禽
獣
一
説
法
シ
、
或
ハ
往
テ二
天
堂
ニ一
、」
行
シ二

布
薩
ヲ一
、
或
ハ
遊
テ二
人
間
ニ一
、
説
二
戒
論
ヲ一
。
若
欲
セ
ハ

二

勧
請
セ
ン
ト

一

者
、
向

テ二
所
住
ノ
方
ニ一
、
焼
香
」
散
華
シ
、
可
レ
行
ス二
礼
拝
ヲ一
。
一
ヒ
請
レ
ハ
一
ヒ
来

リ
、
三
ヒ
請
レ
ハ
三
ヒ
来
ル
。
百
度
千
度
モ
亦
復
如
シ
」
レ
是
。
如
シ二
月
ノ
浮
カ一レ

水
ニ
。
必
ス
無
シレ
不
ト
云
コ
ト

レ

至
。
仍
テ
大
衆
、
憑
テ二
接
約
ヲ一
、
可
レ
誦
ス二
伽

陀（
一
脱
ヵ
）

ヲ
。
頌
曰
、」

　
　

稽
首
大
羅
漢　
　
　
　
　
　

法
性
清
涼
月
」

　
　

衆
生
心
水
浄　
　
　
　
　
　

羅
漢
影
現
中
』

南
無
帰
命
頂
礼
十
六
羅
漢
、
利
益
衆
生
者
〈
一
称
三
拝
、
／
鈴
子
如

常
〉。」�

（
上
冊
四
二
オ
～
四
三
オ
）

第
二
ニ
明
ト
ハ

二

興
隆
ノ
利
益
ヲ一
者
、
夫
レ
仏
、
於
テ二
拘
尸
那
城
娑
羅
林
ノ
間

ニ一
、
帰
シ
タ
マ
フ

二

円
」
寂
ニ一
時
キ
、
召
テ二
賓
頭
留
等
ノ
十
六
羅
漢
ヲ一
、
摩
頂
シ

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
九
五

カ
無
上
ノ
」
正
法
ヲ一
、
付
二
嘱※
ス
汝
等
ニ一
。
我
滅
後
、
弥
勒
已
前
ニ
、
不
レ

入（二
脱
ヵ
）
涅
槃
ニ一
、
当
ニ下
興
シ
テ

二

我
カ
」
法
ヲ一
、
利
中
益
ス
衆
生
ヲ上
。
我
レ
、
化
縁
已

ニ
尽
ヌ
。
設タ
ト
イ
住
ス
ト
モ

レ

世
ニ
、
無
ケ
ン
ト

レ

益
、
云
々
。
於
レ
茲
レ
ニ
、」
十
六
ノ

尊
者
、
聞
二
金
口
ノ
遺
嘱
一
、
啼
泣
ス
ル
コ
ト
如
シ二
少（
小
ヵ
）児
ノ一
。
不
レ
覚
ヘ
投
二
一

鉢
ヲ一
、」
悶
絶
シ
テ
而
躄
ルレ
地
ニ
。
仏
、
再
慰
喩
玉
ニ
、
如
レ
蘇
ヵ
而
起
キ
、

飲
レ
涙
頂
受
、
不（レ
脱
ヵ
）

ト
違
二
」
仏
勑
ヲ一
、
云
云
。
然
ハ
則
、
自
下
迦
葉
、
形

遁
二
鶏
足
ニ一
、
阿
難
、
身
ヲ
分
中
恒
』
河
ニ上
已
来
、
四
依
ノ
菩
薩
、
励
弘

経
力
、
敢
不
レ
如
二
此
等
之
羅
漢
、
神
」
通
延
命
遥
ニ一
。
待
テ二
慈
氏
ノ
下

生
一
、
遺
戒
称
レ
勑
ニ
、
能
ク
護
二
末
世
ノ
仏
法
ヲ一
。」
所
以
ニ
、
此
ノ
州
ノ

人
寿
、
至
二
十
歳
ニ一
、
刀
兵
劫
起（
テ
ヵ
）

ナ
、
仏
法
漸
滅
セ
ン
。
増
シ
テ
至
二
百
」

載
ニ一
、
尚
羅
漢※

、
弘
メ二
正
法
ヲ一
、
度（

二
脱
ヵ
）

セ
ン
ト
無
量
ノ
人
一
。
就
レ
中
、※
⃝レ

如甲
二

弗
沙
王
カ一
、
壊
二
育
」
王
ノ
塔
ヲ一
、
焼
二
仏
経
一
、
害
ン
カ

二

僧
尼
一
、
三
宝
ノ

名
字
、
都
以
絶
ニ
キ
。
然
ハ
、
悪
王
死
シ
テ
后
ニ
、」
羅
漢
、
上
テレ
天
ニ
取
二

経
巻
一
、
下
テ
継
二
既
絶
ノ
跡
ヲ一
。
仏
日
ノ
再
タ
ヒ
輝
コ
ト
ハ
、
既
ニ
羅
漢
ノ
」

広
恩
也
。
若
不
レ
然
者
、
我
等
、
従
レ
冥
入
レ
冥
、
不
レ
見
二
三
宝
ノ
之

形
ヲ一
。
従
」
レ
苦
還
レ
苦
、
不
レ
聞
二
安
楽
ノ
之
名
ヲ一
。
仍
大
衆
、
歓
讃

歎
シ
テ
、
報
二
紹
隆
ノ
」
恩
ヲ一
。
伽
陀
ニ
曰
ク
、
仏※　

正　

法　

有　

二

　

謂　

教　

証　

為　

体
』

有　

持　

設　

行　

者　

此　

便　

住　

世　

間
」

　

南
無
帰
命
頂
礼
十
六
羅
漢
、
利
益
衆
生
者
。」�

（
四
六
オ
～
四
七
オ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

テ
言
ク
、
以
テ二
我
カ
無
上
ノ
正
法
ヲ一
、
付
二
」
属
ス
汝
等
ニ一
。
我
カ
滅
後
、
弥

勒
已
前
ニ
、
不
シ
テ

レ

入（
ラ
ヵ
）
ヲ二
涅
槃
ニ一
、
当シ
ニ下
興
シ二
我
カ
法
ヲ一
、
利
中
益
ス
衆
」
生

ヲ上
。
我
レ
、
化
縁
已
ニ
尽
ヌ
。
設
ヒ
住
ト
モ

レ

世
ニ
無
ン
ト

レ

益
。
於
テレ
茲
ニ
、
十

六
尊
者
、
聞（

二
ヵ
）

テ一
金
口
ノ
遺
」
属
ヲ一
、
啼
泣
ス
ル
コ
ト
如
シ二
小
児
ノ一
。
不
レ
覚
投

テ二
一
鉢
ヲ一
、
悶
絶
シ
テ
躄タ
ヲ
ル
地
ニ
。
仏
、
再
ヒ
慰
諭
シ
タ
マ
フ
ニ
、
如
レ （

蘇
ヵ
）

穌
シ
テ

而ス
ル

」
起
キ
、
歛
（
斂
ヵ
）メレ

涙
ヲ
頂
受
シ
テ
、
不
レ
違
二
仏
勑
ニ一
、
云
云
。
然
レ
ハ
則
チ
、

自
リ下
迦
葉
ノ
形
チ
、
遁
レ二
鶏
足
ニ一
、
阿
」
難
ノ
身
、
分
シ
ヨ
リ

中

恒
河
上
已
来

タ
、
四
依
ノ
菩
薩
ハ
、
励
ト
モ

二

弘
経
ノ
力
ヲ一
、
亦
不
レ
如
二
此
レ
等
ノ
羅
」
漢

ニ一
。
神
通
延
テレ
命
ヲ
、
遥
ニ
待
チ二
慈
氏
ノ
下
生
ヲ一
、
遺
誡
称
テレ
勑
ニ
、
能
ク
護

ス二
末
世
ノ
仏
法
ヲ一
。」
所
以
ニ
此
ノ
洲
ノ
人
寿
、
至
テ二
十
歳
ニ一
刀
兵
劫
起
リ
、

仏
法
漸
ク
滅
シ
、
増
シ
テ
至
テ二
百
載
ニ一
、』
尚
ヲ
羅
漢
、
弘
メ二
正
法
ヲ一
、
度
ス二

無
量
ノ
人
ヲ一
。
就
テレ
中
ニ
、
如
キ二
弗
沙
王
ノ一
、
壊
リ二
育
王
ノ
塔
一
、
焼
キ二
」

仏
経
ヲ一
、
害
シ
テ

二

僧
尼
ヲ一
、
三
宝
ノ
名
字
、
都
テ
以
テ
絶
フ
。
然
ト
モ
、
悪
王

死
シ
テ
後
ニ
、
羅
漢
、
上
テレ
天
ニ
」
取
リ二
経
巻
ヲ一
、
下
テ
継
キ二
既
ニ
絶
シ
跡
ヲ一
、

　

仏
日
再
ヒ
輝
コ
ト
ハ
、
是
実
ニ
其
広
恩
ナ
リ
也
。
若
シ
不
ン
ハ

（
レ
脱
ヵ
）

」
然
者
、
我

レ
等
、
従
リレ
冥
キ
入
テ二
於
冥
ニ一
、
不
レ
見
二
三
宝
ノ
之
形
ヲ一
。
従
リレ
苦
遇
テ二
於

苦
ニ一
、
不
」
レ
聞
二
安
楽
ノ
之
名
ヲ一
。
仍
テ
大
衆
、
歓
喜
讃
歎
シ
テ
、
可
レ

報
ス二
紹
隆
之
恩
ヲ一
。
伽
陀
ニ
曰
ク
、」

　
　

仏
正
法
有
二　
　
　
　
　
　

謂
教
証
為
体
」

　
　

有
持
設
行
者　
　
　
　
　
　

此
便
住
世
間
」

南
無
帰
命
頂
礼
十
六
羅
漢
、
利
益
衆
生
者　
〈
一
称
＼
三
拝
〉。」

�

（
上
冊
四
三
オ
～
ウ
）



二
九
六

※
嘱
ス
…
「
ス
」
ノ
左
、「
二
」（
訓
点
）
ヲ
抹
消
ス
。

※
漢
…
誤
字
ノ
右
ニ
記
シ
テ
修
正
ス
。【
講
式
写
真
７
】
参
照
。

※
⃝レ

如甲

…
【
講
式
写
真
７
】
参
照
。

※
仏
正
～
世
間
…
声
明
譜
ア
リ
。【
講
式
写
真
７
】
参
照
。

第
三
ニ
明
二
福
田
利
益
一
者
、
夫
レ
一
切
ノ
羅
漢
ハ
、
皆
是
衆
生
ノ
大
福
」

田
也
。
損
益
之
報
、
不
レ
待
二
来
世
ヲ一
、
賞
罰
之
験シ
ル
シ、

在
リ二
於
眼
前
ニ一
。

悩
」
乱
ス
レ
ハ
招
クレ
殃
ヲ
。
雨フ
ラ
シ
テ

レ

土
ヲ
埋
ハ二
都
城
ヲ一
、
供
養
ス
レ
ハ
得
レ
福
ヲ
、

宝
雨
満
二
王
宮
ニ一
。
見
奉
ル

二

形
像
ヲ一
」
者
ハ
、
永
ク
離
二
貧
苦
一
。
称
ス
ル

二

名

字
ヲ一
輩
ハ
、
早
ク
預（
二
脱
ヵ
）

ル
擁
護
ニ一
乎
。
法
住
記
ニ
云
ク
、」
国
※
レ
甲

王
、
大
臣
、
長

者
、
居
士
、
若
ハ
男
、
若
ハ
女
、
設
二
大
斎
会
一
、
欲
レ
施
サ
ン
ト

二

僧
」
衆

ニ一
時
、
十
六
羅
漢
及
諸
ノ
眷
属
大
羅
漢
、
隠
二
聖
人
儀
ヲ一
、
現
二
」
種
々

ノ

形
ヲ一
、
密
ニ

受
テ二

供
具
ヲ一
、
令
シ
テ

二
下

諸
ノ

施
主
ヲ一
、
得
中

勝
果
報
ヲ上
、

云
々
。
依
レ
之
』
于ウ

闐テ
ン

国
ノ
人
、
設
テ二
大
斎
会
ヲ一
、
祈
二
請
シ
テ
羅
漢
ヲ一
、

高
原
ニ
求
ナ
ハ

レ

水
、
十
六
羅
」
漢
、
現
シ
テ

二

乞
人
ノ
身
ヲ一
、
登
テ二
斎
莚
ニ一
相

語
テ
云
、
我
レ
念
二
仏
勑
ヲ一
故
ニ
、
赴
レ
請
ニ
。」
莫
レ
ト

二

厭
却
ス
ル
コ
ト

一

。
即

以
二
錫
杖
ヲ一
築
シ
ナ
ハ

レ

地
ヲ
、
随
レ
杖
ニ
甘
泉
涌
出
シ
キ
。
亦
婆
羅
門
」
城
、

有
リ二
一
ノ
貧
女
。
（
一
脱
ヵ
）泣
恥
テ二
罪
報
一
。
纔
ニ
得
テ二
小
飯
一
、
欲
レ
ハ

レ

施
ン
ト

二

十
六

尊
者
ニ一
、
羅
」
漢
、
哀
テ二
彼
ノ
貧
報
ヲ一
、
現（

二
脱
ヵ
）

シ
テ
乞
丐カ
イ

之
相
ヲ一
、
往
テ
受

第
三
ニ
明
ト
ハ

二

福
田
ノ
利
益
ヲ一
者
、
夫
レ
一
切
ノ
羅
漢
ハ
、
皆
ナ
是
レ
衆
生
ノ

大
福
田
ナ
リ
也
。」
損
益
ノ
之
報
、
不
レ
待
二
来
世
ヲ一
、
賞
罰
之
験
シ
、
在

リ二
於
眼
前
ニ一
。
悩
乱
ス
レ
ハ
招
クレ
殃
ヲ
。
雨（
シ
テ
ヵ
）
メ
』
レ
土
ツ
チ
ク
レヲ

、
埋
ム二
都
城
ヲ一
。
供

養
ス
レ
ハ
得
レ
福
ヲ
、
雨（

シ
テ
ヵ
）

メレ
宝
ヲ
満
ツ二
王
宮
ニ一
。
見
ル二
形
像
ヲ一
者モ
ノ
ハ
、
永
ク
離
レ二

貧
苦
ヲ一
、」
称
ス
ル

二

名
字
ヲ一
輩
ハ
、
早
ク
預
ル二
擁
護
ニ一
。
法
住
記
ニ
云
ク
、
国

王
、
大
臣
、
長
者
、
居
士
、
若
ハ
」
男
、
若
ハ
女
、
設
ケ二
大
斎
会
ヲ一
、

欲
ス
ル

レ

施
ン
ト

二

僧
衆
ニ一
時
キ
、
十
六
羅
漢
及
ヒ
諸
ノ
眷
属
ノ
大
」
羅
漢
、
隠
シ二

聖
人
ノ

儀
ヨ
ソ
ヲ
ヒ
ヲ一
、
現
シ二
種
種
ノ
形
ヲ一
、
密
ニ
受
テ二
供
具
ヲ一
、
令シム
シ
テ

二
下
諸
施
主

ヲ一
、
得
中
勝
レ
タ
ル
果
」
報
ヲ上
、
云
云
。
依
レ
之
ニ
、
于ウ

闐テ
ン

国
ノ
人
、
設
ケ二
大

斎
会
ヲ一
、
祈
二
請
シ
テ
羅
漢
ニ一
、
高
原
ニ
求
レ
ハ

レ

水
ヲ
、」
十
六
羅
漢
ハ
、
現

シ
テ

二

乞
人
ノ
身
ヲ一
、
登
テ二
斎
莚
ニ一
、
相
ヒ
語
テ
云
ク
、
我
レ
念
フ二
仏
勑
ヲ一
故
ニ
、

赴
ク二
汝
カ
」
請
ニ一
。
莫
レ
ト

二

厭
ヒ
却サ
ク
ル
コ
ト

一

。
即
チ
以
テ二
錫
杖
ヲ一
、
築ツ
キ
シ
カ
ハ

レ

地

ヲ
、
随
テレ
杖
ニ
甘
泉
涌
出
ス
。
又
婆
羅
門
城
ニ
」
有
リ二
一
リ
ノ
貧
女
一
。
泣
テ

恥
ツ二
罪
報
ヲ一
。
纔
ニ
得
テ二
小
飯
ヲ一
、
欲
スレ
施
ン
ト

二

十
六
尊
者
ニ一
。
羅
漢
、
哀

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
九
七

シ
カ
ハ

二

微
供
ヲ一
、
貧
女
忽
転
ス
」
レ
形
、
帝
王
、
迎
テ
為
ス
ト

レ

后
ト
、
云
々
。

又
湿
州
ノ
居
士
、
供
二
養
セ
シ
カ
ハ
十
六
尊
者※

像
ヲ一
、」
其
家
、
富
如
二
須

達
カ一
。
殆ホ
ト
ン
ト
揚
州
ノ
樹
下
、
有
二
十
六
ノ
影
像
一
。
斎
日
放
レ
光
ヲ
、」
供
ス

ル
者
如
レ
市
ノ
。
祈
願
不
レ
空
。
今
弟
子
等
、
有
漏
ノ
福
報
、
雖
レ
不
レ

本（マ
マ
）
レ
意
、」
事
善
資
糧
、
又
是
至
要
也
。
仍
大
衆
、
帰
二
十
六
羅
漢
ニ一
、」

可
レ
祈
二
福
田
利
益
ヲ一
。
伽
陀
曰
、』

十※

六
大
羅
漢　

無
上　

勝　

福　

田　

恭　

敬
供
」

養　

者　

自　

然　

獲　

大　

利
」

南
無
帰
命
頂
礼
十
六
羅
漢
、
利
益
衆
生
者
。」�

（
四
七
オ
～
四
八
オ
）

※
国レ

甲
…
【
講
式
写
真
７
】
参
照
。

※
者
…
下
、「
ヲ一
」（
訓
点
）
ヲ
抹
消
ス
。

※
十
六
～
大
利
…
声
明
譜
ア
リ
。【
講
式
写
真
８
】
参
照
。

第
四
明
二
除
〈
災
〉
利
益
ヲ一
者
ハ
、
案（
二
脱
ヵ
）

ス
ル
ニ
灌
頂
経
ノ
意
一
、
若
当
来
世

ノ
四
」
部
弟
子
、
帰
二
依
シ
テ
羅
漢
ニ一
、
作
ハ二
南
無
礼
ヲ一
、
万
徳ヒ

億
恒
沙

善
」
神
、
隠
形
、
番
ニ〻
守
二
護
セ
ン
此
ノ
人
ヲ一
。
仏
、
讃
シ
テ

二

十
六
大
弟

子
ノ
徳
ヲ一
曰
、
若
欲
ン二
衆
」
難
起（
一
脱
ヵ
）

ラ
ン
ト
時
ハ
、
当
ニレ
呼
二
我
カ
名
字
ヲ一
。
各

現
二
威
徳
ヲ一
、
為
レ
人
除
レ
憂
、
去
ケ
テ

二

諸
ノ
厄
」
難
ヲ一
、
百
事
吉
祥
ナ
ラ
ン
。

況甲

十
六
ノ
尊
者
ハ
、
殊
ニ
蒙
レ
リ

二

仏
勑
ヲ一
。
寧
加
護
薄
ラ
ン
ヤ
哉
。」
如
ン
ハ

二

羅

怙
羅
尊
者
ノ一
、
既
ニ
以
テ
其
人
也
。
又
仁
王
般
若
経
ニ
、
説
テ二
護
国
ノ
』

テ二
」
彼
ノ
貧
報
ヲ一
、
現
シ
テ

二

乞
丐ガ
イ

之
相（
一
脱
ヵ
）

ヲ
、
往
テ
受
ケ
シ
コ
ト
ハ

二

微
供
ヲ一
、
貧

女
、
忽
チ
転
シレ
形
ヲ
、
帝
王
、
迎
テ
為ナ
ス
ト

（
レ
脱
ヵ
）

」
后
ト
、
云
云
。
又
湿
州
ノ
居

士
、
供
二
養
ス
十
六
尊
者
像
ヲ一
。
其
ノ
家
、
富
メ
ル
コ
ト
殆
ト
如
シ二
須
』
達
カ一
。

揚
州
ノ
樹
下
ニ
有
リ二
十
六
ノ
影
像
一
。
斎
日
ニ
ハ
放
ツレ
光
ヲ
。
供
ス
ル
者
ノ
如
シレ

市
ノ
。
祈
願
不
」
レ
空
シ
カ
ラ
。
今
マ
弟
子
等
、
有
漏
ノ
福
報
ハ
、
雖
ト
モ

レ

不

ト二
本
意
ニ一
、
事
善
ノ
資
糧
、
又
是
レ
至
要
ナ
リ
」
也
。
仍
テ
大
衆
、
帰
シ
テ

二

十
六
羅
漢
ニ一
、
可
シレ
祈
ル二
福
田
ノ
利
益
ヲ一
。
伽
陀
ニ
曰
ク
、」

　
　

十
六
大
羅
漢　
　
　
　
　
　

無
上
勝
福
田
」

　
　

恭
敬
供
養
者　
　
　
　
　
　

自
然
獲
大
利
」

南
無
帰
命
頂
礼
十
六
羅
漢
、
利
益
衆
生
者
。」

�

（
上
冊
四
三
ウ
～
四
四
ウ
）

第
四
ニ
明
ス
ト
ハ

二

除
災
ノ
利
益
ヲ一
者
、
案
ス
ル
ニ

二

灌
頂
経
ノ
意
ヲ一
、
若
シ
当
来

世
ノ
四
部
ノ
弟
子
、」
帰
二
依
シ
テ
羅
漢
ニ一
、
作
ハ二
南
無
ノ
礼
ヲ一
、
万
億
恒
沙

ノ
善
神
、
隠
シ
テ

レ

形
ヲ
、
番
番
ニ
守
二
護
セ
ン
ト
此
ノ
」
人
ヲ一
、
云
云
。
仏
、

讃
シ
テ

二

十
六
大
弟
子
ノ
徳
ヲ一
曰
ク
、
若
シ
欲
ス
ル

二

衆
難
起
ン
ト

一

時
キ
ハ
、
当
ニレ
呼

フ二
其
」
名
字
ヲ一
。
各
現
シ
テ

二

威
徳
ヲ一
、
為
ニレ
人
ノ
除
キレ
憂
ヲ
、
去
ケ二
諸
ノ
厄
難

ヲ一
、
百
事
吉
祥
ナ
ラ
ン
。
況
ヤ
十
六
』
尊
者
ハ
、
殊
ニ
蒙
リ二
仏
勑
ヲ一
、
寧
ロ
加

護
薄ウ
ス
カ
ラ
ン
ヤ
哉
。
如
キ二
羅
怙
羅
尊
者
ノ一
、
既
ニ
以
テ
其
ノ
人
ナ
リ
」
也
。
又
タ



二
九
八

秘
術
ヲ一
曰
、
当
ニレ
請
ス二
五
百
羅
漢
ノ
像
ヲ一
、
云
云
。
加
之
、
⃝※

修レ
甲

羅
、

騰
テレ
天
ニ
、
与
二
帝
」
釈
ト一
闘
シ
カ
ハ
、
四
王
、
曳ヒ
キレ
楯タ
テ
ヲ
、
釈
天
、
靡ナ
ヒ
カ
ス

レ

旛
ヲ
。
于
時
ニ
、
帝
釈
、
擎
ハ二
羅
漢
之
衣
ヲ一
、」
修
羅
、
自
然
ニ
退
散
シ

キ
。
是
ニ
知
ヌ
、
除
ク
コ
ト
ハ

二

人
天
ノ
〈
災
〉
患
ヲ一
、
偏
ニ
羅
漢
ノ
神
力
也
。

弟
」
子
等
、
周
二
旋
シ
テ
和
漢※
ニ一
、
求
二
牟
尼
ノ
白
法
一
、
往
二
反
シ
テ
都
鄙

ニ一
、
資
ク二
末
世
黒
業（
一
脱
ヵ
）

ヲ
。」
相
似
布
薩
ハ
、
不
レ
失
二
半
月
ヲ一
、
供
給
檀
那

ハ
、
不
レ
闕
二
一
日
ヲ
モ

一

、
念
ス
ル

二

仏
法
ヲ一
人
ハ
、
皆
」
慇
懃
ニ
受
二
遺
法
一
。

物
ハ
悉
ク
知
識
ス
。
是
則
、
羅
漢
守
護
之
力
也
。」
聊
又
非
ス二
令
法
久
住

之
至
レ
ル
ニ

一

哉
。
仍
大
衆
、
為
メ
ニ

二

除
〈
災
〉
与（
マ
マ
）

与
楽
、
令
法
久
」
住

一
、
可
二
礼
讃
一
。
伽
陀
曰
、」

十
六
大
羅　

漢　

猶　

如　

護　

国　

珠　

一　

称
』

一　

礼　

者　

能　

除　

諸　

厄　

難
」

　
　

南
無
帰
命
頂
礼
十
六
羅
漢
、
利
益
衆
生
者
。」

�

（
四
八
オ
～
四
九
オ
）

※
⃝
修レ

甲
…
【
講
式
写
真
９
】
参
照
。

※
漢
ニ一
…
訓
点
ノ
「
ニ
」
ハ
「
ヲ
」
ヲ
修
正
シ
タ
モ
ノ
。

※
十
六
～
厄
難
…
声
明
譜
ア
リ
。【
講
式
写
真
９
】
参
照
。

仁
王
般
若
経
ニ
、
説
テ二
護
国
ノ
秘
術
ヲ一
曰
ク
、
当
ニレ
請
ス二
五
百
羅
漢
ノ
像
ヲ一
、

云
」
云
。
加
之
、
修
羅
、
騰
テレ
天
ニ
与
二
帝
釈
一
闘
ン
ニ
、
四
王
、
曳
キレ

楯
ヲ
、
釈
天
、
靡ナ
ビ
カ
ス

レ

幡
ヲ
。
于
レ
時
ニ
、」
帝
釈
、
擎
ケ
シ
カ
ハ

二

羅
漢
ノ
之
衣

ヲ一
、
修
羅
、
自
然
ニ
退
散
シ
キ
。
是
ニ
知
ヌ
、
除
ク
コ
ト
ハ

二

人
天
ノ
災
患
ヲ一

者
、」
偏
ニ
羅
漢
ノ
神
力
ナ
リ
也
。
弟
子
等
、
周
二
旋
シ
テ
和
漢
ニ一
、
求
メ二
牟

尼
ノ
白
法
ヲ一
、
往
二
返
シ
テ
都
」
鄙
ニ一
、
資
ク二
末
世
ノ
黒
業
ヲ一
。
相
似
ノ
布
薩

ハ
、
不
レ
失
二
半
月
ヲ一
。
供
給
ノ
檀
那
ハ
、
不
レ
闕
二
一
」
日
ヲ一
。
念
ス
ル

二

仏

法
ヲ一
人
、
皆
応
シレ
勧
ム二
慇
懃
ヲ一
。
受
ル二
遺
法
ヲ一
者
ハ
、
悉
クレ
〈
無
ン
／
不
〉

知
識
セ一
。
是
レ
則
チ
、
羅
」
漢
守
護
ノ
之
力
ナ
リ
也
。
抑
亦
、
非
ヤ下
令
ル
ノ

二レ

法
久
住
ナ
ラ

一

之
至
ニ上
哉
。
仍
テ
大
衆
、
為
ニ二
除
」
災
与
楽
、
令
法
久
住

ノ一
、
可
レ
奉
ル二
礼
拝
シ一
。
伽
陀
ニ
曰
ク
、」

　
　

二
八
大
羅
漢　
　
　
　
　
　

猶
如
護
国
珠
』

　
　

一
称
一
礼
者　
　
　
　
　
　

能
除
諸
厄
難
」

南
無
帰
命
頂
礼
十
六
羅
漢
、
利
益
衆
生
者
。」

�

（
上
冊
四
四
ウ
～
四
五
ウ
）

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』



二
九
九

第
五
ニ
明
三
供
ス
コ
ト
ヲ

二

世
尊
舎
利
ヲ一
者
ハ
、
羅
漢
、
現
二
住
シ
テ
世
間
ニ一
、

護
玉
コ
ト
ハ

二

未
世
ノ
人
法
ヲ一

」、
世
尊
在
世
ノ
昔
シ
、
慇
ニ
付
嘱
シ
玉
コ
ト
故

也
。※

然レ
甲
ハ

誂ア
ツ
ラ
ヘ
テ

二

羅
漢
ニ一
、
哀（二
脱
ヵ
）

コ
ト
我
等
ヲ一
、
猶
」
広
大
ノ
恩
徳
也
。
況
ヤ

遺
シ
テ

二

金
剛
舎
利
ヲ一
、
ス々二
迷
党
ヲ一
。
豈
レ
不
二
報
謝
一
」
乎
。
⃝甲

双
林
之

暮
ニ
ハ
、
流
シ二
大
悲
涙
ヲ一
、
菩
薩
声
聞
ニ
付
二
嘱
シ
我
」
等
ヲ一
、
五
濁
之
朝

ニ
ハ
、
留
テ二
堅
固
ノ
舎
利
ヲ一
、
神
変
利
益
ノ
施
二
作
仏
」
事
ヲ一
。
在
世
滅
後

ノ
哀
ミ
、
生
身
砕
身
之
慧
ミ
、
得
テ
而
不
ルレ
可
レ
称
者
カ
也
。」
⃝
仍上

為
ニ

仰
カ二
無
窮
之
利
益
一
。
頌
シ二
伽
陀
ヲ一
、
可
シ二
礼
拝
ス一
。
頌
曰
、』

願
以
此　

功　

徳　

普　

及　

於　

一　

切　

我　

等　

与
」

衆　

生　

皆　

共　

成　

仏　

道
」

　

南
無
自
他
法
界
平
等
利
益
」�

（
四
九
オ
～
ウ
）

※
然レ

甲
…
【
講
式
写
真
９
】
参
照
。

※
願
以
～
仏
道
…
声
明
譜
ア
リ
。【
講
式
写
真
10
】
参
照
。

第
五
ニ
明
ス
ト
ハ

レ

供
ス
ル
コ
ト

二

世
尊
ノ
舎
利
ヲ一
者
、
羅
漢
、
現
二
住
シ
世
間
ニ一
、

護
リ
タ
マ
フ
コ
ト
ハ

二

未
世
ノ
人
法
ヲ一
者
、」
世
尊
在
世
ノ
昔
シ
、
慇
ニ
付
属
シ
タ
マ
フ

カ
故
ナ
リ
也
。
然
ハ
託
シ
テ

二

羅
漢
ニ一
、
哀
シ
タ
マ
フ

二

我
等
ヲ一
。
猶
ヲ
広
大
ノ
恩
」

徳（
ナ
リ
ヵ
）

リ
也
。
況
ヤ
遺
シ
テ

二

金
剛
ノ
舎
利
ヲ一
、
利
二
益
ス
迷
党
ヲ一
。
豈
ニレ
不
二
報
謝

セ一
乎
。
双
林
ノ
之
暮
ニ
ハ
、」
流
シ二
慈
愍
大
悲
ノ
涙
ヲ一
、
菩
薩
声
聞
ニ
付
二
属

シ
我
等
ヲ一
、
五
濁
ノ
之
朝
ニ
ハ
、
留
メ二
堅
固
ノ
」
骨
舎
利
ヲ一
、
神
変
利
益
、

施
二
作
ス
仏
事
ヲ一
。
在
世
滅
後
ノ
之
哀
ミ
、
生
身
砕
身
ノ
」
之
恵ミ

、
不
ルレ

可
二
得
テ
而
称（

一
脱
ヵ
）

ス
者
ナ
リ
也
。
仍
テ
為
ニレ
仰
ク
カ

二

無
窮
ノ
之
利
益
ヲ一
、
頌
シ
テ

二

伽

陀
ヲ一
、
可
シ
」
レ
行
ス二
礼
拝
ヲ一
。
頌
ニ
曰
ク
、」

　
　
　

唯
願
聖
天
衆　
　
　
　
　
　

決
定
証
知
我
』

　
　
　

各
到
随
処
安　
　
　
　
　
　

後
後
垂
哀
赴
」

南
無
帰
命
頂
礼
遺
身
舎
利
、
利
益
衆
生
者
。　

次
ニ
普
回
向
」

　
　
　

願
以
此
功
徳　
　
　
　
　
　

普
及
於
一
切
」

　
　
　

我
等
与
衆
生　
　
　
　
　
　

皆
共
成
仏
道
」

　

次
ニ
六
種
回
向
。
維
那
、
一
人
唱
テレ
之
ヲ
云
ク
、」

南
無
自
他
法
界
平
等
利
益　
〈
大
衆
、
普
／
同
三
拝
〉

　

次
ニ
応
供
諷
経
。
回
向
如
シレ
常
ノ
。
諷
経
畢
テ
、
三
拝
シ
テ
而
出
堂
。』

（〈
上
冊
四
六
ウ
〉
ニ
図
版
ア
リ
。【
講
式
写
真
11
】
参
照
）』

�

（
上
冊
四
五
ウ
～
四
六
ウ
）



三
〇
〇

【講式写真 1】
④永光寺蔵麟広書写本（三六ウ～三七オ）
　羅漢講式「四智讃」



三
〇
一

【講式写真 1・2】
④永光寺蔵麟広書写本（三七オ）
※一丁の写真を分割して掲載しているため、参考として掲載した。



三
〇
二

【講式写真 2】
④永光寺蔵麟広書写本（三七オ～ウ）
　羅漢講式「鈸之図」



三
〇
三

【
講
式
写
真
3
】

⑨
卍
山
開
版
『
瑩
山
清
規
』（
上
冊
三
六
ウ
）

　
羅
漢
講
式
「
鐃
鈸
之
図
」



三
〇
四

【
講
式
写
真
4
】

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
（
三
九
オ
～
ウ
）

　
羅
漢
講
式
「
勧
請
」



三
〇
五

【講式写真 5-1】
④永光寺蔵麟広書写本（四〇ウ）
　羅漢講式「総礼」



三
〇
六

【講式写真 5-2】
④永光寺蔵麟広書写本（四一オ）
　羅漢講式「唄」



三
〇
七

【講式写真 5-3】
④永光寺蔵麟広書写本（四一ウ）
　羅漢講式「法用　散花」



三
〇
八

【講式写真 5-4】
④永光寺蔵麟広書写本（四二オ）
　羅漢講式「法用　散花」・「梵音」



三
〇
九

【講式写真 5-5】
④永光寺蔵麟広書写本（四二ウ）
　羅漢講式「梵音」



三
一
〇

【講式写真 5-6】
④永光寺蔵麟広書写本（四三オ）
　羅漢講式「錫杖」



三
一
一

【講式写真 5-7】
④永光寺蔵麟広書写本（四三ウ）
　羅漢講式「錫杖」



三
一
二

【講式写真 5-8】
④永光寺蔵麟広書写本（四四オ）
　羅漢講式「錫杖」



三
一
三

【講式写真 6】
④永光寺蔵麟広書写本（四五ウ～四六オ）
　羅漢講式「第一明住処名号」



三
一
四

【講式写真 7-1】
④永光寺蔵麟広書写本（四六ウ）
　羅漢講式「第二明興隆利益」



三
一
五

【講式写真 7-2】
④永光寺蔵麟広書写本（四七オ）
　羅漢講式「第二明興隆利益」



三
一
六

【
講
式
写
真
8
】

④
永
光
寺
蔵
麟
広
書
写
本
（
四
七
ウ
～
四
八
オ
）

　
羅
漢
講
式
「
第
三
明
福
田
利
益
」



三
一
七

【講式写真 9-1】
④永光寺蔵麟広書写本（四八ウ）
　羅漢講式「第四明除災利益」



三
一
八

【講式写真 9-2】
④永光寺蔵麟広書写本（四九オ）
　羅漢講式「第四明除災利益」



三
一
九

【講式写真 10】
④永光寺蔵麟広書写本（四九ウ）
　羅漢講式「第五明供世尊舎利」



三
二
〇

【講式写真 11】
⑨卍山開版『瑩山清規』（上冊四六ウ）
　羅漢講式「羅漢供養堂荘厳座位」
※都合により別本の写真を掲載した。



三
二
一

宗
学
研
究
部
門
　
研
究
活
動
報
告

一
、
令
和
二
年
度
（
二
〇
二
〇
年
度
）
刊
行
論
文

　
小
早
川
浩
大

「
中
国
に
お
け
る
典
座
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
一
回
）、
二
〇
二
〇
年
六
月
）

「
宋
代
禅
宗
と
死
者
供
養
―
祭
文
に
焦
点
を
あ
て
て
―
」（『
宗
学
研
究
紀

要
』
第
三
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

「
宏
智
正
覚
と
死
者
供
養
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』

（
第
二
二
回
）、
二
〇
二
一
年
三
月
）

　
澤
城
邦
生

「
戦
後
か
ら
現
代
に
お
け
る
『
典
座
教
訓
』
の
展
開
―
特
に
宗
門
外
で

の
動
向
に
つ
い
て
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第

二
一
回
）、
二
〇
二
〇
年
六
月
）

「
一
万
四
千
余
カ
寺
の
後
継
者
の
実
態
」（『
月
刊
住
職
』
五
五
六
、
二
〇
二

〇
年
一
一
月
）

「
後
継
者
の
有
無
は
何
よ
り
決
ま
る
か
」（『
月
刊
住
職
』
五
五
七
、
二
〇
二
〇

年
一
二
月
）

「「
施
食
会
」
へ
の
改
称
に
関
す
る
一
考
察
―
改
称
理
由
に
見
ら
れ
る
問

題
と
課
題
―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

「
近
年
の
教
化
研
究
に
関
す
る
一
考
察
―
関
心
分
野
と
研
究
方
法
に
つ

い
て
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
二
回
）、
二

〇
二
一
年
三
月
）

　
秋
津
秀
彰

「
道
元
禅
師
以
降
の
『
典
座
教
訓
』
の
伝
播
と
受
容
―
中
世
・
瑩
山
禅

師
よ
り
近
代
・
戦
前
期
に
か
け
て
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術

大
会
紀
要
』（
第
二
一
回
）、
二
〇
二
〇
年
六
月
）

「
永
平
寺
所
蔵
『
弁
道
話
』
写
本
に
つ
い
て
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
一
回
）、
二
〇
二
〇
年
六
月
）

「
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
の
撰
述
意
図
に
つ
い
て
―
「
門
人
の
参
究
の
書
」

説
の
検
証
を
中
心
と
し
て
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
九
巻
第
一
号
、

二
〇
二
〇
年
一
二
月
）

「
永
平
寺
三
十
六
世
融
峰
本
祝
の
伝
記
に
つ
い
て
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第

三
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

「
翻
刻
・
長
円
寺
本
『
永
平
三
祖
行
業
記
』」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
四

号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

「
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
の
撰
述
意
図
に
つ
い
て
（
二
）― 

寂
円
関
与
説
の

検
討
を
中
心
と
し
て
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』

（
第
二
二
回
）、
二
〇
二
一
年
三
月
）



三
二
二

　
新
井
一
光

「『
典
座
教
訓
』
の
出
典
註
釈
研
究
に
お
け
る
成
果
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』 

第
二
一
回
、 

二
〇
二
〇
年
六
月
）

「『
正
法
眼
蔵
』「
三
界
唯
心
」
巻
に
お
け
る
仏
身
論
」（『
曹
洞
宗
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』 

第
二
一
回 

、
二
〇
二
〇
年
六
月
）

「
中
観
派
の
慈
悲
観
」（『
日
本
西
蔵
学
会
々
報
』
第
六
五
号
、
二
〇
二
〇
年
一
〇

月
）

「『
法
華
経
』
と
道
元
―「
唯
仏
与
仏
」
の
解
釈
を
中
心
と
し
て
―
」（『
印

度
学
仏
教
学
研
究
』
第
六
九
巻
第
二
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

「『
正
法
眼
蔵
抄
』「
三
界
唯
心
」
巻
―
テ
キ
ス
ト
、
現
代
語
訳
と
註

（
四
）
第
一
段
第
三
節
―
第
二
段
第
一
節
へ
の
註
―
」（『
宗
学
研
究
紀

要
』
第
三
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

「『
正
法
眼
蔵
』「
三
界
唯
心
」
巻
に
お
け
る
三
界
の
参
究
」（『
曹
洞
宗
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
二
回
）、
二
〇
二
一
年
三
月
）

　
永
井
賢
隆

「
道
元
禅
師
在
世
当
時
に
お
け
る
食
の
諸
相
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
二
一
回
、
二
〇
二
〇
年
六
月
）

「
道
元
禅
師
に
お
け
る
懺
悔
と
慚
愧
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
宗
学
研
究

紀
要
』
第
三
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

「『
弁
道
法
』
に
お
け
る
「
四
時
」
理
解
に
つ
い
て
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
二
回
）、
二
〇
二
一
年
三
月
）

　
共
同
研
究

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
発
足
二
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
食

～
禅
に
学
ぶ
～
」《
第
一
部
》「
曹
洞
宗
と
食
―『
典
座
教
訓
』
を
中
心

と
し
て
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
一
回
）、 

二
〇
二
〇
年
六
月
、
発
表
論
題
は
各
個
人
の
項
目
に
太
字
で
記
載
）

「『
弁
道
法
』
の
註
釈
的
研
究
（
一
）」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
四
号
、
二

〇
二
一
年
三
月
）

「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
二
）
―
「
月
中
行
事
」・「
回
向
文
」
の
翻
刻

―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
四
号
）

「
曹
洞
宗
関
係
文
献
目
録
（
26
）」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
四
号
、
二
〇
二

一
年
三
月
）

二
、
令
和
三
年
度
（
二
〇
二
一
年
度
）
学
会
発
表

　
小
早
川
浩
大

「『
石
門
文
字
禅
』
所
収
の
祭
文
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（
令
和
三
年
一
一
月

二
七
日
　
第
九
二
回
禅
学
研
究
会
学
術
大
会
　
於
：
花
園
大
学
（
オ
ン
ラ
イ
ン
））

　
秋
津
秀
彰

「『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
「
回
向
文
」
の
構
成
に
つ
い
て
」（
令
和
三
年
九

月
五
日
　
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
七
二
回
学
術
大
会
　
於
：
創
価
大
学
（
オ
ン

ラ
イ
ン
））



三
二
三

　
新
井
一
光

「『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
唯
心
に
つ
い
て
」（
令
和
三
年
九
月
五
日
　
日
本

印
度
学
仏
教
学
会
第
七
二
回
学
術
大
会
　
於
：
創
価
大
学
（
オ
ン
ラ
イ
ン
））

三
、
令
和
三
年
度
刊
行
・
投
稿
論
文
（
刊
行
予
定
の
も
の
を
含
む
）

　
小
早
川
浩
大

「「
生
生
世
世
」
考
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
五
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

「『
石
門
文
字
禅
』
所
収
の
祭
文
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
禅
学
研
究
』
第

一
〇
〇
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

「「
洞
谷
開
山
和
尚
示
寂
祭
文
」
に
つ
い
て
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
三
回
）、
掲
載
予
定
）

　
澤
城
邦
生

「
盆
前
看
経
考
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
五
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

「
オ
ン
ラ
イ
ン
仏
事
に
関
す
る
―
考
察
―
僧
侶
が
抱
く
不
安
に
注
目
し

て
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
三
回
）、
掲
載
予

定
）

　
秋
津
秀
彰

「
融
峰
本
祝
禅
師
伝
再
考
（
一
）
―
伝
記
史
料
紹
介
・
略
年
譜
―
」（『
傘

松
』
第
九
三
四
号
、
二
〇
二
一
年
七
月
）

「
融
峰
本
祝
禅
師
伝
再
考
（
二
）
―
出
生
・
諸
国
遍
参
・
大
悟
―
」（『
傘

松
』
第
九
三
五
号
、
二
〇
二
一
年
八
月
）

「
融
峰
本
祝
禅
師
伝
再
考
（
三
）
―
諸
寺
院
歴
住
・
示
寂
―
」（『
傘
松
』

第
九
三
六
号
、
二
〇
二
一
年
九
月
）

「『
瑩
山
清
規
』
諸
本
の
「
回
向
文
」
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教

学
研
究
』
第
七
〇
巻
第
一
号
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
）

「
近
世
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
結
集
・
編
輯
史
総
説
（
一
）―
時
代
背

景
と
初
期
の
動
向
―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
五
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

「『
正
法
眼
蔵
』
の
文
献
学
的
研
究
の
歴
史
と
今
後
の
課
題
」（『
禅
学
研

究
』
第
一
〇
〇
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

「『
瑩
山
清
規
』
の
排
列
に
つ
い
て
―
光
椿
書
写
本
・「
回
向
文
」
を
中

心
と
し
て
―
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
三
回
）、

掲
載
予
定
）

　
新
井
一
光

『
慈
悲
論
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
二
一
年
四
月
六
日
）

「『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
唯
心
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
七

〇
巻
第
一
号
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
）

「
大
乗
仏
教
に
お
け
る
憐
愍 (anukam

pā

）」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
五

号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）

「
憐
愍 (anukam

pā

） 

に
関
す
る
覚
書
」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学

術
大
会
紀
要
』（
第
二
三
回
）、
掲
載
予
定
）



三
二
四

「
仏
眼
に
つ
い
て
」（『
イ
ン
ド
論
理
学
研
究
』
第
一
二
号
、
掲
載
予
定
）

　
永
井
賢
隆

「
菩
提
達
摩
の
年
齢
に
つ
い
て
の
一
試
論
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
五
号
、

二
〇
二
二
年
三
月
）

「
天
童
如
浄
禅
師
と
『
円
覚
経
』・『
首
楞
厳
経
』」（『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』（
第
二
三
回
）、
掲
載
予
定
）

　
共
同
研
究

「『
弁
道
法
』
の
註
釈
的
研
究
（
二
）」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
五
号
、
二

〇
二
二
年
三
月
）

「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
三
）
―
「
年
中
行
事
」・「
羅
漢
講
式
」
の
翻

刻
―
」（『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
五
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
）



三
二
五

〈
編
集
後
記
〉

◆
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
宗
学
研
究
部
門
の
研
究
報
告
誌
『
宗
学

研
究
紀
要
』
第
三
十
五
号
を
お
届
け
致
し
ま
す
。
本
号
に
は
、
当
部
門

に
在
籍
す
る
研
究
員
等
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
個
人
研
究
論
文
五
篇
と

共
同
研
究
論
文
二
篇
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

  

《
共
同
研
究
》「『
弁
道
法
』
の
注
釈
的
研
究
（
二
）
は
、
昨
年
度
よ

り
研
究
を
開
始
し
た
も
の
で
、
諸
本
を
対
校
し
、
本
文
並
び
に
訓
読
文

を
校
正
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
語
注
や
引
用
出
典
に
関
し
て
も
掲
載
し

て
お
り
ま
す
。

  《
共
同
研
究
》「『
瑩
山
清
規
』
の
研
究
（
三
）
―
「
年
中
行
事
」・「
羅

漢
講
式
」
の
翻
刻
―
」
は
、
一
昨
年
度
よ
り
研
究
を
開
始
し
た
も
の

で
、『
瑩
山
清
規
』
の
諸
本
を
翻
刻
、
比
較
対
照
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
で
、
時
代
別
底
本
を
策
定
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
標
に
定
め
て
お
り

ま
す
。

◆
当
部
門
の
研
究
活
動
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
誌
並
び
に
「
曹
洞
宗
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
報
」
に
詳
細
を
報
告
し
て
お
り
ま
す
が
、
研
究
員
一

同
は
共
同
研
究
や
個
人
研
究
に
加
え
、『
正
法
眼
蔵
』『
伝
光
録
』
等
の

宗
典
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
な
ど
、
当
セ
ン
タ
ー
が
設
置
す
る
各
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
参
画
し
つ
つ
、
宗
務
庁
の
委
託
業
務
に
も
か
か
わ
っ
て
い

ま
す
。

◆
本
号
の
掲
載
論
文
に
は
、
現
在
の
人
権
的
観
点
か
ら
は
不
適
当
と
考

え
ら
れ
る
表
現
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
純
粋
に
学
術
研
究

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
差
別
の
肯
定
・
再
生
産
を
意
図

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
本
紀
要
は
研
究
員
そ
れ
ぞ
れ
が
日
々
研
鑽
を
重
ね
た
成
果
の
一
部
で

す
。
当
セ
ン
タ
ー
の
研
究
環
境
を
お
整
え
下
さ
っ
て
お
り
ま
す
全
国
の

御
寺
院
様
、
学
恩
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
諸
先
生
方
を
は
じ
め
、
関
係
者

の
皆
様
方
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
も
精
進
に
励
ん
で
参
る

所
存
で
す
の
で
、
変
わ
ら
ぬ
御
指
導
・
御
鞭
撻
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三
二
八

している。MMK と「化城喩品」の私の日本語訳は、いずれも羅什の漢訳
語を採用したものである。。

４　次のような『法華経』「方便品」散文の記述がある。
　　　K 37,10–11: tes・ām・ tad bhavis・yati dīrgharātram arthāya hitāya 

sukhāyeti.
　　　『正法華』69b6: 多所安隠。冀不疑慢。
　　　『妙法華』6c24: 長夜安隠、多所饒益。
　　　それは、長時に、彼らにとって、義のため、利益のため、楽のためとな

るでしょう。
　　　この記述を見ると、arthāya hitāya sukhāya と「安隠」の対応が考えら

れるから、上掲『道行』［11］の「悉使得安隠」は、『八千頌般若』の
mahato janakāyasyārthāya hitāya sukhāya に相当すると一応見なすこと
が可能であろう。

５　『八千頌』［10］a–aは、『八千頌』において他に二個所で説かれるが（As・t・a 
125,18–21 及び126,2–7）、これらの二個所とも『道行』に対応する訳は欠
けている。

　　　ただし、As・t・a 125,18–21 に対応する玄奘訳『大般若波羅蜜多経』〔660–
663 年訳出〕（大正 220）第四会及び第五会の個所には、「哀愍利楽諸有情
者」（大正 7、814b21–22）、「哀愍利楽諸有情者」（大正 7、893a24–25）と
出ており、元のテキストに (loka-)anukampāyai もしくは (devān・ām・ ca 
manus・yānām・ ca) anukampakā があったことが想定される。

　　　なお、『小品』〔408 年訳出〕は、これに対応する記述を欠く。羅什と玄
奘が、それぞれいかなる原典を参照したか問題となるが、anukampā に関
するこれらの二つの訳出テキストの差異は、『般若経』におけるanukampā 
の受容について一つの視点を与えるものと思われる。

６　『道行』はanupalabdhidharmatayā dharmān・ām upeks・aken・a を欠く。Cf. 
Karashima 2011: 377, fn. 345.

７　この振る舞いは次のように説かれる。As・t・a 196,11–12: tathā karis・yāmi 
yathā sarve mārakarmados・āh・ sarven・a sarvam・ sarvathā sarvam・ 
sarvatra sarvadā ca na bhavis・yanti, notpatsyante |.「そのように、私は
なすであろう。一切の魔の行の過失が、一切によって、一切が、あらゆる
あり方で、一切において、一切時において、生じず現れないように」。

８　『道行』において、私が見た限り、「安隠」がmahākarun・ā の訳である例は
見られないようである。
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　　　　　　　　 護訳
『妙法華』　　　　『妙法蓮華経』大正 9、No. 262
二次資料
袴谷憲昭 2002　　『仏教教団史論』大蔵出版
袴谷憲昭 2013　　『仏教文献研究』大蔵出版
Karashima, Seishi
　　2010　　A Glossary of Lokaks・ema’s Translation of the As・t・asāhasrikā
　　　　　　 Prajñāpāramitā 道行般若経詞典 , Tokyo: The International 

Research Institute for Advanced Buddhology at Soka 
University (Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica 
XI).

　　2011　　 A Critical Edition of Lokaks・ema’s Translation of the As・t・asā
hasrikā Prajñāpāramitā 道行般若経校注 , Tokyo: The Inter-
national Research Institute for Advanced Buddhology at 
Soka University (Bibliotheca Philologica et Philosophica 
Buddhica Vol. XII).

三
二
九

　註

１　『曹洞宗総合研究センター学術大会紀要（第 23 回）』（2022 年 3 月刊行予
定）参照。

２　同様の指摘は、袴谷 2013: 545、註 71 においても述べられている。また、
anukampām upādāya に関 連 して、 袴 谷 氏 は根 本 説 一 切 有 部 の 
Prātimoks・asūtra の一節を考察しておられる。袴谷 2002: 229–232 参照。
本論では袴谷氏のご論考から学び、anukampām upādāya についてわずか
ながらも考察をなし得た。袴谷先生には深く感謝申し上げたい。

３　「哀愍の故に」という表現が文脈によって二つの意味を持つことについて、
（上掲註１拙稿）においてすでに述べたように、私は、（Ｂ）説法の動機に
関して、「化城喩品」K 180,12–14 において、「無上正覚」が目的として設
定されることによって、ある人をその目的へと向かわせる力がより強く意
図されているのではないかと考えている。それ故、この表現は（Ａ）のよ
うな理由というより、むしろその動機付けに力点があると見なし、（Ｂ）説
法の動機と理解した。

　　　なお、鳩摩羅什は、MMK 27.30 のanukampām upādāya を「憐愍」と
訳すが（大正 30、No. 1564: 39b25）、この「化城喩品」では「哀愍」と訳
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かれている。『道行』［20］において説かれた、悲から大悲、それから哀愍へ
という菩薩の心情の変化を示す記述はこれらの四つのテキストでは考慮され
ず、ただ四無量の禅定だけが説かれている。ある意味で単純化されたあり方
がこれらの四つのテキストでは説かれるように変わったと思われるが、悲か
ら大悲、それから哀愍へという一連の流れが考慮されず、四無量だけが菩薩
の心情として説かれるあり方は、菩薩の利他的な振る舞いが、いかなる心情
によって動機付けがなされるのか示した『道行』における精細な記述を無視
するものであろう。とりわけ、『道行』［20］の「慈念之」によって説かれる
ようなanukampām upādāya に対応する記述を欠如すれば、この概念が
MMK 27.30 や『法華経』「化城喩品」において仏陀の説法の動機とされるこ
とを示さないであろう。つまり、記述［23］–［26］においては、四無量の悲
によってのみ直ちに菩薩の行がなされるという解釈を可能とするものである。
しかし、四無量の悲はあくまで禅定において願われることであろう。それが

「説法」ないし「菩薩の正しい振る舞い」の直接的な動機となるのではない。
そうではなく、『道行』［20］が示す通り、それには、悲のみで十分ではなく、
大悲、そしてさらに哀愍が必要とされるのである。

略号
一次資料
As・t・a  As・t・asāhasrikā Prajñāpāramitā, Buddhist Sanskrit 

Texts, No. 4, ed. P. L. Vaidya, Darbhanga, 1960.
K  Saddharmapun・d・arīkasūtra, eds. Hendrik Kern, 

Bunyiu Nanjio. Bibliotheca Buddhica 10, St. 
Pétersburg, 1908–1912.

MMK  Mūlamadhyamakakārikā. In: 『中論頌：梵蔵漢合校・
導読・訳注』, ed. 叶少勇（Ye Shaoyong），中西書局，
2011.〔原文をワイリー方式に改めて提示した。〕

大正 大正新脩大蔵経
『鈔経』 『摩訶般若鈔経』大正 8、No. 226. 曇摩蜱、竺仏念訳
『正法華』 『正法華経』大正 9、No. 263
『小品』 『小品般若波羅蜜経』大正 8、No. 227 鳩摩羅什訳
『大般若波羅蜜多経』　『大般若波羅蜜多経』大正 7、No. 220 玄奘訳
『大明度経』 『大明度経』大正 8、No. 225 支謙訳
『道行』 『道行般若経』大正 8、No. 224: cf. Karashima 2011.
『仏母』 『仏母出生三法藏般若波羅蜜多経』大正 8、No. 228 施

三
三
〇
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の場合には、anukampām upādāya に対応する訳として「慈念之」が想定さ
れる。この想定が正しければ、『道行』［20］の「慈念之」は、菩薩が行じよ
うとする振る舞いへと向かわせる動機を表す最初期の用例と見なすことがで
きるのではないであろうか。また、そればかりではなく、悲から大悲、それ
から哀愍へと菩薩の心情が移っていくあり方は、所謂慈悲に関する『般若経』
の解釈を示すものであろう。
　ここで、『八千頌』［18］に対応する諸漢訳を考察しよう。
　［21］『大明度経』499b3–4: 
　　彼壊器輩所在三処止、常当持慈心、哀念、令安隠、愍傷之、自護。
　［22］『鈔経』534c16: 
　　是彼壊菩薩輩在所止処。常当慈心、哀愍、護之。
　『道行』［20］の「常当哀之、令安隠、愍傷之、慈念之」は、『大明度経』
　［21］では「令安隠。愍傷之」とされる。元のテキストが同一であったか
どうかという問題があるが、『大明度経』［21］は簡略化された記述に見え、
ānukampām upādāya は訳されていないようである。
　『鈔経』［22］ではanukampā に相当すると考えられる「哀愍」だけが説か
れ、mahākarun・ā は訳されていないようである。これらの二つのテキスト

［21］と［22］の間の差異について、テキストを深く読み込んで、『大明度
経』［21］ではanukampā という動機付けを欠いており、mahākarun・ā が重
視されるが、『鈔経』［22］ではmahākarun・ā を欠いており、anukampā が重
視されるといえるかどうか。しかし少なくとも、菩薩が行じようとする振る
舞いの動機付けについて、これらの三つの漢訳のテキストに解釈の相違があ
ると言えるであろう。
　この点に関して、次に『小品』『大般若波羅蜜多経』第四会及び第五会、

『仏母』を順次引用し、考察しよう。
　［23］『小品』571b12–13: 
　　於此人中。当生慈悲喜捨之心。我当如是懃行精進。
　［24］『大般若波羅蜜多経』〔第四会〕839b9–10: 
　　於彼悪賊旃荼羅人。常応発心慈悲喜捨。応作是念。
　［25］『大般若波羅蜜多経』〔第五会〕910a16–18: 
　　於彼悪賊旃荼羅人。常応発生慈悲喜捨。応作是念。
　［26］『仏母』653c17–18: 
　　又復於諸衆生起大慈心大悲心大喜心大捨心。菩薩常作是願。
　『道行』［20］、『大明度経』［21］、『鈔経』［22］で相違が認められた悲に関
して、これらの記述［23］–［26］では、「慈悲喜捨」の四無量の枠組みが説

三
三
一
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いたと考えられるのである。もしこの想定が正しければ、この『道行』の記
述は、「傷念」（anukampā）が説法の動機を示す最初期の用例の一つとして
注目されるであろう5。
　さて、『八千頌』の次の一節を考察しよう。
　［18］As・t・a 196,9–10: 
　　 tatrāpi tāvan maitrāyamān・ena karun・āyamānena mahākarun・ām 

utpādyānukampām upādāya samyakpratipannes・u sattves・u muditacit-
tenānupalabdhidharmatayā dharmān・ām upeks・aken・a evam・ cittam 
utpādayitavyam 

　［19］まず、それにおいても、慈しみをもち、悲をもち （karun・āyamānena）、
　　大悲を生じてから（mahākarun・ām utpādya）、哀愍の故に（anukampām 
　　 upādāya）、正しい行をなした有情たちに対して、喜びの心をもち、諸法

が不認識の法であることによって捨をもち、このように心が起こされる
べきである。

　［20］『道行』461c17:
　　 是彼壊菩薩輩所在彼処。常当持慈心向。常当哀之、令安隠、愍傷之、慈

念之。常当自護6。
　この一節は、anukampām upādāya の意義を示すように思われる。即ち、

『八千頌』［18］を見ると、菩薩が発すべき心として四無量に言及されるが、
その中、karun・āyamānena に続けて、mahākarun・ām utpādya とanukampām 
upādāya が挙げられる。この示し方は、しかし、同義語の列挙というもので
はなく、おそらく悲から大悲、それから哀愍へと菩薩の心情が移っていくあ
り方を示しているであろう。この心情は、『八千頌』［18］に続けて説かれる
菩薩が行じようとする振る舞いへと向かわせる動機付けを示していると思わ
れる。
　『八千頌』［18］の “karun・āyamānena mahākarun・ām utpādyānukampām 
upādāya” に対応する『道行』［20］の「常当哀之、令安隠、愍傷之、慈念
之」は、梵語テキストと完全に対応するとは言い難い。しかし、『八千頌』の 
“mahākarun・āparigr・hīto bhavati” (As・t・a 200,9) が『道行』の「極大愍傷念」
と対応する例から考えると（cf. Karashima 2010: 319）、『道行』［20］の

「愍傷之」は「極大」を欠くが、mahākarun・ām utpādya に相当するかもしれ
ない8。従ってまた、「慈念之」はanukampām upādāya に相当するであろ
う。
　先に『道行』［11］について検討した際、『八千頌』［1］のanukampām 
upādāya が、『道行』等の漢訳に欠けている例を示したが、今、『道行』［20］

三
三
二
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　［16］『仏母』622a17–21:
　　 仏告須菩提言。諸菩薩摩訶薩。於長夜中多所饒益一切衆生。以善方便與

其利楽。悲愍世間、為救度故。而諸菩薩勤求阿耨多羅三藐三菩提果。得
証果已。欲為一切衆生如其所応宣説法要。

　［1 7］ 世尊は言った。「即ち、スブーティよ、彼ら菩薩大士たちは、㋐多く
の人々の利益のために、多くの人々の楽のために、世間を哀れむために

（lokānukampāyai）、修行しているのである。多数の人々の、義のため、
利 益 のため、楽 のために。㋑ 神 々 と人 間 たちを、哀 愍 するもの

（anukampaka）であり、哀愍の故に（anukampām upādāya）、無上正
等覚を現等覚したいのである。無上正等覚を現等覚してから、無上の法
を説きたいのである」。

　『八千頌』［10］a–aの記述に関して、例えば、『法華経』、あるいはパーリ増
支部、『律蔵』「大品」にも認められ、広く知られるものであるが、『八千頌』

［10］は、先の『八千頌』［1］と［9］の例と異なり、『道行』［11］とある程
度の対応が認められると思われる4。
　しかるに、『道行』［11］では「傷念天上天下。以是故」の一節が注目され
る。「傷念」は、Karashima 2010: 408–409 において指摘される通り、“(loka-)
anukampāyai” もしくは “(devān・ām・ ca manus・yānām・ ca) anukampakā” に対
応すると思われる。「天上天下」に関して、『道行』の他の個所では、「都盧天
上天下」（大正 8: 433a25）が、『八千頌』のsarva ... divyamānus・ikībhih・ 

（As・t・a 35,13f, cf. Karashima 2010:131）に対応する例に基づいて、『道行』
［11］の「天上天下」は『八千頌』［10］のdevān・ām・ ca manus・yānām・ ca に
相当する訳と見なすことができるであろう。従って、「傷念天上天下」は
devān・ām・ ca manus・yānām・ ca | anukampakā の訳と一応見なすことができる
であろう。
　ただ、この点、『大明度経』と『小品』はdevāds・ām・ ca manus・yānām・ ca | 
anukampakā に相当する訳が必ずしも認められない点が気に掛かる。テキス
トの変遷の面から『八千頌』と『道行』や他の漢訳との厳密な語句の対応は
確定し難いが、今このように対応を検討しているは、『道行』［11］の「傷念
天上天下」の直後に出る「以是故」によって、「傷念」（anukampā）が「説
法」の動機であることが示されるのではないかと考えるからである。即ち、
このような「傷念」が示された後、「自致阿耨多羅三耶三菩。成作仏時悉為
説法」、つまり『八千頌』では「無上正等覚を現等覚したいのである。無上正
等覚を現等覚してから、無上の法を説きたいのである」と述べられるから、

『道行』は、「天上天下」に対する「傷念」を「説法」の動機として見なして

三
三
三
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三
三
四

また、その返答で、これと同文が繰り返され、帝釈天は他者のために詳しく
顕わし、与え、分ける方がより多くの福徳を得ると答えるのであるが（As・t・a 
52,25–27）、この返答においても、『道行』等の漢訳には対応する訳が欠けて
いる（大正 9: 436b28–29、Karashima 2011: 111–112, fn. 649）。従って、下
線部の記述は後代付加されたと想定されるが、この記述の中で、「また、有情
たちに対する哀愍の故に」は、「他者たちのために、詳しく顕わし、与え、分
ける」ことの動機付けを示すであろう。「他者たちのために」「より広く」「有
情たちに対する」という表現によって、利他、つまり他者の利益が目的とし
て設定されているのは明らかである。この動機付けは、（Ｂ）説法の動機を示
すであろう。
　さて、次のAs・t・a の記述を考察しよう。
　［10］As・t・a 108,32–109,3:
　　 bhagavān āha | tathā hi te subhūte bodhisattvā mahāsattvā abahuja-

nahitāya pratipannā bahujanasukhāya lokānukampāyai mahato 
janakāyasyārthāya hitāya sukhāya devān・ām・ ca manus・yānām・ caa | 
anukampakā anukampām upādāyānuttarām・ samyaksam・bodhim 
abhisam・boddhukāmāh・ | anuttarām・ samyaksam・bodhim abhisam・bu-
dhyānuttaram・ dharmam・ deśayitukāmāh・ ||

　［11］『道行』445c5–8: 
　　 仏語須菩提。菩薩、摩訶薩、昼夜念世間、悉使得安隠。傷念天上天下。

以是故。自致阿耨多羅三耶三菩。成作仏時悉為説法。
　［12］『大明度経』490a3–5:
　　 仏言。用是故。闓士大士、昼夜愍傷群生。欲使其安。自致無上正真道。

成作仏時悉為説経。
　［13］『小品』554c11–15: 
　　 如来善説諸菩薩事。須菩提。是諸菩薩摩訶薩、長夜、多所利益。多所安

隠、多所安楽。憐愍世間。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸天人演説法要。
　［14］『大般若波羅蜜多経』〔第四会〕807b8–12: 
　　 仏告善現。如是如是。所以者何。諸菩薩摩訶薩、為欲利楽多衆生故。哀

愍世間大生衆故。憐愍人天、令獲大義利楽事故。求証無上正等菩提。為
諸有情説無上法。

　［15］『大般若波羅蜜多経』〔第五会〕889a12–15: 
　　 仏言善現。如是如是。所以者何。諸菩薩衆、為欲長夜利楽多生、哀愍世

間大生衆故。欲令天人獲大義利安楽事故。求証無上正等菩提、為諸有情
宣説法要。
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便、施設十善業道四静慮等令勤修学。
　［8 ］『仏母』598c9–12: 復次憍尸迦。若如来応供正等正覚不出世時。彼諸菩

薩摩訶薩衆出現世間。従先所聞般若波羅蜜多。出生種種善巧方便。悲
愍世間諸衆生故、為作利益。是故十善法。

　『大般若波羅蜜多経』〔第四会〕［5］及び『仏母』［7］の下線部には 
“sattvānām anukampakāh・ anukampām upādāya” に対応するような記述が
あるが、その他の漢訳テキストにはこの句に対応するような訳は認められな
い。従って、この「哀愍の故に」は後代付加されたと思われるが、しかし問
題なのは、『リグ＝ヴェーダ』を源流とする（Ａ）納受の理由を意味する

「哀愍の故に（anukampām upādāya）」という表現が、この『八千頌』で
は、（Ｂ）説法の動機に関わることを意味していることであろう。即ち、仏に
代わってここで「福田」と見なされる「菩薩」が「有情たちを哀愍するもの 

（sattvānām anukampakāh・）」であることが詳しく説明されて、「哀愍の故
に、この世間に来て、十善業道を世間に促す」というあり方で説かれている
のである。
　このように考えるならば、『八千頌』［1］おいて説かれる所謂慈悲は、「福
田」である菩薩の属性として「哀愍（anukampā）」という語によって表現さ
れるが、その内容は（Ｂ）説法の動機を意味するものと特徴付けられるであ
ろう。この『八千頌』［1］の「哀愍」は「化城喩品」においては、（Ａ）納
受の理由と（Ｂ）説法の動機という二つの意味が認められていたのに対して、

（Ｂ）説法の動機の意味に限定し解釈したものと言えるであろう。
　さらに、次のようなAs・t・a の記述を考察しよう。
　［9］As・t・a 52,20–22:
　　 yo vā anyah・ kulaputro vā kuladuhitā vā tathāgataśarīram・ svayam・ ca 

satkuryād gurukuryān mānayet pūjayed arcayed apacāyet, 
parebhyaś ca vistaren・a sam・prakāśayet, dadyāt sam・vibhajet vaistārikī 
pūjā bhavis・yatīti sattvānām・ cānukampām upādāya |

　　 　あるいは、別の善男子ないし善女人が、如来の遺骨を自ら尊敬し、尊
重し、崇拝し、供養し、賛嘆し、祈願するとしよう。また、他者たちの
ために、 詳 しく顕 わし、 与 え、 分 けるとしよう（sam・prakāśayet, 
dadyāt sam・vibhajet）。より広く供養が生じるであろうと。また、有情
たちに対する哀愍の故に（sattvānām・ cānukampām upādāya）。

　如来の遺骨を自分一人のものとして供養するか、他者のために分けるか、
と世尊が帝釈天に問うている一節であるが、下線部の記述は、『道行』には対
応する訳が欠けている（大正 9: 436b25–26、Karashima 2011: 111, fn. 645）。

三
三
五
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　［1］ As・t・a 37,21–24: 
　　 yadāpi kauśika tathāgatā arhantah・ samyaksam・buddhā loke 

notpadyante, tadāpi kauśika bodhisattvā mahāsattvāh・ pūrvaśrutena 
prajñāpāramitānis・yandena ye upāyakauśalyasamanvāgatā bhavanti, 
te 'pi kauśika sattvānām anukampakāh・ anukampām upādāya imam・ 
lokam āgamya daśa kuśalān karmapathān loke prabhāvayanti |

　　 　カウシカよ、如来たち、阿羅漢たち、正覚者たちが世間に生じない
時、カウシカよ、その時、菩薩大士たちは、以前に聞いた般若波羅蜜の
等流として、方便善巧を備えるようになるのである。カウシカよ、彼ら
も、有情たちを哀愍するもの （anukampaka）であり、哀愍の故に 

（anukampām upādāya）、この世間に来て、十善業道を世間において促
すのである。

　ここでは、しかし、「化城喩品」の8 例において説かれた「福田」としての
菩薩が献納物を納受する理由ではなく、菩薩が「十善業道」を促す動機が

「哀愍の故に」と表現されているように思われる。その点で、「化城喩品」K 
180,12–14 における（Ｂ）説法の動機と類似した意義をもつものとして、こ
の表現は用いられているであろう。
　しかるに、この『八千頌』［1］に関して、最古の漢訳である『道行般若
経』（179 年訳）、及び『大明度経』『鈔経』『小品』『大般若波羅蜜多経』〔第
五会〕の対応個所には、「哀愍の故に（anukampām upādāya）」を含む、
“sattvānām anukampakāh・ anukampām upādāya” の一節が欠けているので
ある。対応漢訳個所（cf. Karashima 2011: 79, fn. 254）を列挙しよう。
　［2 ］『道行』433c2–4: 今怛薩阿竭阿羅呵三耶三仏。未出世間時。菩薩悉照

明四禅四諦四神足般遮旬。
　［3 ］『大明度経』484b15–17: 開士大士従中生仏未出於世時。闓士悉出説照

明四棄四拔苦四事空五通。
　［4 ］『鈔経』515c21–22: 菩薩摩訶薩。因漚 拘舍羅中。生十善功徳照明世

間。
　［5 ］『小品』543c7–9: 諸仏不出於世。但因菩薩故。十善道四禅四無量心四

無色定五神通出現於世。
　［6 ］『大般若波羅蜜多経』〔第四会〕777c27–778a1: 若諸如来応正等覚不出

世時。唯有菩薩由先所聞甚深般若波羅蜜多等流勢力。成就殊勝方便善
巧。哀愍世間諸有情故。施設建立覚支相応十善業道。

　［7 ］『大般若波羅蜜多経』〔第五会〕875a14–17: 憍尸迦。若諸如来応正等覚
不出世時唯有菩薩。由先所聞甚深般若波羅蜜多増上勢力。為諸有情方
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納物を受け取ってやる理由が、「哀愍のゆえに」と言われる、とされる。この
あり方の淵源を、袴谷氏は、『リグ＝ヴェーダ』第 1 篇第 126 章第 5 頌に指
摘し、さらに、anukampām upādāya という表現は、大乗経典において頻出
するようになると指摘しておられる。
　『法華経』「化城喩品」K 166,1–2、K 169,7–9、K 172,11–13、K 176,2–4 に
おいてanukampām upādāya という表現は合計 8 例ある。上に掲げた袴谷氏
の説明に従えば、それらは、（ロ）「世尊」「善逝」は、大梵天に対する哀愍
の故に、（イ）大梵天の提供した daks・in・ā（報酬、施物）である「車」を

「納受」ないし「受領」してやることができるという意味で説かれる。
　「化城喩品」のもう一つの個所 K 180,12–14 では、anukampām upādāya は

『正法華』『妙法華』という二つの漢訳には訳されていないため、後代付加さ
れたと想定される。しかし、梵語テキストでは、法を説く動機として「哀愍
の故に（anukampām upādāya）」が説かれる。先の「化城喩品」の8 例は
世尊からの「説法」という返礼を期待して、納受の理由として贈り主から最
初に語られた言葉であるのに対して、今の「哀愍の故に」の場合は、すでに
世尊への献納は済んでおり、世尊が返礼をなす動機を示すように思われる。
つまり、（Ａ）納受の理由と、（Ｂ）説法の動機を示す二つの意味で、この表
現が使われているように思われるのである3。
　しかし、このような献納物の納受と返礼に関わる期待ないし願望が仏教の
慈悲なのであろうか。仏教史において、本論冒頭に言及した「聖求経」の
kāruññatam・ pat・icca、また四無量の禅定における慈悲のような、さまざまな
慈悲の様相が説かれたであろうが、それらの間の相違は、仏教史における慈
悲の生成に関して、やはり大きな問題を示すものとなるであろう。
　なお、私の率直な意見として、哀愍の故に献納物を受け取ってやるという
発想自体、おぞましいと言わざると得ない。大乗仏教における「哀愍」ない
し「哀愍」に類する概念、つまり所謂慈悲の源流が、『リグ＝ヴェーダ』の
頌に認められ、それが後世の仏教において広く受け入れられていたとするな
らば、我々はもはや、仏教の利他の倫理に関する歴史的な意義を、批判的に
見直さないわけにはいかないであろう。

２．『八千頌般若』におけるanukampām upādāya

　上掲拙稿では『法華経』「化城喩品」の所説を考察したが、anukampām 
upādāya は、大乗経典であるAs・t・asāhasrikā Prajñāpāramitā『八千頌般若』

（以下、『八千頌』と略す）にも見出され、菩薩の特徴を表現しているようで
ある。

三
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宗学研究紀要第 35 号　2022 年 3 月

１．はじめに

　拙稿「憐愍（anukampā）に関する覚書」1 において、MMK 27.30 におけ
るanukampām upādāya について私見を述べた。ナーガールジュナは仏陀の
説法の動機としてanukampām upādāya という自己の解釈を示したが、同時
代と考えられるアシュヴァゴーシャはBuddhacarita (Bc) 14.95 において、仏
陀が最初説法へ向かう動機を、brtse ba と述べている。Bc のチベット語訳
を検討すると、brtse ba というチベット訳語の原語は、anukampā とは想定
し難いが、これらの二人の仏教者が仏陀の説法の動機に関して憐愍ないし憐
愍に類する表現に言及することは、当時の仏教徒の中でこの伝承が広く知ら
れていたことを示すと思われる。その憐愍という動機が最初説法に関するも
のであるのか否かという点で、これらの二つの動機には差異が認められる。
　しかるに、anukampām upādāya という表現は、brtse ba というチベット
訳語と異なり、大乗経典においてある特殊な意味を持つ点で注意されるべき
である。
　anukampām upādāya という表現について、袴谷憲昭氏は次のように述べ
ておられる。

大乗経典になると、「仏（たち）」が「（有情たちの）哀愍のゆえに受領
する （prati/pari-GRAH...anukampām upādāya）」という表現が頻出す
るようになるが、ここでは、「作善主義」との絡みで、この表現の背景を
一瞥しておきたい。まず、なぜこのような表現が可能かというと、「仏」
はインドでは daks・in・ā を無駄にすることのないバラモン祭官にも等しき
霊力を持っていると信じられていたからであり、その霊力ゆえに、（ロ）

「仏」は「哀愍のゆえ」に、（イ）有情の提供した daks・in・ā（報酬、施
物）を「受領」してやることができるのであり、これを（イ）の側から
言えば、親切にも（ロ）に「受領」して頂けるということになるわけで
ある。（袴谷 2002: 79–80）〔下線＝新井〕2 

　つまり、仏は、「哀愍のゆえ」に、有情からの献納物を受け取ってやり、そ
の返礼として、その有情の悪業が払拭されるというあり方において、仏が献

大乗仏教における憐愍（anukampā）
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